
Ⅰ．はじめに

　アメリカに端を発する先行き不透明な世界各国間での貿易
交渉，イギリスのBrexitをはじめとする政治の不確定性

（policy uncertainty），中国経済の減速等により，堅調だった
世界経済の成長率は，一部の先進国や途上国を中心にやや鈍
化している。こうした政治・経済状況の中，主要先進国は，
近年に比べ，拡張的財政政策をとっている。
　財政赤字はアメリカ，フランスでは拡大する見込み。財政
再建は引き続きの課題であり，さらに，政府の「格差の是
正」に向けた取組に対する各国の納税者の目は依然として厳
しい中で，主要先進国においても，力強い経済成長の実現と
着実な財政再建を模索しながら，慎重な税制改正が求められ
ている。
　2017年のトランプ大統領の税制改正では，雇用の創出，よ
り簡素で公正な税制等が柱とされ，連邦法人税率の引下げ，
個人所得税率の引下げ及び控除の見直し等が行われ，大幅減
税となった。一方で，利子控除制限制度の見直しや税源浸食・
濫用対策税の導入等により細かな増収措置が講じられてい
た。大規模な減税改革と謳われつつも，原則赤字を拡大させ
ないという議会のルールに従い，実際にはその改正の多くが
2025年までの時限措置となっていた。その後，中間選挙前の
2018年９月頃に，特に中所得者層の支持拡大を念頭に，個人
所得税の減税の恒久化などを目指す税制改革第２弾が下院歳
入委員会から発表された。中間選挙で議会がねじれの状態に
なり，税制改正法案はいったん廃案となり，元の案の一部を
含む新たな法案が現在審議されている。当該法案は，家計の
貯蓄の促進を柱に据えたものとなっている。
　イギリスではBrexitを巡り一連の政治的混乱は収まってい
ないが，好調な景気を背景に，安定的なインフレ上昇とそれ
に伴う賃金の増加により，経済成長が見込めると政府は予
測。また，2019年３月時点の政府見通しによれば，緩和的金
融政策に後押しされた世界的低金利により，財政が改善する
との見通しを示している。そうした中，個人所得税の基礎控
除の引上げや企業の設備投資に係る年間投資控除額の引上げ
等の減税政策をとる一方で，2020年から特定の電子ビジネス
を行う大手デジタル企業の英国での収入に対し２％の課税を
行うデジタル・サービス・タックス（DST）を導入する予定。
　ドイツは2010年以降続いている好調な民間消費を背景に経
済成長がプラスに続いており，財政収支も黒字を維持。新規
国債の発行を2023年までは発行しないことを財政計画に規定
している。もっとも，好調な経済でありつつも，2018年後半

は，新たな自動車の排ガス規制の問題や弱い外需等を背景に
実質GDP成長率が鈍化。こうした中，低・中所得層を念頭に
児童手当及び児童控除の引下げや所得税の累進の緩和，連帯
付加税の一部撤廃など，2021年には，直近の10年で最大の減
税となる規模の減税政策を実施する予定。
　フランスのマクロン大統領は，2017年予算法において，選
挙公約を踏襲し，家計の購買力を取り戻し，企業の投資と雇
用を促すため，金融所得の単一税率の導入や住居税の段階的
廃止，法人税率の引下げ等の大幅な減税措置を講じる一方，
一般社会税（CSG）の税率引上げや環境に配慮する観点から
たばこ税の税率引上げや燃料課税の税率引上げ（2018年１月
から実施予定（当時））等の増税を規定した。しかし，歳出
削減を含む痛みを伴う改革や富裕層・大都市を優遇している
との批判から政権の支持率は低下。2018年11月以降燃料税引
上げ計画への抗議に端を発して始まった「黄色のベスト運
動」などにより，2019年予算法は修正を迫られた。当初から
2019年予算法は大規模な減税と見せつつも，その中身の多く
は2018年改正時に定められていた内容を踏襲したものとなっ
ていた。唯一の主要な増税項目であった環境問題への対処の
ための燃料税の引上げも，「黄色のベスト運動」を踏まえ，
凍結となった。「黄色のベスト運動」対処のため，マクロン
大統領は，2018年12月に経済社会緊急対策を表明し，その財
源にも活用すべく，デジタル課税について実施する方針が示
されていた。その後，2019年３月にデジタル大企業課税法案
が閣議後，議会に提出され，同年５月に「企業成長転換行動
計画法案」にて，成立した。
　以上のような諸外国の状況を踏まえ，欧米主要国における
直近の動向（2019年５月末）を概観する。

Ⅱ．米国

Ⅰ．近年の税制改正等をとりまく環境

１．政治

　2016年11月８日に実施された大統領選挙を経て，2017年１
月に共和党のトランプ大統領による新政権が発足した。トラ
ンプ大統領は，就任以降，「米国第一主義」，「米国を再び偉
大にする」との方針の下，移民制度改革や税制改革，インフ
ラ投資等の政策を通じ，強い経済の実現等に向けて取り組ん
できた。2018年11月には，発足からのトランプ政権の成果が
問われる２年に一度の中間選挙の結果，上院では引き続き，
共和党が多数派となったものの，下院では，民主党が多数派
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は，今後10年間でベースライン比▲2.8兆ドルの歳出削減策
等を講じることによって，2034年度までに財政収支を均衡化
し，2039年度までに債務残高対GDP比を45％に削減するとい
う見通しを示している。

Ⅱ．税制改正の内容

１．2017年税制改革法

　トランプ政権においては，2017年12月22日に，雇用の創出
や，より簡素で公正な税制等が主な柱とされた税制改革法を
成立させた。
　この税制改革法では，まず，個人所得税については，制度
を簡素化しつつ，所得税負担の軽減を図る観点から，個人所
得税率の引下げや多くの控除について見直しが行われた。個
人所得税率については，10％から39.6％の７段階の税率と
なっていたものについて，最高税率が引き下げられ，新たな
税率は10％，12％，22％，24％，32％，35％，37％の７段階
となった。また，従前，納税者本人や配偶者，被扶養者を対
象に一人当たり4,050ドルの人的控除が認められていたが，
この控除は，概算控除に統合されることとなり，その分，概
算控除は，単身者で6,350ドルから12,000ドルまで拡大された。
加えて，児童税額控除についても，従前の児童一人あたり
1,000ドルから2,000ドルに拡大された。さらに，児童以外の
扶養者一人につき500ドルの税額控除が認められることと
なった。このほか，概算控除との選択で適用が認められてい
る項目別控除についても，州・地方税に係る控除，住宅ロー
ン利子控除等の一部項目についての縮小又は廃止を含む改正
が行われている。
　なお，これら所得税関連の改正事項の多くは，2025年末ま
での時限措置とされており，遺産税及び贈与税についても，
同じく2025年末までの間，基礎控除が従前の548万ドルから
倍増する措置が講じられている。
　また，法人税に関しては，米国経済の活性化や雇用の創出
を図る観点から，一部の租税特別措置の廃止や縮減等による
課税ベースの拡大と併せて，連邦法人税率が35％から21％へ
引き下げられた（地方法人税（カリフォルニア州）を含めた
実効税率は，40.75％から27.98％へ引下げ）。また，減価償却

を占め，議会上院・下院の多数派が異なる「ねじれ」の状態
となった。今後は，特に党間で対立がある分野においては，
法案の成立が困難な状況となっている。

【表１．米国連邦議会上下院の議席数（2019年６月現在）】

連邦議会下院
（435議席）※欠員２議席

連邦議会上院
（100議席）※独立系２議席

民主党 235議席 45議席

共和党 198議席 53議席

２．経済

　2018年２月に公表された「2019年度予算教書」では，3.0％
と見込まれていた2018年実質GDP成長率が，実際は，前年比
＋2.9％となり，前年（同＋2.2％）から加速した。その主な
内訳をみると，個人消費は前年比＋2.6％（前年：同＋2.5％）
と個人所得税率の引下げもあって実質可処分所得が増加して
いることを背景として，増加が続いている。また，民間設備
投資は全体では前年比＋6.9％（前年：同＋5.3％）となった。
国際収支をみると，貿易・サービス収支は▲6,277億ドルと
前年（▲5,501億ドル）から赤字幅が拡大した。経常収支全
体でも▲4,885億ドルと前年（▲4,491億ドル）から赤字幅が
拡大した。雇用情勢では，失業率は通年平均で3.9％と，前
年（4.4％）からさらに低下した。物価情勢については，PCE
総合及びPCEコアデフレーターがともに2018年３月以降，前
年比２％付近で安定していた。
　なお，2019年３月にトランプ大統領が公表した「2020年度
予算教書」における経済見通しによると，2019年の実質GDP
成長率は3.2％，失業率は3.6％と見込まれている。

３．財政

　2018年２月に公表された大統領予算教書（2019会計年度）
では，2028年度までに財政収支対GDP比を▲1.4％に削減し，
その後，2039年度までに均衡化するとともに，2029年度以降，
2043年度までに債務残高対GDP比を40％に削減するという見
通しが示されていた。
　その後，2017年12月の税制改革法の成立に伴う歳入減や国
防費・インフラ投資支援などの歳出増も見られる中，2019年
３月に公表された直近の大統領予算教書（2020会計年度）で

【表２：米国「2020年度予算教書」における名目GDP等の予測】
（単位：名目GDPは10億ドル，その他の項目は％）

暦年 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

名目GDP 20,497 21,565 22,694 23,851 25,061 26,330 27,665 29,050

名目成長率 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0

実質成長率 2.9 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9

CPI上昇率 2.5 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

失業率 3.9 3.6 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2

長期金利 2.9 3.4 3.6 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7

（出所）米国行政管理予算局（OMB）「2020会計年度大統領予算教書」
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に関して，2017年９月28日以降2022年末までに取得かつ事業
の用に供された一定の固定資産については，100％の即時償
却が可能となるが，2023年以降段階的に縮小されることとさ
れている。他方，今回の改正において，アーニング・ストリッ
ピングルールと呼ばれる利子控除制限制度については従前の
条項が廃止され，新たな条文が創設されることとなった。そ
の結果，調整後課税所得の30％を超える部分について損金不
算入となり，従前設けられていた負債資本比率による適用除
外要件は廃止された。このほか，多数の項目において，細か
な増収措置が講じられている。
　国際課税の分野では，全世界所得課税から領域主義課税に
原則的に移行することに伴い，外国子会社からの受取配当に
ついてその全額を益金不算入とされたことに加え，移行措置
として，1986年以降に国外で稼得・蓄積された資産に対し，
一度限りで，現金性資産に対しては15.5％，それ以外の資産
に対しては８％の課税を行うこととされた。また，租税回避
への対応策として，外国子会社の無形資産から生じる所得に
ついて課税の強化が図られるとともに，新たに税源浸食・濫
用対策税（BEAT: Base Erosion and Anti-abuse Tax）の導入
等が盛り込まれた。
　加えて，今回の改正には，オバマケアに関する改正も含ま
れており，従前，課されていた保険加入義務に対する罰金が
廃止され，これは2019年以降の恒久措置とされている。

２．その後の動向

　（2017年税制改革法の影響等）

　2019年３月に公表された米国大統領経済報告（注１）にお
いては，税制改革は，設備投資，家計所得の増加，対外投資
から国内投資へのシフト等，期待どおりの効果をもたらして
いるとし，税制改革やその他の政策の効果により，今後も
３％程度の成長が続くとの見通しが示された。具体的には，
設備投資計画が修正され，設備投資は2018年第３四半期まで
に年率８％の伸びを示したとしている。また，600万人の労
働者が税制改革に起因して賞与を受給し，家計の実質可処分
所得は2018年第３四半期にはこれまでの傾向を640ドル上回
る水準まで増加したとされた。加えて，対外直接投資が減少
し，米国企業は2018年の第３四半期で6,000億ドルの海外所得
を国内に還元したとしている。
　一方，2019年５月の議会調査局（CRS）のレポートによる
と，議会予算局（CBO）（注２）は2018年４月に，2018年の
実質GDP成長率を3.3％と予測していたが，実質GDP成長率
は2.9％と予測よりも小幅となり，投資についても大きく増
加したものの，税制改革が長期的な成長にどれほどの影響を
及ぼしたかについては疑問を投げかけるとの報告がなされて
いる。議会予算局（CBO）は，税制改革後の最初のベース
ライン改訂時（2018年４月）に，2018年度に，同法により個
人所得税が約650億ドル，法人所得税が約940億ドル，その他
で約30億ドル減少し，合計約1,630億ドルの減収となると見
込んでいたが，実際は，法人税収は予測より約400億減少と
なったが，個人税収は予測を上回り，全体の減収額は予測と
はほぼ同じ水準で約90億ドルの減少となった。また，2017年
から2018年の間の，平均的な法人実効税率（税額を利益で除
した値）は23.4％から12.1％に低下し，個人所得に対する個

【図１．米国財政指標の推移】

（出所）米国行政管理予算局（OMB）「2020会計年度大統領予算教書」
（注１）米国の会計年度は，前年10月から当年９月まで（2020会計年度は，2019年10月から2020年９月まで）。
（注２）財政指標については，連邦政府ベース。また，債務残高については，政府保有分を除く。
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（15年間）で償却可能とする法案。

　これらの法案は同年９月末に下院本会議で可決されたもの
の，上院は通過することなく，2018年末の第115議会の閉会
とともに廃案となった。
　なお，2019年５月末には，第２の法案の一部を含む家計の
貯蓄促進に関する新たな法案が下院を通過している。

Ⅲ．英国

Ⅰ．近年の税制改正等をとりまく環境

１．政治

　2016年６月，英国の欧州連合（EU）残留・離脱を問う国
民投票が実施され，これに離脱派が勝利したことを受け，残
留を訴えるキャンペーンを展開していたキャメロン首相（当
時）が辞任し，同年７月に，同じ与党保守党のメイ内相（当
時）を首班とする新内閣が成立した。メイ内閣は，EU離脱
に向けたプロセスを進める中で，経済の安定を第一とし，税
制面でも，法人税率の段階的な引下げをはじめとするキャメ
ロン政権の基本政策を継承する方針を示した。
　2017年６月，メイ首相は，EU離脱交渉の本格開始を前に
下院の繰り上げ総選挙を実施したが，この選挙において，保
守党は第一党を維持したものの，改選前の330議席から318議
席（当時）へと議席を減らし，単独過半数割れとなった（過
半数は326議席）。このため，保守党は民主ユニオニスト党

（DUP）の協力を得ることによって，第２次メイ内閣を発足
させた。
　2017年10月以降，下院議員の過去の不適切な行為が相次い
で明らかとなり，閣僚の辞任が続いたことを受け，メイ首相
は2018年１月に内閣改造を実施し，政権の中枢閣僚を維持し
つつ，若手の登用を図った。
　EU離脱に向けたプロセスに関しては，2017年１月にメイ
首相が単一市場からの離脱を含むEU離脱の方針に関する演
説を実施し，英国政府は同年３月に，EU条約（リズボン条
約）第50条に基づき，EUに対して正式に離脱の意思を通知
した。その後，同年６月より英国・EU間での交渉が開始され，
2018年11月には交渉官レベルの合意に至ったものの，2019年
１～４月における英国下院議会では離脱協定が否決され，
EU臨時首脳会議において10月31日まで期限の再延期が決定
された。このような状況の中，状況の妥結を図ったメイ首相
は離脱についての再度の国民投票の容認を表明したことによ
り，離脱を求める与党保守党内でも急速に支持を失い，同年
６月７日に保守党党首の辞任に追い込まれた（次期党首が決
まるまでは首相を続投）。今後，同年７月下旬には保守党の
新党首が選ばれる予定であり，10月31日の離脱が「合意ある
離脱」・「合意なき離脱」・「離脱の撤回」いずれの方向になる
のか注目が集まっている。

人所得税の割合は9.6％から9.2％にわずかに低下した。また，
議会調査局によると，2018年には，前年と比較して多くの資
金が還流したが，海外からの投資フローが大幅に増加したこ
とを示すデータは存在しない。また，減税や還流分の収入に
よる大幅な自社株式の買戻しに向けられたことを示す証拠は
あるものの，一部の企業が発表したような労働者の賞与支払
いにはほとんど向けられていない状況にあるとされている。

　（注１ ）米国大統領経済報告：当面の経済情勢に関する判
断を示す大統領経済諮問委員会（CEA）年次報告と
一体のものとして議会に提出される報告書であり，
経済情勢や政権の経済政策に関する分析等が行われ
る。一般教書，予算教書と並び三大教書の一つ。

　（注２ ）議会予算局（CBO）：1974年議会予算法に基づいて
設置された議会の附属機関。中立的・非党派的な立
場から分析を行う。

　（税制改革第２弾について）
　2017年末に成立した税制改革法に続く「税制改革第２弾」
についての法案が2018年９月に公表された。税制改革第２弾
は３つの法案で構成され，概要については以下のとおり。

＜第１の法案＞ 中間層及び小規模ビジネスに対する減税の
確保（恒久化）

　2017年末の税制改革法で2025年までの時限措置とされてい
た個人所得減税等について一部を恒久化。合同租税委員会に
よると，2019年度から2028年度までの10年間で総額6,309億ド
ルの減収の見込み（実質的には2026年以降の３年間）。主な
具体策は以下のとおり。
　・ 個人所得税の税率構造の見直しの恒久化【▲5,217億ドル】
　・児童税額控除の拡大の恒久化【▲2,073億ドル】
　・ 地方税控除の上限設定（１万ドルまで）の恒久化等【＋

3,178億ドル】
　・ パススルー課税対象小規模ビジネスの事業所得控除

（20％）の創設の恒久化【▲1,790億ドル】

＜第２の法案＞家計の貯得促進 【▲210億ドル】

　⑴退職貯蓄の見直し（小規模企業同士の提携により，401
⒦プランの創設を容易化等）や，⑵USA（Universal Savings 
Account）の創設（年間2,500ドルまで拠出可能。401⒦口座
等と異なり，一定年齢前の引出しに罰金かからず）など，家
計がより早く，より多くの貯蓄を行えるような体制を整備す
ることを提案。

＜第３の法案＞新規起業の促進 【▲54億ドル】

　新規企業は起業費用を即控除可能（上限２万ドル）とする
ほか，直ちに控除できなかった費用については180ヶ月間
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【表３：英国政党別の上下院議席数】

　 保守党 労働党
スコットランド

国民党
（SNP）

Change 
UK

自由
民主党

民主
ユニオニスト党

（DUP）
その他 合計

下院
（庶民院） 313 246 35 11 11 10 24 650

　 保守党 労働党 クロスベンチ
（中立）

自由
民主党 その他 聖職者 合計

上院
（貴族院） 244 185 184 96 44 26 779

※上記の下院（定数650議席）及び上院（定数なし）における各党の議席数は，2019年４月時点。

【表４：英国実質GDP成長率の推移（対前年比）】
（単位：％）

　 2017年度
（実績）

2018年度
（見通し）

2019年度
（見通し）

2020年度
（見通し）

2021年度
（見通し）

2022年度
（見通し）

2023年度
（見通し）

2019年３月（春季演説） 1.8 1.4 1.2 1.4 1.6 1.6 1.6

2018年10月（秋季予算） 1.7 1.3 1.6 1.4 1.4 1.5 1.6

変化幅 ［0.1］ ［0.1］ ［▲0.4］ ［0.0］ ［0.1］ ［0.1］ ［0.0］

【表５：英国財政に係る諸指標の推移（対GDP比）】
（単位：％）

　 2017年度
（実績）

2018年度
（見通し）

2019年度
（見通し）

2020年度
（見通し）

2021年度
（見通し）

2022年度
（見通し）

2023年度
（見通し）

財政収支 ▲2.0 ▲1.1 ▲1.3 ▲0.9 ▲0.7 ▲0.6 ▲0.5

構造的財政収支 ▲2.0 ▲1.2 ▲1.3 ▲0.8 ▲0.7 ▲0.6 ▲0.5

純債務残高 84.7 83.3 82.2 79.0 74.9 74.0 73.0

※数値は2019年春季財政演説で公表されたもの。

２．経済

　「経済財政見通し」（2019年３月財政責任庁）及び「春季財
政演説」（2019年３月財務省）では，英国経済は６年連続で
成長しており，更に前回の見通しを上回る見込みと予測。今
回の見通しでは，2019年３月末にEU離脱をするという前提
のもとで，2018年の経済成長率は1.4％（前回見通し時1.3％），
2019年は1.2％（同1.6％）と下方改定するも，2020年は1.4％
と見通し改定はせず，2021年は1.6％（同1.4％），2022年は
1.6％（同1.5％）と上方改定された。2023年は1.6％と見通し
改定はされていない。
　雇用面については，2010年以降，労働者は350万人以上増
え，無職世帯の数は100万人少なくなり，英国のすべての地
域において雇用が増え失業率が低くなっている。失業率4.0％
は1975年以来の最低水準。賃金はここ10年で最速のペースで
上昇，インフレよりも速いペースで成長し続けると予測して
いる。

３．財政

　「経済財政見通し」（2019年３月財政責任庁）及び「春季財
政演説」（2019年３月財務省）では，好調な税収を背景に，

2018年度の財政赤字（公的部門）は，前回見通し（2018年10
月の予算書発表時）より27億ポンド低い228億ポンドと見込
んでいる（財政収支（公的部門）対GDP比▲1.1％）。今後の
見通しで，財政赤字（公的部門）は，世界的な低金利等によ
り，2019－20年の293億ポンドから減少，2023－24年には135
億ポンドとなる見込で22年ぶりの最低水準となっている。
　また，2018年の構造的財政収支（公的部門）は前回見通し
より0.1％低い対GDP比▲1.2％となり，2020年度までに▲２％
以内とする財政健全化目標を２年前倒しで達成できる見込み
となっている。これを受けて，予算面では，公共サービスへ
の支出で2010年の支出見直しで発表された年間３％減，2015
年でも年1.3％減とこれまで長く必要とされてきた緊縮財政
も今後の支出見直しで終結する見込み。国民保険サービス

（NHS）を第一に位置付け，年末までに年間340億ポンドの追
加資金の発表を予定している。

Ⅱ．税制改正の内容

１．概要

　2018年10月に公表された2018年秋季予算は，英国の人々の
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勤勉さに対して報いるものであり，長期的な経済成長を支
え，英国経済の強い基盤を提供するものであるとしている。
このうち税制については，公正で持続可能な税制の持続のた
めに，人々の働き方や事業の変化の仕方を反映して，誰もが
公正な税金を払い続け，人々が得られるべき利益をより多く
得ることができるようにしていくことを目指すとの方針が表
明されている。

２．主な税制関係の改正事項

　2018年秋予算で示された主な税制関係の改正事項は，以下
の通り。

個人所得課税関係

○ 　勤労世帯を支援するため，現行11,850ポンド（約173万
円）の基礎控除額を，2019年４月より12,500ポンド（約183
万円）に引上げ。同じく勤労世帯を支援するため，現行
46,350ポンド（約677万円）に設定されている，40％の税率

（higher rate）の適用が開始される所得額（基礎控除適用
前）を，2019年４月より50,000ポンド（約730万円）に引上
げ。

　　　 【2019年度増減収：▲27.9億ポンド（約4073.4億円），計：
▲95.6億ポンド（約１兆3,958億円）】

　　※英国の所得税率は，20％，40％，45％の３段階。
　　※ 2016年春季予算において，2020年までに基礎控除額を

12,500ポンド（約186万円）に，40％税率適用開始所得
額（基礎控除適用前）を50,000ポンド（約745万円）
に，それぞれ引き上げる方針が示されており，上記は
これを踏まえたものであるが，計画より１年前倒しさ
れた。なお，両者とも2020年度も同じ額が維持される
予定であり，その後は消費者物価指数（CPI）に合わ
せて引き上げる見込みである。

○ 　若い世代の貯蓄等を支援するため，2017年４月に15,240
ポンド（約227万円）から20,000ポンド（約298万円）まで
引き上げたISA（個人貯蓄口座）の限度額を維持するとと
もに，消費者物価指数（CPI）を加味し，子供向けのジュ
ニアISA（Junior ISAs）の限度額を，現行の4,260ポンド（約
62万円）から4,368ポンド（約64万円）に引上げる。

法人所得課税関係

○ 　投資促進の目的から，2019年１月より2020年12月までの

間，工場や機械への設備投資について，年間投資控除額
（Annual Investment Allowance）を20万ポンドから100万
ポンドに引き上げる。

　　　 【2019年度：▲6.0億ポンド（約876億円），計：▲7.6億
ポンド（約1,110億円）】

○ 　上記同様に投資促進の目的から，2018年10月29日以降に
建築作業が始まった適格事業用資産につき２％の原価償却
を 認 め る 新 た な 制 度 を 導 入（ Structures and buildings 
allowance）。

　　　 【2019年度：▲1.7億ポンド（約248億円），計：▲19.1
億ポンド（2,789億円）】

○ 　特定の電子ビジネスを行う大手デジタル企業の英国での
収入に対し２％の課税を行う，デジタル・サービス・タッ
クス（DST）を2020年４月から導入する（2020年財政法で
規定予定）。現在検討中の内容として，３つの対象デジタ
ル・ビジネス（①サーチエンジン，②ソーシャルメディア・
プラットフォーム，③オンライン・マーケットプレイス）
が英国ユーザーの参加を活用して得た収入に対し２％の課
税を行う。納税義務者は，対象ビジネスによる全世界収入
が年間５億ポンド以上の企業で，かつ英国内での関係する
収入が2,500万ポンド以上の企業である。

　　　 【2019年度：▲0.05億ポンド（約７億円），計：14.5億
ポンド（約2,117億円）】

　　※ なお，英国の法人税率は19％（Ｇ20諸国の中で一番低
い税率）。2015年夏季予算では，2020年４月より同税
率を18％に引き下げることとしていたが，2016年春季
予算において，引下げ幅を17％まで拡大することとさ
れている。

間接税関係

○ 　全てのたばこ製品の税率の引上げ（今議会の会期終了ま
でに小売物価指数（RPI）インフレ率＋２％超。なお，紙
巻きたばこについては追加で＋１％引上げ）。

　　　 【2019年度：0.05億ポンド（約7.3億円），計：0.25億ポ
ンド（約36.5億円）】

○　燃料税の９年連続での引上げ凍結。
　　　 【2019年度：▲8.4億ポンド（約1,226億円），計：▲44.2

億ポンド（約6,453億円）】
○　アルコール諸税の引上げ凍結。
　　　 【2019年度：▲1.6億ポンド（約234億円），計：▲9.6億

ポンド（約1,402億円）】
　　※ たばこ税について，加熱式たばこは，現在税率ブラ

ケット上「その他のたばこ」に分類されているが2019
年７月より「加熱式たばこ」の税率ブラケットが設け
られて紙巻たばこと同様の課税に変更される予定（１
kgにつき125.20ポンド→1,000本につき228.29ポンドの
課税に変更予定）。

　　※ アルコール諸税について，りんご酒・なし酒（アル
コール6.9％から7.5％）につき，１ヘクターリットル
当 た り 50.71 ポ ン ド の 新 た な 税 率 区 分 を 導 入 予 定

【表６：英国2018年秋季予算における増減収見込み】
（単位：10億ポンド）

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

歳出 ＋2.0 ＋10.9 ＋13.4 ＋17.9 ＋23.7 ＋30.5

税収 ▲0.3 ▲4.2 ▲1.0 0.3 ▲0.1 ▲0.0

財政収支 ▲2.3 ▲15.1 ▲14.4 ▲17.6 ▲23.5 ▲30.6

※ 合計の値については，四捨五入の関係で，歳出カットと税収増の和と
一致しない場合がある。
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（2019年２月より適用）。

租税回避対策等

○ 　租税回避や課税誤り等を防止するための諸措置。具体的
には，課税対象利益が英国よりも税率が低い国にある事業
者に発生するようにして課税逃れをしている企業につい
て，実際に英国事業者から価値の移転がある場合にのみ限
定することで租税回避に対応することや，付加価値税の規
定の対象となるサービスを明確化することや歳入関税庁

（HMRC）の徴収事務について明確化すること等が挙げら
れている。

　　　 【2019年度：2.3億ポンド（約336億円），計：21.1億ポ
ンド（約3,081億円）】

（備考）
・ 邦貨換算レート：１ポンド＝146円（裁定外国為替相場：

平成31年（2019年）１月中適用）。
・ 上記「主な税制関係の改正事項」の【】内の数値は，2018

年秋季予算で示された当該措置による増減収見込み額。
「計」は，予算書で示された2018年度から2023年度までの
６年間の増減収額の合計値。なお，所得税につきISA関連
事項については，それのみの増減収見込額が示されていな
いため，記載していない。

Ⅳ．ドイツ

Ⅰ．近年の税制改正等をとりまく環境

１．政治

　ドイツでは2017年９月に４年ごとの連邦議会選挙が行わ
れ，メルケル首相率いる与党キリスト教民主／社会同盟

（CDU/CSU）が多数を獲得した。CDU/CSUは過半数を獲得
することはできず，連立政権樹立までには難航した。CDU/
CSUは第一党の座を維持したものの，得票率は戦後２番目に
低い水準となり，対する社会民主党（SPD）も史上最低の得
票率に終わる一方，反ユーロを掲げ，メルケル首相の寛容な
難民政策を批判する「ドイツのための選択肢（AfD）」が初
めて連邦議会に議席を獲得し，第三党に躍進した。選挙後，
SPDはCDU/CSUとの大連立政権の継続を否定していたため，
CDU/CSUは自由民主党（FDP），緑の党と政権樹立に向け
た事前協議を行ったが，難民問題等について折り合いがつか
ず，協議は失敗に終わった。その後，フランク＝ヴァルター・
シュタインマイヤー大統領による働きかけがあり，2018年１
月中旬にCDU/CSUとSPDは連立交渉を開始し，２月７日に
連立合意が成立，３月14日に第４次メルケル政権が発足した。
　しかし，難民問題による混乱等により，連邦議会選挙後の
州議会選挙においても，CDUの支持率低下が目立った。2017
年10月15日にニーダ―ザクセン州で選挙が実施されており，
選挙では，SPDのバイル州首相が健全な財政運営や福祉政策

などの実績を訴え，SPDがCDUを上回り第一党を獲得した。
2018年10月14日に行われたバイエルン州議会選挙においては
CDUの姉妹政党で，バイエルン州において活動するCSU及
び連立に加わるSPDが揃って大幅に議席を失い，環境政党で
ある緑の党が第二党に躍進し，AfDも議席を伸ばした。また，
同28日に行われたヘッセン州議会選挙においてもCDU及び
SPDの得票率が大きく後退し，同様に緑の党とAfDが議席を
伸ばした。
　同29日，バイエルン州，ヘッセン州における相次ぐ大敗を
受け，メルケル首相は12月のCDU党大会の党首選に出馬し
ないことを表明し，CDU党首退任を決断した。一方，首相
については本連邦議会会期末の2021年の任期まで務めるとし
た。同年12月７日にCDUの党首選が実施され，メルケル首
相の後継者とも言われるクランプ＝カレンバウアー党幹事長
が選出された。
　2019年５月26日，５年ごとの欧州議会選挙が実施された。
連立与党であるCDU/CSUとSPDは議席数を落とす一方，既
存政党への不満を吸収する形で緑の党が躍進する構図に変化
はなかった。2019年６月，欧州議会選挙，地方選の結果を受
け，連立与党・SPDのナーレス党首が院内総務選挙において，
再選を果たしたものの，「職務の遂行に必要な支持がもはや
存在しない」と判断し辞任を表明した。同党首は党内の強い
反対を押し切りCDU/CSUとの連立政権を成立させた立役者
であり，辞任はメルケル政権の瓦解につながる可能性もあ
る。一方で，17日CDU/CSUとSPDによる連立政権委員会は，
協議結果を発表し，不動産税の引上げや連帯付加税の廃止，
気候変動対策目標の策定，基礎年金の創設などが盛り込まれ
た。緑の党やAfDが支持を伸ばす中，与党CDU/CSU及び
SPDが今後どのように巻き返しを図るのか，政権運営に注目
が集まる。

２．経済

　2018年第３四半期から，自動車の排ガス規制問題等を背景
に，実質GDP成長率は前期比年率▲0.8％，＋0.1％と２期続
けて低迷したが，2019年第１四半期は，輸出や個人消費の増
加により，同＋1.7％と大幅に加速した。
　ドイツでは，欧州経済危機，ウクライナ危機にも関わらず，
好調な民間消費を背景に2010年以降プラス成長を維持してお
り，引き続き安定した成長が見込まれている。失業率はユー
ロ圏内では非常に低い水準。インフレ率は原油価格下落の影
響を受けて，他のユーロ圏諸国同様に低下傾向にあったが，
再び上昇が予想されている。また，GDP比７％を超える経常
収支黒字を達成しており，IMFや欧州委より，EU域内のバ
ランスの観点から内需拡大を通じた経常収支黒字の縮小が課
題であると指摘されている。財政収支においては，EUの定
める一つの基準である一般政府財政収支目標（対GDP比▲
３％以内）を達成し，2014年以降黒字化している。それに伴
い，公的債務残高（対GDP比）は減少が続いている。連立合
意では，財政健全化目標として財政収支均衡を堅持し，公的
債務残高比（対GDP比）を60％以下まで引き下げることとし
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急勾配で税負担が増加する累進構造となっており，それ
を「冷たい累進」と称しており，その累進構造が経済上
位用や担税力に相応なものとなるよう，低・中所得者に
特に焦点をあてた改革を2016年以降行っている。

　本予算について，ショルツ財務相は，次のように述べてい
る。「私は，良好な道路，魅力的な電車，通信速度が速いイ
ンターネット，教育及び研究に対し，これまでになく大規模
に投資することを計画している。」我々は，追加的な歳出に
よって社会的な連帯を強化する。我々は，手頃な住宅の価格
を確保し，保育サービスや児童手当の拡充及び住宅購入への
補助を実施し，家族を強化する。また，治安・維持に向けて
より多くの歳出を振り向けることを計画している，「未来志
向」・「公正」・「責任感」の奏でる三和音が我々の政策，予算
案及び財政計画の特徴である。」
⑵　2020年度予算の基準値（注）の公表
　2019年３月20日に独連邦政府は，2020年連邦予算案及び中
期財政計画（2021年～2023年度の３年間分）のための基準値
を閣議決定した。予算措置に関する主なポイントとしては，
以下のようなものがある。
○ 　経済の状況は引き続き良好。記録的な雇用情勢及び賃金

の上昇が力強い内需を生み出している。同時に，経済成長
率及び税収の上昇は正常化。そのため，連邦政府は共同で
取り決めたプライオリティに沿って予算を投入。プライオ
リティは未来への投資，社会の連帯の強化，将来の繁栄の
ための基盤強化。

○ 　今般の財政計画の対象年である2023年まで連邦政府は新
規国債を発行しない。これにより，債務残高の見通しは
2019年に引き続き2020年についても対GDP比で60％を下回
る見込み。このように，連邦政府は将来の課題にむけた財
政余力を確保し，財政の健全性に配慮し，将来に備えてい
る。

○ 　記録的な規模の投資による刺激策によって，連邦政府は
将来の生産能力及びイノベーション能力を強化し，国家の
近代化を促進。2023年度予算まで毎年396億ユーロを投資
の基準値として計上し，特にインフラ，教育，住居建設，
研究開発に予算投入。2020年度から2030年度までの合計で

ており，今後も公的債務残高（対GDP比）は減少が予想され
る。

３．財政

⑴　2019年度連邦予算案及び中期財政計画のポイント
　2018年７月６日に独連邦政府は，2019年連邦予算案及び中
期財政計画（2020年～2022年度の３年間分）を閣議決定し
た。予算措置に関する主なポイントとしては，以下のような
ものがある。
○ 　今般の財政計画の対象年限である2022年度まで，連邦政

府は新規国債を発行しない。これにより，政府残高の見通
しについては，2002年度以降初めて，2019年度に対GDP比
で60％を下回る。その結果，連邦政府は将来の課題に向け
た財政余力を確保し，将来世代の負担を軽減し，責任のあ
る堅実な財政運営を実施。

○ 　投資に対する支出は2019年度から2021年度までの合計で
1516億ユーロ計上。５月に閣議決定した基準値から84億
ユーロの増額であり，2017年に公表した財政計画と比べる
と160億の増額。その結果，毎年379億ユーロずつ投資に充
てられることとなる。その重点はインフラ，教育，住宅及
びデジタル化。

○ 　とりわけ明確な重点であるのは教育や科学・研究といっ
た分野。教育・研究予算は2019年度から2022年度までの合
計で950億ユーロを計上。そのうち，237億ユーロは2019年
度予算。2017年度財政計画と比べ，合計40億ユーロの増額。

○ 　特に低・中所得の家族について可処分所得の増加を目指
す。そのため，2019年以降，児童手当及び児童控除を増額。
所得税率については，「冷たい累進」（※）解消に向けて是
正。さらに，保育所における保育サービスの質を改善し，
無償の保育を拡大。そのため，2019年度から2022年度まで
の合計で550億ユーロを計上。全日制学校のためには，
2022年までに合計20億ユーロを計上。

○ 　人口動態の変化により，年金保険に対する連邦補助金は
上昇する見込み。その懸念に対応するため，2021年度以降
毎年，20億ユーロ規模で年金積立金への補助金を支出。

　※ 　ドイツではゼロ税率適用限度額を超過した後に比較的

【表７．ドイツ実質GDP成長率等の予測】

2015 2016 2017 2018 2019Ｅ

実質GDP成長率 1.5％ 2.2％ 2.5％ 1.5％ 0.8％

インフレ率 0.7％ 0.4％ 1.7％ 1.9％ 1.3％

失業率 4.6％ 4.2％ 3.8％ 3.4％ 3.4％

経常収支※ 8.9％ 8.5％ 8.0％ 7.4％ 7.1％

財政収支※ 0.8％ 0.9％ 1.0％ 1.7％ 1.1％

基礎的財政収支※ 1.9％ 1.8％ 1.9％ 2.4％ 1.8％

構造的財政収支※ 0.8％ 1.0％ 0.9％ 1.3％ 0.7％

公的債務残高※ 70.8％ 67.9％ 63.9％ 59.8％ 56.9％

（出典）IMF World Economic Outlook（2019年４月）
※実質GDP成長率，インフレ率は前年比，その他は全て対GDP比（失業率を除く）。
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される予算案の歳出・歳入の上限値のこと。

Ⅱ．税制改正の内容

　2019年５月９日，独財務省は来年度の税収見積もりを公表
した。政府のすべてのレベルにおいて，2023年度まで税収は
伸びていく一方，2018年秋（11月）の税収見積もりと比べ，
連邦・州・市町村の税収増の規模は小さくなった。税収見積
もりの下方修正については，大きく２つの要因が分析されて
いる。一つ目の要因は，貿易紛争やBrexitを巡る議論を背景
とした世界貿易の不確実性が今年の経済成長を下押ししてい
ることであり，二つ目の要因は，家族強化法や「冷たい累
進」の緩和といった税負担軽減策等連邦政府が実行に移した
施策によって，税収が減少していることである。
　2019年においては「家計負担軽減法」や「プラットフォー
ム事業者に対する利用者の情報提供及び未納の付加価値税納
付義務」等を含めた税制改正により，連邦全体で2018年11月
に行われた税収見積もりと比べ，50億ユーロの税収減が生じ
る見込みである。以下，2019年において行われる税制改正に
関して主な内容を記述する。

１．家計負担軽減法：児童控除，児童手当の拡充

　2018年６月27日，内閣は「家計負担軽減法」と題して，ゼ
ロ税率適用限度額，児童控除額および児童手当の引上げを閣
議決定した。2017年及び2018年においては「EU行政協力指
令の改正並びに利益の節減および移転に対するその他の措置
の実施のための法律」の下，同様の「子育て世帯に対する給
付パッケージ」が施行されており，今回の法案もそれに引き
続く形で2019年と2020年のゼロ税率適用限度額，児童控除額
及び児童手当助成額を拡充しており，「冷たい累進」緩和へ
の対策ともなっている。各種助成額の推移は以下の通り。な

1,580億ユーロ以上となる。これにより，連邦政府は，長
期的な経済成長への軌道を確固たるものとし，明日の繁栄
のための基盤を強化。

○ 　特に，デジタル化の未来を形成することに配慮。学校の
デジタル化に向けて，少なくとも55億ユーロを振り向け，
連邦政府は50億ユーロを支出。AIについては，2025年度ま
での合計で30ユーロを予定。また，今年中に研究開発支援
税制を実行に移し，それにより追加的にイノベーションを
刺激。

○ 　独は国際社会における責任にも配慮。そのため，国防予
算について，既に始まっている「傾向転換」を継続。2023
年まで33億ユーロを計上し，2020年予算におけるNATO基
準による国防費対GDP比は1.37％へ上昇（2019年度：
1.35％）。同時にODA予算については，2020年から2030年
の間，51億規模を増額。これにより，ODA供与国世界第
２位を維持できる見込み。

○ 　2021年度に予定している児童手当及び児童控除の更なる
引上げ，保育料金の軽減，保育士供給の改善により低中所
得の家庭を支援。2020年度には，所得税の「冷たい累進」
を緩和し，2021年度には納税者の90％に対する連帯付加税
の撤廃を実施。これらの減税については，2021年度以降で
毎年250億ユーロ以上の減税額となる見込み。これは足下
の約10年で最大の減税規模。

○ 　同時に，手ごろな価格の住宅供給や不動産購入時に支払
われる住居児童手当を通じて家計を支援。良好な教育の機
会をすべての人に与えるため，教育分野に追加的に予算計
上。社会的な労働市場を作り出すことによって，長期失業
者があらたな仕事を見つけられる可能性を高める。

○ 　国内治安についても，これまでにない額を計上し，警察
や税関を強化。

　（注 ）基準値とは，予算編成の前に，閣議決定によって示

【表８．ドイツ2023年までの中期財政計画】　（※ドイツの会計年度は毎年１月～12月）

2019年
（成立予算）

2020年
（予算案基準値）

2021年
（計画）

2022年
（計画）

2023年
（計画）

歳出 3,564 3,626 3,661 3,718 3,751

（前年比） ＋2.4 ＋1.7 ＋1.0 ＋1.6 ＋0.9

歳入
（うち税収）

3,564
（3,255）

3,626
（3,286）

3,661
（3,375）

3,718
（3,488）

3,751
（3,602）

（出典）ドイツ連邦財務省 単位：億ユーロ

子育て世代負担軽減法

助成の種類 2018年 2019年 2020年

ゼロ税率適用限度額 9,000ユーロ 9,168ユーロ 9,408ユーロ

児童控除額※ 7,428ユーロ 7,620ユーロ 7,812ユーロ

児童手当（月額。第一子及び第二子） 194ユーロ 204ユーロ 204ユーロ

児童手当（月額。第三子） 200ユーロ 210ユーロ 210ユーロ

児童手当（月額。第四子以降） 225ユーロ 235ユーロ 235ユーロ

※　保育及び養育または教育のための控除額を含む。
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○　社用電動自転車の譲渡等へ税制優遇の拡充
　従来環境に優しい電気自転車の利用を推進するため，会社
より貸与される電気自転車に対し税制免除を適用してきた。
今後，会社より譲与もしくは廉価で提供された電動自転車に
対しても同様に，税制免除を拡充する。
○ 　投資信託に対して概算課税ベースによる金融所得課税の

前納
　一般的に投資信託より配当を得た時には配当益に対して課
税がなされる。しかし，多くの場合において，配当益は投資
信託において再投資され，直接投資と比して優遇されてい
る。そのため，連邦政府は2018年より投資信託に対して，概
算課税ベースを設定し，本来発生する金融所得課税の税額を
前納させることとした。当該課税ベースはリスクフリーレー
トをもとに算定され，2018年における概算課税ベースは投資
額の0.609％である。仮に100ユーロの残高があれば，0.61ユー
ロが課税ベースとして認定，0.15ユーロ課税される。2019年
より銀行口座より引落としの形で前納が開始された。

Ⅴ．フランス

Ⅰ．近年の税制改正等をとりまく環境

１．政治

　2017年４・５月の大統領選挙の結果，エマニュエル・マク
ロン前経済相が第五共和制第８代大統領に就任した。
　マクロン大統領は，共和党（右派）からフィリップ首相を
指名し，左派，中道，右派，環境主義者といった政治的多様
性を考慮しつつ，男女同数，民間から半数を登用した内閣を
任命した。同年６月の国民議会選では，「共和国前進」が単
独で過半数を獲得した。マクロン大統領は，高失業率の改善
や経済活性化を目的に，法人税率引下げや労働法制の改正を
目指し，公共投資を促進する一方，歳出削減も行うことで，
財政規律の確保も図る意向を示した。しかし，労働法制の改
正や住宅補助手当の削減が国民の支持を得られず，大統領自
身の強権的姿勢も相まって，９月の上院議会選挙では，与党
の「共和国前進」は改選前議席を割り込んだ。2017年末にか
け，支持率は50％近くまで回復したものの，その後支持率は
低下し，2018年２月，３月の国民議会の補欠選挙では「共和
国前進」は不調な結果に終わった。
　マクロン大統領の就任以降，歳出削減を含む痛みを伴う改
革や，富裕層・大都市を優遇しているとの批判から支持率は
低下した。2018年11月以降燃料税引上げ計画への抗議に端を
発して始まった「黄色のベスト運動」などで低下に拍車がか
かり，2019年４月下旬には国民討論会の結果を踏まえた新た
な減税策等を発表するも，デモ活動は収束していない。また，
2018年予算法からの流れを引き継ぎ，2019年予算法案におい
て唯一の主たる増税項目であった軽油・ガソリン等の燃料税
引上げについては，燃料価格高騰（10月半ばの最上昇時で昨

お，ドイツにおいては児童控除と児童手当はいずれか有利な
方が選択適用される。

２�．プラットフォーム事業者に対する利用者の情報提供及び
未納の付加価値税納付義務

　2018年８月１日，オンライン取引にかかる付加価値税の脱
税撲滅に向けた法案が閣議決定された。2019年以降，電子的
な売買取引プラットフォームを運営する事業者は，税務当局
の調査を可能にするため，利用者（売り手）にかかる一定の
データを捕捉することが義務付けられる。さらに，当プラッ
トフォーム上で行われた取引によって発生する付加価値税の
うち，納税されていない部分については，当該プラット
フォームの運営者が責任を負わなければならないとされた。
　とりわけ，第三国に所在し，ドイツにおいて税制上登録さ
れていない企業はドイツ国内で行われた電子的な取引におけ
る付加価値税を納付しておらず，税務上の義務に違反してい
ると連邦会計検査院より指摘されていた。また，EUレベル
においては，オンライン取引市場運営者の納税義務及び取引
記録の保管義務の新設を内容とするEU指令がすでに採択さ
れ，2021年からの施行が加盟国に求められているところであ
る。
　当該法案の要点は二つである。
① 電子的な売買取引プラットフォームを運営する全ての者

は，利用者（売り手）にかかる一定のデータ（特に，氏名，
住所，発送先・納入先住所，日時，売上高）を捕捉しなけ
ればならない。

② プラットフォーム運営者は当該プラットフォーム上での取
引から生じる付加価値税のうち，納付されなかったものに
ついては負担しなければならない。プラットフォーム事業
者が所定の記録義務を果たしている場合又は租税に不誠実
な利用者（売り手）を排除した場合はその義務は免除され
る。

３．企業年金への保護の強化

　2018年よりドイツにおいては，主に中小企業において企業
年金の普及をより進めるため企業年金強化法が施行されてい
る。2018年においては，拠出額の上限の引上げ（社会保障拠
出限度額の４％→８％）や労使協約における新DC型企業年
金の創設，及び当新DC型企業年金への従業員拠出に対する
事業者の15％分の拠出義務が創設された。

４．その他

　上記のほか，以下の点において制度の変更等が行われる予
定。
○　社用電気自動車等の私的利用に税制優遇
　原則として，社用車の私的利用は原則として車体価格の
１％が収入として認定され，従業員の所得として課税され
る。電気自動車等の利用を推進するため，2018年から2022年
の期間中に購入もしくは貸与された電気自動車及びプラグイ
ンハイブリット自動車は半額のみが課税される。

10



と仏政府は説明。また，租税関連措置では，内閣提出予算法
案においては，家計向けでは合計60億ユーロの負担減，企業
向けでは合計188億ユーロの負担減，合計248億ユーロの国民
負担減となる予定であったが，下記記載の燃料税の増税撤回
等により，さらに40億程度減税となり，合計287億ユーロ程
度の減税の見込み。

Ⅱ．税制改正の内容

１．概要

　全体的に大幅な減税（対GDP比約0.9％）だが，内容を詳
しくみると，大部分の措置は2018年以前の予算法で決まって
いた措置であり，2019年予算法案による新たな措置だけを見
れば，家計への影響額は１億ユーロ減，企業への影響額は23
億ユーロ増となる。また，2019年度限りの一時的な負担軽減
による減税効果が大きい（例：「競争力と雇用のための税額
控除（CICE）」（法人税等）の廃止に伴う社会保険料軽減措
置の結果，204億ユーロ減等）。さらに，住居税など減税を約
束したものの，代替財源が示されないままの税も存在する。
　また，2018年予算法からの流れを引き継ぎ，2019年予算法
案において唯一の主たる増税項目であった軽油・ガソリン等
の燃料税引上げについては，燃料価格高騰（10月半ばの最上
昇時で昨年末より軽油19％，ガソリン12％の上昇）が引き金
となり，家計を直撃する地方生活者・低所得者層が反発し大
規模なデモに発展した結果，2018年予算法において決定され
来年１月に予定されていた分から，引き上げが延期されるこ
ととなった。
　さらに，「黄色のベスト運動」対処のため，マクロン大統
領は，ガソリン・軽油等の燃料税の2019年の増税撤回に加え，
国民の収入を増やす購買力向上対策を表明し，それを具体化
した「経済社会緊急対策法案」が可決した。同法案では，年
末ボーナスへの課税・社会保険料免除，残業手当への課税免
除，一部退職者への一般社会税の増税撤回，最低賃金の一月
あたり100ユーロの引上げ等について規定されたものの，全
ての対策及び財源措置を網羅していない。

年末より軽油19％，ガソリン12％の上昇）が引き金となり，
家計を直撃する地方生活者・低所得者層が反発し大規模なデ
モに発展した結果，2018年予算法において決定され来年１月
に予定されていた分から，引上げが延期されることとなっ
た。さらに，「黄色のベスト運動」対処のため，マクロン大
統領は，ガソリン・軽油等の燃料税の2019年の増税撤回に加
え，国民の収入を増やす購買力向上対策を表明し，それを具
体化した「経済社会緊急対策法案」が可決。しかしながら当
該法に規定する対策にすべての財源措置がなされているわけ
ではなく，2019年予算法においても，軽油・ガソリン等の燃
料税の他，一部のマイナーな修正がなされたのみ。経済社会
緊急対策法が示していた，大企業向け法人税率引下げの一年
延期やデジタル課税の導入は2019年予算法には法制化されて
いない。

２．経済

　2019年４月のIMF World Economic Outlookによれば，2019
年の実質GDP成長率は1.3％（2019年１月時点から▲0.2％）
と予想されている。金融危機等の影響により，2008年半ばか
ら景気が悪化し，その後持ち直したものの，欧州債務問題の
深刻化に伴い低成長が継続した。その後，世界経済の回復等
を背景に，内需，特に個人消費が主導する形で，堅調な成長
が続いている。また，インフレ率は，2014年以降１％を切る
水準で推移していたが，2017年以降は，再び１％を超える数
値になると推計されている。他方で，失業率は10％前後と，
ユーロ圏と比べて依然として高く，特に若年層の失業率が高
い水準で推移している。

３．財政

　2019年予算法（マクロン政権２回目の予算法）は，2019年
の財政赤字対GDP比について，2018年の▲2.7％から▲3.2％
への悪化を見込んでおり，ユーロ加盟国に課されている財政
赤字対GDP比のEU目標（▲３％以下）を達成できない。た
だし，2018年分税額控除と2019年分社会保険料軽減が2019年
に集中する単年度特殊要因（▲0.9％分の悪化）があるため，

「実力の財政赤字は▲2.3％」（＝欧州の３％基準を満たす）

【表９．フランス実質GDP成長率等の予測】

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Ｅ 2019Ｅ

実質GDP成長率 2.2％ 0.3％ 0.6％ 1.0％ 1.1％ 1.2％ 2.2％ 1.5％ 1.3％

インフレ率 2.3％ 2.2％ 1.0％ 0.6％ 0.1％ 0.3％ 1.2％ 2.1％ 1.3％

失業率 9.2％ 9.8％ 10.3％ 10.3％ 10.4％ 10.1％ 9.4％ 9.1％ 8.8％

経常収支 ▲0.9％ ▲1.0％ ▲0.5％ ▲1.0％ ▲0.4％ ▲0.8％ ▲0.6％ ▲0.7％ ▲0.4％

財政収支 ▲5.2％ ▲5.0％ ▲4.1％ ▲3.9％ ▲3.6％ ▲3.4％ ▲2.7％ ▲2.6％ ▲3.3％

基礎的財政収支 ▲2.6％ ▲2.5％ ▲1.9％ ▲1.9％ ▲1.8％ ▲1.7％ ▲1.0％ ▲0.9％ ▲1.7％

公的債務残高 87.8％ 90.6％ 93.4％ 94.9％ 95.6％ 96.6％ 98.5％ 98.6％ 99.2％

（出典）IMF World Economic Outlook（2019年４月）
※実質GDP成長率，インフレ率は前年比，その他は全て対GDP比（失業率を除く）。
※財政収支，基礎的財政収支，公的債務残高の数値は2018年以降推計値。その他は2019年以降が推計値。
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加する。
　売上高2.5億ユーロ～10億ユーロの企業：80％→95％
　売上高10億ユーロ～50億ユーロの企業 ：90％→98％
　なお，売上高50億ユーロ以上の企業については，98％のま
ま変更されない。
⑶ 　一般社会税（CSG）の税率引上げに伴う各種保険料被用

者負担分の廃止と低所得退職者に対する一般社会税の減税
【減収額（2019年分）：▲44億ユーロ（5,676億円）】

・ フランスには，社会保障の財源として，一般社会税（CSG）
や社会保障債務返済税（CRDS），社会税（金融所得に対
して課される税）がある。

・ 一般社会税は，ほぼ全ての所得を課税対象とする社会保障
目的の税。税率は所得の種類により異なり，一般社会税の
税額の一定割合は所得税の課税所得から控除可能。

・ 2018年１月から，給与所得者の社会保障負担の軽減によっ
て国民の購買力を高めるため，その財源として，給与所得・
資本所得・年金等の代替的所得に係る一般社会税の税率を
1.7％引上げ。税率引上げ分の税額は所得税の課税所得か
ら全額控除が可能。

所得の種類 2017年のCSGの税率 2018年からのCSGの税率

給与所得 7.5％
※うち，5.1％分は

所得控除可能

9.2％
※うち，6.8％分は

所得控除可能

代替的所得
（年金等）

6.6％（注）

※うち，4.2％分は
所得控除可能

8.3％
※うち，5.9％分は

所得控除可能

資本所得 8.2％
※うち，5.1％分は

所得控除可能

9.9％
※うち，6.8％分は

所得控除可能

（注１）失業手当・保険金等については，6.2％のまま変更なし。
（注２ ）年金について，参照課税所得が11,018ユーロ（家族除数１の場合。

以後除数が0.5増えるたびに2,942ユーロを加算。）未満の世帯は免
税となり，参照課税所得が11,018ユーロ以上14,404ユーロ未満（家
族除数１の場合。以後除数が0.5増えるたびに3,846ユーロを加算。）
の世帯には3.8％の軽減税率が適用される。今回の改正では，標準
税率が適用される下限所得にある世帯の負担率の上昇を軽減する
ため，2019年１月１日より，前々課税年度における課税所得が，
課税年度の軽減税率が適用される参照課税所得の上限未満である
場合，一般社会税について以下の表のとおり減税する。なお，参
照課税所得は，所得税の課税所得に一定の所得控除等による控除
額を加算したもの。加えて，12月21日に可決した経済社会緊急対
策法において，年金額がネットで2,000ユーロ／月（単身者で年金
以外の収入がない場合）を下回る場合には，2019年以降この引上
げを適用しないこととされた。

　また，「経済社会緊急対策法案」の財源にも活用すべく，
2018年末に政府から実施する方針が示されていたデジタル課
税については，その後，2019年３月にデジタル大企業課税法
案が閣議後，議会に提出され，仏ル・メール経済財務大臣の
会見とともにその概要資料が公表された。同法案は「企業成
長転換行動計画法案」として，５月に上院を通過した。

２．主な税制関係の改正事項

＜歳入の増減収に一時的な影響を及ぼす改正＞
⑴ 　「競争力と雇用のための税額控除（CICE）」（法人税等）

の廃止に伴う社会保険料軽減措置（2018年予算法で規定）
【減収額（2019年分）：▲204億ユーロ（２兆6,316億円）】

・ 競争力と雇用のための税額控除とは，労働コストの削減に
よる企業の競争力の向上を目的に，一定の労働者に対する
支払賃金総額の一定割合（現行：７％）を，法人税（企
業）又は所得税（個人事業者）から控除する措置。2012年
修正予算法にて規定された。税額控除の効果は給与を支
払った次の年度に現れるため，給与の支払時期とのずれが
問題となっている。そこで，社会保険料軽減措置へ移行す
ることにより，迅速に金融効果を生み出すことで，企業の
キャッシュフローを改善するために，当該改正を行う。

・ 2018年予算法においては，2018年の控除割合を引き下げた
（７％→６％）。

・ 2019年予算法において，税額控除としてのCICEは廃止され，
給与の支払と同じ年に恩恵を受けられる雇用者の社会保
障負担等の軽減措置が創設された。なお，これらの措置の
詳細については次項の表参照。

・ 控除の廃止は，翌年度の法人税額に反映されるため，2019
年予算法案においては，2018年改正の控除割合の引下げ効
果（1.43億ユーロ）及び，社会保障負担の軽減（▲205ユー
ロ）の合計により，一時的に大幅な減収（▲204億ユー
ロ）となっている。

⑵ 　法人税の予納制度における５回目（最終回）納付額の増
額

【増収額（2019年分）：＋15億ユーロ（1,935億円）】
・ 企業の最終的な税負担を増加することなく，2019年の財政

収支目標を遵守するために，最終回の納付額を計算する際
に使用される見積もり法人税額の割合を以下のとおり増

現行 2018年（予定） 2019年（予定）

○ 　賃金総額が法定最低賃金
（注）の2.5倍以下の労働者を対
象に，賃金総額の７％を税額
控除

○ 　賃金総額が法定最低賃金の
2.5倍以下の労働者を対象に，
賃金総額の６％を税額控除

○　税額控除は廃止
○ 　賃金総額が法定最低賃金の2.5倍以下の労働者を対象に，

社会保険料（疾病保険料）の雇用者負担分を６％削減
○ 　賃金総額が法定最低賃金の1.6倍以下の労働者を対象に，

失業保険と補足的年金の保険料の雇用者負担分をさらに削
減

※ 　賃金総額が法定最低賃金と同額の雇用者について，社会
保険料の雇用者負担分は9.9％削減。

2018年の法人税額に反映 2019年の法人税額に反映 2019年の社会保険料から反映

（注 ）2018年現在，フランスにおける法定最低賃金は，時間当たり9.88ユーロ（1,265円）である。法定労働時間（年1,820時間）働いた場合，年間最低
法定賃金は，9.88（ユーロ）×1,820（時間）＝17,982（ユーロ）より，17,982ユーロ（230.2万円）となる。なお，年間法定最低賃金の2.5倍の額は
44,954ユーロ（575.4万円），年間最低法定賃金の1.6倍の額は28,771ユーロ（368.3万円）である。
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2018年（現行） 2019年（予定） 2020年（予定）

住居税額の30％を
廃止。32億ユーロ
の減収の見込み。

住 居 税 額 の 累 計
65％を廃止。累計
70億ユーロの減収
の見込み。

住 居 税 額 の 累 計
100％を廃止。累
計101億ユーロの
減収の見込み。

・ 当該措置の対象となる世帯の参照課税所得の額について
は，下表の通り。

独身子０人 27,000ユーロ 夫婦子０人 43,000ユーロ

独身子１人 43,000ユーロ 夫婦子１人 49,000ユーロ

独身子２人 49,000ユーロ 夫婦子２人 55,000ユーロ

　※ これ以降，家族除数（注２）が0.5増えるごとに，上限
額は6,000ユーロ増える。

　（注１ ）国税による補てんの候補として付加価値税（標準
税率20％）があがっている。

　　　 ・付加価値税収（2016年時点）：1,967.22億ユーロ
　　　 ・ 還付等が行われた後の付加価値税収（2016年時

点）：1,444億ユーロ（税収全体の７％が地方税に
振り分けられるイメージ）

　（注２ ）家族除数とは，所得税の算出の際に用いられる除
数。フランスでは所得税の算出にＮ分Ｎ乗方式が取
ら れ て お り，所 得 控 除 後 の 課 税 所 得 を 家 族 除 数

（Ｎ）で除し，その額に税率表を適用して家族除数１
あ た り の 所 得 税 額 を 算 出 し た 後，再 び 家 族 除 数

（Ｎ）を乗ずることで世帯全体の所得税額を算出す
る。単身者世帯の家族除数は１，独身子１人の世帯
の家族除数は２，夫婦子０人の世帯の家族除数は２，
夫婦子１人の世帯の家族除数は2.5で，それ以降は子
が１人増えるごとに家族除数は0.5増える。

⑶　法人税率の引下げ
【減収額：▲24億ユーロ（3,096億円）】

・ 2018予算で法人税率につき，現行の33.33％を2019年初から
31％に引き下げることとしていた。これについては2019年
予算法では修正がなされていないが，先の「黄色のベスト
運動」を受けたマクロン大統領が発表した「経済社会緊
急対策」においては，財源確保のために，売上高2.5億ユー
ロ超の大規模法人に対しては，これを一年延期することを
表明（延期により減収額24億ユーロのうち，18億ユーロ程
度を延期して他の財源として確保する予定）。今後，どの
ように法制化するかは未定となっている。

＜2019年に反映される主な税制改正（予算法以外の法律で規
定）＞
⑴ 　デジタル課税の導入について

【増収額：早期に５億ユーロに到達見込み】
・ EUレベルで年内合意が見送られた中，経済財務大臣は広

告・プラットフォーム・データ販売収入に３％で課税する
フランス独自の課税を2019年１月１日から導入すると表明
したが，予算法での手当てはなし。「企業成長転換行動計
画法案」が５月に上院を通過した。電子商取引による全世

年 ゼロ税率 軽減税率 標準税率

税率 免税 3.8％ 8.3％

税率（減税適用） 免税 免税 2.4％

・ 税率引上げによる増収分は，失業保険料（給与所得の
2.4％）・疾病保険料（給与所得の0.75％）の被用者負担分
の廃止による減収分の財源に充当。なお，2018年１月に給
与所得に対する保険料率を2.25％引下げ，2018年10月に残
りの0.9％分を引き下げた。

・ 税率引上げが2018年初に一度に実施される一方，引上げに
よる増収分を財源とする失業保険料・疾病保険料の被用者
負担分の廃止は2018年に２段階に分けて行われるため，
2018年には44億ユーロの負担増（増収），2019年には41億
ユーロの負担減（減収）となる見込み。

＜2019年に反映される主な税制改正（2018年以前の予算法で
規定）＞
＜所得税関連＞
⑴　源泉徴収制度の導入
・ 従来，全ての所得税の課税対象者が所得税の申告を行うこ

とで，税務当局が把握した当年度の所得に課される所得税
を，納税者が翌年度に納付していた。2019年１月より所得
税の源泉徴収制度が導入され，このタイミングのずれを解
消し，納税者の世帯の所得状況や担税力に影響を及ぼし得
る事情（失業，出生，離婚等）に変更が生じた場合に，こ
れらが税額に迅速に反映される。

　（注 ）給与所得のほか，独立事業者の勤労所得，不動産所
得，年金所得等が源泉徴収の対象となる。ただし，個
人が雇用者であるヘルパーやベビーシッター等への源
泉徴収制度の導入は，2020年１月に開始される。

＜法人税関連＞
⑵　住居税の２回目の税額廃止

【減収額（2019年分）：▲38億ユーロ（4,902億円）】
・ 住居税とは，住居の占有者に課される地方税で，課税標準

は土地台帳に記載されている賃貸価格。税率は各地方自治
体が決定する（平均税率（2014年）：16.15％）。

・ マクロン政権は，国民の購買力を高めるため，参照課税所
得が一定以下の世帯を対象に，2018年から３年間で主たる
住居に係る住居税を段階的に廃止する。2020年には，全国
民の８割が住居税の支払義務者ではなくなる見通し。段階
的廃止のスケジュールは下表のとおり。

・ 減税後の地方税収をどのように補てんするかについては，
定まっておらず，現在様々な議論がなされているが，国税
による補てんが必要であり，政府は地方公共団体に対し，
減収額を国が補てんすると約束しているが，具体的な提案
はなされていない（注１）。

13



界売上が7.5億ユーロ超かつフランス国内での売上が2,500
万ユーロ超の巨大企業に対し，デジタル活動による国内売
上高に３％の税率で課税する。
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1.　国 民 所 得 に 対 す る　　

区　　分

番
　
　
　
号

日　　　　　　　　　　　　　　　　　本 ア　　　　　メ　　　　　リ　　　　　カ
番
　
　
　
号

国　民 
所　得 

A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比） 国　民 

所　得 
A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比）

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ Ｅ ） 
A

国　税

（ C ） 
Ｂ

合　計

（ Ｅ ） 
Ｂ

連邦税
C

州　税
D

地　方 
政府税

E
合　計

F
連邦税

（ C ） 
A

州　税

（ D ） 
A

合　計

（ F ） 
A

連邦税

（ C ） 
B

州　税

（ D ） 
B

合　計

（ F ） 
B

百万円 億円 百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％ ％ 億ドル 億ドル 億ドル 億ドル 億ドル 億ドル ％ ％ ％ ％ ％ ％ 
昭和 9～11年度  1 14,372 … 1,226 629 1,855 8.5 12.9 … … 579 733 36 65 102 6.0 17.3 4.8 13.6  1
　　16…………  2 35,834 … 4,931 879 5,810 13.8 16.2 … … 1,043 1,267 124 85 210 12.0 20.1 9.9 16.6  2
　　19…………  3 56,937 … 12,715 862 13,577 22.3 23.8 … … 1,843 2,197 353 89 443 19.2 24.0 16.1 20.2  3

億円 億円 億円 億円
　　25…………  4 33,815 … 5,702 1,883 7,585 16.9 22.4 … … 2,410 2,943 433 165 598 18.0 24.8 14.7 20.3  4
　　30…………  5 69,733 85,979 9,363 3,815 13,178 13.4 18.9 10.9 15.3 3,385 4,152 620 243 864 18.3 25.5 14.9 20.8  5
　　35…………  6 134,967 166,806 18,010 7,442 25,452 13.3 18.9 10.8 15.3 4,237 5,117 767 365 1,134 18.1 4.3 26.7 15.0 3.6 22.2  6
　　40…………  7 268,270 337,653 32,785 15,494 48,279 12.2 18.0 9.7 14.3 5,878 7,201 930 518 1,448 15.8 24.6 12.9 20.1  7
　　45…………  8 610,297 752,985 77,732 37,507 115,239 12.7 18.9 10.3 15.3 8,535 10,759 1,450 872 2,322 17.0 27.5 13.5 21.6  8
　　50…………  9 1,239,907 1,523,616 145,043 81,548 226,591 11.7 18.3 9.5 14.9 13,204 16,889 1,885 808 611 3,303 14.3 6.1 25.0 11.2 4.8 19.6  9
　　55………… 10 2,038,787 2,483,759 283,688 158,938 442,626 13.9 21.7 11.4 17.8 22,362 28,625 3,468 1,376 864 5,709 15.5 6.2 25.5 12.1 4.8 19.9 10
　　60………… 11 2,605,599 3,303,968 391,502 233,165 624,667 15.0 24.0 11.8 18.9 33,974 43,467 4,506 2,157 1,345 8,008 13.3 6.3 23.6 10.4 5.0 18.4 11
平成 2………… 12 3,468,929 4,516,830 627,798 334,504 962,302 18.1 27.7 13.9 21.3 46,381 59,796 6,322 3,097 2,136 11,554 13.6 6.7 24.9 10.6 5.2 19.3 12
　　 7………… 13 3,784,796 5,162,017 549,630 336,750 886,380 14.5 23.4 10.6 17.2 59,564 76,641 8,406 4,065 2,707 15,179 14.1 6.8 25.5 11.0 5.3 19.8 13
　　12………… 14 3,859,685 5,284,466 527,209 355,464 882,673 13.7 22.9 10.0 16.7 82,443 102,848 13,166 5,476 3,532 22,174 16.0 6.6 26.9 12.8 5.3 21.6 14
　　17………… 15 3,873,699 5,256,427 522,905 348,044 870,949 13.5 22.5 9.9 16.6 103,662 130,937 13,928 6,860 4,853 25,642 13.4 6.6 24.7 10.6 5.2 19.6 15
　　19………… 16 3,922,831 5,309,229 526,558 402,668 929,226 13.4 23.7 9.9 17.5 113,414 144,776 16,343 7,682 5,574 29,600 14.4 6.8 26.1 11.3 5.3 20.4 16
　　20………… 17 3,640,510 5,094,820 458,309 395,585 853,894 12.6 23.5 9.0 16.8 114,385 147,186 15,173 7,715 5,624 28,511 13.3 6.7 24.9 10.3 5.2 19.4 17
　　21………… 18 3,534,135 4,919,570 402,433 351,830 754,262 11.4 21.3 8.2 15.3 111,583 144,187 11,443 6,922 5,796 24,161 10.3 6.2 21.7 7.9 4.8 16.8 18
　　22………… 19 3,618,953 4,994,289 437,074 343,163 780,237 12.1 21.6 8.8 15.6 117,383 149,644 12,886 7,241 5,853 25,980 11.0 6.2 22.1 8.6 4.8 17.4 19
　　23………… 20 3,584,147 4,940,425 451,754 341,714 793,468 12.6 22.1 9.1 16.1 123,097 155,179 14,880 7,747 5,977 28,604 12.1 6.3 23.2 9.6 5.0 18.4 20
　　24………… 21 3,597,799 4,943,698 470,492 344,608 815,100 13.1 22.7 9.5 16.5 129,879 161,553 15,868 8,098 6,105 30,071 12.2 6.2 23.2 9.8 5.0 18.6 21
　　25………… 22 3,742,271 5,072,552 512,274 353,743 866,017 13.7 23.1 10.1 17.1 133,292 166,915 17,655 8,624 6,236 32,515 13.2 6.5 24.4 10.6 5.2 19.5 22
　　26………… 23 3,794,509 5,182,352 578,492 367,855 946,346 15.2 24.9 11.2 18.3 139,805 173,931 19,169 8,883 6,352 34,403 13.7 6.4 24.6 11.0 5.1 19.8 23
　　27………… 24 3,900,253 5,329,830 599,694 390,986 990,679 15.4 25.4 11.3 18.6 145,411 180,366 20,590 9,237 6,457 36,284 14.2 6.4 25.0 11.4 5.1 20.1 24
　　28………… 25 3,911,856 5,367,950 589,563 393,924 983,486 15.1 25.1 11.0 18.3 148,170 186,245 20,288 9,348 6,987 36,623 13.7 6.3 24.7 10.9 5.0 19.7 25
　　29………… 26 4,041,977 5,474,085 623,803 399,044 1,022,847 15.4 25.3 11.4 18.7 26
　　30………… 27 4,133,000 5,525,000 638,003 406,626 1,044,629 15.4 25.3 11.5 18.9 27
令和元………… 28 4,239,000 5,661,000 664,213 411,422 1,075,635 15.7 25.4 11.7 19.0 28

区　　分

番
　
　
　
号

イ　　　　　ギ　　　　　リ　　　　　ス ド　　　　　　　　イ　　　　　　　　ツ
番
　
　
　
号

国　民 
所　得 

A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比） 国　民 

所　得 
A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比）

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ Ｅ ） 
A

国　税

（ C ） 
Ｂ

合　計

（ Ｅ ） 
Ｂ

連邦税
C

州　税
D

市　町 
村　税

E
合　計

F
連邦税

（ C ） 
A

州　税

（ D ） 
A

合　計

（ F ） 
A

連邦税

（ C ） 
B

州　税

（ D ） 
B

合　計

（ F ） 
B

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド ％ ％ ％ ％ 億マルク 億マルク 百万マルク 百万マルク 百万マルク 百万マルク ％ ％ ％ ％ ％ ％ 
昭和 9～11年度  1 4,126 … 747 184 931 18.1 22.6 … … 569 … 8,983 3,611 12,594 15.8 22.1 … …  1
　　16…………  2 6,886 … 1,962 226 2,188 28.5 31.8 … … 978 … 32,338 … … 33.1 … … …  2
　　19…………  3 8,118 … 3,135 235 3,370 38.6 41.5 … … 900 … 38,010 … … 42.2 … … …  3
　　25…………  4 10,783 … 3,696 337 4,033 34.3 37.4 … … 785 … 17,423 2,549 19,972 22.2 25.4 … …  4
　　30…………  5 15,551 … 4,658 475 5,133 30.0 33.0 … … 1,422 … 36,755 5,561 42,316 25.8 29.8 … …  5
　　35…………  6 21,041 25,857 5,580 771 6,351 26.5 30.2 21.6 24.6 2,401 3,027 58,811 9,637 68,667 24.5 28.5 19.4 22.6  6
　　40…………  7 29,085 35,964 8,032 1,228 9,260 27.6 31.8 22.3 25.7 3,585 4,592 92,400 13,063 106,230 25.8 29.4 20.1 23.0  7

百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
　　45…………  8 45,274 54,451 14,580 1,845 16,425 32.2 36.3 26.8 30.2 313,989 402,370 － － － 79,234 … 25.2 … 20.3  8
　　50…………  9 94,593 109,274 26,676 4,127 30,803 28.2 32.6 24.4 28.2 475,788 614,837 65,614 42,116 17,042 124,771 13.8 8.9 26.2 10.7 6.8 20.3  9
　　55………… 10 189,555 243,097 59,047 8,575 67,622 31.2 35.7 24.3 27.8 673,751 879,859 97,500 64,870 26,224 188,594 14.5 9.6 28.0 11.1 7.4 21.4 10
　　60………… 11 291,563 381,251 96,350 13,582 109,932 33.0 37.7 25.3 28.8 841,772 1,098,440 115,996 77,980 31,475 225,452 13.8 9.3 26.8 10.6 7.1 20.5 11
平成 2………… 12 458,106 615,673 153,811 14,146 167,957 33.6 36.7 25.0 27.3 1,122,718 1,458,040 148,080 97,793 38,441 284,315 13.2 8.7 25.3 10.2 6.7 19.5 12
　　 7………… 13 607,982 846,128 195,897 9,303 205,200 32.2 33.8 23.2 24.3 1,430,923 1,898,880 220,348 148,902 50,666 419,916 15.4 10.4 29.3 11.6 7.8 22.1 13
　　12………… 14 820,378 1,089,131 284,089 14,067 298,302 34.6 36.4 26.1 27.4 1,556,935 2,116,480 238,581 172,062 56,962 467,605 15.3 11.1 30.0 11.3 8.1 22.1 14
　　17………… 15 1,074,847 1,386,386 347,948 21,260 369,203 32.4 34.3 25.1 26.6 1,719,199 2,300,860 241,054 167,495 60,446 468,995 14.0 9.7 27.3 10.5 7.3 20.4 15
　　19………… 16 1,169,689 1,536,565 391,270 23,618 414,881 33.5 35.5 25.5 27.0 1,883,868 2,513,230 282,075 200,777 73,393 556,245 15.0 10.7 29.5 11.2 8.0 22.1 16
　　20………… 17 1,199,483 1,572,467 387,331 24,711 412,006 34.1 36.2 27.2 28.9 1,898,067 2,561,740 290,575 208,568 77,412 576,555 15.3 11.0 30.4 11.6 8.3 22.9 17
　　21………… 18 1,164,797 1,529,536 360,373 25,402 385,737 30.9 33.1 23.6 25.2 1,824,041 2,460,280 283,229 192,286 69,453 544,968 15.5 10.5 29.9 11.5 7.8 22.2 18
　　22………… 19 1,205,207 1,579,877 388,903 25,927 415,143 32.3 34.4 24.6 26.3 1,924,697 2,580,060 287,255 190,633 71,370 549,258 14.9 9.9 28.5 11.1 7.4 21.3 19
　　23………… 20 1,237,242 1,635,062 417,602 26,264 444,266 33.8 35.9 25.5 27.2 2,029,130 2,703,120 310,458 204,971 77,596 593,025 15.3 10.1 29.2 11.5 7.6 21.9 20
　　24………… 21 1,249,997 1,685,225 417,325 26,567 444,348 33.4 35.5 24.8 26.4 2,055,577 2,758,260 320,886 217,447 81,912 620,245 15.6 10.6 30.2 11.6 7.9 22.5 21
　　25………… 22 1,287,308 1,752,554 432,520 27,785 460,563 33.6 35.8 24.7 26.3 2,105,097 2,826,240 327,931 233,560 85,050 646,541 15.6 11.1 30.7 11.6 8.3 22.9 22
　　26………… 23 1,336,376 1,837,062 448,273 28,992 477,275 33.5 35.7 24.4 26.0 2,181,951 2,932,470 339,089 243,855 87,972 670,916 15.5 11.2 30.7 11.6 8.3 22.9 23
　　27………… 24 1,372,015 1,888,737 465,171 29,947 495,118 33.9 36.1 24.6 26.2 2,262,528 3,043,650 350,680 259,687 93,374 703,741 15.5 11.5 31.1 11.5 8.5 23.1 24
　　28………… 25 1,439,850 1,969,524 491,456 31,351 522,807 34.1 36.3 25.0 26.5 2,362,356 3,159,750 357,999 279,677 100,184 737,860 15.2 11.8 31.2 11.3 8.9 23.4 25
（備考）

日 本

1.  　国民所得及び国内総生産は，昭和25年度以前は「国民経済計算（1953SNA）」，昭和30年度から昭和50年度までは「国民経済計算
（1968SNA）」，昭和55年度から平成２年度までは「国民経済計算（1993SNA）」及び平成７年度から平成29年度までは「国民経済計算
（2008SNA）」による実績額であり，それぞれ接続しない。ただし，平成30年度及び令和元年度は「平成31年度の経済見通しと経済財政運営の
基本的態度」による実績見込額及び見通し額である。

2.  　国税は，特別会計分及び日本専売公社納付金を含む。平成29年度以前は決算額であり，平成30年度は補正後予算額，令和元年度は予算額で
ある。

3.  　地方税は地方分与税，地方交付税及び地方譲与税を含まず，平成29年度以前は決算額（昭和19年度のみ予算額），平成30年度は実績見込額，
令和元年度は見込額である。

ア メ リ カ

1.  　国民所得，国内総生産については平成23年以降は08SNA ベース，昭和45年から平成22年は93SNA ベース，それより前は68SNA ベース（出
典は，OECD “National Accounts”）。

2.  　租税負担額は，昭和40年以降は OECD “Revenue Statistics”，それ以前は商務省資料に基づく。“Revenue Statistics” のデータは，平成２年以
降は暦年ベース，それ以前は会計年度ベースである。

3.  　連邦の会計年度は10月／９月（ただし，昭和50年以前に開始する会計年度については７月／６月）であり，州及び地方政府税については，
各州，地方の６月30日までに終了する会計年度をその年のデータとして用いている。なお，租税負担額には社会保障税は含まない。
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　　租 税 負 担 率 の 国 際 比 較

区　　分

番
　
　
　
号

日　　　　　　　　　　　　　　　　　本 ア　　　　　メ　　　　　リ　　　　　カ
番
　
　
　
号

国　民 
所　得 

A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比） 国　民 

所　得 
A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比）

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ Ｅ ） 
A

国　税

（ C ） 
Ｂ

合　計

（ Ｅ ） 
Ｂ

連邦税
C

州　税
D

地　方 
政府税

E
合　計

F
連邦税

（ C ） 
A

州　税

（ D ） 
A

合　計

（ F ） 
A

連邦税

（ C ） 
B

州　税

（ D ） 
B

合　計

（ F ） 
B

百万円 億円 百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％ ％ 億ドル 億ドル 億ドル 億ドル 億ドル 億ドル ％ ％ ％ ％ ％ ％ 
昭和 9～11年度  1 14,372 … 1,226 629 1,855 8.5 12.9 … … 579 733 36 65 102 6.0 17.3 4.8 13.6  1
　　16…………  2 35,834 … 4,931 879 5,810 13.8 16.2 … … 1,043 1,267 124 85 210 12.0 20.1 9.9 16.6  2
　　19…………  3 56,937 … 12,715 862 13,577 22.3 23.8 … … 1,843 2,197 353 89 443 19.2 24.0 16.1 20.2  3

億円 億円 億円 億円
　　25…………  4 33,815 … 5,702 1,883 7,585 16.9 22.4 … … 2,410 2,943 433 165 598 18.0 24.8 14.7 20.3  4
　　30…………  5 69,733 85,979 9,363 3,815 13,178 13.4 18.9 10.9 15.3 3,385 4,152 620 243 864 18.3 25.5 14.9 20.8  5
　　35…………  6 134,967 166,806 18,010 7,442 25,452 13.3 18.9 10.8 15.3 4,237 5,117 767 365 1,134 18.1 4.3 26.7 15.0 3.6 22.2  6
　　40…………  7 268,270 337,653 32,785 15,494 48,279 12.2 18.0 9.7 14.3 5,878 7,201 930 518 1,448 15.8 24.6 12.9 20.1  7
　　45…………  8 610,297 752,985 77,732 37,507 115,239 12.7 18.9 10.3 15.3 8,535 10,759 1,450 872 2,322 17.0 27.5 13.5 21.6  8
　　50…………  9 1,239,907 1,523,616 145,043 81,548 226,591 11.7 18.3 9.5 14.9 13,204 16,889 1,885 808 611 3,303 14.3 6.1 25.0 11.2 4.8 19.6  9
　　55………… 10 2,038,787 2,483,759 283,688 158,938 442,626 13.9 21.7 11.4 17.8 22,362 28,625 3,468 1,376 864 5,709 15.5 6.2 25.5 12.1 4.8 19.9 10
　　60………… 11 2,605,599 3,303,968 391,502 233,165 624,667 15.0 24.0 11.8 18.9 33,974 43,467 4,506 2,157 1,345 8,008 13.3 6.3 23.6 10.4 5.0 18.4 11
平成 2………… 12 3,468,929 4,516,830 627,798 334,504 962,302 18.1 27.7 13.9 21.3 46,381 59,796 6,322 3,097 2,136 11,554 13.6 6.7 24.9 10.6 5.2 19.3 12
　　 7………… 13 3,784,796 5,162,017 549,630 336,750 886,380 14.5 23.4 10.6 17.2 59,564 76,641 8,406 4,065 2,707 15,179 14.1 6.8 25.5 11.0 5.3 19.8 13
　　12………… 14 3,859,685 5,284,466 527,209 355,464 882,673 13.7 22.9 10.0 16.7 82,443 102,848 13,166 5,476 3,532 22,174 16.0 6.6 26.9 12.8 5.3 21.6 14
　　17………… 15 3,873,699 5,256,427 522,905 348,044 870,949 13.5 22.5 9.9 16.6 103,662 130,937 13,928 6,860 4,853 25,642 13.4 6.6 24.7 10.6 5.2 19.6 15
　　19………… 16 3,922,831 5,309,229 526,558 402,668 929,226 13.4 23.7 9.9 17.5 113,414 144,776 16,343 7,682 5,574 29,600 14.4 6.8 26.1 11.3 5.3 20.4 16
　　20………… 17 3,640,510 5,094,820 458,309 395,585 853,894 12.6 23.5 9.0 16.8 114,385 147,186 15,173 7,715 5,624 28,511 13.3 6.7 24.9 10.3 5.2 19.4 17
　　21………… 18 3,534,135 4,919,570 402,433 351,830 754,262 11.4 21.3 8.2 15.3 111,583 144,187 11,443 6,922 5,796 24,161 10.3 6.2 21.7 7.9 4.8 16.8 18
　　22………… 19 3,618,953 4,994,289 437,074 343,163 780,237 12.1 21.6 8.8 15.6 117,383 149,644 12,886 7,241 5,853 25,980 11.0 6.2 22.1 8.6 4.8 17.4 19
　　23………… 20 3,584,147 4,940,425 451,754 341,714 793,468 12.6 22.1 9.1 16.1 123,097 155,179 14,880 7,747 5,977 28,604 12.1 6.3 23.2 9.6 5.0 18.4 20
　　24………… 21 3,597,799 4,943,698 470,492 344,608 815,100 13.1 22.7 9.5 16.5 129,879 161,553 15,868 8,098 6,105 30,071 12.2 6.2 23.2 9.8 5.0 18.6 21
　　25………… 22 3,742,271 5,072,552 512,274 353,743 866,017 13.7 23.1 10.1 17.1 133,292 166,915 17,655 8,624 6,236 32,515 13.2 6.5 24.4 10.6 5.2 19.5 22
　　26………… 23 3,794,509 5,182,352 578,492 367,855 946,346 15.2 24.9 11.2 18.3 139,805 173,931 19,169 8,883 6,352 34,403 13.7 6.4 24.6 11.0 5.1 19.8 23
　　27………… 24 3,900,253 5,329,830 599,694 390,986 990,679 15.4 25.4 11.3 18.6 145,411 180,366 20,590 9,237 6,457 36,284 14.2 6.4 25.0 11.4 5.1 20.1 24
　　28………… 25 3,911,856 5,367,950 589,563 393,924 983,486 15.1 25.1 11.0 18.3 148,170 186,245 20,288 9,348 6,987 36,623 13.7 6.3 24.7 10.9 5.0 19.7 25
　　29………… 26 4,041,977 5,474,085 623,803 399,044 1,022,847 15.4 25.3 11.4 18.7 26
　　30………… 27 4,133,000 5,525,000 638,003 406,626 1,044,629 15.4 25.3 11.5 18.9 27
令和元………… 28 4,239,000 5,661,000 664,213 411,422 1,075,635 15.7 25.4 11.7 19.0 28

区　　分

番
　
　
　
号

イ　　　　　ギ　　　　　リ　　　　　ス ド　　　　　　　　イ　　　　　　　　ツ
番
　
　
　
号

国　民 
所　得 

A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比） 国　民 

所　得 
A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比）

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ Ｅ ） 
A

国　税

（ C ） 
Ｂ

合　計

（ Ｅ ） 
Ｂ

連邦税
C

州　税
D

市　町 
村　税

E
合　計

F
連邦税

（ C ） 
A

州　税

（ D ） 
A

合　計

（ F ） 
A

連邦税

（ C ） 
B

州　税

（ D ） 
B

合　計

（ F ） 
B

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド ％ ％ ％ ％ 億マルク 億マルク 百万マルク 百万マルク 百万マルク 百万マルク ％ ％ ％ ％ ％ ％ 
昭和 9～11年度  1 4,126 … 747 184 931 18.1 22.6 … … 569 … 8,983 3,611 12,594 15.8 22.1 … …  1
　　16…………  2 6,886 … 1,962 226 2,188 28.5 31.8 … … 978 … 32,338 … … 33.1 … … …  2
　　19…………  3 8,118 … 3,135 235 3,370 38.6 41.5 … … 900 … 38,010 … … 42.2 … … …  3
　　25…………  4 10,783 … 3,696 337 4,033 34.3 37.4 … … 785 … 17,423 2,549 19,972 22.2 25.4 … …  4
　　30…………  5 15,551 … 4,658 475 5,133 30.0 33.0 … … 1,422 … 36,755 5,561 42,316 25.8 29.8 … …  5
　　35…………  6 21,041 25,857 5,580 771 6,351 26.5 30.2 21.6 24.6 2,401 3,027 58,811 9,637 68,667 24.5 28.5 19.4 22.6  6
　　40…………  7 29,085 35,964 8,032 1,228 9,260 27.6 31.8 22.3 25.7 3,585 4,592 92,400 13,063 106,230 25.8 29.4 20.1 23.0  7

百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
　　45…………  8 45,274 54,451 14,580 1,845 16,425 32.2 36.3 26.8 30.2 313,989 402,370 － － － 79,234 … 25.2 … 20.3  8
　　50…………  9 94,593 109,274 26,676 4,127 30,803 28.2 32.6 24.4 28.2 475,788 614,837 65,614 42,116 17,042 124,771 13.8 8.9 26.2 10.7 6.8 20.3  9
　　55………… 10 189,555 243,097 59,047 8,575 67,622 31.2 35.7 24.3 27.8 673,751 879,859 97,500 64,870 26,224 188,594 14.5 9.6 28.0 11.1 7.4 21.4 10
　　60………… 11 291,563 381,251 96,350 13,582 109,932 33.0 37.7 25.3 28.8 841,772 1,098,440 115,996 77,980 31,475 225,452 13.8 9.3 26.8 10.6 7.1 20.5 11
平成 2………… 12 458,106 615,673 153,811 14,146 167,957 33.6 36.7 25.0 27.3 1,122,718 1,458,040 148,080 97,793 38,441 284,315 13.2 8.7 25.3 10.2 6.7 19.5 12
　　 7………… 13 607,982 846,128 195,897 9,303 205,200 32.2 33.8 23.2 24.3 1,430,923 1,898,880 220,348 148,902 50,666 419,916 15.4 10.4 29.3 11.6 7.8 22.1 13
　　12………… 14 820,378 1,089,131 284,089 14,067 298,302 34.6 36.4 26.1 27.4 1,556,935 2,116,480 238,581 172,062 56,962 467,605 15.3 11.1 30.0 11.3 8.1 22.1 14
　　17………… 15 1,074,847 1,386,386 347,948 21,260 369,203 32.4 34.3 25.1 26.6 1,719,199 2,300,860 241,054 167,495 60,446 468,995 14.0 9.7 27.3 10.5 7.3 20.4 15
　　19………… 16 1,169,689 1,536,565 391,270 23,618 414,881 33.5 35.5 25.5 27.0 1,883,868 2,513,230 282,075 200,777 73,393 556,245 15.0 10.7 29.5 11.2 8.0 22.1 16
　　20………… 17 1,199,483 1,572,467 387,331 24,711 412,006 34.1 36.2 27.2 28.9 1,898,067 2,561,740 290,575 208,568 77,412 576,555 15.3 11.0 30.4 11.6 8.3 22.9 17
　　21………… 18 1,164,797 1,529,536 360,373 25,402 385,737 30.9 33.1 23.6 25.2 1,824,041 2,460,280 283,229 192,286 69,453 544,968 15.5 10.5 29.9 11.5 7.8 22.2 18
　　22………… 19 1,205,207 1,579,877 388,903 25,927 415,143 32.3 34.4 24.6 26.3 1,924,697 2,580,060 287,255 190,633 71,370 549,258 14.9 9.9 28.5 11.1 7.4 21.3 19
　　23………… 20 1,237,242 1,635,062 417,602 26,264 444,266 33.8 35.9 25.5 27.2 2,029,130 2,703,120 310,458 204,971 77,596 593,025 15.3 10.1 29.2 11.5 7.6 21.9 20
　　24………… 21 1,249,997 1,685,225 417,325 26,567 444,348 33.4 35.5 24.8 26.4 2,055,577 2,758,260 320,886 217,447 81,912 620,245 15.6 10.6 30.2 11.6 7.9 22.5 21
　　25………… 22 1,287,308 1,752,554 432,520 27,785 460,563 33.6 35.8 24.7 26.3 2,105,097 2,826,240 327,931 233,560 85,050 646,541 15.6 11.1 30.7 11.6 8.3 22.9 22
　　26………… 23 1,336,376 1,837,062 448,273 28,992 477,275 33.5 35.7 24.4 26.0 2,181,951 2,932,470 339,089 243,855 87,972 670,916 15.5 11.2 30.7 11.6 8.3 22.9 23
　　27………… 24 1,372,015 1,888,737 465,171 29,947 495,118 33.9 36.1 24.6 26.2 2,262,528 3,043,650 350,680 259,687 93,374 703,741 15.5 11.5 31.1 11.5 8.5 23.1 24
　　28………… 25 1,439,850 1,969,524 491,456 31,351 522,807 34.1 36.3 25.0 26.5 2,362,356 3,159,750 357,999 279,677 100,184 737,860 15.2 11.8 31.2 11.3 8.9 23.4 25

イ ギ リ ス

1.  　国民所得及び国内総生産は，昭和30年以前は “National Income and Expenditure”，昭和35年以降は OECD “National Accounts” に基づく。平
成24年以降は08SNA ベース，昭和45年から平成23年は93SNA による計数である（それ以前は68SNA ベース）。

2.  　租税負担額は，昭和19年以前は，国税は “Financial Statement”，地方税は “Annual Abstract of Statistics” に基づき，昭和25～30年はともに
“National Income and Expenditure”，昭和35年以降は OECD “Revenue Statistics” に基づく。

3. 　会計年度は，４月／３月であるが，資料の関係上暦年計数で示してある。

ド イ ツ

1.  　国民所得及び国内総生産は，昭和19年以前は“国連世界統計年鑑1953”，昭和25年及び30年は “Statistisches Jahrbuch 1953，1969”，昭和35年
以降は OECD “National Accounts” に基づく。平成24年以降は08SNA ベース，昭和45年から平成23年は93SNA による計数である（それ以前は
68SNA ベース）。昭和25年及び30年は西ベルリン，ザール州をともに含まず，昭和35年以降は両者をともに含む。なお，昭和45年以降は新推
計による計数であり，それ以前の計数と接続しない。平成２年は旧西ドイツ，平成３年以降は全ドイツの数値である。

2.  　租税収入は，昭和９～11年は “Statistisches Jahrbuch 1935及び1936”（昭和９年と10年の平均値によった。），昭和16年及び19年は “Bulletin de 
Législation Comparée 1948”，昭和25年は，“Statistisches Jahrbuch 1953”，昭和30～45年は “Finanzbericht1965―1995”，昭和50年以降は OECD
“Revenue Statistics” に基づく。

3. 　会計年度は昭和36年度以降４月／３月から１月／12月に変更されたが，資料の関係上暦年計数で示してある。
4.  　所得税，法人税及び付加価値税は共有税であるので，税収の配分割合に応じて，連邦・州・市町村税にそれぞれ組み入れてある（なお，営

業税は本来市町村税であるが，連邦及び州にも税収が配分されているため同様の措置をとった。）。
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1.　国 民 所 得 に 対 す る　　

区　　分

番
　
　
　
号

カ　　　　　　　　　　　　 ナ 　　　　　　　　　　　　ダ ス ウ ェ ー デ ン
番
　
　
　
号

国　民 
所　得 

A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比） 国　民 

所　得 
A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比）

連邦税
C

州　税
D

地方税
E

合　計
F

連邦税

（ C ） 
A

州　税

（ D ） 
A

合　計

（ F ） 
A

連邦税

（ C ） 
B

州　税

（ D ） 
B

合　計

（ F ） 
B

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ E ） 
A

国　税

（ C ） 
B

合　計

（ E ） 
B

百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万クローネ 百万クローネ 百万クローネ 百万クローネ 百万クローネ ％ ％ ％ ％
昭和 9～11年度  1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1
　　16…………  2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2
　　19…………  3 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  3
　　25…………  4 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  4
　　30…………  5 … … 4,311 1,216 636 6,163 … … … … … … … … 8,956 3,727 12,683 … … … …  5
　　35…………  6 28,858 39,405 5,618 1,840 1,449 8,907 … … 30.9 … … 22.6 58,104 72,946 13,537 5,225 18,762 23.3 32.3 18.6 25.7  6
　　40…………  7 42,258 57,426 … … … 14,464 … … 34.2 … … 25.2 88,903 114,314 … … 35,152 … 39.5 … 30.8  7
　　45…………  8 64,988 91,843 … … … 25,461 … … 39.2 … … 27.7 131,858 194,281 … … 58,932 … 44.7 … 30.3  8
　　50…………  9 129,636 176,824 27,438 18,721 5,685 51,844 21.2 14.4 40.0 15.5 10.6 29.3 230,390 339,304 67,653 38,564 106,217 29.4 46.1 19.9 31.3  9
　　55………… 10 233,145 320,190 43,703 36,719 9,944 90,366 18.7 15.7 38.8 13.6 11.5 28.2 494,470 592,519 101,876 82,693 184,569 20.6 37.3 17.2 31.1 10
　　60………… 11 356,482 498,075 66,110 57,910 14,982 139,002 18.5 16.2 39.0 13.3 11.6 27.9 782,644 968,063 193,668 131,600 325,268 24.7 41.6 20.0 33.6 11
平成 2………… 12 476,080 692,997 101,701 89,274 23,524 214,499 21.4 18.8 45.1 14.7 12.9 31.0 1,233,327 1,527,964 329,069 221,017 550,086 26.7 44.6 21.5 36.0 12
　　 7………… 13 569,721 828,973 113,397 107,439 28,483 249,319 19.9 18.9 43.8 13.7 13.0 30.1 1,258,591 1,883,562 355,848 265,854 621,702 28.3 49.4 18.9 33.0 13
　　12………… 14 778,581 1,102,380 165,670 139,905 31,550 337,125 21.3 18.0 43.3 15.0 12.7 30.6 1,516,133 2,380,358 522,728 336,304 859,031 34.5 56.7 22.0 36.1 14
　　17………… 15 1,026,215 1,417,028 188,564 164,397 42,811 395,771 18.4 16.0 38.6 13.3 11.6 27.9 1,891,290 2,907,352 555,608 435,577 991,185 29.4 52.4 19.1 34.1 15
　　19………… 16 1,144,268 1,573,532 209,266 183,323 46,351 438,940 18.3 16.0 38.4 13.3 11.7 27.9 2,223,680 3,297,053 615,077 479,068 1,094,144 27.7 49.2 18.7 33.2 16
　　20………… 17 1,202,394 1,652,923 203,109 189,027 50,516 442,651 16.9 15.7 36.8 12.3 11.4 26.8 2,263,045 3,387,599 602,460 515,483 1,117,942 26.6 49.4 17.8 33.0 17
　　21………… 18 1,100,152 1,567,365 193,407 185,845 52,632 431,884 17.6 16.9 39.3 12.3 11.9 27.6 2,108,930 3,288,509 567,589 524,834 1,092,423 26.9 51.8 17.3 33.2 18
　　22………… 19 1,181,142 1,662,131 194,911 189,456 55,436 439,803 16.5 16.0 37.2 11.7 11.4 26.5 2,313,835 3,519,994 599,824 536,950 1,136,774 25.9 49.1 17.0 32.3 19
　　23………… 20 1,270,663 1,769,922 208,443 200,455 57,052 465,950 16.4 15.8 36.7 11.8 11.3 26.3 2,399,295 3,656,577 639,669 552,655 1,192,324 26.7 49.7 17.5 32.6 20
　　24………… 21 1,303,103 1,822,808 212,249 211,768 59,792 483,809 16.3 16.3 37.1 11.6 11.6 26.5 2,407,429 3,684,800 616,390 576,229 1,192,619 25.6 49.5 16.7 32.4 21
　　25………… 22 1,357,963 1,897,532 220,171 219,515 62,124 501,811 16.2 16.2 37.0 11.6 11.6 26.4 2,457,845 3,769,909 643,775 597,340 1,241,115 26.2 50.5 17.1 32.9 22
　　26………… 23 1,423,281 1,990,180 233,278 228,864 64,439 526,582 16.4 16.1 37.0 11.7 11.5 26.5 2,577,020 3,936,840 669,506 618,223 1,287,729 26.0 50.0 17.0 32.7 23
　　27………… 24 1,402,126 1,994,911 237,461 238,300 65,937 541,698 16.9 17.0 38.6 11.9 11.9 27.2 2,711,792 4,199,860 753,074 651,654 1,404,728 27.8 51.8 17.9 33.4 24
　　28………… 25 1,416,511 2,023,824 246,751 251,307 68,879 566,936 17.4 17.7 40.0 12.2 12.4 28.0 2,801,518 4,385,497 815,249 685,915 1,501,164 29.1 53.6 18.6 34.2 25

区　　分

番
　
　
　
号

フ　　　　　　　　ラ　　　　　　　　ン　　　　　　　　ス イ タ リ ア
番
　
　
　
号

国　民 
所　得 

A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比） 国　民 

所　得 
A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比）

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ Ｅ ） 
A

国　税

（ C ） 
Ｂ

合　計

（ Ｅ ） 
Ｂ

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ E ） 
A

国　税

（ C ） 
B

合　計

（ E ） 
B

億フラン 億フラン 百万フラン 百万フラン 百万フラン ％ ％ ％ ％ 十億リラ 十億リラ 億リラ 億リラ 億リラ ％ ％ ％ ％
昭和 9～11年度  1 18 … 333 … … 18.5 … … … … … 167 … … … … … …  1
　　16…………  2 … … 647 … … … … … … … … 285 … … … … … …  2
　　19…………  3 … … 1,016 186 1,202 … … … … … … … … … … … … …  3
　　25…………  4 765 1,002 17,149 2,756 19,905 22.4 26.0 17.1 19.9 … … 11,887 … … … … … …  4
　　30…………  5 1,296 1,705 27,777 4,643 32,420 21.4 25.0 16.3 19.0 12,115 15,032 23,525 3,732 27,257 19.4 22.5 15.6 18.1  5
　　35…………  6 2,308 3,007 56,226 8,540 64,766 24.4 28.1 18.7 21.5 19,931 24,775 35,039 4,777 39,816 17.6 20.0 14.1 16.1  6
　　40…………  7 3,690 4,835 93,600 15,244 108,844 25.4 29.5 19.4 22.5 31,968 36,530 62,090 7,970 70,060 19.4 21.9 17.0 19.2  7

百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
　　45…………  8 98,643 124,456 … … 27,026 … 27.4 … 21.7 29,771 36,483 … … 5,639 … 18.9 … 15.5  8
　　50…………  9 178,253 233,384 42,823 6,248 49,071 24.0 27.5 18.3 21.0 62,887 76,526 9,991 168 10,159 15.9 16.2 13.1 13.3  9
　　55………… 10 331,947 453,211 89,684 12,657 102,341 27.0 30.8 19.8 22.6 171,715 210,394 36,432 1,013 37,446 21.2 21.8 17.3 17.8 10
　　60………… 11 547,895 760,509 152,866 27,693 180,559 27.9 33.0 20.1 23.7 351,663 444,461 91,018 3,347 94,365 25.9 26.8 20.5 21.2 11
平成 2………… 12 768,566 1,058,627 202,429 40,202 242,631 26.3 31.6 19.1 22.9 558,158 728,530 170,166 7,695 177,861 30.5 31.9 23.4 24.4 12
　　 7………… 13 876,857 1,224,967 238,280 56,661 294,941 27.2 33.6 19.5 24.1 732,840 984,983 239,906 20,514 260,420 32.7 35.5 24.4 26.4 13
　　12………… 14 1,087,705 1,485,303 346,714 64,720 411,433 31.9 37.8 23.3 27.7 893,500 1,239,266 282,314 77,153 359,467 31.6 40.2 22.8 29.0 14
　　17………… 15 1,279,336 1,771,978 391,458 87,013 478,471 30.6 37.4 22.1 27.0 1,073,723 1,489,726 306,952 96,899 403,851 28.6 37.6 20.6 27.1 15
　　19………… 16 1,408,355 1,945,670 422,230 99,078 521,308 30.0 37.0 21.7 26.8 1,147,337 1,609,551 360,576 109,841 470,417 31.4 41.0 22.4 29.2 16
　　20………… 17 1,439,280 1,995,850 428,742 102,083 530,825 29.8 36.9 21.5 26.6 1,152,172 1,632,151 359,383 110,170 469,553 31.2 40.8 22.0 28.8 17
　　21………… 18 1,380,241 1,939,017 384,084 105,272 489,356 27.8 35.5 19.8 25.2 1,116,601 1,572,878 354,736 99,354 454,090 31.8 40.7 22.6 28.9 18
　　22………… 19 1,435,288 1,998,481 430,466 89,293 519,759 30.0 36.2 21.5 26.0 1,123,433 1,604,515 359,272 103,234 462,506 32.0 41.2 22.4 28.8 19
　　23………… 20 1,470,333 2,059,284 442,683 115,823 558,506 30.1 38.0 21.5 27.1 1,138,905 1,637,463 367,301 107,260 474,561 32.3 41.7 22.4 29.0 20
　　24………… 21 1,463,337 2,086,929 462,649 121,157 583,806 31.6 39.9 22.2 28.0 1,098,229 1,613,265 382,485 114,784 497,269 34.8 45.3 23.7 30.8 21
　　25………… 22 1,477,300 2,115,256 483,640 123,377 607,017 32.7 41.1 22.9 28.7 1,097,662 1,604,599 382,434 113,933 496,367 34.8 45.2 23.8 30.9 22
　　26………… 23 1,507,215 2,147,609 487,468 126,686 614,154 32.3 40.7 22.7 28.6 1,111,318 1,621,827 378,479 116,643 495,122 34.1 44.6 23.3 30.5 23
　　27………… 24 1,549,773 2,194,243 496,420 131,346 627,766 32.0 40.5 22.6 28.6 1,125,600 1,652,153 380,494 117,369 497,863 33.8 44.2 23.0 30.1 24
　　28………… 25 1,580,439 2,228,568 507,770 136,742 644,512 32.1 40.8 22.8 28.9 1,183,705 1,689,748 392,714 107,662 500,376 33.2 42.3 23.2 29.6 25

フ ラ ン ス

1.  　国民所得及び国内総生産は，昭和９～11年は DR Bernoville 氏調査（“Revenus d'Économie Politique, 1939”），昭和25年以降は OECD “Na-
tional Accounts” に基づく。平成24年以降は08SNA ベース，昭和45年から平成23年は93SNA による計数である（それ以前は68SNA ベース）。

2. 　租税収入は，昭和40年以前は “Statistiques et Études Financiéres”，昭和45年以降は OECD “Revenue Statistics” に基づく。
3. 　会計年度は１月／12月である。

イ タ リ ア

1.  　国民所得及び国内総生産は，昭和30年以前は “Ralazione Generalesulla Situazione Economica del Paese”，昭和35年以降は，OECD “National 
Accounts” に基づく。平成24年以降は08SNA ベース，昭和45年から平成23年は93SNA による計数である（それ以前は68SNA ベース）。

2.  　租税収入は，昭和９～11年は “Gazzetta Ufficiale”，昭和16年は “Bulletin de L égislation Comparée 1948”，昭和25年及び30年は “ 国連統計年鑑 ”，
昭和35年～45年は “Ralazione Generale Sulla Situazione Economica Del Paese”，昭和50年以降は OECD “Revenus Statistics” に基づく。計数は
決算額である。

3. 　会計年度は，昭和40年以降７月／６月から１月／12月に変更された。
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　　租 税 負 担 率 の 国 際 比 較（続）

区　　分

番
　
　
　
号

カ　　　　　　　　　　　　 ナ 　　　　　　　　　　　　ダ ス ウ ェ ー デ ン
番
　
　
　
号

国　民 
所　得 

A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比） 国　民 

所　得 
A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比）

連邦税
C

州　税
D

地方税
E

合　計
F

連邦税

（ C ） 
A

州　税

（ D ） 
A

合　計

（ F ） 
A

連邦税

（ C ） 
B

州　税

（ D ） 
B

合　計

（ F ） 
B

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ E ） 
A

国　税

（ C ） 
B

合　計

（ E ） 
B

百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル百万カナダ・ドル ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万クローネ 百万クローネ 百万クローネ 百万クローネ 百万クローネ ％ ％ ％ ％
昭和 9～11年度  1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1
　　16…………  2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2
　　19…………  3 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  3
　　25…………  4 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  4
　　30…………  5 … … 4,311 1,216 636 6,163 … … … … … … … … 8,956 3,727 12,683 … … … …  5
　　35…………  6 28,858 39,405 5,618 1,840 1,449 8,907 … … 30.9 … … 22.6 58,104 72,946 13,537 5,225 18,762 23.3 32.3 18.6 25.7  6
　　40…………  7 42,258 57,426 … … … 14,464 … … 34.2 … … 25.2 88,903 114,314 … … 35,152 … 39.5 … 30.8  7
　　45…………  8 64,988 91,843 … … … 25,461 … … 39.2 … … 27.7 131,858 194,281 … … 58,932 … 44.7 … 30.3  8
　　50…………  9 129,636 176,824 27,438 18,721 5,685 51,844 21.2 14.4 40.0 15.5 10.6 29.3 230,390 339,304 67,653 38,564 106,217 29.4 46.1 19.9 31.3  9
　　55………… 10 233,145 320,190 43,703 36,719 9,944 90,366 18.7 15.7 38.8 13.6 11.5 28.2 494,470 592,519 101,876 82,693 184,569 20.6 37.3 17.2 31.1 10
　　60………… 11 356,482 498,075 66,110 57,910 14,982 139,002 18.5 16.2 39.0 13.3 11.6 27.9 782,644 968,063 193,668 131,600 325,268 24.7 41.6 20.0 33.6 11
平成 2………… 12 476,080 692,997 101,701 89,274 23,524 214,499 21.4 18.8 45.1 14.7 12.9 31.0 1,233,327 1,527,964 329,069 221,017 550,086 26.7 44.6 21.5 36.0 12
　　 7………… 13 569,721 828,973 113,397 107,439 28,483 249,319 19.9 18.9 43.8 13.7 13.0 30.1 1,258,591 1,883,562 355,848 265,854 621,702 28.3 49.4 18.9 33.0 13
　　12………… 14 778,581 1,102,380 165,670 139,905 31,550 337,125 21.3 18.0 43.3 15.0 12.7 30.6 1,516,133 2,380,358 522,728 336,304 859,031 34.5 56.7 22.0 36.1 14
　　17………… 15 1,026,215 1,417,028 188,564 164,397 42,811 395,771 18.4 16.0 38.6 13.3 11.6 27.9 1,891,290 2,907,352 555,608 435,577 991,185 29.4 52.4 19.1 34.1 15
　　19………… 16 1,144,268 1,573,532 209,266 183,323 46,351 438,940 18.3 16.0 38.4 13.3 11.7 27.9 2,223,680 3,297,053 615,077 479,068 1,094,144 27.7 49.2 18.7 33.2 16
　　20………… 17 1,202,394 1,652,923 203,109 189,027 50,516 442,651 16.9 15.7 36.8 12.3 11.4 26.8 2,263,045 3,387,599 602,460 515,483 1,117,942 26.6 49.4 17.8 33.0 17
　　21………… 18 1,100,152 1,567,365 193,407 185,845 52,632 431,884 17.6 16.9 39.3 12.3 11.9 27.6 2,108,930 3,288,509 567,589 524,834 1,092,423 26.9 51.8 17.3 33.2 18
　　22………… 19 1,181,142 1,662,131 194,911 189,456 55,436 439,803 16.5 16.0 37.2 11.7 11.4 26.5 2,313,835 3,519,994 599,824 536,950 1,136,774 25.9 49.1 17.0 32.3 19
　　23………… 20 1,270,663 1,769,922 208,443 200,455 57,052 465,950 16.4 15.8 36.7 11.8 11.3 26.3 2,399,295 3,656,577 639,669 552,655 1,192,324 26.7 49.7 17.5 32.6 20
　　24………… 21 1,303,103 1,822,808 212,249 211,768 59,792 483,809 16.3 16.3 37.1 11.6 11.6 26.5 2,407,429 3,684,800 616,390 576,229 1,192,619 25.6 49.5 16.7 32.4 21
　　25………… 22 1,357,963 1,897,532 220,171 219,515 62,124 501,811 16.2 16.2 37.0 11.6 11.6 26.4 2,457,845 3,769,909 643,775 597,340 1,241,115 26.2 50.5 17.1 32.9 22
　　26………… 23 1,423,281 1,990,180 233,278 228,864 64,439 526,582 16.4 16.1 37.0 11.7 11.5 26.5 2,577,020 3,936,840 669,506 618,223 1,287,729 26.0 50.0 17.0 32.7 23
　　27………… 24 1,402,126 1,994,911 237,461 238,300 65,937 541,698 16.9 17.0 38.6 11.9 11.9 27.2 2,711,792 4,199,860 753,074 651,654 1,404,728 27.8 51.8 17.9 33.4 24
　　28………… 25 1,416,511 2,023,824 246,751 251,307 68,879 566,936 17.4 17.7 40.0 12.2 12.4 28.0 2,801,518 4,385,497 815,249 685,915 1,501,164 29.1 53.6 18.6 34.2 25

区　　分

番
　
　
　
号

フ　　　　　　　　ラ　　　　　　　　ン　　　　　　　　ス イ タ リ ア
番
　
　
　
号

国　民 
所　得 

A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比） 国　民 

所　得 
A

国　内 
総生産 

B

租 税 負 担 額 租税負担率 
（対国民所得比）

（付）租税負担率 
（対国内総生産比）

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ Ｅ ） 
A

国　税

（ C ） 
Ｂ

合　計

（ Ｅ ） 
Ｂ

国　税
C

地方税
D

合　計
E

国　税

（ C ） 
A

合　計

（ E ） 
A

国　税

（ C ） 
B

合　計

（ E ） 
B

億フラン 億フラン 百万フラン 百万フラン 百万フラン ％ ％ ％ ％ 十億リラ 十億リラ 億リラ 億リラ 億リラ ％ ％ ％ ％
昭和 9～11年度  1 18 … 333 … … 18.5 … … … … … 167 … … … … … …  1
　　16…………  2 … … 647 … … … … … … … … 285 … … … … … …  2
　　19…………  3 … … 1,016 186 1,202 … … … … … … … … … … … … …  3
　　25…………  4 765 1,002 17,149 2,756 19,905 22.4 26.0 17.1 19.9 … … 11,887 … … … … … …  4
　　30…………  5 1,296 1,705 27,777 4,643 32,420 21.4 25.0 16.3 19.0 12,115 15,032 23,525 3,732 27,257 19.4 22.5 15.6 18.1  5
　　35…………  6 2,308 3,007 56,226 8,540 64,766 24.4 28.1 18.7 21.5 19,931 24,775 35,039 4,777 39,816 17.6 20.0 14.1 16.1  6
　　40…………  7 3,690 4,835 93,600 15,244 108,844 25.4 29.5 19.4 22.5 31,968 36,530 62,090 7,970 70,060 19.4 21.9 17.0 19.2  7

百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
　　45…………  8 98,643 124,456 … … 27,026 … 27.4 … 21.7 29,771 36,483 … … 5,639 … 18.9 … 15.5  8
　　50…………  9 178,253 233,384 42,823 6,248 49,071 24.0 27.5 18.3 21.0 62,887 76,526 9,991 168 10,159 15.9 16.2 13.1 13.3  9
　　55………… 10 331,947 453,211 89,684 12,657 102,341 27.0 30.8 19.8 22.6 171,715 210,394 36,432 1,013 37,446 21.2 21.8 17.3 17.8 10
　　60………… 11 547,895 760,509 152,866 27,693 180,559 27.9 33.0 20.1 23.7 351,663 444,461 91,018 3,347 94,365 25.9 26.8 20.5 21.2 11
平成 2………… 12 768,566 1,058,627 202,429 40,202 242,631 26.3 31.6 19.1 22.9 558,158 728,530 170,166 7,695 177,861 30.5 31.9 23.4 24.4 12
　　 7………… 13 876,857 1,224,967 238,280 56,661 294,941 27.2 33.6 19.5 24.1 732,840 984,983 239,906 20,514 260,420 32.7 35.5 24.4 26.4 13
　　12………… 14 1,087,705 1,485,303 346,714 64,720 411,433 31.9 37.8 23.3 27.7 893,500 1,239,266 282,314 77,153 359,467 31.6 40.2 22.8 29.0 14
　　17………… 15 1,279,336 1,771,978 391,458 87,013 478,471 30.6 37.4 22.1 27.0 1,073,723 1,489,726 306,952 96,899 403,851 28.6 37.6 20.6 27.1 15
　　19………… 16 1,408,355 1,945,670 422,230 99,078 521,308 30.0 37.0 21.7 26.8 1,147,337 1,609,551 360,576 109,841 470,417 31.4 41.0 22.4 29.2 16
　　20………… 17 1,439,280 1,995,850 428,742 102,083 530,825 29.8 36.9 21.5 26.6 1,152,172 1,632,151 359,383 110,170 469,553 31.2 40.8 22.0 28.8 17
　　21………… 18 1,380,241 1,939,017 384,084 105,272 489,356 27.8 35.5 19.8 25.2 1,116,601 1,572,878 354,736 99,354 454,090 31.8 40.7 22.6 28.9 18
　　22………… 19 1,435,288 1,998,481 430,466 89,293 519,759 30.0 36.2 21.5 26.0 1,123,433 1,604,515 359,272 103,234 462,506 32.0 41.2 22.4 28.8 19
　　23………… 20 1,470,333 2,059,284 442,683 115,823 558,506 30.1 38.0 21.5 27.1 1,138,905 1,637,463 367,301 107,260 474,561 32.3 41.7 22.4 29.0 20
　　24………… 21 1,463,337 2,086,929 462,649 121,157 583,806 31.6 39.9 22.2 28.0 1,098,229 1,613,265 382,485 114,784 497,269 34.8 45.3 23.7 30.8 21
　　25………… 22 1,477,300 2,115,256 483,640 123,377 607,017 32.7 41.1 22.9 28.7 1,097,662 1,604,599 382,434 113,933 496,367 34.8 45.2 23.8 30.9 22
　　26………… 23 1,507,215 2,147,609 487,468 126,686 614,154 32.3 40.7 22.7 28.6 1,111,318 1,621,827 378,479 116,643 495,122 34.1 44.6 23.3 30.5 23
　　27………… 24 1,549,773 2,194,243 496,420 131,346 627,766 32.0 40.5 22.6 28.6 1,125,600 1,652,153 380,494 117,369 497,863 33.8 44.2 23.0 30.1 24
　　28………… 25 1,580,439 2,228,568 507,770 136,742 644,512 32.1 40.8 22.8 28.9 1,183,705 1,689,748 392,714 107,662 500,376 33.2 42.3 23.2 29.6 25

カ ナ ダ

1.  　国民所得及び国内総生産は OECD “National Accounts” に基づく。平成23年以降は08SNA ベース，昭和45年から平成22年は93SNA による計
数である（それ以前は68SNA ベース）。

2. 　租税収入は OECD “Revenue Statistics” に基づく。“Revenue Statistics” のデータは会計年度ベース。
3. 　連邦及び州の会計年度は４月／３月，地方政府の会計年度は１月／12月である。

スウェーデ
ン

1.  　国民所得及び国内総生産は OECD “National Accounts” に基づく。平成24年以降は08SNA ベース，昭和45年から平成23年は93SNA による計
数である（それ以前は68SNA ベース）。

2. 　租税収入は OECD “Revenue Statistics” に基づく。
3. 　会計年度は１月／12月である。
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2.　１ 人 当 た り 国 民 所 得 及　　

区　　　分
番
　
号

日　　　　　　　　　　　　　　　　本 ア メ リ カ
番
　
号

１ 人 当 た り
国 民 所 得

１人当たり租税負担額
人　　　　　口 １ 人 当 た り

国 民 所 得
１人当たり租税負担額

人　　　　　口
国　　　税 国税，地方税計 連　邦　税 州　　税 連邦税，州税，

地方政府税計　
円 円 円 万人 ドル ドル ドル ドル 万人

昭和 9～11年度… 1 209 18 27 6,865 455 28 … 79 12,723  1
　　16…………… 2 500 69 81 7,160 780 94 … 157 13,367  2
　　19…………… 3 772 172 184 7,380 1,376 264 … 331 13,391  3
　　25…………… 4 40,658 6,856 9,120 8,317 1,587 285 … 394 15,187  4
　　30…………… 5 78,150 10,494 14,770 8,923 2,051 375 … 522 16,507  5
　　35…………… 6 144,520 19,285 27,253 9,339 2,345 423 … 628 18,068  6
　　40…………… 7 273,187 33,386 49,164 9,820 3,025 479 … 745 19,430  7
　　45…………… 8 585,979 74,636 110,648 10,415 4,162 707 … 1,132 20,505  8
　　50…………… 9 1,108,644 129,687 202,602 11,184 6,114 873 374 1,530 21,597  9
　　55…………… 10 1,742,702 242,489 378,345 11,699 9,818 1,523 604 2,507 22,776 10
　　60…………… 11 2,153,922 323,636 516,382 12,097 14,246 1,889 904 3,358 23,849 11
平成 2…………… 12 2,807,485 508,092 778,814 12,356 18,556 2,529 1,239 4,623 24,995 12
　　 7…………… 13 3,015,822 437,959 706,290 12,550 22,644 3,196 1,545 5,770 26,304 13
　　12…………… 14 3,041,781 415,488 695,626 12,689 29,215 4,666 1,941 7,858 28,219 14
　　17…………… 15 3,031,989 409,284 681,702 12,776 35,033 4,707 2,319 8,666 29,590 15
　　18…………… 16 3,068,222 423,198 708,680 12,788 37,034 5,229 2,466 9,443 29,876 16
　　19…………… 17 3,064,664 411,367 725,946 12,800 37,602 5,418 2,547 9,814 30,162 17
　　20…………… 18 2,842,971 357,906 666,829 12,805 37,619 4,990 2,537 9,377 30,406 18
　　21…………… 19 2,760,374 314,325 589,125 12,803 36,345 3,727 2,255 7,870 30,701 19
　　22…………… 20 2,826,578 341,376 609,403 12,803 37,982 4,169 2,343 8,406 30,905 20
　　23…………… 21 2,805,133 353,565 621,008 12,777 39,506 4,776 2,486 9,180 31,159 21
　　24…………… 22 2,820,233 368,808 638,938 12,757 41,374 5,055 2,580 9,580 31,391 22
　　25…………… 23 2,937,580 402,121 679,800 12,739 42,164 5,585 2,728 10,285 31,613 23
　　26…………… 24 2,982,706 454,729 743,883 12,722 43,839 6,011 2,785 10,788 31,891 24
　　27…………… 25 3,069,253 471,921 779,602 12,708 45,314 6,416 2,879 11,307 32,090 25
　　28…………… 26 3,082,435 464,559 774,960 12,691 45,855 6,279 2,893 11,334 32,313 26
　　28（邦貨換算） 27 （5,181,611） （709,488） （326,904） （1,280,737） 27
　　29…………… 28 3,190,447 492,385 807,362 12,669 28

区　　　分
番
　
号

イ ギ リ ス ド イ ツ
番
　
号

１ 人 当 た り
国 民 所 得

１人当たり租税負担額
人　　　　　口 １ 人 当 た り

国 民 所 得
１人当たり租税負担額

人　　　　　口
国　　　税 国税，地方税計 連　邦　税 州　　税 連邦税，州税，

市町村税計　　
ポンド ポンド ポンド 万人 マルク マルク マルク 万人

昭和 9～11年度…  1 88 16 20 … 851 134 188 …  1
　　16……………  2 143 41 45 … 1,392 460 … …  2
　　19……………  3 171 64 69 … 1,288 544 … …  3

1,673 355 407  4,691
4,905

 4
　　25……………  4 212 73 80 …

2,890 747 823  4,920
5,140

 5
　　30……………  5 304 91 100 5,120
　　35……………  6 402 106 121 5,235 4,332 1,061 1,235 5,543  6
　　40……………  7 535 148 170 5,435 6,116 1,576 1,799 5,862  7

ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
　　45…………… 8 814 262 295 5,563 5,177 … 1,306 6,065  8
　　50…………… 9 1,683 474 548 5,622 7,693 1,061 681 2,017 6,185  9
　　55…………… 10 3,365 1,048 1,200 5,633 10,948 1,584 1,054 3,065 6,154 10
　　60…………… 11 5,144 1,700 1,940 5,668 13,804 1,902 1,279 3,697 6,098 11
平成 2…………… 12 7,959 2,672 2,918 5,756 17,750 2,341 1,546 4,495 6,325 12
　　 7…………… 13 10,373 3,342 3,501 5,861 17,523 2,698 1,823 5,142 8,166 13
　　12…………… 14 13,931 4,824 5,065 5,889 18,943 2,903 2,093 5,689 8,219 14
　　17…………… 15 17,843 5,776 6,129 6,024 20,846 2,923 2,031 5,687 8,247 15
　　18…………… 16 18,370 6,112 6,482 6,059 22,029 3,127 2,225 6,181 8,237 16
　　19…………… 17 19,182 6,416 6,804 6,098 22,901 3,429 2,441 6,762 8,226 17
　　20…………… 18 19,541 6,310 6,712 6,138 23,111 3,538 2,539 7,020 8,213 18
　　21…………… 19 18,844 5,830 6,241 6,181 22,272 3,458 2,348 6,654 8,190 19
　　22…………… 20 19,357 6,246 6,668 6,226 23,508 3,508 2,328 6,708 8,188 20
　　23…………… 21 19,716 6,655 7,080 6,275 24,812 3,796 2,506 7,252 8,178 21
　　24…………… 22 19,765 6,599 7,026 6,324 25,089 3,916 2,654 7,570 8,193 22
　　25…………… 23 20,082 6,747 7,185 6,410 26,103 4,066 2,896 8,017 8,065 23
　　26…………… 24 20,689 6,940 7,389 6,459 26,943 4,187 3,011 8,285 8,098 24
　　27…………… 25 21,066 7,142 7,602 6,513 27,698 4,293 3,179 8,615 8,169 25
　　28…………… 26 21,950 7,492 7,970 6,560 28,687 4,347 3,396 8,960 8,235 26
　　28（邦貨換算） 27 （3,204,740） （1,093,857） （1,163,636） （3,700,639） （560,807） （438,115） （1,155,860） 27
　　29…………… 28 28

 （備考）1.　各国の国民所得及び租税負担額については第１表の備考を参照のこと。
　　　　2.　日本の人口は毎月全国推計人口（総務省）の年度平均である。（平成27年９月までは国勢調査に基づく補間補正後）
　　　　3. 　諸外国の人口は “Monthly Bulletin of Statistics”（国際連合）による。ドイツについては，昭和25年及び30年の人口の上欄は，西ベルリン及び

ザール州を含まない人口（１人当たり国民所得の算出に用いる。），下欄は，西ベルリンは含むがザール州を含まない人口（１人当たり租税負担
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　　び 租 税 負 担 額 の 国 際 比 較

区　　　分
番
　
号

日　　　　　　　　　　　　　　　　本 ア メ リ カ
番
　
号

１ 人 当 た り
国 民 所 得

１人当たり租税負担額
人　　　　　口 １ 人 当 た り

国 民 所 得
１人当たり租税負担額

人　　　　　口
国　　　税 国税，地方税計 連　邦　税 州　　税 連邦税，州税，

地方政府税計　
円 円 円 万人 ドル ドル ドル ドル 万人

昭和 9～11年度… 1 209 18 27 6,865 455 28 … 79 12,723  1
　　16…………… 2 500 69 81 7,160 780 94 … 157 13,367  2
　　19…………… 3 772 172 184 7,380 1,376 264 … 331 13,391  3
　　25…………… 4 40,658 6,856 9,120 8,317 1,587 285 … 394 15,187  4
　　30…………… 5 78,150 10,494 14,770 8,923 2,051 375 … 522 16,507  5
　　35…………… 6 144,520 19,285 27,253 9,339 2,345 423 … 628 18,068  6
　　40…………… 7 273,187 33,386 49,164 9,820 3,025 479 … 745 19,430  7
　　45…………… 8 585,979 74,636 110,648 10,415 4,162 707 … 1,132 20,505  8
　　50…………… 9 1,108,644 129,687 202,602 11,184 6,114 873 374 1,530 21,597  9
　　55…………… 10 1,742,702 242,489 378,345 11,699 9,818 1,523 604 2,507 22,776 10
　　60…………… 11 2,153,922 323,636 516,382 12,097 14,246 1,889 904 3,358 23,849 11
平成 2…………… 12 2,807,485 508,092 778,814 12,356 18,556 2,529 1,239 4,623 24,995 12
　　 7…………… 13 3,015,822 437,959 706,290 12,550 22,644 3,196 1,545 5,770 26,304 13
　　12…………… 14 3,041,781 415,488 695,626 12,689 29,215 4,666 1,941 7,858 28,219 14
　　17…………… 15 3,031,989 409,284 681,702 12,776 35,033 4,707 2,319 8,666 29,590 15
　　18…………… 16 3,068,222 423,198 708,680 12,788 37,034 5,229 2,466 9,443 29,876 16
　　19…………… 17 3,064,664 411,367 725,946 12,800 37,602 5,418 2,547 9,814 30,162 17
　　20…………… 18 2,842,971 357,906 666,829 12,805 37,619 4,990 2,537 9,377 30,406 18
　　21…………… 19 2,760,374 314,325 589,125 12,803 36,345 3,727 2,255 7,870 30,701 19
　　22…………… 20 2,826,578 341,376 609,403 12,803 37,982 4,169 2,343 8,406 30,905 20
　　23…………… 21 2,805,133 353,565 621,008 12,777 39,506 4,776 2,486 9,180 31,159 21
　　24…………… 22 2,820,233 368,808 638,938 12,757 41,374 5,055 2,580 9,580 31,391 22
　　25…………… 23 2,937,580 402,121 679,800 12,739 42,164 5,585 2,728 10,285 31,613 23
　　26…………… 24 2,982,706 454,729 743,883 12,722 43,839 6,011 2,785 10,788 31,891 24
　　27…………… 25 3,069,253 471,921 779,602 12,708 45,314 6,416 2,879 11,307 32,090 25
　　28…………… 26 3,082,435 464,559 774,960 12,691 45,855 6,279 2,893 11,334 32,313 26
　　28（邦貨換算） 27 （5,181,611） （709,488） （326,904） （1,280,737） 27
　　29…………… 28 3,190,447 492,385 807,362 12,669 28

区　　　分
番
　
号

イ ギ リ ス ド イ ツ
番
　
号

１ 人 当 た り
国 民 所 得

１人当たり租税負担額
人　　　　　口 １ 人 当 た り

国 民 所 得
１人当たり租税負担額

人　　　　　口
国　　　税 国税，地方税計 連　邦　税 州　　税 連邦税，州税，

市町村税計　　
ポンド ポンド ポンド 万人 マルク マルク マルク 万人

昭和 9～11年度…  1 88 16 20 … 851 134 188 …  1
　　16……………  2 143 41 45 … 1,392 460 … …  2
　　19……………  3 171 64 69 … 1,288 544 … …  3

1,673 355 407  4,691
4,905

 4
　　25……………  4 212 73 80 …

2,890 747 823  4,920
5,140

 5
　　30……………  5 304 91 100 5,120
　　35……………  6 402 106 121 5,235 4,332 1,061 1,235 5,543  6
　　40……………  7 535 148 170 5,435 6,116 1,576 1,799 5,862  7

ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
　　45…………… 8 814 262 295 5,563 5,177 … 1,306 6,065  8
　　50…………… 9 1,683 474 548 5,622 7,693 1,061 681 2,017 6,185  9
　　55…………… 10 3,365 1,048 1,200 5,633 10,948 1,584 1,054 3,065 6,154 10
　　60…………… 11 5,144 1,700 1,940 5,668 13,804 1,902 1,279 3,697 6,098 11
平成 2…………… 12 7,959 2,672 2,918 5,756 17,750 2,341 1,546 4,495 6,325 12
　　 7…………… 13 10,373 3,342 3,501 5,861 17,523 2,698 1,823 5,142 8,166 13
　　12…………… 14 13,931 4,824 5,065 5,889 18,943 2,903 2,093 5,689 8,219 14
　　17…………… 15 17,843 5,776 6,129 6,024 20,846 2,923 2,031 5,687 8,247 15
　　18…………… 16 18,370 6,112 6,482 6,059 22,029 3,127 2,225 6,181 8,237 16
　　19…………… 17 19,182 6,416 6,804 6,098 22,901 3,429 2,441 6,762 8,226 17
　　20…………… 18 19,541 6,310 6,712 6,138 23,111 3,538 2,539 7,020 8,213 18
　　21…………… 19 18,844 5,830 6,241 6,181 22,272 3,458 2,348 6,654 8,190 19
　　22…………… 20 19,357 6,246 6,668 6,226 23,508 3,508 2,328 6,708 8,188 20
　　23…………… 21 19,716 6,655 7,080 6,275 24,812 3,796 2,506 7,252 8,178 21
　　24…………… 22 19,765 6,599 7,026 6,324 25,089 3,916 2,654 7,570 8,193 22
　　25…………… 23 20,082 6,747 7,185 6,410 26,103 4,066 2,896 8,017 8,065 23
　　26…………… 24 20,689 6,940 7,389 6,459 26,943 4,187 3,011 8,285 8,098 24
　　27…………… 25 21,066 7,142 7,602 6,513 27,698 4,293 3,179 8,615 8,169 25
　　28…………… 26 21,950 7,492 7,970 6,560 28,687 4,347 3,396 8,960 8,235 26
　　28（邦貨換算） 27 （3,204,740） （1,093,857） （1,163,636） （3,700,639） （560,807） （438,115） （1,155,860） 27
　　29…………… 28 28

額の算出に用いる。）であり，昭和35年以降の人口には西ベルリン及びザール州の双方が含まれている。平成２年度は旧西ドイツの数値，平成
３年度以降は全ドイツの数値である。フランスについては，昭和25年以前は国際連合の “Demographic Yearbook 1960” によった。イタリアにつ
いては，昭和55年以降の計数はそれ以前の計数と接続しない。

　　　　4.　諸外国欄の（　）書は邦貨換算額である。
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2.　１ 人 当 た り 国 民 所 得 及　　

区　　　分
番
　
号

カ ナ ダ ス ウ ェ ー デ ン
番
　
号

１ 人 当 た り
国　民　所　得

１人当たり租税負担額
人　　　　口 １ 人 当 た り

国 民 所 得
１人当たり租税負担額

人　　　　　　口
連　邦　税 州　　　税 連邦税，州税，

地方税計　　　 国　　　税 国税，地方税計
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 万人 クローネ クローネ クローネ 万人

昭和 9～11年度…  1 … … … … … … … … …  1
　　16……………  2 … … … … … … … … …  2
　　19……………  3 … … … … … … … … …  3
　　25……………  4 … … … … … … … … …  4
　　30……………  5 … … … … … … … … …  5
　　35……………  6 … … … … … … … … …  6
　　40……………  7 2,147 … … 735 1,968 11,501 … 4,547 773  7
　　45…………… 8 3,048 … … 1,194 2,132 16,400 … 7,330 804  8
　　50…………… 9 5,703 1,207 824 2,281 2,273 28,131 8,260 12,969 819  9
　　55…………… 10 9,698 1,818 1,527 3,759 2,404 59,503 12,259 22,210 831 10
　　60…………… 11 14,169 2,628 2,302 5,525 2,516 93,730 23,194 38,954 835 11
平成 2…………… 12 17,187 3,672 3,223 7,744 2,770 144,080 38,443 64,262 856 12
　　 7…………… 13 19,444 3,870 3,667 8,509 2,930 142,536 40,300 70,408 883 13
　　12…………… 14 25,369 5,398 4,559 10,985 3,069 170,928 58,932 96,847 887 14
　　17…………… 15 31,821 5,847 5,098 12,272 3,225 209,445 61,529 109,766 903 15
　　18…………… 16 33,339 6,117 5,388 12,842 3,258 228,747 66,663 116,676 908 16
　　19…………… 17 34,748 6,355 5,567 13,329 3,293 243,025 67,221 119,579 915 17
　　20…………… 18 36,075 6,094 5,671 13,281 3,333 245,450 65,343 121,252 922 18
　　21…………… 19 32,626 5,736 5,511 12,808 3,372 228,486 61,494 118,356 923 19
　　22…………… 20 34,611 5,712 5,552 12,888 3,413 246,730 63,961 121,217 938 20
　　23…………… 21 36,849 6,045 5,813 13,512 3,448 253,921 67,697 126,185 945 21
　　24…………… 22 37,360 6,085 6,071 13,871 3,488 252,908 64,754 125,288 952 22
　　25…………… 23 38,629 6,263 6,244 14,275 3,515 256,026 67,060 129,283 960 23
　　26…………… 24 40,042 6,563 6,439 14,815 3,555 265,782 69,050 132,810 970 24
　　27…………… 25 39,112 6,624 6,647 15,111 3,585 276,742 76,852 143,354 980 25
　　28…………… 26 39,060 6,804 6,930 15,633 3,627 282,326 82,158 151,281 992 26
　　28（邦貨換算） 27 （3,359,160） （585,153） （595,957） （1,344,451） （3,387,908） （985,891） （1,815,376） 27
　　29…………… 28 28

　　　　5. 　邦貨換算レートは，１ドル＝113円，１ポンド＝146円，１ユーロ＝129円，１カナダドル＝86円，１スウェーデン・クローネ＝12円（基準外
国為替相場及び裁定外国為替相場：平成30年１月中適用。）

区　　　分
番
　
号

フ ラ ン ス イ タ リ ア 番
　
号

１ 人 当 た り
国 民 所 得

１人当たり租税負担額
人　　　　　口 １ 人 当 た り

国 民 所 得
１人当たり租税負担額

人　　　　　　口
国　　　税 国税，地方税計 連　邦　税 国税，地方税計

フラン フラン フラン 万人 リラ リラ リラ 万人
昭和 9～11年度…  1 44 8 … 4,134 … 391 … …  1
　　16……………  2 … 17 … 3,880 … … … …  2
　　19……………  3 … 27 31 3,830 … … … …  3
　　25……………  4 1,833 411 477 4,174 … 25,509 … 4,660  4
　　30……………  5 2,984 640 746 4,343 251,244 48,787 56,526 4,822  5
　　35……………  6 4,937 1,231 1,418 4,568 401,511 70,586 80,210 4,964  6
　　40……………  7 … … … … 614,887 119,427 134,757 5,199  7

ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
　　45…………… 8 1,943 … 532 5,077 555 … 105 5,366  8
　　50…………… 9 3,377 811 930 5,279 1,168 186 189 5,382  9
　　55…………… 10 6,161 1,665 1,899 5,388 3,043 646 664 5,643 10
　　60…………… 11 9,931 2,771 3,273 5,517 6,214 1,608 1,668 5,659 11
平成 2…………… 12 13,548 3,568 4,277 5,673 9,841 3,000 3,136 5,672 12
　　 7…………… 13 15,160 4,120 5,099 5,784 12,893 4,221 4,582 5,684 13
　　12…………… 14 18,417 5,871 6,966 5,906 15,692 4,958 6,313 5,694 14
　　17…………… 15 20,911 6,398 7,821 6,118 18,320 5,237 6,890 5,861 15
　　18…………… 16 21,743 6,703 8,196 6,159 18,812 5,795 7,513 5,894 16
　　19…………… 17 22,737 6,817 8,416 6,194 19,322 6,072 7,922 5,938 17
　　20…………… 18 23,110 6,884 8,523 6,228 19,257 6,007 7,848 5,983 18
　　21…………… 19 22,042 6,134 7,815 6,262 18,551 5,894 7,544 6,019 19
　　22…………… 20 22,794 6,836 8,254 6,297 18,574 5,940 7,647 6,048 20
　　23…………… 21 23,230 6,994 8,824 6,329 18,786 6,058 7,828 6,063 21
　　24…………… 22 23,038 7,284 9,191 6,352 18,445 6,424 8,352 5,954 22
　　25…………… 23 23,157 7,581 9,515 6,379 18,223 6,349 8,241 6,023 23
　　26…………… 24 23,502 7,601 9,577 6,413 18,282 6,226 8,145 6,079 24
　　27…………… 25 24,037 7,700 9,737 6,447 18,514 6,259 8,189 6,080 25
　　28…………… 26 24,435 7,850 9,965 6,468 19,524 6,478 8,253 6,063 26
　　28（邦貨換算） 27 （3,152,082） （1,012,714） （1,285,437） （2,518,645） （835,603） （1,064,683） 27
　　29…………… 28 28
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　　び 租 税 負 担 額 の 国 際 比 較（続）

区　　　分
番
　
号

カ ナ ダ ス ウ ェ ー デ ン
番
　
号

１ 人 当 た り
国　民　所　得

１人当たり租税負担額
人　　　　口 １ 人 当 た り

国 民 所 得
１人当たり租税負担額

人　　　　　　口
連　邦　税 州　　　税 連邦税，州税，

地方税計　　　 国　　　税 国税，地方税計
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 万人 クローネ クローネ クローネ 万人

昭和 9～11年度…  1 … … … … … … … … …  1
　　16……………  2 … … … … … … … … …  2
　　19……………  3 … … … … … … … … …  3
　　25……………  4 … … … … … … … … …  4
　　30……………  5 … … … … … … … … …  5
　　35……………  6 … … … … … … … … …  6
　　40……………  7 2,147 … … 735 1,968 11,501 … 4,547 773  7
　　45…………… 8 3,048 … … 1,194 2,132 16,400 … 7,330 804  8
　　50…………… 9 5,703 1,207 824 2,281 2,273 28,131 8,260 12,969 819  9
　　55…………… 10 9,698 1,818 1,527 3,759 2,404 59,503 12,259 22,210 831 10
　　60…………… 11 14,169 2,628 2,302 5,525 2,516 93,730 23,194 38,954 835 11
平成 2…………… 12 17,187 3,672 3,223 7,744 2,770 144,080 38,443 64,262 856 12
　　 7…………… 13 19,444 3,870 3,667 8,509 2,930 142,536 40,300 70,408 883 13
　　12…………… 14 25,369 5,398 4,559 10,985 3,069 170,928 58,932 96,847 887 14
　　17…………… 15 31,821 5,847 5,098 12,272 3,225 209,445 61,529 109,766 903 15
　　18…………… 16 33,339 6,117 5,388 12,842 3,258 228,747 66,663 116,676 908 16
　　19…………… 17 34,748 6,355 5,567 13,329 3,293 243,025 67,221 119,579 915 17
　　20…………… 18 36,075 6,094 5,671 13,281 3,333 245,450 65,343 121,252 922 18
　　21…………… 19 32,626 5,736 5,511 12,808 3,372 228,486 61,494 118,356 923 19
　　22…………… 20 34,611 5,712 5,552 12,888 3,413 246,730 63,961 121,217 938 20
　　23…………… 21 36,849 6,045 5,813 13,512 3,448 253,921 67,697 126,185 945 21
　　24…………… 22 37,360 6,085 6,071 13,871 3,488 252,908 64,754 125,288 952 22
　　25…………… 23 38,629 6,263 6,244 14,275 3,515 256,026 67,060 129,283 960 23
　　26…………… 24 40,042 6,563 6,439 14,815 3,555 265,782 69,050 132,810 970 24
　　27…………… 25 39,112 6,624 6,647 15,111 3,585 276,742 76,852 143,354 980 25
　　28…………… 26 39,060 6,804 6,930 15,633 3,627 282,326 82,158 151,281 992 26
　　28（邦貨換算） 27 （3,359,160） （585,153） （595,957） （1,344,451） （3,387,908） （985,891） （1,815,376） 27
　　29…………… 28 28

区　　　分
番
　
号

フ ラ ン ス イ タ リ ア 番
　
号

１ 人 当 た り
国 民 所 得

１人当たり租税負担額
人　　　　　口 １ 人 当 た り

国 民 所 得
１人当たり租税負担額

人　　　　　　口
国　　　税 国税，地方税計 連　邦　税 国税，地方税計

フラン フラン フラン 万人 リラ リラ リラ 万人
昭和 9～11年度…  1 44 8 … 4,134 … 391 … …  1
　　16……………  2 … 17 … 3,880 … … … …  2
　　19……………  3 … 27 31 3,830 … … … …  3
　　25……………  4 1,833 411 477 4,174 … 25,509 … 4,660  4
　　30……………  5 2,984 640 746 4,343 251,244 48,787 56,526 4,822  5
　　35……………  6 4,937 1,231 1,418 4,568 401,511 70,586 80,210 4,964  6
　　40……………  7 … … … … 614,887 119,427 134,757 5,199  7

ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
　　45…………… 8 1,943 … 532 5,077 555 … 105 5,366  8
　　50…………… 9 3,377 811 930 5,279 1,168 186 189 5,382  9
　　55…………… 10 6,161 1,665 1,899 5,388 3,043 646 664 5,643 10
　　60…………… 11 9,931 2,771 3,273 5,517 6,214 1,608 1,668 5,659 11
平成 2…………… 12 13,548 3,568 4,277 5,673 9,841 3,000 3,136 5,672 12
　　 7…………… 13 15,160 4,120 5,099 5,784 12,893 4,221 4,582 5,684 13
　　12…………… 14 18,417 5,871 6,966 5,906 15,692 4,958 6,313 5,694 14
　　17…………… 15 20,911 6,398 7,821 6,118 18,320 5,237 6,890 5,861 15
　　18…………… 16 21,743 6,703 8,196 6,159 18,812 5,795 7,513 5,894 16
　　19…………… 17 22,737 6,817 8,416 6,194 19,322 6,072 7,922 5,938 17
　　20…………… 18 23,110 6,884 8,523 6,228 19,257 6,007 7,848 5,983 18
　　21…………… 19 22,042 6,134 7,815 6,262 18,551 5,894 7,544 6,019 19
　　22…………… 20 22,794 6,836 8,254 6,297 18,574 5,940 7,647 6,048 20
　　23…………… 21 23,230 6,994 8,824 6,329 18,786 6,058 7,828 6,063 21
　　24…………… 22 23,038 7,284 9,191 6,352 18,445 6,424 8,352 5,954 22
　　25…………… 23 23,157 7,581 9,515 6,379 18,223 6,349 8,241 6,023 23
　　26…………… 24 23,502 7,601 9,577 6,413 18,282 6,226 8,145 6,079 24
　　27…………… 25 24,037 7,700 9,737 6,447 18,514 6,259 8,189 6,080 25
　　28…………… 26 24,435 7,850 9,965 6,468 19,524 6,478 8,253 6,063 26
　　28（邦貨換算） 27 （3,152,082） （1,012,714） （1,285,437） （2,518,645） （835,603） （1,064,683） 27
　　29…………… 28 28
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3.　国 税 の 税 目 別　　

区　　　　　　　分
番
　
号

昭和25年度 30 35 40 45 50 55 昭和60年度 番
　
号金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

直 接 税  1 3,136 55.0 4,811 51.4 9,784 54.3 19,416 59.2 51,344 66.1 100,583 69.3 201,628 71.1 285,170 72.8  1
所 得 税  2 2,201 38.6 2,787 29.8 3,906 21.7 9,704 29.6 24,282 31.2 54,823 37.8 107,996 38.1 154,350 39.4  2

 源 泉 分  3 1,275 22.4 2,141 22.9 2,929 16.3 7,122 21.7 17,287 22.2 39,663 27.3 82,354 29.0 122,495 31.3  3
　 申 告 分  4 926 16.2 646 6.9 977 5.4 2,581 7.9 6,995 9.0 15,160 10.5 25,643 9.0 31,855 8.1  4
法 人 税  5 838 14.7 1,921 20.5 5,734 31.8 9,271 28.3 25,672 33.0 41,279 28.5 89,227 31.5 120,207 30.7  5
会 社 臨 時 特 別 税  6 － － － － － － － － － － 1,374 0.9 0 0.0 － －  6
相 続 税  7 27 0.5 56 0.6 123 0.7 440 1.3 1,391 1.8 3,104 2.1 4,405 1.6 10,613 2.7  7
旧 税  8 － － － － － － － － 0 0.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0  8
再 評 価 税  9 64 1.1 43 0.5 21 0.1

0 0.0 － － － － － － － －
 9

そ の 他 10 6 0.1 5 0.1 0 0.0 10
間 接 税 等 11 2,566 45.0 4,552 48.6 8,226 45.7 13,369 40.8 26,388 33.9 44,460 30.7 82,060 28.9 106,332 27.2 11

酒 税 12 1,054 18.5 1,605 17.1 2,485 13.8 3,529 10.8 6,136 7.9 9,140 6.3 14,243 5.0 19,315 4.9 12
た ば こ 税 13 － － － － － － － － － － － － － － 8,837 2.3 13
砂 糖 消 費 税 14 7 0.1 476 5.1 281 1.6 289 0.9 442 0.6 426 0.3 430 0.2 408 0.1 14
揮 発 油 税 15 74 1.3 255 2.7 1,030 5.7 2,545 7.8 4,987 6.4 8,244 5.7 15,474 5.5 15,568 4.0 15
石 油 ガ ス 税 16 － － － － － － 0 0.0 122 0.2 139 0.1 149 0.1 155 0.0 16
航 空 機 燃 料 税 17 － － － － － － － － － － 183 0.1 488 0.2 521 0.1 17
石 油 税 18 － － － － － － － － － － － － 4,041 1.4 4,004 1.0 18
物 品 税 19 165 2.9 269 2.9 822 4.6 1,379 4.2 3,395 4.4 6,825 4.7 10,379 3.7 15,279 3.9 19
ト ラ ン プ 類 税 20 － － － － 3 0.0 5 0.0 6 0.0 9 0.0 5 0.0 4 0.0 20
取 引 所 税 21 － － 2 0.0 6 0.0 25 0.1 49 0.1 97 0.1 152 0.1 111 0.0 21
有 価 証 券 取 引 税 22 0 0.0 8 0.1 111 0.6 82 0.3 158 0.2 668 0.5 2,087 0.7 6,709 1.7 22
通 行 税 23 11 0.2 24 0.3 43 0.2 42 0.1 122 0.2 345 0.2 637 0.2 753 0.2 23
入 場 税 24 － － 144 1.5 164 0.9 104 0.3 135 0.2 26 0.0 54 0.0 50 0.0 24
自 動 車 重 量 税 25 － － － － － － － － － － 2,203 1.5 3,951 1.4 4,523 1.2 25
関 税 26

16 0.3
270 2.9 1,098 6.1 2,220 6.8 3,815 4.9 3,733 2.6 6,469 2.3 6,369 1.6 26

と ん 税 27 3 0.0 8 0.0 29 0.1 51 0.1 67 0.0 89 0.0 86 0.0 27
日 本 銀 行 券 発 行 税 28 － － 5 0.1 5 0.0 4 0.0 8 0.0 40 0.0 － － － － 28
印 紙 収 入 29 92 1.6 233 2.5 506 2.8 827 2.5 2,187 2.8 4,798 3.3 8,409 3.0 14,126 3.6 29
日 本 専 売 公 社 納 付 金 30 1,138 20.0 1,182 12.6 1,465 8.1 1,793 5.5 2,723 3.5 3,380 2.3 8,081 2.8 － － 30
地 方 道 路 税 （ 特 ） 31 － － 77 0.8 188 1.0 461 1.4 903 1.2 1,496 1.0 2,783 1.0 2,999 0.8 31
石 油 ガ ス 税（譲与分）（特） 32 － － － － － － 0 0.0 122 0.2 139 0.1 149 0.1 155 0.0 32
航空機燃料税（譲与分）（特） 33 － － － － － － － － － － 33 0.0 89 0.0 95 0.0 33
自動車重量税（譲与分）（特） 34 － － － － － － － － － － 734 0.5 1,317 0.5 1,508 0.4 34
特 別 と ん 税（特） 35 － － － － 11 0.1 36 0.1 63 0.1 84 0.1 111 0.0 107 0.0 35
原 重 油 関 税（特） 36 － － － － － － － － 963 1.2 1,349 0.9 1,387 0.5 1,204 0.3 36
電 源 開 発 促 進 税（特） 37 － － － － － － － － － － 299 0.2 1,085 0.4 2,335 0.6 37
揮 発 油 税（特） 38 － － － － － － － － － － － － － － 1,110 0.3 38
そ の 他 39 8 0.1 0 0.0 － － － － － － － － － － － － 39

合 計 40 5,702 100.0 9,363 100.0 18,010 100.0 32,785 100.0 77,732 100.0 145,043 100.0 283,688 100.0 391,502 100.0 40
 （備考）1. 　平成29年度以前は決算額，平成30年度は補正後予算額，令和元年度は予算額である。
　　　　2.　入場税は昭和36年度までは特別会計に属していた。
　　　　3.　電源開発促進税は，平成19年度より一般会計に組み入れられている。
　　　　4.　揮発油税（特）は，平成21年度より一般会計に組み入れられている。

24 一般統計



　　収 入 の 累 年 比 較

（単位　億円，％）　　　

区　　　　　　　分
番
　
号

昭和25年度 30 35 40 45 50 55 昭和60年度 番
　
号金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

直 接 税  1 3,136 55.0 4,811 51.4 9,784 54.3 19,416 59.2 51,344 66.1 100,583 69.3 201,628 71.1 285,170 72.8  1
所 得 税  2 2,201 38.6 2,787 29.8 3,906 21.7 9,704 29.6 24,282 31.2 54,823 37.8 107,996 38.1 154,350 39.4  2

 源 泉 分  3 1,275 22.4 2,141 22.9 2,929 16.3 7,122 21.7 17,287 22.2 39,663 27.3 82,354 29.0 122,495 31.3  3
　 申 告 分  4 926 16.2 646 6.9 977 5.4 2,581 7.9 6,995 9.0 15,160 10.5 25,643 9.0 31,855 8.1  4
法 人 税  5 838 14.7 1,921 20.5 5,734 31.8 9,271 28.3 25,672 33.0 41,279 28.5 89,227 31.5 120,207 30.7  5
会 社 臨 時 特 別 税  6 － － － － － － － － － － 1,374 0.9 0 0.0 － －  6
相 続 税  7 27 0.5 56 0.6 123 0.7 440 1.3 1,391 1.8 3,104 2.1 4,405 1.6 10,613 2.7  7
旧 税  8 － － － － － － － － 0 0.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0  8
再 評 価 税  9 64 1.1 43 0.5 21 0.1

0 0.0 － － － － － － － －
 9

そ の 他 10 6 0.1 5 0.1 0 0.0 10
間 接 税 等 11 2,566 45.0 4,552 48.6 8,226 45.7 13,369 40.8 26,388 33.9 44,460 30.7 82,060 28.9 106,332 27.2 11

酒 税 12 1,054 18.5 1,605 17.1 2,485 13.8 3,529 10.8 6,136 7.9 9,140 6.3 14,243 5.0 19,315 4.9 12
た ば こ 税 13 － － － － － － － － － － － － － － 8,837 2.3 13
砂 糖 消 費 税 14 7 0.1 476 5.1 281 1.6 289 0.9 442 0.6 426 0.3 430 0.2 408 0.1 14
揮 発 油 税 15 74 1.3 255 2.7 1,030 5.7 2,545 7.8 4,987 6.4 8,244 5.7 15,474 5.5 15,568 4.0 15
石 油 ガ ス 税 16 － － － － － － 0 0.0 122 0.2 139 0.1 149 0.1 155 0.0 16
航 空 機 燃 料 税 17 － － － － － － － － － － 183 0.1 488 0.2 521 0.1 17
石 油 税 18 － － － － － － － － － － － － 4,041 1.4 4,004 1.0 18
物 品 税 19 165 2.9 269 2.9 822 4.6 1,379 4.2 3,395 4.4 6,825 4.7 10,379 3.7 15,279 3.9 19
ト ラ ン プ 類 税 20 － － － － 3 0.0 5 0.0 6 0.0 9 0.0 5 0.0 4 0.0 20
取 引 所 税 21 － － 2 0.0 6 0.0 25 0.1 49 0.1 97 0.1 152 0.1 111 0.0 21
有 価 証 券 取 引 税 22 0 0.0 8 0.1 111 0.6 82 0.3 158 0.2 668 0.5 2,087 0.7 6,709 1.7 22
通 行 税 23 11 0.2 24 0.3 43 0.2 42 0.1 122 0.2 345 0.2 637 0.2 753 0.2 23
入 場 税 24 － － 144 1.5 164 0.9 104 0.3 135 0.2 26 0.0 54 0.0 50 0.0 24
自 動 車 重 量 税 25 － － － － － － － － － － 2,203 1.5 3,951 1.4 4,523 1.2 25
関 税 26

16 0.3
270 2.9 1,098 6.1 2,220 6.8 3,815 4.9 3,733 2.6 6,469 2.3 6,369 1.6 26

と ん 税 27 3 0.0 8 0.0 29 0.1 51 0.1 67 0.0 89 0.0 86 0.0 27
日 本 銀 行 券 発 行 税 28 － － 5 0.1 5 0.0 4 0.0 8 0.0 40 0.0 － － － － 28
印 紙 収 入 29 92 1.6 233 2.5 506 2.8 827 2.5 2,187 2.8 4,798 3.3 8,409 3.0 14,126 3.6 29
日 本 専 売 公 社 納 付 金 30 1,138 20.0 1,182 12.6 1,465 8.1 1,793 5.5 2,723 3.5 3,380 2.3 8,081 2.8 － － 30
地 方 道 路 税 （ 特 ） 31 － － 77 0.8 188 1.0 461 1.4 903 1.2 1,496 1.0 2,783 1.0 2,999 0.8 31
石 油 ガ ス 税（譲与分）（特） 32 － － － － － － 0 0.0 122 0.2 139 0.1 149 0.1 155 0.0 32
航空機燃料税（譲与分）（特） 33 － － － － － － － － － － 33 0.0 89 0.0 95 0.0 33
自動車重量税（譲与分）（特） 34 － － － － － － － － － － 734 0.5 1,317 0.5 1,508 0.4 34
特 別 と ん 税（特） 35 － － － － 11 0.1 36 0.1 63 0.1 84 0.1 111 0.0 107 0.0 35
原 重 油 関 税（特） 36 － － － － － － － － 963 1.2 1,349 0.9 1,387 0.5 1,204 0.3 36
電 源 開 発 促 進 税（特） 37 － － － － － － － － － － 299 0.2 1,085 0.4 2,335 0.6 37
揮 発 油 税（特） 38 － － － － － － － － － － － － － － 1,110 0.3 38
そ の 他 39 8 0.1 0 0.0 － － － － － － － － － － － － 39

合 計 40 5,702 100.0 9,363 100.0 18,010 100.0 32,785 100.0 77,732 100.0 145,043 100.0 283,688 100.0 391,502 100.0 40
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3.　国 税 の 税 目 別　　

区　　　　　　　分
番
　
号

平成２ 7 12 17 22 27 29 30（補正後） 令和元（当　初） 番
　
号金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

直 接 税  1 462,971 73.7 363,519 66.1 323,193 61.3 315,413 60.3 246,225 56.3 335,753 56.0 360,767 57.8 371,987 58.3 382,672 57.6  1
所 得 税  2 259,955 41.4 195,151 35.5 187,889 35.6 155,859 29.8 129,844 29.7 178,071 29.7 188,816 30.3 194,750 30.5 199,340 30.0  2

 源 泉 分  3 187,787 29.9 157,259 28.6 158,785 30.1 129,558 24.8 106,770 24.4 147,732 24.6 156,271 25.1 161,800 25.4 166,100 25.0  3
　 申 告 分  4 72,168 11.5 37,891 6.9 29,104 5.5 26,301 5.0 23,073 5.3 30,340 5.1 32,544 5.2 32,950 5.2 33,240 5.0  4
法 人 税  5 183,836 29.3 137,354 25.0 117,472 22.3 132,736 25.4 89,677 20.5 108,274 18.1 119,953 19.2 122,960 19.3 128,580 19.4  5
法 人 特 別 税  6 － － 44 0.0 1 0.0 － － － － － － － － － － － －  6
相 続 税  7 19,180 3.1 26,903 4.9 17,822 3.4 15,657 3.0 12,504 2.9 19,684 3.3 22,920 3.7 22,400 3.5 22,320 3.4  7
地 価 税  8 － － 4,063 0.7 9 0.0 2 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 － － － －  8
旧 税  9 0 0.0 － － 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 － － － －  9
法 人 臨 時 特 別 税（特） 10 － － 4 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 10
所 得 税（譲与分）（特） 11 － － － － － － 11,159 2.1 － － － － － － － － － － 11
地 方 法 人 税（特） 12 － － － － － － － － － － 5,161 0.9 6,539 1.0 6,636 1.0 6,876 1.0 12
地 方 法 人 特 別 税（特） 13 － － － － － － － － 14,200 3.2 20,806 3.5 18,578 3.0 21,143 3.3 21,360 3.2 13
復 興 特 別 所 得 税（特） 14 － － － － － － － － － － 3,707 0.6 3,939 0.6 4,098 0.6 4,196 0.6 14
復 興 特 別 法 人 税（特） 15 － － － － － － － － － － 49 0.0 23 0.0 － － － － 15

間 接 税 等 16 164,827 26.3 186,111 33.9 204,016 38.7 207,492 39.7 190,849 43.7 263,941 44.0 263,036 42.2 266,016 41.7 281,541 42.4 16
消 費 税 17 46,227 7.4 57,901 10.5 98,221 18.6 105,834 20.2 100,333 23.0 174,263 29.1 175,139 28.1 178,230 27.9 193,920 29.2 17
酒 税 18 19,350 3.1 20,610 3.7 18,164 3.4 15,853 3.0 13,893 3.2 13,380 2.2 13,041 2.1 13,110 2.1 12,710 1.9 18
た ば こ 税 19 9,959 1.6 10,420 1.9 8,755 1.7 8,867 1.7 9,077 2.1 9,536 1.6 8,642 1.4 8,740 1.4 8,890 1.3 19
砂 糖 消 費 税 20 △0 △0.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 20
揮 発 油 税 21 15,055 2.4 18,651 3.4 20,752 3.9 21,676 4.1 27,501 6.3 24,646 4.1 23,962 3.8 23,300 3.7 23,030 3.5 21
石 油 ガ ス 税 22 157 0.0 153 0.0 142 0.0 142 0.0 119 0.0 92 0.0 82 0.0 80 0.0 70 0.0 22
航 空 機 燃 料 税 23 641 0.1 855 0.2 880 0.2 886 0.2 749 0.2 513 0.1 522 0.1 520 0.1 520 0.1 23
石 油 石 炭 税 

（15年９月30日までは石油税） 24 4,870 0.8 5,131 0.9 4,890 0.9 4,931 0.9 5,019 1.1 6,304 1.1 6,908 1.1 7,090 1.1 7,070 1.1 24

電 源 開 発 促 進 税 25 － － － － － － － － 3,492 0.8 3,159 0.5 3,257 0.5 3,230 0.5 3,300 0.5 25
物 品 税 26 46 0.0 3 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 26
ト ラ ン プ 類 税 27 0 0.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 27
取 引 所 税 28 413 0.1 438 0.1 － － － － － － － － － － － － － － 28
有 価 証 券 取 引 税 29 7,479 1.2 4,791 0.9 0 0.0 － － － － － － － － － － － － 29
通 行 税 30 △4 △0.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 30
入 場 税 31 0 0.0 0 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 31
自 動 車 重 量 税 32 6,609 1.1 7,837 1.4 8,507 1.6 7,574 1.4 4,465 1.0 3,849 0.6 3,778 0.6 3,950 0.6 3,760 0.6 32
国 際 観 光 旅 客 税 33 － － － － － － － － － － － － － － 60 0.0 500 0.1 33
関 税 34 8,252 1.3 9,500 1.7 8,215 1.6 8,857 1.7 7,859 1.8 10,487 1.7 10,241 1.6 10,220 1.6 10,340 1.6 34
と ん 税 35 89 0.0 87 0.0 88 0.0 91 0.0 95 0.0 99 0.0 99 0.0 100 0.0 110 0.0 35
印 紙 収 入 36 18,944 3.0 19,413 3.5 15,318 2.9 11,688 2.2 10,240 2.3 10,495 1.8 10,515 1.7 10,540 1.7 10,490 1.6 36
消 費 税（譲与分）（特） 37 11,557 1.8 14,475 2.6 － － － － － － － － － － － － － － 37
地 方 揮 発 油 税 

（20年度までは地方道路税）（特） 38 3,608 0.6 2,635 0.5 2,962 0.6 3,112 0.6 2,942 0.7 2,637 0.4 2,564 0.4 2,493 0.4 2,464 0.4 38

石 油 ガ ス 税（譲与分）（特） 39 157 0.0 153 0.0 142 0.0 142 0.0 119 0.0 92 0.0 82 0.0 80 0.0 70 0.0 39
航空機燃料税（譲与分）（特） 40 116 0.0 155 0.0 160 0.0 161 0.0 136 0.0 147 0.0 149 0.0 149 0.0 149 0.0 40
自動車重量税（譲与分）（特） 41 2,203 0.4 2,612 0.5 2,836 0.5 3,787 0.7 3,065 0.7 2,642 0.4 2,593 0.4 2,711 0.4 2,750 0.4 41
特 別 と ん 税（特） 42 112 0.0 109 0.0 111 0.0 114 0.0 119 0.0 124 0.0 123 0.0 125 0.0 138 0.0 42
原 油 等 関 税（特） 43 1,029 0.2 821 0.1 550 0.1 446 0.1 － － － － － － － － － － 43
電 源 開 発 促 進 税（特） 44 2,947 0.5 3,386 0.6 3,746 0.7 3,592 0.7 － － － － － － － － － － 44
揮 発 油 税（特） 45 5,011 0.8 5,976 1.1 6,934 1.3 7,408 1.4 － － － － － － － － － － 45
石 油 臨 時 特 別 税（特） 46 － － 0 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 46
た ば こ 特 別 税（特） 47 － － － － 2,644 0.5 2,329 0.4 1,625 0.4 1,475 0.2 1,337 0.2 1,288 0.2 1,260 0.2 47
合 計 48 627,798 100.0 549,630 100.0 527,209 100.0 522,905 100.0 437,074 100.0 599,694 100.0 623,803 100.0 638,003 100.0 664,213 100.0 48
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　　収 入 の 累 年 比 較（続）

区　　　　　　　分
番
　
号

平成２ 7 12 17 22 27 29 30（補正後） 令和元（当　初） 番
　
号金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

直 接 税  1 462,971 73.7 363,519 66.1 323,193 61.3 315,413 60.3 246,225 56.3 335,753 56.0 360,767 57.8 371,987 58.3 382,672 57.6  1
所 得 税  2 259,955 41.4 195,151 35.5 187,889 35.6 155,859 29.8 129,844 29.7 178,071 29.7 188,816 30.3 194,750 30.5 199,340 30.0  2

 源 泉 分  3 187,787 29.9 157,259 28.6 158,785 30.1 129,558 24.8 106,770 24.4 147,732 24.6 156,271 25.1 161,800 25.4 166,100 25.0  3
　 申 告 分  4 72,168 11.5 37,891 6.9 29,104 5.5 26,301 5.0 23,073 5.3 30,340 5.1 32,544 5.2 32,950 5.2 33,240 5.0  4
法 人 税  5 183,836 29.3 137,354 25.0 117,472 22.3 132,736 25.4 89,677 20.5 108,274 18.1 119,953 19.2 122,960 19.3 128,580 19.4  5
法 人 特 別 税  6 － － 44 0.0 1 0.0 － － － － － － － － － － － －  6
相 続 税  7 19,180 3.1 26,903 4.9 17,822 3.4 15,657 3.0 12,504 2.9 19,684 3.3 22,920 3.7 22,400 3.5 22,320 3.4  7
地 価 税  8 － － 4,063 0.7 9 0.0 2 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 － － － －  8
旧 税  9 0 0.0 － － 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 － － － －  9
法 人 臨 時 特 別 税（特） 10 － － 4 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 10
所 得 税（譲与分）（特） 11 － － － － － － 11,159 2.1 － － － － － － － － － － 11
地 方 法 人 税（特） 12 － － － － － － － － － － 5,161 0.9 6,539 1.0 6,636 1.0 6,876 1.0 12
地 方 法 人 特 別 税（特） 13 － － － － － － － － 14,200 3.2 20,806 3.5 18,578 3.0 21,143 3.3 21,360 3.2 13
復 興 特 別 所 得 税（特） 14 － － － － － － － － － － 3,707 0.6 3,939 0.6 4,098 0.6 4,196 0.6 14
復 興 特 別 法 人 税（特） 15 － － － － － － － － － － 49 0.0 23 0.0 － － － － 15

間 接 税 等 16 164,827 26.3 186,111 33.9 204,016 38.7 207,492 39.7 190,849 43.7 263,941 44.0 263,036 42.2 266,016 41.7 281,541 42.4 16
消 費 税 17 46,227 7.4 57,901 10.5 98,221 18.6 105,834 20.2 100,333 23.0 174,263 29.1 175,139 28.1 178,230 27.9 193,920 29.2 17
酒 税 18 19,350 3.1 20,610 3.7 18,164 3.4 15,853 3.0 13,893 3.2 13,380 2.2 13,041 2.1 13,110 2.1 12,710 1.9 18
た ば こ 税 19 9,959 1.6 10,420 1.9 8,755 1.7 8,867 1.7 9,077 2.1 9,536 1.6 8,642 1.4 8,740 1.4 8,890 1.3 19
砂 糖 消 費 税 20 △0 △0.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 20
揮 発 油 税 21 15,055 2.4 18,651 3.4 20,752 3.9 21,676 4.1 27,501 6.3 24,646 4.1 23,962 3.8 23,300 3.7 23,030 3.5 21
石 油 ガ ス 税 22 157 0.0 153 0.0 142 0.0 142 0.0 119 0.0 92 0.0 82 0.0 80 0.0 70 0.0 22
航 空 機 燃 料 税 23 641 0.1 855 0.2 880 0.2 886 0.2 749 0.2 513 0.1 522 0.1 520 0.1 520 0.1 23
石 油 石 炭 税 

（15年９月30日までは石油税） 24 4,870 0.8 5,131 0.9 4,890 0.9 4,931 0.9 5,019 1.1 6,304 1.1 6,908 1.1 7,090 1.1 7,070 1.1 24

電 源 開 発 促 進 税 25 － － － － － － － － 3,492 0.8 3,159 0.5 3,257 0.5 3,230 0.5 3,300 0.5 25
物 品 税 26 46 0.0 3 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 26
ト ラ ン プ 類 税 27 0 0.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 27
取 引 所 税 28 413 0.1 438 0.1 － － － － － － － － － － － － － － 28
有 価 証 券 取 引 税 29 7,479 1.2 4,791 0.9 0 0.0 － － － － － － － － － － － － 29
通 行 税 30 △4 △0.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 30
入 場 税 31 0 0.0 0 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 31
自 動 車 重 量 税 32 6,609 1.1 7,837 1.4 8,507 1.6 7,574 1.4 4,465 1.0 3,849 0.6 3,778 0.6 3,950 0.6 3,760 0.6 32
国 際 観 光 旅 客 税 33 － － － － － － － － － － － － － － 60 0.0 500 0.1 33
関 税 34 8,252 1.3 9,500 1.7 8,215 1.6 8,857 1.7 7,859 1.8 10,487 1.7 10,241 1.6 10,220 1.6 10,340 1.6 34
と ん 税 35 89 0.0 87 0.0 88 0.0 91 0.0 95 0.0 99 0.0 99 0.0 100 0.0 110 0.0 35
印 紙 収 入 36 18,944 3.0 19,413 3.5 15,318 2.9 11,688 2.2 10,240 2.3 10,495 1.8 10,515 1.7 10,540 1.7 10,490 1.6 36
消 費 税（譲与分）（特） 37 11,557 1.8 14,475 2.6 － － － － － － － － － － － － － － 37
地 方 揮 発 油 税 

（20年度までは地方道路税）（特） 38 3,608 0.6 2,635 0.5 2,962 0.6 3,112 0.6 2,942 0.7 2,637 0.4 2,564 0.4 2,493 0.4 2,464 0.4 38

石 油 ガ ス 税（譲与分）（特） 39 157 0.0 153 0.0 142 0.0 142 0.0 119 0.0 92 0.0 82 0.0 80 0.0 70 0.0 39
航空機燃料税（譲与分）（特） 40 116 0.0 155 0.0 160 0.0 161 0.0 136 0.0 147 0.0 149 0.0 149 0.0 149 0.0 40
自動車重量税（譲与分）（特） 41 2,203 0.4 2,612 0.5 2,836 0.5 3,787 0.7 3,065 0.7 2,642 0.4 2,593 0.4 2,711 0.4 2,750 0.4 41
特 別 と ん 税（特） 42 112 0.0 109 0.0 111 0.0 114 0.0 119 0.0 124 0.0 123 0.0 125 0.0 138 0.0 42
原 油 等 関 税（特） 43 1,029 0.2 821 0.1 550 0.1 446 0.1 － － － － － － － － － － 43
電 源 開 発 促 進 税（特） 44 2,947 0.5 3,386 0.6 3,746 0.7 3,592 0.7 － － － － － － － － － － 44
揮 発 油 税（特） 45 5,011 0.8 5,976 1.1 6,934 1.3 7,408 1.4 － － － － － － － － － － 45
石 油 臨 時 特 別 税（特） 46 － － 0 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 46
た ば こ 特 別 税（特） 47 － － － － 2,644 0.5 2,329 0.4 1,625 0.4 1,475 0.2 1,337 0.2 1,288 0.2 1,260 0.2 47
合 計 48 627,798 100.0 549,630 100.0 527,209 100.0 522,905 100.0 437,074 100.0 599,694 100.0 623,803 100.0 638,003 100.0 664,213 100.0 48

（単位　億円，％）　　　
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4.　国　　税　　の　　税　　目　　別　　

日　　本（億円，％） アメリカ（百万ドル，％） イギリス（百万ポンド，％）

税 　　目 金　額 構成比 税 　　目 金　額 構成比 税 　　目 金　額 構成比

直 接 税 382,672 57.6 直 接 税 1,867,000 93.5 直 接 税 265,931 55.6

所 得 税 199,340 30.0 個 人 所 得 税 1,546,075 77.4 所 得 税 180,049 37.6

源 泉 分 166,100 25.0 法 人 所 得 税 299,571 15.0 法 人 税 54,394 11.4

申 告 分 33,240 5.0 遺 産 税 ・ 贈 与 税 21,354 1.1 キャピタル・ゲイン税 7,793 1.6

法 人 税 128,580 19.4 相 続 税 5,205 1.1

相 続 税 22,320 3.4 間 接 税 等 129,864 6.5 職 業 実 習 負 担 税 2,271 0.5

地 方 法 人 税（特） 6,876 1.0 一 般 財 源 33,991 1.7 石 油 収 入 税 －569 －0.1

地方法人特別税（特） 21,360 3.2 酒 税 9,799 0.5 非居住用資産レイト 11,884 2.5

復興特別所得税（特） 4,196 0.6 た ば こ 税 14,103 0.7 銀 行 税 4,542 0.9

電信電話サービス税 548 0.0 迂 回 利 益 税 219 0.0

間 接 税 等 281,541 42.4 輸 送 燃 料 税 －4,755 －0.2 そ の 他 143 0.0

消 費 税 193,920 29.2 そ の 他 14,296 0.7

酒 税 12,710 1.9 関 税 34,838 1.7 間 接 税 等 212,469 44.4

た ば こ 税 8,890 1.3 特 定 財 源 61,035 3.1 付 加 価 値 税 125,363 26.2

揮 発 油 税 23,030 3.5 ハイウェイ財源 41,344 2.1 炭 化 水 素 油 税 27,877 5.8

石 油 ガ ス 税 70 0.0 空港・航空路財源 14,406 0.7 た ば こ 税 8,827 1.8

航 空 機 燃 料 税 520 0.1 そ の 他 5,285 0.3 酒 税 11,440 2.4

石 油 石 炭 税 7,070 1.1 賭 博 ・ 遊 戯 税 2,860 0.6

電 源 開 発 促 進 税 3,300 0.5 関 税 3,412 0.7

自 動 車 重 量 税 3,760 0.6 航 空 旅 客 税 3,352 0.7

国 際 観 光 旅 客 税 500 0.1 保 険 税 5,669 1.2

関 税 10,340 1.6 埋 立 税 757 0.2

と ん 税 110 0.0 気 候 変 動 税 1,861 0.4

印 紙 収 入 10,490 1.6 採 掘 税 376 0.1

地方揮発油税（特） 2,464 0.4 自 動 車 税 6,310 1.3

石油ガス税（譲与分）（特） 70 0.0 印 紙 税 16,425 3.4

航空機燃料税（〃）（特） 149 0.0

自動車重量税（〃）（特） 2,750 0.4 そ の 他 0 0.0

特 別 と ん 税（特） 138 0.0

たばこ特別税（特） 1,260 0.2

合　　　計 664,213 100.0 合　　　計 1,996,864 100.0 合　　　計 478,400 100.0

 （備考）1. 　日本は令和元年度予算額，アメリカは平成27年10月／平成28年９月会計年度決算額，イギリスは平成29年度実績額，ドイツは平成29年決算額，
フランスは平成29年実績額（本表の数値は，一般会計に係る税収），イタリアは平成28年決算額である。
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　　収　　入　　の　　国　　際　　比　　較

ドイツ（百万ユーロ，％） フランス（百万ユーロ，％） イタリア（百万ユーロ，％）

税　　　目
金　額

構成比 税 　　目 金　額 構成比 税 　　目 金　額 構成比
連邦税 州　税 計

直 接 税 156,378 149,423 305,801 48.6 直 接 税 172,890 42.4 直 接 税 245,294 54.4

所 得 税 122,041 122,041 244,082 38.8 所 得 税 77,622 19.0 所 得 税 180,004 39.9

法 人 税 14,629 14,629 29,258 4.6 徴収名簿によ
る法人税・給
与税等

3,222 0.8 法 人 税 35,251 7.8

財 産 税 0 0 0 0.0 資本所得に係る
源泉税 9,024 2.0

相続・贈与税 0 6,114 6,114 1.0 法 人 税 64,773 15.9 そ の 他 21,015 4.7

営 業 税 1,755 6,639 8,394 1.3 富 裕 税 5,067 1.2

連 帯 付 加 税 17,953 0 17,953 2.9 金融機関支出特
別税 0 0.0 間 接 税 等 205,787 45.6

相続・贈与税 12,830 3.1 付 加 価 値 税 124,336 27.6

間 接 税 等 175,279 148,192 323,471 51.4 そ の 他 9,376 2.3 酒 税 1,303 0.3

付 加 価 値 税 114,805 105,532 220,337 35.0 たばこ消費税 10,882 2.4

関 税 5,063 0 5,063 0.8 間 接 税 等 235,316 57.6 エネルギー税 25,428 5.6

不動産取得税 0 13,139 13,139 2.1 登 録 税 1,971 0.5 電気ガス消費税 6,269 1.4

自 動 車 税 8,948 0 8,948 1.4 印 紙 税 382 0.1 自 動 車 税 599 0.1

保 険 税 13,269 0 13,269 2.1 関 税 9,566 2.3 印紙税・登録税 11,553 2.6

競馬富くじ税 0 1,837 1,837 0.3 エネルギー製品
内国消費税 11,114 2.7 抵当権等登記税 1,609 0.4

防 火 税 0 451 451 0.1 付 加 価 値 税 205,751 50.4 富 く じ 税 7,794 1.7

た ば こ 税 14,399 0 14,399 2.3 た ば こ 税 0 0.0 政 府 免 許 税 965 0.2

コ ー ヒ ー 税 1,057 0 1,057 0.2 汚染活動一般税 192 0.0 テレビ受信税 2,112 0.5

ビ ー ル 税 0 664 664 0.1 そ の 他 6,341 1.6 そ の 他 12,937 2.9

蒸 溜 酒 税 2,094 0 2,094 0.3

アルコホップ税 2 0 2 0.0

発 泡 ワ イ ン 税 368 0 368 0.1

中 間 製 品 税 17 0 17 0.0

エネルギー税 41,022 0 41,022 6.5

電 気 税 6,944 0 6,944 1.1

航 空 税 1,121 0 1,121 0.2

核 燃 料 税 －7,262 0 －7,262 －1.2

そ の 他 1 0 1 0.0

連邦と州間の調整等 －26,569 26,569 0 0.0

合　　　計 331,043 298,414 629,457 100.0 合　　　計 408,206 100.0 合　　　計 451,081 100.0

　　　　2. 　諸外国の計数の原資料は，各国の租税統計資料である。そのため，合計額は OECD 資料を原資料とする第１表の租税負担額（国税分）とは
必ずしも一致しない。
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5.　歳 出 及 び 歳 入 に 対 す る　　

区　　　　分
番
　
　
号

日　　　　　　　　　　　　　　　　　本
一般会計 
歳出総額 

A

一般会計 
歳入総額 

B

租税及び 
印紙収入 

C

租税及び印紙
収入と日本専
売公社納付金
の計D

C 
A

D
A

C 
B

D 
B

百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％ ％
昭和 9～11年度… 1 2,217 2,293 1,024 1,226 46.2 55.3 44.7 53.5

16…………… 2 8,134 8,602 4,403 4,818 54.1 59.2 51.2 56.0

19…………… 3 19,872 21,040 11,665 12,715 58.7 64.0 55.4 60.4
億円 億円 億円 億円

25…………… 4 6,333 7,168 4,564 5,702 72.1 90.0 63.7 79.5

30…………… 5 10,182 11,264 7,960 9,097 78.2 89.3 70.7 80.8

35…………… 6 17,431 19,610 16,183 17,648 92.8 101.2 82.5 90.0

40…………… 7 37,230 37,731 30,496 32,288 81.9 86.7 80.8 85.6

45…………… 8 81,877 84,592 72,958 75,681 89.1 92.4 86.2 89.5

50…………… 9 208,609 214,734 137,527 140,907 65.9 67.5 64.0 65.6

55…………… 10 434,050 440,407 268,687 276,768 61.9 63.8 61.0 62.8

60…………… 11 530,045 539,926 381,988 381,988 72.1 72.1 70.7 70.7

平成 2…………… 12 692,687 717,035 601,059 601,059 86.8 86.8 83.8 83.8

　　7…………… 13 759,385 805,572 519,308 519,308 68.4 68.4 64.5 64.5

12…………… 14 893,210 933,610 507,125 507,125 56.8 56.8 54.3 54.3

　　17…………… 15 855,196 890,003 490,654 490,654 57.4 57.4 55.1 55.1

　　22…………… 16 953,123 1,005,346 414,868 414,868 43.5 43.5 41.3 41.3

　　27…………… 17 982,303 1,021,753 562,854 562,854 57.3 57.3 55.1 55.1

　　28…………… 18 975,418 1,027,740 554,686 554,686 56.9 56.9 54.0 54.0

　　29…………… 19 981,156 1,036,440 587,875 587,875 59.9 59.9 56.7 56.7

　　30（補正後）… 20 1,013,581 1,013,581 599,280 599,280 59.1 59.1 59.1 59.1

令和元（予　算）… 21 1,014,571 1,014,571 624,950 624,950 61.6 61.6 61.6 61.6

（備考）　1. 　日本は平成29年度以前は決算額，平成30年度は第２次補正後予算額，令和元年度は予算額であり，いずれも特別会計に属する諸税を含まない。
令和元年度は臨時・特別の措置を含む計数。

　　　　2. 　アメリカは，会計年度は，昭和50年以前に開始する年度については７月／６月，それ以降については10月／９月，歳入額及び税収入額の上段
は，社会保障税を控除した額であり，（　）書は，社会保障税を含めた額である。原資料は「予算教書」である。

　　　　3. 　イギリスは，中央歳出額及び中央歳入額は，昭和19年度以前は年度決算額，昭和25～50年度は暦年実績額，昭和55年度以降は年度実績額であ
る。原資料は昭和19年度以前は “Financial Statement”，昭和25～45年度は “National Income and Expenditure”，昭和50年度は “United Kingdom 
National Accounts”，昭和55年度～平成19年度は “Financial Statistics”，平成20年度以降は “Consolidated Fund Account” に基づく。なお，中央

区　　　　分
番
　
　
号

ド　　　　　　　イ　　　　　　　ツ 　　　　　　フ
連　　邦 
歳 出 額 

A

連　　邦 
歳 入 額 

B

連　　邦 
税 収 入 

C
C 
A

C 
B

一般会計 
歳 出 額 

A

一般会計 
歳 入 額 

B
百万マルク 百万マルク 百万マルク ％ ％ 億フラン 億フラン

昭和 9～11年度…  1 … … … … … 5 4
　　16……………  2 101,000 72,400 32,338 32.0 44.7 12 8
　　19……………  3 176,000 108,200 38,010 21.6 35.1 26 12
　　25……………  4 14,685 14,428 11,904 81.1 82.5 236 208
　　30……………  5 29,700 32,821 27,240 91.7 83.0 395 345
　　35……………  6 41,938 41,938 38,082 90.8 90.8 600 620
　　40……………  7 69,178 68,450 60,034 86.8 87.7 982 1,018

百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
　　45……………  8 48,178 48,178 43,551 90.4 90.4 1,716 1,747
　　50……………  9 84,880 84,880 64,615 76.1 76.1 3,525 3,164

　　55…………… 10 115,944 115,944 95,527 82.4 82.4 6,822 6,470
　　60…………… 11 139,448 139,448 113,239 81.2 81.2 12,755 11,210
平成 2…………… 12 205,571 205,571 152,151 74.0 74.0 16,581 15,617

百万ユーロ 百万ユーロ
　　 7…………… 13 258,222 258,222 207,623 80.4 80.4 313,111 266,766

　　12…………… 14 266,372 266,372 220,623 82.8 82.8 361,984 332,669
　　17…………… 15 281,913 281,913 211,857 75.1 75.1 430,486 385,335
　　22…………… 16 328,025 328,025 250,178 76.3 76.3 515,577 364,773
　　27…………… 17 342,654 342,654 312,546 91.2 91.2 474,990 402,841
　　28…………… 18 346,273 346,273 318,291 91.9 91.9 479,512 407,292
　　29…………… 19 352,682 352,682 331,043 93.9 93.9 495,372 426,160
　　30（補正後）… 20
令和元（予　算）… 21

　　　　4. 　ドイツの原資料は，昭和16年及び19年については R. W. Lindholm “German Finance in World War Ⅱ ”，昭和25年以降は “Finanzbericht” に
よる。なお，昭和36年度以降，会計年度が４月／３月から暦年に変更されたため，昭和35年度は４月／12月であるが，４月／３月の予算額を掲
げた。４月／12月による決算額は連邦歳出額33,129百万マルク，連邦歳入額33,078百万マルク，連邦税収入29,739百万マルクである。昭和47年以
降の連邦歳出額には EU 拠出金を含む。平成２年（但し，７月／12月のみ）

　　　　　及び平成３年以降は，旧東ドイツ地域を含めた数値である。
　　　　5. 　フランスの原資料は，“Statistiques et Études Financirèes”，“LesNotes Bleues”，“Annuaire Statistique de la France” 及び決算法である。なお，

地方交付金及びＥＵ拠出金は，原資料では歳出に含まず，歳入の減少項目という取扱いがなされているが，我が国に倣い歳出に立てて計算して
ある。会計年度は１月／12月である。
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　　租 税 収 入 の 割 合 の 国 際 比 較

区　　分

ア　　　　　メ　　　　　リ　　　　　カ イ　　　　　ギ　　　　　リ　　　　　ス　 番
　
　
号

連　　邦 
歳 出 額 

A

連　　邦 
歳 入 額 

B

連　　邦 
税 収 入 

C
C 
A

C 
B

中　　央 
歳 出 額 

A

中　　央 
歳 入 額 

B

国　　税 
収　　入 

C
C 
A

C 
B

億ドル 億ドル 億ドル ％ ％ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド ％ ％
昭和 9～11年度… 71 35 … … … 1,019 770 747 73.3 97.0  1（35） … …
　　16…………… 137 68 68 49.5 99.8 4,776 2,074 1,962 41.1 94.6  2（87） （87） （63.7）
　　19…………… 913 403 402 44.1 99.9 6,058 3,238 3,135 51.7 96.8  3（437） （437） （47.9）

　　25…………… 426 351 349 81.9 99.3 3,461 3,977 3,696 106.8 92.9  4（394） （392） （92.1）
　　30…………… 684 576 572 83.6 99.4 4,567 5,079 4,658 102.0 91.7  5（655） （651） （95.1）
　　35…………… 922 778 766 83.1 98.4 5,917 6,233 5,546 93.7 89.0  6（925） （913） （99.0）
　　40…………… 1,182 946 930 78.6 98.3 8,511 8,889 8,032 94.4 90.4  7（1,168） （1,152） （97.5）
　　45…………… 1,956 1,484 1,450 74.1 97.7 12,857 16,208 14,580 113.4 90.0  8（1,928） （1,894） （96.8）
　　50…………… 3,323 1,946 1,878 56.5 96.6 31,767 31,065 26,676 84.0 85.9  9（2,791） （2,724） （82.0）
　　55…………… 5,909 3,593 3,466 58.6 96.5 76,170 66,213 56,496 74.2 85.3 10（5,171） （5,044） （85.3）
　　60…………… 9,464 4,689 4,504 47.6 96.0 110,127 106,132 95,268 86.5 89.8 11（7,341） （7,155） （75.6）
平成 2…………… 12,531 6,520 6,239 49.8 95.7 164,024 162,366 140,631 85.7 86.6 12（10,321） （10,040） （80.1）
　　7…………… 15,159 8,675 8,388 55.3 96.7 241,368 201,474 191,189 79.2 94.9 13（13,519） （13,233） （87.3）
　　12…………… 17,892 13,726 13,295 74.3 96.9 266,889 300,694 271,378 101.7 90.3 14（20,254） （19,824） （110.8）
　　17…………… 24,722 13,597 13,267 53.7 97.6 382,230 336,031 322,315 84.3 95.9 15（21,539） （21,209） （85.8）
　　22…………… 34,562 12,979 12,011 34.8 92.5 523,085 382,404 363,565 69.5 95.1 16（21,627） （20,659） （59.8）
　　27…………… 36,883 21,846 20,372 55.2 93.2 544,225 455,518 409,589 75.3 89.9 17（32,499） （31,024） （84.1）
　　28…………… 38,526 21,529 19,969 51.8 92.8 555,592 491,504 439,996 79.2 89.5 18（32,680） （31,119） （80.8）
　　29…………… 574,800 502,872 459,540 79.9 91.4 19
　　30（補正後）… 20

令和元（予　算）… 21

歳出額及び中央歳入額には National Insurance の支出及び収入は含まれていない。
　　　　　 　また，国税収入は，昭和19年度以前は “Financial Statement”，昭和25～35年度は “National Income and Expenditure”，昭和40～50年度は，

OECD “Revenue Statistics” に基づき，昭和55年度以降は “Financial Statistics”，平成20年度以降は “Consolidated Fund Account” に基づく統合
国庫基金への繰入額である。

　　　　　　なお，資料の関係上，出典が変更された年度の計数は，その前年度の計数と接続しない。

　　ラ　　　　　ン　　　　　ス イ　　　　　タ　　　　　リ　　　　　ア 番
　
　
号

国　　税 
収　　入 

C
C 
A

C 
B

中　　央 
歳 出 額 

A

中　　央 
歳 入 額 

B

国　　税 
収　　入 

C
C 
A

C 
B

億フラン ％ ％ 億リラ 億リラ 億リラ ％ ％
3 60.0 75.0 201 201 167 83.1 83.1  1
6 50.0 75.0 990 362 285 28.8 78.7  2
10 38.5 83.3 … … … … …  3
171 72.5 82.2 16,350 12,826 11,887 72.7 92.7  4
278 70.4 80.6 27,390 25,715 23,525 85.9 91.5  5
562 93.7 90.6 43,575 39,491 35,039 80.4 88.7  6
936 95.3 91.9 78,810 66,460 62,090 78.8 93.4  7

1,572 91.6 90.0 143,138 127,098 102,520 71.6 80.7  8
2,869 81.4 90.7 402,015 323,130 197,673 49.2 61.2  9

十億リラ 十億リラ 十億リラ
5,970 87.5 92.3 155,964 155,964 71,789 46.0 46.0 10
10,146 79.5 90.5 334,226 221,589 178,098 53.3 80.4 11
13,950 84.1 89.3 535,441 406,858 330,710 61.8 81.3 12

百万ユーロ
232,312 74.2 87.1 641,579 525,419 467,978 72.9 89.1 13

百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
296,180 81.8 89.0 387,808 350,866 315,603 81.4 89.9 14
341,043 79.2 88.5 435,512 388,262 361,713 81.9 91.8 15
343,479 66.6 94.2 484,251 428,716 407,858 81.9 92.5 16
383,317 80.7 95.2 581,475 494,087 437,299 75.2 88.5 17
387,422 80.8 95.1 544,267 502,408 451,497 83.0 89.9 18
408,206 82.4 95.8 571,297 509,256 455,717 79.8 89.5 19

20
21

　　　　6. 　イタリアは昭和25年以前は“国連統計年鑑”，昭和30年及び35年は “International Financial Statistics”（国際通貨基金）及び “Relazione 
Generale sulla Situazione Economica del Paese”，昭和40年は “Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti”，昭和45年以降55年までは “Relazione 
Generale sulla Situazione Economica del Paese”，昭和60年以降平成25年まではイタリア中央銀行 “Relazione Annuale” により，平成26年以降は
イタリア中央銀行 “Finanza Pubblica” による。

　　　　　 　（ただし，2002年以降の国税収入は財務省発表の決算額による。）なお，中央歳出額・歳入額の55年以降は，計算方法の変更により，それ以前
の計数と接続しない。

　　　　7.　アメリカ，イギリス，フランスについては，歳入額に公債発行による収入を含めていない。
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6.　一　　般　　会　　計　　歳　　入　　

区　　　分 番
号

租　税　及　び
印　紙　収　入 専 売 納 付 金 官業益金及び

官 業 収 入
政　府　資　産
整　理　収　入 雑　収　入 公　　債　　金 前 年 度 剰 余 金 受 入 歳 入 合 計 歳出合計 本 年 度 

剰 余 金
うち新規 
剰 余 金

番
号

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 百万円
昭和 9～11年度…  1 1,024 44.7 202 8.8 55 2.4 20 0.9 244 10.6 677 29.5 71 3.1 2,293 100.0 2,217 76 －  1

16……………  2 4,403 51.2 415 4.8 185 2.2 10 0.1 598 7.0 2,406 28.0 585 6.8 8,602 100.0 8,134 468 －  2
19……………  3 11,665 55.4 1,050 5.0 563 2.7 10 0.0 899 4.3 5,395 25.6 1,458 6.9 21,040 100.0 19,872 1,168 －  3

億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
25……………  4 4,564 63.7 1,145 16.0 50 0.7 174 2.4 644 9.0 － － 592 8.3 7,168 100.0 6,333 835 269  4
30……………  5 7,960 70.7 1,143 10.1 138 1.2 83 0.7 498 4.4 － － 1,443 12.8 11,264 100.0 10,182 1,082 323  5
35……………  6 16,183 82.5 1,470 7.5 183 0.9 226 1.2 527 2.7 － － 1,022 5.2 19,610 100.0 17,431 2,179 1,251  6
40……………  7 30,496 80.8 1,804 4.8 157 0.4 246 0.7 1,699 4.5 1,972 5.2 1,358 3.6 37,731 100.0 37,230 501 21  7
45……………  8 72,958 86.2 2,744 3.2 36 0.0 277 0.3 3,199 3.8 3,472 4.1 1,906 2.3 84,592 100.0 81,877 2,715 995  8
50……………  9 137,527 64.0 3,405 1.6 41 0.0 304 0.1 7,857 3.7 52,805 24.6 12,793 6.0 214,734 100.0 208,609 6,125 3,241  9

（内20,905）
55…………… 10 268,687 61.0 8,124 1.8 99 0.0 641 0.1 11,260 2.6 141,702 32.2 9,894 2.2 440,407 100.0 434,050 6,356 897 10

（内72,152）
60…………… 11 381,988 70.7 108 0.0 225 0.0 1,631 0.3 25,865 4.8 123,080 22.8 7,028 1.3 539,926 100.0 530,045 9,881 4,429 11

（内60,050）
平成 2…………… 12 601,059 83.8 111 0.0 224 0.0 1,620 0.2 27,011 3.8 63,432 8.8 13,889 1.9 717,035 100.0 692,687 24,348 14,868 12

 7…………… 13 519,308 64.5 163 0.0 224 0.0 2,744 0.3 43,409 5.4 183,959 22.8 27,254 3.4 805,572 100.0 759,385 46,187 9,220 13
（内19,558）

12…………… 14 507,125 54.3 205 0.0 205 0.0 2,249 0.2 40,398 4.3 330,040 35.4 53,389 5.7 933,610 100.0 893,210 40,400 4,599 14
（内218,660）

17…………… 15 490,654 55.1 － － 160 0.0 3,321 0.4 43,170 4.9 312,690 35.1 40,007 4.5 890,003 100.0 855,196 34,183 15,040 15
（内235,070）

18…………… 16 490,691 58.1 － － 160 0.0 2,754 0.3 41,016 4.9 274,700 32.5 34,807 4.1 844,127 100.0 814,455 29,672 8,321 16
（内210,550）

19…………… 17 510,182 60.3 － － 161 0.0 2,943 0.3 48,756 5.8 253,820 30.0 29,672 3.5 845,535 100.0 818,426 27,074 6,319 17
（内193,380）

20…………… 18 442,673 49.6 － － 156 0.0 2,483 0.3 80,799 9.1 331,680 37.2 27,109 3.0 892,082 100.0 846,974 45,108 － 18
（内261,930）

21…………… 19 387,331 36.2 － － 153 0.0 1,447 0.1 117,553 11.0 519,550 48.5 45,108 4.2 1,071,142 100.0 1,009,734 61,408 22,005 19
（内369,440）

22…………… 20 414,868 41.3 － － 155 0.0 7,852 0.8 98,033 9.8 423,030 42.1 61,408 6.1 1,005,346 100.0 953,123 52,222 20,106 20
（内347,000）

23…………… 21 428,326 38.9 － － 160 0.0 2,895 0.3 75,712 6.9 427,980 38.9 52,222 4.7 1,099,795 100.0 1,007,154 92,641 22,073 21
（内344,300）

24…………… 22 439,314 40.8 － － 163 0.0 2,269 0.2 42,741 4.0 474,650 44.0 92,641 8.6 1,077,620 100.0 970,872 104,546 28,434 22
（内360,360）

25…………… 23 469,529 44.3 － － 437 0.0 3,277 0.3 45,909 4.3 408,510 38.5 106,749 10.1 1,060,447 100.0 1,001,889 58,307 20,375 23
（内338,370）

26…………… 24 539,707 51.6 － － 450 0.0 14,788 1.4 48,557 4.6 384,929 36.8 58,360 5.6 1,046,791 100.0 988,135 58,635 22,586 24
（内319,159）

27…………… 25 562,854 55.1 － － 455 0.0 3,490 0.3 47,115 4.6 349,183 34.2 58,657 5.7 1,021,753 100.0 982,303 39,000 3,081 25
（内284,393）

28…………… 26 554,686 54.0 － － 470 0.0 3,842 0.4 48,956 4,8 380,346 37.0 39,450 3.8 1,027,740 100.0 975,418 51,767 4,377 26
（内291,332）

29…………… 27 587,875 56.7 － － 502 0.0 2,782 0.3 57,413 5.5 335,546 32.4 52,323 5.0 1,036,440 100.0 981,156 54,651 11,681 27
（内262,728）

30（補正後）　 28 599,280 59.1 － － 457 0.0 2,996 0.3 46,764 4.6 353,954 34.9 10,129 1.0 1,013,581 100.0 1,013,581 28
（内272,982）

令和元（予　算）　 29 624,950 61.6 － － 478 0.0 1,807 0.2 58,546 5.8 326,605 32.2 2,185 0.2 1,014,571 100.0 1,014,571 29
（内257,085）

 （備考）1.　平成29年度以前は決算額，平成30年度は第２次補正後予算額，令和元年度は予算額である。令和元年度は臨時・特別の措置を含む計数。
　　　　2.　平成20年度の歳入の内訳には，上記以外に決算調整資金からの受入れがある。
　　　　3.　昭和25年以前の科目別収入は科目の組替えのため若干の推計を含んでいる。
　　　　4.　昭和50年度から昭和60年度まで及び平成７年度以降の公債金欄の（　）書は特例公債分の計数である。

7.　租 税 及 び 印 紙 収 入（一般会計）予 算 額　　

区　　　　分
番
　
　
号

現行法による 
収 入 見 込 額 年度間増収額 改正増減（△） 

税　　　　額 当 初 予 算 額 補　正　額 補正後予算額 決　　　算 
剰　余　額 決　算　額

当初予算額－ 
前年度当初予 
算額

当初予算額 
前　年　度 
当初予算額

決 算 額 － 
当初予算額

決　算　額 
当初予算額

決　算　額　－ 
前年度決算額

決 　算　 額 
前年度決算額

番
　
　
号Ａ 　　　　※ 

Ｂ＝Ａ－Ｄ Ｃ Ｄ＝Ａ＋Ｃ Ｅ Ｆ＝Ｄ＋Ｅ Ｇ Ｈ＝Ｆ＋Ｇ 　　　　※ 
Ⅰ＝Ｄ－Ｄ

　　　　※ 
Ｊ＝Ｄ／Ｄ Ｋ＝Ｈ－Ｄ Ｌ＝Ｈ／Ｄ 　　　　※ 

Ｍ＝Ｈ－Ｈ
　　　　※ 
Ｎ＝Ｈ／Ｈ

億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％
昭和40年度………  1 33,690 4,647 △813 32,877 △2,590 30,287 209 30,496 3,834 113.2 △2,382 92.8 999 103.4  1
　　45……………  2 71,152 13,771 △1,768 69,384 3,011 72,395 563 72,958 12,003 120.9 3,574 105.2 12,715 121.1  2
　　50……………  3 175,450 37,830 △2,050 173,400 △38,790 134,610 2,917 137,527 35,780 126.0 △35,873 79.3 △12,831 91.5  3
　　55……………  4 260,850 45,980 3,260 264,110 7,340 271,450 △2,763 268,687 49,240 122.9 4,577 101.7 31,392 113.2  4
　　60……………  5 383,720 37,760 外△1,110 

2,890 385,500 △4,050 381,450 538 381,988 39,540 111.4 △3,512 99.1 32,905 109.4  5
平成 2……………  6 583,540 73,440 △3,500 580,040 11,270 591,310 9,749 601,059 69,940 113.7 21,019 103.6 51,840 109.4  6

7……………  7 537,060 410 250 537,310 △30,500 506,810 12,498 519,308 660 100.1 △18,002 96.6 9,007 101.8  7
12……………  8 488,110 16,920 △1,520 486,590 12,360 498,950 8,175 507,125 15,400 103.3 20,535 104.2 34,780 107.4  8
17……………  9 445,270 27,800 外△6,910 

1,710 440,070 30,350 470,420 20,234 490,654 22,600 105.4 50,584 111.5 34,764 107.6  9
22…………… 10 374,340 △86,690 △380 373,960 22,470 396,430 18,438 414,868 △87,070 81.1 40,908 110.9 27,537 107.1 10
23…………… 11 412,130 38,170 △2,860 409,270 11,030 420,300 8,026 428,326 35,310 109.4 19,056 104.7 13,458 103.2 11
24…………… 12 423,270 14,000 190 423,460 2,610 426,070 13,244 439,314 14,190 103.5 15,854 103.7 10,988 102.6 12
25…………… 13 433,320 9,860 △2,360 430,960 22,580 453,540 15,989 469,529 7,500 101.8 38,569 108.9 30,215 106.9 13
26…………… 14 505,860 74,900 △5,850 500,010 17,250 517,260 22,447 539,707 69,050 116.0 39,697 107.9 70,178 114.9 14
27…………… 15 546,500 46,490 △1,250 545,250 18,990 564,240 △1,386 562,854 45,240 109.0 17,604 103.2 23,147 104.3 15
28…………… 16 576,340 31,090 △300 576,040 △17,440 558,600 △3,914 554,686 30,790 105.6 △21,354 96.3 △8,168 98.5 16
29…………… 17 577,140 1,100 △20 577,120 － 577,120 10,755 587,875 1,080 100.2 10,755 101.9 33,188 106.0 17
30…………… 18 590,650 13,530 140 590,790 8,490 599,280 13,670 102.4 18

令和元…………… 19 624,940 34,150 外△100 
110 624,950 34,160 105.8 19

 （備考）1.　増減税額欄の外書については特別会計への振替額である。
　　　　2.　記号※は前年度を示す。
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　　構　　成　　の　　累　　年　　比　　較

区　　　分 番
号

租　税　及　び
印　紙　収　入 専 売 納 付 金 官業益金及び

官 業 収 入
政　府　資　産
整　理　収　入 雑　収　入 公　　債　　金 前 年 度 剰 余 金 受 入 歳 入 合 計 歳出合計 本 年 度 

剰 余 金
うち新規 
剰 余 金

番
号

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 百万円
昭和 9～11年度…  1 1,024 44.7 202 8.8 55 2.4 20 0.9 244 10.6 677 29.5 71 3.1 2,293 100.0 2,217 76 －  1

16……………  2 4,403 51.2 415 4.8 185 2.2 10 0.1 598 7.0 2,406 28.0 585 6.8 8,602 100.0 8,134 468 －  2
19……………  3 11,665 55.4 1,050 5.0 563 2.7 10 0.0 899 4.3 5,395 25.6 1,458 6.9 21,040 100.0 19,872 1,168 －  3

億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
25……………  4 4,564 63.7 1,145 16.0 50 0.7 174 2.4 644 9.0 － － 592 8.3 7,168 100.0 6,333 835 269  4
30……………  5 7,960 70.7 1,143 10.1 138 1.2 83 0.7 498 4.4 － － 1,443 12.8 11,264 100.0 10,182 1,082 323  5
35……………  6 16,183 82.5 1,470 7.5 183 0.9 226 1.2 527 2.7 － － 1,022 5.2 19,610 100.0 17,431 2,179 1,251  6
40……………  7 30,496 80.8 1,804 4.8 157 0.4 246 0.7 1,699 4.5 1,972 5.2 1,358 3.6 37,731 100.0 37,230 501 21  7
45……………  8 72,958 86.2 2,744 3.2 36 0.0 277 0.3 3,199 3.8 3,472 4.1 1,906 2.3 84,592 100.0 81,877 2,715 995  8
50……………  9 137,527 64.0 3,405 1.6 41 0.0 304 0.1 7,857 3.7 52,805 24.6 12,793 6.0 214,734 100.0 208,609 6,125 3,241  9

（内20,905）
55…………… 10 268,687 61.0 8,124 1.8 99 0.0 641 0.1 11,260 2.6 141,702 32.2 9,894 2.2 440,407 100.0 434,050 6,356 897 10

（内72,152）
60…………… 11 381,988 70.7 108 0.0 225 0.0 1,631 0.3 25,865 4.8 123,080 22.8 7,028 1.3 539,926 100.0 530,045 9,881 4,429 11

（内60,050）
平成 2…………… 12 601,059 83.8 111 0.0 224 0.0 1,620 0.2 27,011 3.8 63,432 8.8 13,889 1.9 717,035 100.0 692,687 24,348 14,868 12

 7…………… 13 519,308 64.5 163 0.0 224 0.0 2,744 0.3 43,409 5.4 183,959 22.8 27,254 3.4 805,572 100.0 759,385 46,187 9,220 13
（内19,558）

12…………… 14 507,125 54.3 205 0.0 205 0.0 2,249 0.2 40,398 4.3 330,040 35.4 53,389 5.7 933,610 100.0 893,210 40,400 4,599 14
（内218,660）

17…………… 15 490,654 55.1 － － 160 0.0 3,321 0.4 43,170 4.9 312,690 35.1 40,007 4.5 890,003 100.0 855,196 34,183 15,040 15
（内235,070）

18…………… 16 490,691 58.1 － － 160 0.0 2,754 0.3 41,016 4.9 274,700 32.5 34,807 4.1 844,127 100.0 814,455 29,672 8,321 16
（内210,550）

19…………… 17 510,182 60.3 － － 161 0.0 2,943 0.3 48,756 5.8 253,820 30.0 29,672 3.5 845,535 100.0 818,426 27,074 6,319 17
（内193,380）

20…………… 18 442,673 49.6 － － 156 0.0 2,483 0.3 80,799 9.1 331,680 37.2 27,109 3.0 892,082 100.0 846,974 45,108 － 18
（内261,930）

21…………… 19 387,331 36.2 － － 153 0.0 1,447 0.1 117,553 11.0 519,550 48.5 45,108 4.2 1,071,142 100.0 1,009,734 61,408 22,005 19
（内369,440）

22…………… 20 414,868 41.3 － － 155 0.0 7,852 0.8 98,033 9.8 423,030 42.1 61,408 6.1 1,005,346 100.0 953,123 52,222 20,106 20
（内347,000）

23…………… 21 428,326 38.9 － － 160 0.0 2,895 0.3 75,712 6.9 427,980 38.9 52,222 4.7 1,099,795 100.0 1,007,154 92,641 22,073 21
（内344,300）

24…………… 22 439,314 40.8 － － 163 0.0 2,269 0.2 42,741 4.0 474,650 44.0 92,641 8.6 1,077,620 100.0 970,872 104,546 28,434 22
（内360,360）

25…………… 23 469,529 44.3 － － 437 0.0 3,277 0.3 45,909 4.3 408,510 38.5 106,749 10.1 1,060,447 100.0 1,001,889 58,307 20,375 23
（内338,370）

26…………… 24 539,707 51.6 － － 450 0.0 14,788 1.4 48,557 4.6 384,929 36.8 58,360 5.6 1,046,791 100.0 988,135 58,635 22,586 24
（内319,159）

27…………… 25 562,854 55.1 － － 455 0.0 3,490 0.3 47,115 4.6 349,183 34.2 58,657 5.7 1,021,753 100.0 982,303 39,000 3,081 25
（内284,393）

28…………… 26 554,686 54.0 － － 470 0.0 3,842 0.4 48,956 4,8 380,346 37.0 39,450 3.8 1,027,740 100.0 975,418 51,767 4,377 26
（内291,332）

29…………… 27 587,875 56.7 － － 502 0.0 2,782 0.3 57,413 5.5 335,546 32.4 52,323 5.0 1,036,440 100.0 981,156 54,651 11,681 27
（内262,728）

30（補正後）　 28 599,280 59.1 － － 457 0.0 2,996 0.3 46,764 4.6 353,954 34.9 10,129 1.0 1,013,581 100.0 1,013,581 28
（内272,982）

令和元（予　算）　 29 624,950 61.6 － － 478 0.0 1,807 0.2 58,546 5.8 326,605 32.2 2,185 0.2 1,014,571 100.0 1,014,571 29
（内257,085）

　　　　5. 　歳入合計においては，上記の他に，いわゆる「つなぎ公債」を含む。具体的には，湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するた
めの臨時特別公債（平成２年度：9,689億円），消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例
公債（平成７年度：28,511億円），東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債（平成23年度：112,500億円），基
礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公債（平成24年度：25,842億円，平成25年度：26,035億円）を含む。

　　　　6.　単位未満の金額は四捨五入している。

　　並 び に 決 算 額 等 の 累 年 比 較

区　　　　分
番
　
　
号

現行法による 
収 入 見 込 額 年度間増収額 改正増減（△） 

税　　　　額 当 初 予 算 額 補　正　額 補正後予算額 決　　　算 
剰　余　額 決　算　額

当初予算額－ 
前年度当初予 
算額

当初予算額 
前　年　度 
当初予算額

決 算 額 － 
当初予算額

決　算　額 
当初予算額

決　算　額　－ 
前年度決算額

決 　算　 額 
前年度決算額

番
　
　
号Ａ 　　　　※ 

Ｂ＝Ａ－Ｄ Ｃ Ｄ＝Ａ＋Ｃ Ｅ Ｆ＝Ｄ＋Ｅ Ｇ Ｈ＝Ｆ＋Ｇ 　　　　※ 
Ⅰ＝Ｄ－Ｄ

　　　　※ 
Ｊ＝Ｄ／Ｄ Ｋ＝Ｈ－Ｄ Ｌ＝Ｈ／Ｄ 　　　　※ 

Ｍ＝Ｈ－Ｈ
　　　　※ 
Ｎ＝Ｈ／Ｈ

億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％
昭和40年度………  1 33,690 4,647 △813 32,877 △2,590 30,287 209 30,496 3,834 113.2 △2,382 92.8 999 103.4  1
　　45……………  2 71,152 13,771 △1,768 69,384 3,011 72,395 563 72,958 12,003 120.9 3,574 105.2 12,715 121.1  2
　　50……………  3 175,450 37,830 △2,050 173,400 △38,790 134,610 2,917 137,527 35,780 126.0 △35,873 79.3 △12,831 91.5  3
　　55……………  4 260,850 45,980 3,260 264,110 7,340 271,450 △2,763 268,687 49,240 122.9 4,577 101.7 31,392 113.2  4
　　60……………  5 383,720 37,760 外△1,110 

2,890 385,500 △4,050 381,450 538 381,988 39,540 111.4 △3,512 99.1 32,905 109.4  5
平成 2……………  6 583,540 73,440 △3,500 580,040 11,270 591,310 9,749 601,059 69,940 113.7 21,019 103.6 51,840 109.4  6

7……………  7 537,060 410 250 537,310 △30,500 506,810 12,498 519,308 660 100.1 △18,002 96.6 9,007 101.8  7
12……………  8 488,110 16,920 △1,520 486,590 12,360 498,950 8,175 507,125 15,400 103.3 20,535 104.2 34,780 107.4  8
17……………  9 445,270 27,800 外△6,910 

1,710 440,070 30,350 470,420 20,234 490,654 22,600 105.4 50,584 111.5 34,764 107.6  9
22…………… 10 374,340 △86,690 △380 373,960 22,470 396,430 18,438 414,868 △87,070 81.1 40,908 110.9 27,537 107.1 10
23…………… 11 412,130 38,170 △2,860 409,270 11,030 420,300 8,026 428,326 35,310 109.4 19,056 104.7 13,458 103.2 11
24…………… 12 423,270 14,000 190 423,460 2,610 426,070 13,244 439,314 14,190 103.5 15,854 103.7 10,988 102.6 12
25…………… 13 433,320 9,860 △2,360 430,960 22,580 453,540 15,989 469,529 7,500 101.8 38,569 108.9 30,215 106.9 13
26…………… 14 505,860 74,900 △5,850 500,010 17,250 517,260 22,447 539,707 69,050 116.0 39,697 107.9 70,178 114.9 14
27…………… 15 546,500 46,490 △1,250 545,250 18,990 564,240 △1,386 562,854 45,240 109.0 17,604 103.2 23,147 104.3 15
28…………… 16 576,340 31,090 △300 576,040 △17,440 558,600 △3,914 554,686 30,790 105.6 △21,354 96.3 △8,168 98.5 16
29…………… 17 577,140 1,100 △20 577,120 － 577,120 10,755 587,875 1,080 100.2 10,755 101.9 33,188 106.0 17
30…………… 18 590,650 13,530 140 590,790 8,490 599,280 13,670 102.4 18

令和元…………… 19 624,940 34,150 外△100 
110 624,950 34,160 105.8 19

　　　　3.　平成７年度の補正額は，１次分（△1,380億円）と３次分（△29,120億円）の合計額を計上してある。
　　　　4.　単位未満の端数は，それぞれ四捨五入によっている。
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（単位：億円，％）

税　　　　目

平成30年度 令 和 元 年 度

当　初 
 

予算額

補正後 
 

予算額

前年度予算額に対
する現行法による
増減（△）収見込額

現行法によ
る収入見込
額　　　　

譲与割合
の引上げ
による増
減（△）収
見込額　

税制改正
による増
減（△）収
見込額　

改正法によ
る収入見込
額　　　　
（予算額）

前年度予算額に対
する改正法による
増減（△）収見込額

対当初 対補正後 対当初 対補正後

A B C D E＝A＋C 
B＋D F G H＝

E＋F＋G
I＝　
H－A

J＝　
H－B

（一 般 会 計）

源 泉 分 157,250 161,800 8,850 4,300 166,100 － － 166,100 8,850 4,300

所 得 税 申 告 分 32,950 32,950 290 290 33,240 － － 33,240 290 290

計 190,200 194,750 9,140 4,590 199,340 － － 199,340 9,140 4,590

法 人 税 121,670 122,960 6,940 5,650 128,610 － △30 128,580 6,910 5,620

相 続 税 22,400 22,400 △70 △70 22,330 － △10 22,320 △80 △80

消 費 税 175,580 178,230 18,340 15,690 193,920 － － 193,920 18,340 15,690

酒 税 13,110 13,110 △400 △400 12,710 － － 12,710 △400 △400

た ば こ 税 8,740 8,740 150 150 8,890 － － 8,890 150 150

揮 発 油 税 23,300 23,300 △270 △270 23,030 － － 23,030 △270 △270

石 油 ガ ス 税 80 80 △10 △10 70 － － 70 △10 △10

航 空 機 燃 料 税 520 520 0 0 520 － － 520 0 0

石 油 石 炭 税 7,090 7,090 △20 △20 7,070 － － 7,070 △20 △20

電 源 開 発 促 進 税 3,230 3,230 70 70 3,300 － － 3,300 70 70

自 動 車 重 量 税 3,950 3,950 △90 △90 3,860 △100 － 3,760 △190 △190

国 際 観 光 旅 客 税 60 60 440 440 500 － － 500 440 440

関 税 10,220 10,220 △30 △30 10,190 － 150 10,340 120 120

と ん 税 100 100 10 10 110 － － 110 10 10

収入印紙 7,260 7,260 △180 △180 7,080 － － 7,080 △180 △180

印紙収入 現金収入 3,280 3,280 130 130 3,410 － － 3,410 130 130

計 10,540 10,540 △50 △50 10,490 － － 10,490 △50 △50

合　　　計 590,790 599,280 34,150 25,660 624,940 △100 110 624,950 34,160 25,670

（注） 　自動車重量税の現行法による収入見込額は，令和元年度税制改正におけるエコカー減税の基準見直しによる増収見込額90億円（令和元年度のエコカーの普及割
合の見込みを基に試算）を含めて計上している。これは，当該増収見込額が29年度以前の税制改正に起因して29年度から令和元年度にかけて追加的に発生した減
収見込額△50億円に対応するものであることを勘案したものである。

8.　令和元年度租税及び印紙収入予算額（一般会計）
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9.　一般会計歳出の主要経費別予算額

事　　　　　項 前年度当
初予算額

令和元年 
度予算額

比　較
増△減 伸　率

百万円 百万円 百万円 ％

社 会 保 障 関 係 費

1.  年 金 給 付 費 11,685,257 12,048,846 363,590 3.1

2.  医 療 給 付 費 11,607,864 11,854,303 246,439 2.1

3.  介 護 給 付 費 3,095,320 3,210,107 114,787 3.7

4.  少 子 化 対 策 費 2,158,712 2,344,019 185,307 8.6

5.  生活扶助等社会
福祉費 4,052,385 4,180,510 128,125 3.2

6.  保健衛生対策費 351,416 382,710 31,294 8.9

7.  雇用労災対策費 37,279 38,785 1,506 4.0

計 32,988,233 34,059,280 1,071,047 3.2

文教及び科学振興費

1.  義務教育費国庫
負担金 1,522,781 1,520,033 △2,748 △0.2

2.  科学技術振興費 1,317,482 1,359,748 42,265 3.2

3.  文 教 施 設 費 76,558 169,382 92,824 121.2

4.  教育振興助成費 2,307,526 2,415,806 108,279 4.7

5.  育 英 事 業 費 126,876 137,536 10,660 8.4

計 5,351,223 5,602,504 251,281 4.7

国 債 費 23,301,964 23,508,190 206,226 0.9

恩 給 関 係 費

1.  文 官 等 恩 給 費 8,541 7,472 △1,069 △12.5

2.  旧軍人遺族等恩
給費 229,398 191,424 △37,974 △16.6

3.  恩給支給事務費 1,097 1,063 △34 △3.1

4.  遺族及び留守家
族等援護費 11,339 9,750 △1,589 △14.0

計 250,375 209,709 △40,665 △16.2

事　　　　　項 前年度当
初予算額

令和元年 
度予算額

比　較
増△減 伸　率

百万円 百万円 百万円 ％

地方交付税交付金 15,360,581 15,551,004 190,423 1.2

地 方 特 例 交 付 金 154,400 434,028 279,628 181.1

防 衛 関 係 費 5,191,104 5,257,440 66,336 1.3

公 共 事 業 関 係 費

1.  治山治水対策事
業費 844,871 1,120,597 275,726 32.6

2.  道路整備事業費 1,347,227 1,549,136 201,909 15.0

3.  港湾空港鉄道等
整備事業費 420,317 483,072 62,755 14.9

4.  住宅都市環境整
備事業費 527,818 597,782 69,964 13.3

5.  公園水道廃棄物処
理等施設整備費 101,554 128,598 27,044 26.6

6.  農林水産基盤整
備事業費 603,017 706,114 103,097 17.1

7.  社会資本総合整
備事業費 2,000,308 2,188,659 188,351 9.4

8.  推 進 費 等 59,846 60,902 1,056 1.8

小　　計 5,904,958 6,834,860 929,902 15.7

9.  災害復旧等事業
費 73,989 75,049 1,060 1.4

計 5,978,947 6,909,909 930,962 15.6

経 済 協 力 費 508,907 502,069 △6,839 △1.3

中 小 企 業 対 策 費 177,142 179,000 1,858 1.0

エネルギー対策費 918,641 976,017 57,376 6.2

食料安定供給関係費 992,427 982,326 △10,101 △1.0

その他の事項経費 6,188,824 6,785,618 596,794 9.6

予 備 費 350,000 500,000 150,000 42.9

合 計 97,712,769 101,457,094 3,744,324 3.8

（注１）計数については，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは合致しないものがある。
（注２）前年度当初予算額は，令和元年度予算額との比較対照のため，組替えをしてある。
（注３）令和元年度予算額は，臨時・特別の措置を含む計数である。
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10.　平 成 31 年 度 経 済 見 通 し　　
 （主要経済指標）
　1.　国内総生産

平成29年度 平成30年度 平成31年度 対前年度比較増減率
（実　績） （実績見込み） （見 通 し） 平成30年度 平成31年度

名目・兆円 名目・兆円程度 名目・兆円程度 名目・％程度 名目・％程度

民 間 最 終 消 費 支 出 303.2 306.6 313.4 1.1 2.2

民 間 住 宅 17.2 16.7 17.3 △2.8 3.3

民 間 企 業 設 備 86.2 90.2 93.1 4.7 3.2

民 間 在 庫 品 増 加 0.7 1.0 0.9 （0.1） （△0.0）

政 府 支 出 135.2 136.1 138.6 0.7 1.8

政 府 最 終 消 費 支 出 107.6 108.5 110.1 0.9 1.5

公 的 固 定 資 本 形 成 27.6 27.7 28.6 0.3 3.3

財 貨 ・ サ ー ビ ス の 輸 出 98.2 102.5 107.4 4.4 4.8

 （控除）財貨・サービスの輸入 93.3 100.7 104.7 7.9 4.0

国 内 総 生 産 547.4 552.5 566.1 0.9 2.4

（注）民間在庫品増加の（　）内は国内総生産に対する寄与度

　2.　労働・雇用

平成29年度 平成30年度 平成31年度 対前年度比較増減率
（実　績） （実績見込み） （見 通 し） 平成30年度 平成31年度

万人 万人程度 万人程度 ％程度 ％程度

労 働 力 人 口 6,750 6,831 6,871 1.2 0.6

就 業 者 総 数 6,566 6,665 6,711 1.5 0.7

雇 用 者 総 数 5,848 5,950 6,006 1.7 0.9

％ ％程度 ％程度

完 全 失 業 率 2.7 2.4 2.3 － －

　3.　生　　産

平 成 29 年 度 平 成 30 年 度 平 成 31 年 度
（実　　績） （実績見込み） （見 通 し）

％ ％程度 ％程度

鉱 工 業 生 産 指 数 ・ 増 減 率 2.9 1.4 2.4

　4.　物　　価

平成29年度 平成30年度 平成31年度
（実　　績） （実績見込み） （見 通 し）

％ ％程度 ％程度

国 内 企 業 物 価 指 数 ・ 変 化 率 2.7 2.7 2.0

消 費 者 物 価 指 数 ・ 変 化 率 0.7 1.0 1.1

Ｇ Ｄ Ｐ デ フ レ ー タ ー ・ 変 化 率 0.1 0.0 1.1

（注１）消費者物価指数は総合である。
（注２ ）2019年10月に予定されている消費税率引上げの平成31年度の物価上昇率への影響を機械的に試算すると，消費者物価（総合）では0.5％ポイント程度，GDP デ

フレーターでは0.4％ポイント程度と見込まれる。
　　　また，消費税率引上げに伴い実施される幼児教育無償化の影響を機械的に試算すると，消費者物価（総合）では▲0.3％ポイント程度と見込まれる。
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　　（ 平 成 31 年 1 月 28 日 閣 議 決 定 ）

　5.　国際収支

平成29年度 平成30年度 平成31年度 対前年度比較増減率
（実　績） （実績見込み） （見 通 し） 平成30年度 平成31年度

兆円 兆円程度 兆円程度 ％程度 ％程度

貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支 4.1 1.0 2.0 － －

貿 易 収 支 4.6 1.5 1.0 － －

輸 出 78.3 83.0 86.4 6.0 4.1

輸 入 73.7 81.5 85.4 10.6 4.8

経 常 収 支 21.8 20.4 22.3 － －

％ ％程度 ％程度

経 常 収 支 対 名 目 Ｇ Ｄ Ｐ 比 4.0 3.7 3.9 － －

　7.　国民所得

平成29年度 平成30年度 平成31年度 対前年度比較増減率
（実　績） （実績見込み） （見 通 し） 平成30年度 平成31年度

名目・兆円 名目・兆円程度 名目・兆円程度 ％程度 ％程度

雇 用 者 報 酬 276.3 284.3 292.5 2.9 2.9

財 産 所 得 25.8 26.6 27.5 3.2 3.2

企 業 所 得 102.1 102.3 103.9 0.2 1.5

合 計 ： 国 民 所 得 404.2 413.3 423.9 2.2 2.6

 （備考 ）上記の諸計数は，「平成31年度の経済財政運営の基本的態度」に記された経済財政運営を前提としており，我が国経済は民間活動がその主体をなすものである
こと，また，特に国際環境の変化には予見し難い要素が多いことに鑑み，上記の諸計数はある程度幅をもって考えられるべきである。

　6.　実質国内総支出

対 前 年 度 比 較 増 減 率

平 成 30 年 度
（実績見込み）

平 成 31 年 度
（見　通　し）

％程度 ％程度

主 

要 

項 

目

民 間 最 終 消 費 支 出 0.7 1.2

民 間 住 宅 △ 4.2 1.3

民 間 企 業 設 備 3.6 2.7

政 府 支 出 0.1 1.0

財 貨 ・ サ ー ビ ス の 輸 出 2.7 3.0

（ 控 除 ）財 貨 ・ サ ー ビ ス の 輸 入 2.8 3.3

国 内 総 支 出 （ ＝ 国 内 総 生 産 ） 0.9 1.3

うち
内 需 寄 与 度 0.9 1.4

外 需 寄 与 度 0.0 △ 0.0
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11.　平成31年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算

[試算－１]【経済成長3.0％ケース】
（単位：兆円），（　）書きは対前年度伸率

平成30年度 
（2018年度）

平成31年度 
（2019年度）

平成32年度 
（2020年度）

平成33年度 
（2021年度）

平成34年度 
（2022年度）

歳
　
　
　
　
　
　
出

①　 国 債 費 23.3 23.5 25.0 26.0 27.0

②　 利 払 費
（▲2.0%） （+11.9%） （+7.5%） （+6.6%）

9.0 8.8 9.9 10.6 11.3

③　 基礎的財政収支対象経費
（+4.8%） （+3.2%） （▲0.1%） （+2.0%）

74.4 77.9 80.5 80.4 82.1

④　 社 会 保 障 関 係 費
（+3.2%） （+6.3%） （+2.0%） （+2.7%）

33.0 34.1 36.2 36.9 37.9

⑤　 地 方 交 付 税 等
（+3.0%） （+3.4%） （+3.1%） （+3.3%）

15.5 16.0 16.5 17.0 17.6

⑥　 そ の 他
（+7.7%） （▲0.6%） （▲4.6%） （+0.4%）

25.9 27.9 27.7 26.5 26.6

⑦　　　　　 計 97.7 101.5 105.4 106.4 109.0

税
収
等

⑧　 税 収 59.1 62.5 67.0 69.1 71.4

⑨　 そ の 他 収 入 4.9 6.3 4.7 4.7 4.7

⑩　　　　　 計 64.0 68.8 71.7 73.8 76.1

⑪　 差 額（⑦－⑩） 33.7 32.7 33.7 32.6 32.9

⑫　 基 礎 的 財 政 収 支 ▲10.4 ▲9.2 ▲8.7 ▲6.6 ▲5.9

⑬　 財 政 収 支 ▲19.4 ▲18.0 ▲18.6 ▲17.2 ▲17.2

（注）平成30年度は当初予算額，平成31年度は政府予算案，平成32年度から平成34年度は平成31年度予算における制度・施策を前提とした後年度推計。
　　　ａ） 　平成32年度における臨時・特別の措置については，一定の仮定の下，試算を行い，「⑥その他歳出」として計上している。なお，本試算における計数は機

械的試算に基づくものであり，今後の予算編成の議論に予断を与えるものではない。
　　　ｂ） 　「④社会保障関係費」については，平成32年度以降は，平成31年度予算における制度・施策を前提とした後年度推計により算出された歳出額に，「社会保

障と税の一体改革」の実施に伴う社会保障の充実等及び新しい経済政策パッケージを機械的に加算している。
　　　ｃ） 　「⑧税収」は，2019年10月１日に消費税率を7.8％（国・地方合計10％）に引き上げるとともに，軽減税率制度を導入することによる税収額の変化等を織り

込んでいる。

平成31年２月
財 　 務 　 省

　本試算は，一定の経済前提を仮置きした上で，平成31年度予算における制度・施策を前提に，「社会保障と税の一体改革」及び新しい経済政策パッケー
ジ（平成29年12月閣議決定）の実施に伴う影響を反映し，後年度（平成34年度まで）の歳出・歳入がどのような姿になるかについて，機械的に試算した
ものである。
　なお，本試算は，将来の予算編成を拘束するものではなく，計数は試算の前提等に応じ変化するものである。
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[試算－２]【経済成長1.5％ケース】

（単位：兆円），（　）書きは対前年度伸率

平成30年度 
（2018年度）

平成31年度 
（2019年度）

平成32年度 
（2020年度）

平成33年度 
（2021年度）

平成34年度 
（2022年度）

歳
　
　
　
　
　
　
出

①　 国 債 費 23.3 23.5 24.9 25.8 26.7

②　 利 払 費
（▲2.0%） （+11.5%） （+6.5%） （+5.0%）

9.0 8.8 9.8 10.5 11.0

③　 基礎的財政収支対象経費
（+4.8%） （+2.8%） （▲0.6%） （+1.5%）

74.4 77.9 80.1 79.7 80.9

④　 社 会 保 障 関 係 費
（+3.2%） （+6.3%） （+1.7%） （+2.4%）

33.0 34.1 36.2 36.8 37.7

⑤　 地 方 交 付 税 等
（+3.0%） （+1.8%） （+1.5%） （+1.7%）

15.5 16.0 16.3 16.5 16.8

⑥　 そ の 他
（+7.7%） （▲0.8%） （▲4.8%） （+0.1%）

25.9 27.9 27.7 26.4 26.4

⑦　　　　　 計 97.7 101.5 105.1 105.5 107.5

税
収
等

⑧　 税 収 59.1 62.5 65.9 66.9 68.1

⑨　 そ の 他 収 入 4.9 6.3 4.7 4.7 4.7

⑩　　　　　 計 64.0 68.8 70.7 71.6 72.8

⑪　 差 額（⑦－⑩） 33.7 32.7 34.4 33.9 34.8

⑫　 基 礎 的 財 政 収 支 ▲10.4 ▲9.2 ▲9.5 ▲8.0 ▲8.1

⑬　 財 政 収 支 ▲19.4 ▲18.0 ▲19.3 ▲18.5 ▲19.1

（注）平成30年度は当初予算額，平成31年度は政府予算案，平成32年度から平成34年度は平成31年度予算における制度・施策を前提とした後年度推計。
　　　ａ） 　平成32年度における臨時・特別の措置については，一定の仮定の下，試算を行い，「⑥その他歳出」として計上している。なお，本試算における計数は機

械的試算に基づくものであり，今後の予算編成の議論に予断を与えるものではない。
　　　ｂ） 　「④社会保障関係費」については，平成32年度以降は，平成31年度予算における制度・施策を前提とした後年度推計により算出された歳出額に，「社会保

障と税の一体改革」の実施に伴う社会保障の充実等及び新しい経済政策パッケージを機械的に加算している。
　　　ｃ） 　「⑧税収」は，2019年10月１日に消費税率を7.8％（国・地方合計10％）に引き上げるとともに，軽減税率制度を導入することによる税収額の変化等を織り

込んでいる。
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［経済指標の前提］ 平成31年度 
（2019年度） 

（政府経済見通し）

平成32年度 
（2020年度）

平成33年度 
（2021年度）

平成34年度 
（2022年度）

［試算－１］
名 目 経 済 成 長 率 2.4％ 3.0％ 3.0％ 3.0％

消 費 者 物 価 上 昇 率 1.1％ 2.0％ 2.0％ 2.0％

［試算－２］
名 目 経 済 成 長 率 2.4％ 1.5％ 1.5％ 1.5％

消 費 者 物 価 上 昇 率 1.1％ 1.0％ 1.0％ 1.0％

・［試算－１］は，「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月閣議決定）等における記述に基づき
設定。

・［試算－２］は，［試算－１］よりも厳しい経済前提を仮定。
・推計期間中（平成32年度以降）の消費者物価上昇率等は，消費税率引上げの影響を含まない値。
　試算においては，これに加えて消費税率引上げに伴う物件費の増等の影響を勘案。

［算出要領］

国 　 債 　 費：

・［試算－１］は，平成31年度は予算における積算金利，平成32年度以降は市場に織り込まれた金利の将来
予想を加味した金利（下記）により積算。

・［試算－２］は，平成31年度予算における積算金利（下記）により積算。
・歳出と税収等の差額は全て公債金で賄われると仮定して推計。

平成31年度 
（2019年度） 

（予算積算金利）

平成32年度 
（2020年度）

平成33年度 
（2021年度）

平成34年度 
（2022年度）

［試算－１］ 金　利（10　年　国　債） 1.1％ 1.2％ 1.3％ 1.4％

［試算－２］ 金　利（10　年　国　債） 1.1％ 1.1％ 1.1％ 1.1％

地方交付税等： 法定率分について税収増に応じて延伸するとともに，地方交付税法附則で定められる加算などにより推計。

税　　　　収： 名目経済成長率×弾性値1.1に，平成31年度税制改正の影響等を調整して推計。

そ の 他 収 入： 平成31年度予算額を基本とし，個別要因を勘案して推計。なお，現時点で具体的に見込めない収入について
は計上していない。
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［参考］名目経済成長率及び金利が変化した場合の試算（［試算－１］の前提等を基に算出）

○平成32（2020）年度以降名目経済成長率が変化した場合の税収の増減額
（単位：兆円），（　）書きは「税収」の額

名目経済成長率 
（［試算－１］の前提からの変化幅）

平成31年度 
（2019年度）

平成32年度 
（2020年度）

平成33年度 
（2021年度）

平成34年度 
（2022年度）

＋２％
＋0.0 ＋1.4 ＋3.0 ＋4.7
（62.5） （68.4） （72.1） （76.1）

＋１％
＋0.0 ＋0.7 ＋1.5 ＋2.3
（62.5） （67.7） （70.6） （73.7）

－１％
＋0.0 ▲0.7 ▲1.5 ▲2.3
（62.5） （66.3） （67.6） （69.2）

○平成32（2020）年度以降金利が変化した場合の国債費の増減額
（単位：兆円），（　）書きは「国債費」の額

金　利 
（［試算－１］の前提からの変化幅）

平成31年度 
（2019年度）

平成32年度 
（2020年度）

平成33年度 
（2021年度）

平成34年度 
（2022年度）

＋２％
＋0.0 ＋2.1 ＋4.3 ＋6.3
（23.5） （27.0） （30.3） （33.3）

＋１％
＋0.0 ＋1.0 ＋2.1 ＋3.1
（23.5） （26.0） （28.1） （30.1）

－１％
＋0.0 ▲1.0 ▲2.1 ▲3.0
（23.5） （23.9） （23.9） （24.0）
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12.　所 　 得 　 税 　 負 　 担 　 額　　
（付　　個　人　住　民　税　負　　

（単位　円，％）

区　　　　　　　　　分 � 給与収入
年　次

200　万　円 300　万　円 400　万　円 500　万　円 700　万　円 1,000　万　円
税　　　　額 負　担　率 税　　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率

単　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者

所 得 税

昭和25…………… 1,009,750 50.5 1,559,750 52.0 2,109,750 52.7 2,659,750 53.2 3,759,750 53.7 5,409,750 54.1
30…………… 799,250 40.0 1,342,350 44.7 1,937,250 48.4 2,537,250 50.7 3,830,500 54.7 5,780,500 57.8
40…………… 367,120 18.4 725,280 24.2 1,121,040 28.0 1,550,440 31.0 2,495,500 35.7 3,995,500 40.0
50…………… 94,800 4.7 183,800 6.1 307,200 7.7 449,400 9.0 831,600 11.9 1,623,600 16.2
60…………… 84,300 4.2 163,800 5.5 264,650 6.6 388,750 7.8 749,750 10.7 1,466,000 14.7
63…………… 76,500 3.8 139,500 4.7 209,500 5.2 282,500 5.7 597,000 8.5 1,237,500 12.4

平成元～ 5……… 74,500 3.7 137,500 4.6 207,500 5.2 280,500 5.6 593,000 8.5 1,231,500 12.3
6…………… 59,600 3.0 110,000 3.7 166,000 4.2 224,400 4.5 474,400 6.8 985,200 9.9
7・ 8……… 59,500 3.0 113,050 3.8 170,000 4.3 232,050 4.6 486,000 6.9 1,014,000 10.1
9…………… 70,000 3.5 133,000 4.4 200,000 5.0 273,000 5.5 536,000 7.7 1,064,000 10.6
10…………… 32,000 1.6 95,000 3.2 162,000 4.1 235,000 4.7 498,000 7.1 1,026,000 10.3
11…………… 56,000 2.8 106,400 3.5 160,000 4.0 218,400 4.4 428,800 6.1 851,200 8.5
12～17……… 51,200 2.6 99,200 3.3 150,400 3.8 206,400 4.1 379,200 5.4 772,800 7.7
18…………… 57,600 2.9 111,600 3.7 169,200 4.2 232,200 4.6 426,600 6.1 869,400 8.7
19～24……… 32,000 1.6 62,000 2.1 94,000 2.4 160,500 3.2 376,500 5.4 868,500 8.7
25・26……… 32,672 1.6 63,302 2.1 95,974 2.4 163,870 3.3 384,406 5.5 886,738 8.9
27～令和元… 27,567 1.4 55,644 1.9 85,764 2.1 138,345 2.8 312,936 4.5 796,890 8.0

（付）
個 人 住 民 税 を�
加 え た 場 合�

昭和25…………… 1,242,692 62.1 1,936,220 64.5 2,630,220 65.8 3,324,220 66.5 4,729,747 67.6 6,838,747 68.4
30…………… 948,695 47.4 1,589,728 53.0 2,292,210 57.3 3,000,210 60.0 4,526,447 64.7 6,827,447 68.3
40…………… 489,964 24.5 961,964 32.1 1,476,452 36.9 2,031,760 40.6 3,247,300 46.4 5,167,300 51.7
50…………… 153,000 7.7 308,700 10.3 525,800 13.1 765,200 15.3 1,371,900 19.6 2,546,600 25.5
60…………… 130,250 6.5 261,650 8.7 438,800 11.0 650,150 13.0 1,218,900 17.4 2,293,300 22.9
63…………… 121,550 6.1 233,000 7.8 373,000 9.3 524,500 10.5 1,038,200 14.8 2,047,000 20.5

平成元…………… 115,250 5.8 222,000 7.4 362,000 9.1 508,000 10.2 986,500 14.1 1,997,750 20.0
2…………… 114,250 5.7 220,000 7.3 360,000 9.0 506,000 10.1 984,500 14.1 1,994,750 19.9
3～ 5……… 113,750 5.7 208,250 6.9 339,000 8.5 485,000 9.7 963,500 13.8 1,948,250 19.5
6…………… 91,000 4.6 166,600 5.6 271,200 6.8 388,000 7.8 770,800 11.0 1,558,600 15.6
7…………… 92,012 4.6 172,337 5.7 263,075 6.6 394,550 7.9 814,500 11.6 1,612,750 16.1
8…………… 91,375 4.6 171,700 5.7 259,250 6.5 390,050 7.8 804,000 11.5 1,597,000 16.0
9…………… 107,500 5.4 202,000 6.7 305,000 7.6 451,000 9.0 874,000 12.5 1,667,000 16.7
10…………… 52,500 2.6 147,000 4.9 250,000 6.3 396,000 7.9 819,000 11.7 1,612,000 16.1
11…………… 87,875 4.4 165,050 5.5 249,250 6.2 369,700 7.4 726,800 10.4 1,413,800 14.1
12～17……… 80,525 4.0 154,025 5.1 232,425 5.8 344,950 6.9 646,200 9.2 1,285,800 12.9
18…………… 89,513 4.5 171,263 5.7 258,463 6.5 382,975 7.7 713,600 10.2 1,402,400 14.0
19～24……… 98,500 4.9 188,500 6.3 284,500 7.1 421,000 8.4 781,000 11.2 1,519,000 15.2
25・26……… 99,172 5.0 189,802 6.3 286,474 7.2 424,370 8.5 788,906 11.3 1,537,238 15.4
27～令和元… 84,067 4.2 167,144 5.6 256,264 6.4 373,845 7.5 682,436 9.7 1,403,390 14.0

夫　
　
　

婦　
　
　

の　
　
　

み

所 得 税

昭和25…………… 1,003,150 50.2 1,553,150 51.8 2,103,150 52.6 2,653,150 53.1 3,753,150 53.6 5,403,150 54.0
30…………… 779,250 39.0 1,320,350 44.0 1,913,250 47.8 2,513,250 50.3 3,804,500 54.4 5,754,500 57.5
40…………… 331,870 16.6 678,280 22.6 1,074,040 26.9 1,497,525 30.0 2,436,750 34.8 3,936,750 39.4
50…………… 63,600 3.2 147,400 4.9 265,600 6.6 398,400 8.0 769,200 11.0 1,535,200 15.4
60…………… 45,675 2.3 120,300 4.0 215,600 5.4 332,650 6.7 667,250 9.5 1,367,000 13.7
63…………… 27,000 1.4 90,000 3.0 160,000 4.0 233,000 4.7 498,000 7.1 1,089,000 10.9

平成元～ 5……… 4,500 0.2 67,500 2.3 137,500 3.4 210,500 4.2 453,000 6.5 1,021,500 10.2
6…………… 3,600 0.2 54,000 1.8 110,000 2.8 168,400 3.4 362,400 5.2 817,200 8.2
7・ 8……… － － 48,450 1.6 105,400 2.6 167,450 3.3 334,000 4.8 862,000 8.6
9…………… － － 57,000 1.9 124,000 3.1 197,000 3.9 384,000 5.5 912,000 9.1
10…………… － － － － 67,000 1.7 140,000 2.8 327,000 4.7 855,000 8.6
11…………… － － 45,600 1.5 99,200 2.5 157,600 3.2 307,200 4.4 729,600 7.3
12～15……… － － 38,400 1.3 89,600 2.2 145,600 2.9 260,800 3.7 651,200 6.5
16・17……… 20,800 1.0 68,800 2.3 120,000 3.0 176,000 3.5 318,400 4.5 712,000 7.1
18…………… 23,400 1.2 77,400 2.6 135,000 3.4 198,000 4.0 358,200 5.1 801,000 8.0
19～24……… 13,000 0.7 43,000 1.4 75,000 1.9 122,500 2.5 300,500 4.3 792,500 7.9
25・26……… 13,273 0.7 43,903 1.5 76,575 1.9 125,072 2.5 306,810 4.4 809,142 8.1
27～令和元… 8,168 0.4 36,245 1.2 66,365 1.7 99,547 2.0 236,361 3.4 719,294 7.2
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　　の 　 累 　 年 　 比 　 較（給与所得者）
　　担　額　を　加　え　た　場　合）

（単位　円，％）

区　　　　　　　　　分 � 給与収入
年　次

200　万　円 300　万　円 400　万　円 500　万　円 700　万　円 1,000　万　円
税　　　　額 負　担　率 税　　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率

単　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者

所 得 税

昭和25…………… 1,009,750 50.5 1,559,750 52.0 2,109,750 52.7 2,659,750 53.2 3,759,750 53.7 5,409,750 54.1
30…………… 799,250 40.0 1,342,350 44.7 1,937,250 48.4 2,537,250 50.7 3,830,500 54.7 5,780,500 57.8
40…………… 367,120 18.4 725,280 24.2 1,121,040 28.0 1,550,440 31.0 2,495,500 35.7 3,995,500 40.0
50…………… 94,800 4.7 183,800 6.1 307,200 7.7 449,400 9.0 831,600 11.9 1,623,600 16.2
60…………… 84,300 4.2 163,800 5.5 264,650 6.6 388,750 7.8 749,750 10.7 1,466,000 14.7
63…………… 76,500 3.8 139,500 4.7 209,500 5.2 282,500 5.7 597,000 8.5 1,237,500 12.4

平成元～ 5……… 74,500 3.7 137,500 4.6 207,500 5.2 280,500 5.6 593,000 8.5 1,231,500 12.3
6…………… 59,600 3.0 110,000 3.7 166,000 4.2 224,400 4.5 474,400 6.8 985,200 9.9
7・ 8……… 59,500 3.0 113,050 3.8 170,000 4.3 232,050 4.6 486,000 6.9 1,014,000 10.1
9…………… 70,000 3.5 133,000 4.4 200,000 5.0 273,000 5.5 536,000 7.7 1,064,000 10.6
10…………… 32,000 1.6 95,000 3.2 162,000 4.1 235,000 4.7 498,000 7.1 1,026,000 10.3
11…………… 56,000 2.8 106,400 3.5 160,000 4.0 218,400 4.4 428,800 6.1 851,200 8.5
12～17……… 51,200 2.6 99,200 3.3 150,400 3.8 206,400 4.1 379,200 5.4 772,800 7.7
18…………… 57,600 2.9 111,600 3.7 169,200 4.2 232,200 4.6 426,600 6.1 869,400 8.7
19～24……… 32,000 1.6 62,000 2.1 94,000 2.4 160,500 3.2 376,500 5.4 868,500 8.7
25・26……… 32,672 1.6 63,302 2.1 95,974 2.4 163,870 3.3 384,406 5.5 886,738 8.9
27～令和元… 27,567 1.4 55,644 1.9 85,764 2.1 138,345 2.8 312,936 4.5 796,890 8.0

（付）
個 人 住 民 税 を�
加 え た 場 合�

昭和25…………… 1,242,692 62.1 1,936,220 64.5 2,630,220 65.8 3,324,220 66.5 4,729,747 67.6 6,838,747 68.4
30…………… 948,695 47.4 1,589,728 53.0 2,292,210 57.3 3,000,210 60.0 4,526,447 64.7 6,827,447 68.3
40…………… 489,964 24.5 961,964 32.1 1,476,452 36.9 2,031,760 40.6 3,247,300 46.4 5,167,300 51.7
50…………… 153,000 7.7 308,700 10.3 525,800 13.1 765,200 15.3 1,371,900 19.6 2,546,600 25.5
60…………… 130,250 6.5 261,650 8.7 438,800 11.0 650,150 13.0 1,218,900 17.4 2,293,300 22.9
63…………… 121,550 6.1 233,000 7.8 373,000 9.3 524,500 10.5 1,038,200 14.8 2,047,000 20.5

平成元…………… 115,250 5.8 222,000 7.4 362,000 9.1 508,000 10.2 986,500 14.1 1,997,750 20.0
2…………… 114,250 5.7 220,000 7.3 360,000 9.0 506,000 10.1 984,500 14.1 1,994,750 19.9
3～ 5……… 113,750 5.7 208,250 6.9 339,000 8.5 485,000 9.7 963,500 13.8 1,948,250 19.5
6…………… 91,000 4.6 166,600 5.6 271,200 6.8 388,000 7.8 770,800 11.0 1,558,600 15.6
7…………… 92,012 4.6 172,337 5.7 263,075 6.6 394,550 7.9 814,500 11.6 1,612,750 16.1
8…………… 91,375 4.6 171,700 5.7 259,250 6.5 390,050 7.8 804,000 11.5 1,597,000 16.0
9…………… 107,500 5.4 202,000 6.7 305,000 7.6 451,000 9.0 874,000 12.5 1,667,000 16.7
10…………… 52,500 2.6 147,000 4.9 250,000 6.3 396,000 7.9 819,000 11.7 1,612,000 16.1
11…………… 87,875 4.4 165,050 5.5 249,250 6.2 369,700 7.4 726,800 10.4 1,413,800 14.1
12～17……… 80,525 4.0 154,025 5.1 232,425 5.8 344,950 6.9 646,200 9.2 1,285,800 12.9
18…………… 89,513 4.5 171,263 5.7 258,463 6.5 382,975 7.7 713,600 10.2 1,402,400 14.0
19～24……… 98,500 4.9 188,500 6.3 284,500 7.1 421,000 8.4 781,000 11.2 1,519,000 15.2
25・26……… 99,172 5.0 189,802 6.3 286,474 7.2 424,370 8.5 788,906 11.3 1,537,238 15.4
27～令和元… 84,067 4.2 167,144 5.6 256,264 6.4 373,845 7.5 682,436 9.7 1,403,390 14.0

夫　
　
　

婦　
　
　

の　
　
　

み

所 得 税

昭和25…………… 1,003,150 50.2 1,553,150 51.8 2,103,150 52.6 2,653,150 53.1 3,753,150 53.6 5,403,150 54.0
30…………… 779,250 39.0 1,320,350 44.0 1,913,250 47.8 2,513,250 50.3 3,804,500 54.4 5,754,500 57.5
40…………… 331,870 16.6 678,280 22.6 1,074,040 26.9 1,497,525 30.0 2,436,750 34.8 3,936,750 39.4
50…………… 63,600 3.2 147,400 4.9 265,600 6.6 398,400 8.0 769,200 11.0 1,535,200 15.4
60…………… 45,675 2.3 120,300 4.0 215,600 5.4 332,650 6.7 667,250 9.5 1,367,000 13.7
63…………… 27,000 1.4 90,000 3.0 160,000 4.0 233,000 4.7 498,000 7.1 1,089,000 10.9

平成元～ 5……… 4,500 0.2 67,500 2.3 137,500 3.4 210,500 4.2 453,000 6.5 1,021,500 10.2
6…………… 3,600 0.2 54,000 1.8 110,000 2.8 168,400 3.4 362,400 5.2 817,200 8.2
7・ 8……… － － 48,450 1.6 105,400 2.6 167,450 3.3 334,000 4.8 862,000 8.6
9…………… － － 57,000 1.9 124,000 3.1 197,000 3.9 384,000 5.5 912,000 9.1
10…………… － － － － 67,000 1.7 140,000 2.8 327,000 4.7 855,000 8.6
11…………… － － 45,600 1.5 99,200 2.5 157,600 3.2 307,200 4.4 729,600 7.3
12～15……… － － 38,400 1.3 89,600 2.2 145,600 2.9 260,800 3.7 651,200 6.5
16・17……… 20,800 1.0 68,800 2.3 120,000 3.0 176,000 3.5 318,400 4.5 712,000 7.1
18…………… 23,400 1.2 77,400 2.6 135,000 3.4 198,000 4.0 358,200 5.1 801,000 8.0
19～24……… 13,000 0.7 43,000 1.4 75,000 1.9 122,500 2.5 300,500 4.3 792,500 7.9
25・26……… 13,273 0.7 43,903 1.5 76,575 1.9 125,072 2.5 306,810 4.4 809,142 8.1
27～令和元… 8,168 0.4 36,245 1.2 66,365 1.7 99,547 2.0 236,361 3.4 719,294 7.2
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12.　所 　 得 　 税 　 負 　 担 　 額　　
（付　　個　人　住　民　税　負　　

 （注）1.　昭和63年分の所得税については，｢昭和63年分の所得税の臨時特例に関する法律」による減税を加味している。
　　　2.�　平成６年分の所得税については，｢平成６年分所得税の特別減税のための臨時措置法」による定率減税を加味している。個人住民税についても，定率減税を

加味している。
　　　3.�　平成７年分の所得税については，｢平成７年分所得税の特別減税のための臨時措置法」による定率減税を加味している。個人住民税についても，定率減税を

加味している。
　　　4.�　平成８年分の所得税については，｢平成８年分所得税の特別減税のための臨時措置法」による定率減税を加味している。個人住民税についても ,�定率減税を

加味している。
　　　5.�　平成10年分の所得税については，｢平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法」による定額減税を加味している。個人住民税についても ,�定額減税を

加味している。
　　　6.�　平成11年分から平成18年分までの所得税については，｢経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」による

減税を加味している。個人住民税についても，減税を加味している。
　　　7.　平成18年分の所得税及び平成18年度分の個人住民税については，定率減税縮減後の数値である。
　　　8.　平成19年分以降の所得税及び平成19年度分以降の個人住民税については，定率減税の廃止及び税源移譲後の数値である。
　　　9.　平成23年分以降の所得税及び平成24年度分以降の個人住民税については，年少扶養控除の廃止後の数値である。

（単位　円，％）

区　　　　　　　　　分 � 給与収入
年　次

200　万　円 300　万　円 400　万　円 500　万　円 700　万　円 1,000　万　円
税　　　　額 負　担　率 税　　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率

夫　
　
　

婦　
　
　

の　
　
　

み
（
続
）

（付）
個 人 住 民 税 を�
加 え た 場 合

昭和25…………… 1,235,768 61.8 1,929,296 64.3 2,623,296 65.6 3,317,296 66.3 4,722,822 67.5 6,831,823 68.3
30…………… 925,203 46.3 1,563,887 52.1 2,264,019 56.6 2,972,019 59.4 4,495,907 64.2 6,796,907 68.0
40…………… 447,014 22.4 906,564 30.2 1,421,052 35.5 1,969,785 39.4 3,178,750 45.4 5,098,750 51.0
50…………… 108,500 5.4 251,400 8.4 462,000 11.6 691,400 13.8 1,284,800 18.4 2,431,600 24.3
60…………… 74,675 3.7 194,750 6.5 361,150 9.0 562,850 11.3 1,102,600 15.8 2,157,900 21.6
63…………… 46,750 2.3 149,750 5.0 281,500 7.0 427,500 8.6 888,800 12.7 1,839,700 18.4

平成元…………… 24,250 1.2 118,750 4.0 250,000 6.3 396,000 7.9 804,500 11.5 1,724,750 17.2
2…………… 14,250 0.7 108,750 3.6 230,000 5.8 376,000 7.5 784,500 11.2 1,694,750 16.9
3～ 5……… 12,750 0.6 107,250 3.6 212,250 5.3 353,000 7.1 761,500 10.9 1,645,250 16.5
6…………… 10,200 0.5 85,800 2.9 169,800 4.2 282,400 5.6 609,200 8.7 1,316,200 13.2
7…………… 4,462 0.2 79,687 2.7 166,387 4.2 266,475 5.3 596,500 8.5 1,388,500 13.9
8…………… 3,825 0.2 79,050 2.6 164,475 4.1 262,650 5.3 586,000 8.4 1,378,000 13.8
9…………… 4,500 0.2 93,000 3.1 193,500 4.8 309,000 6.2 656,000 9.4 1,448,000 14.5
10…………… － － 10,500 0.4 111,000 2.8 226,500 4.5 573,500 8.2 1,365,500 13.7
11…………… 3,825 0.2 76,200 2.5 158,275 4.0 252,800 5.1 539,200 7.7 1,225,600 12.3
12～15……… 1,275 0.1 65,175 2.2 143,575 3.6 229,325 4.6 465,650 6.7 1,098,200 11.0
16…………… 22,075 1.1 95,575 3.2 173,975 4.3 259,725 5.2 523,250 7.5 1,159,000 11.6
17…………… 36,100 1.8 109,600 3.7 188,000 4.7 286,500 5.7 552,400 7.9 1,192,000 11.9
18…………… 40,050 2.0 121,800 4.1 209,000 5.2 318,250 6.4 612,200 8.7 1,301,000 13.0
19～24……… 44,000 2.2 134,000 4.5 230,000 5.8 350,000 7.0 672,000 9.6 1,410,000 14.1
25・26……… 44,273 2.2 134,903 4.5 231,575 5.8 352,572 7.1 678,310 9.7 1,426,642 14.3
27～令和元… 29,168 1.5 112,245 3.7 201,365 5.0 302,047 6.0 572,861 8.2 1,292,794 12.9

夫　
　
　

婦　
　
　

子　
　
　

２　
　
　

人

所 得 税

昭和25…………… 989,950 49.5 1,539,950 51.3 2,089,950 52.2 2,639,950 52.8 3,739,950 53.4 5,389,950 53.9
30…………… 754,250 37.7 1,292,850 43.1 1,883,250 47.1 2,483,250 49.7 3,772,000 53.9 5,722,000 57.2
40…………… 303,370 15.2 641,245 21.4 1,036,040 25.9 1,454,775 29.1 2,389,250 34.1 3,889,250 38.9
50…………… 11,000 0.6 82,800 2.8 186,600 4.7 305,600 6.1 644,400 9.2 1,368,000 13.7
60…………… － － 42,525 1.4 125,100 3.1 225,400 4.5 522,450 7.5 1,169,000 11.7
63…………… － － 24,000 0.8 94,000 2.4 167,000 3.3 366,000 5.2 894,000 8.9

平成元～ 4……… － － － － 57,500 1.4 130,500 2.6 296,500 4.2 821,000 8.2
5…………… － － － － 52,500 1.3 125,500 2.5 291,500 4.2 811,000 8.1
6…………… － － － － 42,000 1.1 100,400 2.0 233,200 3.3 648,800 6.5
7・ 8……… － － － － 28,050 0.7 90,100 1.8 226,100 3.2 680,000 6.8
9…………… － － － － 33,000 0.8 106,000 2.1 266,000 3.8 730,000 7.3
10…………… － － － － － － 6,000 0.1 166,000 2.4 625,000 6.3
11…………… － － － － 10,400 0.3 68,800 1.4 196,800 2.8 552,000 5.5
12～15……… － － － － 8,800 0.2 64,800 1.3 180,000 2.6 489,600 4.9
16・17……… － － － － 39,200 1.0 95,200 1.9 210,400 3.0 550,400 5.5
18…………… － － － － 44,100 1.1 107,100 2.1 236,700 3.4 619,200 6.2
19～22……… － － － － 24,500 0.6 59,500 1.2 165,500 2.4 590,500 5.9
23・24……… － － 11,500 0.4 43,500 1.1 78,500 1.6 203,500 2.9 666,500 6.7
25・26……… － － 11,741 0.4 44,413 1.1 80,148 1.6 207,773 3.0 680,496 6.8
27～令和元… － － 4,084 0.1 34,203 0.9 67,386 1.3 172,038 2.5 590,648 5.9

（付）
個 人 住 民 税 を�
加 え た 場 合

昭和25…………… 1,221,920 61.1 1,915,448 63.8 2,609,448 65.2 3,303,448 66.1 4,708,975 67.3 6,817,975 68.2
30…………… 895,919 44.8 1,531,674 51.1 2,228,878 55.7 2,936,878 58.7 4,457,838 63.7 6,758,838 67.6
40…………… 411,914 20.6 862,329 28.7 1,375,852 34.4 1,919,235 38.4 3,122,850 44.6 5,042,850 50.4
50…………… 34,800 1.7 156,600 5.2 345,600 8.6 557,800 11.2 1,115,800 15.9 2,216,800 22.2
60…………… － － 78,125 2.6 215,750 5.4 394,050 7.9 890,200 12.7 1,887,100 18.9
63…………… － － 47,250 1.6 163,550 4.1 305,500 6.1 689,600 9.9 1,566,300 15.7

平成元…………… － － 23,250 0.8 115,750 2.9 260,000 5.2 592,000 8.5 1,440,250 14.4
2…………… － － 8,750 0.3 101,250 2.5 231,000 4.6 563,000 8.0 1,396,750 14.0
3・ 4……… － － 6,250 0.2 98,750 2.5 208,250 4.2 538,000 7.7 1,344,250 13.4
5…………… － － 6,250 0.2 93,750 2.3 203,250 4.1 533,000 7.6 1,334,250 13.3
6…………… － － 3,800 0.1 73,800 1.8 161,400 3.2 424,000 6.1 1,063,800 10.6
7…………… － － － － 57,587 1.4 150,662 3.0 414,600 5.9 1,132,500 11.3
8…………… － － － － 55,675 1.4 148,750 3.0 404,100 5.8 1,122,000 11.2
9…………… － － － － 65,500 1.6 175,000 3.5 464,000 6.6 1,192,000 11.9
10…………… － － － － － － 32,500 0.7 321,500 4.6 1,044,500 10.4
11…………… － － － － 37,175 0.9 126,600 2.5 363,400 5.2 972,000 9.7
12～15……… － － － － 29,625 0.7 115,375 2.3 318,550 4.6 858,600 8.6
16…………… － － － － 60,025 1.5 145,775 2.9 348,950 5.0 919,400 9.2
17…………… － － 7,650 0.3 74,050 1.9 159,800 3.2 377,000 5.4 952,400 9.5
18…………… － － 8,325 0.3 82,025 2.1 177,400 3.5 418,000 6.0 1,041,200 10.4
19～22……… － － 9,000 0.3 90,000 2.3 195,000 3.9 459,000 6.6 1,130,000 11.3
23…………… － － 20,500 0.7 109,000 2.7 214,000 4.3 497,000 7.1 1,206,000 12.1
24…………… － － 48,500 1.6 144,500 3.6 249,500 5.0 530,000 7.6 1,239,000 12.1
25・26……… － － 48,741 1.6 145,413 3.6 251,148 5.0 534,273 7.6 1,252,996 12.5
27～令和元… － － 26,084 0.9 115,203 2.9 213,386 4.3 463,538 6.6 1,119,148 11.2
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　　の 　 累 　 年 　 比 　 較（給与所得者）（続）
　　担　額　を　加　え　た　場　合）（続）

 （備考）1.�　昭和30年分以降は一定の社会保険料控除を加味して計算しており，昭和60年分以降の社会保険料控除は，給与の収入金額の階級別に次のとおりの社会保険
料を支払ったものとして算定している。

昭和60年分～平成11年分 500万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
7％ 2％＋25万円 45万円

平成12年分～平成26年分 900万円以下 1,500万円以下 1,500万円超
10％ 4％＋54万円 114万円

平成27年�～ 900万円以下 1,800万円以下 1,800万円超
15％ 3％＋108万円 162万円

　　　　2.　税額を端数まで計算しているため，昭和63年分以前の所得税は簡易税額表によって算定を行った場合と必ずしも一致しない。
　　　　3.　平成元年分以降の所得税及び平成２年度分以降の個人住民税については，子２人のうち１人が中学生で，１人が大学生であるものとして計算している。
　　　　4.　平成元年分以降の所得税及び平成２年度分以降の個人住民税については，特定支出控除を適用せずに算定している。
　　　　5.　個人住民税負担額は年度分であり，所得割のみである（均等割を含まない）。
　　　　6.　個人住民税については，課税最低限を超える金額であっても，非課税限度額以上でなければ税額は発生しない。
　　　　7.　平成25年分以降の所得税については，復興特別所得税（基準所得税額の2.1％）を加味している。

（単位　円，％）

区　　　　　　　　　分 � 給与収入
年　次

200　万　円 300　万　円 400　万　円 500　万　円 700　万　円 1,000　万　円
税　　　　額 負　担　率 税　　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率 税　　　額 負　担　率

夫　
　
　

婦　
　
　

の　
　
　

み
（
続
）

（付）
個 人 住 民 税 を�
加 え た 場 合

昭和25…………… 1,235,768 61.8 1,929,296 64.3 2,623,296 65.6 3,317,296 66.3 4,722,822 67.5 6,831,823 68.3
30…………… 925,203 46.3 1,563,887 52.1 2,264,019 56.6 2,972,019 59.4 4,495,907 64.2 6,796,907 68.0
40…………… 447,014 22.4 906,564 30.2 1,421,052 35.5 1,969,785 39.4 3,178,750 45.4 5,098,750 51.0
50…………… 108,500 5.4 251,400 8.4 462,000 11.6 691,400 13.8 1,284,800 18.4 2,431,600 24.3
60…………… 74,675 3.7 194,750 6.5 361,150 9.0 562,850 11.3 1,102,600 15.8 2,157,900 21.6
63…………… 46,750 2.3 149,750 5.0 281,500 7.0 427,500 8.6 888,800 12.7 1,839,700 18.4

平成元…………… 24,250 1.2 118,750 4.0 250,000 6.3 396,000 7.9 804,500 11.5 1,724,750 17.2
2…………… 14,250 0.7 108,750 3.6 230,000 5.8 376,000 7.5 784,500 11.2 1,694,750 16.9
3～ 5……… 12,750 0.6 107,250 3.6 212,250 5.3 353,000 7.1 761,500 10.9 1,645,250 16.5
6…………… 10,200 0.5 85,800 2.9 169,800 4.2 282,400 5.6 609,200 8.7 1,316,200 13.2
7…………… 4,462 0.2 79,687 2.7 166,387 4.2 266,475 5.3 596,500 8.5 1,388,500 13.9
8…………… 3,825 0.2 79,050 2.6 164,475 4.1 262,650 5.3 586,000 8.4 1,378,000 13.8
9…………… 4,500 0.2 93,000 3.1 193,500 4.8 309,000 6.2 656,000 9.4 1,448,000 14.5
10…………… － － 10,500 0.4 111,000 2.8 226,500 4.5 573,500 8.2 1,365,500 13.7
11…………… 3,825 0.2 76,200 2.5 158,275 4.0 252,800 5.1 539,200 7.7 1,225,600 12.3
12～15……… 1,275 0.1 65,175 2.2 143,575 3.6 229,325 4.6 465,650 6.7 1,098,200 11.0
16…………… 22,075 1.1 95,575 3.2 173,975 4.3 259,725 5.2 523,250 7.5 1,159,000 11.6
17…………… 36,100 1.8 109,600 3.7 188,000 4.7 286,500 5.7 552,400 7.9 1,192,000 11.9
18…………… 40,050 2.0 121,800 4.1 209,000 5.2 318,250 6.4 612,200 8.7 1,301,000 13.0
19～24……… 44,000 2.2 134,000 4.5 230,000 5.8 350,000 7.0 672,000 9.6 1,410,000 14.1
25・26……… 44,273 2.2 134,903 4.5 231,575 5.8 352,572 7.1 678,310 9.7 1,426,642 14.3
27～令和元… 29,168 1.5 112,245 3.7 201,365 5.0 302,047 6.0 572,861 8.2 1,292,794 12.9

夫　
　
　

婦　
　
　

子　
　
　

２　
　
　

人

所 得 税

昭和25…………… 989,950 49.5 1,539,950 51.3 2,089,950 52.2 2,639,950 52.8 3,739,950 53.4 5,389,950 53.9
30…………… 754,250 37.7 1,292,850 43.1 1,883,250 47.1 2,483,250 49.7 3,772,000 53.9 5,722,000 57.2
40…………… 303,370 15.2 641,245 21.4 1,036,040 25.9 1,454,775 29.1 2,389,250 34.1 3,889,250 38.9
50…………… 11,000 0.6 82,800 2.8 186,600 4.7 305,600 6.1 644,400 9.2 1,368,000 13.7
60…………… － － 42,525 1.4 125,100 3.1 225,400 4.5 522,450 7.5 1,169,000 11.7
63…………… － － 24,000 0.8 94,000 2.4 167,000 3.3 366,000 5.2 894,000 8.9

平成元～ 4……… － － － － 57,500 1.4 130,500 2.6 296,500 4.2 821,000 8.2
5…………… － － － － 52,500 1.3 125,500 2.5 291,500 4.2 811,000 8.1
6…………… － － － － 42,000 1.1 100,400 2.0 233,200 3.3 648,800 6.5
7・ 8……… － － － － 28,050 0.7 90,100 1.8 226,100 3.2 680,000 6.8
9…………… － － － － 33,000 0.8 106,000 2.1 266,000 3.8 730,000 7.3
10…………… － － － － － － 6,000 0.1 166,000 2.4 625,000 6.3
11…………… － － － － 10,400 0.3 68,800 1.4 196,800 2.8 552,000 5.5
12～15……… － － － － 8,800 0.2 64,800 1.3 180,000 2.6 489,600 4.9
16・17……… － － － － 39,200 1.0 95,200 1.9 210,400 3.0 550,400 5.5
18…………… － － － － 44,100 1.1 107,100 2.1 236,700 3.4 619,200 6.2
19～22……… － － － － 24,500 0.6 59,500 1.2 165,500 2.4 590,500 5.9
23・24……… － － 11,500 0.4 43,500 1.1 78,500 1.6 203,500 2.9 666,500 6.7
25・26……… － － 11,741 0.4 44,413 1.1 80,148 1.6 207,773 3.0 680,496 6.8
27～令和元… － － 4,084 0.1 34,203 0.9 67,386 1.3 172,038 2.5 590,648 5.9

（付）
個 人 住 民 税 を�
加 え た 場 合

昭和25…………… 1,221,920 61.1 1,915,448 63.8 2,609,448 65.2 3,303,448 66.1 4,708,975 67.3 6,817,975 68.2
30…………… 895,919 44.8 1,531,674 51.1 2,228,878 55.7 2,936,878 58.7 4,457,838 63.7 6,758,838 67.6
40…………… 411,914 20.6 862,329 28.7 1,375,852 34.4 1,919,235 38.4 3,122,850 44.6 5,042,850 50.4
50…………… 34,800 1.7 156,600 5.2 345,600 8.6 557,800 11.2 1,115,800 15.9 2,216,800 22.2
60…………… － － 78,125 2.6 215,750 5.4 394,050 7.9 890,200 12.7 1,887,100 18.9
63…………… － － 47,250 1.6 163,550 4.1 305,500 6.1 689,600 9.9 1,566,300 15.7

平成元…………… － － 23,250 0.8 115,750 2.9 260,000 5.2 592,000 8.5 1,440,250 14.4
2…………… － － 8,750 0.3 101,250 2.5 231,000 4.6 563,000 8.0 1,396,750 14.0
3・ 4……… － － 6,250 0.2 98,750 2.5 208,250 4.2 538,000 7.7 1,344,250 13.4
5…………… － － 6,250 0.2 93,750 2.3 203,250 4.1 533,000 7.6 1,334,250 13.3
6…………… － － 3,800 0.1 73,800 1.8 161,400 3.2 424,000 6.1 1,063,800 10.6
7…………… － － － － 57,587 1.4 150,662 3.0 414,600 5.9 1,132,500 11.3
8…………… － － － － 55,675 1.4 148,750 3.0 404,100 5.8 1,122,000 11.2
9…………… － － － － 65,500 1.6 175,000 3.5 464,000 6.6 1,192,000 11.9
10…………… － － － － － － 32,500 0.7 321,500 4.6 1,044,500 10.4
11…………… － － － － 37,175 0.9 126,600 2.5 363,400 5.2 972,000 9.7
12～15……… － － － － 29,625 0.7 115,375 2.3 318,550 4.6 858,600 8.6
16…………… － － － － 60,025 1.5 145,775 2.9 348,950 5.0 919,400 9.2
17…………… － － 7,650 0.3 74,050 1.9 159,800 3.2 377,000 5.4 952,400 9.5
18…………… － － 8,325 0.3 82,025 2.1 177,400 3.5 418,000 6.0 1,041,200 10.4
19～22……… － － 9,000 0.3 90,000 2.3 195,000 3.9 459,000 6.6 1,130,000 11.3
23…………… － － 20,500 0.7 109,000 2.7 214,000 4.3 497,000 7.1 1,206,000 12.1
24…………… － － 48,500 1.6 144,500 3.6 249,500 5.0 530,000 7.6 1,239,000 12.1
25・26……… － － 48,741 1.6 145,413 3.6 251,148 5.0 534,273 7.6 1,252,996 12.5
27～令和元… － － 26,084 0.9 115,203 2.9 213,386 4.3 463,538 6.6 1,119,148 11.2
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13.　所 得 税 負 担 額 の　　

給　与　収　入
（年　　額） 区　　　　分

番　

号

日　　　　　　　　本 ア　　 　　メ　　　　　リ　　　　　カ イ ギ リ ス ド　　イ　　ツ フ　ラ　ン　ス 番　

号所 得 税 額 個人住民税額 合　　　　計 連邦所得税額 州所得税額 合　　計 所 得 税 額 個人所得課税額 所 得 税 額 個人所得課税額

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
100万円�

（� 8,850ド　ル）�
（� 6,849ポンド）�
（� 7,752ユーロ）

単 身 者  1 － － － － 4（0.4） 4（0.4） － － － 95（9.5）  1

夫 婦 の み  2 － － － － － － － － － 95（9.5）  2

夫 婦 子 ２ 人  3 － － － － － － － － － 95（9.5）  3

200万円�
（� 17,699ド　ル）�
（� 13,699ポンド）�
（� 15,504ユーロ）

単 身 者  4 28（1.4） 57（2.8） 84（4.2） 62（3.1） 45（2.2） 107（5.3） 54（2.7） 49（2.5） - 191（9.5）  4

夫 婦 の み  5 8（0.4） 21（1.1） 29（1.5） － 7（0.4） 7（0.4） 19（1.0） - - 191（9.5）  5

夫 婦 子 ２ 人  6 － － － － － － 19（1.0） - - 191（9.5）  6

300万円�
（� 26,549ド　ル）�
（� 20,548ポンド）�
（� 23,256ユーロ）

単 身 者  7 56（1.9） 112（3.7） 167（5.6） 173（5.8） 99（3.3） 271（9.0） 254（8.5） 281（9.4） 51（1.7） 340（11.3）  7

夫 婦 の み  8 36（1.2） 76（2.5） 112（3.7） 24（0.8） 47（1.6） 72（2.4） 219（7.3） - - 286（9.5）  8

夫 婦 子 ２ 人  9 － 2（0.1） 2（0.1） － 1（0.0） 1（0.0） 219（7.3） - - 286（9.5）  9

500万円�
（� 44,248ド　ル）�
（� 34,247ポンド）�
（� 38,760ユーロ）

単 身 者 10 138（2.8） 236（4.7） 374（7.5） 413（8.3） 224（4.5） 637（12.7） 654（13.1） 850（17.0） 342（6.8） 801（16.0） 10

夫 婦 の み 11 100（2.0） 203（4.1） 302（6.0） 225（4.5） 138（2.8） 363（7.3） 619（12.4） 377（7.5） - 486（9.7） 11

夫 婦 子 ２ 人 12 48（1.0） 111（2.2） 158（3.2） － 88（1.8） 88（1.8） 619（12.4） 357（7.1） - 477（9.5） 12

700万円�
（� 61,947ド　ル）�
（� 47,945ポンド）�
（� 54,264ユーロ）

単 身 者 13 313（4.5） 370（5.3） 682（9.7） 769（11.0） 351（5.0） 1,119（16.0） 1,101（15.7） 1,541（22.0） 789（11.3） 1,452（20.7） 13

夫 婦 の み 14 236（3.4） 337（4.8） 573（8.2） 465（6.6） 257（3.7） 723（10.3） 1,101（15.7） 892（12.7） 314（4.5） 951（13.6） 14

夫 婦 子 ２ 人 15 133（1.9） 259（3.7） 392（5.6） 183（2.6） 206（2.9） 388（5.5） 1,101（15.7） 863（12.3） 42（0.6） 709（10.1） 15

1,000万円�
（� 88,946ド　ル）�
（� 68,493ポンド）�
（� 77,519ユーロ）

単 身 者 16 797（8.0） 607（6.1） 1,403（14.0） 1,429（14.3） 540（5.4） 1,969（19.7） 2,301（23.0） 2,755（27.5） 1,461（14.6） 2,405（24.1） 16

夫 婦 の み 17 719（7.2） 574（5.7） 1,293（12.9） 825（8.3） 447（4.5） 1,272（12.7） 2,301（23.0） 1,779（17.8） 708（7.1） 1,644（16.4） 17

夫 婦 子 ２ 人 18 513（5.1） 496（5.0） 1,009（10.1） 543（5.4） 396（4.0） 938（9.4） 2,301（23.0） 1,740（17.4） 490（4.9） 1,430（14.3） 18

1,500万円�
（� 132,743ド　ル）�
（� 102,740ポンド）�
（� 116,279ユーロ）

単 身 者 19 2,101（14.0） 1,092（7.3） 3,192（21.3） 2,611（17.4） 869（5.8） 3,480（23.2） 4,381（29.2） 4,968（33.1） 2,750（18.3） 4,163（27.8） 19

夫 婦 の み 20 2,101（14.0） 1,092（7.3） 3,192（21.3） 1,757（11.7） 764（5.1） 2,521（16.8） 4,381（29.2） 3,712（24.8） 1,828（12.2） 3,247（21.6） 20

夫 婦 子 ２ 人 21 1,761（11.7） 1,014（6.8） 2,774（18.5） 1,475（9.8） 749（5.0） 2,224（14.8） 4,381（29.2） 3,499（23.3） 1,425（9.5） 2,847（19.0） 21

2,000万円�
（� 176,991ド　ル）�
（� 136,986ポンド）�
（� 155,039ユーロ）

単 身 者 22 3,755（18.8） 1,583（7.9） 5,338（26.7） 3,848（19.2） 1,197（6.0） 5,045（25.2） 6,993（35.0） 7,184（35.9） 4,449（22.2） 6,331（31.7） 22

夫 婦 の み 23 3,755（18.8） 1,583（7.9） 5,338（26.7） 2,857（14.3） 1,080（5.4） 3,938（19.7） 6,993（35.0） 5,923（29.6） 3,071（15.4） 4,961（24.8） 23

夫 婦 子 ２ 人 24 3,415（17.1） 1,505（7.5） 4,919（24.6） 2,575（12.9） 1,066（5.3） 3,641（18.2） 6,993（35.0） 5,653（28.3） 2,668（13.3） 4,561（22.8） 24

3,000万円�
（� 265,487ド　ル）�
（� 205,479ポンド）�
（� 232,558ユーロ）

単 身 者 25 7,682（25.6） 2,583（8.6） 10,265（34.2） 7,214（24.0） 1,868（6.2） 9,082（30.3） 11,398（38.0） 11,615（38.7） 8,419（28.1） 11,309（37.7） 25

夫 婦 の み 26 7,682（25.6） 2,583（8.6） 10,265（34.2） 5,222（17.4） 1,737（5.8） 6,959（23.2） 11,398（38.0） 10,355（34.5） 6,442（21.5） 9,339（31.1） 26

夫 婦 子 ２ 人 27 7,270（24.2） 2,505（8.3） 9,774（32.6） 4,939（16.5） 1,722（5.7） 6,661（22.2） 11,398（38.0） 10,084（33.6） 6,039（20.1） 8,939（29.8） 27

5,000万円�
（� 442,478ド　ル）�
（� 342,466ポンド）�
（� 387,597ユーロ）

単 身 者 28 16,146（32.3） 4,583（9.2） 20,729（41.5） 14,214（28.4） 3,238（6.5） 17,452（34.9） 20,398（40.8） 20,942（41.9） 16,771（33.5） 21,686（43.4） 28

夫 婦 の み 29 16,146（32.3） 4,583（9.2） 20,729（41.5） 10,929（21.9） 3,084（6.2） 14,012（28.0） 20,398（40.8） 19,217（38.4） 14,152（28.3） 19,085（38.2） 29

夫 婦 子 ２ 人 30 15,682（31.4） 4,505（9.0） 20,187（40.4） 10,889（21.8） 3,068（6.1） 13,957（27.9） 20,398（40.8） 18,946（37.9） 13,748（27.5） 18,685（37.4） 30

１億円�
（� 884,956ド　ル）�
（� 684,932ポンド）�
（� 775,194ユーロ）

単 身 者 31 39,119（39.1） 9,583（9.6） 48,701（48.7） 32,534（32.5） 6,663（6.7） 39,196（39.2） 42,898（42.9） 44,679（44.7） 37,651（37.7） 47,630（47.6） 31

夫 婦 の み 32 39,119（39.1） 9,583（9.6） 48,701（48.7） 28,990（29.0） 6,509（6.5） 35,498（35.5） 42,898（42.9） 42,331（42.3） 35,032（35.0） 45,029（45.0） 32

夫 婦 子 ２ 人 33 38,655（38.7） 9,505（9.5） 48,159（48.2） 28,990（29.0） 6,493（6.5） 35,483（35.5） 42,898（42.9） 41,999（42.0） 34,628（34.6） 44,629（44.6） 33

 （備考）1.�　日本及びフランスは社会保険料控除を適用した場合の税額及び負担割合である（日本の社会保険料控除については，第12表の備考１を参照）。
アメリカ及びイギリスでは社会保険料控除は認められない。また，ドイツについては社会保険料を含めた一定の支出に対する概算控除をした後
の税額及び負担割合である。

　　　　2.�　日本については，子２人のうち１人が特定扶養親族に該当し，１人が一般扶養親族に該当するものとして計算した場合の税額及び負担割合で
ある。また，個人住民税は所得割額のみである（均等割額を含まない）。なお，復興特別所得税（基準所得税額の2.1％）を加味して計算している。

　　　　3.�　アメリカについては，勤労所得税額控除は一定額の非適格所得（配当，利子等）を有する者には適用されないという規定があることから，考
慮していない。夫婦の場合は共同申告を想定。

　　　　　�　子２人のうち，１人が17歳未満，１人が17歳以上として計算している。また，州所得税は，ニューヨーク州の場合。地方政府によっては，連
邦・州とは別に個人所得税が課される場合がある。
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　　国 際 比 較（給与所得者）

給　与　収　入
（年　　額） 区　　　　分

番　

号

日　　　　　　　　本 ア　　 　　メ　　　　　リ　　　　　カ イ ギ リ ス ド　　イ　　ツ フ　ラ　ン　ス 番　

号所 得 税 額 個人住民税額 合　　　　計 連邦所得税額 州所得税額 合　　計 所 得 税 額 個人所得課税額 所 得 税 額 個人所得課税額

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
100万円�

（� 8,850ド　ル）�
（� 6,849ポンド）�
（� 7,752ユーロ）

単 身 者  1 － － － － 4（0.4） 4（0.4） － － － 95（9.5）  1

夫 婦 の み  2 － － － － － － － － － 95（9.5）  2

夫 婦 子 ２ 人  3 － － － － － － － － － 95（9.5）  3

200万円�
（� 17,699ド　ル）�
（� 13,699ポンド）�
（� 15,504ユーロ）

単 身 者  4 28（1.4） 57（2.8） 84（4.2） 62（3.1） 45（2.2） 107（5.3） 54（2.7） 49（2.5） - 191（9.5）  4

夫 婦 の み  5 8（0.4） 21（1.1） 29（1.5） － 7（0.4） 7（0.4） 19（1.0） - - 191（9.5）  5

夫 婦 子 ２ 人  6 － － － － － － 19（1.0） - - 191（9.5）  6

300万円�
（� 26,549ド　ル）�
（� 20,548ポンド）�
（� 23,256ユーロ）

単 身 者  7 56（1.9） 112（3.7） 167（5.6） 173（5.8） 99（3.3） 271（9.0） 254（8.5） 281（9.4） 51（1.7） 340（11.3）  7

夫 婦 の み  8 36（1.2） 76（2.5） 112（3.7） 24（0.8） 47（1.6） 72（2.4） 219（7.3） - - 286（9.5）  8

夫 婦 子 ２ 人  9 － 2（0.1） 2（0.1） － 1（0.0） 1（0.0） 219（7.3） - - 286（9.5）  9

500万円�
（� 44,248ド　ル）�
（� 34,247ポンド）�
（� 38,760ユーロ）

単 身 者 10 138（2.8） 236（4.7） 374（7.5） 413（8.3） 224（4.5） 637（12.7） 654（13.1） 850（17.0） 342（6.8） 801（16.0） 10

夫 婦 の み 11 100（2.0） 203（4.1） 302（6.0） 225（4.5） 138（2.8） 363（7.3） 619（12.4） 377（7.5） - 486（9.7） 11

夫 婦 子 ２ 人 12 48（1.0） 111（2.2） 158（3.2） － 88（1.8） 88（1.8） 619（12.4） 357（7.1） - 477（9.5） 12

700万円�
（� 61,947ド　ル）�
（� 47,945ポンド）�
（� 54,264ユーロ）

単 身 者 13 313（4.5） 370（5.3） 682（9.7） 769（11.0） 351（5.0） 1,119（16.0） 1,101（15.7） 1,541（22.0） 789（11.3） 1,452（20.7） 13

夫 婦 の み 14 236（3.4） 337（4.8） 573（8.2） 465（6.6） 257（3.7） 723（10.3） 1,101（15.7） 892（12.7） 314（4.5） 951（13.6） 14

夫 婦 子 ２ 人 15 133（1.9） 259（3.7） 392（5.6） 183（2.6） 206（2.9） 388（5.5） 1,101（15.7） 863（12.3） 42（0.6） 709（10.1） 15

1,000万円�
（� 88,946ド　ル）�
（� 68,493ポンド）�
（� 77,519ユーロ）

単 身 者 16 797（8.0） 607（6.1） 1,403（14.0） 1,429（14.3） 540（5.4） 1,969（19.7） 2,301（23.0） 2,755（27.5） 1,461（14.6） 2,405（24.1） 16

夫 婦 の み 17 719（7.2） 574（5.7） 1,293（12.9） 825（8.3） 447（4.5） 1,272（12.7） 2,301（23.0） 1,779（17.8） 708（7.1） 1,644（16.4） 17

夫 婦 子 ２ 人 18 513（5.1） 496（5.0） 1,009（10.1） 543（5.4） 396（4.0） 938（9.4） 2,301（23.0） 1,740（17.4） 490（4.9） 1,430（14.3） 18

1,500万円�
（� 132,743ド　ル）�
（� 102,740ポンド）�
（� 116,279ユーロ）

単 身 者 19 2,101（14.0） 1,092（7.3） 3,192（21.3） 2,611（17.4） 869（5.8） 3,480（23.2） 4,381（29.2） 4,968（33.1） 2,750（18.3） 4,163（27.8） 19

夫 婦 の み 20 2,101（14.0） 1,092（7.3） 3,192（21.3） 1,757（11.7） 764（5.1） 2,521（16.8） 4,381（29.2） 3,712（24.8） 1,828（12.2） 3,247（21.6） 20

夫 婦 子 ２ 人 21 1,761（11.7） 1,014（6.8） 2,774（18.5） 1,475（9.8） 749（5.0） 2,224（14.8） 4,381（29.2） 3,499（23.3） 1,425（9.5） 2,847（19.0） 21

2,000万円�
（� 176,991ド　ル）�
（� 136,986ポンド）�
（� 155,039ユーロ）

単 身 者 22 3,755（18.8） 1,583（7.9） 5,338（26.7） 3,848（19.2） 1,197（6.0） 5,045（25.2） 6,993（35.0） 7,184（35.9） 4,449（22.2） 6,331（31.7） 22

夫 婦 の み 23 3,755（18.8） 1,583（7.9） 5,338（26.7） 2,857（14.3） 1,080（5.4） 3,938（19.7） 6,993（35.0） 5,923（29.6） 3,071（15.4） 4,961（24.8） 23

夫 婦 子 ２ 人 24 3,415（17.1） 1,505（7.5） 4,919（24.6） 2,575（12.9） 1,066（5.3） 3,641（18.2） 6,993（35.0） 5,653（28.3） 2,668（13.3） 4,561（22.8） 24

3,000万円�
（� 265,487ド　ル）�
（� 205,479ポンド）�
（� 232,558ユーロ）

単 身 者 25 7,682（25.6） 2,583（8.6） 10,265（34.2） 7,214（24.0） 1,868（6.2） 9,082（30.3） 11,398（38.0） 11,615（38.7） 8,419（28.1） 11,309（37.7） 25

夫 婦 の み 26 7,682（25.6） 2,583（8.6） 10,265（34.2） 5,222（17.4） 1,737（5.8） 6,959（23.2） 11,398（38.0） 10,355（34.5） 6,442（21.5） 9,339（31.1） 26

夫 婦 子 ２ 人 27 7,270（24.2） 2,505（8.3） 9,774（32.6） 4,939（16.5） 1,722（5.7） 6,661（22.2） 11,398（38.0） 10,084（33.6） 6,039（20.1） 8,939（29.8） 27

5,000万円�
（� 442,478ド　ル）�
（� 342,466ポンド）�
（� 387,597ユーロ）

単 身 者 28 16,146（32.3） 4,583（9.2） 20,729（41.5） 14,214（28.4） 3,238（6.5） 17,452（34.9） 20,398（40.8） 20,942（41.9） 16,771（33.5） 21,686（43.4） 28

夫 婦 の み 29 16,146（32.3） 4,583（9.2） 20,729（41.5） 10,929（21.9） 3,084（6.2） 14,012（28.0） 20,398（40.8） 19,217（38.4） 14,152（28.3） 19,085（38.2） 29

夫 婦 子 ２ 人 30 15,682（31.4） 4,505（9.0） 20,187（40.4） 10,889（21.8） 3,068（6.1） 13,957（27.9） 20,398（40.8） 18,946（37.9） 13,748（27.5） 18,685（37.4） 30

１億円�
（� 884,956ド　ル）�
（� 684,932ポンド）�
（� 775,194ユーロ）

単 身 者 31 39,119（39.1） 9,583（9.6） 48,701（48.7） 32,534（32.5） 6,663（6.7） 39,196（39.2） 42,898（42.9） 44,679（44.7） 37,651（37.7） 47,630（47.6） 31

夫 婦 の み 32 39,119（39.1） 9,583（9.6） 48,701（48.7） 28,990（29.0） 6,509（6.5） 35,498（35.5） 42,898（42.9） 42,331（42.3） 35,032（35.0） 45,029（45.0） 32

夫 婦 子 ２ 人 33 38,655（38.7） 9,505（9.5） 48,159（48.2） 28,990（29.0） 6,493（6.5） 35,483（35.5） 42,898（42.9） 41,999（42.0） 34,628（34.6） 44,629（44.6） 33

　　　　4.�　各国において所得税額及び負担割合を計算するにあたっては，様々な所得控除や税額控除のうち，一般的に適用されるもののみを考慮して計
算している。従って，イギリスの就労税額控除（全額給付）等は計算に含めていない。

　　　　5.�　ドイツの個人所得課税額は，所得税に連帯付加税（所得税額の5.5％）を加えた額。フランスの個人所得課税額は，一般社会税額等を加えた額。
フランスでは，所得税とは別途，収入に対して一般社会税（ＣＳＧ）等が定率で課されており，ここでは一般社会税等の額を機械的に算出した
上で所得税額に加えている。

　　　　6.�　平成31年１月現在の税法等に基づいている。邦貨換算レートは，１ドル＝113円，１ポンド＝146円，１ユーロ＝129円（基準外国為替相場及
び裁定外国為替相場：平成31年１月中適用）。
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14.　所得税課税最低限の累年比較（給与所得者）

（付　　個 人 住 民 税 課 税 最 低 限）

区　　分
所　得　税（初年分） 所　得　税（平年分） （付）個人住民税

単身者 夫婦
のみ

夫　婦�
子１人

夫　婦�
子２人 単身者 夫婦

のみ
夫　婦�
子１人

夫　婦�
子２人 単身者 夫婦のみ 夫　婦�

子１人
夫　婦�
子２人

円 円 円 円
昭和 9～11年… 1,500 1,500 1,625 1,750

16………… 720 920 1,120 1,320
千円 千円 千円 千円

25………… 29 43 57 71 前年の所得税（初年分）に同じ
千円 千円 千円 千円

30………… 93 143 174 205 100 150 181 212

35………… 118 210 250 289 118 210 250 289
千円 千円 千円 千円

40………… 196 351 413 474 202 360 425 491 136 228 268 307

45………… 344 580 728 880 347 587 741 900 281 427 534 640

48………… 439 710 916 1,121 451 725 937 1,149 353 552 706 865

49………… 705 950 1,181 1,507 778 1,031 1,039 1,707 403 643 829 1,016

50………… 800 1,073 1,418 1,830 661 860 1,039 1,218

51………… 800 1,073 1,418 1,830 726 926 1,105 1,309

52・53…… 831 1,136 1,569 2,015 737 947 1,147 1,418

54………… 831 1,136 1,569 2,015 747 968 1,178 1,490

55………… 831 1,136 1,569 2,015 757 989 1,221 1,584

56………… 831 1,136 1,569 2,015 （770） 757 （1,040） 989 （1,350）1,221 （1,757）1,584

57・58…… 831 1,136 1,569 2,015 （770） 757 （1,130） 989 （1,500）1,221 （1,885）1,584

59………… 967 1,322 1,833 2,357 （790） 817 （1,170）1,096 （1,585）1,471 （2,000）1,888

60………… 967 1,322 1,833 2,357 （860） 892 （1,240）1,172 （1,600）1,471 （2,021）1,912

61………… 967 1,322 1,833 2,357 （880） 892 （1,280）1,172 （1,692）1,471 （2,135）1,912

62………… 967 1,551 2,091 2,615 （880） 892 （1,280）1,172 （1,692）1,471 （2,135）1,912

63………… 967 1,556 2,095 2,619 所得税（初年分）と同じ (880) 913 (1,280) 1,365 (1,692) 1,817 (2,135) 2,261

平成元………… 1,075 1,928 2,484 3,198 (890) 913 (1,300) 1,365 (1,735) 1,817 (2,192) 2,261

2………… 1,075 1,928 2,484 3,198 (990) 1,021 (1,420) 1,690 (1,821) 2,166 (2,307) 2,722

3………… 1,075 1,928 2,484 3,198 (990) 1,032 (1,480) 1,738 (1,907) 2,230 (2,392) 2,801

4………… 1,075 1,928 2,484 3,198 (990) 1,032 (1,520) 1,738 (1,964) 2,230 (2,450) 2,801

5………… 1,075 1,928 2,484 3,277 (990) 1,032 (1,580) 1,738 (2,050) 2,230 (2,535) 2,801

6………… 1,075 1,928 2,484 3,277 (990) 1,032 (1,633) 1,738 (2,121) 2,230 (2,607) 2,849

7………… 1,107 2,095 2,698 3,539 (990) 1,053 (1,633) 1,833 (2,121) 2,357 (2,607) 3,007

8・9 …… 1,107 2,095 2,698 3,539 (990) 1,053 (1,633) 1,857 (2,142) 2,380 (2,628) 3,031

10………… 1,107 2,095 2,698 3,616 (1,000) 1,053 (1,666) 1,857 (2,185) 2,380 (2,685) 3,031

11………… 1,107 2,095 2,857 3,821 (1,000) 1,053 (1,683) 1,857 (2,200) 2,380 (2,700) 3,063

12・13…… 1,144 2,200 2,833 3,842 (1,000) 1,088 (1,700) 1,950 (2,214) 2,500 (2,714) 3,250

14・15…… 1,144 2,200 2,833 3,842 (1,000) 1,088 (1,766) 1,950 (2,271) 2,500 (2,771) 3,250

16………… 1,144 1,566 2,200 3,250 (1,000) 1,088 (1,750) 1,950 (2,257) 2,500 (2,757) 3,250

17………… 1,144 1,566 2,200 3,250 (1,000) 1,088 (1,750) 1,455 (2,257) 1,950 (2,757) 2,700

18～22…… 1,144 1,566 2,200 3,250 (1,000) 1,088 (1,700) 1,455 (2,214) 1,950 (2,714) 2,700

23………… 1,144 1,566 1,566 2,616 (1,000) 1,088 (1,700) 1,455 (2,214) 1,950 (2,714) 2,700

24～26…… 1,144 1,566 1,566 2,616 (1,000) 1,088 (1,700) 1,455 (2,214) 1,455 (2,714) 2,150

27～令和元 1,211 1,688 1,688 2,854 (1,000) 1,152 (1,700) 1,541 (2,214) 1,541 (2,714) 2,345

 （備考）1.　昭和９～11年については，扶養親族に年齢制限があるため，配偶者は控除を受けられないものとして計算している。
　　　　　 昭和40年については，夫婦子１人，子２人の場合の子供は13歳未満として計算している。
　　　　　 昭和58年については，「昭和58年分の所得税の臨時特例等に関する法律」を加味していない。
　　　　　 昭和62年については，「昭和62年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律」を加味している。
　　　　 �　平成元年分以降の所得税及び平成２年度分以降の個人住民税については，夫婦子１人の場合の子供は中学生として計算し，夫婦子２人の場合の子供は１人

が中学生で，１人が大学生であるものとして計算している。
　　　　2.　昭和40～49年については，改正初年分の人的控除の引上げ幅が平年分の４分の３に圧縮されている。
　　　　3.　昭和30年以降は一定の社会保険料控除を加味して計算している（第12表の備考1を参照）。なお，昭和25年以前は社会保険料を加味していない。
　　　　4.�　個人住民税については，昭和40年度は道府県民税と市町村民税の課税最低限が異なるので，市町村民税の課税最低限を記載した。また，昭和56年度からの

（　）書は非課税限度額である。昭和59年度分は「個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律」による減税を加味している。
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16.　給与所得者数，納税者数の累年比較
（単位　千人，％）

区　　　　　分
給　与　所　得　者 納　　　税　　　者 納　税　者　割　合

１年勤続 １年未満�
勤　　続 計 １年勤続 １年未満�

勤　　続 計 １年勤続 １年未満�
勤　　続 計

平成20年分…………… 45,873 8,877 54,750 38,365 4,502 42,867 83.6 50.7 78.3
21………………… 45,056 8,757 53,814 36,829 4,122 40,951 81.7 47.1 76.1
22………………… 45,520 8,755 54,275 37,547 4,160 41,707 82.5 47.5 76.8
23………………… 45,657 8,758 54,415 38,533 4,121 42,654 84.4 47.1 78.4
24………………… 45,556 8,738 54,294 38,375 4,097 42,473 84.2 46.9 78.2
25………………… 46,454 8,696 55,151 38,969 4,205 43,173 83.9 48.3 78.3
26………………… 47,563 8,615 56,178 40,259 4,277 44,537 84.6 49.6 79.3
27………………… 47,940 8,700 56,640 40,514 4,331 44,846 84.5 49.8 79.2
28………………… 48,691 8,683 57,375 41,122 4,373 45,495 84.5 50.4 79.3
29………………… 49,451 8,556 58,007 41,975 4,357 46,332 84.9 50.9 79.9

 （備考）国税庁「民間給与実態統計調査」による。�

17.　給与所得者数，給与額，税額の累年比較
（１年を通じて勤務した給与所得者）

区　　　　　分 給　　与
所得者数

給 料 ・手 当 賞　　　　与 給　与　総　額 税　　　　額
総　額 平　均 総　額 平　均 総　額 平　均 総　額 平　均

千人 億円 千円 億円 千円 億円 千円 億円 千円
平成24年分…………… 45,556 1,589,898 3,490 268,610 590 1,858,508 4,080 72,977 160

25………………… 46,454 1,638,390 3,527 283,109 609 1,921,498 4,136 82,907 178
26………………… 47,563 1,676,974 3,526 297,069 625 1,974,043 4,150 85,124 179

男 28,314 1,237,166 4,370 236,584 836 1,473,750 5,205
27………………… 女 19,626 467,714 2,383 73,883 376 541,597 2,760

計 47,940 1,704,880 3,556 310,467 648 2,015,347 4,204 88,407 184
男 28,622 1,253,839 4,381 237,741 831 1,491,579 5,211

28………………… 女 20,069 484,956 2,416 76,457 381 561,413 2,797
計 48,691 1,738,794 3,571 314,198 645 2,052,992 4,216 90,418 186
男 29,357 1,304,081 4,442 256,372 873 1,560,453 5,315

29………………… 女 20,094 496,922 2,473 79,792 397 576,714 2,870
計 49,451 1,801,003 3,642 336,164 680 2,137,167 4,322 97,384 197

 （備考）国税庁「民間給与実態統計調査」による。�

15.　所得税の課税最低限及び税額と一般的な給付額が等しくなる給与収入の国際比較（給与所得者）

区　　　　　分 日　　本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

単 身 者
所得税額と一般的な給付額が等
しくなる給与収入

千円 ドル ポンド ユーロ ユーロ
1,211 12,200 12,740 12,617 25,472

（1,379千円） (1,860千円） （1,627千円） (3,286千円）

〔課税最低限〕 〔1,211〕 〔12,200〕 〔11,850〕 〔12,617〕 〔20,700〕
（1,379千円） (1,730千円） （1,627千円） (2,670千円）

夫 婦 の み
所得税額と一般的な給付額が等
しくなる給与収入 1,688 24,400 16,425 23,999 38,682

（2,757千円） （2,398千円） （3,096千円） (4,990千円）

〔課税最低限〕 〔1,688〕 〔24,400〕 〔13,041〕 〔23,999〕 〔38,682〕
（2,757千円） (1,904千円） （3,096千円） (4,990千円）

夫 婦 子 １ 人
所得税額と一般的な給付額が等
しくなる給与収入 5,346 44,300 23,637 36,834 45,707

（5,006千円） （3,451千円） （4,752千円） （5,896千円）

〔課税最低限〕 〔1,688〕 〔44,300〕 〔13,041〕 〔23,999〕 〔45,707〕
（5,006千円） (1,904千円） （3,096千円） （5,896千円）

夫 婦 子 ２ 人
所得税額と一般的な給付額が等
しくなる給与収入 6,315 48,466 23,637 46,727 69,767

（5,477千円） （3,451千円） （6,028千円） （8,597千円）
〔課税最低限〕 〔2,854〕 〔48,446〕 〔13,041〕 〔23,999〕 〔52,422〕

（5,477千円） (1,904千円） （3,096千円） （6,763千円）

（参考）
１人当たり国民所得 3,190 45,855 21,950 28,687 24,435

（5,182千円） （3,205千円） （3,701千円） （3,152千円）

 （備考）1.�　「所得税の課税最低限」とは，給与所得者の所得税の納税額が発生する最低の給与収入水準をいう。また，「税額と一般的な給付の給付額が等しくなる給与
収入」とは，所得税の課税最低限に一般的な給付措置を加味した際に，税額が給付額と等しくなる（実質的に負担額が生じ始める）給与収入水準をいう。所
得税額及び給付額の計算においては，統一的な国際比較を行う観点から，一定の家族構成や所得を前提として一般的に適用される控除や給付等を考慮してい
る。

　　　　2.�　比較のため，モデルケースとして夫婦子１人の場合にはその子を13歳として，夫婦子２人の場合には第１子が就学中の19歳，第２子が13歳として計算して
いる。

　　　　3.�　日本及びフランスは社会保険料控除が適用される（日本の社会保険料控除については，第12表の備考１を参照）。アメリカ及びイギリスでは社会保険料控
除は認められない。また，ドイツについては社会保険料を含めた一定の支出に対する概算控除を適用している。

　　　　4.　１人当たり国民所得については，第２表を参照。
　　　　5.�　平成31年１月現在に適用される税法等に基づいている。邦貨換算レートは，１ドル＝113円，１ポンド＝146円，１ユーロ＝129円（基準外国為替相場及び

裁定外国為替相場：平成31年１月中適用）。
　　　　6.　日本については，2013年（平成25年）１月からの復興特別所得税を加味していない。
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18.　所 得 税 の 控 除　　
（付　　個　人　住　民　税　の　　 　　控　除　及　び　税　率）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

給　

与　

所　

得　

控　

除

給与等の収入金額が
180万円までの場合
� 40%
360万円までの場合
� 30%+180,000円
660万円までの場合
� 20%+540,000円
1,000万円までの場合
� 10%+1,200,000円
1,000万円超の場合
� 5%+1,700,000円
最低保障額� 650,000円

同　左 給与等の収入金額が，
180万円までの場合
� 40%
360万円までの場合
� 30%+180,000円
660万円までの場合
� 20%+540,000円
1,000万円までの場合
� 10%+1,200,000円
1,500万円までの場合
� 5%+1,700,000円
1,500万円超の場合
� 2,450,000円（一定）
最低保障額� 650,000円
（24年度改正において措置）

同　左 同　左 給与等の収入金額が，
180万円までの場合
� 40%
360万円までの場合
� 30%+180,000円
660万円までの場合
� 20%+540,000円
1,000万円までの場合
� 10%+1,200,000円
1,200万円までの場合
� 5%+1,700,000円
1,200万円超の場合
� 2,300,000円（一定）
最低保障額
� 650,000円
（26年度改正におい
て措置）

給与等の収入金額が，
180万円までの場合
� 40%
360万円までの場合
� 30%+180,000円
660万円までの場合
� 20%+540,000円
1,000万円までの場合
� 10%+1,200,000円
1,000万円超の場合
� 2,200,000円（一定）
最低保障額� 650,000円
（26年度改正において措置）

同　左
（注�）〔令和２年分以後適用〕
給与等の収入金額が，
180万円までの場合
� 40%－100,000円
360万円までの場合
� 30%+80,000円
660万円までの場合
� 20%+440,000円
850万円までの場合
� 10%+1,100,000円
850万円超の場合
� 1,950,000円（一定）
最低保障額� 550,000円
（所得金額調整控除）
①�　給与等の収入金額が850万円を超える居
住者で，23歳未満の扶養親族又は特別障害
者である扶養親族等を有する場合等には，
給与等の収入金額から850万円を控除した
金額の10％に相当する金額を，給与所得の
金額から控除する（15万円を上限。）。
②�　給与所得控除後の給与等の金額及び公的
年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万
円を超える場合には，給与所得控除後の給
与等の金額（10万円を上限）及び公的年金
等に係る雑所得の金額（10万円を上限）の
合計額から10万円を控除した残額を，給与
所得の金額から控除する。

（30年度改正において措置）

同　左

特
定
支
出
控
除

給
与
所
得
者
の

給与所得の金額の計算上，特定支出の額
が給与所得控除を超える場合には，申告
により，その超える部分を控除すること
ができる。

同　左 同　左
（注�）特定支出の範囲に，
弁護士，公認会計士，
税理士などの資格取得
費及び勤務必要経費
（図書費，衣服費，交際
費）を追加。

　�　また，適用判定の基準
を給与所得控除額の２分
の１（給与収入1,500万
円超の場合は125万円）
とする。

（24年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左
（注�）平成28年分以
後，適用判定の
基準を給与所得
控除額の２分の
１とする。

（26年度改正におい
て措置）

同　左 同　左
（注�）〔令和２年分以後適用〕
　�　特定支出の範囲に，職務の遂行に直接必
要な旅費等で通常必要と認められるものを
追加。
　�　また，特定支出の範囲に含まれている単
身赴任者の帰宅旅費について，限度回数
（１月に４往復）を撤廃するとともに，帰
宅のために通常要する自動車を使用するこ
とにより支出する燃料費等の額を追加。

（30年度改正において措置）

同　左

（
青
色
申
告
特
別
控
除
）

専　
　

従　
　

者　
　

控　
　

除

青色事業専従者給与
　青色事業専従者給与額のうち，労務の
提供の程度等からみて労務の対価として
相当であると認められる金額

白色事業専従者控除
� 500,000円
（配偶者の場合� 860,000円）
　最高限度
 　（� 事業所得等の金額 �）  　１＋事業専従者の数
青色申告特別控除
①�　事業所得又は不動産所得を生ずべき
事業を営む青色申告者で，これらの所
得に係る取引を正規の簿記の原則に従
い記録している者
� 650,000円
②　①以外の青色申告者
� 100,000円

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕
①�　事業所得又は不動産所得を生ずべき事業
を営む青色申告者で，これらの所得に係る
取引を正規の簿記の原則に従い記録してい
る者
� 550,000円
②　①以外の青色申告者
� 100,000円
（注�）上記①の者であって，次に掲げる要件
のいずれかを満たす者

� 650,000円
　　イ�　その年分の事業に係る仕訳帳及び総

勘定元帳について，電子帳簿の備付け
及び保存を行っていること。

　　ロ�　その年分の所得税の確定申告書等の
提出を，その提出期限までにe-Taxを
使用して行うこと。

（30年度改正において措置）

同　左

公　

的　

年　

金　

等　

控　

除

〔65歳未満の者〕
公的年金等の収入金額が，
1,300,000円までの場合��
� 700,000円
4,100,000円までの場合
� 25%+375,000円
7,700,000円までの場合
� 15%+785,000円
7,700,000円超の場合
� 5%+1,555,000円

〔65歳以上の者〕
公的年金等の収入金額が，
3,300,000円までの場合
� 1,200,000円
4,100,000円までの場合
� 25%+375,000円
7,700,000円までの場合
� 15%+785,000円
7,700,000円超の場合
� 5%+1,555,000円

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕
①公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る
合計所得金額が1,000万円以下である場合
〔65歳未満の者〕
公的年金等の収入金額が，
1,300,000円までの場合� 600,000円
4,100,000円までの場合� 25%+275,000円
7,700,000円までの場合� 15%+685,000円
7,700,000円までの場合� 5%+1,455,000円
10,000,000円超の場合� 1,955,000円
〔65歳以上の者〕
公的年金等の収入金額が，
3,300,000円までの場合� 1,100,000円
4,100,000円までの場合� 25%+325,000円
7,700,000円までの場合� 15%+685,000円
10,000,000円までの場合� 5%+1,455,000円
10,000,000円超の場合� 1,955,000円
②1,000万円を超え2,000万円以下である場合
　上記①から10万円引下げ
③2,000万円超の場合
　上記①から20万円引下げ
（30年度改正において措置）

同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移
（付　　個　人　住　民　税　の　　 　　控　除　及　び　税　率）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

給　

与　

所　

得　

控　

除

給与等の収入金額が
180万円までの場合
� 40%
360万円までの場合
� 30%+180,000円
660万円までの場合
� 20%+540,000円
1,000万円までの場合
� 10%+1,200,000円
1,000万円超の場合
� 5%+1,700,000円
最低保障額� 650,000円

同　左 給与等の収入金額が，
180万円までの場合
� 40%
360万円までの場合
� 30%+180,000円
660万円までの場合
� 20%+540,000円
1,000万円までの場合
� 10%+1,200,000円
1,500万円までの場合
� 5%+1,700,000円
1,500万円超の場合
� 2,450,000円（一定）
最低保障額� 650,000円
（24年度改正において措置）

同　左 同　左 給与等の収入金額が，
180万円までの場合
� 40%
360万円までの場合
� 30%+180,000円
660万円までの場合
� 20%+540,000円
1,000万円までの場合
� 10%+1,200,000円
1,200万円までの場合
� 5%+1,700,000円
1,200万円超の場合
� 2,300,000円（一定）
最低保障額
� 650,000円
（26年度改正におい
て措置）

給与等の収入金額が，
180万円までの場合
� 40%
360万円までの場合
� 30%+180,000円
660万円までの場合
� 20%+540,000円
1,000万円までの場合
� 10%+1,200,000円
1,000万円超の場合
� 2,200,000円（一定）
最低保障額� 650,000円
（26年度改正において措置）

同　左
（注�）〔令和２年分以後適用〕
給与等の収入金額が，
180万円までの場合
� 40%－100,000円
360万円までの場合
� 30%+80,000円
660万円までの場合
� 20%+440,000円
850万円までの場合
� 10%+1,100,000円
850万円超の場合
� 1,950,000円（一定）
最低保障額� 550,000円
（所得金額調整控除）
①�　給与等の収入金額が850万円を超える居
住者で，23歳未満の扶養親族又は特別障害
者である扶養親族等を有する場合等には，
給与等の収入金額から850万円を控除した
金額の10％に相当する金額を，給与所得の
金額から控除する（15万円を上限。）。
②�　給与所得控除後の給与等の金額及び公的
年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万
円を超える場合には，給与所得控除後の給
与等の金額（10万円を上限）及び公的年金
等に係る雑所得の金額（10万円を上限）の
合計額から10万円を控除した残額を，給与
所得の金額から控除する。

（30年度改正において措置）

同　左

特
定
支
出
控
除

給
与
所
得
者
の

給与所得の金額の計算上，特定支出の額
が給与所得控除を超える場合には，申告
により，その超える部分を控除すること
ができる。

同　左 同　左
（注�）特定支出の範囲に，
弁護士，公認会計士，
税理士などの資格取得
費及び勤務必要経費
（図書費，衣服費，交際
費）を追加。

　�　また，適用判定の基準
を給与所得控除額の２分
の１（給与収入1,500万
円超の場合は125万円）
とする。

（24年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左
（注�）平成28年分以
後，適用判定の
基準を給与所得
控除額の２分の
１とする。

（26年度改正におい
て措置）

同　左 同　左
（注�）〔令和２年分以後適用〕
　�　特定支出の範囲に，職務の遂行に直接必
要な旅費等で通常必要と認められるものを
追加。
　�　また，特定支出の範囲に含まれている単
身赴任者の帰宅旅費について，限度回数
（１月に４往復）を撤廃するとともに，帰
宅のために通常要する自動車を使用するこ
とにより支出する燃料費等の額を追加。

（30年度改正において措置）

同　左

（
青
色
申
告
特
別
控
除
）

専　
　

従　
　

者　
　

控　
　

除

青色事業専従者給与
　青色事業専従者給与額のうち，労務の
提供の程度等からみて労務の対価として
相当であると認められる金額

白色事業専従者控除
� 500,000円
（配偶者の場合� 860,000円）
　最高限度
 　（� 事業所得等の金額 �）  　１＋事業専従者の数
青色申告特別控除
①�　事業所得又は不動産所得を生ずべき
事業を営む青色申告者で，これらの所
得に係る取引を正規の簿記の原則に従
い記録している者
� 650,000円
②　①以外の青色申告者
� 100,000円

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕
①�　事業所得又は不動産所得を生ずべき事業
を営む青色申告者で，これらの所得に係る
取引を正規の簿記の原則に従い記録してい
る者
� 550,000円
②　①以外の青色申告者
� 100,000円
（注�）上記①の者であって，次に掲げる要件
のいずれかを満たす者

� 650,000円
　　イ�　その年分の事業に係る仕訳帳及び総

勘定元帳について，電子帳簿の備付け
及び保存を行っていること。

　　ロ�　その年分の所得税の確定申告書等の
提出を，その提出期限までにe-Taxを
使用して行うこと。

（30年度改正において措置）

同　左

公　

的　

年　

金　

等　

控　

除

〔65歳未満の者〕
公的年金等の収入金額が，
1,300,000円までの場合��
� 700,000円
4,100,000円までの場合
� 25%+375,000円
7,700,000円までの場合
� 15%+785,000円
7,700,000円超の場合
� 5%+1,555,000円

〔65歳以上の者〕
公的年金等の収入金額が，
3,300,000円までの場合
� 1,200,000円
4,100,000円までの場合
� 25%+375,000円
7,700,000円までの場合
� 15%+785,000円
7,700,000円超の場合
� 5%+1,555,000円

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕
①公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る
合計所得金額が1,000万円以下である場合
〔65歳未満の者〕
公的年金等の収入金額が，
1,300,000円までの場合� 600,000円
4,100,000円までの場合� 25%+275,000円
7,700,000円までの場合� 15%+685,000円
7,700,000円までの場合� 5%+1,455,000円
10,000,000円超の場合� 1,955,000円
〔65歳以上の者〕
公的年金等の収入金額が，
3,300,000円までの場合� 1,100,000円
4,100,000円までの場合� 25%+325,000円
7,700,000円までの場合� 15%+685,000円
10,000,000円までの場合� 5%+1,455,000円
10,000,000円超の場合� 1,955,000円
②1,000万円を超え2,000万円以下である場合
　上記①から10万円引下げ
③2,000万円超の場合
　上記①から20万円引下げ
（30年度改正において措置）

同　左

51所 得 税 51



18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

基　

礎　

控　

除

380,000円 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕
合計所得金額が2,400万円以下で
ある居住者
� 480,000円
合計所得金額が2,400万円超
2,450万円以下である居住者
� 320,000円
合計所得金額が2,450万円超
2,500万円以下である居住者
� 160,000円
合計所得金額が2,500万円超であ
る居住者については基礎控除の
適用はできないこととする。
（30年度改正において措置）

同　左

配　
　
　

偶　
　
　

者　
　
　

控　
　
　

除

� 380,000円
年齢70歳以上の老人控除対象配
偶者� 480,000円
同居している特別障害者である
控除対象配偶者� 730,000円
同居している特別障害者である
老人控除対象配偶者
� 830,000円
 （控除対象配偶者の所得要件）合計所得金額が38万円以下
であること

� 380,000円
年齢70歳以上の老人控除対象配
偶者� 480,000円
 （控除対象配偶者の所得要件）合計所得金額が38万円以下
であること
（注�）扶養控除の見直しに伴
い，同居特別障害者加算の
特例措置に代え，同居特別
障害者に対する障害者控除
（75万円）を創設。

（22年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）　非居住者である親
族に係る配偶者控除
の適用を受ける居住
者に対して，確定申
告書等に①配偶者控
除に係る非居住者で
ある親族がその居住
者の親族に該当する
旨を証する書類及び
②その非居住者であ
る親族がその居住者
と生計を一にするこ
とを明らかにする書
類を添付等すること
を義務付ける。

（27年度改正において措
置）

同　左 居住者の合計所得金額が
900万円以下の場合
� 380,000円
（老人控除対象配偶者：
� 480,000円）
900万円超950万円以下の場合
� 260,000円
（老人控除対象配偶者：
� 320,000円）
950万円超1,000万円以下の場合
� 130,000円
（老人控除対象配偶者：
� 160,000円）
（注�）合計所得金額が1,000万円
を超える居住者について
は，配偶者控除の適用はで
きない。

 （控除対象配偶者の所得要件）　合計所得金額が38万円以
下であり，居住者の合計所
得金額が1,000万円以下であ
ること。

（29年度改正において措置）

（注）〔令和２年分以後適用〕

 （控除対象配偶者の所得要件）　合計所得金額が48万円以
下であり，居住者の合計所
得金額が1,000万円以下であ
ること。

（30年度改正において措置）

同　左

配　
　

偶　
　

者　
　

特　
　

別　
　

控　
　

除

　　　最高� 380,000円
合計所得金額1,000万円以下の
者について適用する。
控除対象配偶者以外の配偶者の
所得金額に応じて以下のように
控除額を調整。
配偶者の所得� 控除額
38～40万円未満� 38万円
40～45　 〃� 36 〃
45～50　 〃� 31 〃
50～55　 〃� 26 〃
55～60　 〃� 21 〃
60～65　 〃� 16 〃
65～70　 〃� 11 〃
70～75　 〃� 6 〃
75～76　 〃� 3 〃

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）非居住者である親
族に係る配偶者特別
控除の適用を受ける
居住者に対して，確
定申告書等に①配偶
者特別控除に係る非
居住者である親族が
その居住者の親族に
該当する旨を証する
書類及び②その非居
住者である親族がそ
の居住者と生計を一
にすることを明らか
にする書類を添付等
することを義務付け
る。

（27年度改正において措
置）

同　左 居住者及び配偶者特別控除の対
象となる配偶者の合計所得金額
に応じて，以下のように控除額
を調整。
①居住者の合計所得金額が900
万円以下の場合
配偶者の所得� 控除額
 38～ 85万円以下� 38万円
 85～ 90　 〃　� 36 〃
 90～ 95　 〃　� 31 〃
 95～100　 〃　� 26 〃
100～105　 〃　� 21 〃
105～110　 〃　� 16 〃
110～115　 〃　� 11 〃
115～120　 〃　� 6 〃
120～123　 〃　� 3 〃
②居住者の合計所得金額が900
万円超950万円以下の場合
 38～ 85万円以下� 26万円
 85～ 90　 〃　� 24 〃
 90～ 95　 〃　� 21 〃
 95～100　 〃　� 18 〃
100～105　 〃　� 14 〃
105～110　 〃　� 11 〃
110～115　 〃　� 8 〃
115～120　 〃　� 4 〃
120～123　 〃　� 2 〃

同　左

52 所 得 税



　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

基　

礎　

控　

除

380,000円 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕
合計所得金額が2,400万円以下で
ある居住者
� 480,000円
合計所得金額が2,400万円超
2,450万円以下である居住者
� 320,000円
合計所得金額が2,450万円超
2,500万円以下である居住者
� 160,000円
合計所得金額が2,500万円超であ
る居住者については基礎控除の
適用はできないこととする。
（30年度改正において措置）

同　左

配　
　
　

偶　
　
　

者　
　
　

控　
　
　

除

� 380,000円
年齢70歳以上の老人控除対象配
偶者� 480,000円
同居している特別障害者である
控除対象配偶者� 730,000円
同居している特別障害者である
老人控除対象配偶者
� 830,000円
 （控除対象配偶者の所得要件）合計所得金額が38万円以下
であること

� 380,000円
年齢70歳以上の老人控除対象配
偶者� 480,000円
 （控除対象配偶者の所得要件）合計所得金額が38万円以下
であること
（注�）扶養控除の見直しに伴
い，同居特別障害者加算の
特例措置に代え，同居特別
障害者に対する障害者控除
（75万円）を創設。

（22年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）　非居住者である親
族に係る配偶者控除
の適用を受ける居住
者に対して，確定申
告書等に①配偶者控
除に係る非居住者で
ある親族がその居住
者の親族に該当する
旨を証する書類及び
②その非居住者であ
る親族がその居住者
と生計を一にするこ
とを明らかにする書
類を添付等すること
を義務付ける。

（27年度改正において措
置）

同　左 居住者の合計所得金額が
900万円以下の場合
� 380,000円
（老人控除対象配偶者：
� 480,000円）
900万円超950万円以下の場合
� 260,000円
（老人控除対象配偶者：
� 320,000円）
950万円超1,000万円以下の場合
� 130,000円
（老人控除対象配偶者：
� 160,000円）
（注�）合計所得金額が1,000万円
を超える居住者について
は，配偶者控除の適用はで
きない。

 （控除対象配偶者の所得要件）　合計所得金額が38万円以
下であり，居住者の合計所
得金額が1,000万円以下であ
ること。

（29年度改正において措置）

（注）〔令和２年分以後適用〕

 （控除対象配偶者の所得要件）　合計所得金額が48万円以
下であり，居住者の合計所
得金額が1,000万円以下であ
ること。

（30年度改正において措置）

同　左

配　
　

偶　
　

者　
　

特　
　

別　
　

控　
　

除

　　　最高� 380,000円
合計所得金額1,000万円以下の
者について適用する。
控除対象配偶者以外の配偶者の
所得金額に応じて以下のように
控除額を調整。
配偶者の所得� 控除額
38～40万円未満� 38万円
40～45　 〃� 36 〃
45～50　 〃� 31 〃
50～55　 〃� 26 〃
55～60　 〃� 21 〃
60～65　 〃� 16 〃
65～70　 〃� 11 〃
70～75　 〃� 6 〃
75～76　 〃� 3 〃

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）非居住者である親
族に係る配偶者特別
控除の適用を受ける
居住者に対して，確
定申告書等に①配偶
者特別控除に係る非
居住者である親族が
その居住者の親族に
該当する旨を証する
書類及び②その非居
住者である親族がそ
の居住者と生計を一
にすることを明らか
にする書類を添付等
することを義務付け
る。

（27年度改正において措
置）

同　左 居住者及び配偶者特別控除の対
象となる配偶者の合計所得金額
に応じて，以下のように控除額
を調整。
①居住者の合計所得金額が900
万円以下の場合
配偶者の所得� 控除額
 38～ 85万円以下� 38万円
 85～ 90　 〃　� 36 〃
 90～ 95　 〃　� 31 〃
 95～100　 〃　� 26 〃
100～105　 〃　� 21 〃
105～110　 〃　� 16 〃
110～115　 〃　� 11 〃
115～120　 〃　� 6 〃
120～123　 〃　� 3 〃
②居住者の合計所得金額が900
万円超950万円以下の場合
 38～ 85万円以下� 26万円
 85～ 90　 〃　� 24 〃
 90～ 95　 〃　� 21 〃
 95～100　 〃　� 18 〃
100～105　 〃　� 14 〃
105～110　 〃　� 11 〃
110～115　 〃　� 8 〃
115～120　 〃　� 4 〃
120～123　 〃　� 2 〃

同　左

53所 得 税



18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

配
偶
者
特
別
控
除
（
続
）

③�居住者の合計所得金額が950
万円超1,000万円以下の場合
 38～ 85万円以下　� 13万円
 85～ 90　 〃� 12 〃
 90～ 95　 〃� 11 〃
 95～100　 〃� 9 〃
100～105　 〃� 7 〃
105～110　 〃� 6 〃
110～115　 〃� 4 〃
115～120　 〃� 2 〃
120～123　 〃� 1 〃
（29年度改正において措置）

（注）〔令和２年分以後適用〕
　�　配偶者特別控除の対象とな
る配偶者の合計所得金額を48
万円超133万円以下とし，そ
の控除額の算定の基礎となる
配偶者の所得の区分をそれぞ
れ10万円引き上げる。

（30年度改正において措置）

扶　
　

養　
　

控　
　

除

控除対象扶養親族（年齢16歳以
上）� 380,000円
うち，特定扶養親族（年齢19歳
以上23歳未満）� 630,000円
うち，老人扶養親族（年齢70歳
以上）� 480,000円
ただし，老人扶養親族のうち，
同居している老親等
� 580,000円

（注�）同居特別障害者加算の特
例措置に代え，同居特別障
害者に対する障害者控除
（75万円）を創設（下欄参
照）。

（22年度改正において措置）
 （扶養親族の所得要件　）控除対象配偶者の場合
と同様

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）非居住者である親
族に係る扶養控除の
適用を受ける居住者
に対して，確定申告
書等に①扶養控除に
係る非居住者である
親族がその居住者の
親族に該当する旨を
証する書類及び②そ
の非居住者である親
族がその居住者と生
計を一にすることを
明らかにする書類を
添付等することを義
務付ける。

（27年度改正において措
置）

同　左 同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕

 （扶養親族の所得要件　　　）合計所得金額が48万円以下
であること。

（30年度改正において措置）

同　左

障
害
者
、
寡
婦
（
寡
夫
）
及
び
勤
労
学
生
控
除

控除額� 270,000円
障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は，
� 400,000円
扶養親族又は控除対象配偶者が
同居の特別障害者である場合は，
� 750,000円
寡婦のうちの特別加算に該当す
る場合は，
� 350,000円
（22年度改正において措置）

（所得要件等）
⑴　障害者
　　所得要件なし
⑵　寡婦（寡夫）
　㋑�　寡婦…夫と死別・離婚し
た後再婚していない者等で
扶養親族等を有する者か，
夫と死別した後再婚してい
ない者等で合計所得金額
500万円以下の者

（注�）扶養親族である子を有
し，かつ，合計所得金額が
500万円以下の者は，８万
円の特別加算

　㋺�　寡夫…妻と死別・離婚し
た後再婚していない者等で
総所得金額等が38万円以下
の生計を一にする子を有
し，かつ，合計所得金額
500万円以下の者

⑶　勤労学生
　�　学生，生徒等のうち，その
年の合計所得金額が65万円以
下で，かつ，自己の勤労所得
以外の所得が10万円以下の者

同　左 同　左 同　左 同　左 （注�）非居住者である親
族に係る障害者控除
の適用を�受ける居
住者に対して，確定
申告書等に①障害者
控除に係る非居住者
である親族がその居
住者の親族に該当す
る旨を証する書類及
び②その非居住者で
ある親族がその居住
者と生計を一にする
ことを明らかにする
書類を添付等するこ
とを義務付ける。

（27年度改正において措
置）

同　左 控除額� 同左
障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は，
� 同左
扶養親族又は同一生計配偶者が
同居の特別障害者である場合は，
� 同左
寡婦のうちの特別加算に該当す
る場合は，
� 同左

 （同一生計配偶者の所得要件）合計所得金額が38万円以下
であること。

（29年度改正において措置）
（注）〔令和２年分以後適用〕

 （同一生計配偶者の所得要件）合計所得金額が48万円以下
であること。

（30年度改正において措置）

（所得要件等）
同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕
⑴　障害者� 同左
⑵　寡婦（寡夫）
　㋑　同左
　㋺�　寡夫…妻と死別・離婚し
た後再婚していない者等で
総所得金額等が48万円以下
の生計を一にする子を有
し，かつ，合計所得金額
500万円以下の者

⑶　勤労学生
　�　学生，生徒等のうち，その
年の合計所得金額が75万円以
下で，かつ，自己の勤労所得
以外の所得が10万円以下の者

（30年度改正において措置）

同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

配
偶
者
特
別
控
除
（
続
）

③�居住者の合計所得金額が950
万円超1,000万円以下の場合
 38～ 85万円以下　� 13万円
 85～ 90　 〃� 12 〃
 90～ 95　 〃� 11 〃
 95～100　 〃� 9 〃
100～105　 〃� 7 〃
105～110　 〃� 6 〃
110～115　 〃� 4 〃
115～120　 〃� 2 〃
120～123　 〃� 1 〃
（29年度改正において措置）

（注）〔令和２年分以後適用〕
　�　配偶者特別控除の対象とな
る配偶者の合計所得金額を48
万円超133万円以下とし，そ
の控除額の算定の基礎となる
配偶者の所得の区分をそれぞ
れ10万円引き上げる。

（30年度改正において措置）

扶　
　

養　
　

控　
　

除

控除対象扶養親族（年齢16歳以
上）� 380,000円
うち，特定扶養親族（年齢19歳
以上23歳未満）� 630,000円
うち，老人扶養親族（年齢70歳
以上）� 480,000円
ただし，老人扶養親族のうち，
同居している老親等
� 580,000円

（注�）同居特別障害者加算の特
例措置に代え，同居特別障
害者に対する障害者控除
（75万円）を創設（下欄参
照）。

（22年度改正において措置）
 （扶養親族の所得要件　）控除対象配偶者の場合
と同様

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）非居住者である親
族に係る扶養控除の
適用を受ける居住者
に対して，確定申告
書等に①扶養控除に
係る非居住者である
親族がその居住者の
親族に該当する旨を
証する書類及び②そ
の非居住者である親
族がその居住者と生
計を一にすることを
明らかにする書類を
添付等することを義
務付ける。

（27年度改正において措
置）

同　左 同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕

 （扶養親族の所得要件　　　）合計所得金額が48万円以下
であること。

（30年度改正において措置）

同　左

障
害
者
、
寡
婦
（
寡
夫
）
及
び
勤
労
学
生
控
除

控除額� 270,000円
障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は，
� 400,000円
扶養親族又は控除対象配偶者が
同居の特別障害者である場合は，
� 750,000円
寡婦のうちの特別加算に該当す
る場合は，
� 350,000円
（22年度改正において措置）

（所得要件等）
⑴　障害者
　　所得要件なし
⑵　寡婦（寡夫）
　㋑�　寡婦…夫と死別・離婚し
た後再婚していない者等で
扶養親族等を有する者か，
夫と死別した後再婚してい
ない者等で合計所得金額
500万円以下の者

（注�）扶養親族である子を有
し，かつ，合計所得金額が
500万円以下の者は，８万
円の特別加算

　㋺�　寡夫…妻と死別・離婚し
た後再婚していない者等で
総所得金額等が38万円以下
の生計を一にする子を有
し，かつ，合計所得金額
500万円以下の者

⑶　勤労学生
　�　学生，生徒等のうち，その
年の合計所得金額が65万円以
下で，かつ，自己の勤労所得
以外の所得が10万円以下の者

同　左 同　左 同　左 同　左 （注�）非居住者である親
族に係る障害者控除
の適用を�受ける居
住者に対して，確定
申告書等に①障害者
控除に係る非居住者
である親族がその居
住者の親族に該当す
る旨を証する書類及
び②その非居住者で
ある親族がその居住
者と生計を一にする
ことを明らかにする
書類を添付等するこ
とを義務付ける。

（27年度改正において措
置）

同　左 控除額� 同左
障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は，
� 同左
扶養親族又は同一生計配偶者が
同居の特別障害者である場合は，
� 同左
寡婦のうちの特別加算に該当す
る場合は，
� 同左

 （同一生計配偶者の所得要件）合計所得金額が38万円以下
であること。

（29年度改正において措置）
（注）〔令和２年分以後適用〕

 （同一生計配偶者の所得要件）合計所得金額が48万円以下
であること。

（30年度改正において措置）

（所得要件等）
同　左
（注）〔令和２年分以後適用〕
⑴　障害者� 同左
⑵　寡婦（寡夫）
　㋑　同左
　㋺�　寡夫…妻と死別・離婚し
た後再婚していない者等で
総所得金額等が48万円以下
の生計を一にする子を有
し，かつ，合計所得金額
500万円以下の者

⑶　勤労学生
　�　学生，生徒等のうち，その
年の合計所得金額が75万円以
下で，かつ，自己の勤労所得
以外の所得が10万円以下の者

（30年度改正において措置）

同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

そ　
　

の　
　

他　
　

の　
　

所　
　

得　
　

控　
　

除

⑴　雑損控除
　�　住宅，家財等の家庭用財産
の災害等による損失額のうち，�
所得金額の10%を超える金額。�
ただし，災害に直接関連して
支出された費用についての控
除額は，所得金額の10％相当
額又は５万円のいずれか低い
金額を超える金額。
⑵　医療費控除
　�　医療費のうち，所得金額の
５％相当額と10万円とのいず
れか低い金額を超える部分の
金額（最高200万円）。

⑶　生命保険料控除
　㋑　一般の生命保険料

～25,000円
の場合

支払保険料等全
額

25,001円～
50,000円の
場合

支払保険料等×
1/2＋12,500円

50,001円～
100,000円
の場合

支払保険料等×
1/4＋25,000円

100,000円
超の場合

50,000円（一律）

　㋺　個人年金保険料
　　　同　上

⑷　地震保険料控除
　�　家屋又は家財について支
払った地震保険料等（最高
50,000円）

（注�）平成18年末までに締結し
た一定の長期損害保険契約
については従前どおりの控
除額が適用（地震保険料控
除と合わせて最高50,000円）

⑸　社会保険料控除
　　支払額の全額

⑴　雑損控除
　　同　左

⑵　医療費控除
　　同　左
（注�）医療費控除の対象範囲
に，介護福祉士等が診療の
補助として行う喀痰吸引等
に係る費用の自己負担分を
追加。

⑶　生命保険料控除
　�　各保険料控除の合計適用限
度額は，12万円。
　㋑　平成24年１月１日
　　�以後に締結した保険契約等
（新契約）

　　イ　一般生命保険料
� ～20,000円

の場合
支払保険料等
全額

20,001円～
40,000円の
場合

支払保険料等
×1/2＋10,000
円

40,001円～
80,000円の
場合

支払保険料等
×1/4＋20,000
円

80,000円超
の場合

40,000円
（一律）

　　ロ　介護医療保険料
　　　　同　上
　　ハ　個人年金保険料
　　　　同　上

　㋺�　平成23年12月31日以前に
締結した保険契約等（旧契
約）

　　�　従前通り左の控除額を適
用。

（22年度改正において措置）

⑷　地震保険料控除
　　同　左

⑸　社会保険料控除
　　同　左

同　左 同　左 同　左 同　左 ⑴　雑損控除
　　同　左

⑵　医療費控除
　　同　左
（注�）セルフメディケー
ション税制

　�　平成29年から令和３年
までの間に，健康の保持
増進及び疾病の予防への
一定の取組を行っている
居住者が，その年中に支
払った自己又は自己と生
計を一にする配偶者その
他の親族に係るスイッチ
ＯＴＣ医薬品等購入費の
うち12,000円を超える部
分の金額（88,000円を限
度）について，その年分
の総所得金額等から控除。

（28年度改正において措置）

⑶　生命保険料控除
　　同　左

⑷　地震保険料控除
　　同　左

⑸　社会保険料控除
　　同　左

同　左 同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

そ　
　

の　
　

他　
　

の　
　

所　
　

得　
　

控　
　

除

⑴　雑損控除
　�　住宅，家財等の家庭用財産
の災害等による損失額のうち，�
所得金額の10%を超える金額。�
ただし，災害に直接関連して
支出された費用についての控
除額は，所得金額の10％相当
額又は５万円のいずれか低い
金額を超える金額。
⑵　医療費控除
　�　医療費のうち，所得金額の
５％相当額と10万円とのいず
れか低い金額を超える部分の
金額（最高200万円）。

⑶　生命保険料控除
　㋑　一般の生命保険料

～25,000円
の場合

支払保険料等全
額

25,001円～
50,000円の
場合

支払保険料等×
1/2＋12,500円

50,001円～
100,000円
の場合

支払保険料等×
1/4＋25,000円

100,000円
超の場合

50,000円（一律）

　㋺　個人年金保険料
　　　同　上

⑷　地震保険料控除
　�　家屋又は家財について支
払った地震保険料等（最高
50,000円）

（注�）平成18年末までに締結し
た一定の長期損害保険契約
については従前どおりの控
除額が適用（地震保険料控
除と合わせて最高50,000円）

⑸　社会保険料控除
　　支払額の全額

⑴　雑損控除
　　同　左

⑵　医療費控除
　　同　左
（注�）医療費控除の対象範囲
に，介護福祉士等が診療の
補助として行う喀痰吸引等
に係る費用の自己負担分を
追加。

⑶　生命保険料控除
　�　各保険料控除の合計適用限
度額は，12万円。
　㋑　平成24年１月１日
　　�以後に締結した保険契約等
（新契約）

　　イ　一般生命保険料
� ～20,000円

の場合
支払保険料等
全額

20,001円～
40,000円の
場合

支払保険料等
×1/2＋10,000
円

40,001円～
80,000円の
場合

支払保険料等
×1/4＋20,000
円

80,000円超
の場合

40,000円
（一律）

　　ロ　介護医療保険料
　　　　同　上
　　ハ　個人年金保険料
　　　　同　上

　㋺�　平成23年12月31日以前に
締結した保険契約等（旧契
約）

　　�　従前通り左の控除額を適
用。

（22年度改正において措置）

⑷　地震保険料控除
　　同　左

⑸　社会保険料控除
　　同　左

同　左 同　左 同　左 同　左 ⑴　雑損控除
　　同　左

⑵　医療費控除
　　同　左
（注�）セルフメディケー
ション税制

　�　平成29年から令和３年
までの間に，健康の保持
増進及び疾病の予防への
一定の取組を行っている
居住者が，その年中に支
払った自己又は自己と生
計を一にする配偶者その
他の親族に係るスイッチ
ＯＴＣ医薬品等購入費の
うち12,000円を超える部
分の金額（88,000円を限
度）について，その年分
の総所得金額等から控除。

（28年度改正において措置）

⑶　生命保険料控除
　　同　左

⑷　地震保険料控除
　　同　左

⑸　社会保険料控除
　　同　左

同　左 同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

所　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

そ　

の　

他　

の　

所　

得　

控　

除　
（
続
）

⑹　小規模企業共済等掛金控除
　　次の掛金の支払額の全額
　㋑�　小規模企業共済契約に係
る掛金

　㋺�　確定拠出年金の個人型年
金加入者掛金

　㋩�　心身障害者扶養共済制度
の掛金

（注�）小規模企業共済等掛金の
範囲に，個人事業の共同経
営者が支払った掛金を追加。

⑺　寄附金控除
　㋑�　国又は地方公共団体に対
する寄附金

　㋺　指定寄附金
　㋩�　特定公益増進法人に対す
る寄附金

　㋥�　認定NPO法人に対する
寄附金

　㋭�　政治活動に関する寄附金
（特定の政治献金）

　㋬�　特定新規中小会社の特定
新規株式を払込みにより取
得をした場合におけるその
年中に取得に要した金額
（1,000万円を限度）

　�について，寄附金の額（所得
金額の40%を限度）のうち，
２千円を超える部分の金額を
所得控除する。

（注）
１�　認定ＮＰＯ法人等並びに一
定の要件を満たす公益社団・
財団法人，学校法人，社会福
祉法人及び更生保護法人に対
する寄附について，新たに税
額控除制度を導入し，従来の
所得控除制度との選択制とす
る。
２�　特定新規中小会社が発行し
た株式を取得した場合におけ
る控除の適用対象となる特定
新規株式の範囲に，総合特別
区域法に規定する指定会社で
平成26年３月31日までに同法
の規定による指定を受けたも
のにより発行される株式で当
該指定の日から同日以後３年
を経過する日までの間に発行
されるものを追加。

⑹　小規模企業共済等掛金控除
　　同　左

（注�）小規模企業共済等掛金の
範囲に，確定拠出年金の企
業型年金について個人が拠
出する企業型年金加入者掛
金（いわゆるマッチング拠
出）を追加。

（22年度改正において措置）

⑺　寄附金控除
　　同　左

同　左 ⑹　小規模企業共済等掛金控除
　　同　左
（注�）対象となる小規模企業者
の範囲に，宿泊業又は娯楽
業を営む者で，常時使用す
る従業員の数が20名以下
（現行５名以下）となる者を
追加。

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注�）特定新規中小会社が発行
した株式を取得した場合に
おける控除について，次の
措置を講ずる。

　１�　適用対象となる総合特別
区域法の指定会社に係る同
法の規定に基づく指定期限
を２年延長。

　２�　適用対象となる特定新規
株式の範囲に，沖縄振興特
別措置法に規定する指定会
社で平成26年４月１日から
平成29年３月31日までの間
に同法の規定による指定を
受けたものにより発行され
る株式を追加。

⑹�　小規模企業共済等掛
金控除
　　同　左

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注�）特定新規中小会社
が発行した株式を取
得した場合における
控除の適用対象とな
る特定新規株式の範
囲に，国家戦略特別
区域法に規定する一
定の株式会社により
発行される株式で平
成30年３月31日まで
の間に発行されるも
のを追加。

⑹�　小規模企業共済等掛
金控除
　　同　左

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注）
　�　特定新規中小会社が
発行した株式を取得し
た場合の課税の特例に
ついて，適用対象とな
る総合特別区域法の指
定会社に係る同法の規
定に基づく指定期限を
２年延長。�
　�　また，適用対象とな
る特定新規株式の範囲
に，地域再生法に規定
する特定地域再生事業
を行う株式会社で平成
28年４月１日から平成
30年３月31日までの間
に同法の規定による確
認を受けたものにより
発行される株式のう
ち，当該確認を受けた
日から同日以後３年を
経過する日までの間に
発行されるものを追加。

⑹�　小規模企業共済等掛
金控除
　　同　左
（注�）対象となる確定拠
出年金の個人型年金
の加入者の範囲に，
企業年金加入者，公
務員等共済加入者及
び第三号被保険者を
追加。

（27年度改正において措置）

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注�）特定新規中小会社
が発行した株式を取
得した場合における
控除について，適用
対象となる沖縄振興
特別措置法の指定会
社に係る同法の規定
に基づく指定期限を
平成31年３月31日ま
で２年延長。

⑹�　小規模企業共済等掛
金控除
　　同　左

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注）
　�　特定新規中小会社が
発行した株式を取得し
た場合の課税の特例に
ついて，
①�　適用対象となる地域
再生法に規定する特定
地域再生事業を行う株
式会社（平成30年３月
31日までに同法の確認
を受けたものに限る。）
により発行される株式
で当該確認を受けた日
から同日以後３年を経
過する日までの間に発
行されるものを，当該
特定地域再生事業を行
う株式会社により発行
される株式で地域再生
法等の改正法の施行の
日（平成30年６月１
日）から令和２年３月
31日までの間に発行さ
れるものに見直すとと
ともに，所要の経過措
置を講ずる。
②�　適用対象となる国家
戦略特別区域法に規定
する特定事業を行う株
式会社により発行され
る株式の発行期限を２
年延長する。
③�　適用対象となる株式
の範囲から，総合特別
区域法に規定する指定
会社により発行される
株式を除外する。

⑹　小規模企業共済等掛金控除
　　同　左

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注）（令和元年度改正）
　�　特定新規中小会社が発行した株
式を取得した場合における控除に
ついて，適用対象となる沖縄振興
特別措置法の指定会社に係る同法
の規定に基づく指定期限を令和３
年３月31日まで２年延長。

税　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　

除

配　
　
　
　
　

当　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　

除

㋑�　配当所得を上積とし，配当
所得以外の所得と合わせた課
税総所得金額が1,000万円に
達するまでの配当所得の金額
について10％，1,000万円を
超える部分の金額について
５％
㋺�　証券投資信託の収益の分配
については５％（課税総所得
金額が1,000万円を超えると
きは，その超える部分につい
ては2.5％）〔所法〕
　�　ただし，公募証券投資信託
の収益の分配，私募公社債等
運用投資信託の収益の分配，
特定外貨建証券投資信託の収
益の分配，特定投資信託又は
特定目的信託の収益の分配，
投資法人の配当等及び特定目
的会社の金銭の分配に係る配
当所得，株式配当等につき源
泉分離課税を選択した配当所
得，確定申告不要制度により
申告しなかった配当所得は配
当控除の対象とならない。
〔措法〕
（注�）申告分離課税制度を選択
した配当所得は，配当控除
の対象とならない。〔措法〕

　　※�　平成21年１月１日以後
に支払を受けるべき上場
株式等の配当等に係る配
当所得について適用。

（20年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

所　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

そ　

の　

他　

の　

所　

得　

控　

除　
（
続
）

⑹　小規模企業共済等掛金控除
　　次の掛金の支払額の全額
　㋑�　小規模企業共済契約に係
る掛金

　㋺�　確定拠出年金の個人型年
金加入者掛金

　㋩�　心身障害者扶養共済制度
の掛金

（注�）小規模企業共済等掛金の
範囲に，個人事業の共同経
営者が支払った掛金を追加。

⑺　寄附金控除
　㋑�　国又は地方公共団体に対
する寄附金

　㋺　指定寄附金
　㋩�　特定公益増進法人に対す
る寄附金

　㋥�　認定NPO法人に対する
寄附金

　㋭�　政治活動に関する寄附金
（特定の政治献金）

　㋬�　特定新規中小会社の特定
新規株式を払込みにより取
得をした場合におけるその
年中に取得に要した金額
（1,000万円を限度）

　�について，寄附金の額（所得
金額の40%を限度）のうち，
２千円を超える部分の金額を
所得控除する。

（注）
１�　認定ＮＰＯ法人等並びに一
定の要件を満たす公益社団・
財団法人，学校法人，社会福
祉法人及び更生保護法人に対
する寄附について，新たに税
額控除制度を導入し，従来の
所得控除制度との選択制とす
る。
２�　特定新規中小会社が発行し
た株式を取得した場合におけ
る控除の適用対象となる特定
新規株式の範囲に，総合特別
区域法に規定する指定会社で
平成26年３月31日までに同法
の規定による指定を受けたも
のにより発行される株式で当
該指定の日から同日以後３年
を経過する日までの間に発行
されるものを追加。

⑹　小規模企業共済等掛金控除
　　同　左

（注�）小規模企業共済等掛金の
範囲に，確定拠出年金の企
業型年金について個人が拠
出する企業型年金加入者掛
金（いわゆるマッチング拠
出）を追加。

（22年度改正において措置）

⑺　寄附金控除
　　同　左

同　左 ⑹　小規模企業共済等掛金控除
　　同　左
（注�）対象となる小規模企業者
の範囲に，宿泊業又は娯楽
業を営む者で，常時使用す
る従業員の数が20名以下
（現行５名以下）となる者を
追加。

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注�）特定新規中小会社が発行
した株式を取得した場合に
おける控除について，次の
措置を講ずる。

　１�　適用対象となる総合特別
区域法の指定会社に係る同
法の規定に基づく指定期限
を２年延長。

　２�　適用対象となる特定新規
株式の範囲に，沖縄振興特
別措置法に規定する指定会
社で平成26年４月１日から
平成29年３月31日までの間
に同法の規定による指定を
受けたものにより発行され
る株式を追加。

⑹�　小規模企業共済等掛
金控除
　　同　左

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注�）特定新規中小会社
が発行した株式を取
得した場合における
控除の適用対象とな
る特定新規株式の範
囲に，国家戦略特別
区域法に規定する一
定の株式会社により
発行される株式で平
成30年３月31日まで
の間に発行されるも
のを追加。

⑹�　小規模企業共済等掛
金控除
　　同　左

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注）
　�　特定新規中小会社が
発行した株式を取得し
た場合の課税の特例に
ついて，適用対象とな
る総合特別区域法の指
定会社に係る同法の規
定に基づく指定期限を
２年延長。�
　�　また，適用対象とな
る特定新規株式の範囲
に，地域再生法に規定
する特定地域再生事業
を行う株式会社で平成
28年４月１日から平成
30年３月31日までの間
に同法の規定による確
認を受けたものにより
発行される株式のう
ち，当該確認を受けた
日から同日以後３年を
経過する日までの間に
発行されるものを追加。

⑹�　小規模企業共済等掛
金控除
　　同　左
（注�）対象となる確定拠
出年金の個人型年金
の加入者の範囲に，
企業年金加入者，公
務員等共済加入者及
び第三号被保険者を
追加。

（27年度改正において措置）

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注�）特定新規中小会社
が発行した株式を取
得した場合における
控除について，適用
対象となる沖縄振興
特別措置法の指定会
社に係る同法の規定
に基づく指定期限を
平成31年３月31日ま
で２年延長。

⑹�　小規模企業共済等掛
金控除
　　同　左

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注）
　�　特定新規中小会社が
発行した株式を取得し
た場合の課税の特例に
ついて，
①�　適用対象となる地域
再生法に規定する特定
地域再生事業を行う株
式会社（平成30年３月
31日までに同法の確認
を受けたものに限る。）
により発行される株式
で当該確認を受けた日
から同日以後３年を経
過する日までの間に発
行されるものを，当該
特定地域再生事業を行
う株式会社により発行
される株式で地域再生
法等の改正法の施行の
日（平成30年６月１
日）から令和２年３月
31日までの間に発行さ
れるものに見直すとと
ともに，所要の経過措
置を講ずる。
②�　適用対象となる国家
戦略特別区域法に規定
する特定事業を行う株
式会社により発行され
る株式の発行期限を２
年延長する。
③�　適用対象となる株式
の範囲から，総合特別
区域法に規定する指定
会社により発行される
株式を除外する。

⑹　小規模企業共済等掛金控除
　　同　左

⑺　寄附金控除
　　同　左
（注）（令和元年度改正）
　�　特定新規中小会社が発行した株
式を取得した場合における控除に
ついて，適用対象となる沖縄振興
特別措置法の指定会社に係る同法
の規定に基づく指定期限を令和３
年３月31日まで２年延長。
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除

㋑�　配当所得を上積とし，配当
所得以外の所得と合わせた課
税総所得金額が1,000万円に
達するまでの配当所得の金額
について10％，1,000万円を
超える部分の金額について
５％
㋺�　証券投資信託の収益の分配
については５％（課税総所得
金額が1,000万円を超えると
きは，その超える部分につい
ては2.5％）〔所法〕
　�　ただし，公募証券投資信託
の収益の分配，私募公社債等
運用投資信託の収益の分配，
特定外貨建証券投資信託の収
益の分配，特定投資信託又は
特定目的信託の収益の分配，
投資法人の配当等及び特定目
的会社の金銭の分配に係る配
当所得，株式配当等につき源
泉分離課税を選択した配当所
得，確定申告不要制度により
申告しなかった配当所得は配
当控除の対象とならない。
〔措法〕
（注�）申告分離課税制度を選択
した配当所得は，配当控除
の対象とならない。〔措法〕

　　※�　平成21年１月１日以後
に支払を受けるべき上場
株式等の配当等に係る配
当所得について適用。

（20年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

外　

国　

税　

額　

控　

除

　外国所得税（通常行われる取
引と認められない一定の取引に
係る外国所得税を除く。）を課
せられた年分の所得税額のうち
国外源泉所得に対応する金額を
限度として税額控除する。一定
額の範囲内で，過去３年以内の
控除余裕枠は当年の控除枠に加
え，過去３年以内の控除未済額
は当年で控除できる。
　なお，外国税額控除の適用を
受けた外国所得税がその後の年
分において外国で減額された場
合には調整を行う。
（注）
１�　外国税額控除の適用を受け
た外国所得税が減額された場
合の調整を，その適用を受け
た年の翌年以後７年内の減額
に限る。

（21年度改正において措置）
２�　複数の税率の中から納税者
と税務当局等との合意により
税率が決定される税につい
て，最も低い税率を上回る部
分を外国税額控除の適用の対
象となる外国所得税から除外。
３�　控除限度額の計算につい
て，租税条約の規定により条
約相手国等に課税権を認めた
所得で当該条約相手国等にお
いて外国所得税を課されるも
のは，国外所得に該当。

（23年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）控除限度額の計算の
基となる所得でその源
泉が国外にあるものを，
新たに国外所得金額と
して定義。

（26年度改正において措置）

同　左 同　左
（注）（令和元年度改正）
〔令和２年分以後適用〕
　�　我が国で所得として認
識されない金額に対して
課されるものとして外国
税額控除の対象から除外
される外国所得税の額
に，居住者に対する配当
等の支払があったものと
みなして課される一定の
外国所得税の額を追加。

住

宅

借

入

金

等

に

係

る

税

額

控

除

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　�　居住者が，新築又は既存の
居住用家屋の取得等をして，
６ヵ月以内に居住の用に供し
た場合のその居住に係る借入
金残高等を対象として次によ
り算出した額を10年間（年間
所得3,000万円以下の年に限
る。）にわたり所得税額から
控除する。

（適用期限：平成25年12月31日
居住分）

（注�）認定長期優良住宅に係る
控除額の特例を創設（平成
21年６月４日以後適用）。

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
3,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
2,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注�）耐震基準に適合しない中
古住宅を取得した場合にお
いて，当該中古住宅の取得
の日までに耐震改修工事の
申請等をし，かつ，その者
の居住の用に供する日まで
にその耐震改修工事により
耐震基準に適合することと
なったことにつき証明がさ
れたときは，当該中古住宅
を耐震基準に適合する既存
住宅とみなして，控除を適
用。

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
平成26年１月から３月居住分
（年末の住宅ローン等の残高）
2,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

平成26年４月から平成29年居住
分
（年末の住宅ローン等の残高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注）
　�・適用期限を令和元年６
月30日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長
が行政手続における番号
利用法の規定により氏名
及び住所等を確認するこ
とができるときは，住民
票の写しの添付を要しな
い。

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残
高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注１）
　�　現行の居住者が満たす
べき要件と同様の要件の
下で，非居住者が住宅の
新築取得等をした場合に
ついても適用可能とする。

（注２）
　�　適用期限を令和３年12
月31日まで２年６月延
長。（消費税率引上げ時
期変更法において措置）

［控除額の計算］
　同　左

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注）
１�　住宅ローン減税の適用
を受ける住宅が災害によ
り居住の用に供すること
ができなくなった場合，
災害により居住の用に供
することができなくなっ
た年以後の適用年（従前
家屋等を事業等の用に供
した等の日以後の各年を
除く。）についても適用
可能とする。
２�　上記１の場合において，�
再建支援法適用者は，従
前家屋に係る住宅借入金
等と再取得等をした家屋
の住宅借入金等について
重複して適用可能とする。

［控除額の計算］
　同　左

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　�　個人が，新築又は既存
の居住用家屋の取得等を
して，６ヵ月以内に居住
の用に供した場合のその
居住に係る借入金残高等
を対象として次により算
出した額を10年間又は13
年間（年間所得3,000万円
以下の年に限る。）にわ
たり所得税額から控除す
る。

［控除額の計算］
平成26年４月から令和元年
９月又は令和３年居住分
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
②　認定住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
（注�）　上記の控除額の計算
は，住宅の対価の額又
は費用の額に含まれる
消費税等の税率が８％
又は10％である場合の
ものであり，それ以外
の場合の控除額の計算
は，平成25年と同じと
なる。
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

外　

国　

税　

額　

控　

除

　外国所得税（通常行われる取
引と認められない一定の取引に
係る外国所得税を除く。）を課
せられた年分の所得税額のうち
国外源泉所得に対応する金額を
限度として税額控除する。一定
額の範囲内で，過去３年以内の
控除余裕枠は当年の控除枠に加
え，過去３年以内の控除未済額
は当年で控除できる。
　なお，外国税額控除の適用を
受けた外国所得税がその後の年
分において外国で減額された場
合には調整を行う。
（注）
１�　外国税額控除の適用を受け
た外国所得税が減額された場
合の調整を，その適用を受け
た年の翌年以後７年内の減額
に限る。

（21年度改正において措置）
２�　複数の税率の中から納税者
と税務当局等との合意により
税率が決定される税につい
て，最も低い税率を上回る部
分を外国税額控除の適用の対
象となる外国所得税から除外。
３�　控除限度額の計算につい
て，租税条約の規定により条
約相手国等に課税権を認めた
所得で当該条約相手国等にお
いて外国所得税を課されるも
のは，国外所得に該当。

（23年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）控除限度額の計算の
基となる所得でその源
泉が国外にあるものを，
新たに国外所得金額と
して定義。

（26年度改正において措置）

同　左 同　左
（注）（令和元年度改正）
〔令和２年分以後適用〕
　�　我が国で所得として認
識されない金額に対して
課されるものとして外国
税額控除の対象から除外
される外国所得税の額
に，居住者に対する配当
等の支払があったものと
みなして課される一定の
外国所得税の額を追加。

住

宅

借

入

金

等

に

係

る

税

額

控

除

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　�　居住者が，新築又は既存の
居住用家屋の取得等をして，
６ヵ月以内に居住の用に供し
た場合のその居住に係る借入
金残高等を対象として次によ
り算出した額を10年間（年間
所得3,000万円以下の年に限
る。）にわたり所得税額から
控除する。

（適用期限：平成25年12月31日
居住分）

（注�）認定長期優良住宅に係る
控除額の特例を創設（平成
21年６月４日以後適用）。

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
3,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
2,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注�）耐震基準に適合しない中
古住宅を取得した場合にお
いて，当該中古住宅の取得
の日までに耐震改修工事の
申請等をし，かつ，その者
の居住の用に供する日まで
にその耐震改修工事により
耐震基準に適合することと
なったことにつき証明がさ
れたときは，当該中古住宅
を耐震基準に適合する既存
住宅とみなして，控除を適
用。

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
平成26年１月から３月居住分
（年末の住宅ローン等の残高）
2,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

平成26年４月から平成29年居住
分
（年末の住宅ローン等の残高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注）
　�・適用期限を令和元年６
月30日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長
が行政手続における番号
利用法の規定により氏名
及び住所等を確認するこ
とができるときは，住民
票の写しの添付を要しな
い。

［控除額の計算］
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残
高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注１）
　�　現行の居住者が満たす
べき要件と同様の要件の
下で，非居住者が住宅の
新築取得等をした場合に
ついても適用可能とする。

（注２）
　�　適用期限を令和３年12
月31日まで２年６月延
長。（消費税率引上げ時
期変更法において措置）

［控除額の計算］
　同　左

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左
（注）
１�　住宅ローン減税の適用
を受ける住宅が災害によ
り居住の用に供すること
ができなくなった場合，
災害により居住の用に供
することができなくなっ
た年以後の適用年（従前
家屋等を事業等の用に供
した等の日以後の各年を
除く。）についても適用
可能とする。
２�　上記１の場合において，�
再建支援法適用者は，従
前家屋に係る住宅借入金
等と再取得等をした家屋
の住宅借入金等について
重複して適用可能とする。

［控除額の計算］
　同　左

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

⑴　住宅ローン減税
［制度の基本的内容］
　�　個人が，新築又は既存
の居住用家屋の取得等を
して，６ヵ月以内に居住
の用に供した場合のその
居住に係る借入金残高等
を対象として次により算
出した額を10年間又は13
年間（年間所得3,000万円
以下の年に限る。）にわ
たり所得税額から控除す
る。

［控除額の計算］
平成26年４月から令和元年
９月又は令和３年居住分
〔控除期間〕10年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
②　認定住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
（注�）　上記の控除額の計算
は，住宅の対価の額又
は費用の額に含まれる
消費税等の税率が８％
又は10％である場合の
ものであり，それ以外
の場合の控除額の計算
は，平成25年と同じと
なる。
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

住

宅

借

入

金

等

に

係

る

税

額

控

除
（
続
）

②　認定長期優良住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� 1.2％
（注�）上記①一般の住宅及び②
認定長期優良住宅について，
所得税から控除しきれない
場合には，次のいずれか小
さい額を個人住民税から控
除することができる（地方
税法）。

　㋑�　住宅ローン控除可能額の
うち所得税において控除し
きれなかった額

　㋺�　住宅ローン控除前の所得
税額（9.75万円を超えると
きは9.75万円）

②　認定長期優良住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
（注�）対象となる住宅に認定低
炭素住宅を追加。

②　認定住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
3,000万円以下の部分
・１年目から10年目
　まで� １％

②　認定住宅
平成26年１月から３月居住分
（年末の住宅ローン等の残高）
3,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

平成26年４月から29年居住分
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
（注）
１�　上記①一般の住宅及び②認
定住宅について，所得税から
控除しきれない場合には，次
のいずれか小さい額を個人住
民税から控除することができ
る（地方税法）。
　㋑�　住宅ローン控除可能額の
うち所得税において控除し
きれなかった額

　㋺�　住宅ローン控除前の所得
税額。ただし，次の金額を
上限とする。

　　イ�　平成26年１月から３月
居住分…9.75万円

　　ロ�　平成26年４月から29年
12月居住分…13.65万円

２�　上記①一般の住宅及び②認
定住宅における平成26年４月
から29年居住分の借入限度額
等は，住宅の対価の額又は費
用の額に含まれる消費税等の
税率が８％又は10％である場
合の金額であり，それ以外の
場合の借入限度額等は，平成
25年と同じとなる。

②　認定住宅
（年末の住宅ローン等の残
高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
（注）
１�　上記①一般の住宅及び
②認定住宅について，所
得税から控除しきれない
場合には，次のいずれか
小さい額を個人住民税か
ら控除することができる
（地方税法）。
　㋑�　住宅ローン控除可能
額のうち所得税におい
て控除しきれなかった
額

　㋺�　住宅ローン控除前の
所得税額。ただし，
13.65万円を上限とする。

２�　上記①一般の住宅及び
②認定住宅における借入
限度額等は，住宅の対価
の額又は費用の額に含ま
れる消費税等の税率が
８％又は10％である場合
の金額であり，それ以外
の場合の借入限度額等
は，平成25年と同じとな
る。

（令和元年度改正）
令和元年10月から令和２年
12月居住分
〔控除期間〕13年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
・11年目から13年目まで
　次のいずれか少ない金額
　㋑�年末の住宅ローン等の
残高×１％

　㋺�住宅の取得等の対価の
額又は費用の額（税抜
価格の4,000万円を限
度）×２％÷３

②　認定住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
・11年目から13年目まで
　次のいずれか少ない金額
　㋑�　年末の住宅ローン等
の残高×１％

　㋺�　住宅の取得等の対価
の額（税抜価格の5,000
万円を限度）×２％÷３

（注）
　１�　入居11～13年目につ
いても，所得税額から
控除しきれない額は，
改正前の制度と同じ控
除限度額の範囲で個人
住民税額から控除（地
方税法）。

　２�　上記の控除額の計算
は，住宅の対価の額又
は費用の額に含まれる
消費税等の税率が10％
である場合のものであ
り，それ以外の場合の
控除額の計算は，８％
である場合は平成26年
４月から令和元年９月
又は令和３年居住分
と，８％又は10％以外
の場合は平成25年と同
じとなる。

⑵　バリアフリー改修促進税制

［制度の基本的内容］
　特定居住者が，その者の居住
の用に供する家屋について一定
のバリアフリー改修工事等を行
い，６ヶ月以内に居住の用に供
した場合のそのバリアフリー改
修工事等に係る借入金残高の
1,000万円以下の部分を対象と
して次により算出した額の合計
額を５年間（年間所得3,000万
円以下の年に限る。）にわたり
所得税額から控除する。
　ただし，この特例は，住宅
ローン減税及びバリアフリー改
修税額控除との選択適用とする。

⑵　バリアフリー改修促進税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵　バリアフリー改修促進税制
　同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵　バリアフリー改修促進税制
（注�）下記のとおり控除率等を
見直し。

（25年度改正において措置）

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵�　バリアフリー改修促進
税制

（注）
　�・適用期限を令和元年６
月30日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長
が番号利用法の規定によ
り氏名及び住所等を確認
することができるとき
は，住民票の写しの添付
を要しない。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵�　バリアフリー改修促進
税制
　同　左
（注�）適用期限を令和３年
12月31日まで２年６月
延長。（消費税率引上げ
時期変更法において措
置）

［制度の基本的内容
　同　左
（注�）現行の居住者が満た
すべき要件と同様の要
件の下で，非居住者が
住宅の新築取得等をし
た場合についても適用
可能とする。

⑵�　バリアフリー改修促進
税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵�　バリアフリー改修促進
税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵�　バリアフリー改修促進
税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左
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区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年
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②　認定長期優良住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� 1.2％
（注�）上記①一般の住宅及び②
認定長期優良住宅について，
所得税から控除しきれない
場合には，次のいずれか小
さい額を個人住民税から控
除することができる（地方
税法）。

　㋑�　住宅ローン控除可能額の
うち所得税において控除し
きれなかった額

　㋺�　住宅ローン控除前の所得
税額（9.75万円を超えると
きは9.75万円）

②　認定長期優良住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
（注�）対象となる住宅に認定低
炭素住宅を追加。

②　認定住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
3,000万円以下の部分
・１年目から10年目
　まで� １％

②　認定住宅
平成26年１月から３月居住分
（年末の住宅ローン等の残高）
3,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％

平成26年４月から29年居住分
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
（注）
１�　上記①一般の住宅及び②認
定住宅について，所得税から
控除しきれない場合には，次
のいずれか小さい額を個人住
民税から控除することができ
る（地方税法）。
　㋑�　住宅ローン控除可能額の
うち所得税において控除し
きれなかった額

　㋺�　住宅ローン控除前の所得
税額。ただし，次の金額を
上限とする。

　　イ�　平成26年１月から３月
居住分…9.75万円

　　ロ�　平成26年４月から29年
12月居住分…13.65万円

２�　上記①一般の住宅及び②認
定住宅における平成26年４月
から29年居住分の借入限度額
等は，住宅の対価の額又は費
用の額に含まれる消費税等の
税率が８％又は10％である場
合の金額であり，それ以外の
場合の借入限度額等は，平成
25年と同じとなる。

②　認定住宅
（年末の住宅ローン等の残
高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
（注）
１�　上記①一般の住宅及び
②認定住宅について，所
得税から控除しきれない
場合には，次のいずれか
小さい額を個人住民税か
ら控除することができる
（地方税法）。
　㋑�　住宅ローン控除可能
額のうち所得税におい
て控除しきれなかった
額

　㋺�　住宅ローン控除前の
所得税額。ただし，
13.65万円を上限とする。

２�　上記①一般の住宅及び
②認定住宅における借入
限度額等は，住宅の対価
の額又は費用の額に含ま
れる消費税等の税率が
８％又は10％である場合
の金額であり，それ以外
の場合の借入限度額等
は，平成25年と同じとな
る。

（令和元年度改正）
令和元年10月から令和２年
12月居住分
〔控除期間〕13年間
①　一般の住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
4,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
・11年目から13年目まで
　次のいずれか少ない金額
　㋑�年末の住宅ローン等の
残高×１％

　㋺�住宅の取得等の対価の
額又は費用の額（税抜
価格の4,000万円を限
度）×２％÷３

②　認定住宅
（年末の住宅ローン等の残高）
5,000万円以下の部分
・１年目から10年目まで
� １％
・11年目から13年目まで
　次のいずれか少ない金額
　㋑�　年末の住宅ローン等
の残高×１％

　㋺�　住宅の取得等の対価
の額（税抜価格の5,000
万円を限度）×２％÷３

（注）
　１�　入居11～13年目につ
いても，所得税額から
控除しきれない額は，
改正前の制度と同じ控
除限度額の範囲で個人
住民税額から控除（地
方税法）。

　２�　上記の控除額の計算
は，住宅の対価の額又
は費用の額に含まれる
消費税等の税率が10％
である場合のものであ
り，それ以外の場合の
控除額の計算は，８％
である場合は平成26年
４月から令和元年９月
又は令和３年居住分
と，８％又は10％以外
の場合は平成25年と同
じとなる。

⑵　バリアフリー改修促進税制

［制度の基本的内容］
　特定居住者が，その者の居住
の用に供する家屋について一定
のバリアフリー改修工事等を行
い，６ヶ月以内に居住の用に供
した場合のそのバリアフリー改
修工事等に係る借入金残高の
1,000万円以下の部分を対象と
して次により算出した額の合計
額を５年間（年間所得3,000万
円以下の年に限る。）にわたり
所得税額から控除する。
　ただし，この特例は，住宅
ローン減税及びバリアフリー改
修税額控除との選択適用とする。

⑵　バリアフリー改修促進税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵　バリアフリー改修促進税制
　同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵　バリアフリー改修促進税制
（注�）下記のとおり控除率等を
見直し。

（25年度改正において措置）

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵�　バリアフリー改修促進
税制

（注）
　�・適用期限を令和元年６
月30日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長
が番号利用法の規定によ
り氏名及び住所等を確認
することができるとき
は，住民票の写しの添付
を要しない。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵�　バリアフリー改修促進
税制
　同　左
（注�）適用期限を令和３年
12月31日まで２年６月
延長。（消費税率引上げ
時期変更法において措
置）

［制度の基本的内容
　同　左
（注�）現行の居住者が満た
すべき要件と同様の要
件の下で，非居住者が
住宅の新築取得等をし
た場合についても適用
可能とする。

⑵�　バリアフリー改修促進
税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵�　バリアフリー改修促進
税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑵�　バリアフリー改修促進
税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

住

宅

借

入

金

等

に

係

る

税

額

控

除
（
続
）

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
㋑�　一定のバリアフリー改修工
事に係る工事費用から補助金
等を控除した金額（200万円
を限度）に相当する住宅ロー
ン等の残高…２％
㋺�　㋑以外の住宅ローン等の残
高…１％

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
平成26年１月から３月居住分
　イ�　一定のバリアフリー改修
工事に係る工事費用から補
助金等を控除した金額
（200万円を限度）に相当す
る住宅ローン等の残高…
２％

　ロ�　イ以外の住宅ローン等の
残高…１％

平成26年４月から29年居住分
　イ�　一定のバリアフリー改修
工事に係る工事費用から補
助金等を控除した金額
（250万円を限度）に相当す
る住宅ローン等の残高…
２％

　ロ�　イ以外の住宅ローン等の
残高…１％

（注�）平成26年４月から29年居
住分の借入限度額等は，バ
リアフリー改修工事に係る
費用の額に含まれる消費税
等の税率が８％又は10％で
ある場合の金額であり，そ
れ以外の場合の借入限度額
等は，平成25年と同じとな
る。

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
イ�　一定のバリアフリー改
修工事に係る工事費用か
ら補助金等を控除した金
額（250万円を限度）に
相当する住宅ローン等の
残高…２％
ロ�　イ以外の住宅ローン等
の残高…１％

（注�）借入限度額等は，バ
リアフリー改修工事に
係る費用の額に含まれ
る消費税等の税率が
８％又は10％である場
合の金額であり，それ
以外の場合の借入限度
額等は，平成25年と同
じとなる。

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制

［制度の基本的内容］
　居住者が，その者の居住の用
に供する家屋について一定の省
エネ改修工事等を行い，６ヶ月
以内に居住の用に供した場合の
その省エネ改修工事等に係る借
入金残高の1,000万円以下の部
分を対象として次により算出し
た額の合計額を５年間（年間所
得3,000万円以下の年に限る。）
にわたり所得税額から控除する。
　ただし，この特例は，住宅
ローン減税及び省エネ改修税額
控除との選択適用とする。

※�　「一定の省エネ改修工事等」
とは，省エネ改修工事のう
ち，改修後の住宅全体の省エ
ネ性能が平成11年基準相当に
上がるものをいう。

⑶　省エネ改修促進税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
（注�）下記のとおり借入限度額
等を見直し。

（25年度改正において措置）

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
（注）
　�・適用期限を令和元年６
月30日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長
が番号利用法の規定によ
り氏名及び住所等を確認
することができるとき
は，住民票の写しの添付
を要しない。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
同　左
（注�）適用期限を令和３年
12月31日まで２年６月
延長。（消費税率引上げ
時期変更法において措
置）

［制度の基本的内容］
　同　左
（注�）現行の居住者が満た
すべき要件と同様の要
件の下で，非居住者期
間中に住宅の増改築等
をした場合についても
適用できることとする。

⑶　省エネ改修促進税制
　同　左
（注）
　�・適用対象となる工事に
特定の省エネ改修工事と
併せて行う一定の耐久性
向上改修工事を加える。
　�・適用対象となる省エネ
改修工事に，居室の窓の
断熱改修工事又は居室の
窓の断熱改修工事と併せ
て行う天井，壁若しくは
床の断熱改修工事で，改
修後の住宅全体の省エネ
性能が一定以上となるこ
と等の要件を満たすもの
を加える。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

住

宅

借

入

金

等

に

係

る

税

額

控

除
（
続
）

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
㋑�　一定のバリアフリー改修工
事に係る工事費用から補助金
等を控除した金額（200万円
を限度）に相当する住宅ロー
ン等の残高…２％
㋺�　㋑以外の住宅ローン等の残
高…１％

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
平成26年１月から３月居住分
　イ�　一定のバリアフリー改修
工事に係る工事費用から補
助金等を控除した金額
（200万円を限度）に相当す
る住宅ローン等の残高…
２％

　ロ�　イ以外の住宅ローン等の
残高…１％

平成26年４月から29年居住分
　イ�　一定のバリアフリー改修
工事に係る工事費用から補
助金等を控除した金額
（250万円を限度）に相当す
る住宅ローン等の残高…
２％

　ロ�　イ以外の住宅ローン等の
残高…１％

（注�）平成26年４月から29年居
住分の借入限度額等は，バ
リアフリー改修工事に係る
費用の額に含まれる消費税
等の税率が８％又は10％で
ある場合の金額であり，そ
れ以外の場合の借入限度額
等は，平成25年と同じとな
る。

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
イ�　一定のバリアフリー改
修工事に係る工事費用か
ら補助金等を控除した金
額（250万円を限度）に
相当する住宅ローン等の
残高…２％
ロ�　イ以外の住宅ローン等
の残高…１％

（注�）借入限度額等は，バ
リアフリー改修工事に
係る費用の額に含まれ
る消費税等の税率が
８％又は10％である場
合の金額であり，それ
以外の場合の借入限度
額等は，平成25年と同
じとなる。

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

［控除額の計算］
〔控除期間〕５年
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制

［制度の基本的内容］
　居住者が，その者の居住の用
に供する家屋について一定の省
エネ改修工事等を行い，６ヶ月
以内に居住の用に供した場合の
その省エネ改修工事等に係る借
入金残高の1,000万円以下の部
分を対象として次により算出し
た額の合計額を５年間（年間所
得3,000万円以下の年に限る。）
にわたり所得税額から控除する。
　ただし，この特例は，住宅
ローン減税及び省エネ改修税額
控除との選択適用とする。

※�　「一定の省エネ改修工事等」
とは，省エネ改修工事のう
ち，改修後の住宅全体の省エ
ネ性能が平成11年基準相当に
上がるものをいう。

⑶　省エネ改修促進税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
（注�）下記のとおり借入限度額
等を見直し。

（25年度改正において措置）

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
（注）
　�・適用期限を令和元年６
月30日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長
が番号利用法の規定によ
り氏名及び住所等を確認
することができるとき
は，住民票の写しの添付
を要しない。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
同　左
（注�）適用期限を令和３年
12月31日まで２年６月
延長。（消費税率引上げ
時期変更法において措
置）

［制度の基本的内容］
　同　左
（注�）現行の居住者が満た
すべき要件と同様の要
件の下で，非居住者期
間中に住宅の増改築等
をした場合についても
適用できることとする。

⑶　省エネ改修促進税制
　同　左
（注）
　�・適用対象となる工事に
特定の省エネ改修工事と
併せて行う一定の耐久性
向上改修工事を加える。
　�・適用対象となる省エネ
改修工事に，居室の窓の
断熱改修工事又は居室の
窓の断熱改修工事と併せ
て行う天井，壁若しくは
床の断熱改修工事で，改
修後の住宅全体の省エネ
性能が一定以上となるこ
と等の要件を満たすもの
を加える。

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左

⑶　省エネ改修促進税制
　同　左

［制度の基本的内容］
　同　左
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区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年
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額　
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除　
　
（
続
）
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宅

借
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金

等

に

係

る

税

額

控

除
（
続
）

［控除額の計算］
　㋑�　特定の省エネ改修工事に
係る工事費用の額（200万
円を限度）に相当する住宅
ローン等の残高…２％

　㋺�　㋑以外の住宅ローン等の
残高…１％

�[控除額の計算]�
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左
平成26年１月から３月居住分
　イ�　一定の省エネ改修工事に
係る工事費用から補助金等
を控除した金額（200万円
を限度）に相当する住宅
ローン等の残高…２％

　ロ�　（　）イ以外の住宅ロー
ン等の残高…１％

平成26年４月から29年居住分
　イ�　一定の省エネ改修工事に
係る工事費用から補助金等
を控除した金額（250万円
を限度）に相当する住宅
ローン等の残高…２％

　ロ�　イ以外の住宅ローン等の
残高…１％

（注�）平成26年４月から29年居
住分の借入限度額等は，省
エネ改修工事に係る費用の
額に含まれる消費税等の税
率が８％又は10％である場
合の金額であり，それ以外
の場合の借入限度額等は，
平成25年と同じとなる。

［控除額の計算］
イ�　一定の省エネ改修工事
に係る工事費用から補助
金等を控除した金額
（250万円を限度）に相当
する住宅ローン等の残高
…２％
ロ�　イ以外の住宅ローン等
の残高…１％

（注�）借入限度額は，省エ
ネ改修工事に係る費用
の額に含まれる消費税
等の税率が８％又は
10％である場合の金額
であり，それ以外の場
合の借入限度額等は，
平成25年と同じとなる。

［控除額の計算］
　同　左

⑷�　三世代同居対応改修税
制

［制度の基本的内容］
　個人が，その者の所有す
る居住用の家屋について，
他の世帯との同居をするの
に必要な設備の数を増加さ
せるための一定の三世代同
居対応改修工事を含む増改
築等（以下「特定工事」と
いう。）を行った場合にお
いて，その居住用の家屋を
平成28年４月１日から令和
元年６月30日までの間にそ
の者の居住の用に供したと
きは，その特定工事に係る
借入金残高の1,000万円の部
分を対象として次により算
出した額の合計額を５年間
（年間所得3,000万円以下の
年以下に限る。）にわたり
所得税額から控除する。
（注�）適用期限を令和３年
12月31日まで２年６月
延長。（消費税率引上げ
時期変更法において措
置）

［控除額の計算］
イ�　一定の三世代同居対応
改修工事に係る工事費用
（250万円を限度）に相当
する住宅借入金等の年末
残高…２％
ロ�　イ以外の住宅借入金等
の年末残高…１％

［控除額の計算］
同　左

⑷�　三世代同居対応改修税
制

［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

⑷�　三世代同居対応改修税
制

［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

⑷�　三世代同居対応改修税
制

［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

住

宅

借

入

金

等

に

係

る

税

額

控

除
（
続
）

［控除額の計算］
　㋑�　特定の省エネ改修工事に
係る工事費用の額（200万
円を限度）に相当する住宅
ローン等の残高…２％

　㋺�　㋑以外の住宅ローン等の
残高…１％

�[控除額の計算]�
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左
平成26年１月から３月居住分
　イ�　一定の省エネ改修工事に
係る工事費用から補助金等
を控除した金額（200万円
を限度）に相当する住宅
ローン等の残高…２％

　ロ�　（　）イ以外の住宅ロー
ン等の残高…１％

平成26年４月から29年居住分
　イ�　一定の省エネ改修工事に
係る工事費用から補助金等
を控除した金額（250万円
を限度）に相当する住宅
ローン等の残高…２％

　ロ�　イ以外の住宅ローン等の
残高…１％

（注�）平成26年４月から29年居
住分の借入限度額等は，省
エネ改修工事に係る費用の
額に含まれる消費税等の税
率が８％又は10％である場
合の金額であり，それ以外
の場合の借入限度額等は，
平成25年と同じとなる。

［控除額の計算］
イ�　一定の省エネ改修工事
に係る工事費用から補助
金等を控除した金額
（250万円を限度）に相当
する住宅ローン等の残高
…２％
ロ�　イ以外の住宅ローン等
の残高…１％

（注�）借入限度額は，省エ
ネ改修工事に係る費用
の額に含まれる消費税
等の税率が８％又は
10％である場合の金額
であり，それ以外の場
合の借入限度額等は，
平成25年と同じとなる。

［控除額の計算］
　同　左

⑷�　三世代同居対応改修税
制

［制度の基本的内容］
　個人が，その者の所有す
る居住用の家屋について，
他の世帯との同居をするの
に必要な設備の数を増加さ
せるための一定の三世代同
居対応改修工事を含む増改
築等（以下「特定工事」と
いう。）を行った場合にお
いて，その居住用の家屋を
平成28年４月１日から令和
元年６月30日までの間にそ
の者の居住の用に供したと
きは，その特定工事に係る
借入金残高の1,000万円の部
分を対象として次により算
出した額の合計額を５年間
（年間所得3,000万円以下の
年以下に限る。）にわたり
所得税額から控除する。
（注�）適用期限を令和３年
12月31日まで２年６月
延長。（消費税率引上げ
時期変更法において措
置）

［控除額の計算］
イ�　一定の三世代同居対応
改修工事に係る工事費用
（250万円を限度）に相当
する住宅借入金等の年末
残高…２％
ロ�　イ以外の住宅借入金等
の年末残高…１％

［控除額の計算］
同　左

⑷�　三世代同居対応改修税
制

［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

⑷�　三世代同居対応改修税
制

［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左

⑷�　三世代同居対応改修税
制

［制度の基本的内容］
　同　左

［控除額の計算］
　同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

政
治
献
金
税
額
控
除

　個人の行う政治団体等に対す
る献金のうち，政党等に対する
献金（特定寄附金と合わせて所
得金額の40％を限度）について
は，寄附金控除に代えて，税額
控除を選択することができる。

［控除額の計算］
　税額控除額＝（その年中に支
出した政党等に対する献金の合
計額－２千円）×30％
　税額控除額は，納税者の納付
する所得税額の25％相当額を限
度とする

同　左 同　左 同　左
（注�）適用期限を令和元年12月
31日まで５年延長。

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注）（令和元年度改正）
　適用期限を令和６年12月
31日まで５年延長。

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
に
寄
附
を
し
た
場
合
の
税
額
控
除

　個人が支出した認定特定非営
利活動法人等並びにPST要件や
情報公開要件を満たす公益社
団・財団法人，学校法人等，社
会福祉法人及び更生保護法人
（以下「認定ＮＰＯ法人等」と
いう。）に対する寄附金（特定
寄附金と合わせて所得金額の
40％を限度）については，寄附
金控除に代えて，税額控除を選
択することができる。

〔控除額の計算〕
　税額控除額＝（その年中に支
出した認定ＮＰＯ法人等に対す
る寄附金の合計額－２千円）×
40％
　税額控除額は，納税者の納付
する所得税額の25％相当額を限
度とする。

同　左 同　左 同　左 同　左
（注）
　�　対象となる学校法人等
（保育所を設置する社会
福祉法人を含む。）の
PSTの絶対値要件（3,000
円以上の寄附をする判定
基準寄附者の数が100人
以上であること）につい
て，次のいずれの要件も
満たすこととする。
　イ�　3,000円以上の寄附を
する判定基準寄附者の
数が100人以上（設置
する学校等の定員が
5,000人に満たない学校
法人等は［定員数÷
5,000×100人］（最低10
人）以上）であること

　ロ�　上記イの判定基準寄
附者に係る寄附金の額
の年平均額が30万円以
上であること

［控除額の計算］
　同　左

同　左
（注）
①�　対象となる公益社団・
財団法人，学校法人等，
社会福祉法人及び更生保
護法人（以下「公益法人
等」という。）のPSTの
絶対値要件（3,000円以上
の寄附をする判定基準寄
附者の数が100人以上
（※１）であること等）
について，次のいずれの
要件も満たすこととする。
　イ�　3,000円以上の寄附を
する判定基準寄附者の
数が100人以上（※１）
（※２）であること

　�（※１）設置する学校等
の定員が5,000人に満たな
い学校法人等（保育所を
設置する社会福祉法人を
含む。）は［定員数÷
5,000 × 100 人（最低 10
人）］以上
　�（※２）公益目的事業費
用等の合計額が１億円未
満の公益法人等は［公益
目的事業費用等÷１億×
100人］（最低10人）以上
　ロ�　上記イの判定基準寄
附者に係る寄附金の額
の年平均額が30万円以
上であること

②�　対象となる寄附金の範
囲に，PST要件や情報公
開要件を満たす国立大学
法人，公立大学法人，独
立行政法人国立高等専門
学校機構又は独立行政法
人日本学生支援機構に対
する寄附金のうち修学支
援事業に充てられること
が確実なものを追加する。

［控除額の計算］
　同　左

同　左 同　左 同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

政
治
献
金
税
額
控
除

　個人の行う政治団体等に対す
る献金のうち，政党等に対する
献金（特定寄附金と合わせて所
得金額の40％を限度）について
は，寄附金控除に代えて，税額
控除を選択することができる。

［控除額の計算］
　税額控除額＝（その年中に支
出した政党等に対する献金の合
計額－２千円）×30％
　税額控除額は，納税者の納付
する所得税額の25％相当額を限
度とする

同　左 同　左 同　左
（注�）適用期限を令和元年12月
31日まで５年延長。

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注）（令和元年度改正）
　適用期限を令和６年12月
31日まで５年延長。

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
に
寄
附
を
し
た
場
合
の
税
額
控
除

　個人が支出した認定特定非営
利活動法人等並びにPST要件や
情報公開要件を満たす公益社
団・財団法人，学校法人等，社
会福祉法人及び更生保護法人
（以下「認定ＮＰＯ法人等」と
いう。）に対する寄附金（特定
寄附金と合わせて所得金額の
40％を限度）については，寄附
金控除に代えて，税額控除を選
択することができる。

〔控除額の計算〕
　税額控除額＝（その年中に支
出した認定ＮＰＯ法人等に対す
る寄附金の合計額－２千円）×
40％
　税額控除額は，納税者の納付
する所得税額の25％相当額を限
度とする。

同　左 同　左 同　左 同　左
（注）
　�　対象となる学校法人等
（保育所を設置する社会
福祉法人を含む。）の
PSTの絶対値要件（3,000
円以上の寄附をする判定
基準寄附者の数が100人
以上であること）につい
て，次のいずれの要件も
満たすこととする。
　イ�　3,000円以上の寄附を
する判定基準寄附者の
数が100人以上（設置
する学校等の定員が
5,000人に満たない学校
法人等は［定員数÷
5,000×100人］（最低10
人）以上）であること

　ロ�　上記イの判定基準寄
附者に係る寄附金の額
の年平均額が30万円以
上であること

［控除額の計算］
　同　左

同　左
（注）
①�　対象となる公益社団・
財団法人，学校法人等，
社会福祉法人及び更生保
護法人（以下「公益法人
等」という。）のPSTの
絶対値要件（3,000円以上
の寄附をする判定基準寄
附者の数が100人以上
（※１）であること等）
について，次のいずれの
要件も満たすこととする。
　イ�　3,000円以上の寄附を
する判定基準寄附者の
数が100人以上（※１）
（※２）であること

　�（※１）設置する学校等
の定員が5,000人に満たな
い学校法人等（保育所を
設置する社会福祉法人を
含む。）は［定員数÷
5,000 × 100 人（最低 10
人）］以上
　�（※２）公益目的事業費
用等の合計額が１億円未
満の公益法人等は［公益
目的事業費用等÷１億×
100人］（最低10人）以上
　ロ�　上記イの判定基準寄
附者に係る寄附金の額
の年平均額が30万円以
上であること

②�　対象となる寄附金の範
囲に，PST要件や情報公
開要件を満たす国立大学
法人，公立大学法人，独
立行政法人国立高等専門
学校機構又は独立行政法
人日本学生支援機構に対
する寄附金のうち修学支
援事業に充てられること
が確実なものを追加する。

［控除額の計算］
　同　左

同　左 同　左 同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

耐　

震　

改　

修　

税　

額　

控　

除

　居住者が，昭和56年以前に建
築された住宅の一定の耐震改修
をした場合，実際の耐震改修費
用から補助金等を控除した金額
と標準的な工事費用相当額のい
ずれか少ない金額（200万円を
限度）の10％相当額を所得税額
から控除する。
（平成23年６月30日以後平成25
年12月31日までの間に耐震改修
に係る契約を締結する場合に適
用）

（注）
（平成23年６月30日前に契約し
た場合）
　�　地方公共団体の作成した一
定の計画区域内において，昭
和56年以前に建築された住宅
の一定の耐震改修工事を行
い，６ヶ月以内に居住の用に
供した場合，実際の耐震改修
費用と標準的な工事費用相当
額のいずれか少ない金額
（200万円を限度）の10％相当
額を所得税額から控除する。

同　左 同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

⑴�　平成26年１月から平成26年
３月までの間に耐震改修を
行った場合
　　同　左

⑵�　平成26年４月から平成29年
12月までの間に耐震改修を
行った場合
　�　居住者が，昭和56年以前に
建築された住宅の一定の耐震
改修工事をした場合，標準的
な工事費用相当額から補助金
等の額を控除した金額（250
万円を限度）の10％相当額を
所得税額から控除する。
　�　ただし，耐震改修工事に要
した費用の額に含まれる消費
税等の税率のうちに８％又は
10％が含まれる場合の金額で
あり，それ以外の場合は，上
記の250万円は200万円となる。

　居住者が，昭和56年以前に建
築された住宅の一定の耐震改修
工事をした場合，標準的な工事
費用相当額から補助金等の額を
控除した金額（250万円を限度）
の10％相当額を所得税額から控
除する。
　ただし，耐震改修工事に要し
た費用の額に含まれる消費税等
の税率のうちに８％又は10％が
含まれる場合の金額であり，そ
れ以外の場合は，上記の250万
円は200万円となる。
（平成26年４月１日から平成29
年12月31日までの間に耐震改修
を行った場合に適用）
（注）
　�・適用期限を令和元年６月30
日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長が番
号利用法の規定により氏名及
び住所等を確認することがで
きるときは，住民票の写しの
添付を要しない。

同　左
（注）
　�　適用期限を令和３年12月31日ま
で２年６月延長。

（消費税率引上げ時期変更法におい
て措置）

同　左 同　左 同　左

特

定

の

改

修

工

事

を

し

た

場

合

の

税

額

控

除

⑴　バリアフリー改修税額控除
（21年度改正において創設）

　�　特定居住者が，その者の居
住の用に供する家屋について
一定のバリアフリー改修工事
を行い，６ヶ月以内に居住の
用に供した場合のそのバリア
フリー改修工事に係る費用の
額から補助金等の額を控除し
た金額と標準的な工事費用相
当額のいずれか少ない金額
（200万円を限度。以下，「改
修工事限度額」という。）の
10％相当額を所得税額から控
除する（年間所得3,000万円
以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
びバリアフリー改修促進税制
との選択適用とする。

（平成21年４月１日から平成24
年12月31日までの間にバリアフ
リー改修を行った場合に適用）

⑴　バリアフリー改修税額控除
　同　左
（注�）改修工事限度額を150万円
とする。

（23年度改正において措置）

⑴　バリアフリー改修税額控除
　同　左
（注�）改修工事限度額を200万円
とし，適用期限を平成29年
12月31日まで５年延長する。

⑴　バリアフリー改修税額控除

①�　平成26年１月から３月まで
の間にバリアフリー改修を
行った場合
　　同　左

②�　平成26年４月から平成29年
12月までの間にバリアフリー
改修を行った場合
　�　特定居住者が，その者の居
住の用に供する家屋について
一定のバリアフリー改修工事
を行い，６ヶ月以内に居住の
用に供した場合のそのバリア
フリー改修工事に係る標準的
な工事費用相当額から補助金
等の額を控除した金額（200
万円を限度。）の10％相当額
を所得税額から控除する（年
間所得3,000万円以下の年に
限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
びバリアフリー改修促進税制
との選択適用とする。

（注�）バリアフリー改修工事に
要した費用の額に含まれる
消費税等の税率のうちに
８％又は10％が含まれる場
合の金額であり，それ以外
の場合における改修工事限
度額は150万円となる。

⑴　バリアフリー改修税額控除

　�　特定居住者が，その者の居
住の用に供する家屋について
一定のバリアフリー改修工事
を行い，６ヶ月以内に居住の
用に供した場合のそのバリア
フリー改修工事に係る標準的
な工事費用相当額から補助金
等の額を控除した金額（200
万円を限度。）の10％相当額
を所得税額から控除する（年
間所得3,000万円以下の年に
限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
びバリアフリー改修促進税制
との選択適用とする。

（平成26年４月１日から平成29
年12月31日までの間にバリアフ
リー改修を行った場合に適用）

（�注１）バリアフリー改修工事
に要した費用の額に含まれる
消費税等の税率のうちに８％
又は10％が含まれる場合の金
額であり，それ以外の場合に
おける改修工事限度額は150万
円となる。
（注２）
　�・適用期限を令和元年６月30
日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長が番
号利用法の規定により氏名及
び住所等を確認することがで
きるときは，住民票の写しの
添付を要しない。

⑴�　バリアフリー改修税額控除
　　同　左
（注）
　適用期限を令和３年12月31日まで
２年６月延長。
（消費税率引上げ時期変更法におい
て措置）

⑴�　バリアフリー改修
税額控除
　　同　左

⑴�　バリアフリー改修
税額控除
　　同　左

⑴�　バリアフリー改修
税額控除
　　同　左
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修　
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除

　居住者が，昭和56年以前に建
築された住宅の一定の耐震改修
をした場合，実際の耐震改修費
用から補助金等を控除した金額
と標準的な工事費用相当額のい
ずれか少ない金額（200万円を
限度）の10％相当額を所得税額
から控除する。
（平成23年６月30日以後平成25
年12月31日までの間に耐震改修
に係る契約を締結する場合に適
用）

（注）
（平成23年６月30日前に契約し
た場合）
　�　地方公共団体の作成した一
定の計画区域内において，昭
和56年以前に建築された住宅
の一定の耐震改修工事を行
い，６ヶ月以内に居住の用に
供した場合，実際の耐震改修
費用と標準的な工事費用相当
額のいずれか少ない金額
（200万円を限度）の10％相当
額を所得税額から控除する。

同　左 同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

⑴�　平成26年１月から平成26年
３月までの間に耐震改修を
行った場合
　　同　左

⑵�　平成26年４月から平成29年
12月までの間に耐震改修を
行った場合
　�　居住者が，昭和56年以前に
建築された住宅の一定の耐震
改修工事をした場合，標準的
な工事費用相当額から補助金
等の額を控除した金額（250
万円を限度）の10％相当額を
所得税額から控除する。
　�　ただし，耐震改修工事に要
した費用の額に含まれる消費
税等の税率のうちに８％又は
10％が含まれる場合の金額で
あり，それ以外の場合は，上
記の250万円は200万円となる。

　居住者が，昭和56年以前に建
築された住宅の一定の耐震改修
工事をした場合，標準的な工事
費用相当額から補助金等の額を
控除した金額（250万円を限度）
の10％相当額を所得税額から控
除する。
　ただし，耐震改修工事に要し
た費用の額に含まれる消費税等
の税率のうちに８％又は10％が
含まれる場合の金額であり，そ
れ以外の場合は，上記の250万
円は200万円となる。
（平成26年４月１日から平成29
年12月31日までの間に耐震改修
を行った場合に適用）
（注）
　�・適用期限を令和元年６月30
日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長が番
号利用法の規定により氏名及
び住所等を確認することがで
きるときは，住民票の写しの
添付を要しない。

同　左
（注）
　�　適用期限を令和３年12月31日ま
で２年６月延長。

（消費税率引上げ時期変更法におい
て措置）

同　左 同　左 同　左

特

定

の
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修
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事
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し
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合

の

税

額

控

除

⑴　バリアフリー改修税額控除
（21年度改正において創設）

　�　特定居住者が，その者の居
住の用に供する家屋について
一定のバリアフリー改修工事
を行い，６ヶ月以内に居住の
用に供した場合のそのバリア
フリー改修工事に係る費用の
額から補助金等の額を控除し
た金額と標準的な工事費用相
当額のいずれか少ない金額
（200万円を限度。以下，「改
修工事限度額」という。）の
10％相当額を所得税額から控
除する（年間所得3,000万円
以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
びバリアフリー改修促進税制
との選択適用とする。

（平成21年４月１日から平成24
年12月31日までの間にバリアフ
リー改修を行った場合に適用）

⑴　バリアフリー改修税額控除
　同　左
（注�）改修工事限度額を150万円
とする。

（23年度改正において措置）

⑴　バリアフリー改修税額控除
　同　左
（注�）改修工事限度額を200万円
とし，適用期限を平成29年
12月31日まで５年延長する。

⑴　バリアフリー改修税額控除

①�　平成26年１月から３月まで
の間にバリアフリー改修を
行った場合
　　同　左

②�　平成26年４月から平成29年
12月までの間にバリアフリー
改修を行った場合
　�　特定居住者が，その者の居
住の用に供する家屋について
一定のバリアフリー改修工事
を行い，６ヶ月以内に居住の
用に供した場合のそのバリア
フリー改修工事に係る標準的
な工事費用相当額から補助金
等の額を控除した金額（200
万円を限度。）の10％相当額
を所得税額から控除する（年
間所得3,000万円以下の年に
限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
びバリアフリー改修促進税制
との選択適用とする。

（注�）バリアフリー改修工事に
要した費用の額に含まれる
消費税等の税率のうちに
８％又は10％が含まれる場
合の金額であり，それ以外
の場合における改修工事限
度額は150万円となる。

⑴　バリアフリー改修税額控除

　�　特定居住者が，その者の居
住の用に供する家屋について
一定のバリアフリー改修工事
を行い，６ヶ月以内に居住の
用に供した場合のそのバリア
フリー改修工事に係る標準的
な工事費用相当額から補助金
等の額を控除した金額（200
万円を限度。）の10％相当額
を所得税額から控除する（年
間所得3,000万円以下の年に
限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
びバリアフリー改修促進税制
との選択適用とする。

（平成26年４月１日から平成29
年12月31日までの間にバリアフ
リー改修を行った場合に適用）

（�注１）バリアフリー改修工事
に要した費用の額に含まれる
消費税等の税率のうちに８％
又は10％が含まれる場合の金
額であり，それ以外の場合に
おける改修工事限度額は150万
円となる。
（注２）
　�・適用期限を令和元年６月30
日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長が番
号利用法の規定により氏名及
び住所等を確認することがで
きるときは，住民票の写しの
添付を要しない。

⑴�　バリアフリー改修税額控除
　　同　左
（注）
　適用期限を令和３年12月31日まで
２年６月延長。
（消費税率引上げ時期変更法におい
て措置）

⑴�　バリアフリー改修
税額控除
　　同　左

⑴�　バリアフリー改修
税額控除
　　同　左

⑴�　バリアフリー改修
税額控除
　　同　左
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⑵　省エネ改修税額控除
（21年度改正において創設）

　�　居住者が，その者の居住の
用に供する家屋について一定
の省エネ改修工事を行い，
６ヶ月以内に居住の用に供し
た場合のその省エネ改修工事
に係る費用と標準的な工事費
用相当額のいずれか少ない金
額（200万円を限度。（以下，
「断熱改修工事限度額」とい
う。）太陽光発電装置を設置
する場合は，300万円を限
度。）の10％相当額を所得税
額から控除する（年間所得
3,000万円以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
び省エネ改修促進税制との選
択適用とする。

（平成21年４月１日から平成24
年12月31日までの間に省エネ改
修を行った場合に適用）

（注）
（平成23年６月30日以後に省エ
ネ改修工事に係る　契約を締結
する場合）
　�　補助金等の交付を受ける場
合は，省エネ改修工事に係る
費用から差し引くこととする。

（23年度改正において措置）

⑵　省エネ改修税額控除
　同　左

⑵　省エネ改修税額控除
　　同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで５年延長する。

⑵　省エネ改修税額控除

①�　平成26年１月から３月まで
の間に省エネ改修を行った場
合
　　同　左
②�　平成26年４月から平成29年
12月までの間に省エネ改修を
行った場合
　�　居住者が，その者の居住の
用に供する家屋について一定
の省エネ改修工事を行い，
６ヶ月以内に居住の用に供し
た場合のその省エネ改修工事
に係る標準的な工事費用相当
額から補助金等の額を控除し
た金額（250万円を限度。（太
陽光発電装置を設置する場合
は，350万円を限度。））の
10％相当額を所得税額から控
除する（年間所得3,000万円
以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
び省エネ改修促進税制との選
択適用とする。

（注�）省エネ改修工事に要した
費用の額に含まれる消費税
等の税率のうちに８％又は
10％が含まれる場合の金額
であり，それ以外の場合に
おける断熱改修工事限度額
は，200万円（太陽光発電装
置を設置する場合は300万
円）となる。

⑵　省エネ改修税額控除

　�　居住者が，その者の居住の
用に供する家屋について一定
の省エネ改修工事を行い，
６ヶ月以内に居住の用に供し
た場合のその省エネ改修工事
に係る標準的な工事費用相当
額から補助金等の額を控除し
た金額（250万円を限度。（太
陽光発電装置を設置する場合
は，350万円を限度。））の
10％相当額を所得税額から控
除する（年間所得3,000万円
以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
び省エネ改修促進税制との選
択適用とする。

（平成26年４月１日から平成29
年12月31日までの間に省エネ改
修を行った場合に適用）

（注１）
　�　省エネ改修工事に要した費
用の額に含まれる消費税等の
税率のうちに８％又は10％が
含まれる場合の金額であり，
それ以外の場合における断熱
改修工事限度額は，200万円
（太陽光発電装置を設置する
場合は300万円）となる。

（注２）
　�・適用期限を令和元年６月30
日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長が番
号利用法の規定により氏名及
び住所等を確認することがで
きるときは，住民票の写しの
添付を要しない。

⑵　省エネ改修税額控除
　　同　左
（注１）
　�　現行の居住者が満たすべき要件
と同様の要件の下で，非居住者期
間中に住宅の増改築等をした場合
についても適用できることとする。

（注２）
　�　適用期限を令和３年12月31日ま
で２年６月延長。（消費税率引上
げ時期変更法において措置）

⑶�　三世代同居対応改修税額控
除

　�　個人が，その者の所有する
居住用の家屋について一定の
三世代同居対応改修工事を行
い，６ヶ月以内に居住の用に
供した場合のその三世代同居
対応改修工事に係る標準的な
工事費用相当額から補助金等
の額を控除した金額（250万
円を限度）の10％相当額を所
得税額から控除する（年間所
得3,000万円以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
び三世代同居対応改修税制と
の選択適用とする。

（平成28年４月１日から令和元
年６月30日までの間に居住の用
に供した場合に適用）

（注�）適用期限を令和３年12月
31日まで２年６月延長。（消
費税率引上げ時期変更法に
おいて措置）

⑵�　省エネ改修税額控
除
　　同　左

⑶�　三世代同居対応
改修税額控除

　同　左

⑵�　省エネ改修税額控
除
　　同　左

⑶�　三世代同居対
応改修税額控除

　同　左

⑵�　省エネ改修税額控
除
　　同　左

⑶�　三世代同居対
応改修税額控除

　同　左
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⑵　省エネ改修税額控除
（21年度改正において創設）

　�　居住者が，その者の居住の
用に供する家屋について一定
の省エネ改修工事を行い，
６ヶ月以内に居住の用に供し
た場合のその省エネ改修工事
に係る費用と標準的な工事費
用相当額のいずれか少ない金
額（200万円を限度。（以下，
「断熱改修工事限度額」とい
う。）太陽光発電装置を設置
する場合は，300万円を限
度。）の10％相当額を所得税
額から控除する（年間所得
3,000万円以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
び省エネ改修促進税制との選
択適用とする。

（平成21年４月１日から平成24
年12月31日までの間に省エネ改
修を行った場合に適用）

（注）
（平成23年６月30日以後に省エ
ネ改修工事に係る　契約を締結
する場合）
　�　補助金等の交付を受ける場
合は，省エネ改修工事に係る
費用から差し引くこととする。

（23年度改正において措置）

⑵　省エネ改修税額控除
　同　左

⑵　省エネ改修税額控除
　　同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで５年延長する。

⑵　省エネ改修税額控除

①�　平成26年１月から３月まで
の間に省エネ改修を行った場
合
　　同　左
②�　平成26年４月から平成29年
12月までの間に省エネ改修を
行った場合
　�　居住者が，その者の居住の
用に供する家屋について一定
の省エネ改修工事を行い，
６ヶ月以内に居住の用に供し
た場合のその省エネ改修工事
に係る標準的な工事費用相当
額から補助金等の額を控除し
た金額（250万円を限度。（太
陽光発電装置を設置する場合
は，350万円を限度。））の
10％相当額を所得税額から控
除する（年間所得3,000万円
以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
び省エネ改修促進税制との選
択適用とする。

（注�）省エネ改修工事に要した
費用の額に含まれる消費税
等の税率のうちに８％又は
10％が含まれる場合の金額
であり，それ以外の場合に
おける断熱改修工事限度額
は，200万円（太陽光発電装
置を設置する場合は300万
円）となる。

⑵　省エネ改修税額控除

　�　居住者が，その者の居住の
用に供する家屋について一定
の省エネ改修工事を行い，
６ヶ月以内に居住の用に供し
た場合のその省エネ改修工事
に係る標準的な工事費用相当
額から補助金等の額を控除し
た金額（250万円を限度。（太
陽光発電装置を設置する場合
は，350万円を限度。））の
10％相当額を所得税額から控
除する（年間所得3,000万円
以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
び省エネ改修促進税制との選
択適用とする。

（平成26年４月１日から平成29
年12月31日までの間に省エネ改
修を行った場合に適用）

（注１）
　�　省エネ改修工事に要した費
用の額に含まれる消費税等の
税率のうちに８％又は10％が
含まれる場合の金額であり，
それ以外の場合における断熱
改修工事限度額は，200万円
（太陽光発電装置を設置する
場合は300万円）となる。

（注２）
　�・適用期限を令和元年６月30
日まで１年６月延長。
　�・適用の際に，税務署長が番
号利用法の規定により氏名及
び住所等を確認することがで
きるときは，住民票の写しの
添付を要しない。

⑵　省エネ改修税額控除
　　同　左
（注１）
　�　現行の居住者が満たすべき要件
と同様の要件の下で，非居住者期
間中に住宅の増改築等をした場合
についても適用できることとする。

（注２）
　�　適用期限を令和３年12月31日ま
で２年６月延長。（消費税率引上
げ時期変更法において措置）

⑶�　三世代同居対応改修税額控
除

　�　個人が，その者の所有する
居住用の家屋について一定の
三世代同居対応改修工事を行
い，６ヶ月以内に居住の用に
供した場合のその三世代同居
対応改修工事に係る標準的な
工事費用相当額から補助金等
の額を控除した金額（250万
円を限度）の10％相当額を所
得税額から控除する（年間所
得3,000万円以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税及
び三世代同居対応改修税制と
の選択適用とする。

（平成28年４月１日から令和元
年６月30日までの間に居住の用
に供した場合に適用）

（注�）適用期限を令和３年12月
31日まで２年６月延長。（消
費税率引上げ時期変更法に
おいて措置）

⑵�　省エネ改修税額控
除
　　同　左

⑶�　三世代同居対応
改修税額控除

　同　左

⑵�　省エネ改修税額控
除
　　同　左

⑶�　三世代同居対
応改修税額控除

　同　左

⑵�　省エネ改修税額控
除
　　同　左

⑶�　三世代同居対
応改修税額控除

　同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

特
定
の
改
修
工
事
を
し
た
場
合
の
税
額
控
除
（
続
）

⑷　耐久性向上改修税額控除

　�　個人が，その者の所有す
る居住用の家屋について一
定の耐久性向上改修工事
（耐震改修，省エネ改修工
事又はこれらの改修工事と
併せて行うものに限る。）
を行い，６ヶ月以内に居住
の用に供した場合のその耐
久性向上改修工事に係る標
準的な工事費用相当額から
補助金等の額を控除した金
額（250万円を限度。耐震
改修工事及び省エネ改修工
事と併せて一定の耐久性向
上工事を行った場合は，
500万円を限度。（太陽光発
電装置を設置する場合は，
600万円を限度。））の10％
相当額を所得税額から控除
する（年間所得3,000万円以
下の年に限る。）。
　�　ただし，住宅ローン減税
及び省エネ改修促進税制と
の選択適用とする。

（平成29年４月１日から令和
３年12月31日までの間に居住
の用に供した場合に適用）

⑷　耐久性向上改修税額控除

　同　左

⑷　耐久性向上改修税額控除

　同　左

認
定
住
宅
の
新
築
等
を
し
た
場
合
の
税
額
控
除

（21年度改正において創設）
　居住者が，認定長期優良住宅
の新築等をして，長期優良住宅
の普及の促進に関する法律の施
行日（平成21年６月４日）から
平成23年12月31日までの間に居
住の用に供した場合（新築等の
日から６ヶ月以内に限る）に
は，その認定長期優良住宅につ
いて講じられた構造及び設備に
係る標準的な費用の額（1,000
万円を限度）の10％相当額を所
得税額から控除（翌年繰越可）
する（年間所得3,000万円以下
の年に限る）。
　ただし，住宅ローン減税との
選択適用とする。

同　左
（注�）標準的な費用の額の上限
を500万円に引き下げた上
で，適用期限を平成25年12
月31日まで２年延長。

同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

同　左
⑴�　平成26年１月から３月まで
居住分
　　同　左

⑵�　平成26年４月から平成29年
12月まで居住分
　�　居住者が，認定長期優良住
宅又は認定低炭素住宅の新築
等をして，平成29年12月31日
までの間に居住の用に供した
場合（新築等の日から６ヶ月
以内に限る）には，その認定
長期優良住宅又は認定低炭素
住宅について講じられた構造
及び設備に係る標準的な費用
の額（650万円を限度（控除
対象限度額））の10％相当額
を所得税額から控除（翌年繰
越可）する（年間所得3,000
万円以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税と
の選択適用とする。

（注�）平成26年４月から29年12
月まで居住分の控除対象限
度額は，住宅の対価の額又
は費用の額に含まれる消費
税等の税率が８％又は10％
である場合の金額であり，
それ以外の場合の控除対象
限度額は，平成25年と同じ
となる。

同　左
（注�）�控除対象限度額
は，住宅の対価の額
又は費用の額に含ま
れる消費税等の税率
が８％又は10％であ
る場合の金額であ
り，それ以外の場合
の控除対象限度額
は，平成25年と同じ
となる。

（注）
　�・適用期限を令和元
年６月30日まで１年
６月延長。
　�・適用の際に，税務
署長が番号利用法の
規定により氏名及び
住所等を確認するこ
とができるときは，
住民票の写しの添付
を要しない。

同　左
（注１）
　�　現行の居住者が満
たすべき要件と同様
の要件の下で，非居
住者期間中に住宅の
増改築等をした場合
についても適用でき
ることとする。

（注２）
　�　適用期限を令和３
年12月31日まで２年
６月延長。（消費税率
引上げ時期変更法に
おいて措置）

同　左 同　左 同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除　
　
（
続
）

特
定
の
改
修
工
事
を
し
た
場
合
の
税
額
控
除
（
続
）

⑷　耐久性向上改修税額控除

　�　個人が，その者の所有す
る居住用の家屋について一
定の耐久性向上改修工事
（耐震改修，省エネ改修工
事又はこれらの改修工事と
併せて行うものに限る。）
を行い，６ヶ月以内に居住
の用に供した場合のその耐
久性向上改修工事に係る標
準的な工事費用相当額から
補助金等の額を控除した金
額（250万円を限度。耐震
改修工事及び省エネ改修工
事と併せて一定の耐久性向
上工事を行った場合は，
500万円を限度。（太陽光発
電装置を設置する場合は，
600万円を限度。））の10％
相当額を所得税額から控除
する（年間所得3,000万円以
下の年に限る。）。
　�　ただし，住宅ローン減税
及び省エネ改修促進税制と
の選択適用とする。

（平成29年４月１日から令和
３年12月31日までの間に居住
の用に供した場合に適用）

⑷　耐久性向上改修税額控除

　同　左

⑷　耐久性向上改修税額控除

　同　左

認
定
住
宅
の
新
築
等
を
し
た
場
合
の
税
額
控
除

（21年度改正において創設）
　居住者が，認定長期優良住宅
の新築等をして，長期優良住宅
の普及の促進に関する法律の施
行日（平成21年６月４日）から
平成23年12月31日までの間に居
住の用に供した場合（新築等の
日から６ヶ月以内に限る）に
は，その認定長期優良住宅につ
いて講じられた構造及び設備に
係る標準的な費用の額（1,000
万円を限度）の10％相当額を所
得税額から控除（翌年繰越可）
する（年間所得3,000万円以下
の年に限る）。
　ただし，住宅ローン減税との
選択適用とする。

同　左
（注�）標準的な費用の額の上限
を500万円に引き下げた上
で，適用期限を平成25年12
月31日まで２年延長。

同　左
（注�）適用期限を平成29年12月
31日まで４年延長。

同　左
⑴�　平成26年１月から３月まで
居住分
　　同　左

⑵�　平成26年４月から平成29年
12月まで居住分
　�　居住者が，認定長期優良住
宅又は認定低炭素住宅の新築
等をして，平成29年12月31日
までの間に居住の用に供した
場合（新築等の日から６ヶ月
以内に限る）には，その認定
長期優良住宅又は認定低炭素
住宅について講じられた構造
及び設備に係る標準的な費用
の額（650万円を限度（控除
対象限度額））の10％相当額
を所得税額から控除（翌年繰
越可）する（年間所得3,000
万円以下の年に限る）。
　�　ただし，住宅ローン減税と
の選択適用とする。

（注�）平成26年４月から29年12
月まで居住分の控除対象限
度額は，住宅の対価の額又
は費用の額に含まれる消費
税等の税率が８％又は10％
である場合の金額であり，
それ以外の場合の控除対象
限度額は，平成25年と同じ
となる。

同　左
（注�）�控除対象限度額
は，住宅の対価の額
又は費用の額に含ま
れる消費税等の税率
が８％又は10％であ
る場合の金額であ
り，それ以外の場合
の控除対象限度額
は，平成25年と同じ
となる。

（注）
　�・適用期限を令和元
年６月30日まで１年
６月延長。
　�・適用の際に，税務
署長が番号利用法の
規定により氏名及び
住所等を確認するこ
とができるときは，
住民票の写しの添付
を要しない。

同　左
（注１）
　�　現行の居住者が満
たすべき要件と同様
の要件の下で，非居
住者期間中に住宅の
増改築等をした場合
についても適用でき
ることとする。

（注２）
　�　適用期限を令和３
年12月31日まで２年
６月延長。（消費税率
引上げ時期変更法に
おいて措置）

同　左 同　左 同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

電
子
証
明
書
を
有
す
る
個
人
の
電
子
申
告
に
係
る
所
得
税
額
の
特
別
控
除

（19年度改正において創設）
　
　電子申告により所得税の確定
申告書を各年の翌年３月15日ま
でに提出する際，併せて本人の
電子署名と電子証明書とを送信
した場合に平成19年分から平成
22年分については5,000円，平
成23年分については4,000円
（いずれもその年の所得税額を
限度）を所得税額から控除する。
（注�）税額控除額を平成23年分
は4,000円，平成24年分は
3,000円に引き下げた上，そ
の適用期限を２年延長。

（23年度改正において措置）

　電子申告により所得税の確定
申告書を各年の翌年３月15日ま
でに提出する際，併せて本人の
電子署名と電子証明書とを送信
した場合に3,000円（その年の
所得税額を限度）を所得税額か
ら控除する。

　電子証明書を有する個人の電
子申告に係る所得税額の特別控
除は，平成24年分をもって廃止。

－ － － － － －

そ

の

他

の

控

除

特

別

控

除

等

⑴　退職所得
　�　勤続年数１年につき，勤続
年数20年まで40万円，20年超
70万円を乗じた金額（最低限
度額80万円，障害者になった
ことにより退職する場合はさ
らに100万円加算）を収入金
額から控除し，その控除後の
金額の２分の１相当額を課税
所得とし，分離課税とする。

⑵　山林所得
　�　収入金額から植林費等の必
要経費を控除した残額から50
万円を控除し，５分５乗によ
り分離課税とする。

⑶　譲渡所得
　①　総合課税
　　�　譲渡益から50万円を控除
し，その残額のうち，長期
譲渡所得に係る部分の金額
の２分の１に相当する金額
と短期譲渡所得に係る部分
の金額との合計額を総所得
金額に算入する。

　②�　ただし，土地・建物等に
係る譲渡のうち一定のもの
については，譲渡益から特
別控除額（5,000万円特別
控除等）を控除して課税す
る。

（21年度改正において創設）
　平成21年及び22年に取得した
土地等の長期譲渡所得について
は，譲渡益から1,000万円を控
除する。

⑷　一時所得
　�　収入金額からその収入を得
るために支出した金額を控除
した金額から50万円を控除
し，その残額の２分の１に相
当する金額を総所得金額に算
入する。

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左
（注�）退職手当等の支払者の役
員等（役員等としての勤続
年数が５年以下の者に限
る。）が支払を受ける特定役
員退職手当等に係る退職所
得の課税方法について退職
所得控除額を控除した残額
の２分の１とする措置を廃
止する。

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②同　左

⑷　一時所得
　　同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

電
子
証
明
書
を
有
す
る
個
人
の
電
子
申
告
に
係
る
所
得
税
額
の
特
別
控
除

（19年度改正において創設）
　
　電子申告により所得税の確定
申告書を各年の翌年３月15日ま
でに提出する際，併せて本人の
電子署名と電子証明書とを送信
した場合に平成19年分から平成
22年分については5,000円，平
成23年分については4,000円
（いずれもその年の所得税額を
限度）を所得税額から控除する。
（注�）税額控除額を平成23年分
は4,000円，平成24年分は
3,000円に引き下げた上，そ
の適用期限を２年延長。

（23年度改正において措置）

　電子申告により所得税の確定
申告書を各年の翌年３月15日ま
でに提出する際，併せて本人の
電子署名と電子証明書とを送信
した場合に3,000円（その年の
所得税額を限度）を所得税額か
ら控除する。

　電子証明書を有する個人の電
子申告に係る所得税額の特別控
除は，平成24年分をもって廃止。

－ － － － － －

そ

の

他

の

控

除

特

別

控

除

等

⑴　退職所得
　�　勤続年数１年につき，勤続
年数20年まで40万円，20年超
70万円を乗じた金額（最低限
度額80万円，障害者になった
ことにより退職する場合はさ
らに100万円加算）を収入金
額から控除し，その控除後の
金額の２分の１相当額を課税
所得とし，分離課税とする。

⑵　山林所得
　�　収入金額から植林費等の必
要経費を控除した残額から50
万円を控除し，５分５乗によ
り分離課税とする。

⑶　譲渡所得
　①　総合課税
　　�　譲渡益から50万円を控除
し，その残額のうち，長期
譲渡所得に係る部分の金額
の２分の１に相当する金額
と短期譲渡所得に係る部分
の金額との合計額を総所得
金額に算入する。

　②�　ただし，土地・建物等に
係る譲渡のうち一定のもの
については，譲渡益から特
別控除額（5,000万円特別
控除等）を控除して課税す
る。

（21年度改正において創設）
　平成21年及び22年に取得した
土地等の長期譲渡所得について
は，譲渡益から1,000万円を控
除する。

⑷　一時所得
　�　収入金額からその収入を得
るために支出した金額を控除
した金額から50万円を控除
し，その残額の２分の１に相
当する金額を総所得金額に算
入する。

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左
（注�）退職手当等の支払者の役
員等（役員等としての勤続
年数が５年以下の者に限
る。）が支払を受ける特定役
員退職手当等に係る退職所
得の課税方法について退職
所得控除額を控除した残額
の２分の１とする措置を廃
止する。

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②　同　左

⑷　一時所得
　　同　左

⑴　退職所得
　　同　左

⑵　山林所得
　　同　左

⑶　譲渡所得
　①　同　左

　②同　左

⑷　一時所得
　　同　左
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18.　所 得 税 の 控 除　　

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　

率

一
般
の
税
率

課税総所得金額が，
 195万円以下の金額� 5%
  195万円を超える金額� 10〃
 330　　　〃　� 20〃
 695　　　〃　� 23〃
 900　　　〃　� 33〃
1,800　　　〃　� 40〃

同　左 同　左

（参考）復興特別所得税
　�・平成25年（2013年）１月か
ら令和19年（2037年）12月ま
での措置として，所得税額に
対して2.1％の付加税。
　�・納税義務者・源泉徴収義務
者は所得税の納税義務者・源
泉徴収義務者と同じ。

同　左 同　左 課税総所得金額が，
 195万円以下の金額� 5%
  195万円を超える金額�10%
  330　　　〃� 20%
  695　　　〃� 23%
  900　　　〃� 33%
1,800　　　〃� 40%
4,000　　　〃� 45%
（25年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左
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　　及 び 税 率 の 推 移（続）

区　分 平成23年 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

税　
　
　
　
　

率

一
般
の
税
率

課税総所得金額が，
 195万円以下の金額� 5%
  195万円を超える金額� 10〃
 330　　　〃　� 20〃
 695　　　〃　� 23〃
 900　　　〃　� 33〃
1,800　　　〃　� 40〃

同　左 同　左

（参考）復興特別所得税
　�・平成25年（2013年）１月か
ら令和19年（2037年）12月ま
での措置として，所得税額に
対して2.1％の付加税。
　�・納税義務者・源泉徴収義務
者は所得税の納税義務者・源
泉徴収義務者と同じ。

同　左 課税総所得金額が，
 195万円以下の金額� 5%
  195万円を超える金額�10%
  330　　　〃� 20%
  695　　　〃� 23%
  900　　　〃� 33%
1,800　　　〃� 40%
4,000　　　〃� 45%
（25年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左
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18.　（付表）個　人　住　民　税　の　　

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除

基　

礎　

控　

除

330,000円 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

（注）［令和３年度分以後適用］
前年の合計所得金額が
2,400万円以下である場合�430,000円
2,400万円超2,450万円以下である場
合� 290,000円
2,450万円超2,500万円以下である場
合� 150,000円
　前年の合計所得金額が2,500万円
超である所得割の納税義務者につ
いては，基礎控除の適用はできな
い。
（30年度改正において措置）

配

偶

者

控

除

� 330,000円
年齢70歳以上の老人控除対象配偶
者� 380,000円
同居している特別障害者である控
除対象配偶者� 560,000円
同居している特別障害者である老
人控除対象配偶者
� 610,000円

 （控除対象配偶者の所得要件：）前年の合計所得金額が38万円
以下であること。

� 330,000円
年齢70歳以上の老人控除対象
配偶者� 380,000円

 （控除対象配偶者の所得要）　件：
前年の合計所得金額が38
万円以下であること。

（注�）扶養控除の見直しに伴
い，扶養控除及び配偶者
控除に係る同居特別障害
者加算措置（加算額23万
円）を特別障害者控除に
係る同居特別障害者の加
算額に改組する。

（22年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 所得割の納税義務者の前年の合計
所得金額が
900万円以下の場合� 330,000円
（老人控除対象配偶者：380,000円）
900万円超950万円以下の場合
� 220,000円
（老人控除対象配偶者：260,000円）
950万円超1,000万以下の場合
� 110,000円
（老人控除対象配偶者：130,000円）

（注�）前年の合計所得金額が1,000
万円を超える所得割の納税義
務者については，配偶者控除
を適用できない。

 （控除対象配偶者の所得要件： ）前年の合計所得金額が38万円
以下であり，所得割の納税義
務者の前年の所得金額が1,000
万円以下であること。

（29年度改正において措置）

（注）［令和３年度分以後適用］

 （控除対象配偶者の所得要件： ）前年の合計所得金額が48万円
以下であり，所得割の納税義
務者の前年の所得金額が1,000
万円以下であること。

（30年度改正において措置）

配

偶

者

特

別

控

除

最高� 330,000円
　前年の合計所得1,000万円以下
の者について適用する。控除対象
配偶者以外の配偶者の前年の合計
所得金額に応じて以下のように控
除額を調整。
配偶者の所得� 控除額
38～45万円未満� 33万円
45～50　〃　� 31 〃
50～55　〃　� 26 〃
55～60　〃　� 21 〃
60～65　〃　� 16 〃
65～70　〃　� 11 〃
70～75　〃　� 6 〃
75～76　〃　� 3 〃

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 所得割の納税義務者及び配偶者特
別控除の対象となる配偶者の前年
の合計所得金額に応じて，以下の
ように控除額を調整。
①�所得割の納税義務者の前年の合
計所得金額が900万円以下の場
合
　配偶者の所得� 控除額
　 38～ 85万円以下� 33万円
　 85～ 90　〃　� 33 〃
　 90～ 95　〃　� 31 〃
　 95～100　〃　� 26 〃
　100～105　〃　� 21 〃
　105～110　〃　� 16 〃
　110～115　〃　� 11 〃
　115～120　〃　� 6 〃
　120～123　〃　� 3 〃

②�所得割の納税義務者の前年の合
計所得金額が900万円超950万円
以下の場合
　配偶者の所得� 控除額
　 38～85万円以下� 22万円
　 85～ 90　〃　� 22 〃
　 90～ 95　〃　� 21 〃
　 95～100　〃　� 18 〃
　100～105　〃　� 14 〃
　105～110　〃　� 11 〃
　110～115　〃　� 8 〃
　115～120　〃　� 4 〃
　120～123　〃　� 2 〃
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　　控　　除　　及　　び　　税　　率

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除

基　

礎　

控　

除

330,000円 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

（注）［令和３年度分以後適用］
前年の合計所得金額が
2,400万円以下である場合�430,000円
2,400万円超2,450万円以下である場
合� 290,000円
2,450万円超2,500万円以下である場
合� 150,000円
　前年の合計所得金額が2,500万円
超である所得割の納税義務者につ
いては，基礎控除の適用はできな
い。
（30年度改正において措置）

配

偶

者

控

除

� 330,000円
年齢70歳以上の老人控除対象配偶
者� 380,000円
同居している特別障害者である控
除対象配偶者� 560,000円
同居している特別障害者である老
人控除対象配偶者
� 610,000円

 （控除対象配偶者の所得要件：）前年の合計所得金額が38万円
以下であること。

� 330,000円
年齢70歳以上の老人控除対象
配偶者� 380,000円

 （控除対象配偶者の所得要）　件：
前年の合計所得金額が38
万円以下であること。

（注�）扶養控除の見直しに伴
い，扶養控除及び配偶者
控除に係る同居特別障害
者加算措置（加算額23万
円）を特別障害者控除に
係る同居特別障害者の加
算額に改組する。

（22年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 所得割の納税義務者の前年の合計
所得金額が
900万円以下の場合� 330,000円
（老人控除対象配偶者：380,000円）
900万円超950万円以下の場合
� 220,000円
（老人控除対象配偶者：260,000円）
950万円超1,000万以下の場合
� 110,000円
（老人控除対象配偶者：130,000円）

（注�）前年の合計所得金額が1,000
万円を超える所得割の納税義
務者については，配偶者控除
を適用できない。

 （控除対象配偶者の所得要件： ）前年の合計所得金額が38万円
以下であり，所得割の納税義
務者の前年の所得金額が1,000
万円以下であること。

（29年度改正において措置）

（注）［令和３年度分以後適用］

 （控除対象配偶者の所得要件： ）前年の合計所得金額が48万円
以下であり，所得割の納税義
務者の前年の所得金額が1,000
万円以下であること。

（30年度改正において措置）

配

偶

者

特

別

控

除

最高� 330,000円
　前年の合計所得1,000万円以下
の者について適用する。控除対象
配偶者以外の配偶者の前年の合計
所得金額に応じて以下のように控
除額を調整。
配偶者の所得� 控除額
38～45万円未満� 33万円
45～50　〃　� 31 〃
50～55　〃　� 26 〃
55～60　〃　� 21 〃
60～65　〃　� 16 〃
65～70　〃　� 11 〃
70～75　〃　� 6 〃
75～76　〃　� 3 〃

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 所得割の納税義務者及び配偶者特
別控除の対象となる配偶者の前年
の合計所得金額に応じて，以下の
ように控除額を調整。
①�所得割の納税義務者の前年の合
計所得金額が900万円以下の場
合
　配偶者の所得� 控除額
　 38～ 85万円以下� 33万円
　 85～ 90　〃　� 33 〃
　 90～ 95　〃　� 31 〃
　 95～100　〃　� 26 〃
　100～105　〃　� 21 〃
　105～110　〃　� 16 〃
　110～115　〃　� 11 〃
　115～120　〃　� 6 〃
　120～123　〃　� 3 〃

②�所得割の納税義務者の前年の合
計所得金額が900万円超950万円
以下の場合
　配偶者の所得� 控除額
　 38～85万円以下� 22万円
　 85～ 90　〃　� 22 〃
　 90～ 95　〃　� 21 〃
　 95～100　〃　� 18 〃
　100～105　〃　� 14 〃
　105～110　〃　� 11 〃
　110～115　〃　� 8 〃
　115～120　〃　� 4 〃
　120～123　〃　� 2 〃
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18.　（付表）個　人　住　民　税　の　　

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
（
続
）

配　

偶　

者　

特　

別　

控　

除
（
続
）

③�所得割の納税義務者の前年の合
計所得金額が950万円超1,000万
円以下の場合
　配偶者の所得� 控除額
　 38～85万円以下� 11万円
　 85～90　 〃　� 11 〃
　 90～95　 〃　� 11 〃
　 95～100　〃　� 9 〃
　100～105　〃　� 7 〃
　105～110　〃　� 6 〃
　110～115　〃　� 4 〃
　115～120　〃　� 2 〃
　120～123　〃　� 1 〃
（29年度改正において措置）

（注）［令和３年度分以後適用］
�　配偶者特別控除の対象となる配
偶者の前年の合計所得金額を48万
円超133万円以下とし，その控除
額の算定の基礎となる配偶者の所
得の区分をそれぞれ10万円引き上
げる。
（30年度改正において措置）

扶

養

控

除

扶養控除� 330,000円
うち，特定扶養親族
（年齢16歳以上23歳未満）
� 450,000円
うち，老人扶養親族
（年齢70歳以上）� 380,000円
ただし，老人扶養親族のうち同居
している老親等� 450,000円
同居している特別障害者である扶
養親族� 560,000円
同居している特別障害者である特
定扶養親族� 680,000円
同居している特別障害者である老
人扶養親族� 610,000円
同居している特別障害者である同
居老親等� 680,000円

 （扶養親族の所得要件：　　　）前年の合計所得金額が38万円
以下であること。

控除対象扶養親族
（年齢16歳以上）
� 330,000円
うち，特定扶養親族
（年齢19歳以上23歳未満）
� 450,000円
うち，老人扶養親族
（年齢70歳以上）
� 380,000円
ただし，老人扶養親族のう
ち，同居している老親等
� 450,000円
（注�）扶養控除の見直しに伴
い，扶養控除及び配偶者
控除に係る同居特別障害
者加算措置（加算額23万
円）を特別障害者控除に
係る同居特別障害者の加
算額に改組する。

（22年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

（注�）［令和３年度分以後
適用］

 （扶養親族の所得要件：）前年の合計所得金額
が48万円以下である
こと。

（30年度改正において措
置）

同　左

障
害
者
、
寡
婦
（
寡
夫
）
及
び
勤
労
学
生
控
除

控除額� 260,000円
・�障害者のうち，特別障害者に該
当する場合　300,000円

・�寡婦のうちの特別加算に該当す
る場合　300,000円

（所得要件等）
⑴　障害者
　　所得要件なし
⑵　寡婦（寡夫）
　イ�　寡婦…夫と死別・離婚した
後再婚していない者等で扶養
親族等を有する者か，夫と死
別した後再婚していない者等
で前年の合計所得金額500万
円以下の者

（注�）扶養親族である子を有し，
かつ，前年の合計所得金額が
500万円以下の者は，特別加
算

　ロ�　寡夫…妻と死別・離婚した
後再婚していない者等で，前
年の総所得金額等が所得税法
上の基礎控除の金額以下の生
計を一にする子を有し，か
つ，前年の合計所得金額500
万円以下の者

⑶　勤労学生
　�　学生，生徒等のうち，前年の
合計所得金額が65万円以下で，
かつ，自己の勤労所得以外の所
得が10万円以下の者

控除額� 同左
・�障害者のうち，特別障害者
に該当する場合� 同左
・�扶養親族又は控除対象配偶
者が同居の特別障害者であ
る場合� 530,000円

（22年度改正において措置）
・�寡婦のうちの特別加算に該
当する場合� 同左

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 控除額� 同左
・�障害者のうち，特別障害
者に該当する場合� 同左
・�扶養親族又は同一生計
配偶者が同居の特別障
害者である場合� 同左
・�寡婦のうちの特別加算
に該当する場合� 同左

 （同一生計配偶者の所得）　要件：
前年の合計所得金額が
38万円以下であること。

（29年度改正において措
置）
（注�）〔令和３年度分以後
適用〕

 （同一生計配偶者の所得）　要件：
前年の合計所得金額が
48万円以下であること。

（30年度改正において措
置）

（注�）［令和３年分以後適用］
（所得要件等）
⑴　障害者　同　左
⑵　寡婦（寡夫）
　イ　同　左
　ロ�　寡夫…妻と死別・
離婚した後再婚して
いない者等で前年の
総所得金額等が48万
円以下の生計を一に
する子を有し，かつ，
前年の合計所得金額
500万円以下の者

⑶　勤労学生
　�　学生，生徒等のうち，
前年の合計所得金額が
75万円以下で，かつ，
自己の勤労所得以外の
所得が10万円以下の者

（30年度改正において措
置）

同　左
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　　控　　除　　及　　び　　税　　率（続）

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
（
続
）

配　

偶　

者　

特　

別　

控　

除
（
続
）

③�所得割の納税義務者の前年の合
計所得金額が950万円超1,000万
円以下の場合
　配偶者の所得� 控除額
　 38～85万円以下� 11万円
　 85～90　 〃　� 11 〃
　 90～95　 〃　� 11 〃
　 95～100　〃　� 9 〃
　100～105　〃　� 7 〃
　105～110　〃　� 6 〃
　110～115　〃　� 4 〃
　115～120　〃　� 2 〃
　120～123　〃　� 1 〃
（29年度改正において措置）

（注）［令和３年度分以後適用］
�　配偶者特別控除の対象となる配
偶者の前年の合計所得金額を48万
円超133万円以下とし，その控除
額の算定の基礎となる配偶者の所
得の区分をそれぞれ10万円引き上
げる。
（30年度改正において措置）

扶

養

控

除

扶養控除� 330,000円
うち，特定扶養親族
（年齢16歳以上23歳未満）
� 450,000円
うち，老人扶養親族
（年齢70歳以上）� 380,000円
ただし，老人扶養親族のうち同居
している老親等� 450,000円
同居している特別障害者である扶
養親族� 560,000円
同居している特別障害者である特
定扶養親族� 680,000円
同居している特別障害者である老
人扶養親族� 610,000円
同居している特別障害者である同
居老親等� 680,000円

 （扶養親族の所得要件：　　　）前年の合計所得金額が38万円
以下であること。

控除対象扶養親族
（年齢16歳以上）
� 330,000円
うち，特定扶養親族
（年齢19歳以上23歳未満）
� 450,000円
うち，老人扶養親族
（年齢70歳以上）
� 380,000円
ただし，老人扶養親族のう
ち，同居している老親等
� 450,000円
（注�）扶養控除の見直しに伴
い，扶養控除及び配偶者
控除に係る同居特別障害
者加算措置（加算額23万
円）を特別障害者控除に
係る同居特別障害者の加
算額に改組する。

（22年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

（注�）［令和３年度分以後
適用］

 （扶養親族の所得要件：）前年の合計所得金額
が48万円以下である
こと。

（30年度改正において措
置）

同　左

障
害
者
、
寡
婦
（
寡
夫
）
及
び
勤
労
学
生
控
除

控除額� 260,000円
・�障害者のうち，特別障害者に該
当する場合　300,000円

・�寡婦のうちの特別加算に該当す
る場合　300,000円

（所得要件等）
⑴　障害者
　　所得要件なし
⑵　寡婦（寡夫）
　イ�　寡婦…夫と死別・離婚した
後再婚していない者等で扶養
親族等を有する者か，夫と死
別した後再婚していない者等
で前年の合計所得金額500万
円以下の者

（注�）扶養親族である子を有し，
かつ，前年の合計所得金額が
500万円以下の者は，特別加
算

　ロ�　寡夫…妻と死別・離婚した
後再婚していない者等で，前
年の総所得金額等が所得税法
上の基礎控除の金額以下の生
計を一にする子を有し，か
つ，前年の合計所得金額500
万円以下の者

⑶　勤労学生
　�　学生，生徒等のうち，前年の
合計所得金額が65万円以下で，
かつ，自己の勤労所得以外の所
得が10万円以下の者

控除額� 同左
・�障害者のうち，特別障害者
に該当する場合� 同左
・�扶養親族又は控除対象配偶
者が同居の特別障害者であ
る場合� 530,000円

（22年度改正において措置）
・�寡婦のうちの特別加算に該
当する場合� 同左

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 控除額� 同左
・�障害者のうち，特別障害
者に該当する場合� 同左
・�扶養親族又は同一生計
配偶者が同居の特別障
害者である場合� 同左
・�寡婦のうちの特別加算
に該当する場合� 同左

 （同一生計配偶者の所得）　要件：
前年の合計所得金額が
38万円以下であること。

（29年度改正において措
置）
（注�）〔令和３年度分以後
適用〕

 （同一生計配偶者の所得）　要件：
前年の合計所得金額が
48万円以下であること。

（30年度改正において措
置）

（注�）［令和３年分以後適用］
（所得要件等）
⑴　障害者　同　左
⑵　寡婦（寡夫）
　イ　同　左
　ロ�　寡夫…妻と死別・
離婚した後再婚して
いない者等で前年の
総所得金額等が48万
円以下の生計を一に
する子を有し，かつ，
前年の合計所得金額
500万円以下の者

⑶　勤労学生
　�　学生，生徒等のうち，
前年の合計所得金額が
75万円以下で，かつ，
自己の勤労所得以外の
所得が10万円以下の者

（30年度改正において措
置）

同　左

83所 得 税



18.　（付表）個　人　住　民　税　の　　

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
（
続
）

そ

の

他

の

所

得

控

除

雑損控除
　住宅，家財等の家庭用財産につ
いての災害等による損失額のう
ち，所得金額の10%を超える金額。
　ただし，災害に直接関連して支
出された費用についての控除額
は，所得金額の10%相当額又は5
万円とのいずれか低い金額を超え
る金額

医療費控除
　医療費のうち，所得金額の5%
相当額と10万円とのいずれか低い
金額を超過する金額（最高200万
円）

生命保険料控除
イ　一般の生命保険料
～15,000円
の場合

支払保険料等全
額

15,001円～
40,000円の
場合

支払保険料等×
1/2＋7,500円

40,001円～
70,000円の
場合

支払保険料等×
1/4＋17,500円

70,000円超
の場合

35,000円
（一律）

ロ　個人年金保険料
　　同　上

雑損控除
同　左

医療費控除
同　左

生命保険料控除
同　左

雑損控除
同　左

医療費控除
同　左
　医療費控除の対象範囲に，介護
福祉士等が診療の補助として行う
喀痰吸引等に係る費用の自己負担
分を追加。
（24年度改正において措置）

生命保険料控除
　生命保険料控除を改組し，各保
険料控除の合計適用限度額を7万
円とする。
イ�　平成24年1月1日以後に締結し
た保険契約等（新契約）
　㋑　一般生命保険料

～12,000円
の場合

支払保険料
等全額

12,001円～
32,000円の
場合

支払保険料
等×1/2＋
6,000円

32,001円～
56,000円の
場合

支払保険料
等×1/4＋
14,000円

56,000円超
の場合

28,00円
（一律）

　㋺　介護医療保険料
　　　同　上
　㋩　個人年金保険料
　　　同　上

ロ�　平成23年12月31日以前に締結
した保険契約等（旧契約）
� 従前のとおり
（22年度改正において措置）

同　左 雑損控除
同　左

医療費控除
同　左

生命保険料控除
同　左

同　左 同　左 雑損控除
同　左

医療費控除
同　左
（注�）セルフメディケー
ション税制

　�　平成30年度から令和
４年度までの個人住民
税に限り，健康の保持
増進及び疾病の予防へ
の一定の取組を行って
いる所得割の納税義務
者が，前年中に支払っ
た自己又は自己と生計
を一にする配偶者その
他の親族に係るスイッ
チＯＴＣ医薬品購入費
のうち12,000円を超え
る部分の金額（88,000
円を限度）について，
前年中の総所得金額等
から控除。

（28年度改正において措
置）

生命保険料控除
同　左

同　左

地震保険料控除
家屋又は家財について支払った地
震保険料等の金額の２分の１を控
除
（最高25,000円）。
（注�）平成18年末までに締結した
一定の長期損害保険契約につ
いては従前の損害保険料控除
が適用可能（地震保険料控除
と合わせて最高25,000円）。

地震保険料控除
同　左

地震保険料控除
同　左

地震保険料控除
同　左

地震保険料控除
同　左
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　　控　　除　　及　　び　　税　　率（続）

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
（
続
）

そ

の

他

の

所

得

控

除

雑損控除
　住宅，家財等の家庭用財産につ
いての災害等による損失額のう
ち，所得金額の10%を超える金額。
　ただし，災害に直接関連して支
出された費用についての控除額
は，所得金額の10%相当額又は5
万円とのいずれか低い金額を超え
る金額

医療費控除
　医療費のうち，所得金額の5%
相当額と10万円とのいずれか低い
金額を超過する金額（最高200万
円）

生命保険料控除
イ　一般の生命保険料
～15,000円
の場合

支払保険料等全
額

15,001円～
40,000円の
場合

支払保険料等×
1/2＋7,500円

40,001円～
70,000円の
場合

支払保険料等×
1/4＋17,500円

70,000円超
の場合

35,000円
（一律）

ロ　個人年金保険料
　　同　上

雑損控除
同　左

医療費控除
同　左

生命保険料控除
同　左

雑損控除
同　左

医療費控除
同　左
　医療費控除の対象範囲に，介護
福祉士等が診療の補助として行う
喀痰吸引等に係る費用の自己負担
分を追加。
（24年度改正において措置）

生命保険料控除
　生命保険料控除を改組し，各保
険料控除の合計適用限度額を7万
円とする。
イ�　平成24年1月1日以後に締結し
た保険契約等（新契約）
　㋑　一般生命保険料

～12,000円
の場合

支払保険料
等全額

12,001円～
32,000円の
場合

支払保険料
等×1/2＋
6,000円

32,001円～
56,000円の
場合

支払保険料
等×1/4＋
14,000円

56,000円超
の場合

28,00円
（一律）

　㋺　介護医療保険料
　　　同　上
　㋩　個人年金保険料
　　　同　上

ロ�　平成23年12月31日以前に締結
した保険契約等（旧契約）
� 従前のとおり
（22年度改正において措置）

同　左 雑損控除
同　左

医療費控除
同　左

生命保険料控除
同　左

同　左 同　左 雑損控除
同　左

医療費控除
同　左
（注�）セルフメディケー
ション税制

　�　平成30年度から令和
４年度までの個人住民
税に限り，健康の保持
増進及び疾病の予防へ
の一定の取組を行って
いる所得割の納税義務
者が，前年中に支払っ
た自己又は自己と生計
を一にする配偶者その
他の親族に係るスイッ
チＯＴＣ医薬品購入費
のうち12,000円を超え
る部分の金額（88,000
円を限度）について，
前年中の総所得金額等
から控除。

（28年度改正において措
置）

生命保険料控除
同　左

同　左

地震保険料控除
家屋又は家財について支払った地
震保険料等の金額の２分の１を控
除
（最高25,000円）。
（注�）平成18年末までに締結した
一定の長期損害保険契約につ
いては従前の損害保険料控除
が適用可能（地震保険料控除
と合わせて最高25,000円）。

地震保険料控除
同　左

地震保険料控除
同　左

地震保険料控除
同　左

地震保険料控除
同　左
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18.　（付表）個　人　住　民　税　の　　

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

所

得

控

除
（
続
）

そ
の
他
の
所
得
控
除
（
続
）

社会保険料控除
支払額の全額

小規模企業共済等掛金控除
　小規模企業共済掛金（第１種共
済契約に基づく掛金）及び心身障
害者扶養共済制度の掛金の支
払額の全額

（参考）
寄附金控除
　平成21年度分以後，所得控除方
式から税額控除方式に改組。
（20年度改正において措置）

社会保険料控除
同　左

小規模企業共済等掛金控除
同　左
（注�）小規模企業共済等掛金
の範囲に，個人事業の共
同経営者が支払った掛金
を追加。

（22年度改正において措置）

社会保険料控除
同　左

小規模企業共済等掛金控除
同　左
（注�）小規模企業共済等掛金の範
囲に，確定拠出年金の企業型
年金について個人が拠出する
企業型年金加入者掛金（いわ
ゆるマッチング拠出）を追加。

（22年度改正において措置）

同　左 社会保険料控除
同　左

小規模企業共済等掛金控
除
同　左
（注�）対象となる小規模
企業者の範囲に，宿
泊業又は娯楽業を営
む者で，常時使用す
る従業員の数が20名
以下（改正前５名以
下）となる者を追加。

（26年度改正において措
置）

同　左 同　左 社会保険料控除
同　左

小規模企業共済等掛金控
除
同　左
（注�）対象となる確定拠
出年金の個人型年金
の加入者の範囲に，
企業年金加入者，公
務員等共済加入者及
び第三号被保険者を
追加。

（27年度改正において措
置）

同　左

税
　

　

　

額
　

　

　

控
　

　

　

除

配
　

　

当
　

　

控
　

　

除

㋑�　配当所得を上積とし，配当所
得以外の所得と合わせた課税総
所得金額が1,000万円に達する
までの配当所得の金額について
　（道府県）� 1.2％
　（市町村）� 1.6％
　�1,000万円を超える部分の金額
について
　（道府県）� 0.6％
　（市町村）� 0.8％
㋺�　証券投資信託の収益の分配に
ついて
　（道府県）� 0.6％
　（市町村）� 0.8％
　�（課税総所得金額が1,000万円を
超える部分について道府県
0.3％，市町村0.4％）

　ただし，私募公社債等運用投資
信託の収益の分配，外国株価指数
に連動する特定株式投資信託の収
益の分配，特定外貨建証券投資信
託の収益の分配，特定投資信託又
は特定目的信託の収益の分配，投
資法人の配当等及び特定目的会社
の配当等に係る配当所得，申告不
要制度により申告しなかった配当
所得は配当控除の対象とならない。

（注�）申告分離課税制度を選択し
た配当所得は，配当控除所得
の対象とならない。

　※�平成21年１月１日以後に支払
いを受けるべき上場株式等の
配当等に係る配当所得につい
て適用。

（20年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）税額控除の割合等
は，原則として，道
府県民税：市民税＝
４：６だが，標準税
率の割合同様に，指
定都市の区域内に住
所を有する者につい
ては，道府県民税：
市民税＝２：８とな
る。

（29年度改正において措
置）

同　左
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　　控　　除　　及　　び　　税　　率（続）

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

所

得

控

除
（
続
）

そ
の
他
の
所
得
控
除
（
続
）

社会保険料控除
支払額の全額

小規模企業共済等掛金控除
　小規模企業共済掛金（第１種共
済契約に基づく掛金）及び心身障
害者扶養共済制度の掛金の支
払額の全額

（参考）
寄附金控除
　平成21年度分以後，所得控除方
式から税額控除方式に改組。
（20年度改正において措置）

社会保険料控除
同　左

小規模企業共済等掛金控除
同　左
（注�）小規模企業共済等掛金
の範囲に，個人事業の共
同経営者が支払った掛金
を追加。

（22年度改正において措置）

社会保険料控除
同　左

小規模企業共済等掛金控除
同　左
（注�）小規模企業共済等掛金の範
囲に，確定拠出年金の企業型
年金について個人が拠出する
企業型年金加入者掛金（いわ
ゆるマッチング拠出）を追加。

（22年度改正において措置）

同　左 社会保険料控除
同　左

小規模企業共済等掛金控
除
同　左
（注�）対象となる小規模
企業者の範囲に，宿
泊業又は娯楽業を営
む者で，常時使用す
る従業員の数が20名
以下（改正前５名以
下）となる者を追加。

（26年度改正において措
置）

同　左 同　左 社会保険料控除
同　左

小規模企業共済等掛金控
除
同　左
（注�）対象となる確定拠
出年金の個人型年金
の加入者の範囲に，
企業年金加入者，公
務員等共済加入者及
び第三号被保険者を
追加。

（27年度改正において措
置）

同　左

税
　

　

　

額
　

　

　

控
　

　

　

除

配
　

　

当
　

　

控
　

　

除

㋑�　配当所得を上積とし，配当所
得以外の所得と合わせた課税総
所得金額が1,000万円に達する
までの配当所得の金額について
　（道府県）� 1.2％
　（市町村）� 1.6％
　�1,000万円を超える部分の金額
について
　（道府県）� 0.6％
　（市町村）� 0.8％
㋺�　証券投資信託の収益の分配に
ついて
　（道府県）� 0.6％
　（市町村）� 0.8％
　�（課税総所得金額が1,000万円を
超える部分について道府県
0.3％，市町村0.4％）

　ただし，私募公社債等運用投資
信託の収益の分配，外国株価指数
に連動する特定株式投資信託の収
益の分配，特定外貨建証券投資信
託の収益の分配，特定投資信託又
は特定目的信託の収益の分配，投
資法人の配当等及び特定目的会社
の配当等に係る配当所得，申告不
要制度により申告しなかった配当
所得は配当控除の対象とならない。

（注�）申告分離課税制度を選択し
た配当所得は，配当控除所得
の対象とならない。

　※�平成21年１月１日以後に支払
いを受けるべき上場株式等の
配当等に係る配当所得につい
て適用。

（20年度改正において措置）

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）税額控除の割合等
は，原則として，道
府県民税：市民税＝
４：６だが，標準税
率の割合同様に，指
定都市の区域内に住
所を有する者につい
ては，道府県民税：
市民税＝２：８とな
る。

（29年度改正において措
置）

同　左
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18.　（付表）個　人　住　民　税　の　　

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
（
続
）

寄　
　
　
　
　

附　
　
　
　
　

金　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　

除

①�　地方公共団体以外に対する寄
附金
　イ�　住所地の都道府県共同募金
会に対する寄附金

　ロ�　住所地の日本赤十字社支部
に対する寄附金

　ハ�　都道府県又は市町村が条例
により指定した寄附金（国に
対する寄附金及び政党等に対
する政治活動に関する寄附金
を除く）

　�について，寄附金の額（総所得
金額等の30％を限度）のうち，
5千円を超える部分の金額の
10％相当額を税額控除する。

（参考）
寄附金控除
　平成21年度分以後，所得控除方
式から税額控除方式に改組。
（20年度改正において措置）

②　地方公共団体に対する寄附金
　�　イとロの合計額を税額控除
（ロについては所得割額の10％
を限度）する。
　イ　（寄附金－5千円）×10％
　ロ�　（寄附金－5千円）×（90％
－0～40％（寄附者に適用さ
れる所得税の限界税率））

（20年度改正において措置）

①�　地方公共団体以外に対す
る寄附金
　イ�　住所地の都道府県共同
募金会に対する寄附金

　ロ�　住所地の日本赤十字社
支部に対する寄附金

　ハ�　都道府県又は市区町村
が条例により指定した寄
附金（国に対する寄附金
及び政党等に対する政治
活動に関する寄附金を除
く）について，寄附金の
額（総所得金額等の30％
を限度）のうち，2千円
を超える部分の金額の
10％相当額を税額控除す
る。

※�　認定ＮＰＯ法人以外のＮ
ＰＯ法人への寄附金であっ
ても，地方団体が条例にお
いて個別に指定することに
より，寄附金税額控除の対
象とすることができること
とする。

②�　地方公共団体に対する寄
附金
　�　イとロの合計額を税額控
除（ロについては所得割額
の10％を限度）する。
　イ�　（寄附金－2千円）×
10％

　ロ�　（寄附金－2千円）×
（90％－0～40％（寄附者
に適用される所得税の限
界税率））

（23年度改正において措置）

同　左 ①　同　左

②�　地方公共団体に対する寄
附金
　�　イとロの合計額を税額控
除（ロについては所得割額
の10％を限度）する。
　イ　（寄附金－2千円）
　　×10％
　ロ　（寄附金－2千円）
　　�×（90％－0～40％（寄
附者に適用される所得税
の限界税率）×1.021※）

　※�平成26年度から令和20年
度までの措置。

（25年度改正において措置）

同　左 ①　同　左

②�　地方公共団体に対す
る寄附金
　�　イとロの合計額を税
額控除（ロについては
所得割額の20％を限
度）する。
　イ　（寄附金－2千円）
　　×10％
　ロ　（寄附金－2千円）
　　�×（90％－0～45％
（寄附者に適用され
る所得税の限界税
率）×1.021※）

　※�平成26年度から令和
20年度までの措置。

（27年度改正において措
置）

同　左 同　左
（注�）税額控除の割合等
は，原則として，道
府県民税：市民税＝
４：６だが，標準税
率の割合同様に，指
定都市の区域内に住
所を有する者につい
ては，道府県民税：
市民税＝２：８とな
る。

（29年度改正において措
置）

同　左

②　地方公共団体に対する寄附金
［令和２年分以後適用］
　総務大臣は地方財政審議会の意
見を聴いた上で，次の基準に適合
する地方公共団体をふるさと納税
（特例控除）の対象として指定す
る。
イ�　寄附金の募集を適正に実施す
る地方公共団体
ロ�　（イの地方公共団体で）返礼
品を送付する場合には，以下の
いずれも満たす地方公共団体
　・�返礼品の返礼割合を３割以下
とすること

　・返礼品を地場産品とすること
（令和元年度改正において措置）

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

　平成11年から平成18年まで又は
平成21年から平成25年までの間に
居住の用に供した場合
　①と②のいずれか小さい額
①�　所得税の住宅借入金等特別税
額控除額のうち所得税額から控
除しきれなかった額
②　税額控除前の所得税額
　�（課税総所得金額等の５％（最
高97,500円）を限度とする。）

※�　平成11年から平成18年までの
間に居住の用に供し，３月15日
までに市町村へ申告書を提出し
た場合には，従前の計算方法に
よる控除額との選択可。

［従前の計算方法］
　�　①と②のいずれか小さい額か
ら③の額を控除した額
　①�　所得税に係る住宅借入金等
特別税額控除額

　②�　税源移譲前の税率により計
算した場合の所得税額

　③�　税源移譲後の税率により計
算した場合の所得税額

（21年度改正において措置）

同　左 同　左
（注�）適用期限を平成29年12月31
日まで４年延長。

（25年度改正において措置）

同　左 　平成26年４月から平成
29年までの間に居住の用
に供し，住宅の対価等の
額に含まれる消費税等の
税率が8％又は10％であ
る場合
　①と②のいずれか小さ
い額
①�　所得税の住宅借入金
等特別税額控除額のう
ち所得税額から控除し
きれなかった額
②�　税額控除前の所得税
額
　�（課税総所得金額等の
７％（最高136,500円）
を限度）

（25年度改正において措
置）

（注�）適用期限を平成31
年６月30日まで１年
６月延長。

（27年度改正において措
置）

同　左
（注�）適用期限を令和３
年12月31日まで２年
６月延長。

（税制抜本改革法改正法
（地方税）において措置）

同　左
　現行の居住者が満たす
べき要件と同様の要件の
下で，非居住者が住宅の
新築取得等をした場合に
ついても適用可能とする。
（28年度改正において措
置）

同　左
（注�）税額控除の割合等
は，原則として，道
府県民税：市民税＝
４：６だが，標準税
率の割合同様に，指
定都市の区域内に住
所を有する者につい
ては，道府県民税：
市民税＝２：８とな
る。

（29年度改正において措
置）

同　左
　令和元年10月から令和２年12月
居住分（消費税率10％が適用され
る住宅取得等に限る。）に係る入
居11～13年目についても，所得税
額から控除しきれない額を現行制
度と同じ控除限度額（課税総所得
金額等の７％（最高136,500円）を
限度）の範囲内において控除する。
（令和元年度改正において措置）

88 所 得 税



区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
（
続
）

寄　
　
　
　
　

附　
　
　
　
　

金　
　
　
　
　

控　
　
　
　
　

除

①�　地方公共団体以外に対する寄
附金
　イ�　住所地の都道府県共同募金
会に対する寄附金

　ロ�　住所地の日本赤十字社支部
に対する寄附金

　ハ�　都道府県又は市町村が条例
により指定した寄附金（国に
対する寄附金及び政党等に対
する政治活動に関する寄附金
を除く）

　�について，寄附金の額（総所得
金額等の30％を限度）のうち，
5千円を超える部分の金額の
10％相当額を税額控除する。

（参考）
寄附金控除
　平成21年度分以後，所得控除方
式から税額控除方式に改組。
（20年度改正において措置）

②　地方公共団体に対する寄附金
　�　イとロの合計額を税額控除
（ロについては所得割額の10％
を限度）する。
　イ　（寄附金－5千円）×10％
　ロ�　（寄附金－5千円）×（90％
－0～40％（寄附者に適用さ
れる所得税の限界税率））

（20年度改正において措置）

①�　地方公共団体以外に対す
る寄附金
　イ�　住所地の都道府県共同
募金会に対する寄附金

　ロ�　住所地の日本赤十字社
支部に対する寄附金

　ハ�　都道府県又は市区町村
が条例により指定した寄
附金（国に対する寄附金
及び政党等に対する政治
活動に関する寄附金を除
く）について，寄附金の
額（総所得金額等の30％
を限度）のうち，2千円
を超える部分の金額の
10％相当額を税額控除す
る。

※�　認定ＮＰＯ法人以外のＮ
ＰＯ法人への寄附金であっ
ても，地方団体が条例にお
いて個別に指定することに
より，寄附金税額控除の対
象とすることができること
とする。

②�　地方公共団体に対する寄
附金
　�　イとロの合計額を税額控
除（ロについては所得割額
の10％を限度）する。
　イ�　（寄附金－2千円）×
10％

　ロ�　（寄附金－2千円）×
（90％－0～40％（寄附者
に適用される所得税の限
界税率））

（23年度改正において措置）

同　左 ①　同　左

②�　地方公共団体に対する寄
附金
　�　イとロの合計額を税額控
除（ロについては所得割額
の10％を限度）する。
　イ　（寄附金－2千円）
　　×10％
　ロ　（寄附金－2千円）
　　�×（90％－0～40％（寄
附者に適用される所得税
の限界税率）×1.021※）

　※�平成26年度から令和20年
度までの措置。

（25年度改正において措置）

同　左 ①　同　左

②�　地方公共団体に対す
る寄附金
　�　イとロの合計額を税
額控除（ロについては
所得割額の20％を限
度）する。
　イ　（寄附金－2千円）
　　×10％
　ロ　（寄附金－2千円）
　　�×（90％－0～45％
（寄附者に適用され
る所得税の限界税
率）×1.021※）

　※�平成26年度から令和
20年度までの措置。

（27年度改正において措
置）

同　左 同　左
（注�）税額控除の割合等
は，原則として，道
府県民税：市民税＝
４：６だが，標準税
率の割合同様に，指
定都市の区域内に住
所を有する者につい
ては，道府県民税：
市民税＝２：８とな
る。

（29年度改正において措
置）

同　左

②　地方公共団体に対する寄附金
［令和２年分以後適用］
　総務大臣は地方財政審議会の意
見を聴いた上で，次の基準に適合
する地方公共団体をふるさと納税
（特例控除）の対象として指定す
る。
イ�　寄附金の募集を適正に実施す
る地方公共団体
ロ�　（イの地方公共団体で）返礼
品を送付する場合には，以下の
いずれも満たす地方公共団体
　・�返礼品の返礼割合を３割以下
とすること

　・返礼品を地場産品とすること
（令和元年度改正において措置）

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

　平成11年から平成18年まで又は
平成21年から平成25年までの間に
居住の用に供した場合
　①と②のいずれか小さい額
①�　所得税の住宅借入金等特別税
額控除額のうち所得税額から控
除しきれなかった額
②　税額控除前の所得税額
　�（課税総所得金額等の５％（最
高97,500円）を限度とする。）

※�　平成11年から平成18年までの
間に居住の用に供し，３月15日
までに市町村へ申告書を提出し
た場合には，従前の計算方法に
よる控除額との選択可。

［従前の計算方法］
　�　①と②のいずれか小さい額か
ら③の額を控除した額
　①�　所得税に係る住宅借入金等
特別税額控除額

　②�　税源移譲前の税率により計
算した場合の所得税額

　③�　税源移譲後の税率により計
算した場合の所得税額

（21年度改正において措置）

同　左 同　左
（注�）適用期限を平成29年12月31
日まで４年延長。

（25年度改正において措置）

同　左 　平成26年４月から平成
29年までの間に居住の用
に供し，住宅の対価等の
額に含まれる消費税等の
税率が8％又は10％であ
る場合
　①と②のいずれか小さ
い額
①�　所得税の住宅借入金
等特別税額控除額のう
ち所得税額から控除し
きれなかった額
②�　税額控除前の所得税
額
　�（課税総所得金額等の
７％（最高136,500円）
を限度）

（25年度改正において措
置）

（注�）適用期限を平成31
年６月30日まで１年
６月延長。

（27年度改正において措
置）

同　左
（注�）適用期限を令和３
年12月31日まで２年
６月延長。

（税制抜本改革法改正法
（地方税）において措置）

同　左
　現行の居住者が満たす
べき要件と同様の要件の
下で，非居住者が住宅の
新築取得等をした場合に
ついても適用可能とする。
（28年度改正において措
置）

同　左
（注�）税額控除の割合等
は，原則として，道
府県民税：市民税＝
４：６だが，標準税
率の割合同様に，指
定都市の区域内に住
所を有する者につい
ては，道府県民税：
市民税＝２：８とな
る。

（29年度改正において措
置）

同　左
　令和元年10月から令和２年12月
居住分（消費税率10％が適用され
る住宅取得等に限る。）に係る入
居11～13年目についても，所得税
額から控除しきれない額を現行制
度と同じ控除限度額（課税総所得
金額等の７％（最高136,500円）を
限度）の範囲内において控除する。
（令和元年度改正において措置）

　　控　　除　　及　　び　　税　　率（続）
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18.　（付表）個　人　住　民　税　の　　

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

税　
　
　
　
　
　
　
　
　

率

所　

得　

割

道府県（標準税率）� 一律４%
市町村（標準税率）� 一律６%

　所得税と個人住民税の人的控除
額の差に基づく負担増を調整する
減額措置を講じる。

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）指定都市の区域内
に住所を有する者に
係る標準税率は，道
府県民税は２％，市
民税は８％となる。

（29年度改正において措
置）

均　

等　

割

道府県（標準税率）� 1,000円
市町村（標準税率）� 3,000円

同　左 同　左 道府県（標準税率）� 1,500円
市町村（標準税率）� 3,500円
（注�）復興財源確保のため，
平成26年度から令和５年
度までの措置。

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

 （備考）1.　各年度の計数は適用年度に係るものである。
　　　　2.�　個人住民税の課税標準は前年の所得について算定した所得金額であり，個人住民税における給与所得控除及び公的年金等控除については，前年分の所得税

において適用されたものがそのまま適用される。
　　　　3.�　所得割については，前年の所得の金額が，本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数に35万円（昭和56年度～昭和58年度27万円，昭和59年度及び昭和60年

度29万円，昭和61年度～昭和63年度31万円，平成元年度32万円，平成２年度～平成９年度34万円）を乗じて得た金額に，控除対象配偶者又は扶養親族を有す
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　　控　　除　　及　　び　　税　　率（続）

区　分 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度

税　
　
　
　
　
　
　
　
　

率

所　

得　

割

道府県（標準税率）� 一律４%
市町村（標準税率）� 一律６%

　所得税と個人住民税の人的控除
額の差に基づく負担増を調整する
減額措置を講じる。

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
（注�）指定都市の区域内
に住所を有する者に
係る標準税率は，道
府県民税は２％，市
民税は８％となる。

（29年度改正において措
置）

均　

等　

割

道府県（標準税率）� 1,000円
市町村（標準税率）� 3,000円

同　左 同　左 道府県（標準税率）� 1,500円
市町村（標準税率）� 3,500円
（注�）復興財源確保のため，
平成26年度から令和５年
度までの措置。

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

る場合には32万円（昭和57年度～平成２年度９万円，平成３年度15万円，平成４年度19万円，平成５年度25万円，平成６年度～平成10年度30万円，平成11年
度31万円，平成12年度32万円，平成13年度～平成15年度36万円，平成16年度及び平成17年度35万円）を加えた金額以下である者は非課税である。なお，基礎
控除等の見直しに伴い，令和３年度分以後の個人住民税の計算については，本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数に35万円を乗じて得た金額に，10万円
を加算した金額による（30年度改正において措置）。
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19.　申 告 所 得 税 の 課 税　　

20.　源　　泉　　所　　得　　税　　
（１）源泉徴収義務者数の累年比較

（単位　件）

区　　　分

源　泉　徴　収　義　務　者　数

利子所得等 配 当 所 得
特定口座内保管�
上場株式等の譲�
渡　所　得　等

給 与 所 得 報 酬 ，料 金�
等 　所　得

非居住者等�
所 　　　 得

平成20年分… 49,701 130,365 7,338 3,745,714 2,989,766 24,027

　　21……… 46,439 126,822 7,527 3,681,794 2,930,253 23,303

　　22……… 43,838 125,724 10,527 3,620,660 2,884,102 23,381

　　23……… 41,337 126,520 10,842 3,584,212 2,848,648 24,486

　　24……… 40,531 128,993 10,877 3,561,317 2,826,861 28,051

　　25……… 40,220 131,453 10,870 3,542,779 2,819,056 30,980

　　26……… 39,930 134,847 10,569 3,542,898 2,824,758 29,984

　　27……… 39,862 138,064 10,904 3,540,122 2,837,798 32,684

　　28……… 37,419 141,883 12,203 3,542,840 2,846,978 34,262

　　29……… 35,595 144,898 12,039 3,536,049 2,848,950 35,125

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.　調査時点は翌年６月30日現在である。�

区　　　分
番　

号

事　業　所　得　者 そ　の　他　所　得　者 　　合 　　計 対　　前　　年　　比 番　

号納税者数 所得金額 申 　　 告�
納 税 額 納税者数 所得金額 申 　　 告�

納 税 額 納税者数 所得金額 申 　　 告 
納 税 額 納税者数 所得金額 申 　　 告�

納 税 額
千人 億円 億円 千人 億円 億円 千人 億円 億円 ％ ％ ％

平成20年分… 1 1,658 64,587 5,282 5,865 331,353 21,212 7,523 395,940 26,495 96.8 91.5 88.4 1

21……… 2 1,472 57,179 4,853 5,704 296,685 17,873 7,176 353,865 22,725 95.4 89.4 85.8 2

22……… 3 1,429 56,346 4,873 5,592 290,611 17,558 7,021 346,958 22,431 97.8 98.0 98.7 3

23……… 4 1,541 59,474 5,151 4,530 277,316 17,941 6,071 336,790 23,093 86.5 97.1 102.9 4

24……… 5 1,595 62,361 5,398 4,497 284,583 18,658 6,093 346,945 24,056 100.4 103.0 104.2 5

25……… 6 1,612 63,462 5,585 4,615 322,420 21,568 6,227 385,882 27,154 102.2 111.2 112.9 6

26……… 7 1,631 65,038 5,705 4,494 306,701 21,430 6,126 371,740 27,135 98.4 96.3 99.9 7

27……… 8 1,704 69,138 6,225 4,625 325,323 23,534 6,329 394,460 29,758 103.3 106.1 109.7 8

28……… 9 1,735 71,261 6,374 4,640 330,037 24,295 6,376 401,298 30,669 100.7 101.7 103.1 9

29……… 10 1,700 70,402 6,205 4,713 344,733 25,891 6,413 415,135 32,096 100.6 103.4 104.7 10
 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.�　平成23年分以前については翌年３月31日現在の課税事績，平成24年分以降については翌年３月31日までに申告又は処理（更正，決定等）をした者の６月

30日現在の課税事績を示した。
　　　　3.　平成25年分以降は，「申告納税額」に復興特別所得税を含んでいる。
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　　状 況 の 累 年 比 較

　　の　　課　　税　　状　　況
（２）源泉徴収税額の累年比較

（単位　億円）

区　　　分

源　　泉　　徴　　収　　税　　額

利子所得等 配当所得 上場株式等の�
譲渡所得等 給与所得 退職所得 報酬，料金�

等 所 得
非居住者等�
所　　　得 計

平成20年分… 8,195 20,442 497 97,273 2,606 11,701 3,606 144,320

　　21……… 6,620 15,842 504 86,269 2,620 11,499 2,572 125,926

　　22……… 5,482 16,411 468 85,013 2,296 11,508 2,855 124,032

　　23……… 4,679 16,701 389 90,064 2,287 11,511 2,847 128,477

　　24……… 4,318 18,273 434 89,801 2,428 11,548 2,629 129,430

　　25……… 4,391 25,769 5,166 93,530 2,346 11,737 3,322 146,260

　　26……… 4,807 38,214 4,334 97,811 2,216 11,698 4,991 164,070

　　27……… 4,302 45,917 5,779 101,736 2,254 11,864 6,390 178,243

　　28……… 3,479 37,381 2,339 103,921 2,300 12,002 5,795 167,218

　　29……… 3,576 42,925 5,579 107,054 2,365 12,207 6,835 180,541

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.　調査期間は，その年２月１日から翌年１月31日である。
　　　　3.　源泉徴収税額は，本税の額であり，平成25年分以降は復興特別所得税を含む。��

区　　　分
番　

号

事　業　所　得　者 そ　の　他　所　得　者 　　合 　　計 対　　前　　年　　比 番　

号納税者数 所得金額 申 　　 告�
納 税 額 納税者数 所得金額 申 　　 告�

納 税 額 納税者数 所得金額 申 　　 告 
納 税 額 納税者数 所得金額 申 　　 告�

納 税 額
千人 億円 億円 千人 億円 億円 千人 億円 億円 ％ ％ ％

平成20年分… 1 1,658 64,587 5,282 5,865 331,353 21,212 7,523 395,940 26,495 96.8 91.5 88.4 1

21……… 2 1,472 57,179 4,853 5,704 296,685 17,873 7,176 353,865 22,725 95.4 89.4 85.8 2

22……… 3 1,429 56,346 4,873 5,592 290,611 17,558 7,021 346,958 22,431 97.8 98.0 98.7 3

23……… 4 1,541 59,474 5,151 4,530 277,316 17,941 6,071 336,790 23,093 86.5 97.1 102.9 4

24……… 5 1,595 62,361 5,398 4,497 284,583 18,658 6,093 346,945 24,056 100.4 103.0 104.2 5

25……… 6 1,612 63,462 5,585 4,615 322,420 21,568 6,227 385,882 27,154 102.2 111.2 112.9 6

26……… 7 1,631 65,038 5,705 4,494 306,701 21,430 6,126 371,740 27,135 98.4 96.3 99.9 7

27……… 8 1,704 69,138 6,225 4,625 325,323 23,534 6,329 394,460 29,758 103.3 106.1 109.7 8

28……… 9 1,735 71,261 6,374 4,640 330,037 24,295 6,376 401,298 30,669 100.7 101.7 103.1 9

29……… 10 1,700 70,402 6,205 4,713 344,733 25,891 6,413 415,135 32,096 100.6 103.4 104.7 10
 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.�　平成23年分以前については翌年３月31日現在の課税事績，平成24年分以降については翌年３月31日までに申告又は処理（更正，決定等）をした者の６月

30日現在の課税事績を示した。
　　　　3.　平成25年分以降は，「申告納税額」に復興特別所得税を含んでいる。
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21.　利 子・配 当 課 税 制 度 等 の　　

～平成15.3 平成15.4～
平成15.12

平成16.1～
平成20.12 平成21.1～平成25.12 平成26.1～平成27.12 平成28.1～

利
子
所
得

特 定 公 社 債�
公募公社債投資信託等

源　　泉　　分　　離　　課　　税�
（20％の源泉徴収［所得税15％，住民税５％］）

利
子
所
得

特 定 公 社 債�
公募公社債投資信託等

申告分離課税20％［所得税15％，住民税５％］�
又は確定申告不要（20％の源泉徴収）�
［所得税15％，住民税５％］

特定公社債以外の公社債
私募公社債投資信託等

特定公社債以外の公社債
私募公社債投資信託等 源　　泉　　分　　離　　課　　税�

（20％の源泉徴収［所得税15％，住民税５％］）
預 貯 金 の 利 子 預 貯 金 の 利 子

配

当

所

得

上場株式等の配当等（注１）
及び特定株式投資信託の
収 益 の 分 配

総合課税
（20％の源泉徴収
［所得税］）
次の課税方式の選択
が可能
○源泉分離選択課税
（注２）

（ 35％の源泉徴収
［所得税］）
○確定申告不要（注３）
（ 20％の源泉徴収
［所得税］）

総合課税又は確定申
告不要
（10％の源泉徴収
［所得税］）（注４）

総合課税又は確定申
告不要
（10％の源泉徴収）
［所得税７％，住民
税３％］

総合課税若しくは20％［所得
税15％，住民税５％］申告分
離課税又は確定申告不要
（20％の源泉徴収）
［所得税15％，住民税５％］
　�平成21年１月１日～25年
12月31日の間の特例措置
　①�申告分離課税の税率　
10％［所得税７％，住
民税３％］

　②�10％の源泉徴収［所得
税７％，住民税３％］

配

当

所

得

上場株式等の配当等（注１）
及び特定株式投資信託の
収 益 の 分 配

総合課税若しくは20％［所得税15％，住民税５％］申告分離課税
又は確定申告不要（20％の源泉徴収）［所得税15％，住民税５％］

非上場株式等の配当等 総　　　合　　　課　　　税
（20％の源泉徴収［所得税］） 非上場株式等の配当等 総　　　合　　　課　　　税

（20％の源泉徴収［所得税］）
１回の支払配当の金
額が10万円を配当計
算期間であん分した
金額以下のもの

総合課税又は確定申告不要（注５）
（20％源泉徴収［所得税］）

１回の支払配当の金
額が10万円を配当計
算期間であん分した
金額以下のもの

総合課税又は確定申告不要（注５）
（20％源泉徴収［所得税］）

公募株式投資信託の
収益の分配等

源　泉　分　離　課　税
（20％の源泉徴収［所得税15％，住民税５％］）

総合課税又は確定申
告不要
（10％の源泉徴収）
［所得税７％,住民税
３％］

総合課税若しくは20％［所得
税15％，住民税５％］申告分
離課税又は確定申告不要
（20％の源泉徴収）
［所得税15％，住民税５％］
　�平成21年１月１日～25年
12月31日の間の特例措置
　①�申告分離課税の税率　
10％［所得税７％，住
民税３％］

　②�10％の源泉徴収［所得
税７％，住民税３％］

公募株式投資信託の
収益の分配等

総合課税若しくは20％［所得税15％，住民税５％］申告分離課税
又は確定申告不要（20％の源泉徴収）［所得税15％，住民税５％］

雑
所
得
（
譲
渡
所
得
）

割引債の償還差益
　・�平成27年12月31日
以前に発行された
公社債

　・�預金保険対象とな
る金融債

源泉分離課税〔雑所得〕
（発行時に18％（又は16％）の源泉徴収）

〈住民税は非課税〉

雑
所
得
（
譲
渡
所
得
）

割引債の償還差益
　・�平成27年12月31日
以前に発行された
公社債

　・�預金保険対象とな
る金融債

源泉分離課税〔雑所得〕
（発行時に18％（又は16％）

の源泉徴収）
〈住民税は非課税〉

源　泉　分　離　課　税〔雑所得〕
（発行時に18％（又は16％）の源泉徴収）

〈住民税は非課税〉
※発行時に源泉徴収されているため，
償還時に課税関係は生じない。

割引債の償還差益
　�平成28年１月１日以
後に発行された公社
債（預金保険対象と
なる金融債を除く。）

割引債の償還差益
　�平成28年１月１日以
後に発行された公社
債（預金保険対象と
なる金融債を除く。）

申　告　分　離　課　税〔譲渡所得〕
20％［所得税15％，住民税５％］
（償還時に20％源泉徴収）

（参考）�
非 課 税 制 度 老人等の少額貯蓄非課税制度

（限度額350万円）
老人等の郵便貯金非課税制度
（限度額350万円）
老人等の少額公債非課税制度
（限度額350万円）
財形住宅（年金）貯蓄非課税制度
（限度額550万円）

平成18.1～
障害者等の少額貯蓄非課税制度（限度額350万円）

障害者等の郵便貯金非課税制度（限度額350万円）
（注６）

障害者等の少額公債非課税制度（限度額350万円）

同左

（参考）�
非 課 税 制 度

障害者等の少額貯蓄非課税制度（限度額350万円）
障害者等の少額公債非課税制度（限度額350万円）
財形住宅（年金）貯蓄非課税制度（限度額550万円）

平成26.1～
　非課税口座内の少額上場
株式等に係る配当所得及び
譲渡所得等の非課税制度
（NISA）（非課税期間５年
間，投資上限額100万円／
年）

平成28.1～
　・�　非課税口座内の少額上場
株式等に係る配当所得及び
譲渡所得等の非課税制度
（NISA）の投資上限額を引
上げ（年間100万円→年間
120万円）

　・�　未成年者口座内の少額上
場株式等に係る配当所得及
び譲渡所得等の非課税制度
（ジュニアNISA）の創設
（非課税期間５年間，投資
上限額80万円／年）

平成30.1～
　非課税口座内の少額上場株式
等に係る配当所得及び譲渡所得
等の非課税制度（NISA）につ
いて，非課税累積投資契約に係
る非課税措置（つみたてNISA）
の創設（NISAとの選択適用。
非課税期間20年間，投資上限額
40万円／年）

（注１）�平成15年４月以後に支払を受ける上場株式等の配当等で，発行済株式総数の３%以上の株式を保有する個人に係るものに対する課税は，非上場株式等の配当等
に対する課税と同じである。

（注２）�発行済株式総数の５%未満の株式を保有する個人に係る配当等で１回の支払配当の金額が25万円（年１回50万円）未満のものについて適用がある。また，個人
住民税は総合課税。

（注３）�１回の支払配当の金額が５万円（年１回10万円）以下のものについて適用がある。また，個人住民税は平成14年12月までに支払を受けるものは非課税，平成15
年１月以降に支払を受けるものは総合課税。

（注４）平成15年４月～同年12月までの間に生じた上場株式等の配当等に係る個人住民税は非課税。
（注５）個人住民税は確定申告不要制度を設けておらず総合課税のみ。
（注６）郵政民営化法の施行の日（平成19年10月１日）より廃止し，少額貯蓄非課税制度に統合（限度額350万円）。
（注７）同族会社が発行した社債（特定公社債に該当するものを除く。）の利子等で，その役員等が支払を受けるものは，総合課税の対象となる。
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　　概 要（所 得 税・個 人 住 民 税）

～平成15.3 平成15.4～
平成15.12

平成16.1～
平成20.12 平成21.1～平成25.12 平成26.1～平成27.12 平成28.1～

利
子
所
得

特 定 公 社 債�
公募公社債投資信託等

源　　泉　　分　　離　　課　　税�
（20％の源泉徴収［所得税15％，住民税５％］）

利
子
所
得

特 定 公 社 債�
公募公社債投資信託等

申告分離課税20％［所得税15％，住民税５％］�
又は確定申告不要（20％の源泉徴収）�
［所得税15％，住民税５％］

特定公社債以外の公社債
私募公社債投資信託等

特定公社債以外の公社債
私募公社債投資信託等 源　　泉　　分　　離　　課　　税�

（20％の源泉徴収［所得税15％，住民税５％］）
預 貯 金 の 利 子 預 貯 金 の 利 子

配

当

所

得

上場株式等の配当等（注１）
及び特定株式投資信託の
収 益 の 分 配

総合課税
（20％の源泉徴収
［所得税］）
次の課税方式の選択
が可能
○源泉分離選択課税
（注２）

（ 35％の源泉徴収
［所得税］）
○確定申告不要（注３）
（ 20％の源泉徴収
［所得税］）

総合課税又は確定申
告不要
（10％の源泉徴収
［所得税］）（注４）

総合課税又は確定申
告不要
（10％の源泉徴収）
［所得税７％，住民
税３％］

総合課税若しくは20％［所得
税15％，住民税５％］申告分
離課税又は確定申告不要
（20％の源泉徴収）
［所得税15％，住民税５％］
　�平成21年１月１日～25年
12月31日の間の特例措置
　①�申告分離課税の税率　
10％［所得税７％，住
民税３％］

　②�10％の源泉徴収［所得
税７％，住民税３％］

配

当

所

得

上場株式等の配当等（注１）
及び特定株式投資信託の
収 益 の 分 配

総合課税若しくは20％［所得税15％，住民税５％］申告分離課税
又は確定申告不要（20％の源泉徴収）［所得税15％，住民税５％］

非上場株式等の配当等 総　　　合　　　課　　　税
（20％の源泉徴収［所得税］） 非上場株式等の配当等 総　　　合　　　課　　　税

（20％の源泉徴収［所得税］）
１回の支払配当の金
額が10万円を配当計
算期間であん分した
金額以下のもの

総合課税又は確定申告不要（注５）
（20％源泉徴収［所得税］）

１回の支払配当の金
額が10万円を配当計
算期間であん分した
金額以下のもの

総合課税又は確定申告不要（注５）
（20％源泉徴収［所得税］）

公募株式投資信託の
収益の分配等

源　泉　分　離　課　税
（20％の源泉徴収［所得税15％，住民税５％］）

総合課税又は確定申
告不要
（10％の源泉徴収）
［所得税７％,住民税
３％］

総合課税若しくは20％［所得
税15％，住民税５％］申告分
離課税又は確定申告不要
（20％の源泉徴収）
［所得税15％，住民税５％］
　�平成21年１月１日～25年
12月31日の間の特例措置
　①�申告分離課税の税率　
10％［所得税７％，住
民税３％］

　②�10％の源泉徴収［所得
税７％，住民税３％］

公募株式投資信託の
収益の分配等

総合課税若しくは20％［所得税15％，住民税５％］申告分離課税
又は確定申告不要（20％の源泉徴収）［所得税15％，住民税５％］

雑
所
得
（
譲
渡
所
得
）

割引債の償還差益
　・�平成27年12月31日
以前に発行された
公社債

　・�預金保険対象とな
る金融債

源泉分離課税〔雑所得〕
（発行時に18％（又は16％）の源泉徴収）

〈住民税は非課税〉

雑
所
得
（
譲
渡
所
得
）

割引債の償還差益
　・�平成27年12月31日
以前に発行された
公社債

　・�預金保険対象とな
る金融債

源泉分離課税〔雑所得〕
（発行時に18％（又は16％）

の源泉徴収）
〈住民税は非課税〉

源　泉　分　離　課　税〔雑所得〕
（発行時に18％（又は16％）の源泉徴収）

〈住民税は非課税〉
※発行時に源泉徴収されているため，
償還時に課税関係は生じない。

割引債の償還差益
　�平成28年１月１日以
後に発行された公社
債（預金保険対象と
なる金融債を除く。）

割引債の償還差益
　�平成28年１月１日以
後に発行された公社
債（預金保険対象と
なる金融債を除く。）

申　告　分　離　課　税〔譲渡所得〕
20％［所得税15％，住民税５％］
（償還時に20％源泉徴収）

（参考）�
非 課 税 制 度 老人等の少額貯蓄非課税制度

（限度額350万円）
老人等の郵便貯金非課税制度
（限度額350万円）
老人等の少額公債非課税制度
（限度額350万円）
財形住宅（年金）貯蓄非課税制度
（限度額550万円）

平成18.1～
障害者等の少額貯蓄非課税制度（限度額350万円）

障害者等の郵便貯金非課税制度（限度額350万円）
（注６）

障害者等の少額公債非課税制度（限度額350万円）

同左

（参考）�
非 課 税 制 度

障害者等の少額貯蓄非課税制度（限度額350万円）
障害者等の少額公債非課税制度（限度額350万円）
財形住宅（年金）貯蓄非課税制度（限度額550万円）

平成26.1～
　非課税口座内の少額上場
株式等に係る配当所得及び
譲渡所得等の非課税制度
（NISA）（非課税期間５年
間，投資上限額100万円／
年）

平成28.1～
　・�　非課税口座内の少額上場
株式等に係る配当所得及び
譲渡所得等の非課税制度
（NISA）の投資上限額を引
上げ（年間100万円→年間
120万円）

　・�　未成年者口座内の少額上
場株式等に係る配当所得及
び譲渡所得等の非課税制度
（ジュニアNISA）の創設
（非課税期間５年間，投資
上限額80万円／年）

平成30.1～
　非課税口座内の少額上場株式
等に係る配当所得及び譲渡所得
等の非課税制度（NISA）につ
いて，非課税累積投資契約に係
る非課税措置（つみたてNISA）
の創設（NISAとの選択適用。
非課税期間20年間，投資上限額
40万円／年）

（注１）�平成15年４月以後に支払を受ける上場株式等の配当等で，発行済株式総数の３%以上の株式を保有する個人に係るものに対する課税は，非上場株式等の配当等
に対する課税と同じである。

（注２）�発行済株式総数の５%未満の株式を保有する個人に係る配当等で１回の支払配当の金額が25万円（年１回50万円）未満のものについて適用がある。また，個人
住民税は総合課税。

（注３）�１回の支払配当の金額が５万円（年１回10万円）以下のものについて適用がある。また，個人住民税は平成14年12月までに支払を受けるものは非課税，平成15
年１月以降に支払を受けるものは総合課税。

（注４）平成15年４月～同年12月までの間に生じた上場株式等の配当等に係る個人住民税は非課税。
（注５）個人住民税は確定申告不要制度を設けておらず総合課税のみ。
（注６）郵政民営化法の施行の日（平成19年10月１日）より廃止し，少額貯蓄非課税制度に統合（限度額350万円）。
（注７）同族会社が発行した社債（特定公社債に該当するものを除く。）の利子等で，その役員等が支払を受けるものは，総合課税の対象となる。
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅰ　一般の課税方式
　株式等の譲渡所得につい
ては，次のⅡによる分離課
税，土地，建物等の譲渡所
得については，Ⅲによる分
離課税

イ　長期譲渡所得……�（保有期間５年を超える資産の譲渡による所得）

ロ　短期譲渡所得……�（保有期間５年以下の資産の譲渡による所得）

　（注）１　取得費は，その資産の取得に要した費用，設備費及び改良費の合計額をいう。
　　　　２�　昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費は，昭和28年１月１日におけ

る相続税評価額を基礎として計算する。
　　　　３�　個人に対する贈与，相続等により取得した資産は，受贈者又は相続人等が引

き続き所有していたものとみなす。
　　　　４�　国外転出（国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下同

じ。）をする居住者が，所得税法に規定する有価証券若しくは匿名組合契約の
出資の持分（以下「有価証券等」という。）又は決済をしていないデリバティ
ブ取引，信用取引若しくは発行日取引（以下「未決済デリバティブ取引等」と
いう。）を有する場合には，当該国外転出の時に，次に掲げる場合の区分に応
じそれぞれ次に定める金額により当該有価証券等の譲渡又は当該未決済デリバ
ティブ取引等の決済をしたものとみなして，事業所得の金額，譲渡所得の金額
又は雑所得の金額を計算する。

　　　　　イ�　当該国外転出の日の属する年分の確定申告書の提出時までに納税管理人の
届出をした場合　当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当す
る金額又は当該未決済デリバティブ取引等の決済に係る利益の額若しくは損
失の額

　　　　　ロ�　上記イに掲げる場合以外の場合　当該国外転出の予定日の３月前の日にお
ける当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該未決済デリバティブ取引
等の決済に係る利益の額若しくは損失の額

　　　　　なお，本特例は，次のイ及びロに掲げる要件を満たす居住者について，適用。
　　　　　イ　上記のイ又はロに定める金額の合計額が１億円以上である者
　　　　　ロ�　国外転出の日前10年以内に，国内に住所又は居所を有していた期間の合計

が５年超である者
　　　　　（注�）上記の「国内に住所又は居所を有していた期間」には，出入国管理及び

難民認定法別表第一の在留資格をもって在留していた期間を除く。

Ⅱ�　株式等に係る譲渡所得の分
離課税の特例

　一般株式等に係る譲渡所得及び上場株式等に係る譲渡所得は，15％の税率による申告分
離課税。

イ　特定管理株式等が価値を失った場合の課税の特例
　�　特定口座で管理されていた株式若しくは公社債で上場株式等に該当しないこととなっ
た日以後引き続き保管の委託若しくは振替口座簿への記載若しくは記録がされているも
の（特定管理株式等），特定管理株式等であった株式で，平成21年１月５日に特定管理
口座から払い出されたもののうちその払出しの後売買がされなかったもの（特定保有株
式）又は特定口座内公社債について，清算結了等により株式又は公社債としての価値を
失ったことによる損失が生じた場合には，当該損失を上場株式等の譲渡損失とみなす。
ロ　上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等との間の損益通算の特例
　�　平成21年分以後の各年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額
があるときは，当該損失の金額を上場株式等の配当所得等の金額（申告分離課税を選択
したものに限る。）から控除することができる。
ハ　上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
　�　平成15年１月１日以後に，上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上生じた損失の
金額のうち，その年の他の上場株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない金額につ
いては，翌年以後３年間にわたり，各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上
場株式等に係る配当所得等の金額（申告分離課税を選択したものに限る。）から繰越控
除することができる。

（１）　個人の場合

�
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
�

�
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
�

｛（収入金額－取得費・譲渡費用）－50万円｝
譲渡益

× 1
2 ＝課税所得

（収入金額－取得費・譲渡費用）－50万円
譲渡益

＝課税所得
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅱ�　株式等に係る譲渡所得の分
離課税の特例（続）

ニ　特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算及び申告不要の特例
　㋑�　金融商品取引業者等に設定した特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がさ
れ，又は特定口座に保管の委託がされている上場株式等又は当該特定口座において処
理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による所得の金額については，他の株式
等の譲渡による所得と区分して，これらの金額を計算する。

　㋺�　特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた特定口座（源泉徴収選択口座）におい
て発生した源泉徴収選択口座内調整所得金額について，15％の税率による所得税の源
泉徴収又は還付を行う。

　㋩�　上記㋺の適用を受けた者のその年分の所得税については，当該特定口座内上場株式
等の譲渡に係る譲渡所得等の金額を除外して確定申告を行うことができる。

ホ　源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例
　㋑�　平成22年１月１日以後に，金融商品取引業者等の営業所を通じて上場株式等の配当
等の支払を受ける場合に，その金融商品取引業者等の営業所に源泉徴収選択口座を開
設しているときは，その金融商品取引業者等に届出書を提出することにより，上場株
式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができる。

　㋺�　上記㋑により源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等（以下「源泉徴収
選択口座内配当等」という。）に対する源泉徴収税額を計算する場合に，その源泉徴
収選択口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があ
るときは，源泉徴収選択口座内配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除し
た金額に対して源泉徴収を行う。

　（平成30年度改正）
　�　集団投資信託の信託財産について納付された外国所得税については，支払の取扱者
（証券会社）がファンドの収益分配金を交付する場合にも，ファンドが収益を分配する
場合と同様にその収益の分配に係る源泉徴収税額から控除することにより二重課税調整
を可能とする。
　�　また，投資家が申告する場合に，上記の源泉徴収時の二重課税調整を適切に精算する
仕組み（税額控除制度）を措置する。
　（注�）上記の改正は，令和２年（2020年）１月１日以後に支払われる上場株式等の配当

等について適用する。
　（令和元年度改正）
　�　平成30年度税制改正で措置した投資信託の二重課税調整について，円滑な施行に向け
た措置を講ずる。
ヘ　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度
　㋑　非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置（ＮＩＳＡ）
　　イ�　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が，当該非課

税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の１月１日から５年を経過
する日までの間に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等（当該金融商
品取引業者等がその配当等の支払の取扱者であるものに限る。）については，所得
税を課さない。

　　ロ�　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が，非課税口
座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の１月１日から５年を経過する
日までの間に，当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の非課税上場株
式等管理資契約に基づく譲渡をした場合には，その譲渡による譲渡所得等について
は，所得税を課さない。また，非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は，
ないものとみなす。

　　ハ�　非課税上場株式等管理契約とは，上記イ及びロの非課税の適用を受けるために居
住者等（その年１月１日において満20歳以上である者に限る。）が締結した上場株
式等の振替口座簿への記載等に係る契約で，その契約書において次に掲げる事項が
定められているものをいう。

　　　１　上場株式等の振替口座簿への記載等は，非課税管理勘定において行うこと。
　　　２　当該非課税管理勘定においては，次に掲げる上場株式等のみを受け入れること。
　　　　①�　当該非課税口座を開設された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上

場株式等又は当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から一定の手続
の下で移管がされる上場株式等（②の上場株式等を除く。）で，非課税口座に
非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け
入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円（平成27年分非課税管理
勘定まで：100万円）（②の上場株式等がある場合にはその移管日における時価
を控除した金額）を超えないもの

　　　　②�　当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から当該他の年分の非課税
管理勘定が設けられた日の属する年の１月１日から５年を経過する日に一定の
手続きの下で移管がされる上場株式等
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区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅱ�　株式等に係る譲渡所得の分
離課税の特例（続）

　　　３　その他一定の事項
　　ニ�　非課税管理勘定とは，非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上

場株式等につき，当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に
関する記録と区分して行うための勘定で，平成26年（2014年）から令和５年（2023
年）までの各年に設けられるものをいう。

　　ホ�　金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の非課税管理勘定に
おいて管理されていた上場株式等は，同一の金融商品取引業者等の営業所に開設さ
れている非課税口座の非課税管理勘定に移管できる（平成28年分以後に設けられる
非課税管理勘定について適用）。

　　ヘ�　居住者等が平成29年（2017年）から令和５年（2023年）までの各年（その年１月
１日においてその居住者等が20歳である年に限る。）の１月１日において未成年者
口座を開設している場合には，同日において，その未成年者口座が開設されている
金融商品取引業者等の営業所の長と非課税上場株式等管理資契約を締結したものと
みなして，その居住者等の非課税口座が開設される。

　㋺　非課税累積投資契約に係る非課税措置（つみたてＮＩＳＡ）
　　（非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置と選択適用）
　　イ�　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が，当該非課

税口座に累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の１月１日以後20年を経過す
る日までの間に支払を受けるべき当該累積投資勘定に係る公社債投資信託以外の証
券投資信託（その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定
に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。以下「公募等株式投
資信託」という。）の配当等（当該金融商品取引業者等がその配当等の支払の取扱
者であるものに限る。）については，所得税を課さない。

　　ロ�　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が，当該非課
税口座に累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の１月１日以後20年を経過す
る日までの間に，当該累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権の非課税累
積投資契約に基づく譲渡をした場合には，その譲渡による譲渡所得等については，
所得税を課さない。また，当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡による損失金額
は，所得税に関する法令の規定の適用上，ないものとみなす。

　　ハ�　非課税累積投資契約とは，上記イ及びロの非課税の適用を受けるために居住者等
が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約（当該居住者等が，一定額の公募等
株式投資信託の受益権につき，定期的に継続して，当該金融商品取引業者等に買付
けの委託等をすることを約する契約で，あらかじめその買付けの委託等をする受益
権の銘柄が定められているものをいう。）により取得した公募等株式投資信託の受
益権の振替口座簿への記載等に係る契約で，その契約書において，次に掲げる事項
が定められているものをいう。

　　　１�　公募等株式投資信託の受益権の振替口座簿への記載等は，累積投資勘定におい
て行うこと。

　　　２�　当該累積投資勘定においては，その居住者等の公募等株式投資信託の受益権
（当該受益権を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進され
るものとして一定の要件を満たすものに限る。）のうち，累積投資勘定が設けら
れた日から同日の属する年の12月31日までの期間（以下「受入期間」という。）
内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得をした当該受益権
（当該受入期間内の取得対価の額の合計額が40万円を超えないものに限る。）及び
一定の公募等株式投資信託の受益権のみを受け入れること。

　　　３�　当該金融商品取引業者等は，初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過し
た日及び同日の翌日以後５年を経過した日ごとの日における当該居住者等の住所
その他の一定の事項を確認することとされていること。

　　　４　その他一定の事項
　　ニ�　累積投資勘定とは，非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載等がされる

公募等株式投資信託の受益権の振替口座簿への記載等に関する記録を他の取引に関
する記録と区分して行うための勘定で，次に掲げる要件を満たすものをいう。

　　　１�　当該勘定は，居住者等から提出を受けた非課税適用確認書，勘定廃止通知書又
は非課税口座廃止通知書に記載された累積投資勘定に係る勘定設定期間（平成30
年（2018年）１月１日から令和19年（2037年）12月31日までの期間をいう。以下
同じ。）内の各年においてのみ設けられること。

　　　２�　当該勘定は，非課税適用確認書が年の中途において提出された場合等を除き，
その累積投資勘定に係る勘定設定期間内の各年の１月１日において設けられるこ
と。
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅱ�　株式等に係る譲渡所得の分
離課税の特例（続）

　（令和元年度改正）
　・�　非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこ
ととなる場合の特例措置を次のとおり講ずる。

　　イ�　当該居住者等がその出国の日の前日までに当該非課税口座が開設されている金融
商品取引業者等の営業所の長に，その者に係る給与等の支払をする者からの転任の
命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をする旨等の事項を記載
した継続適用届出書の提出をしたときは，その出国の時から，その者が当該金融商
品取引業者等の営業所の長に，帰国をした年月日等の事項を記載した帰国届出書の
提出をする日と当該継続適用届出書の提出をした日から起算して５年を経過する日
の属する年の12月31日とのいずれか早い日までの間は，その者を居住者等に該当す
る者とみなして，本措置を引き続き適用する。この場合において，当該帰国届出書
の提出をする日までは，当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資
勘定に上場株式等を受け入れることができないこととする。

　　ロ�　継続適用届出書の提出をした者が当該提出をした日から起算して５年を経過する
日の属する年の12月31日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書
の提出をしなかった場合には，同日においてその者が当該金融商品取引業者等の営
業所の長に非課税口座廃止届出書を提出したものとみなす。

　　ハ�　その出国につき，国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象となる者は，継
続適用届出書の提出をすることができないこととする。

　・�　居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件をその年１月１日において
18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げる。

　（注�）上記の改正は，令和５年（2023年）１月１日以後に設けられる非課税口座につい
て適用する。

　・�　次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を
記録した電磁的記録の提供の際に行うこととされている本人確認の方法について，そ
の者の氏名，生年月日及び住所の記載のある住所等確認書類を提示する方法を加える。

　　イ　特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
　　ロ　非課税口座内上場株式等移管依頼書
　　ハ　未成年者口座非課税口座間移管依頼書
　・�　非課税口座を開設している居住者等は，当該非課税口座にその年に設けられている
勘定を変更しようとする場合には，当該非課税口座が開設されている金融商品取引業
者等の営業所の長に対し，非課税口座異動届出書の提出ができることとする。この場
合において，当該非課税口座異動届出書を提出する日以前に当該勘定に既に上場株式
等の受入れをしているときは，当該金融商品取引業者等の営業所の長は，当該非課税
口座異動届出書を受理することができないこととする。

ト�　未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度（ジュ
ニアＮＩＳＡ）
　㋑�　金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者等が，次の未成
年者口座内上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める期間（下記㋺において「非課
税期間」という。）内に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等（その
金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者であるものに限る。）については，
所得税を課さない。

　　イ�　非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等……その未成年者口座にその非課
税管理勘定を設けた日から同日の属する年の１月１日以後５年を経過する日までの間

　　ロ�　継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等……その未成年者口座にその継続
管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した者がその年１月１日において
20歳である年の前年12月31日までの間

　㋺�　金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者等が，非課税期
間内に，その未成年者口座内上場株式等のその未成年者口座管理契約に基づく譲渡を
した場合には，その譲渡による譲渡所得等については，所得税を課さない。また，当
該未成年者口座内上場株式等の譲渡による損失金額は，所得税に関する法令の規定の
適用上，ないものとみなす。

　㋩�　非課税管理勘定は，平成28年（2016年）から令和５年（2023年）までの各年（その
未成年者口座を開設している者が，その年１月１日において20歳未満である年及び出
生した日の属する年に限る。）に設けることができることとし，各年分の非課税管理
勘定においては，次に掲げる上場株式等を受け入れることができることとする。

　　イ�　当該非課税口座を開設された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株
式等又は当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から一定の手続の下で移
管がされる上場株式等（ロの上場株式等を除く。）で，非課税口座に非課税管理勘
定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等
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区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅱ�　株式等に係る譲渡所得の分
離課税の特例（続）

　　　�の取得対価の額の合計額が80万円（ロの上場株式等がある場合にはその移管日にお
ける時価を控除した金額）を超えないもの

　　ロ�　当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から当該他の年分の非課税管理
勘定が設けられた日の属する年の１月１日から５年を経過する日に一定の手続きの
下で移管がされる上場株式等

　㋥�　継続管理勘定は，令和６年（2024年）から令和10年（2028年）までの各年（その未
成年者口座を開設している者がその年１月１日において20歳未満である年に限る。）
に設けることができることとし，毎年80万円を上限に，同一の未成年者口座の非課税
管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができる。

　㋭�　「未成年者口座」とは，居住者等（その年１月１日において20歳未満である者及び
その年に出生した者に限る。）が，金融商品取引業者等の営業所の長に対し，本特例
の適用を受ける旨その他一定の事項を記載した未成年者口座開設届出書に未成年者非
課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して提出することにより平成28年
（2016年）から令和５年（2023年）までの間に開設した口座（１人につき１口座に限
る。）をいう。

　㋬�　未成年者口座で管理されている上場株式等につき支払を受ける配当等及びその上場
株式等を譲渡した場合におけるその譲渡の対価に係る金銭その他の資産については，
一定のものを除き，課税未成年者口座において管理されなければならない。

　㋣�　未成年者口座を開設した居住者等は，その未成年者口座を開設した日からその居住
者等がその年３月31日において18歳である年（以下「基準年」という。）の前年12月
31日までの間は，その未成年者口座内の上場株式等を課税未成年者口座以外の口座に
移管等をすることはできない。ただし，その居住者等が，災害，疾病その他のやむを
得ない事由（以下「災害等事由」という。）に基因してその未成年者口座及び課税未
成年者口座内の上場株式等及び預貯金等の全てを払い出す場合は，この限りでない。

　㋠�　「課税未成年者口座」とは，居住者等が未成年者口座を開設している金融商品取引
業者等の営業所又はその金融商品取引業者等の関連会社の営業所に開設した特定口
座，預貯金口座又は預り金の管理口座をいう。

　㋷�　課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等は，その課税未成年者口座を開設し
た居住者等の基準年の前年12月31日までは，その課税未成年者口座から払い出すこと
はできない。ただし，その預貯金等を未成年者口座若しくは課税未成年者口座におけ
る上場株式等の取得のために払い出す場合，又は当該居住者等の災害等事由に基因し
てその課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等の全てを払い
出す場合は，この限りでない。

　（令和元年度改正）
　　・�　居住者等が未成年者口座の開設並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定を

することができる年齢要件をその年１月１日において18歳未満（現行：20歳未満）
に引き下げる。

　（注�）上記の改正は，令和５年（2023年）１月１日以後に設けられる未成年者口座等に
ついて適用する。

　　・�　次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項
を記録した電磁的記録の提供の際に行うこととされている本人確認の方法につい
て，その者の氏名，生年月日及び住所の記載のある住所等確認書類を提示する方法
を加える。

　　イ　未成年者口座内上場株式等移管依頼書
　　ロ　特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
チ　特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
　㋑�　特定中小会社に投資した場合，その投資額を同一年分の株式譲渡益から控除でき
る。なお，この特例の適用を受けた株式の取得価額は，その取得に要した額からこの
特例の適用を受けた金額を差し引いた額となる。

　㋺�　上場等の日の前日までの期間（適用期間）内に株式を譲渡したことにより生じた損
失の金額のうち，その年の上場株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない金額に
ついては，翌年以後３年間にわたり，一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株
式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができる。また，適用期間内に株
式を発行した株式会社が解散してその清算が結了し，又は破産手続開始の決定を受け
たことにより，その株式が株式としての価値を失った場合には，損失額を株式の譲渡
をしたことにより生じた損失の金額とみなして上記繰越控除の適用が受けられる。

　　�　なお，平成28年１月１日以後は，本特例により控除することができる株式の取得に
要した金額及び特定株式等の譲渡損失の金額は，特定公社債等及び上場株式等に係る
譲渡所得等並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等から控除できるこ
ととされている。
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅱ�　株式等に係る譲渡所得の分
離課税の特例（続）

　（令和元年度改正）
　　・�　本特例の適用対象となる特定株式の範囲から，内国法人のうち認可金融商品取引

業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けてい
る株式を発行する等の要件を満たす株式会社により発行される株式を除外すること
とする。

　　・�　本特例の適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づ
く指定期限を２年延長することとする（特定新規中小会社が発行した株式を取得し
た場合の課税の特例（下記）についても，同様とする。）。

　（参考）特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
　　　　�　特定新規中小会社（設立３年未満の一定の特定中小会社等）により発行される

特定新規株式を払込みにより取得をした場合に，その特定新規株式の取得に要し
た金額（1, 000万円を限度）について，寄附金控除を適用することができる。

　　　　�　なお，この特例の適用を受けた株式の取得価額は，その取得に要した額からこ
の特例の適用を受けた金額を差し引いた額となる。

Ⅲ�　土地，建物等に係る譲渡所
得の分離課税の特例
　⑴　長期譲渡所得の分離課税
　　①　通常の譲渡の場合
　　（②及び③の場合を除く）

　その年の１月１日において所有期間が５年を超える土地，建物等に係る譲渡所得は，次
の税率による分離課税
　譲渡益×15％
（注）１�　昭和27年12月31日以前から所有していた土地，建物等の取得費は，原則として

収入金額の５％相当額とする。（概算取得費控除）
　　　２�　土地，建物等に係る譲渡所得については，他の所得との損益通算は認められな

い。
　　　　�　ただし，所有期間５年超の居住用財産の譲渡による損失が生じた場合の損益通

算の特例あり。

　　②�　優良住宅地の造成等の
ために土地等を譲渡した
場合

　昭和62年10月１日から令和元年（2019年）12月31日までの間に，その年１月１日におい
て所有期間が５年を超える土地等を譲渡した場合にその譲渡が優良住宅地等のための譲渡
に該当するときは，その該当する譲渡については，次により課税
　イ　譲渡益　　　2, 000万円以下の部分　10％
　ロ　譲渡益　　　2, 000万円超の部分　　15％

　「優良住宅地等のための譲渡」とは次に掲げるものをいう。
　イ　国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡
　ロ�　独立行政法人都市再生機構，土地開発公社等の行う住宅建設又は宅地造成の用に供
するための土地等の譲渡

　ハ�　土地開発公社に対する譲渡で，独立行政法人都市再生機構が施行する次に掲げる事
業の用に供されるもの

　　　①　被災市街地復興推進地域内において施行する被災市街地復興土地区画整理事業
　　　②　住宅被災市町村の区域内において施行する第二種市街地再開発事業
　ニ　収用交換等による土地等の譲渡
　ホ�　第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で，当該土地等が当該事業
の用に供されるもの

　ヘ�　防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で，当該土地等が当該事業の用に
供されるもの

　ト�　防災再開発促進地区内における認定建替計画により，建替えを行う認定事業者に対
する土地等の譲渡で，当該土地等が当該事業の用に供されるもの

　チ�　都市再生特別措置法の認定を受けて一定の要件を満たす都市再生事業を行う者に対
する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの

　リ�　都市再生特別措置法に規定する認定整備事業計画に係る一定の要件を満たす都市再
生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事
業の用に供されるもの

　ヌ�　国家戦略特別区域法の認定区域計画に定められている特定事業又はその特定事業の
実施に伴い必要となる施設を整備する事業（これらの事業のうち，産業の国際競争力
の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして一定のものに限
る。）を行う者に対する土地等の譲渡で，その譲渡に係る土地等がこれらの事業の用
に供されるもの

　ル�　マンション建替事業の用に供するための当該事業の施行者に対する一定の事由によ
る土地等の譲渡又は一定のマンション建替事業の用に供するための当該事業の施行者
に対する隣接施行敷地に係る土地等の譲渡

　ヲ�　一定のマンション敷地売却事業に伴う売渡し請求又は分配金取得計画に基づく当該
マンション敷地売却事業の実施者に対する土地等の譲渡で，当該譲渡に係る土地等が
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

　　②�　優良住宅地の造成等の
ために土地等を譲渡した
場合（続）

　　当該事業の用に供されるもの
　ワ�　建築面積150㎡以上の建築物の建築をする事業（施行地区面積が500㎡以上等の要件
を満たすもの。）の用に供するための一定の地域内にある土地等の譲渡

　カ　特定の民間再開発事業の用に供するための当該事業を行う者に対する土地等の譲渡
　ヨ�　都市計画法の開発許可等を受けて行う一団の宅地の造成（一団の宅地の面積が
1, 000㎡以上（未線引都市計画区域内にあっては3, 000㎡以上，調整区域内にあっては
５ha以上）等の要件を満たすもの。）の用に供するための土地等の譲渡

　タ�　都市計画法の開発許可を受けて行われる1, 000㎡以上の住宅建設の用に供される一
団の宅地の造成の用に供するための土地等の譲渡

　レ�　都市計画区域内の宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人又は法人
が造成する1, 000㎡以上（三大都市圏の特定市町村の市街化区域内にあっては500㎡以
上）の一団の住宅地造成�（優良な宅地の供給に寄与するものであることにつき都道府
県知事の認可を受けたものに限る。）の用に供するための土地等の譲渡

　ソ�　都市計画区域内において行う25戸以上の一団の住宅又は15戸若しくは床面積1, 000
㎡以上の中高層耐火共同住宅（いずれも優良な住宅の供給に寄与するものであること
につき認定を受けたものに限る。）の建設の用に供するための土地等の譲渡

　ツ�　土地区画整理事業の施行地区内の土地等の譲渡で仮換地指定後３年以内に一定の住
宅又は中高層耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡

（注�）収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例，換地処分等に伴い資産
を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰延べ措置並びに収用交換等の5, 000万
円特別控除，特定土地区画整理事業等のための2, 000万円特別控除，特定住宅地造成
事業等のための1, 500万円特別控除，農地保有合理化等のための800万円特別控除，居
住用財産の3, 000万円特別控除及び平成21・22年に取得した土地等の長期譲渡所得に
係る1, 000万円特別控除を適用した場合には，この軽減税率の特例は適用しない。

　（令和元年度改正）
　　・�　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事

業（特定所有者不明土地の土地使用権の取得についての都道府県知事による裁定が
された当該裁定に係る申請書に記載されたものに限る。）を実施する者に対する当
該申請書に記載された事業区域内にある次に掲げる土地等の譲渡（当該裁定後に行
われるものに限る。）で，当該譲渡に係る土地等が当該地域福利増進事業の用に供
されるものについて，本特例の対象とする。

　　　イ　確知所有者等が有する特定所有者不明土地又はその上に存する権利
　　　ロ�　権利取得計画に記載がされた土地等（一定の地域福利増進事業である場合にお

けるものを除く。）
　（注）上記の改正は，令和元年（2019年）６月１日以後の譲渡について適用する。
　　・�　福島復興再生特別措置法に規定する帰還環境整備推進法人（一定のものに限る。）

が行う帰還環境整備事業計画に記載された土地を集約化する事業の用に供される土
地等を譲渡した場合には，本特例の適用対象とする。

　　③�　所有期間10年を超える
居住用財産を譲渡した場
合

　その年の１月１日において所有期間10年を超える居住用家屋及びその敷地の譲渡（Ⅳ⑺
等の特例の適用を受けるものを除く。）をした場合の長期譲渡所得については，3, 000万円
特別控除後の譲渡益に対し次により課税
　イ　特別控除後の譲渡益　6, 000万円以下の部分　10％
　ロ　特別控除後の譲渡益　6, 000万円超の部分　　15％

　⑵　短期譲渡所得の分離課税 　その年の１月１日において所有期間５年以下の土地，建物等に係る譲渡所得は，次の税
率による分離課税
　譲渡益×30％　ただし，国等に対する譲渡については，譲渡益×15％
（注）土地，建物等に係る譲渡所得については，他の所得との損益通算は認められない。

　⑶�　不動産業者等の土地等に
係る事業所得等の分離課税

　その年１月１日において所有期間５年以下の土地等で事業所得又は雑所得の基因となる
ものの譲渡等をした場合には，その土地等の譲渡等に係る事業所得又は雑所得は，次のイ
とロとのうちいずれか多い方の税額による分離課税
　イ　土地等に係る事業所得等の金額×40％
　ロ　土地等に係る事業所得等の金額につき総合課税を行った場合の上積税額×110％
（注）平成10年１月１日から令和２年（2020年）12月31日までの間は適用しない。

Ⅳ�　土地，建物等を譲渡した場
合の特別控除及び買換え等の
特例
　⑴　収用等の場合

　その有する土地について収用等が行われた場合には，
　イ�　原則として６月以内に譲渡することを条件として，その特別控除額を5, 000万円と
し，（譲渡益－5, 000万円）について上記Ⅲの特例（Ⅲ⑴②の軽減税率を除く）を適用

　ロ�　また，収用等のあった日から２年以内に代替資産を取得する場合には，上記イの課
税の特例か，取得時期及び取得価額の引継ぎによる課税の繰延べ（代替資産の取得に
充てなかった部分については，上記Ⅲの分離課税（Ⅲ⑴②の軽減税率を除く））かの
選択
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅳ�　土地，建物等を譲渡した場
合の特別控除及び買換え等の
特例
　⑴　収用等の場合

　ハ�　なお，土地，建物等以外の資産に係る譲渡益については，5, 000万円の特別控除後，
総合課税

　「収用等が行われた場合」とは，土地収用法等の規定に基づいて収用され，補償金を取
得する場合など一定の場合をいう。
　（令和元年度改正）
　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用法の特例の規
定による収用があった場合には，上記（ｲ）の特例の適用対象とする。
（注）上記の改正は，令和元年（2019年）６月１日以後の譲渡について適用する。

　⑵�　特定土地区画整理事業等
のために土地等を譲渡した
場合

　その有する土地等が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合の特別控除額
は，2, 000万円とし，（譲渡益－2, 000万円）につき上記Ⅲの特例（Ⅲ⑴②の軽減税率を除
く）を適用。
「特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合」とは次に掲げる場合をいう。
　イ�　国，地方公共団体等が都市計画事業として行う土地区画整理事業，住宅街区整備事
業，第一種市街地再開発事業又は防災街区整備事業等のために買い取られる場合

　ロ�　都市計画法の規定に基づき，第一種市街地再開発事業の事業予定地内の土地等が，
事業計画認可前に設立された市街地再開発組合に買い取られる場合

　ハ�　都市計画法の規定に基づき，防災街区整備事業の事業予定地内の土地等が，事業計
画認可前に設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合

　ニ　古都保存法等に規定する買取請求に基づき地方公共団体等に買い取られる場合
　ホ�　重要文化財，史跡，名勝，天然記念物や国立公園及び国定公園の特別地域又は自然
環境保全地域の特別地区として指定された土地を国又は地方公共団体等に買い取られ
る場合

　（令和元年度改正）
　�　適用対象に，文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体（一定のものに限る。）
に買い取られる場合を加える。
　ヘ�　保安林等に係る土地を保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場
合

　ト�　集団移転促進事業計画により移転促進区域内の農地等が地方公共団体に買い取られ
る場合

（注�）同一事業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡したときは，これらの譲
渡のうち，最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については，この特別控除は適用しな
い。

　（令和元年度改正）
　�　農業経営基盤強化促進法の改正を前提に，本特例の適用対象に，農用地利用規程の特
例に係る事項が定められた農用地利用規程に基づいて行われる農用地利用改善事業の実
施区域内にある農用地が，当該農用地の所有者の申出に基づき農地中間管理機構（一定
のものに限る。）に買い取られる場合を加える。

　⑶�　特定住宅地造成事業等の
ために土地等を譲渡した場
合

　その有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合の特別控除額は，
1, 500万円とし，（譲渡益－1, 500万円）につき上記Ⅲの特例（Ⅲ⑴②の軽減税率を除く）
を適用。
　「特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合」とは，次に掲げる場合をいう。
　イ　地方公共団体等の行う住宅建設又は宅地造成事業のために買い取られる場合
　ロ�　収用の対償に充てられる土地等，住宅地区改良法の改良住宅建設のための改良地区
外の土地等又は公営住宅法の規定による公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い
取られる場合

　ハ�　平成６年１月１日から令和２年（2020年）12月31日までの間に，開発許可を受けて
行われる一団の宅地造成事業（一団の土地の面積が５ha以上等の要件を満たすもの）
等のために事業者に土地等を買い取られる場合

　ニ�　「公有地の拡大の推進に関する法律」第６条第１項の協議に基づき地方公共団体等
に土地を買い取られる場合

　ホ�　地方公共団体が空港周辺整備計画に基づいて行う空港周辺の整備に関する事業のた
めに土地等を買い取られる場合

　ヘ�　沿道地区計画の区域内にある土地等が，地方公共団体等の行う沿道整備道路の沿道
の整備のための一定の事業の用に供するために，地方公共団体等に買い取られる場合

　ト�　特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内の土地等が，地方公共団
体等の行う地区の防災及び安全に関する機能の向上等を図るための一定の事業の用に
供するために，地方公共団体等に買い取られる場合

　チ�　「中心市街地活性化法」の認定基本計画の区域内の土地等が，地方公共団体又は一
定の中心市街地整備推進機構の行う中心市街地の整備のための一定の事業の用に供す
るために，地方公共団体等に買い取られる場合

　リ　景観計画の区域内の土地等が，地方公共団体又は一定の景観整備機構の行う景観計
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

　⑶�　特定住宅地造成事業等の
ために土地等を譲渡した場
合（続）

　　�画に定められた景観重要公共施設の整備に関する事業の用に供するために，これらの
者に買い取られる場合

　ヌ�　都市再生整備計画の区域内にある土地等が，地方公共団体又は一定の都市再生整備
推進法人の行う一定の公共施設の整備に関する事業の用に供するために買い取られる
場合

　ル�　認定歴史的風致維持向上計画における認定重点区域内にある土地等が，地方公共団
体又は一定の歴史的風致維持向上支援法人の行う公共施設又は公用施設の整備に関す
る事業の用に供するために買い取られる場合

　ヲ�　国，地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る一定の法人が国又は都道府県の作
成した総合的な地域開発に関する計画に基づいて行う工業用地等の造成事業のために
土地等を買い取られる場合

　ワ�　「商店街活性化法」の認定計画に基づく商店街活性化事業又は認定支援計画に基づ
く商店街活性化支援事業及び「中心市街地活性化法」の中小小売商業高度化事業で一
定の要件を満たすものの用に供するために地方公共団体の出資に係る法人等に土地等
が買い取られる場合

　カ�　農業協同組合の行う宅地供給事業で一定の要件を満たすもののために農地等を譲渡
した場合又は独立行政法人中小企業基盤整備機構の他の事業者との事業の共同化若し
くは中小企業の集積の活性化のための資金融資を受けて造成する土地等で一定の要件
を満たすもののために土地等を買い取られる場合

　ヨ�　総合特別区域法に規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合
して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で，都市計画等の土地利用に関す
る国又は地方公共団体の計画に適合することその他の一定の要件に該当するものとし
て市町村長等が指定したものの用に供するために買い取られる場合

　タ�　産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備事業のために地方公共団体の出資に係る法
人等に土地等を買い取られる場合

　レ�　「広域臨海環境整備センター法」による基本計画の認可を受けて行う廃棄物の搬入
施設の整備事業の用に供するために土地等を広域臨海環境整備センターに買い取られ
る場合

　ソ　生産緑地地区内の土地を買取申出等に基づき地方公共団体等に買い取られる場合
　ツ�　「国土利用計画法」による規制区域内の土地等を地方公共団体等に買い取られる場
合

　ネ�　国，地方公共団体等が作成した地域開発保全整備計画で土地利用の調整等に関する
事項として土地利用基本計画に定められたものに係る事業の用に供するために土地等
を地方公共団体等に買い取られる場合

　ナ�　土地区画整理促進区域内，住宅街区整備促進区域内又は市街地再開発促進区域内の
買取申出に係る土地等が地方公共団体等に買取られる場合若しくは拠点業務市街地整
備土地区画整理促進区域内の買取申出に係る土地等が地方公共団体等に買取られる場
合又は被災市街地復興推進地域内にある土地等が被災市街地復興特別措置法の買取り
の申出に基づき都道府県知事等に買い取られる場合

　ラ�　土地区画整理事業の施行に伴い，既存不適格建築物の敷地として換地を定めること
が困難な場合において，申出又は同意により交付される清算金を買い取られるとき

　ム�　マンション建替事業が施行された場合において，やむを得ない事由により，土地等
に係る権利変換により補償金を取得するとき又は一定の請求により土地等が買い取ら
れる場合

　ウ�　被災市街地復興推進地域内にある土地等が，被災市街地復興土地区画整理事業に係
る換地処分により当該事業の換地計画に定められた公営住宅等の用地に供するための
保留地の対価の額に対応する土地等の部分の譲渡があった場合

　ヰ�　建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に
該当するマンションの敷地の用に供されている土地等につき一定のマンション敷地売
却事業が施行された場合において，その土地等に係る分配金取得計画に基づき分配金
を取得するとき又はその土地等が売渡し請求により買い取られるとき。

　ノ�　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により管理地区として
指定された区域内の土地を国若しくは地方公共団体に譲渡した場合又は鳥獣保護区の
特別保護地区内の土地のうち天然記念物である鳥獣の生息地等を国若しくは地方公共
団体に買い取られる場合

　オ�　都道府県立自然公園特別区域等の一定区域内の土地を地方公共団体に買い取られる
場合

　ク�　「農業経営基盤強化促進法」の買取協議に基づき農用地区域内にある農用地が農地
利用集積円滑化団体等に買い取られる場合
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

　⑶�　特定住宅地造成事業等の
ために土地等を譲渡した場
合（続）

　（令和元年度改正）　
　�　農業経営基盤強化促進法の改正を前提に，本特例の適用対象から，農用地区域内にあ
る農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づき農地利用集積円滑化団体に買い取ら
れる場合を除外する。
（注�）特定住宅地造成事業等の用に供するために土地等を譲渡した場合において，同一事
業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡したときは，これらの譲渡のう
ち，最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については，この特別控除は適用しない。

　（令和元年度改正）
　�　福島復興再生特別措置法に規定する帰還環境整備推進法人（一定のものに限る。）が
行う帰還環境整備事業計画に記載された特定公益的施設又は特定公共施設のうち一定の
ものを整備する事業の用に供される土地等を譲渡した場合には，本特例の適用対象とす
る。

　⑷�　農地保有の合理化等のた
めに農地等を譲渡した場合

　その有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合の特別控除額は800万円
とし，（譲渡益－800万円）につき上記Ⅲの特例（Ⅲ⑴②の軽減税率を除く）を適用。
　「農地保有の合理化等のために譲渡した場合」とは，次に掲げる場合をいう。
　イ　農業振興地域内の農地等を農業委員会のあっせん等により譲渡した場合
　ロ�　農地保有の合理化に資するため，農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体に
農地等を譲渡した場合

　（令和元年度改正）
　�　農業経営基盤強化促進法の改正を前提に，本特例の適用対象から，農地利用集積円滑
化団体に対して農地利用集積円滑化事業のために一定の農地等を譲渡した場合を除外す
る。
　ハ�　「農業経営基盤強化促進法」に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより
農用地区域内の土地等を譲渡した場合

　ニ�　「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」
の規定に基づく所有権移転等促進計画により土地等を譲渡した場合

　ホ　工業等導入地区内の土地等を工業用地等の用に供するため譲渡した場合
　ヘ�　土地改良法による創設換地により土地等を取得しなかったことに伴い清算金を取得
した場合

　ト　森林組合等のあっせんにより林地保有合理化のために土地を譲渡した場合
　チ�　「林業経営基盤強化法」の規定による都道府県知事のあっせんにより，認定を受け
た者に山林を譲渡した場合

　リ�　「農業振興地域の整備に関する法律」の規定による交換分合で，取得すべき土地を
定めないで清算金を取得する場合

　ヌ�　「集落地域整備法」に基づく交換分合により土地等を取得しなかったことに伴い清
算金を取得した場合

　⑸�　居住用財産を譲渡した場
合等

イ�　自己の居住の用に供している土地，家屋等を譲渡（居住の用に供さなくなった年及び
以後３年以内の譲渡）した場合の特別控除額は3, 000万円とし，（譲渡益－3, 000万円）
につき上記Ⅲの特例（Ⅲ⑴②の軽減税率を除く）を適用。
（注�）3, 000万円の特別控除の適用を受けたときは，その翌年及び翌々年については3, 000
万円特別控除を適用しない。

ロ�　相続又は遺贈による被相続人居住用家屋（その相続の開始の直前において被相続人の
居住の用に供されていた家屋であって，昭和56年５月31日以前に建築されたこと，その
相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等の
要件を満たすものいう。）及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が，平成
28年４月１日から令和元年（2019年）12月31日までの間に，その被相続人居住用家屋
（耐震基準に適合していないものにあっては耐震改修工事をしたものに限り，その敷地
を含む。）又は除却後の敷地の譲渡（相続の開始日の属する年以後３年以内の譲渡）を
した場合には，居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして，イの適用を受け
ることができる（空き家に係る譲渡所得の特例）。
　（令和元年度改正）
　�　空き家に係る譲渡所得の特例について，老人ホーム等に入所をしたことにより被相続
人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等
は，次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り，相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用するほか所要の整備を
行った上，その適用期限を４年延長する。
　イ�　被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け，かつ，相続の開始の直前ま
で老人ホーム等に入所をしていたこと。

　ロ�　被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで，その家屋につ
いて，その者による一定の使用がなされ，かつ，事業の用，貸付けの用又はその者以
外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

　⑹�　平成21・22年に取得した
土地等を譲渡した場合

　平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し，５年超所有した後
に当該土地等を譲渡した場合の特別控除額は1, 000万円とし，（譲渡益－1, 000万円）につ
き上記Ⅲ⑴の特例（Ⅲ⑴②の軽減税率を除く）を適用。

　　（特別控除額の限度） 　上記の特別控除（上記Ⅳの⑴から⑹までの特別控除）は，同一人については，年間5, 000
万円を限度とする。

　⑺�　居住用財産の買換え，交
換の場合

　平成５年４月１日から令和元年（2019年）12月31日までの間に，次の要件を満たす居住
用財産を譲渡した場合
　㋑　譲渡資産の所有期間が10年超のものであること。
　㋺　譲渡に係る対価の額が１億円以下であること。
　㋩　譲渡者の居住期間が10年以上であること。
　㋥�　買換資産のうち，建物については，その床面積が50㎡以上のものであり，かつ，土
地については，その面積が500㎡以下のものであること。また，既存住宅である場合
には，築25年以内又は耐震基準に適合するもの（非耐火建築物である既存住宅につい
ては，取得期限までに耐震改修等をして適合するものを含む。）に限る。

　取得価額の引継ぎによる課税の繰延べ，買換資産の取得価額に充てられなかった部分に
ついては，上記Ⅲの特例（Ⅲ⑴②の軽減税率を除く）を適用。

　⑻�　特定の事業用資産の買換
え，交換の場合

　令和２年（2020年）12月31日（一部は平成29年３月31日）までに，土地政策又は国土政
策等に合致する買換えをした場合，すなわち，特定地域内にある事業用の土地等（所有期
間５年以下の土地等でⅢ⑶の特例の適用除外要件を満たさないものを除く。ただし，平成
10年１月１日から令和２年（2020年）３月31日までの譲渡については適用しない。）若し
くは建物等又は船舶を譲渡し，その譲渡をした日の属する年の前年から翌年末までに一定
の要件に該当する土地，建物，機械装置等又は船舶を取得して，その取得後１年以内に事
業の用に供した場合（詳細は「⑵　法人の場合」の項参照。）
　譲渡益のうち買換資産に対応する部分の80％に相当する部分については取得価額の引継
ぎによる課税の繰延べ，買換資産の取得価額に充てられなかった部分については上記Ⅲの
特例（Ⅲ⑴②の軽減税率を除く）を適用

　⑼�　既成市街地等内にある土
地等の中高層耐火建築物等
の建設のための買換え，交
換の場合

　三大都市圏の既成市街地等（これに準ずる一定の区域を含む。）内にある土地等又は建
物等を譲渡し，一定期間内にその土地等又は建物等の敷地の上に建築された中高層耐火建
築物（敷地を含む。）�（一定の区域内にあっては同一区域内に建築された他の中高層の耐火
建築物を含む。）を取得して，その取得後１年以内に事業の用又は居住の用に供した場合
　譲渡収入のうち取得資産の取得価額に対応する部分については取得価額の引継ぎによる
課税の繰延べ，取得資産の取得価額を超える部分については上記Ⅲの特例（Ⅲ⑴②の軽減
税率を除く）を適用

　⑽　特定の交換分合の場合 イ�　「農業振興地域の整備に関する法律」の規定による林地等交換分合又は協定関連交換
分合により土地等を交換した場合
ロ　「集落地域整備法」の規定による交換分合により土地等を交換した場合
ハ�　農住組合の組合員が「農住組合法」の規定による交換分合により土地等を交換した場
合
　取得時期及び取得価額の引継ぎによる課税の繰延べ

　⑾�　特定普通財産とその隣接
する土地等の交換の場合

　個人が有する国有財産特別措置法の普通財産のうち一定の土地等（特定普通財産）に隣
接する土地等（所有隣接土地等）につき，その所有隣接土地等とその特定普通財産との交
換をした場合
　取得価額の引継ぎによる課税の繰延べ（取得した交換差金に対応する部分を除く。）

　⑿�　平成21・22年に土地等の
先行取得をした場合

　平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間に土地等（先行取得土地等）を取得
し，本特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において，取得年の12月31日後
10年以内に所有する事業用土地等を譲渡したとき
　事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額は，事業用土地等の譲渡利益金額から当該利
益金額の80％（当該先行取得土地等が平成22年に取得されたもののみである場合は，
60％）相当額（「繰延利益金額」）を控除した金額。ただし，80％（60％）相当額が先行取
得土地等の取得価額を超える場合には，当該取得価額を限度。あわせて先行取得土地等に
ついては，その取得価額から繰延利益金額を控除することにより課税の繰延べ

　⒀�　相続財産を相続税申告期
限後３年以内に譲渡した場
合

　相続税の対象となった資産を相続税の申告期限後３年以内に譲渡した場合
　その資産に係る相続税額をその資産の取得費に加算して譲渡所得の計算上控除すること
ができる。
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

区　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

　⒁�　国等に対して財産を寄附
した場合

　国，地方公共団体又は一定の公益法人等に対して財産を寄附した場合
　非課税
　（一定の公益法人等に対する場合は，国税庁長官の承認が必要。）

　⒂�　国宝，重要文化財等を国
等に譲渡した場合

　国宝，重要文化財を国又は地方公共団体等に譲渡した場合
非課税
　（令和元年度改正）
　�　本特例の適用対象に，重要文化財を文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体
（一定のものに限る。）に譲渡した場合を加える。

　⒃　物納の場合 　財産を物納した場合
　非課税

　⒄�　強制換価手続等により譲
渡した場合

　資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における強制換価手続等に
よる譲渡をしたとき
　非課税

　⒅�　債務処理計画に基づき経
営者が私財提供を行った場
合

　中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の債務の保証に係
る保証債務を有するものが，その個人の保有する資産で現にその内国法人の事業の用に供
されているもの（有価証券を除く。）を，その内国法人に係る債務処理計画に基づき，平
成25年４月１日から平成31年（2019年）３月31日までの間にその内国法人に贈与した場合
には，一定の要件の下で，その贈与によるみなし譲渡課税を適用しないこととする。
　（令和元年度改正）
　�　本特例について，適用対象となる内国法人の範囲に，当該内国法人について平成28年
４月１日以後に初めて一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づ
き債務処理計画が策定されたこと等の要件を満たすものを加えた上，その適用期限を３
年延長する。

　⒆　一般交換の場合� 　１年以上保有していた土地等一定の資産を同種の資産（相手方が１年以上保有し，か
つ，交換のために取得したもの以外の資産）と交換し，同一用途に供した場合で，かつ，
双方の価額の差額が20％以下の場合
　取得時期及び取得価額の引継ぎによる課税の繰延べ

　⒇�　居住用財産の譲渡により
損失が生じた場合

イ�　平成10年１月１日から令和元年（2019年）12月31日までの間に所有期間５年超の居住
用財産（譲渡資産）の譲渡をし，かつ，一定期間内に居住用財産（買換資産）の取得を
して（年末において買換資産に係る住宅借入金の残高を有する場合に限る。），その翌年
12月31日までの間に居住の用に供した場合において，譲渡損失の金額を有する場合
　�　譲渡損失の金額について，その年及び翌年以後３年間は他の所得との損益通算及び繰
越控除が可能
ロ�　平成16年１月１日から令和元年（2019年）12月31日までの間に所有期間５年超の居住
用財産（譲渡資産）の譲渡をした場合（契約日の前日において譲渡資産に係る住宅借入
金の残高を有する場合に限る。）において，譲渡損失の金額を有する場合
　�　譲渡損失のうち，譲渡資産に係る住宅借入金の残高が譲渡価額を超える場合のその差
額を限度として，その年及び翌年以後３年間は他の所得との損益通算及び繰越控除が可
能
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　
（２）法人の場合

区　　　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅰ　一般の課税方式 譲渡収入－（帳簿価額＋譲渡費用）＝譲渡利益
譲渡利益＝譲渡所得
　（注）商品等の販売益と同様に課税所得に含まれる。

Ⅱ　土地の譲渡益に対する課税 ⑴　一般の土地の譲渡等
　　（平成10年１月１日から令和２年３月31日までの間の譲渡については，適用停止）
　イ　課税対象
　　　法人（非課税法人等を除く。）の取得した土地等の譲渡益
　　①�　株式の譲渡益や土地売買の仲介手数料のうち実質的に土地等の譲渡益等と認めら

れるものも課税対象とする。
　　②　下記⑵の適用を受けるものを除く。
　　③　次に掲げる土地等の譲渡は，課税対象から除外する。
　　　イ�　継続して営む住宅，造成宅地等の供給事業に係る棚卸資産に該当するものの譲

渡
　　　ロ�　平成４年１月１日から令和元年12月31日までの譲渡のうち，国，地方公共団体，

独立行政法人都市再生機構等に対する譲渡及び一定の優良な住宅地開発事業等の
ためにされる譲渡で一定の要件を満たすもの（個人の場合に軽減税率の対象とな
るものと同様）

　ロ　課税標準
　　　譲渡収入－（帳簿価額＋直接・間接に要した経費）＝譲渡益（課税所得）
　　①�　この課税標準は，法人の各事業年度の所得と別個に計算し，各事業年度の所得と

の通算は認めない。
　　②　直接・間接に要した経費は，実績値と概算値との選択を認める。
　ハ　税　額
　　　譲渡益×５％＝追加課税分の税額（法人税）
⑵　短期所有の土地の譲渡等
　　（平成10年１月１日から令和２年３月31日までの間の譲渡については，適用停止）
　イ　課税対象
　　�　法人（非課税法人等を除く。）が他の者から取得した土地等で，譲渡のあった年の
１月１日において所有期間５年以下であるものの譲渡益

　　①　⑴のイ①に同じ
　　②　次に掲げる土地等の譲渡は，課税対象から除外する。
　　　イ　国又は地方公共団体に対する譲渡
　　　ロ�　独立行政法人都市再生機構，土地開発公社等の行う住宅建設又は宅地造成の用

に供するための譲渡
　　　ハ　収用換地等による譲渡
　　　ニ�　都市計画法の開発許可を受けて行う1, 000㎡以上の一団の造成宅地の譲渡で適

正価格要件等を満たすもの
　　　ホ�　開発許可を要しない場合の1, 000㎡以上の一団の造成宅地の譲渡で適正価格要

件等を満たすもの
　　　ヘ�　一定の新築住宅の敷地の用に供された1, 000㎡以上の一団の宅地の譲渡で適正

価格要件等を満たすもの
　　　ト�　次に掲げる1, 000㎡未満の一団の宅地の譲渡で，その譲渡価額が適正であるも

の
　　　　㋑�　一団の造成宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることに

ついて市町村長等の認定を受けたもの
　　　　㋺�　一団の宅地で，一定の新築住宅（その新築が優良な住宅の供給に寄与するも

のであることについて市町村長等の認定を受けたものに限る。）の敷地の用に
供されたもの

　　　チ�　宅地建物取引業者の行う居住用土地等の譲渡でその取得後一定期間内に行われ
るもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するもの

　　　リ�　不動産特定共同事業者の行う土地等の譲渡で，不動産特定共同事業契約に係る
事業参加者から取得した土地等の譲渡

　　　ヌ　土地等の贈与による譲渡で国又は地方公共団体等に対する寄附に該当するもの
　ロ　課税標準
　　　⑴のロに同じ
　ハ　税　額
　　　譲渡益×10％＝追加課税分の税額（法人税）
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

区　　　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

Ⅲ�　特別控除及び買換え等の特
例
　⑴　収用換地等の場合

イ　６月以内に譲渡すること等を条件として
○　譲渡利益－5, 000万円＝課税所得
㋺�　ただし，収用等のあった日から原則として２年以内に代替資産を取得する場合又は換
地処分等により交換取得資産を取得する場合には，上記の課税の特例と圧縮記帳による
課税の繰延べとのいずれかの選択ができる。

　⑵�　特定土地区画整理事業等
のために土地等を譲渡した
場合

イ�　国，地方公共団体等が都市計画事業として行う土地区画整理事業，住宅街区整備事業，
第一種市街地再開発事業又は防災街区整備事業等のために買い取られる場合
ロ�　都市計画法の規定に基づき，第一種市街地再開発事業の事業予定地内の土地等が，事
業計画認可前に設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
ハ�　防災街区整備事業の事業予定地の土地等が，当該防災街区整備事業の都市計画法によ
る事業認定前に設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
ニ　古都保存法等に規定する買取請求に基づき地方公共団体等に買い取られる場合
ホ�　重要文化財，史跡，名勝，天然記念物や国立公園及び国定公園の特別地域又は自然環
境保全地域の特別地区として指定された土地を国又は地方公共団体等に買い取られる場
合
ヘ　保安林等に係る土地を保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
ト�　集団移転促進事業計画により移転促進区域内の農地等が地方公共団体に買い取られる
場合
チ�　農用地利用改善事業の実施区域内にある農用地が農地中間管理機構に買い取られる場
合
○　譲渡利益－2, 000万円＝課税所得
（注�）特定土地区画整理事業等の用に供するために土地等を譲渡した場合において，同一
事業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡したときは，これらの譲渡のう
ち，最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については，この特別控除は適用しない。

　⑶�　特定住宅地造成事業等の
ために土地等を譲渡した場
合

イ　地方公共団体等の行う住宅建設又は宅地造成事業のために買い取られる場合
ロ�　収用の対償に充てられる土地等，住宅地区改良法の改良住宅建設のための改良地区外
の土地等又は公営住宅法の規定による公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取ら
れる場合
ハ�　平成６年１月１日から令和２年３月31日までの間に，開発許可を受けて行われる一団
の宅地造成事業（一団の土地の面積が５ha以上等の要件を満たすもの）等のために事業
者に土地等を買い取られる場合
ニ�　「公有地の拡大の推進に関する法律」第６条第１項の協議に基づき地方公共団体等に
土地を買い取られる場合
ホ�　地方公共団体が空港周辺整備計画に基づいて行う空港周辺の整備に関する事業のため
に土地等を買い取られる場合
ヘ�　沿道地区計画の区域内にある土地等が，地方公共団体等の行う沿道整備道路の沿道の
整備のための一定の事業の用に供するために，地方公共団体等に買い取られる場合
ト�　特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内の土地等が，地方公共団体
等の行う地区の防災及び安全に関する機能の向上等を図るための一定の事業の用に供す
るために，地方公共団体等に買い取られる場合
チ�　「中心市街地活性化法」の認定基本計画の区域内の土地等が，地方公共団体又は一定
の中心市街地整備推進機構の行う中心市街地の整備のための一定の事業の用に供するた
めに，地方公共団体等に買い取られる場合
リ�　景観計画の区域内の土地等が，地方公共団体又は一定の景観整備機構の行う景観計画
に定められた景観重要公共施設の整備に関する事業の用に供するために，これらの者に
買い取られる場合
ヌ�　都市再生整備計画の区域内にある土地等が，地方公共団体又は一定の都市再生整備推
進法人の行う一定の公共施設の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合
ル�　認定歴史的風致維持向上計画における認定重点区域内にある土地等が，地方公共団体
又は一定の歴史的風致維持向上支援法人の行う公共施設又は公用施設の整備に関する事
業の用に供するために買い取られる場合
ヲ�　国，地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る一定の法人が国又は都道府県の作成
した総合的な地域開発に関する計画に基づいて行う工業用地等の造成事業のために土地
等を買い取られる場合
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　

区　　　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

　⑶�　特定住宅地造成事業等の
ために土地等を譲渡した場
合（続）

ワ�　「商店街活性化法」の認定計画に基づく商店街活性化事業又は認定支援計画に基づく
商店街活性化支援事業，「中心市街地活性化法」の中小小売商業高度化事業で一定の要
件を満たすものの用に供するために地方公共団体の出資に係る法人等に土地等が買い取
られる場合
カ�　農業協同組合の行う宅地供給事業で一定の要件を満たすもののために農地等を譲渡し
た場合又は独立行政法人中小企業基盤整備機構の他の事業者との事業の共同化若しくは
中小企業の集積の活性化のための資金融資を受けて造成する土地等で一定の要件を満た
すもののために土地等を買い取られる場合
ヨ�　総合特別区域法に規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合し
て行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で，都市計画等の土地利用に関する国
又は地方公共団体の計画に適合することその他の一定の要件に該当するものとして市町
村長等が指定したものの用に供するために買い取られる場合
タ�　産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備事業のために地方公共団体の出資に係る法人
等に土地等を買い取られる場合
レ�　「広域臨海環境整備センター法」による基本計画の認可を受けて行う廃棄物の搬入施
設の整備事業の用に供するために土地等を広域臨海環境整備センターに買い取られる場
合
ソ　生産緑地地区内の土地を買取申出等に基づき地方公共団体等に買い取られる場合
ツ　「国土利用計画法」による規制区域内の土地等を地方公共団体等に買い取られる場合
ネ�　国，地方公共団体等が作成した地域開発保全整備計画で土地利用の調整等に関する事
項として土地利用基本計画に定められたものに係る事業の用に供するために土地等を地
方公共団体等に買い取られる場合
ナ�　土地区画整理促進区域内，住宅街区整備促進区域内又は市街地再開発促進区域内の買
取申出に係る土地等が地方公共団体等に買取られる場合若しくは拠点業務市街地整備土
地区画整理促進区域内の買取申出に係る土地等が地方公共団体等に買取られる場合
ラ�　土地区画整理事業の施行に伴い，既存不適格建築物の敷地として換地を定めることが
困難な場合において，申出又は同意により交付される清算金を買い取られるとき
ム�　被災市街地復興土地区画整理事業の施行に伴い，保留地が定められた場合に，土地等
に係る権利変換により土地等のうち保留地の対価の額に対応する部分の譲渡をしたとき
ウ�　マンション建替事業が施行された場合において，やむを得ない事由により，土地等に
係る権利変換により補償金を取得するとき又は一定の請求により土地等が買い取られる
場合
ヰ�　建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該
当するマンションの敷地の用に供されている土地等につき一定のマンション敷地売却事
業が施行された場合において，その土地等に係る分配金取得計画に基づき分配金を取得
するとき又はその土地等が売渡し請求により買い取られるとき。
ノ�　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により管理地区として指
定された区域内の土地を国若しくは地方公共団体に譲渡した場合又は鳥獣保護区の特別
保護地区内の土地のうち天然記念物である鳥獣の生息地等を国若しくは地方公共団体に
買い取られる場合
オ�　都道府県立自然公園特別区域等の一定区域内の土地を地方公共団体に買い取られる場
合
ク�　「農業経営基盤強化促進法」の買取協議に基づき農用地区域内にある農用地を農地中
間管理機構に譲渡した場合
○　譲渡利益－1, 500万円＝課税所得
（注�）特定住宅地造成事業等の用に供するために土地等を譲渡した場合において，同一事
業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡したときは，これらの譲渡のうち，
最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については，この特別控除は適用しない。

　⑷�　農地保有の合理化のため
に農地等を譲渡した場合

イ�　農業振興地域内の農地等を農業委員会のあっせん等により譲渡した場合又は農地保有
の合理化に資するため農地中間管理機構若しくは農地利用集積円滑化団体に農地等を譲
渡した場合
ロ�　「農業経営基盤強化促進法」に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより農
用地区域内の土地等を譲渡した場合
ハ�　「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」
の規定に基づく所有権移転等促進計画により土地等を譲渡した場合
ニ�　「林業経営基盤強化法」の規定による都道府県知事のあっせんにより，認定を受けた
者に山林を譲渡した場合
○　譲渡利益－800万円＝課税所得
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

区　　　　　　分 課　　　　　　　税　　　　　　　制　　　　　　　度

　⑸�　平成21・22年に取得した
土地等を譲渡した場合

　平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し，５年超所有した後
に当該土地等を譲渡した場合
○　譲渡利益－1, 000万円＝課税所得

　⑹�　資産の譲渡に係る特別控
除額の特例

　⑴～⑸の場合に適用される特別控除額は，年間5, 000万円を限度として認められる。

　⑺�　特定の資産の買換え，交
換の場合

イ�　所定の買換え・交換により生じた譲渡資産の譲渡益については，その80％につき，圧
縮記帳よる課税の繰延べを認める（昭45. 4. 1～令和2. 3. 31の時限措置〕。
　　なお，下記（ト）の買換えのうち，次の買換えに係る圧縮割合は次のとおり。
　①�　集中地域（３大都市圏）以外の地域から集中地域（東京23区を除く）への買換え：
75％

　②　集中地域（３大都市圏）以外の地域から特定の地域（東京23区）への買換え：70％
ロ�　譲渡事業年度に買換資産の取得ができない場合には，特別勘定を設定することにより
１年間（特定の場合は，税務署長の承認を得ることを条件に更に２年間）繰り越すこと
ができる。
ハ�　なお，１年前に先行取得した資産（特定の場合には，３年前の取得資産も可）につい
ても圧縮記帳の対象とすることができる。
ニ�　買換資産が土地である場合には，原則として，譲渡資産である土地の面積の５倍以内
の面積部分に限り圧縮記帳の対象となる。
イ　既成市街地等の内から外への買換え
ロ　航空機騒音障害区域の内から外への買換え
ハ　過疎地域の外から内への買換え
ニ　都市機能誘導区域の外から内への買換え
ホ�　土地等が土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴って取得される場合
の既成市街地等（これに類する区域を含む。）内での買換え
ヘ�　危険密集市街地内における防災街区整備事業に関する都市計画に基づく土地等の買換
え
ト�　所有期間10年超の国内にある土地等，建物等を譲渡し，国内にある土地等，建物等又
は鉄道事業用車両運搬具を取得した場合の買換え
チ　日本船舶から日本船舶への買換え

　⑻　特定の交換分合の場合 イ�　農業振興地域の整備に関する法律の規定による林地等交換分合又は協定関連交換分合
により土地等を交換した場合
ロ　集落地域整備法の規定による交換分合により土地等を交換した場合
ハ　農住組合の組合員が農住組合法の規定による交換分合により土地等を交換した場合
○　圧縮記帳による課税の繰延べ

　⑼�　普通財産とその隣接する
土地等の交換の場合

　国有財産特別措置法の普通財産のうち一定の土地等（特定普通財産）とその隣接する土
地等とを交換する場合
○　圧縮記帳による課税の繰延べ

　⑽�　平成21・22年に土地等の
先行取得をした場合

　平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し，本特例の適用を受
ける旨の届出書を提出している場合において，取得をした後10年以内に，所有する他の土
地等を譲渡したときの譲渡益については，先行して取得した土地等の帳簿価額を圧縮する
ことにより，その80％（平成22年に取得した土地等のみを本特例の適用対象とする場合に
は60％）相当額までの損金算入ができる（課税の繰延べ）。

　⑾　一般交換の場合 　１年以上保有していた固定資産を同種の資産（相手方が１年以上保有し，かつ，交換の
ために取得したもの以外の固定資産）と交換し，同一用途に供した場合で，かつ，双方の
価額の差額が20％以下の場合
○　圧縮記帳による課税の繰延べ
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　
（参考）土　地　譲　渡　益　課　税　制　　

年
区 分 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

基　
　
　

本　
　
　

的　
　
　

課　
　
　

税　
　
　

方　
　
　

式

長　短
区　分 〔44年度改正〕44.1.1かつ保有期間５年基準 〔50年度改正〕44.1.1基準

個　
　
　
　
　
　
　
　

人

長期

〔44年度改正　分離課税制度の創設〕
次により分離課税
　45・46年　10％（住４％）
　47・48年　15％（住５％）
　49・50年　20％（住６％）
　（44年分は旧制度との選択適用）

〔50年度改正〕51～54年
次により分離課税
2,000万円まで
　　　　20％（住６％）
2,000万円超
　　　　3/4総合課税

〔55年度改正〕55・56年
次により分離課税
　4,000万円まで
　　　　　20％（住６％）
　4,000万円超8,000万円
　まで　　1/2総合課税
　8,000万円超
　　　　　3/4総合課税

短期〔44年度改正　分離課税制度の創設〕45.1.1～

超 

短 

期

次のいずれか多い方の税額による
　①　40％相当額（住12％相当額）
　②　全額総合課税をした場合の上積
　　税額の110％相当額
　　（44年分は旧制度との選択適用）

〔48年度改正　個人の不動産業者等の土地譲渡益重課制度の創設〕
49.1.1～44.1.1以後の取得⇒次のいずれか多い方の税額による分離課税
①　40％相当額（住12％相当額）
②　全額総合課税をした場合の上積税額の110％相当額
　　（望ましい宅地供給に資する一定のものを除外。以下同じ。）

法　
　
　
　

人

短期

　通常の法人税課税

〔48年度改正　法人の土地譲渡益（短期）重課制度の創設〕
49.4.1（一部48.4.21）～

超 

短 

期

44.1.1以後の取得
⇒通常の法人税に加え20％の税率で追加課税
　（望ましい宅地供給に資する一定のものを除外。以下同じ。）

上記
以外

課　
　
　
　
　

税　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　

特　
　
　
　
　

例

軽
減
税
率
（
個
人
）

特定市街化区
域農地等を譲
渡した場合

〔48年度改正　創設〕
48年10％（住４％）
49・50年15％
（住５％）

〔51年度改正〕51～53年
2,000万円まで
　　15％（住５％）
2,000万円超
　　20％（住６％）

〔54年度改正〕54～59年
4,000万円まで
　　15％（住５％）
4,000万円超
　　20％（住６％）

優良住宅地
等を譲渡し
た場合

〔54年度改正創設〕54～56年
4,000万円まで��20％（住６％）
4,000万円超　　1/2総合課税

特
別
控
除
（
個
人
・
法
人
）

収用等　� 〔44年度改正〕
� 1,200万円

〔48年度改正〕
� 2,000万円

〔50年度改正〕
3,000万円

特定土地� 〔44年度創設〕
区画整理事業等� 600万円 � 1,000万円 2,000万円
特定住宅地� 〔44年度改正〕
造成事業等� 300万円 � 500万円 1,500万円

農地保有合理化等
〔45年度創設〕
� 150万円

� 250万円 500万円

居住用� 〔44年度改正〕
（個人のみ）� 1,000万円 � 1,700万円 3,000万円

買　
　

換　
　

え

（
個
人
）

居
住
用

〔44年度改正　廃止〕45.1.1～
居住用財産の買換え特例（27年創設）を廃止

（
個
人
・
法
人
）

事　

業　

用

〔44年度改正〕
法人45.4.1～　個人45.1.1～
一般的な事業用資産の買換え特例を廃止して，国土政策・土地
政策に合致する特定の事業用資産の買換え特例を創設

 （注）適用期限の延長は省略している。
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）
　　度　の　沿　革　（昭　和　44　年　以　降）

57 58 59 60 61 62 63 平成元 ２ ３ ４ ５・６ ７

〔57年度改正〕57～62.9.30所有期間10年基準 〔62年９月改正〕62.10.1～9.3.31所有期間５年基準

〔57年度改正〕57年～63年
次により分離課税
4,000万円まで　20％（住６％）
4,000万円超　　1/2総合課税

〔63年12月改正〕元～３年
　次により分離課税
　　4,000万円まで
� 20％（住６％）
　　4,000万円超
� 25％（住7.5％）

〔３年度改正〕
４年～６年
次により分離課税
一律30％（住９％）

〔７年度改正〕
７年
次により分離課
税
4,000万円まで
� 25％（住7.5％）
4,000万円超
� 30％（住９％）

〔57年度改正〕57.1.1～
その年１月１日で所有期間10年以下⇒同左

〔62年９月改正〕62.10.1～
その年１月１日で所有期間５年以下⇒同左

〔62年９月改正　個人の不動産業者等の超短期重課制度の創設〕62.10.1～9.12.31
その年１月１日で所有期間２年以下⇒次のいずれか多い方の税額による分離課税
　①50％相当額（住15％相当額）
　②全額総合課税をした場合の上積税額の120％相当額

〔57年度改正〕57.1.1～
その年１月１日で所有期間10年以下⇒同左 〔62年９月改正〕62.10.1～

その年１月１日で所有期間５年以下
⇒通常の法人税に加え20％の税率で追加課税

〔62年９月改正　超短期重課制度の創設〕
62.10.1～
その年１月１日で所有期間２年以下
⇒�通常の法人税に加え30％の税率で追加課
税

〔３年度改正　分離課税制度の創設〕
4.1.1～
その年１月１日で所有期間２年以下
⇒�通常の法人税率に30％の税率を加算
した税率による分離課税

〔３年度改正　一般の土地譲渡益重課
税制度創設〕4.1.1～⇒通常の法人税に
加え10％の税率で追加課税

〔60年度改正〕60～63年
　4,000万円まで
　　　　20％（住６％）
　4,000万円超
　　　　25％（住7.5％）

〔63年12月改正〕元～３年
　4,000万円まで
　　　　20％（住６％）
　4,000万円超
　　　　22.5％（住７％）

〔３年度改正〕
4.1.1～
一律
27.5％
（住８％）

5.1.1～
廃止

〔57年度改正〕57.1.1～
　4,000万円まで20％（住６％）
　4,000万円超　25％（住7.5％）

〔63年度改正〕
　63.4.1～
　一律20％（住６％）

〔３年度改正〕3.1.1～
　一律15％（住５％）

居住用財産を
譲渡した場合

〔63年度改正創設〕63.4.1～
　4,000万円まで　10％（住４％）
　4,000万円超　　15％（住５％）

〔３年度改正〕4.1.1～
　6,000万円まで　10％（住４％）
　6,000万円超　　15％（住５％）

〔平成元年度改正〕 〔３年度改正〕
　5,000万円5,000万円適用期限あり

〔平成元年度改正〕 〔３年度改正〕

800万円（適用期限あり） 800万円

〔57年度改正　復活〕
57.1.1～
所有期間10年超の居住用財産に限定して復活

〔63年度改正　原則廃止〕
63.4.1～
父母等から相続等により取得し，かつ，譲渡
者の居住期間が30年以上のものに限定

〔５年度改正　一部復活〕
5.4.1～9.12.31
①土地の対価の額について，国土利用計画
法に基づく勧告等を受けていないこと
②譲渡価額が１億円以下（6.1.1～２億円以
下）のもの
③譲渡者の居住期間10年以上
等一定の要件を満たすものに限定

〔57年度改正〕
57.1.1～長期所有土地等の判定基準
の緩和
44.1.1以前取得
⇒所有期間10年超

〔61年度改正〕
法人61.4.1～
課税の繰延額の
２縮減

〔62年９月改正〕
個人62.10.1～
課税の繰延額の２割
縮減

〔３年度改正〕
4.1.1～
長期所有土地等か
ら減価償却資産へ
の買換えを廃止

〔４年度改正〕
構造改善等の
ための長期所
有土地等から
減価償却資産
への買換えの
追加

〔６年度改正〕
設備投資促進
のための長期所
有土地等から既
成市街地等以
外の地域内の減
価償却資産へ
の買換えの追加

〔７年度改正〕
事業革新の円
滑化，中小企
業の新分野進
出のための買
換えの追加
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　
（参考）土　地　譲　渡　益　課　税　制　　

年
区 分 ８ ９ 10 11 12

基　
　
　

本　
　
　

的　
　
　

課　
　
　

税　
　
　

方　
　
　

式

長　短
区　分 〔８年度改正〕所有期間５年基準（特例方式の廃止）

個　
　
　
　
　
　
　
　

人

長期

〔８年度改正〕８・９年
次により分離課税
　4,000万円まで
　　　　20％（住６％）
　8,000万円まで
　　　　25％（住7.5％）
　8,000万円超
　　　　30％（住９％）

〔10年度改正〕10年
次により分離課税
　6,000万円まで
　　　　20％（住６％）
　6,000万円超
　　　　25％（住7.5％）

〔11年度改正〕11年～15年
次により分離課税
　一律20％（住６％）

短期

超 

短 

期

（個人の不動産業者等の土地譲渡益重課制度） 〔10年度改正〕10.1.1～12.12.31
適用停止

（個人の不動産業者等の超短期重課制度） 〔10年度改正〕10.1.1～
廃止

法　
　
　
　

人

短期

〔８年度改正〕8.1.1～
その年１月１日で所有期間５年以下
⇒通常の法人税に加え10％の税率で追加課税

〔10年度改正〕10.1.1～12.12.31
⇒適用停止

超 

短 

期

〔８年度改正〕8.1.1～14.3.31
その年１月１日で所有期間２年以下
⇒通常の法人税に加え15％の税率で追加課税

〔10年度改正〕10.1.1～
⇒廃止

上記
以外

〔８年度改正〕8.1.1～
⇒通常の法人税に加え５％の税率で追加課税

〔10年度改正〕10.1.1～12.12.31
⇒適用停止

課　
　
　
　
　

税　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　

特　
　
　
　
　

例

軽
減
税
率
（
個
人
）

（特定市街化区域農地等を譲渡した場合）

（優良住宅地等を譲渡し
た場合）

〔８年度改正〕
9.1.1～13.3.31
4,000万円まで　15％（住５％）
4,000万円超　　20％（住６％）

（居住用財産を譲渡した場合）

特
別
控
除
（
個
人
・
法
人
）

（収用等）

（特定土地区画整理事業等）

（特定住宅地造成事業等）

（農地保有合理化等）

（居住用・個人のみ）

買　
　

換　
　

え

（
個
人
）

居
住
用

〔10年度改正　要件緩和〕10年～15年
①　譲渡者の居住期間10年以上
②　買換資産についての面積要件等
　一定の要件を満たすものに限定

（
個
人
・
法
人
）

事　

業　

用

〔８年度改正〕
沿道整備権利移転等促進計
画による土地等の買換えの
追加

〔９年度改正〕
防災街区整備権利移転等促
進計画による土地等の買換
えの追加

〔10年度改正〕
長期所有土地等（所有期間10
年超）の買換え
10.1.1～12.12.31までの間，地
域限定要件なし
一律課税繰延割合80％

〔11年８月改正〕
事業革新の円滑化，中小企
業の新分野進出のための買
換えを事業再構築のための
買換えに改組

〔12年度改正〕
移転促進地域から誘導地域
内への買換えを廃止
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

　　度　の　沿　革　（昭　和　44　年　以　降）（続）

13 14 15 16 17 18

〔13年度改正　適用期限延長〕
　～15.12.31

〔16年度改正〕16.1.1～
　次により分離課税
　一律15％（住５％）
・他の所得との損益通算を廃止
　ただし，所有期間５年超の居住用財産の譲渡に
よる損失が生じた場合の損益通算の特例あり
・100万特別控除廃止
〔16年度改正〕16.1.1～
　次により分離課税
　一律30％（住９％）
　ただし，国等に対する譲渡については，15％（住５％）
・他の所得との損益通算を廃止

〔13年度改正　停止措置延長〕
　～15.12.31

〔16年度改正　停止措置延長〕
　～20.12.31

〔13年度改正　停止措置延長〕
　～15.12.31

〔16年度改正　停止措置延長〕
　～20.12.31

〔13年度改正　停止措置延長〕
　～15.12.31

〔16年度改正　停止措置延長〕
　～20.12.31

〔13年度改正　適用期限延長〕
　～15.12.31

〔16年度改正〕
　16.1.1～20.12.31
　2,000万円まで　10％（住４％）
　2,000万円超　　15％（住５％）
課税繰延べの特例，特例控除との重複適用を廃止

〔13年度改正〕
①　適用期限延長～15.12.31
②　買換資産に係る面積要件等の緩和

〔16年度改正〕
　適用期限延長～18.12.31

〔17年度改正〕
買換資産に係る要件の緩和

〔13年度改正〕
水道水源水域に係る特定施設等
の移転に伴う買換え，新産業都
市区域外から内への買換え，過
度集積地域から特定の拠点地区
内への産業業務施設の移転に伴
う買換え等を廃止

〔15年度改正〕
産業活力再生特別措置法の事
業再構築計画に基づいて行わ
れる長期所有の土地，建物等
から既成市街地等以外の地域
にある土地，建物，機械装置
等への買換えを廃止

〔16年度改正〕
防災街区整備権利移転等促進計画に基づく土地等への買換えを防災街区
整備事業に関する都市計画に基づく土地等又は建物若しくは構築物への
買換えに改組

〔18年度改正〕
特定農山村地域における所有
権移転等促進計画による農林
地の買換え，幹線道路の沿道
の整備に関する法律の沿道整
備権利移転等促進計画による
買換えを廃止
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22.　譲　　渡　　所　　得　　課　　
（参考）土　地　譲　渡　益　課　税　制　　

年
区 分 19・20 21 22

基　
　
　

本　
　
　

的　
　
　

課　
　
　

税　
　
　

方　
　
　

式

長　短
区　分

個　
　
　
　
　
　
　
　

人

長期

短期

超 

短 

期

（個人の不動産業者等の土地譲渡益重課制度）〔21年度改正　停止措置延長〕
　～25.12.31

法　
　
　
　

人

短期

〔21年度改正　停止措置延長〕
　～25.12.31

超 

短 

期

上記
以外

〔21年度改正　停止措置延長〕
　～25.12.31

課　
　
　
　
　

税　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　

特　
　
　
　
　

例

軽
減
税
率
（
個
人
）

（特定市街化区域農地等を譲渡した場合）

（優良住宅地等を譲渡した場合） 〔21年度改正　適用期限延長〕
　～25.12.31

（居住用財産を譲渡した場合）

特
別
控
除
（
個
人
・
法
人
）

（収用等）

（特定土地区画整理事業等）

（特定住宅地造成事業等）

（農地保有合理化等）

（居住用・個人のみ） 平21・22取得　〔21年度改正　創設〕
土地等　　　　　　　　　1,000万円

買　
　

換　
　

え

（
個
人
）

居
住
用

〔19年度改正〕
①　適用期限延長～21.12.31
②　買換え資産についての床面積要件の上限撤廃
③�　相続等により取得した居住用財産の買換え特例は，特定居住用財産の買換え特例
に一本化し，廃止

〔22年度改正〕
①　適用期限延長～23.12.31
②�　譲渡価額が２億円以下のものに限
定

（
個
人
・
法
人
）

事　

業　

用

〔19年度改正〕
防災再開発促進地区内における認定建替計画
に係る建築物の建替えを行う事業に伴う土地
等の買換えを追加
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　　税　　制　　度　　の　　概　　要（続）

　　度　の　沿　革　（昭　和　44　年　以　降）（続）

23 24･25 26 27

〔26年度改正　停止措置延長〕
　～29.3.31

〔26年度改正　停止措置延長〕
　～29.3.31

〔26年度改正　停止措置延長〕
　～29.3.31

〔26年度改正　適用期限延長〕
　～28.12.31

〔24年度改正〕
①　適用期限延長～25.12.31
②�　譲渡価額が1.5億円以下のも
のに限定

〔26年度改正〕
①　適用期限延長～27.12.31
②�　譲渡価額が１億円以下のもの
に限定

〔23年度改正〕
大気汚染規制区域の内から外への
ばい煙発生施設の買換え等の廃止

〔24年度改正〕
長期所有土地等（所有期間10年
超）の買換え
①　適用期限延長　～26.12.31
②　買換資産の見直し

〔26年度改正〕
①　適用期限延長～29.3.31
②�　誘致区域の外から内への買換えを
廃止　等
③�　都市機能誘導区域以外から内への
買換えを追加
④�　日本船舶の買換えについて，船齢
の高い船舶を除外，買換資産につい
て環境負荷低減に資する作業船を追
加，環境負荷要件の見直し等

〔27年度改正〕
長期所有土地等（所有期間10年超）の買換えについて
①　適用期限延長　～29.3.31
②�　買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除
外
③　圧縮割合の引下げ
　イ�　集中地域（３大都市圏）以外の地域から集中地

域（東京23区を除く）への買換え：75％
　ロ�　集中地域（３大都市圏）以外の地域から特定の

地域（東京23区）への買換え：70％
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22.　譲 渡 所 得 課 税 制 度 の 概 要（続）

（参考）土地譲渡益課税制度の沿革（昭和44年以降）（続）

年
区 分 28 29 30 令和元

基　
　
　

本　
　
　

的　
　
　

課　
　
　

税　
　
　

方　
　
　

式

長　短
区　分

個　
　
　
　
　
　
　
　

人

長期

短期
（個人の不動産事業者等
の土地譲渡益重課制度）

〔29年度改正〕
停止措置延長～令和2.12.31

法　
　
　
　

人

短期
〔29年度改正〕
停止措置延長～令和2.3.31

上記
以外

〔29年度改正〕
停止措置延長～令和2.3.31

課　
　
　
　
　

税　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　

特　
　
　
　
　

例

軽
減
税
率
（
個
人
）

（特定市街化区域農地等を譲渡した場合）

（優良住宅地等を譲渡した
場合）

〔29年度改正〕
適用期限延長～令和元.12.31

（居住用財産を譲渡した場合）

特
別
控
除
（
個
人
・
法
人
）

（収用等）

（特定土地区画整理事業等）

（特定住宅地造成事業等）

（農地保有合理化等）

（居住用・個人のみ）
〔28年度改正〕
　�空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
　28.4.1～令和元.12.31の譲渡

〔令和元年度改正〕
空き家に係る譲渡所得の特例
適用期限延長
～令和5.12.31の譲渡

（平21・22取得土地等）

買　
　

換　
　

え

（
個
人
）

居
住
用

〔28年度改正〕
適用期限延長～29.12.31

〔30年度改正〕
適用期限延長
～令和元.12.31
　買換資産が非耐火既存住宅である場合の要件に，その取得の
日以前25年以内に建築されたものであること又は地震に対する
安全性に係る規定若しくはこれに準ずる基準に適合することの
いずれかを満たすことを加える。

（
個
人
・
法
人
）

事　

業　

用

〔29年度改正〕
①�　適用期限延長～令和2.3.31（個人事業用については令和2.12.31）
②�　市街化区域又は既成市街地等の内から外への農業用資産の買換え，農用地区域内にある土
地等の買換えを廃止
③�　既成市街地等の内から外への買換え，長期所有土地等（所有期間10年超）の買換え，船舶
から船舶への買換えについて，対象資産の見直し
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23.　法　　　人　　　税　　　率　　

適 用 事 業 年 度
区 　　　　　　分

各　事　業　年　度　の　所　得　に　対　す　る　税　率

普　　　　　通　　　　　法　　　　　人
協 同 組 合 等

公益法人等（注１）

基　本　税　率 軽　　減　　税　　率 右記
以外

公益社団・財
団法人，非営
利 型 一 般 社
団・財団法人留保分 配当分 所　得　区　分 留保分 配当分 留保分 配当分

昭和 
　43．4．1以降終了 35％ 26％ （年300万円以下　 　　） 資本金１億円以下の法

人のみ　　　　　　　
28％ 22％ 23％ 19％ 23％ －

　45．5．1　〃 36.75％ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

　47．4．1以降開始 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

　48．4．1　〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

　49．5．1以降終了 40％ 28％ （年600万円以下　 　　）資本金１億円以下の法 
人のみ　　　　　　　

〃 〃 〃 〃 〃 －

　50．5．1　〃 〃 30％ （年700万円以下　 　　）資本金１億円以下の法 
人のみ　　　　　　　

〃 〃 〃 〃 〃 －

　56．4．1　〃 42％ 32％ （年800万円以下　 　　）資本金１億円以下の法 
人のみ　　　　　　　

30％ 24％ 25％ 21％ 25％ －

　59．4．1　〃 43.3％ 33.3％ 〃 31％ 25％ 26％ 22％ 26％ －

　60．4．1　〃 〃 〃 〃 〃 〃 28％ 23％ 28％ －

　62．4．1　〃 42％ 32％ 〃 30％ 24％ 27％ 22％ 27％ －

平成 
　元．4．1以降開始 40％ 35％ 〃 29％ 26％

〃 

（
特定の協

）同組合等 
の所得10 
億円超の 
部分30％

25％ 〃 －

　 2．4．1　〃 37.5％ 〃 28％
27％ 

（特定の協同組合） 等の所得10億円 
超の部分30％　

〃 －

　10．4．1　〃 34.5％ 〃 25％
25％ 

（特定の協同組合） 等の所得10億円 
超の部分30％　

25％ －

　11．4．1　〃 30％ 〃 22％
22％ 

（特定の協同組合） 等の所得10億円 
超の部分26％　

22％ －

　13．4．1　〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

　18．4．1　〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

　19．4．1　〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

　20．4．1　〃 〃 〃 〃 〃 〃
30% 

（年所得800万円） 以下の部分22％ 
（20.12.1以降終了）

　21．4．1以降終了 〃 〃 18％

22％ 

（
年所得800万円以

）下の部分18％，　
特定の協同組合
等の所得10億円
超の部分26％ 　

〃 

（
年所得

）800万
円以下
の分　
18％　

30%

（年所得800万）円以下の部分 
18％　　　　

　22．4．1以降開始 〃 （ 
年800万円以下     　　

）資本金１億円以下の法
人のみ（資本金の額等
が５億円以上である法
人等との間にその法人
等による完全支配関係
があるもの等を除く。

〃 〃 〃 〃
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　　の　　　推　　　移

清算所得に対する税率
　　　　　同族会社の留保金に対する税率 
各事業年度の留保所得金額から次の①，②，③，④の 
うち，最も多い金額を控除した金額 
 年3,000万円以下　　10％ 
 年3,000万円超　　　15　 
 年　１億円超　　　20　

退職年金等積立
金に対する税率積立金から成る部分 そ　の　他

普通法人 協同組合等 普通法人 協同組合等 ①資本金基準 ②所得基準 ③定額基準 ④ 自己資本比率
基準

非課税 

（積立金から成る部分） については清算所得
に対する法人税を課
さない。　　　　　

30％ 

（42.6.1  　　）以後の解散
又は合併か
ら適用　　

21％ 

（42.6.1  　　）以後の解散
又は合併か
ら適用　　

資本金の25％相 
当額からその事 
業年度末の利益 
積立金額を控除 
した金額　　　

30％ 年150万円 －
退職年金業務等 
を行う法人の退 
職年金等積立金 
の額の　　１％

〃 〃 〃 〃 35％ 
（45.4.1以降開始）

年200万円 
（45.4.1以降開始） － 〃

〃 〃 〃 〃 〃 年350万円 － 〃

〃 〃 〃 〃 〃 年500万円 － 〃

〃 35％ 〃 〃 〃 年1,000万円 
（49.4.1以降開始） － 〃

〃 〃 〃 〃 〃 年1,500万円 
（50.4.1以降開始） － 〃

〃
37％ 

（56.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

23％ 

（56.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 〃 〃 － 〃

〃
38.1％ 

（59.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

23.9％ 

（59.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 〃 〃 － 〃

〃 〃 
25.8％ 

（60.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 〃 〃 － 〃

〃
37％ 

（62.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

24.8％ 

（62.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　 

〃 〃 〃 － 〃

〃
35.2％ 

（元.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 〃 〃 〃 － 〃

〃
33％ 

（ 2.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 〃 〃 〃 － 〃

〃
30.7％ 

（10.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

23.1％ 

（10.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 〃 〃 － 〃

〃
27.1％ 

（11.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

20.5％ 

（11.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 〃 〃 －
〃 

（11.4.1～13.3.31　　  ）の間に開始する事業
年度は課税停止　　

〃
〃 

（13.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 

（13.4.1　　  　　）以後の解散又は 
合併から適用　

〃 〃 〃 －
〃 

（13.4.1～18.3.31　　  ）の間に開始する事業
年度は課税停止　　

〃 〃 〃 〃 40％ 
（中小法人は50％） 年2,000万円

自己資本比率（自己資本〔同
族関係者からの借入金を含
む。〕/総資産）が30％に達す
るまでの額（自己資本比率が
30％未満の中小法人のみ）

〃 

（18.4.1～20.3.31　　  ）の間に開始する事業
年度は課税停止　　

〃 〃 〃 〃 40% 〃 － 〃

〃 〃 〃 〃 〃 〃 －
〃 

（20.4.1～23.3.31　　  ）の間に開始する事業
年度は課税停止　　

〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 〃

清算所得課税を廃止し，通常の所得課税に移行 〃 〃 〃 － 〃
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23.　法　　　人　　　税　　　率　　

24.　法　人　の　種　類　別　法　人　数，　　

区　　　　　　　　　　　　分 申告法人数
所　得　金　額

税　　額
利　　　益 欠　　　損

内 国 法 人

普 通 法 人

会 社 等 2,662,762 530,415 121,336

う ち 特 定 目 的 会 社 985 20 774

企 業 組 合 1,417 34 13

医 療 法 人 52,639 7,708 2,739

小 計 2,716,818 538,157 124,088 104,845

人 格 の な い 社 団 等 20,016 190 117 31

協 同 組 合 等

農 業 協 同 組 合 及 び 同 連 合 会 2,981 5,942 177

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2. 　平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度（この間に事業年度が２回以上終了した法人にあってはその全事

業年度）を対象として、平成30年７月31日現在でとりまとめたものである。

適 用 事 業 年 度
区 　　　　　　分

各　事　業　年　度　の　所　得　に　対　す　る　税　率

普　　　　　通　　　　　法　　　　　人
協 同 組 合 等

公益法人等（注１）

基　本　税　率 軽　　減　　税　　率 右記
以外

公益社団・財
団法人，非営
利 型 一 般 社
団・財団法人留保分 配当分 所　得　区　分 留保分 配当分 留保分 配当分

　23．4．1以降開始 〃 （ 
年800万円以下     　　

）
資本金１億円以下の法
人のみ（大法人（資本
金の額が５億円以上の
法人等）との間にその
法人等による完全支配
関係があるもの等及び
100％グループ内の複
数の大法人に発行済株
式の全部を保有されて
いる法人等を除く。）　

〃 〃 〃 〃

　24．4．1　〃 25.5％ 〃 15％（注２）

19％ 

（
年所得800万円以

）下の部分15％（注
２）特定の協同組
合等の年所得10
億円超の部分22
％　　　　　　

19％ 

（
年所得

）800万
円以下
の部分
15％　
（注２）

25.5%

（年所得800万）円以下の部分 
15％（注２）

　27．4．1　〃 23.9％ 〃 〃 〃 〃

23.9%

（年所得800万）円以下の部分 
15％（注２）

　28．4．1　〃 23.4％ 〃 〃 〃 〃

23.4%

（年所得800万）円以下の部分 
15％（注２）

　30．4．1　〃 23.2％ 〃 〃 〃 〃

23.2％

（年所得800万）円以下の部分 
15％（注２）

 （注１）他の法律により公益法人等とみなされる次の法人については収益事業から生じた所得に対して普通法人と同じ税率で法人税が課税される。
　　　　認可地縁団体，管理組合法人，政党等，防災街区整備事業組合，特定非営利活動法人，マンション建替組合，マンション敷地売却組合
 （注２）平成24年４月１日から令和３年３月31日までの間に開始する各事業年度に適用される税率。
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　　の　　　推　　　移（続）

所　得　金　額　及　び　税　額（平成29年度分）
（単位　社，億円）　

区　　　　　　　　　　　　分 申告法人数
所　得　金　額

税　　額
利　　　益 欠　　　損

消 費 生 活 協 同 組 合 及 び 同 連 合 会 611 1,371 37

中小企業等協同組合（企業組合を除く。） 13,773 685 151

漁業生産組合，漁業協同組合及び同連合会 1,909 155 51

森 林 組 合 及 び 同 連 合 会 2,874 85 18

そ の 他 21,104 5,668 617

小 計 43,252 13,906 1,052 1,834

公 益 法 人 等 53,690 2,335 1,951 460

外 国 法 人 5,353 6,367 596 1,357

小 計 2,839,129 560,955 127,803 108,527

連 結 法 人 1,741 141,385 9,104 14,970

合 計 2,840,870 702,340 136,908 123,497

　　　　3.　連結申告を行った法人は，１グループを１社として集計している。
　　　　4.　「申告法人数」及び「所得金額」は，清算確定分を含まない。
　　　　5.　「税額」欄は，所得金額，留保金額及び土地譲渡利益に対する税額から，所得税額等の税額控除を差し引いた税額を示す。

清算所得に対する税率
　　　　　同族会社の留保金に対する税率 
各事業年度の留保所得金額から次の①，②，③，④の 
うち，最も多い金額を控除した金額 
 年3,000万円以下　　10％ 
 年3,000万円超　　　15　 
 年　１億円超　　　20　

退職年金等積立
金に対する税率積立金から成る部分 そ　の　他

普通法人 協同組合等 普通法人 協同組合等 ①資本金基準 ②所得基準 ③定額基準 ④ 自己資本比率
基準

〃 〃 〃 〃 －

〃 

（23.4.1～26.3.31  ）の間に開始する 
事業年度は課税
停止　　　　　

〃 〃 〃 〃 －

〃 

（26.4.1～29.3.31  ）の間に開始する 
事業年度は課税
停止　　　　　

〃 〃 〃 〃 － 〃

〃 〃 〃 〃 －

〃 

（29.4.1～32.3.31  ）の間に開始する 
事業年度は課税
停止　　　　　

〃 〃 〃 〃 － 〃

 （参考） 平成26年10月１日以後に開始する事業年度については，基準法人税額の4.4％（令和元年10月1日以後に開始する事業年度については10.3％）の地方法人税が課
される。

　　　　 平成24年４月１日から平成26年３月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後２年を経過する日までの期間内に属する事業年度につ
いては，基準法人税額の10% の復興特別法人税が課される。
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25.　法　人　の　資　本　金　階　級　別　の　所　得　　

資本金階級

所得階級

番
　
号

500万円以下 500万円超 1, 000万円超 5, 000万円超 １億円超

法人数 金　額 法人数 金　額 法人数 金　額 法人数 金　額 法人数 金　額
利 益 計 上 法 人

100万円 　以　下 1 191, 103 746 60, 026 248 16, 457 79 1, 284 6 249 1

100万円 　超 2 81, 316 1, 177 30, 152 440 10, 318 152 872 13 219 3

200万円 　〃 3 52, 714 1, 299 21, 642 535 7, 804 193 671 17 143 3

300万円 　〃 4 65, 804 2, 555 30, 660 1, 207 12, 084 477 1, 132 46 325 13

500万円 　〃 5 74, 956 5, 291 44, 777 3, 221 20, 649 1, 500 2, 250 166 456 33

1, 000万円 　〃 6 42, 713 5, 969 36, 929 5, 225 22, 690 3, 278 2, 858 426 607 88

2, 000万円 　〃 7 23, 887 7, 182 30, 988 9, 747 28, 003 9, 045 4, 944 1, 638 1, 159 394

5, 000万円 　〃 8 5, 625 3, 872 11, 130 7, 865 15, 092 10, 701 4, 035 2, 911 1, 248 891

1億円 　〃 9 1, 986 2, 729 4, 879 6, 930 8, 723 12, 149 3, 626 5, 231 1, 307 1, 877

2億円 　〃 10 742 2, 292 2, 103 6, 562 4, 877 14, 816 3, 579 10, 943 2, 123 6, 970

5億円 　〃 11 163 1, 131 421 2, 993 1, 145 7, 685 1, 392 9, 294 1, 357 9, 504

10億円 　〃 12 82 1, 524 198 5, 746 506 11, 512 996 21, 253 1, 523 41, 597

　計 13 541, 091 35, 767 273, 905 50, 719 148, 348 71, 587 27, 639 51, 944 10, 716 61, 374

欠 損 法 人 14 1, 056, 794 22, 579 452, 614 19, 228 149, 528 33, 033 23, 111 8, 119 3, 592 8, 908

 （備考）1.　国税庁「会社標本調査結果」による。
　　　　2. 　平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度（この間に事業年度が２回以上終了した法人にあって

はその全事業年度）を対象として，平成30年7月31日現在でとりまとめたものである。
　　　　3.　年２回以上の事業年度を持つ法人の所得階級区分及び所得金額は次による。

26.　法人数（普通法人）の業種別の資本金階級別表（平成29年度分）　

資本金階級
業種

100 万 
円以下

100 万 
円　超

500 万 
円　超

1, 000 万 
円 　 超

5, 000 万 
円 　 超

１億円 
超

10億円 
超

50億円 
超

100 億 
円　超 合　計

農 林 水 産 業 5, 624 16, 905 5, 760 2, 405 539 94 3 1 1 31, 332

鉱 業 116 1, 020 1, 177 895 150 30 21 15 22 3, 446

建 設 業 41, 710 229, 843 98, 900 59, 197 4, 229 619 116 39 35 434, 688

繊 維 工 業 514 3, 612 4, 219 1, 696 278 54 15 7 4 10, 399

化 学 工 業 1, 399 10, 359 11, 236 6, 545 1, 721 766 241 76 89 32, 432

鉄 鋼 金 属 工 業 1, 814 21, 487 17, 145 6, 978 1, 338 413 100 31 25 49, 331

機 械 工 業 4, 165 30, 746 26, 351 11, 558 2, 887 1, 040 315 99 115 77, 276

食 料 品 製 造 業 3, 918 17, 780 12, 936 6, 101 1, 472 400 99 19 30 42, 755

出 版 印 刷 業 2, 026 12, 422 11, 851 4, 021 765 185 26 3 7 31, 306

そ の 他 の 製 造 業 6, 592 37, 766 27, 959 9, 856 1, 920 453 114 29 25 84, 714

卸 売 業 15, 147 82, 713 92, 563 37, 780 6, 917 1, 916 324 59 50 237, 469

小 売 業 35, 117 174, 548 87, 813 22, 035 3, 158 651 148 31 46 323, 547

料 理 飲 食 旅 館 業 20, 951 69, 592 26, 117 7, 656 1, 493 261 83 17 7 126, 177

金 融 保 険 業 11, 445 19, 329 8, 926 3, 347 1, 559 951 466 147 366 46, 536

不 動 産 業 48, 183 146, 826 86, 010 27, 351 6, 881 1, 071 180 32 38 316, 572

運輸通信公益事業 10, 185 25, 653 29, 643 19, 358 2, 911 1, 217 336 67 96 89, 466

サ ー ビ ス 業 171, 431 316, 947 177, 913 71, 097 12, 532 4, 187 523 71 83 754, 784

計 380, 337 1, 217, 548 726, 519 297, 876 50, 750 14, 308 3, 110 743 1, 039 2, 692, 230

（単位　社）　

 （備考）1.　国税庁「会社標本調査結果」による。
　　　　2. 　平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度（この間に事業年度が２回以上終了した法人にあってはその全事

業年度）を対象として，平成30年7月31日現在でとりまとめたものである。
　　　　3.　本表は，連結法人を除いている。
　　　　4.　相互会社は，実態に即して便宜的に資本金100億円超の階級として集計し，金融保険業に含めている。
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27.　法　人　数　の　累　年　比　較
（単位　社， ％）　

区　　　　分
普　通　法　人 協　同　組　合　等 公　益　法　人　等 計

法 人 数 割　　合 法 人 数 割　　合 法 人 数 割　　合 法 人 数 割　　合

昭和45年……… 986, 825 94. 9 48, 488 4. 7 4, 847 0. 5 1, 040, 160 100. 0
50………… 1, 346, 476 95. 5 54, 615 3. 9 9, 519 0. 7 1, 410, 610 100. 0
55………… 1, 645, 589 95. 8 60, 172 3. 5 12, 442 0. 7 1, 718, 203 100. 0
60………… 1, 902, 956 96. 0 61, 832 3. 1 17, 846 0. 9 1, 982, 634 100. 0

平成元………… 2, 175, 725 96. 4 59, 592 2. 6 20, 517 0. 9 2, 255, 834 100. 0
5………… 2, 561, 830 97. 0 57, 842 2. 2 22, 367 0. 8 2, 642, 039 100. 0
10………… 2, 699, 881 97. 1 56, 052 2. 0 25, 374 0. 9 2, 781, 307 100. 0
11………… 2, 730, 482 97. 1 55, 393 2. 0 25, 980 0. 9 2, 811, 855 100. 0
12………… 2, 766, 457 97. 1 55, 067 1. 9 26, 459 0. 9 2, 847, 983 100. 0
13………… 2, 791, 841 97. 1 54, 313 1. 9 27, 957 1. 0 2, 874, 111 100. 0
14………… 2, 806, 347 97. 1 53, 613 1. 9 30, 397 1. 1 2, 890, 357 100. 0
15………… 2, 790, 489 97. 0 52, 529 1. 8 32, 631 1. 1 2, 875, 649 100. 0
16………… 2, 809, 691 97. 0 51, 724 1. 8 35, 511 1. 2 2, 896, 926 100. 0
17………… 2, 830, 691 96. 9 51, 019 1. 7 38, 511 1. 3 2, 920, 221 100. 0
18………… 2, 853, 438 96. 9 50, 277 1. 7 40, 992 1. 4 2, 944, 707 100. 0
19………… 2, 892, 567 96. 9 48, 594 1. 6 43, 278 1. 5 2, 984, 439 100. 0
20………… 2, 890, 928 96. 9 47, 635 1. 6 44, 331 1. 5 2, 982, 894 100. 0
21………… 2, 886, 807 96. 9 46, 882 1. 6 45, 490 1. 5 2, 979, 179 100. 0
22………… 2, 866, 659 96. 9 45, 956 1. 6 46, 665 1. 6 2, 959, 280 100. 0
23………… 2, 865, 264 96. 9 45, 227 1. 5 47, 585 1. 6 2, 958, 076 100. 0
24………… 2, 873, 203 96. 9 44, 704 1. 5 48, 622 1. 6 2, 966, 529 100. 0
25………… 2, 893, 509 96. 8 44, 206 1. 5 49, 992 1. 7 2, 987, 707 100. 0
26………… 2, 903, 874 96. 8 43, 905 1. 5 51, 382 1. 7 2, 999, 161 100. 0
27………… 2, 927, 903 96. 8 43, 865 1. 4 53, 057 1. 8 3, 024, 825 100. 0
28………… 2, 955, 577 96. 8 43, 687 1. 4 54, 422 1. 8 3, 053, 686 100. 0
29………… 2, 980, 284 96. 8 43, 454 1. 4 55, 920 1. 8 3, 079, 658 100. 0

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2. 　「法人数」は内国法人（人格のない社団等を除く。）の数であり，平成18年以前はその年２月１日から翌年１月31日までの間に事業年度が終了した法人（休

業中等の理由による無申告法人を含む。）について示し，平成19年以降は翌年６月30日現在の法人数を示している。
　　　　3.　平成19年度以降は，連結法人を含んでおり，連結申告を行った法人は，１グループを１社として集計している。
　　　　4.　昭和45年は沖縄国税事務所分を除く。

　　階　級　別　表（平成29年度分）

10億円超 100億円超 合　　　計 番
　
号法人数 金　額 法人数 金　額 法人数 金　額

27 0 7 0 269, 153 1, 080 1
152 2 58 1 123, 087 1, 789 2
15 0 19 0 83, 008 2, 048 3
28 1 3 0 110, 036 4, 298 4
47 3 7 0 143, 142 10, 215 5
47 7 5 1 105, 849 14, 993 6
112 37 7 2 89, 100 28, 045 7
151 110 12 8 37, 293 26, 358 8
235 349 22 31 20, 778 29, 297 9
389 1, 287 37 126 13, 850 42, 996 10
439 3, 230 48 361 4, 965 34, 198 11

1, 515 68, 690 626 192, 666 5, 446 342, 988 12
3, 157 73, 717 851 193, 197 1, 005, 707 538, 305 13

696 6, 880 188 25, 331 1, 686, 523 124, 078 14

（単位　社， 億円）　 （単位　社， 億円）　

所得階級

番
　
号

連 結 法 人

法人数 金　額
利 益 計 上 法 人

100万円 以 下 1 9 0 

100万円 　超 2 8 0 

200万円 　〃 3 7 0 

300万円 　〃 4 13 1 

500万円 　〃 5 39 3 

1, 000万円 　〃 6 52 8 

2, 000万円 　〃 7 77 26 

5, 000万円 　〃 8 97 74 

1億円 　〃 9 98 143 

2億円 　〃 10 147 491 

5億円 　〃 11 112 812 

10億円 　〃 12 491 139, 574 

　計 13 1, 150 141, 132 

欠  損  法  人 14 576 9, 106 

　　　　　①　利益計上法人の場合は，所得金額の（正）の合計金額による。
　　　　　②　欠損法人の場合は，所得金額の（負）の合計金額による。
　　　　4.　連結申告を行った法人は，１グループ１社として集計している。
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28. 　法　　　　人　　　　税　　　　制　　

税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
率

法　人　税
⑴　「各事業年度の所得」については
　①　普通法人
　　イ　資本金１億円以下のもの
　　　（年800万円以下の所得）

63年度 平元 平２ 平10 平11 平21 平24～
留 保 分 30％ 29％ 28％ 25％ 22％ 18％ 15％（注１）配 当 分 24％ 26％

（年800万円超の所得）
63年度 平元 平２ 平10 平11 平24 平27 平28 平30～

留 保 分 42％ 40％ 37. 5％ 34. 5％ 30％ 25. 5％ 23. 9％ 23. 4％ 23. 2％配 当 分 32％ 35％
　　ロ　資本金１億円超のもの
　　　 63年度 平元 平２ 平10 平11 平24 平27 平28 平30～

留 保 分 42％ 40％ 37. 5％ 34. 5％ 30％ 25. 5％ 23. 9％ 23. 4％ 23. 2％配 当 分 32％ 35％
　②　公益法人等
　　イ　下記以外のもの
　　　 63年度 平10 平11 平21 平24～

27％ 25％ 22％ 22％ 19％
（年800万円以下の所得） 平21 平24～

18％ 15％（注１）
　　ロ　公益社団・財団法人，非営利型一般社団・財団法人
　　　（年800万円以下の所得）

平20 平21 平24～
22％ 18％ 15％（注１）

（年800万円超の所得）
平20 平24 平27 平28 平30～
30％ 25. 5％ 23. 9％ 23. 4％ 23. 2％

　③　協同組合等※

　　　 63年度 平元 平２ 平10 平11 平21 平24～
留 保 分 27％ 27％ 27％ 25％ 22％ 22％　 19％配 当 分 22％ 25％
　　　　　　　　　　　（年800万円以下の所得） 平21 平24～

18％ 15％（注１）
　　　※特定の協同組合等の年10億円超の所得金額に係る税率は22％

（注１）平成24. 4. 1から令和3. 3. 31までの間に開始する各事業年度に適用される税率。
（注２） 普通法人の軽減税率については，大法人（資本金の額等が５億円以上の法人等）の100％子法人及び

100％グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人等には適用しない。
⑵　「清算所得」については
　 63年度 平元 平２ 平10 平11 平22～

① 普 通 法 人 37％ 35. 2％ 33％ 30. 7％ 27. 1％ 通常の所得課税に移行
② 協同組合等 24. 8％ 24. 8％ 24. 8％ 23. 1％ 20. 5％

所
得
の
計
算
（
主
な
も
の
）

⑴　受取配当等の益金不算入
　内国法人が受け取る株式等に係る配当等の額のうち次の①～④の金額は，益金の額に算入しない。
　①　完全子法人株式等に係る配当等の額…その全額
　　（注 ）完全子法人株式等とは，内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等のうち一定

のものをいう。
　② 　関連法人株式等（①以外の持株割合３分の１超の株式等）に係る配当等の額…その配当等の額から負

債利子の額を控除した残額
　③ 　①，②及び④以外の株式等（持株割合５％超３分の１以下の株式等）に係る配当等の額…その配当等

の額の50％相当額
　④ 　非支配目的株式等（持株割合５％以下の株式等）に係る配当等の額（特定株式投資信託の収益の分配

の額を含む。）…その配当等の額の20％相当額
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　　（注１） 保険会社が受け取る非支配目的株式等に係る配当等の額については，その配当等の額の40％相
当額を益金不算入

　　（注２） 協同組合等が保有する連合会等の普通出資につき支払を受ける配当等の額については，出資保
有割合にかかわらず，その配当等の額の50％相当額を益金不算入

⑵　外国子会社からの受取配当等の益金不算入
　 　外国子会社（株式保有割合25％以上）の株式等に係る受取配当等についてはその95％相当額（受取配当

等の５％相当額を経費とみなして控除）が益金不算入とされる。
⑶　有価証券の期末評価方法
　　売買目的の有価証券については時価法，その他の有価証券については原価法による。
⑷　棚卸資産の期末評価方法
　 　原価法又は低価法（期末の一般的な時価）による。ただし，トレーディング目的の棚卸資産については，

時価法による。
⑸　減価償却（後掲）
⑹　引当金
　　貸倒引当金
　イ 　銀行，保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等の貸倒引当金の繰入限度額は，期末金銭債

権を個別に評価する金銭債権（その一部につき回収が不能となった債権に限る。）と一括して評価する
その他の金銭債権とに区分してそれぞれ計算する。個別に評価する金銭債権については債務者ごとに貸
倒れが見込まれる事由に応じた回収不能見込額を計算し，一括して評価する金銭債権については実績繰
入率（過去３年間の貸倒実績率）を乗じて貸倒見込額を計算する。

　ロ 　中小法人等については，実績繰入率に代えて法定繰入率（租税特別措置）を適用できる。（本特例に
ついては，大法人（資本金の額が５億円以上の法人等）の100％子法人及び100％グループ内の複数の大
法人に発行済株式の全部を保有されている法人等には適用しない。）

⑺　収益計上基準の特例
　①　長期工事に係る収益計上の特例
　　イ 　工事（製造及びソフトウェアの開発を含む。）のうち，工事期間が１年以上で，かつ，請負金額10

億円以上のもの（長期大規模工事）の請負については，工事進行基準により各事業年度の収益の額及
び費用の額を計算する。

　　ロ 　長期大規模工事以外の工事の請負については，工事進行基準と工事完成基準のいずれかにより各事
業年度の収益の額及び費用の額を計算することができる。

　②　リース譲渡に係る収益計上の特例
　　 　資産の売買とみなされるリース取引による資産の譲渡については，延払基準により収益の額及び費用

の額を計上することができる。

法
人
社
内
留
保
課
税

特定同族会社の留保金課税
　 　法人が特定同族会社に該当する場合で，留保金額が留保控除額（①所得等の金額の40％相当額，②2, 000

万円，③資本金の25％相当額から利益積立金額を控除した金額のうち最も多い金額）を超えるときは，通
常の法人税に加え，その超える部分に対して特別税率（年3, 000万円以下の部分は10％，年１億円以下の
部分は15％，年１億円超の部分は20％）を適用して計算した留保税額が課される。

　 　特定同族会社とは，１株主グループ（その同族関係者を含む。）による持株割合等が50％を超える会社
（資本金の額等が１億円以下の会社は，大法人（資本金等の額が５億円以上の法人等）の100％子法人及び
100％グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人等に限る。）をいう。

租
税
の
特
別
減
免

⑴　試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（措法42の４）　
　① 　試験研究費の総額に係る税額控除制度…試験研究費の総額について，試験研究費の増減割合に応じて

次の税額控除割合（６％～10％）を乗じて計算した金額の税額控除（当期の法人税額の25％（研究開発
を行う一定のベンチャー企業は40％）を限度とする。）ができる。

　　イ　増減割合が８％超　　　9. 9％＋（増減割合－８％）×0. 3（10％を上限とする。）
　　ロ　増減割合が８％以下　　9. 9％－（８％－増減割合）×0. 175（６％を下限とする。）
　　 　なお，平成29. 4. 1～令和3. 3. 31の間に開始する各事業年度においては，上記イの税額控除割合の上限

（10％）は，14％とする。
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　　（注） 上記の「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは，設立後10年以内の法人のうち当期におい
て翌期繰越欠損金を有するもの（大法人の子会社等を除く。）をいう。

　② 　中小企業技術基盤強化税制…中小企業者等の試験研究費について，上記①の適用に代えて，試験研究
費の総額の12％の税額控除（当期の法人税額の25％を限度とする。）ができる。

　　 　なお，平成29. 4. 1～令和3. 3. 31の間に開始する各事業年度において，試験研究費の増加割合が８％超
える場合には，次のとおりとする。

　　イ　税額控除割合　　　12％＋（増減割合－８％）×0. 3（17％を上限とする。）
　　ロ　税額控除の上限　　当期の法人税額の35％
　※ 　平成31. 4. 1～令和3. 3. 31の間に開始する各事業年度においては，試験研究費の額の平均売上金額に対

する割合（試験研究費割合）が10％を超える場合には，上記①，②については，次のとおりとする。
　　イ 　上記①②の制度の税額控除額の上限に，次の金額を上乗せする（中小企業者等にあっては，上記②

ロとの選択適用）。
　　　○　当期の法人税額　×（（試験研究費割合－10％）×２）（10％を上限）
　　ロ　上記①②の制度の税額控除割合を，以下のとおりとする。
　　　○　上記①②において算出した税額控除割合　＋　（その税額控除割合×控除割増率）
　　　　※控除割増率：（試験研究費割合－10％×0. 5）（10％を上限）
　③ 　特別試験研究費の額に係る税額控除制度…特別試験研究費の額（上記①又は②の対象となったものを

除く。）について，次の試験研究の区分に応じ，次の税額控除割合を乗じて計算した金額の税額控除（上
記①又は②とは別枠で，当期の法人税額の10％を限度とする。）ができる。

　　イ　大学などとの共同研究又は委託研究　30％
　　ロ　研究開発型ベンチャーとの共同研究又は委託研究　25％
　　ハ　上記以外のもの　20％
⑵ 　高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の５）
　 　指定期間（平成30. 4. 1（一定のものについてはエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正

する法律の施行の日）～令和2. 3. 31）内に，高度省エネルギー増進設備等の取得等をした場合に，取得価
額の30％の特別償却又は７％の税額控除（当期の法人税額の20％を限度とする。）のいずれかの選択適用
ができる（ただし，中小企業等以外の法人は，税額控除を選択できない）。

⑶　中小企業投資促進税制（措法42の６）
　 　中小企業者等が指定期間（平成10. 6. 1～令和3. 3. 31）内に，特定機械装置等の取得等をした場合に，取

得価額の30％の特別償却又は７％の税額控除（下記⑾「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合
の税額控除」及び下記⑿「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除」の合計で当
期の法人税額の20％を限度とする。）のいずれかの選択ができる（ただし，中小企業者等のうち資本金
3, 000万円超の法人は，税額控除を選択できない。）。

　　控除限度超過額については，１年間の繰越しができる。
⑷　沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除（措法42の９）
　 　製造業者等が平成14. 4. 1～令和3. 3. 31のうち一定の期間内に，次の地区内において工業用機械等の取得

等をした場合に，取得価額の15％（建物等は８％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度とする。）
ができる。

　　控除限度超過額については，４年間の繰越しができる。
　①　観光地形成促進地域
　②　情報通信産業振興地域
　③　産業高度化・事業革新促進地域
　④　国際物流拠点産業集積地域
　⑤　経済金融活性化特別地区
⑸ 　国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除（措法42の10）
　① 　特定事業の実施主体として国家戦略特別区域法の認定区域計画に定められた法人が，指定期間（平成

26. 4. 1～令和2. 3. 31）内に，国家戦略特別区域内において，特定事業の実施に関する計画に記載された
特定機械装置等の取得等をした場合に，次の区分に応じたそれぞれの割合による特別償却又は税額控除

（当期の法人税額の20％を限度とする。）のいずれかの選択ができる。
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　　イ 　平成31. 4. 1～令和2. 3. 31までの間に取得等をした特定機械装置等（平成31. 3. 31以前に受けた確認
に係る事業実施計画に記載されたものを除く。）：特別償却割合45％（建物等23％），税額控除割合
14％（建物等７％）

　　ロ 　上記イ以外の特定機械装置等：特別償却割合50％（建物等25％），税額控除割合15％（建物等８％）
　② 　特定中核事業用設備のうち開発研究用のものの減価償却費の額は，特別試験研究費の額に該当するも

のとみなして，研究開発税制の適用ができる。
⑹ 　国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の

11）
　 　総合特別区域法の指定法人が指定期間（平成23. 8. 1～令和2. 3. 31）内に，国際戦略総合特別区域内にお

いて特定機械装置等の取得等をした場合に，次の区分に応じたそれぞれの割合による特別償却又は税額控
除（当期の法人税額の20％を限度とする。）のいずれかの選択ができる。

　イ 　平成31. 4. 1～令和2. 3. 31までの間に取得等をした特定機械装置等（平成31. 3. 31以前に受けた確認に
係る指定法人事業実施計画に記載されたものを除く。）：特別償却割合34％（建物等17％），税額控除割
合10％（建物等５％）

　ロ　上記イ以外の特定機械装置等：特別償却割合40％（建物等20％），税額控除割合12％（建物等６％）
⑺ 　地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
（措法42の11の２）

　 　企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の改正法の施行の日（平
成29. 7. 31）から令和3. 3. 31までの間に，地域経済牽引事業の促進による成長発展の基盤強化に関する法
律の承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業に係る促進地域内において，特定事業用機械等の取
得等をした場合に，次の区分に応じたそれぞれの割合による特別償却又は税額控除（当期の法人税額の
20％を限度とする。）のいずれかの選択ができる。

　イ 　機械装置及び機械器具備品：特別償却割合40％，税額控除割合４％（平成31. 4. 1以後に承認を受けた
法人の承認地域経済牽引事業について，地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての要件を
満たす承認地域経済牽引事業の用に供するものにあっては，特別償却割合50％，税額控除割合５％）

　ロ　建物等：特別償却割合20％，税額控除割合２％
⑻ 　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の

11の３）
　 　地域再生法一部改正法施行日（平成27. 8. 10）から令和2. 3. 31までの間に計画の認定を受けた法人が，

認定日から２年以内にその計画に記載された建物等の取得等をした場合に，次の場合に応じたそれぞれの
割合による特別償却又は税額控除（当期の法人税額の20％を限度とする。）のいずれかの選択ができる。

　①　移転型計画：特別償却割合25％，税額控除割合７％
　②　拡充型計画：特別償却割合15％，税額控除割合４％
⑼　地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除（措法42の12）
　① 　地域再生法一部改正法施行日（平成27. 8. 10）から令和2. 3. 31までの間に地域再生法の計画の認定を

受けた法人が，認定日から２年以内の日を含む事業年度（適用年度）において，次のイの要件をすべて
満たす場合に，その計画に従って移転又は新増設をした特定業務施設における増加させた雇用者につい
て，次のロに掲げる金額の合計額の税額控除（当期の法人税額の20％を限度とする。）ができる。ただ
し，上記⑻「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別控除」の適用を受けた事業
年度については，適用することができない。（上記⑻との選択適用）

　　イ　要件
　　　イ　当期及び前期において会社都合による離職者がいないこと
　　　ロ 　地方事業所基準雇用者数のうち有期雇用又は短時間労働の新規雇用者以外の雇用者の数が２人以

上であること
　　　ハ　当期の給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
　　　ニ　雇用保険法の適用事業を行い，業務の規制等が講じられている一定の事業を行っていないこと
　　ロ　税額控除額
　　　イ 　30万円（当期の雇用者の増加割合が８％以上（移転型計画は５％以上）である場合は，60万円）

に，適用対象特定業務施設における増加雇用者数（全体の増加雇用者数を上限とする。）のうち無
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　　　　期・フルタイムの新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額
　　　ロ 　20万円（当期の雇用者の増加割合が８％以上（移転型計画は５％以上）である場合は，50万円）

に，次のａ，ｂの合計数を乗じて計算した金額
　　　　ａ 　適用対象特定業務施設における新規雇用者総数（全体の増加雇用者数を上限とする。）から無

期・フルタイムの新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の40％に達するまでの数
　　　　ｂ 　適用対象特定業務施設における増加雇用者数（全体の増加雇用者数を上限とする。）から当該

新規雇用者総数を控除した数
　② 　上記①の適用を受ける又は受けた認定法人（上記⑻の適用を受けたもので上記⑻の適用を受けなかっ

たものとした場合に上記①の適用を受けられたものを含む。）が，適用事業年度以後の各適用年度にお
いて，上記①イニの要件を満たす場合には，その特定業務施設における計画認定日（移転型事業の計画
に限る。）を含む事業年度からその適用年度までの特定業務施設における増加雇用者数の合計数に30万
円（特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合には20万円）を乗じて計算した金額の税額控除

（上記①の税額控除と合計で当期の法人税額の20％を上限とする。）ができる。（上記⑻との併用可能）
⑽　認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除（措法42の12の２）
　 　地域再生法一部改正法施行日（平成28. 4. 20）から令和2. 3. 31までの間に，地域再生法の認定地域再生

計画に記載された同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合に，その
支出した寄附金の額の合計額の20％からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を
控除した金額（その支出した寄附金の額の合計額の10％を限度とする。）の税額控除（当期の法人税額の
５％を限度とする。）ができる。

⑾ 　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の12の
３）

　 　特定中小企業者等が，指定期間（平成25. 4. 1～令和3. 3. 31）内に，経営改善設備の取得等をした場合に，
取得価額の30％の特別償却又は７％の税額控除（上記⑶「中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控
除」及び下記⑿「中小企業経営強化税制」の税額控除の額の合計額で当期の法人税額の20％を限度とす
る。）のいずれかの選択ができる（ただし，特定中小企業者等のうち，資本金の額等が3, 000万円超の法人
は，税額控除を選択できない。）。

　控除限度超過額については，１年間の繰越しができる。
⑿　中小企業経営強化税制（措法42の12の４）
　 　中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが，平成29. 4. 1～令和

3. 3. 31までの間に，特定経営力向上設備等の取得等をした場合に，即時償却と取得価額の７％（特定中小
企業者等は10％）の税額控除（上記⑶「中小企業者投資促進税制」及び上記⑾「特定中小企業者等が経営
改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除」の合計で当期の法人税額の20％を限度とする。）のいず
れかの選択ができる。

　　控除限度超過額は１年間の繰越しができる。
⒀　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除（措法42の12の５）
　① 　平成30. 4. 1～令和3. 3. 31までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給す

る場合において，次の要件を満たすときは，給与等支給増加額の15％（教育訓練費の額の比較教育訓練
費の額（前２年の教育訓練費の額の平均額）に対する増加割合が20％以上であるときは20％）の税額控
除（当期の法人税額の20％を限度とする。）ができる。

　　イ 　継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等
支給額に対する割合が３％以上であること

　　ロ　国内設備投資額が減価償却費の総額の90％以上であること
　② 　上記①の適用に代えて中小企業者等が，平成30. 4. 1～令和3. 3. 31までの間に開始する各事業年度にお

いて国内雇用者に対して給与等を支給する場合において，継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較
給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が1. 5％以上であるときは，
給与等支給増加額の15％（次の要件を満たすときは25％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度と
する。）ができる。

　　イ 　継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等
支給額に対する割合が2. 5％以上であること

　　ロ　次のいずれかの要件を満たすこと
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　　　イ 　中小企業者等の教育訓練費の額の前年度の教育訓練費の額に対する増加割合が10％以上であるこ
と

　　　ロ 　中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受
けたものであり，その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたこのと
証明がされたものであること

⒁　革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の12の６）
　 　生産性向上特別措置法の施行の日（平成30. 6. 6）から令和3. 3. 31までの間に，同法の認定革新的データ

産業活用事業者が，認定革新的データ産業活用計画に従って実施される革新的データ産業活用の用に供す
るために，特定ソフトウエアを新増設した場合に，革新的情報産業活用設備の取得等をしたときは，取得
価額の30％の特別償却又は５％（上記⒀の①のイの要件を満たさない場合には３％）の税額控除のいずれ
かの選択ができる。ただし，税額控除における控除税額は，当期の法人税額の20％（上記⒀の①のイの要
件を満たさない場合は15％）を限度とする。

⒂　沖縄の認定法人の所得の特別控除（措法60）
　①　情報通信産業特別地区
　　 　情報通信産業特別地区として定められている地区において，情報通信産業振興計画の提出の日（平成

26. 6. 18）以後に設立された法人で，同地区内に本店又は主たる事務所を有するものであること，同地
区においては専ら特定情報通信事業を営むこと，地区外の事業所においては調査業務等の一定の業務以
外の業務を行わないこと，常時使用する従業員数が５人以上であること等の要件に該当する旨の沖縄県
知事の認定を同日から令和3. 3. 31までの間に受けた法人については，その設立後10年間，同地区内にお
いて行う特定情報通信事業から得られた所得について，40％の所得控除ができる。

　②　国際物流拠点産業集積地域
　　 　国際物流拠点産業集積地域として定められている地域において，国際物流拠点産業集積計画の提出の

日（平成26. 6. 18）以後に設立された法人で，同地区内に本店又は主たる事務所を有するものであるこ
と，同地域においては専ら特定国際物流拠点事業を営むこと，地域外の事業所においては自らが製造し
た製品の販売業務等の一定の業務以外の業務を行わないこと，常時使用する従業員数が15人以上である
こと等の要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を同日から令和3. 3. 31の間に受けた法人については，そ
の設立後10年間，同地域内において行う特定国際物流拠点事業から得られた所得について，40％の所得
控除ができる。

　③　経済金融活性化特別地区
　　 　経済金融活性化特別地区の区域内において同地区の指定の日（平成26. 4. 10）以後に設立された法人

で，同地区内に本店又は主たる事務所を有するものであること，同地区内においては主として特定経済
金融活性化産業に属する事業を営むこと，常時使用する従業員数が５人以上であること等の要件に該当
する旨の沖縄県知事の認定を同日から令和3. 3. 31の間に受けた法人については，その設立後10年間，所
得の40％に特区内従業員数割合を乗じた金額の所得控除ができる。

⒃　国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例（措法61）
　 　国家戦略特別区域法の指定を令和2. 3. 31までに受けた指定法人については，その設立以後５年間，国家

戦略特別区域内において行われる特定事業から得られた所得について，20％の所得控除ができる。
※１ 　法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置については，平均所得金額（前３事業年度の所得金額の

平均）が年15億円を超える事業年度の適用を停止する（平成31. 4. 1以後に開始する事業年度から適用）。
※２ 　大企業が，平成30. 4. 1～令和3. 3. 31の間に開始する各事業年度において次の①の要件のいずれにも該

当しない場合には，その事業年度については，次の②の税額控除規定を適用できないこととする。
　　　ただし，その所得の金額が前期の所得の金額以下の一定の事業年度にあっては，対象外とする。
　　①　要件
　　　イ　継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること
　　　ロ　国内設備投資額が減価償却費の総額の10％を超えること
　　②　税額控除規定
　　　イ　試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（上記⑴）
　　　ロ 　地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別税額控除（上記

⑺）
　　　ハ　革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（上記⒁）
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　法人が，平成6. 4. 1以後に使途秘匿金を支出した場合には，通常の法人税に加え，その使途秘匿金の額に
40％の法人税を課税する。（措法62）
　使途秘匿金の支出とは，法人がした金銭等の支出のうち，相当の理由がなく，その相手先の氏名・住
所及びその事由を帳簿書類に記載していないものをいう。ただし，商品の仕入れ等取引の対価の支払と
して支出されたものであることが明らかなものは除かれる。

欠
損
金
の
繰
越
し
・
繰
戻
し

⑴ 　法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた次の欠損金額については損金
の額に算入する。ただし，中小法人等以外の法人については，欠損金額の控除前の所得金額（控除前所得
金額）の50％相当額を限度とする。

　 　なお，再建中の法人又は新設法人の一定の事業年度については，欠損金額の損金算入限度額を控除前所
得金額とする特例が設けられている。

　①　青色申告書を提出した事業年度の欠損金額
　②　確定申告書を提出した事業年度の災害による損失に係る欠損金額
⑵　青色申告法人の欠損金額については１年間の繰戻還付ができる。
　 　ただし，資本金の額が１億円超の法人の平成4. 4. 1から令和2. 3. 31の間に終了する事業年度において生

じた欠損金については，解散，事業の全部の譲渡，更生手続の開始等の事実が生じた場合を除いて，繰戻
し還付制度は適用されない（措法66の13）。（繰戻還付制度について，大法人（資本金の額が５億円以上の
法人等）の100％子法人及び100％グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人等
についても不適用とする。）

（注１） 災害により資産に生じた災害損失欠損金があるときは，上記の場合にかかわらず，欠損金の繰戻還
付ができる。

（注２） 農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者が，令和2. 3. 31までの間に終了する事業年度において
生じた一定の設備廃棄等欠損金額があるときは，上記の場合にかかわらず，欠損金の繰戻還付がで
きる。
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期

⑴　期限内申告の場合
　　事業年度が６月以下の法人は確定申告書の提出期限（各事業年度終了の日から２月以内。）
　 　事業年度が６月を超える法人は最初の６月間に係る中間申告書の提出期限（事業年度開始後６月を経過

した日から２月以内），決算確定の際の確定申告書の提出期限（事業年度終了の日から２月以内。）
　 　ただし，法人が，定款等の定め等の理由により，事業年度終了の日の翌日から２月以内に決算について

の定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には，法人の申請により，提出期限を１月間（次
に該当する場合は，次の期間）延長することができる。

　① 　会計監査人を置いている場合で，かつ，定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から３月以内
に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合…４月を超えない範囲内におい
て税務署長が指定する月数の期間

　② 　特別の事情があることにより各事業年度終了の日から３月以内に決算についての定時総会が招集され
ない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合…　税務署長が指定する月数の期
間

　　なお，申告期限の延長が認められた場合には，その延長された期間に応じ利子税が徴収される。
⑵　期限後申告の場合は申告書提出の日
　（注） 災害その他やむを得ない事情により決算が確定しないときは税務署長の指定した日までに申告納税

することができる。
　　　修正申告による納税額の納期は修正申告書提出の日である。

※ 　大法人の確定申告書等の提出については，申告書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）により提供しなければならない（令和2. 4. 1以後に開始する事業年度から適用）。
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事業税（所得割）　資本金１億円超の法人　　年所得400万円以下0. 3％　800万円以下0. 5％　800万円超0. 7％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0. 4％）　　　　　（0. 7％）　　　　（1. 0％）
　　　　　　　　 資本金１億円以下の法人　年所得400万円以下3. 4％　800万円以下5. 1％　800万円超6. 7％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3. 5％）　　　　　（5. 3％）　　　　（7. 0％）
事業税（付加価値割）　資本金１億円超の法人　付 加 価 値 額 の　1. 2％
事業税（資本割）　資本金１億円超の法人　資 本 金 等 の 額 の　0. 5％
事業税（収入割）　一定の業種を営む法人　収 入 金 額 の　0. 9％（1. 0％）
道 府 県 民 税　均等割　２～ 80万円　法人税割　法人税額の3. 2％（1. 0％）
市 町 村 民 税　均等割　５～300万円　法人税割　法人税額の9. 7％（6. 0％）
地方法人税（国税）　法人税額の4. 4％（10. 3％）
　（注１）（　）内の税率は令和元年10月１日以後に開始する事業年度から適用される税率である。
　（注２ ）上記のほか事業税の付加税として地方法人特別税（資本金１億円超の法人は基準法人所得割額の

414. 2％，資本金１億円以下の法人は基準法人所得割額の43. 2％，一定の業種を営む法人は基準法 
人収入割額の43. 2％）が課される。なお，令和元年10月１日以後に開始する事業年度から地方法人
特別税は廃止され，特別法人事業税（資本金１億円超の法人は基準法人所得割額の260％，資本金
１億円以下の法人は基準法人所得割額の37％，一定の業種を営む法人は基準法人収入割額の30％）
が課される。

資
　
産
　
再
　
評
　
価

⑴　第１次再評価
　　昭25. 1. 1～10. 30の期間　　再評価差額に対して６％課税
⑵　第２次再評価
　　昭26. 1. 1～9. 30の期間　　課税条件は第１次に同じ
⑶　第３次再評価
　　昭28. 1. 1から２年間　　再評価差額に対して６％課税
　　ただし，減価償却資産について，最低限度以上の再評価を行った者に対しては，一定方法により減免
⑷　第４次再評価
　　中小企業を対象として，昭32. 1. 1から１年間　　再評価差額に対して1. 5％課税
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　内国法人（普通法人又は協同組合等に限る。）及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関
係がある他の内国法人（普通法人に限る。）の全てが，その内国法人を納税義務者として法人税を納めるこ
とにつき国税庁長官の承認を受けた場合には，これらの法人は，その内国法人を納税義務者として法人税を
納めるものとする。
　なお，連結納税の承認の取消しの処分又は取りやめの承認を受けた法人は，５年間，連結納税の適用法人
にはならない。

適
　
用
　
方
　
法
　
等

⑴　承認申請等
　①　原則
　　 　最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の３月前までに，内国法人及びその内国法人との

間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人のすべての連名で，承認申請書を親法人であ
る内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して，国税庁長官に提出する。

　②　設立事業年度等の承認申請特例
　　　親法人である内国法人が新設法人の場合の承認申請書の提出期限は，次のとおり。
　　イ 　設立事業年度を最初の連結事業年度としようとする場合　　設立事業年度開始の日から１月を経過

する日と設立事業年度終了の日から２月前の日とのいずれか早い日
　　ロ 　設立事業年度の翌事業年度を最初の連結事業年度としようとする場合　　設立事業年度終了の日と

翌事業年度終了の日から２月前の日とのいずれか早い日
⑵　連結納税の承認の取消し等
　① 　連結法人につき，帳簿書類の保存義務違反，仮装隠蔽等の事実がある場合には，国税庁長官は，その

連結法人に係る連結納税の承認を取り消すことができる。
　② 　連結親法人と内国法人との間にその内国法人による完全支配関係が生じたこと等の一定の事実が生じ

た場合には，連結納税の承認は取り消されたものとみなされ，また，連結子法人が連結親法人との間に
連結完全支配関係を有しなくなった場合等には，その連結子法人に係る連結納税の承認は取り消された
ものとみなされる。

　③ 　連結法人は，やむを得ない事情があるときは，国税庁長官の承認を受けて連結納税の適用を受けるこ
とをやめることができる。

事
業
年
度
及
び
連
結
事
業
年
度

⑴　事業年度
　①　連結納税の適用を受ける法人について，その適用開始の前後でみなし事業年度を設ける。
　② 　連結親法人による完全支配関係を有することとなった他の内国法人について，その完全支配関係を有

することとなった日の前後でみなし事業年度を設ける。
　③ 　連結子法人の事業年度が連結親法人の事業年度と異なる場合には，連結親法人事業年度をみなし事業

年度とする。
⑵　連結事業年度
　①　連結事業年度は，連結親法人事業年度開始の日から終了の日までの期間とする。
　② 　他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人による完全支配関係を有することと

なった場合には，その完全支配関係を有することとなった日から連結親法人事業年度終了の日までの期
間を他の内国法人の最初の連結事業年度とする。

・
加
入
前
の
処
理

連
結
納
税
の
開
始

⑴　連結納税の開始・加入に伴う資産の時価評価
　 　連結納税の承認を受けた他の内国法人が連結開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産，又は連

結親法人による完全支配関係を有することとなった他の内国法人が連結加入直前事業年度終了の時に有す
る時価評価資産については，その評価益又評価損を計上する。ただし，次に掲げる法人については，その
評価益又は評価損の計上を行わない（加入の場合は，③～⑥）

　①　株式移転に係る完全子法人で内国法人が発行済株式の全部を直接又は間接に保有しているもの
　②　内国法人が発行済株式の全部を直接又は間接に長期（５年超）保有している法人
　③　内国法人等が設立した法人で発行済株式の全部を直接又は間接に保有している法人
　④ 　適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人で内国法人が発行済株式の全部を直接又は間接に保有し

ているもの
　⑤ 　適格合併に係る被合併法人が発行済株式の全部を直接又は間接に保有していた法人でその適格合併に

より内国法人が発行済株式の全部を直接又は間接に有することとなったもの等

　連結納税制度とは，親法人である内国法人とその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全てを一の納税単位
として計算した各連結事業年度の連結所得に対する法人税について，その親法人である内国法人が申告・納付する制度である。
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　⑥ 　法令の規定に基づく株式の買取り等により内国法人が発行済株式の全部を直接又は間接に有すること
となった法人

⑵　リース譲渡に係る繰延損益
　 　連結納税の開始又は連結納税への加入に伴い資産の時価評価損益の計上を行う他の内国法人が，連結開

始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において延払基準を適用している場合には，その繰り延べてい
るリース譲渡に係る損益について，連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において計上する。
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⑴　連結所得金額の計算の基本的な仕組み
　①　連結法人税の課税標準は，連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。
　②　各連結事業年度の連結所得の金額は，連結事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とする。
　③ 　連結事業年度の益金の額及び損金の額については，個々の法人ごとに計算した金額の合計額が連結納

税における益金の額又は損金の額となるものは単体納税に関する規定を借用して計算し，連結グループ
全体で計算するものは法人税法第81条の４から第81条の10までの規定により計算する。

⑵　個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入
　 　個々の法人ごとに計算するものにつき，連結事業年度の期間を各事業年度の所得に対する法人税が課さ

れる事業年度として所得の金額を計算するものとした場合に益金となる金額（個別益金額）又は損金とな
る金額（個別損金額）は，その連結事業年度の連結所得の金額の計算上，益金の額又は損金の額に算入す
る。

　　ただし，次のような項目については，次のとおり，連結納税に係る独自の取扱いがなされる。
　①　連結法人税の負担額又は減少額の益金又は損金算入
　　イ 　連結親法人が連結子法人から受け取る連結法人税の負担額及び連結子法人が連結親法人から受け取

る連結法人税の減少額は，益金の額に算入しない。
　　ロ 　連結親法人が連結子法人に支払う連結法人税の減少額及び連結子法人が連結親法人に支払う連結法

人税の負担額は，損金の額に算入しない。
　②　貸倒引当金
　　 　連結完全支配関係がある他の連結法人に対する金銭債権は，繰入限度額の計算の対象となる金銭債権

から除く。
　③　会社更生等の場合の欠損金の損金算入
　　 　連結法人について会社更生等に伴う債務免除等があった場合には，繰り越された欠損金額のうち一定

額は個別損金額として損金の額に算入する。
　④　連結子法人株式の帳簿価額修正
　　 　連結法人が保有する連結子法人の株式を譲渡等する場合には，その譲渡等の前に，その連結子法人の

株式の帳簿価額の修正及び利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少の処理を行う。
　⑤　リース譲渡に係る益金・損金算入
　　 　リース譲渡に該当する資産の販売等には，連結完全支配関係がある他の連結法人に対する譲渡損益調

整資産の販売等は含まない。
⑶　連結グループ全体で計算するもの
　　次のような項目については，連結グループを一体として益金又は損金算入額を計算する。
　①　受取配当等の益金不算入
　　イ　連結法人が受ける株式等に係る配当等の額のうち，ａ～ｄの金額は，益金の額に算入しない。
　　　ａ　完全子法人株式等に係る配当等の額…その全額
　　　（注 ）完全子法人株式等とは，連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等のうち一

定のものをいう。
　　　ｂ 　関連法人株式等（ａ以外の持株割合３分の１超の株式等）に係る配当等の額…その配当等の額か

ら負債利子の額を控除した残額
　　　ｃ 　ａ，ｂ及びｄ以外の株式等（持株割合５％超３分の１以下の株式等）に係る配当等の額…その配

当等の額の50％相当額
　　　ｄ 　非支配目的株式等（持株割合５％以下の株式等）に係る配当等の額（特定株式投資信託の収益の

分配の額を含む。）…その配当等の額の20％相当額
　　　（注１ ）保険会社である連結法人が受け取る非支配目的株式等に係る配当等の額については，その配

当等の額の40％相当額を益金不算入
　　　（注２ ）協同組合等が保有する連合会等の普通出資につき支払を受ける配当等の額については，その

配当等の額の50％相当額を益金不算入（その出資保有割合にかかわらず）
　　ロ　関連法人株式等及び非支配目的株式等の判定は連結グループを一体として行う。
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　②　寄附金の損金不算入
　　 　連結事業年度における寄附金の損金算入限度額は，連結親法人の連結個別資本金等の額又は連結所得

の金額を基に連結グループを一体として計算する。
　③　連結欠損金の繰越し
　　イ　連結欠損金の繰越控除
　　　 　連結親法人の各連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損

金額は，損金の額に算入する。ただし，中小法人等である連結親法人以外の連結親法人については，
連結欠損金額の控除前の連結所得金額（控除前連結所得金額）の50％相当額を限度とする。

　　　 　なお，再建中の連結親法人又は新設法人である連結親法人の一定の連結事業年度については，連結
欠損金額の損金算入限度額を連結所得金額とする特例が設けられている。

　　ロ　みなし連結欠損金額
　　　　次に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は，繰越控除の対象となる連結欠損金額とみなす。
　　　ａ　連結親法人の連結納税の開始前の欠損金額
　　　ｂ 　株式移転に係る株式移転完全子法人であった連結法人の連結納税の開始前の欠損金額又は連結欠

損金個別帰属額（非適格株式移転の日の属する事業年度前に生じた欠損金額を除く。）
　　　ｃ 　連結親法人が連結グループ外の法人を被合併法人とする適格合併等を行った場合のその被合併法

人等の欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
　　　ｄ 　連結納税の開始・加入に伴う時価評価の適用対象外となる連結子法人のその開始・加入前に生じ

た欠損金額
　　ハ　連結欠損金額の減額
　　　 　連結子法人が連結グループから離脱等をした場合には，連結欠損金個別帰属額を単体納税における

欠損金額とみなす。
　　　 　なお，連結子法人の離脱等があった場合には，連結欠損金額のうち，その連結子法人の連結欠損金

個別帰属額の全部又は一部に相当する金額は，ないものとされる。
　　　（注）連結欠損金個別帰属額とは，連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額をいう。
　④　連結法人に係る租税特別措置
　　イ　租税特別措置による特別償却
　　　　特定設備等の特別償却など，租税特別措置による各種特別償却を適用することができる。
　　ロ　租税特別措置による準備金
　　　 　海外投資等損失準備金，金属鉱業等鉱害防止準備金など，租税特別措置による各種準備金の積立て

をすることができる。
　　ハ　その他の所得計算に関する租税特別措置
　　　　交際費等の損金不算入，特定資産の買換えの場合の課税の特例などの適用がある。

連
結
法
人
税
額
の
計
算

⑴　税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平14～　平21～　平24～　平27　　平28～　平30～
　①　普通法人である連結親法人の税率　　　　　　30％　　30％　　25. 5％　23. 9％　23. 4％　23. 2％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平14～　平21～　平24～
　②　中小法人である連結親法人の軽減税率　　　　22％　　22％　　19％
　　　（年800万円以下の部分）　　　　　　　　　　　　　　 18％　　15％（注１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平14～　平21～　平24～
　③　協同組合等である連結親法人の軽減税率　　　23％　　23％　　20％
　　　（年800万円以下の部分）　　　　　　　　　　　　　　 19％　　16％（注１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平14～　平21～　平24～
　④　特定の医療法人である連結親法人の軽減税率　23％　　23％　　20％　　　
　　　（年800万円以下の部分）　　　　　　　　　　　　　　 19％　　16％（注１）
　⑤　特定の協同組合等である連結親法人の税率　　平14～　平21～　平24～
　　　（年10億円超の部分）　　　　　　　　　　　　26％　　26％　　22％
（注１）平成24. 4. 1から令和3. 3. 31までの間に開始する各連結事業年度に適用される。
（注２ ）連結親法人のうち大法人（資本金の額等が５億円以上の法人等）の100％子法人及び100％グループ内

の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている子法人等については，軽減税率は適用しない。
⑵　連結特定同族会社の留保金課税
　 　連結親法人が特定同族会社に該当する場合で，連結留保金額が連結留保控除額を超えるときは，通常の法

人税に加え，その超える部分に対して特別税率（10％，15％，20％）を適用して計算した留保税額が課され
る。
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　（注 ）特定同族会社とは，１株主グループ（その同族関係者を含む。）による持株割合等が50％を超える
会社（資本金の額等が１億円以下の会社を除く。（資本金の額等が１億円以下の法人のうち大法人

（資本金の額が５億円以上の法人等）の100％子法人及び100％グループ内の複数の大法人に発行済株
式の全部を保有されている子法人等については特定同族会社の範囲から除外しない。））をいう。

⑶　所得税額の控除
　① 　利子配当等の元本の所有期間は，連結グループを一体として捉え，その元本が連結グループ内で移転

した場合には，その所有期間を通算する。
　②　簡便法により控除所得税額を計算する場合には，連結グループを一体として計算する。
⑷　外国税額の控除
　①　控除限度額は，連結グループを一体として計算する。
　② 　外国税額の控除額は，連結控除限度個別帰属額や個別控除対象外国法人税の額をもとにそれぞれの連

結法人ごとに計算される金額の合計額とする。
⑸　分配時調整外国税相当額の控除
　　控除限度額は，連結グループを一体として計算する。
　　（注 ）令和2. 1. 1以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につい

て適用する。
⑹　連結法人税の個別帰属額
　 　連結法人税の負担額として支出すべき金額と連結法人税の減少額として収入すべき金額は，その連結法

人の個別所得金額又は個別欠損金額に法人税率を乗じて計算した金額に，税額調整金額を加算し又は減算
した金額とされる。
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⑴　連結確定申告
　 　連結親法人は，各連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に税務署長に連結確定申告書を提出しなけ

ればならない。
　※ 　大法人である連結親法人の連結確定申告書等の提出については，申告書に記載すべきものとされる事

項を電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により提供しなければならない（令和2. 4. 1以後に開始
する連結事業年度から適用）。

⑵　連結確定申告書の提出期限の延長の特例
　 　定款の定め等により，連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に決算についての定時総会が招集され

ない常況にあると認められる等の場合は，連結親法人の申請により，提出期限を２月間（次に該当する場
合は，次の期間）延長することができる。

　① 　会計監査人を置いている場合で，かつ，定款等の定めにより各連結事業年度終了の日の翌日から４月
以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合…４月を超えない範囲内に
おいて税務署長が指定する月数の期間

　② 　特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から４月以内に決算についての定時総会が招
集されない状況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合…税務署長が指定する月数
の期間

⑶　個別帰属額等の届出
　 　連結子法人は，連結確定申告書の提出期限までに，個別帰属額等を記載した書類をその連結子法人の本

店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
　※ 　連結親法人が連結子法人の個別帰属額等を電子情報処理組織を使用する方法等により連結親法人の納

税地の所轄税務署長に提供した場合には，連結子法人の本店等の所轄税務署長に提出したものとみなす。
⑷　納付
　① 　連結親法人は，連結中間申告書に係る中間申告税額及び連結確定申告書に係る確定申告税額につい

て，それぞれその申告書の提出期限までに納付しなければならない。
　②　連結子法人は，連結法人税について，連帯納付の責めに任ずる。

そ
　
の
　
他

⑴　連結法人に係る行為又は計算の否認
　 　税務署長は，連結法人の行為又は計算で法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの

があるときは，その行為又は計算にかかわらず，その課税標準，税額等を計算すること等ができる。
⑵　質問検査権
　　連結親法人の所轄税務署等の職員は連結子法人に対して質問検査をすることができる。
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30. 　償　　　　　却　　　　　制　　

普
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
償
　
　
　
　
　
　
却

対
象
資
産
　

減
価
償
却
の

①　建物及びその附属設備　　②　構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　③　機械及び装置
④　船　舶　　　　　　　　　⑤　航空機　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥　車両及び運搬具
⑦　工具，器具及び備品　　　⑧　鉱業権，特許権等18種類の無形固定資産　　⑨　牛，馬，果樹等

償
　
　
却
　
　
方
　
　
法

①　有形減価償却資産
　　　建物及びその附属設備，構築物　定額法（注）（鉱業用は，生産高比例法も選択可）
　　　上記以外　定額法又は定率法（※）（鉱業用は，生産高比例法も選択可）
　　　　（注）平成28. 3. 31以前に取得した建物附属設備及び構築物については，定率法（※）も選択可。
　　　　（※ ）平19. 4. 1以後取得したものについては250％定率法，平24. 4. 1以後取得したものについては

200％定率法による。
②　無形固定資産（鉱業権を除く）　定額法
③　鉱業権　定額法又は生産高比例法
④　生　物　定額法
⑤　所有権移転外リース取引によるリース資産　リース期間定額法
　（備考）資産の使用実態に応じ，増加償却制度及び耐用年数の短縮制度が適用できる。

耐
用
年
数

　財務省令により，資産の種類別にすべて法定されている。ただし，資産の材質，製作方法等又は使用時間
が異なるため耐用年数が法定年数と著しく異なる場合には，国税局長の承認を受けて年数の短縮，又は税務
署長に届出をして増加償却を行うことができる。

化
　
陳
腐 　なし

の
繰
越
し

償
却
不
足

特別償却に係る償却不足額に限り１年間の繰越しができる。

特
　
　
　
　
　
別
　
　
　
　
　
償
　
　
　
　
　
却

⑴　高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の５）
⑵　中小企業投資促進税制（措法42の６）
⑶　国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除（措法42の10）
⑷ 　国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の11）
⑸ 　地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の

特別控除（措法42の11の２）
⑹ 　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42

の11の３）
⑺ 　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の12の３）
⑻　中小企業経営強化税制（措法42の12の４）
⑼　革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（措法42の12の６）
⑽　特定設備等の特別償却（措法43）
　①　海運業の経営合理化及び環境への負荷の低減に資する船舶のうち，
　　イ　特定先進船舶に該当する外航船舶
　　　イ　日本船舶　20％
　　　ロ　日本船舶以外のもの　18％
　　ロ　特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶
　　　イ　日本船舶　17％
　　　ロ　日本船舶以外のもの　15％
　　ハ　内航船舶
　　　イ　高度環境負荷低減内航船舶　18％
　　　ロ　高度環境負荷低減内航船舶以外のもの　16％
　　②　再生可能エネルギー発電設備等　20％
　⑾　耐震基準適合建物等の特別償却（措法43の２）
　　①　耐震基準適合建物等　25％
　　②　技術基準適合施設のうち，
　　　イ　ロ以外の港湾隣接地域内において取得又は建設したもの　18％

「
法
人
税
制
度
の
概
要
」
参
照
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　　度　　　　の　　　　概　　　　要

特
　
　
　
　
　
別
　
　
　
　
　
償
　
　
　
　
　
却
（
続
）

　　　ロ 　港湾隣接地域（港湾法の緊急確保航路に隣接する港湾区域に隣接する地域に限る。）内において
取得又は建設したもの　22％

⑿　被災代替資産等の特別償却（措法43の３）
　①　建物等又は構築物
　　イ　ロ以外のもの　15％（中小企業者等は18％）
　　ロ　発災後３年以後に取得又は建設したもの　10％（中小企業者等は12％）
　②　機械装置
　　イ　ロ以外のもの　30％（中小企業者等は36％）
　　ロ　発災後３年以後に取得又は建設したもの　20％（中小企業者等は24％）
⒀ 　関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の12％（建物等は６％）の特別償

却（措法44）
⒁　特定事業継続力強化設備等の20％の特別償却（措法44の２）
⒂　生衛法の振興計画により設置される共同利用施設の６％の特別償却（措法44の３）
⒃　情報流通円滑化設備の15％の特別償却（措法44の５）
⒄　特定地域における工業用機械等の特別償却（措法45）
　①　過疎地域　10％（建物等は６％）の特別償却
　② 　半島振興対策実施地域，離島振興対策実施地域及び奄美群島　５年間32％（建物等は48％）の割増償

却
　③　振興山村　５年間24％（建物等は36％）の割増償却
　④　沖縄の産業高度化・事業革新促進地域　34％（建物等は20％）の特別償却
　⑤　沖縄の国際物流拠点産業集積地域　50％（建物等は25％）の特別償却
　⑥　沖縄の経済金融活性化特別地区　50％（建物等は25％）の特別償却
　⑦　沖縄の離島の地域（旅館業用建物等）　８％の特別償却
⒅　医療用機器等の特別償却（措法45の２）
　①　医療機器　12％
　②　勤務時間短縮用設備等　15％
　③　構想適合病院用建物等　８％
⒆　障害者を雇用する場合の機械等の５年間24％（工場用建物等は32％）の割増償却（措法46）
⒇　事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却（措法46の２）
　①　機械装置　５年間40％の割増償却
　②　建物等　　５年間45％の割増償却
�　企業主導型保育施設用資産の割増償却（措法47）
　①　幼児遊戯用構築物等　３年間12％の割増償却
　②　建物及び構築物　３年間15％の割増償却
�　　特定都市再生建築物の割増償却（措法47の２）
　①　特定都市再生緊急整備地域内において整備されるもの　５年間50％の割増償却
　② 　都市再生緊急整備地域内（イに該当する地域を除く。）において整備されるもの　５年間25％の割増

償却
�　倉庫用建物等の５年間10％の割増償却（措法48）

※ 　法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置については，平均所得金額（前３事業年度の所得金額の平
均）が年15億円を超える事業年度の適用を停止する（平成31. 4. 1以後に開始する事業年度から適用）。

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

（減耗償却）
　鉱業を営む者が，鉱物の売上高の12％（ただし，鉱業所得の50％を限度とする。）を探鉱準備金として積
み立てたときは，その積立額の損金算入ができる。ただし，準備金積立て後５年以内に新鉱床探鉱の費用等
に使用しなかった場合は，益金に算入される。
　なお，５年以内に新鉱床探鉱費を支出したときは，準備金を取り崩して益金に算入するとともに，「新鉱
床探鉱費の特別控除」により益金算入額と同額（その年の所得金額を限度とする。）の所得控除ができる。

（この方法により，準備金を所得控除に振り替えるわけである。）
　また，国内鉱業者（国内鉱業者に準ずるものを含む）が海外自主開発法人を通じた海外自主開発鉱山から
の引取鉱石に係る採掘所得の40％を限度として海外探鉱準備金として積み立て，海外新鉱床探鉱費の支出に
充てた場合にも，同様の措置が講じられている。
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 ２　業　種　別（平成29年度分）

 １　累　年　比　較

31.　減　価　償　却　の　実　施　状　況

（単位　億円，％）

区　　　　分
当期発生分減価償却費 損金算入割合

B／A
前期から繰り越した償却不足額

損金算入限度額A 損金算入額B 損金算入限度額 損 金 算 入 額

平成20年度分……… 487,859 441,912 90.6 1,670 1,536

21……………… 462,927 417,094 90.1 998 646

22……………… 409,467 378,966 92.6 1,002 755

23……………… 408,029 371,124 91.0 1,187 1,063

24……………… 397,458 365,382 91.9 1,409 925

25……………… 385,901 356,198 92.3 1,477 965

26……………… 405,424 366,115 90.3 1,722 1,226

27……………… 405,915 378,602 93.3 1,755 1,158

28……………… 410,872 384,583 93.6 1,702 1,192

29……………… 425,209 382,111 89.9 1,411 1,096

 （備考）国税庁「会社標本調査結果」による。

（単位　億円，％）
区　分

業　種

当期発生分減価償却費 損金算入割合
B／A

前期から繰り越した償却不足額

損金算入限度額A 損金算入額B 損金算入限度額 損 金 算 入 額

農 林 水 産 業 3,199 3,005 93.9 12 9

鉱 業 2,159 1,969 91.2 11 6

建 設 業 18,538 17,123 92.4 195 113

繊 維 工 業 1,179 1,105 93.7 5 3

化 学 工 業 16,007 15,554 97.2 78 65

鉄 鋼 金 属 工 業 12,339 11,959 96.9 63 49

機 械 工 業 25,844 24,504 94.8 127 100

食 料 品 製 造 業 9,309 8,897 95.6 24 19

出 版 印 刷 業 3,847 3,620 94.1 13 8

そ の 他 の 製 造 業 10,340 9,848 95.2 27 21

卸 売 業 17,283 16,348 94.6 90 78

小 売 業 20,085 18,912 94.2 93 76

料 理 飲 食 旅 館 業 7,365 6,792 92.2 10 3

金 融 保 険 業 17,822 15,783 88.6 37 18

不 動 産 業 21,577 20,766 96.2 28 23

運輸通信公益事業 49,720 46,520 93.6 153 110

サ ー ビ ス 業 71,021 62,630 88.2 287 254

連 結 法 人 117,576 96,776 82.3 162 141

合　　　　　計 425,209 382,111 89.9 1,411 1,096

（注）「⑴累年比較」の表と同じ。
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 ２　資本金階級別（平成29年度分）

 （備考）1.　国税庁「会社標本調査結果」による。
　　　　2. 　平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度（この間に事業年度が２回以上終了した法人にあってはその全事

業年度）を対象として，平成30年７月31日現在でとりまとめたものである。

区　分

資本金階級
交際費等支出額A 左　の　う　ち

損金不算入額B
損金不算入割合

B／A
１社当たりの
支出交際費等

億円 億円 ％ 千円

1,000万円　以　　下 20,716 913 4.4 891

1,000万円　　 超 　 6,571 1,081 16.4 2,206

5,000万円　　 〃 　 2,375 1,025 43.2 4,680

1億円　　 〃 　 1,742 1,421 81.5 12,178

10億円　　 〃 　 3,861 3,299 85.4 78,932

連　結　法　人 2,838 2,354 83.0 164,431

合　　　　　計 38,104 10,094 26.5 1,414

32.　資本金階級別交際費等支出額の状況等

 （備考）国税庁「会社標本調査結果」による。

区　　　　分 交際費等支出額A 左　の　う　ち
損金不算入額B

損金不算入割合
B／A 営業収入千円当たり

億円 億円 ％ 円

平成18年分………… 36,816 18,929 51.4 2.47

平成19年度分……… 33,800 16,665 49.3 2.16

20……………… 32,261 16,108 49.9 2.27

21……………… 29,979 11,839 39.5 2.26

22……………… 29,360 11,703 39.9 2.17

23……………… 28,785 11,447 39.8 2.26

24……………… 29,010 11,469 39.5 2.09

25……………… 30,825 11,488 37.3 2.06

26……………… 32,505 8,919 27.4 2.11

27……………… 34,838 9,065 26.0 2.40

28……………… 36,270 9,578 26.4 2.50

29……………… 38,104 10,094 26.5 2.51

 １　累　年　比　較
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33. 　交　　際　　費　　の　　損　　金　　

改正年度 適用事業年度 適 用 対
象 法 人

損 金 不 算 入 額 の 計 算 方 法

損 金 不 算 入 額 の 計 算 備　　　　　　　　　　　考

昭和
29年度改正

（創設）

昭
29.4.1～31.3.31
開始事業年度

期末資本
金 500 万
円以上の
法人

｛ 支出交
際費額 －（

㋑基準年度の交際費額

　×当期月数×70％　　　 12
　　 又は㋺取引基準額のうち）｝　多い方の金額 ×１

　２

１ 　基準年度の交際費額とは，昭和
29.4.1を含む事業年度開始の日前１
年以内に開始した各事業年度の支
出交際費額の合計額をいう。

２ 　取引基準額とは，取引金額に業
種別の一定割合（例えば製造業
0.8%，卸小売業0.25%，建設業1.2%
等）を乗じて計算した額をいう。

31年度改正 31.4.1～32.3.31
開始事業年度 〃 限度超過額の全額を損金に算入しないこと

とした。

32年度改正 32.4.1～34.3.31
開始事業年度

期末資本
金1,000万
円以上の
法人

支出交
際費額－（

㋑基準年度の交際費額

　×当期月数×60％　　　 12
　　又は㋺取引基準額のうち）　多い方の金額

取引基準額について，従前に比べ３
割程度引き上げた。（例えば第１次金
属製造業0.4%，卸小売業0.25%，医薬
品製造業1.1%，建設業0.8%）

34年度改正 34.4.1～36.3.31
開始事業年度 〃

支出交
際費額－（

㋑基準交際費額

　×当期月数
　　　 12

　　又は㋺取引基準額のうち）　多い方の金額

基準交際費額とは，次のうちいずれ
か多い方の金額をいう。
１ 　昭和34.1.1を含む事業年度開始の

日前１年以内に開始した各事業年
度の交際費額の80%相当額

２ 　昭和29.4.1を含む事業年度開始の
日前１年以内に開始した各事業年
度の交際費額の60%相当額

36年度改正 36.4.1～39.3.31
開始事業年度 全法人 ｛ 支出交

際費額 －（300万円＋期末自己×　1　）　　　　 資本金額　1,000

×当期月数｝×20％　　 12

期末自己資本金額とは，期末におけ
る資本又は出資の金額，再評価積立
金の額，資本積立金額及び利益積立
金額の合計額をいう。

39年度改正 39.4.1～40.3.31
開始事業年度 〃

｛ 支出交
際費額 －（400万円＋期末自己× 2.5 ）　　　　 資本金額　1,000

×当期月数｝×30％　　 12

１ 　期末資本等の金額とは，期末に
おける資本又は出資の金額及び資
本積立金額（再評価積立金の額も
含まれる。）の合計額をいう。

２ 　海外取引等に関し，非居住者の
日本国内における旅行及び宿泊の
ために通常要する費用を税法上の
交際費の範囲から除外した。

40年度改正 40.4.1～42.5.31
開始事業年度 〃

｛ 支出交
際費額 －（400万円＋期末自己× 2.5 ）　　　　 資本金額　1,000

×当期月数｝×50％　　 12

42年度改正 42.6.1～44.3.31
開始事業年度 〃

⑴ 　支出交際費額＜基準交際費額のとき
　 ｛限度超過額－（基準交際費額－支出交際

費額）｝×50％
⑵ 　支出交際費額＞基準交際費額×105％の

とき
　㋑と㋺の合計額
　　㋑ （支出交際費額－基準交際費額×

105％）×100％
　　㋺ （限度超過額－㋑の金額）×50％
⑶ 　基準交際費額≦支出交際費額≦基準交

際費額×105％のとき
　　　　限度超過額×50％

１ 　基準交際費額とは，前年同期の
支出交際費額をいう。

２ 　限度超過額とは，次により求め
た金額をいう。

　

｛ 支出交際費額 －（400万円＋　　　　
×当期月数｝　　 12

期末資本× 2.5 ）等の金額　1,000
３ 　海外取引等に関し，国外におい

て支出する交際費等を税法上の交
際費の範囲から除外した。

44年度改正 44.4.1～46.3.31
開始事業年度 〃 損金不算入割合の50％を60％とした。

46年度改正 46.4.1～48.3.31
開始事業年度 〃 損金不算入割合の60％を70％とした。 輸出交際費の特例を廃止した。

48年度改正 48.4.1～49.3.31
開始事業年度 〃 損金不算入割合の70％を75％とした。

49年度改正 49.4.1～51.3.31
開始事業年度 〃 期末資本等の金額の 2.5

1,000を １
1,000とした。
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　　不　　算　　入　　制　　度　　の　　沿　　革

改正年度 適用事業年度 適 用 対
象 法 人

損 金 不 算 入 額 の 計 算 方 法

損 金 不 算 入 額 の 計 算 備　　　　　　　　　　　考

51年度改正 51.4.1～52.3.31
開始事業年度 全法人 期末資本等の金額の １

1,000を 0.5
1,000とした。

損金不算入割合の75％を80％とした。

52年度改正 52.4.1～54.3.31
開始事業年度 〃 期末資本等の金額の 0.5

1,000を 0.25
1,000とした。

損金不算入割合の80％を85％とした。

54年度改正 54.4.1～56.3.31
開始事業年度 〃

① 　定額控除額の年400万円を年200万円に
引き下げた。

　 　ただし，資本金1,000万円超5,000万円以
下の法人にあっては年300万円とし，資本
金1,000万円以下の法人にあっては年400
万円とした。

② 　資本金基準（期末資本金等の金額の
0.25
1,000を廃止した。

③ 　損金不算入割合の85％を90％とした。

56年度改正 56.4.1～57.3.31
開始事業年度 〃 基準交際費の105%を100%とした。

57年度改正
57.4.1

～平6.3.31
開始事業年度

〃

支出交際費額の全額を損金不算入とした。
ただし，資本金5,000万円以下の法人にあっ
ては年300万円，資本金1,000万円以下の法
人にあっては年400万円の控除をそれぞれ認
める。

57年度改正において，３年間の措置
として改正されたが，昭和60年度，
62年度，平成元年度，３年度及び５
年度改正においてそれぞれ２年間延
長。

平成
6年度改正

平6.4.1
～平10.3.31

開始事業年度
〃

資本金5,000万円以下の法人の交際費等につ
いて，定額控除枠以下の部分について，全
額損金算入を改め，10%相当額を損金不算
入とする（定額控除枠を超える部分につい
ては，従来どおり全額損金不算入）。

平成７年度改正及び９年度改正にお
いてそれぞれ２年間延長。

平成
10年度改正

平10.4.1
～平13.3.31

開始事業年度
〃

資本金5,000万円以下の法人の交際費等につ
いて，定額控除枠内の損金不算入割合を
10%相当額から20%相当額に引き上げる（定
額控除枠を超える部分については，従来ど
おり全額損金不算入）。

平成11年度改正及び13年度改正にお
いてそれぞれ２年間延長。

平成
14年度改正

平14.4.1
～平15.3.31

開始事業年度
〃

資本金1,000万円超5,000万円以下の法人の交
際費等について，定額控除限度額を400万円
に引き上げる。

平成
15年度改正

平15.4.1
～平18.3.31

開始事業年度
〃

資本金１億円以下の法人の交際費等につい
て，400万円の定額控除を認める。また，定
額控除枠内の損金不算入割合を20%相当額
から10%相当額に引き下げる。

平成18年度改正において２年間延長。

平成
18年度改正 平18.4.1

～平22.3.31
開始事業年度

〃 交際費等の範囲から１人当たり5,000円以下
の一定の飲食費を除外する。

平成20年度改正において２年間延長。

平成21年度
（経済危機対
策関連）改正

〃 資本金１億円以下の法人の交際費等につい
て，定額控除限度額を600万円に引き上げる。

平成21.4.1以後終了する事業年度につ
いて適用。

平成
22年度改正

平18.4.1
～平24.3.31

開始事業年度
〃

中小法人に対する定額控除制度については，
資本金の額が５億円以上の法人，相互会社
等の100%子法人には適用しない。

平成22年度改正において２年間延長。
平成22.4.1以後終了する事業年度につ
いて適用。

平成
23年度改正

平18.4.1
～平24.3.31

開始事業年度
〃

中小法人に対する定額控除制度については
上記法人に加え，100％グループ内の複数の
大法人に発行済株式の全部を保有されてい
る法人には適用しない。

（注 ）大法人とは，資本金の額若しくは出資
金の額が５億円以上の法人又は相互会社
等をいう。

平成24年度改正において２年間延長。

平成
25年度改正

平18.4.1
～平26.3.31

開始事業年度
〃

中小法人に対する定額控除制度について，
定額控除限度額を800万円に引き上げるとと
もに，定額控除枠内の損金不算入措置を廃
止する。
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33.　交 際 費 の 損 金 不 算 入 制 度 の 沿 革（続）

改正年度 適用事業年度 適 用 対
象 法 人

損 金 不 算 入 額 の 計 算 方 法

損 金 不 算 入 額 の 計 算 備　　　　　　　　　　　考

平成
26年度改正

平26.4.1
～令2.3.31

開始事業年度
全法人

○大法人（資本金の額等が１億円超の法人）
　 …飲食のための支出（社内接待費を除く）

の50％を超える金額が損金不算入
○ 中小法人（資本金の額等が１億円以下の

法人（注））
　 …飲食のための支出（社内接待費を除く）

の50％と定額控除限度額（年800万円）を
選択した上，それを超える金額が損金不
算入

（注 ）資本金の額が５億円以上である法人
との間にその法人による完全支配関係
がある中小法人等を除く。

平成26年度改正において２年間延長
されたが，平成28年度及び30年度改
正においてそれぞれ２年間延長。
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１　相続税の課税件数及び課税最低限の累年比較

34.　相　続　税　の　課　税　状　況

区　　分 死亡件数A 課税件数B 納付税額 B
A Bの指数 課　税　最　低　限

件 件 百万円 ％
昭和33年分… 684,189 （13,407） 5,284 4,670 0.8 100 150万円＋30万円×法定相続人数

37……… 710,265 （26,856） 9,461 22,081 1.3 179 200万円＋50万円×法定相続人数
39……… 673,067 （29,760） 10,381 32,624 1.5 196 250万円＋50万円×法定相続人数
41……… 670,342 （24,877） 9,232 37,987 1.4 175 400万円＋80万円×法定相続人数

（ほかに配偶者控除最高200万円）
46……… 684,521 （78,197） 25,951 207,388 3.8 491 400万円＋80万円×法定相続人数

（ほかに配偶者控除最高400万円）
48……… 709,416 （82,504） 29,231 375,427 4.1 553 600万円＋120万円×法定相続人数

（ほかに配偶者控除最高600万円）
50……… 702,275 （42,858） 14,593 197,312 2.1 276 2,000万円＋400万円×法定相続人数
55……… 722,801 （78,931） 26,797 439,935 3.7 507 〃
60……… 752,283（134,475） 48,111 926,142 6.4 911 〃

平成 2……… 820,305（142,286） 48,287 2,952,675 5.9 914 4,000万円＋800万円×法定相続人数
4……… 856,643（156,467） 54,449 3,409,878 6.4 1,030 4,800万円＋950万円×法定相続人数
7……… 922,139（143,937） 50,729 2,172,987 5.5 960 5,000万円＋1,000万円×法定相続人数
11……… 982,031（136,271） 50,731 1,687,561 5.2 960 〃
12……… 961,653（128,940） 48,463 1,521,269 5.0 917 〃
13……… 970,331（120,657） 46,012 1,477,085 4.7 871 〃
14……… 982,379（115,275） 44,370 1,286,286 4.5 840 〃
15……… 1,014,951（114,723） 44,438 1,126,333 4.4 841 〃
16……… 1,028,602（111,820） 43,488 1,065,057 4.2 823 〃
17……… 1,083,796（116,309） 45,152 1,156,712 4.2 855 〃
18……… 1,084,450（115,389） 45,177 1,223,418 4.2 855 〃
19……… 1,108,334（118,582） 46,820 1,266,612 4.2 886 〃
20……… 1,142,407（120,038） 48,016 1,251,669 4.2 909 〃
21……… 1,141,865（115,574） 46,439 1,163,159 4.0 879 〃
22……… 1,197,012（122,705） 49,891 1,175,300 4.2 944 〃
23……… 1,253,066（125,033） 51,559 1,251,626 4.1 976 〃
24……… 1,256,359（126,371） 52,572 1,244,565 4.2 995 〃
25……… 1,268,436（130,438） 54,421 1,536,610 4.3 1,030 〃
26……… 1,273,004（133,141） 56,239 1,390,403 4.4 1,064 〃
27……… 1,290,444（233,255） 103,043 1,811,572 8.0 1,950 3,000万円＋600万円×法定相続人数
28……… 1,307,748（238,287） 105,880 1,867,946 8.1 2,004 〃
29……… 1,340,397（249,191） 111,728 2,014,106 8.3 2,114 〃

 （備考）1.　死亡件数は，「人口動態統計」（厚生労働省）による。ただし，昭和33年～44年には沖縄県を含まない。
　　　　2.　課税件数，納付税額は，「国税庁統計年報」による。ただし，納付税額には納税猶予税額を含まない。
　　　　3.　課税件数は相続税の課税があった被相続人の数であり，（　）書は，相続税を課税された相続人の数である。

２　相続財産価額（課税価格）階級別表（平成29年分）
課税価格
階　　級

被相続人
の　　数 課税価格 納付税額

人 億円 億円
 1億 円 以 下 66,369 44,490 1,456

（59.4） （28.6） （7.2）

 1億 円 　 超 29,538 40,475 3,290
（26.4） （26.0） （16.3）

 2　 〃 　 　 7,782 18,737 2,428
（6.9） （12.0） （12.0）

 3　 〃 　 　 4,766 17,987 3,146
（4.3） （11.5） （15.6）

 5　 〃 　 　 1,575 9,243 2,024
（1.4） （5.9） （10.0）

 7　 〃 　 　 872 7,216 1,790
（0.8） （4.6） （8.9）

10　 〃 　 　 632 8,432 2,419
（0.6） （5.4） （12.0）

20　 〃 　 　 194 9,304 3,633
（0.2） （6.0） （18.0）

合　　　計 111,728 155,884 20,185
（100.0） （100.0） （100.0）

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.�　平成29年中に相続，遺贈又は相続時精算課税により財産を取得し

た者（同一被相続人から財産を取得した者全員の差引税額がない場
合を除く。）について提出された申告書（修正申告書を除く）による
計数であり，納付税額には納税猶予税額を含まない。

　　　　3.　（　）内は構成比を示す。

３　相続財産種類別表（平成29年分）

区　　　　分 人　　員 取得財産価額

人 億円
土 地 実 100,072 （36.5） 60,960 

田 19,749 （1.7） 2,890 
畑 24,450 （3.3） 5,574 

宅 地 98,085 （27.5） 45,871 
山 林 18,725 （0.4） 724 
そ の 他 24,757 （3.5） 5,900 
家 屋 ・ 構 築 物 95,089 （5.4） 9,040 
事業（農業）用財産 12,851 （0.4） 669 
有 価 証 券 77,037 （15.2） 25,404 
現 金，預 貯 金 等 111,330 （31.7） 52,836 
家 庭 用 財 産 64,490 （0.2） 239 
そ の 他 財 産 95,041 （10.7） 17,780 
合　　　　　　計 実 111,675 （100.0） 166,928 
相続時精算課税適用
財産価額　　　　　 5,860 2,044 

債 務 等 実 110,517 14,481 
債 務 97,936 12,304 
葬 式 費 用 109,280 2,177 

差 引 純 資 産 価 額 111,728 154,491 
暦年課税分贈与財産価額 20,772 1,393 
課 税 価 格 111,728 155,884 
 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.�　平成29年中に相続，遺贈又は相続時精算課税により財産を取得し

た者（同一被相続人から財産を取得した者全員の差引税額がない場
合を除く。）について提出された申告書（修正申告書を除く）による
計数であり，納付税額には納税猶予税額を含まない。

　　　　3.　（　）内は構成比を示す。

145相 続 税



２　贈与財産価額階級別表（平成29年分）１　贈与税の課税件数及び基礎控除額の累年比較

35.　贈　与　税　の　課　税　状　況

区　　分 課税件数 納付税額 課税件数
の指数　 基礎控除額

件 百万円
昭和33年分… 71,865 2,160 100 20万円

39……… 53,451 5,380 74 40万円
50……… 104,760 30,705 146 60万円
55……… 239,080 59,091 333 〃　
60……… 346,736 78,773 482 〃　

平成 5……… 494,239 159,768 688 〃　
8……… 449,893 133,454 626 〃　
9……… 428,025 129,939 596 〃　
10……… 402,792 116,582 560 〃　
11……… 386,534 114,277 538 〃　
12……… 354,095 95,456 493 〃　
13……… 306,712 81,083 427 110万円
14……… 292,081 69,178 406 〃　
15……… 276,274 87,725 384 〃　
16……… 279,124 96,551 388 〃　
17……… 280,328 115,857 390 〃　
18……… 276,534 118,313 385 〃　
19……… 260,990 107,362 363 〃　
20……… 242,873 103,949 338 〃　
21……… 236,274 101,762 329 〃　
22……… 251,629 129,201 350 〃　
23……… 282,243 136,223 393 〃　
24……… 301,006 128,789 419 〃　
25……… 339,457 168,991 472 〃　
26……… 376,233 278,436 524 〃　
27……… 393,561 215,573 548 〃　
28……… 380,496 210,420 529 〃　
29……… 378,540 200,350 527 〃　

 （備考）1.　｢国税庁統計年報」による。
　　　　2.　課税件数及び納付税額には，納税猶予されたものは含まない。

取 得 財 産
価 額 階 級 人　　員 取得財産

価　　額 納付税額

人 億円 億円
150万円以下 139,340 1,675 15

（32.5） （8.5） （0.7）

150万 円 超 48,025 894 36
（11.2） （4.5） （1.8）

200　〃　　 123,226 3,623 218
（28.8） （18.3） （10.9）

400　〃　　 62,612 3,265 284
（14.6） （16.5） （14.2）

700　〃　　 22,244 1,896 188
（5.2） （9.6） （9.4）

1,000　〃　　 22,517 3,162 255
（5.2） （16.0） （12.8）

2,000　〃　　 7,184 1,688 98
（1.7） （8.5） （4.9）

3,000　〃　　 1,761 667 117
（0.4） （3.4） （5.8）

5,000　〃　　 1,602 2,895 788
（0.4） （14.7） （39.5）

合　　　計 428,511 19,766 1,997
（100.0） （100.0） （100.0）

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.�　平成29年中に財産の贈与を受けた者のうち，申告義務のあ

る者（住宅取得等資金の非課税制度適用後の残額について暦
年課税のみを選択した者で，その残額が基礎控除を超えない
者を除く。）に係る，提出された申告書（修正申告書を除く。）
による計数であり，納付税額には納税猶予されたものを含ま
ない。

　　　　3.　（　）内は構成比を示す。

３　贈 与 財 産 種 類 別 表（平成29年分）

区　　　　分
暦 年 課 税 分 相続時精算課税分

人　　員 取得財産価額 人　　員 取得財産価額
人 億円 人 億円

土 地 実 61,049 （19.6） 2,687 実 25,358 （42.7） 2,601

田 2,155 （0.3） 61 1,186 （1.2） 72

畑 2,077 （0.4） 50 1,230 （1.6） 100

宅 地 53,717 （17.6） 2,410 22,971 （36.2） 2,200

山 林 2,232 （0.3） 36 958 （0.4） 26

そ の 他 4,368 （1.0） 130 1,700 （3.3） 204

家 屋 ・ 構 築 物 26,047 （4.2） 578 14,179 （6.6） 403

事業（農業）用財産 1,528 （0.3） 35 133 （0.2） 10

有 価 証 券 73,251 （22.1） 3,024 2,992 （21.8） 1,328

現 金，預 貯 金 等 227,318 （48.0） 6,563 14,535 （26.6） 1,616

家 庭 用 財 産 83 （0.0） 6 8 （0.0） 0

そ の 他 財 産 26,546 （5.8） 788 1,563 （2.1） 126

合 計 実 385,335 （100.0） 13,681 実 44,726 （100.0） 6,085

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.�　人員は，平成29年中に財産の贈与を受けた者のうち，申告義務のある者（住宅取得等資金の非課税制度適用後の残額について暦年課税のみを選択した者で，

その残額が基礎控除を超えない者を除く。）に係る，提出された申告書（修正申告書を除く。）による計数であり，財産の種類別に該当のあるごとに１人とし
て掲げてある。ただし，「実」は実人員を示す。

　　　　3.　（　）内は構成比を示す。
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36.　平成30年分都道府県庁所在都市の最高路線価
（１㎡当たり）

局名 都市名 最高路線価の所在地
最高路線価 最高路線価の対前年変動率

平成30年分 平成29年分 平成30年分 平成29年分
千円 千円 ％ ％

札幌 札幌 中央区北５条西３丁目
札幌停車場線通り 4,240 3,680 15.2 17.9

仙台

青森 新町１丁目　新町通り 155 155 0.0 0.0
盛岡 大通２丁目　大通り 240 235 2.1 0.0
仙台 青葉区中央１丁目　青葉通り 2,540 2,260 12.4 14.1
秋田 中通２丁目　秋田駅前通り 120 120 0.0 ▲4.0
山形 香澄町１丁目　山形駅前大通り 170 165 3.0 0.0
福島 栄町　福島駅前通り 170 165 3.0 3.1

関東信越

水戸 宮町１丁目　水戸駅北口ロータリー 230 235 ▲2.1 ▲2.1
宇都宮 馬場通り２丁目　大通り 280 280 0.0 0.0
前橋 本町２丁目　本町通り 130 130 0.0 0.0

さいたま 大宮区桜木町２丁目
大宮駅西口駅前ロータリー 3,300 2,990 10.4 8.3

新潟 中央区東大通１丁目　新潟駅前通り 430 430 0.0 ▲2.3
長野 大字南長野　長野駅前通り 285 285 0.0 0.0

東京

千葉 中央区富士見２丁目　千葉駅側通り 950 910 4.4 1.1
東京 中央区銀座５丁目　銀座中央通り 44,320 40,320 9.9 26.0

横浜 西区南幸１丁目
横浜駅西口バスターミナル前通り 10,240 9,040 13.3 15.7

甲府 丸の内１丁目　甲府駅前通り 265 255 3.9 2.0

金沢
富山 桜町１丁目　駅前広場通り 480 470 2.1 2.2
金沢 堀川新町　金沢駅東広場通り 830 770 7.8 14.9
福井 中央１丁目　福井駅西口広場通り 290 280 3.6 －

名古屋

岐阜 吉野町５丁目　岐阜停車場線通り 460 440 4.5 2.3
静岡 葵区紺屋町　紺屋町名店街呉服町通り 1,180 1,170 0.9 2.6

名古屋 中村区名駅１丁目　名駅通り 10,000 8,800 13.6 4.8
津 羽所町　津停車場線通り 195 195 0.0 0.0

大阪

大津 春日町　ＪＲ大津駅前通り 265 260 1.9 4.0

京都 下京区四条通寺町東入２丁目御旅町
四条通 4,750 3,920 21.2 20.6

大阪 北区角田町　御堂筋 12,560 11,760 6.8 15.7
神戸 中央区三宮町１丁目　三宮センター街 3,920 3,200 22.5 14.3
奈良 東向中町　大宮通り 590 560 5.4 3.7

和歌山 友田町５丁目　ＪＲ和歌山駅前 360 360 0.0 0.0

広島

鳥取 栄町　若桜街道通り 110 110 0.0 0.0
松江 朝日町　駅通り 135 135 0.0 0.0
岡山 北区本町　市役所筋 1,260 1,180 6.8 6.3
広島 中区胡町　相生通り 2,800 2,560 9.4 11.3
山口 小郡黄金町　山口阿知須宇部線通り 145 145 0.0 0.0

高松

徳島 一番町３丁目　徳島駅前広場通り 300 295 1.7 0.0
高松 丸亀町　高松丸亀町商店街 330 320 3.1 3.2
松山 大街道２丁目　大街道商店街 640 620 3.2 1.6
高知 帯屋町１丁目　帯屋町商店街 205 205 0.0 0.0

福岡
福岡 中央区天神２丁目　渡辺通り 7,000 6,300 11.1 12.5
佐賀 駅前中央１丁目　駅前中央通り 175 165 6.1 3.1
長崎 浜町　浜市アーケード 740 730 1.4 0.0

熊本

熊本 中央区手取本町　下通り 1,500 1,230 22.0 3.4

大分 末広町１丁目　大分駅北口ロータリー 440 （400） 
390 12.8 18.2

宮崎 橘通西３丁目　橘通り 230 230 0.0 0.0
鹿児島 東千石町　天文館電車通り 830 810 2.5 0.0

沖縄 那覇 久茂地３丁目　国際通り 740 670 10.4 6.3
（注）　1. 　路線価は，毎年１月１日を評価時点として，地価公示価格等を基として算定した価格の80％により評価しています。
　　　2. 　福井市の最高路線価の所在地は，平成28年分において市街地再開発事業の施行区域等で路線価を定めていなかったため，平成29年分の「最高

路線価の対前年変動率」欄は「－」となっています。
　　　3.　大分市は最高路線価の所在地を変更しました。
　　　　　なお，上段の括弧書は，変更前の所在地における平成29年分の路線価です。
　　　　　また，平成29年分の対前年変動率は，変更後の所在地における変動率です。
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37.　相 続 税 及 び 贈 与　　

区　　分 相　　　　　　　　続　　　　　　　　税
贈　与　税

暦　年　課　税 相 続 時 精 算 課 税

納 税 義 務 者 相続又は遺贈により財産を取得した者 　贈与により財産を取得した者 　特定贈与者（60歳以上の者）から贈与により財産を取得した20
歳※以上の子や孫で相続時精算課税を選択した者

課 税 価 格 相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額 　その年中に贈与により取得した財産（相続時精算課税に係るも
のを除く。）の価額の合計額

　その年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合
計額

基 礎 控 除 等
3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）

（注 ）法定相続人の数に含まれる養子の数は，原則として実子がいる場合は１人，実子がいない場合は２人まで
とする。

　基礎控除：110万円（本則：60万円） 　特別控除：2,500万円
　　　　　　（限度額まで複数回にわたって使用可）

税 額 の 計 算 等 　⑴ 　基礎控除の金額を超える部分の遺産額（債務控除の適用がある場合には，その控除後の価額）を法定
相続人が民法の法定相続分の割合に従って相続したものとした場合の各取得分の価額に対し，その取得
分につき超過累進税率（下表）を適用して相続税の総額を求める。

　⑵ 　上記の相続税の総額を，各相続人及び受遺者の課税価格により按分した額をもって，それぞれの者の
納付すべき相続税額とする。

　配偶者控除，基礎控除後の課税価格に超過累進税率（下表）を
適用して贈与税額を求める。

　特別控除後の課税価格に20％の一律（比例）税率
　（贈与時）
　　・ 特定贈与者からの贈与財産について，他の贈与財産と区別

して贈与時に贈与税を課税
　　・申告を前提に特別控除を超える部分について課税
　（相続時）
　　・ 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を相続税の

課税価格に加算して相続税額を計算
　　・ 相続税額（計算方法は「相続税」欄を参照）から既に納め

た贈与税相当額を控除（控除しきれない贈与税相当額は還
付）

　（注 ）相続税の課税価格に加算する贈与財産の価額は，贈与時
の時価

控 除 等 ⑴　非課税
　　　死亡保険金　　500万円×法定相続人の数
　　　死亡退職金　　500万円×　　　〃
　　　（注 ）死亡保険金及び死亡退職金の「法定相続人の数」には，基礎控除と同様，原則として養子は１人又

は２人まで算入する。
⑵　債務控除
　　被相続人の債務（公租公課を含む。）及び葬式費用を課税価格から控除
⑶　税額控除
　①　相続税の対象となる遺産額に含まれる贈与財産につき課せられた贈与税額を控除
　② 　被相続人の配偶者については，当該配偶者の法定相続分相当額（その額が１億6,000万円未満である場合

には１億6,000万円）に対応する税額を控除
　③　未成年者については，20歳※に達するまでの年数各１年につき10万円を控除
　　※令和４年４月１日以後の相続又は遺贈については，18歳
　④　障害者については，85歳に達するまでの年数各１年につき10万円（特別障害者については20万円）を控除
　⑤ 　10年以内に２回以上相続が開始した場合には，原則として，前回の相続税額の10％に，10年からその時ま

での経過年数を控除した年数を乗じた額を控除
　⑥　外国所在財産につき課せられた相続税額を控除
⑷　税額加算
　 　相続人が被相続人の配偶者及び一親等の血族以外の者（孫養子（代襲相続人を除く。）を含む。）であるとき

は，その者の相続税額に20％を加算する。

⑴　特定障害者に対する贈与税の非課税
　 　個人と信託銀行の間で，以下の障害者を受益者とする特定障

害者扶養信託契約に基づき金銭等が信託されたことによって，
当該特定障害者が信託受益権を有することとなる場合には，そ
の信託受益権のうち以下の金額までは非課税

　　・特別障害者：6,000万円
　　・精神障害者保健福祉手帳2･3級の者等：3,000万円
⑵ 　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

非課税
　 　20歳以上の者がその直系尊属である者から住宅取得等のため

の金銭の贈与を受ける場合には，以下の金額まで非課税（所得
制限2,000万円）

　（注）適用期限は令和３年12月31日まで
　①　消費税率10％で住宅の取得等をする場合

　②　①以外の場合

⑶ 　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非
課税

　 　直系尊属が子や孫の教育資金として金銭等を拠出し，金融機
関に信託等をした場合には，子や孫ごとに1,500万円まで（学校
等以外の者に支払われる金銭は500万円まで）非課税

　（注）適用期限は令和３年３月31日まで

⑴　同　左

⑵　同　左

⑶　同　左

税率
1,000万円以下の金額 10%
3,000万円　　〃　　 15%
5,000万円　　〃　　 20%

１億円　　〃　　 30%
２億円　　〃　　 40%
３億円　　〃　　 45%
６億円　　〃　　 50%
６億円超の金額　 55%
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　　税 の 制 度 の 概 要

区　　分 相　　　　　　　　続　　　　　　　　税
贈　与　税

暦　年　課　税 相 続 時 精 算 課 税

納 税 義 務 者 相続又は遺贈により財産を取得した者 　贈与により財産を取得した者 　特定贈与者（60歳以上の者）から贈与により財産を取得した20
歳※以上の子や孫で相続時精算課税を選択した者

課 税 価 格 相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額 　その年中に贈与により取得した財産（相続時精算課税に係るも
のを除く。）の価額の合計額

　その年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合
計額

基 礎 控 除 等
3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）

（注 ）法定相続人の数に含まれる養子の数は，原則として実子がいる場合は１人，実子がいない場合は２人まで
とする。

　基礎控除：110万円（本則：60万円） 　特別控除：2,500万円
　　　　　　（限度額まで複数回にわたって使用可）

税 額 の 計 算 等 　⑴ 　基礎控除の金額を超える部分の遺産額（債務控除の適用がある場合には，その控除後の価額）を法定
相続人が民法の法定相続分の割合に従って相続したものとした場合の各取得分の価額に対し，その取得
分につき超過累進税率（下表）を適用して相続税の総額を求める。

　⑵ 　上記の相続税の総額を，各相続人及び受遺者の課税価格により按分した額をもって，それぞれの者の
納付すべき相続税額とする。

　配偶者控除，基礎控除後の課税価格に超過累進税率（下表）を
適用して贈与税額を求める。

　特別控除後の課税価格に20％の一律（比例）税率
　（贈与時）
　　・ 特定贈与者からの贈与財産について，他の贈与財産と区別

して贈与時に贈与税を課税
　　・申告を前提に特別控除を超える部分について課税
　（相続時）
　　・ 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を相続税の

課税価格に加算して相続税額を計算
　　・ 相続税額（計算方法は「相続税」欄を参照）から既に納め

た贈与税相当額を控除（控除しきれない贈与税相当額は還
付）

　（注 ）相続税の課税価格に加算する贈与財産の価額は，贈与時
の時価

控 除 等 ⑴　非課税
　　　死亡保険金　　500万円×法定相続人の数
　　　死亡退職金　　500万円×　　　〃
　　　（注 ）死亡保険金及び死亡退職金の「法定相続人の数」には，基礎控除と同様，原則として養子は１人又

は２人まで算入する。
⑵　債務控除
　　被相続人の債務（公租公課を含む。）及び葬式費用を課税価格から控除
⑶　税額控除
　①　相続税の対象となる遺産額に含まれる贈与財産につき課せられた贈与税額を控除
　② 　被相続人の配偶者については，当該配偶者の法定相続分相当額（その額が１億6,000万円未満である場合

には１億6,000万円）に対応する税額を控除
　③　未成年者については，20歳※に達するまでの年数各１年につき10万円を控除
　　※令和４年４月１日以後の相続又は遺贈については，18歳
　④　障害者については，85歳に達するまでの年数各１年につき10万円（特別障害者については20万円）を控除
　⑤ 　10年以内に２回以上相続が開始した場合には，原則として，前回の相続税額の10％に，10年からその時ま

での経過年数を控除した年数を乗じた額を控除
　⑥　外国所在財産につき課せられた相続税額を控除
⑷　税額加算
　 　相続人が被相続人の配偶者及び一親等の血族以外の者（孫養子（代襲相続人を除く。）を含む。）であるとき

は，その者の相続税額に20％を加算する。

⑴　特定障害者に対する贈与税の非課税
　 　個人と信託銀行の間で，以下の障害者を受益者とする特定障

害者扶養信託契約に基づき金銭等が信託されたことによって，
当該特定障害者が信託受益権を有することとなる場合には，そ
の信託受益権のうち以下の金額までは非課税

　　・特別障害者：6,000万円
　　・精神障害者保健福祉手帳2･3級の者等：3,000万円
⑵ 　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

非課税
　 　20歳以上の者がその直系尊属である者から住宅取得等のため

の金銭の贈与を受ける場合には，以下の金額まで非課税（所得
制限2,000万円）

　（注）適用期限は令和３年12月31日まで
　①　消費税率10％で住宅の取得等をする場合

　②　①以外の場合

⑶ 　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非
課税

　 　直系尊属が子や孫の教育資金として金銭等を拠出し，金融機
関に信託等をした場合には，子や孫ごとに1,500万円まで（学校
等以外の者に支払われる金銭は500万円まで）非課税

　（注）適用期限は令和３年３月31日まで

⑴　同　左

⑵　同　左

⑶　同　左

⑴　本則 ⑵ 　特例（直系尊属から20歳※

以上の者への贈与）
税率 税率

200万円以下の金額 10％ 200万円以下の金額 10％
300万円　　〃　　 15％ 400万円　　〃　　 15％
400万円　　〃　　 20％ 600万円　　〃　　 20％
600万円　　〃　　 30％ 1,000万円　　〃　　 30％

1,000万円　　〃　　 40％ 1,500万円　　〃　　 40％
1,500万円　　〃　　 45％ 3,000万円　　〃　　 45％
3,000万円　　〃　　 50％ 4,500万円　　〃　　 50％
3,000万円超の金額　 55％ 4,500万円超の金額　 55％

住宅の新築等に 
係る契約の締結期間 良質な住宅 一般住宅

平成31年４月～令和２年３月 3,000万円 2,500万円
令和２年４月～令和３年３月 1,500万円 1,000万円
令和３年４月～令和３年12月 1,200万円 700万円

住宅の新築等に 
係る契約の締結期間 良質な住宅 一般住宅

平成28年１月～令和２年３月 1,200万円 700万円
令和２年４月～令和３年３月 1,000万円 500万円
令和３年４月～令和３年12月 800万円 300万円

※令和４年４月１日以後の贈与については，18歳
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37.　相 続 税 及 び 贈 与　　

区　　分 相　　　　　　　　続　　　　　　　　税
贈　与　税

暦　年　課　税 相 続 時 精 算 課 税

控 除 等（続） ⑷ 　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈
与税の非課税

　 　直系尊属が子や孫の結婚・子育て資金として金銭等を拠出し，
金融機関に信託等をした場合には，子や孫ごとに1,000万円まで

（結婚に際して支払われる金銭は300万円まで）非課税
　（注）適用期限は令和３年３月31日まで
⑸　贈与税の配偶者控除
　 　婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産等の贈与が

あった場合は，基礎控除とは別に2,000万円を控除

⑷　同　左

そ の 他 ⑴　小規模宅地等の課税価格の計算の特例
　　　　　　　　　　　　　　　　減額割合　　限度面積
　①　特定事業用等宅地等　　　　80％　　　　400㎡
　②　特定居住用宅地等　　　　　80％　　　　330㎡
　③　貸付事業用宅地等　　　　　50％　　　　200㎡
　　　（不動産貸付，駐車場の用）
　（注）特定事業用等宅地等とは，特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等をいう。
　　　　特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等は，完全併用できる。
⑵　個人事業者の事業用資産についての相続税の納税猶予制度
　 　特例事業相続人等の相続税額のうち事業用資産（土地（400㎡まで），建物（床面積800㎡まで），一定の減価

償却資産）の課税価格の100％に対応する相続税の納税を猶予
（注）令和10年12月31日までの贈与・相続に適用
　　　本制度と特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の課税価格の計算の特例は選択適用
⑶　非上場株式等についての相続税の納税猶予制度
　　経営承継相続人等の相続税額のうち非上場株式等の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予
　　※　事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合については，特例承継者の相続税額のうち非上場
　　　株式等の課税価格の100％に対応する相続税について納税を猶予
　　　（注）令和９年12月31日までの贈与・相続に適用
⑷　農地等についての相続税の納税猶予制度
　　農業相続人の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予
⑸　山林についての相続税の納税猶予制度
　 　林業経営相続人の相続税額のうち森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林の課税価格の80％に対応

する相続税の納税を猶予
⑹　医療法人の持分についての相続税の納税猶予制度
　 　経過措置医療法人の持分を取得した相続人等の相続税額のうち当該持分の課税価格に対応する相続税の納税

を猶予
⑺　特定の美術品についての相続税の納税猶予制度
　　寄託相続人の相続税額のうち特定美術品の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予
⑻　特定計画山林の課税価格の計算の特例
　　森林経営計画に基づき施業が行われている山林の課税価格を５％減額

⑴　農地等についての贈与税の納税猶予制度
　 　農業を営む個人が，推定相続人のうち１人に農地等の全部を

贈与した場合には，贈与税の全額を納税猶予
⑵　個人事業者の事業用資産についての贈与税の納税猶予制度
　 　個人事業者が，受贈者に一定の事業用資産を贈与した場合に

は，贈与税の全額を納税猶予
　（注）令和10年12月31日までの贈与に適用
⑶　非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度
　 　経営者の保有株式等の全部（贈与した結果，後継者の保有割

合が発行済議決権株式等の2/3超となる場合は，当該2/3に達す
るまでの贈与が要件）の贈与をした場合には，贈与税の全額を
納税猶予

　※ 　事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合については，
特例承継者の贈与税額のうち非上場株式等の課税価格の100％
に対応する贈与税について納税を猶予

　　（注）令和９年12月31日までの贈与に適用
⑷ 　医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶

予制度
　 　認定医療法人の出資者が持分を放棄したことにより，他の出

資者の持分が増加し経済的利益に相当する額の贈与を受けたも
のとみなされる場合には，贈与税の全額を納税猶予

　《適用手続》
　　○ 　贈与を受けた年の翌年３月15日までに，本制度を選択す

る旨の届出書を贈与税の申告書に添付して提出
　　○ 　最初の贈与の際に届け出れば，相続時まで本制度の適用

が継続
　　○ 　受贈者である兄弟姉妹が別々に，特定贈与者である父・

母ごとに，選択可能
　《適用対象》
　　○　贈与財産の種類，贈与金額，贈与回数に制限はない。
○ 　左記の相続税「その他」⑻の特例は，贈与財産を相続時に合

算する際にも適用可能
○　相続時精算課税適用者の特例
　 　左記の暦年課税⑵の特例又は事業承継税制の特例制度の適用

を受ける場合には，贈与者の子や孫以外の者（20歳※以上の者）
であっても，相続時精算課税制度を選択可能

○ 　特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続
時精算課税の特例

　 　住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場
合には，贈与者の年齢に関わらず，相続時精算課税制度を選択
可能

　（注）適用期限は令和３年12月31日まで
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　　税 の 制 度 の 概 要（続）

区　　分 相　　　　　　　　続　　　　　　　　税
贈　与　税

暦　年　課　税 相 続 時 精 算 課 税

控 除 等（続） ⑷ 　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈
与税の非課税

　 　直系尊属が子や孫の結婚・子育て資金として金銭等を拠出し，
金融機関に信託等をした場合には，子や孫ごとに1,000万円まで

（結婚に際して支払われる金銭は300万円まで）非課税
　（注）適用期限は令和３年３月31日まで
⑸　贈与税の配偶者控除
　 　婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産等の贈与が

あった場合は，基礎控除とは別に2,000万円を控除

⑷　同　左

そ の 他 ⑴　小規模宅地等の課税価格の計算の特例
　　　　　　　　　　　　　　　　減額割合　　限度面積
　①　特定事業用等宅地等　　　　80％　　　　400㎡
　②　特定居住用宅地等　　　　　80％　　　　330㎡
　③　貸付事業用宅地等　　　　　50％　　　　200㎡
　　　（不動産貸付，駐車場の用）
　（注）特定事業用等宅地等とは，特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等をいう。
　　　　特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等は，完全併用できる。
⑵　個人事業者の事業用資産についての相続税の納税猶予制度
　 　特例事業相続人等の相続税額のうち事業用資産（土地（400㎡まで），建物（床面積800㎡まで），一定の減価

償却資産）の課税価格の100％に対応する相続税の納税を猶予
（注）令和10年12月31日までの贈与・相続に適用
　　　本制度と特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の課税価格の計算の特例は選択適用
⑶　非上場株式等についての相続税の納税猶予制度
　　経営承継相続人等の相続税額のうち非上場株式等の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予
　　※　事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合については，特例承継者の相続税額のうち非上場
　　　株式等の課税価格の100％に対応する相続税について納税を猶予
　　　（注）令和９年12月31日までの贈与・相続に適用
⑷　農地等についての相続税の納税猶予制度
　　農業相続人の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予
⑸　山林についての相続税の納税猶予制度
　 　林業経営相続人の相続税額のうち森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林の課税価格の80％に対応

する相続税の納税を猶予
⑹　医療法人の持分についての相続税の納税猶予制度
　 　経過措置医療法人の持分を取得した相続人等の相続税額のうち当該持分の課税価格に対応する相続税の納税

を猶予
⑺　特定の美術品についての相続税の納税猶予制度
　　寄託相続人の相続税額のうち特定美術品の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予
⑻　特定計画山林の課税価格の計算の特例
　　森林経営計画に基づき施業が行われている山林の課税価格を５％減額

⑴　農地等についての贈与税の納税猶予制度
　 　農業を営む個人が，推定相続人のうち１人に農地等の全部を

贈与した場合には，贈与税の全額を納税猶予
⑵　個人事業者の事業用資産についての贈与税の納税猶予制度
　 　個人事業者が，受贈者に一定の事業用資産を贈与した場合に

は，贈与税の全額を納税猶予
　（注）令和10年12月31日までの贈与に適用
⑶　非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度
　 　経営者の保有株式等の全部（贈与した結果，後継者の保有割

合が発行済議決権株式等の2/3超となる場合は，当該2/3に達す
るまでの贈与が要件）の贈与をした場合には，贈与税の全額を
納税猶予

　※ 　事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合については，
特例承継者の贈与税額のうち非上場株式等の課税価格の100％
に対応する贈与税について納税を猶予

　　（注）令和９年12月31日までの贈与に適用
⑷ 　医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶

予制度
　 　認定医療法人の出資者が持分を放棄したことにより，他の出

資者の持分が増加し経済的利益に相当する額の贈与を受けたも
のとみなされる場合には，贈与税の全額を納税猶予

　《適用手続》
　　○ 　贈与を受けた年の翌年３月15日までに，本制度を選択す

る旨の届出書を贈与税の申告書に添付して提出
　　○ 　最初の贈与の際に届け出れば，相続時まで本制度の適用

が継続
　　○ 　受贈者である兄弟姉妹が別々に，特定贈与者である父・

母ごとに，選択可能
　《適用対象》
　　○　贈与財産の種類，贈与金額，贈与回数に制限はない。
○ 　左記の相続税「その他」⑻の特例は，贈与財産を相続時に合

算する際にも適用可能
○　相続時精算課税適用者の特例
　 　左記の暦年課税⑵の特例又は事業承継税制の特例制度の適用

を受ける場合には，贈与者の子や孫以外の者（20歳※以上の者）
であっても，相続時精算課税制度を選択可能

○ 　特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続
時精算課税の特例

　 　住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場
合には，贈与者の年齢に関わらず，相続時精算課税制度を選択
可能

　（注）適用期限は令和３年12月31日まで

※令和４年４月１日以後の贈与については，18歳
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38.　消 費 税 の 課 税 状 況 等（平成29年度分）

区　　　　　分
個　人　事　業　者 法　　　　　人 合　　　　　計

件　　数 税　　額 件　　数 税　　額 件　　数 税　　額
件 百万円 件 百万円 件 百万円

現
　
　
年
　
　
分

一 般 申 告 及 び 処 理 468,889 315,076 1,350,284 15,522,958 1,819,173 15,838,034

簡 易 申 告 及 び 処 理 654,520 284,605 512,181 317,844 1,166,701 602,449

納 税 申 告 計 1,123,409 599,681 1,862,465 15,840,802 2,985,874 16,440,483

還 付 申 告 及 び 処 理 37,650 35,023 142,197 4,083,848 179,847 4,118,871

既
往
年
分

申告及び処理による増
差税額のあるもの 81,137 21,449 106,166 66,378 187,303 87,827

申告及び処理による減
差税額のあるもの 11,425 2,977 17,790 43,359 29,215 46,335

差　　　引　　　計 実 1,201,206 583,131 実 2,020,685 11,779,973 実 3,221,891 12,363,104

加　　　算　　　税 84,456 4,077 86,658 10,595 171,114 14,672

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.�　「現年分」は，平成29年４月１日から平成30年３月31日までに終了した課税期間について，平成30年６月30日現在の申告（国・地方公共団体

等については平成30年９月30日までの申告を含む。）又は処理（更正，決定等）による課税事績を「申告書及び決議書」に基づいて作成した。
　　　　 �　「既往年分」は，平成29年３月31日以前に終了した課税期間について，平成29年７月１日から平成30年６月30日までの間の申告（平成29年７

月１日から同年９月30日までの間の国・地方公共団体等に係る申告を除く。）又は処理（更正，決定等）�による課税事績を「申告書及び決議書」
に基づいて作成した。

　　　　3.　税関分は含まない。
　　　　4.　件数欄の「実」は実件数を示す。

（付表）課税事業者等届出件数

課税事業者届出書 課税事業者選択届出書 新設法人に該当する旨の届出書 合　　　　　　計

件 件 件 件

3,213,053 117,614 14,380 3,345,047

 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.　平成29年度末（平成30年３月31日現在）の届出件数を示している。
　　　　3.　納税義務者でなくなった旨の届出書又は課税事業者選択不適用届出書を提出した者は含まない。
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（付表）酒税等の負担率の推移
（単位　％）　

年　　度
品　　目

昭45 55 平元 2 4 6 7 9 10 12 18 20 25 26 28～

ビ ー ル
（大びん：633mℓ） 47.9 42.5 46.9 44.1 44.1 45.5 45.5 46.5 46.5 46.5 46.2 45.1 45.1 46.6 46.6

清 酒
（1.8ℓ） 35.3 24.1 21.9 20.7 16.4 16.3 16.3 17.9 17.9 17.9 16.2 16.2 15.8 18.1 18.1

連 続 式 蒸 留 焼 酎
（25度，1.8ℓ） 19.9 10.9 22.7 21.3 21.3 25.5 25.5 31.7 35.8 35.8 36.0 36.0 36.0 37.8 37.8

単 式 蒸 留 焼 酎
（25度，1.8ℓ） 12.9 7.2 14.3 13.5 13.5 17.0 17.0 23.9 27.9 32.0 32.1 29.9 29.9 31.8 31.8

ウ イ ス キ ー
（43度，700mℓ） 46.2 47.3 41.3 41.3 41.3 41.3 39.5 27.6 22.8 22.8 22.5 21.8 21.8 24.0 22.2

 （備考）1.　国税庁「酒のしおり」による。
　　　　2.　平成元年度以降の酒税等の負担率は，消費税を含む。
　　　　3.　ビールについては，容器保証金（５円）込み価格から算出した。
　　　　4.　ウイスキーについては，平成７年度から平成20年度まではアルコール分「40度」で酒税等の負担率を計算している。

40.　主 要 酒 類 の 酒 税 等 負 担 率 表
（平成30年12月現在）　

区　分
品　目

容　　　量 アルコール分
A�

代表的なものの
小売価格（税込）

B�
酒 税 額

C�
消費税額

D
酒税等負担率�
（B＋C）/（A）

ml ％ 円 円 円 ％

ビ ー ル 633 5.0 355 139.26 26.30 46.6
350 5.0 221 77.00 16.37 42.2

発 泡 酒�
（麦芽比率25％未満のもの） 350 5.5 164 46.99 12.15 36.1

その他の醸造酒（発泡性）① 350 5.0 143 28.00 10.59 27.0
リキュール（発泡性）① 350 5.0 143 28.00 10.59 27.0
清 　 酒 1,800 15.0 2,017 216.00 149.41 18.1
果 実 酒 720 11.0 615 57.60 45.56 16.8
連 続 式 蒸 留 焼 酎 1,800 25.0 1,482 450.00 109.78 37.8
単 式 蒸 留 焼 酎 1,800 25.0 1,844 450.00 136.59 31.8
ウ イ ス キ ー 700 43.0 2,030 301.00 150.37 22.2

 （備考）1.　国税庁「酒のしおり」による。
　　　　2.　清酒，果実酒，連続式蒸留焼酎，単式蒸留焼酎及びウイスキーの小売価格（税込）は，大手主要銘柄のメーカー参考小売価格を基に算出した。
　　　 　　また，ビール，発泡酒，その他の醸造酒及びリキュールはオープン価格であるため，大手コンビニエンスチェーンにおける代表的な小売価格を掲げた。
　　　 　　なお，ビール（633ml）には容器保証金（５円）が含まれている。
　　　　3.�　その他の醸造酒（発泡性）①及びリキュール（発泡性）①とは，ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で酒税法第23条第２項第３

号イ又はロに該当するものをいう。
　　　　4.　消費税率は８％で計算している。

39.　酒　税　の　課　税　状　況（平成29年度）

区　　　　分 課 税 数 量 税　　　額 製 成 数 量 販売（消費）�
数　　　量 製 造 場 数 販 売 場 数

千kl 億円 千kl 千kl 場 場
清 酒 525 602 411 526 1,594 －
合 成 清 酒 29 29 29 30 1 －
連 続 式 蒸 留 焼 酎 334 790 352 371 36 －
単 式 蒸 留 焼 酎 464 1,110 468 445 371 －
み り ん 102 20 91 106 32 －
ビ ー ル 2,600 5,706 2,684 2,540 187 －
果 実 酒 121 95 102 364 355 －
甘 味 果 実 酒 4 5 4 11 12 －
ウ イ ス キ ー 143 450 128 160 18 －
ブ ラ ン デ ー 4 16 4 6 1 －
発 泡 酒 689 926 502 678 223 －
原 料 用 ア ル コ ー ル 0 1 638 459 8 －
ス ピ リ ッ ツ 627 521 38 －
リ キ ュ ー ル 2,049 1,671 2,065 2,181 182 －
そ の 他 の 醸 造 酒 446 357 442 493 269 －
粉 末 酒 1 1 1 3 2 －
雑 酒 4 －

合　　　　　計 8,139 12,299 7,922 8,374 3,333 189,490
 （備考）1.　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.　「課税数量」とは，税額決定の基礎となるべき酒類の数量をいう。
　　　　3.　「製成数量」とは，酒類の生産数量をいう。
　　　　4.　「販売（消費）数量」とは，酒類小売業者の販売数量（輸入酒類を含む。）のほか，酒類製造者及び酒類卸売業者の消費者への直売数量を含めた数量をいう。
　　　　5.　「製造場数」及び「販売場数」は，平成30年３月31日現在である。
　　　　6.　税関分を含まない。
　　　　7.　「販売（消費）数量」欄は沖縄県分を含まない。
　　　　8.�　課税数量及び税額は，平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に製造場から移出された酒類について，平成30年４月30日までの申告又は処理に

よる課税事績を示したものである。
　　　 　　製成数量及び販売（消費）数量は，平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間を対象にしている。
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41.　主 要 間 接 税 の 課 税 状 況

42.　主 要 間 接 税 の 関 係 場 数 の 累 年 比 較

（ 2 ）印 紙 税

（単位　場）　

区　　分 酒類製造免許場数 酒 類 販 売 場 数 揮発油税関係場数 石油ガス税関係場数

平成20年度…… 3,116 212,311 5,971 2,707

　　21………… 3,090 196,570 5,824 2,725

　　22………… 3,106 193,751 5,977 2,748

　　23………… 3,107 192,466 5,796 2,742

　　24………… 3,081 192,202 5,712 2,745

　　25………… 3,089 192,596 5,771 2,761

　　26………… 3,096 192,255 5,720 2,765

　　27………… 3,150 191,296 5,624 2,739

　　28………… 3,184 191,053 5,362 2,707

　　29………… 3,333 189,490 5,277 2,630

 （備考）1.　｢国税庁統計年報」による。
　　　　2.　調査時点は翌年３月31日現在である。

区　　分 税　印
押なつ

書　式
表　示 その他 合　計 納税人員

億円 億円 億円 億円 千人
平成25年度… 0 768 1,123 1,891 166

　　26……… 0 583 1,090 1,674 167

　　27……… 0 554 1,101 1,655 172

　　28……… 0 526 1,102 1,628 173

　　29……… 0 530 1,064 1,594 173
 （備考）1.　｢国税庁統計年報」による。
　　　　2.　現金納付分のみである。

（ 3 ）揮 発 油 税 等

区　　分
揮発油税及び
地方揮発油税 石油ガス税

数　量 税　額 重　量 税　額
千kl 億円 千t 億円

平成25年度… 52,527 28,213 1,177 206

　　26……… 50,585 27,168 1,110 194

　　27……… 50,443 27,091 1,054 185

　　28……… 49,883 26,787 996 175

　　29……… 48,762 26,186 948 166
 （備考）1.�　「国税庁統計年報」による。
　　　　2.�　税関分を含まない。

（ 1 ）酒　　　　税

区　　　　　分 課�税�数�量 税　　　�額

千kl 億円
平 成 25 年 度……… 8,369 12,899

26……………… 8,040 12,487

27……………… 8,196 12,603

28……………… 8,177 12,465

29……………… 8,139 12,299

清 酒 525 602

合 成 清 酒 29 29

連 続 式 蒸 留 焼 酎 334 790

単 式 蒸 留 焼 酎 464 1,110

み り ん 102 20

ビ ー ル 2,600 5,706

果 実 酒 121 95

甘 味 果 実 酒 4 5

ウ イ ス キ ー 143 450

ブ ラ ン デ ー 4 16

原料用アルコール 0 1

発 泡 洒 689 926

そ の 他 の 醸 造 酒 446 357

ス ピ リ ッ ツ 627 521

リ キ ュ ー ル 2,049 1,671

粉 末 酒
1 1

雑 酒
合　　　　　計 8,139 12,299

 （備考）1.　｢国税庁統計年報」による。
　　　　2.　税関分を含まない。
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43.　主 要 間 接 税 制 度 の 概 要

消　　　　　　　　　　費　　　　　　　　　　税

１．�課 税 対 象 ⑴　国内において事業者が行う資産の譲渡等（特定資産の譲渡等を除く）及び特定仕入れ
⑵　輸入貨物（保税地域から引き取られる外国貨物）

２．�納 税 義 務 者 ⑴�　国内取引……国内において課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等を除く）及び特定課税仕入れを
行う事業者
　�　ただし，基準期間（前々年又は前々事業年度）の課税売上高（税抜き）が1, 000万円以下の事業
者は，納税義務が免除される。
　（注１）�　特定期間（前年又は前事業年度上半期）の課税売上高（又は給与支払額）が1, 000万円超

の事業者については，納税義務を免除しない。
　（注２）�　基準期間のない法人のうち，資本金又は出資金が1, 000万円以上の法人については，納税

義務を免除しない。
　（注３）�　基準期間のない法人のうち，課税売上高５億円超の事業者等により設立された法人につい

ては，納税義務を免除しない。
⑵　輸入取引……輸入者

３．�課 税 標 準 ⑴　課税資産の譲渡等の対価の額及び特定課税仕入れに係る支払対価の額
⑵　引取価額（CIF価格＋他の個別消費税＋関税）

４．�税 率 6. 3％
　（注）地方消費税（税率は消費税額の63分の17＝消費税率1. 7％相当）と合わせた税率は８％となる。
〔令和元年10月１日以後〕7. 8％（※）
　（注）地方消費税（税率は消費税額の78分の22＝消費税率2. 2％相当）と合わせた税率は10％となる。
　（※）〔令和元年10月１日以後〕軽減税率の適用対象となる次の課税資産の譲渡等は6. 24％
　　⑴　酒類・外食を除く飲食料品の譲渡
　　⑵　定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞の譲渡
　　（注�）地方消費税（税率は消費税額の78分の22＝消費税率1. 76％相当）と合わせた税率は８％と

なる。
５．�輸 出 免 税 輸出取引等（貨物の輸出，国際輸送・通信等）は免税
６．�非 課 税 　国内における次の資産の譲渡等は非課税

　［消費に負担を求める税としての性格上課税対象とならないもの等］
⑴　土地の譲渡及び貸付け
⑵　有価証券，支払手段等の譲渡
⑶　貸付金等の利子，保険料等
⑷　郵便切手類，印紙等の譲渡
⑸　行政手数料等，外国為替取引
　［社会政策的配慮に基づくもの］
⑹　医療保険各法等の医療
⑺�　介護保険法に規定する一定のサービス及び社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる
資産の譲渡等
⑻　助産に係る資産の譲渡等
⑼　埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
⑽　身体障害者用物品の譲渡，貸付け等
⑾�　学校教育法第１条に規定する学校等の授業料，入学金，施設設備費，入学検定料，学籍証明等手
数料
⑿　教科用図書の譲渡
⒀　住宅の貸付け

７．�税 額 計 算 ⑴　売上げに係る消費税額
　�（課税資産の譲渡等の対価の額の合計額（税抜き）＋特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額）
×税率
⑵　仕入れに係る消費税額
　課税仕入れに係る支払対価の額の合計額（税込み）×6. 3/ 108＋特定課税仕入れに係る支払対価の
額の合計額×6. 3/ 100
　�〔令和元年10月１日以後〕課税仕入れに係る支払対価の額の合計額（税込み）×7. 8/ 110＋特定課
税仕入れに係る支払対価の額の合計額×7. 8/ 100
⑶　仕入税額控除
イ　原則（本則計算）
　①　課税売上割合が95％以上の場合には，仕入れに係る消費税額を全額控除する。
　②�　課税売上割合が95％未満の場合には，個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法に
より計算した金額を仕入れに係る消費税額として控除する。

　　（注１）�　その課税期間における課税売上高が５億円超の場合は，課税売上割合にかかわらず，個
別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により計算した金額を仕入れに係る消
費税額として控除する。

　　（注２）�　仕入税額控除の適用要件として，帳簿及び請求書等の保存が義務付けられている（請求
書等保存方式）（※）。
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43.　主　　要　　間　　接　　税　　

消　　　　　　　　　　費　　　　　　　　　　税

　　（注３）　当分の間，次に掲げる経過措置が設けられている。
　　　　　①�　課税売上割合が95％以上である課税期間については，特定課税仕入れはなかったもの

とする。
　　　　　②�　登録国外事業者以外の国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供（事業者向け電

気通信利用役務の提供を除く）については，仕入税額控除することはできない。
　　　　　（注�）〔令和５年10月１日以後〕適格請求書等保存方式の導入に伴い，②の経過措置につい

ては削除する。
（※�）〔令和５年10月１日以後〕適格請求書等保存方式（いわゆる「インボイス制度」）を導入し，請
求書等保存方式における請求書等の保存に代えて，適格請求書発行事業者から交付を受けた適格
請求書等の保存を仕入税額控除の要件とし，売上げに係る消費税額及び仕入れに係る消費税額の
計算は，次のとおりとする。

　　⑴　売上げに係る消費税額
　　　①�　税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額にそれぞれの税率を乗じて計算

する方法（割戻し計算）
　　　②　適格請求書に記載した消費税額等を積み上げて計算する方法（積上げ計算）を選択可能。
　　⑵　仕入れに係る消費税額
　　　①�　原則として，適格請求書に記載された消費税額等を積み上げて計算する方法（積上げ計

算）
　　　②�　上記⑴②の適用を受けない事業者については，支払対価の額を税率の異なるごとに区分し

て合計した金額の合計額にそれぞれの税率を乗じて計算する方法（割戻し計算）を認める。
　　　（注１�）令和元年10月１日から令和５年９月30日までの間は，現行の請求書等保存方式を維持

しつつ，区分経理に対応するため，帳簿及び請求書等に一定の記載事項を追加し（区分
記載請求書等保存方式），売上げに係る消費税額及び仕入れに係る消費税額の計算は，税
率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及び支払対価の額の合計額にそ
れぞれの税率等を乗じて計算する。

　　　（注２�）適格請求書等保存方式の導入後，免税事業者等から行った課税仕入れについては，仕
入税額控除をすることはできない。ただし，当該課税仕入れに係る消費税相当額に令和
５年10月１日から３年間は80％，令和８年10月１日から３年間は50％をそれぞれ乗じて
算出した額の控除を認める。

ロ　特例（簡易課税制度）
　�　基準期間の課税売上高が5, 000万円以下の課税期間については，選択により，売上げに係る消費
税額に以下のみなし仕入率を乗じた金額と特定課税仕入れに係る消費税額の合計額を仕入れに係る
消費税額とすることができる。

（注１�）簡易課税適用者については，当分の間，特定課税仕入れはなかったものとする経過措置が設
けられている。

（注２�）〔令和元年10月１日以後〕農林水産業のうち消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物
を生産する事業を第２種事業とする。

８．�申 告 ・ 納 付 ⑴　国内取引
　①　課税期間……………個人事業者は暦年，法人は事業年度
　　　　　　　　　　　　ただし，事業者の選択により，３ヶ月又は１ヶ月に短縮することも可能。
　②　確定申告・納付……課税期間終了後２月以内に確定申告・納付
　　　（注）　個人事業者の確定申告・納付期限は翌年３月末である。（租特法）
　③　中間申告・納付……�直前の課税期間の確定消費税額に応じ，年11回，年３回又は年１回の中間

申告・納付を行う。

（注�）確定申告書等に課税標準等の計算の基礎となる金額が記載された書類の添付が義務付けられてい
る。

第１種事業
（卸売業）

第２種事業
（小売業）

第３種事業
（製造業等）

第４種事業
（その他の事業）

第５種事業
（サービス業等）

第６種事業
（不動産業）

90％ 80％ 70％ 60％ 50％ 40％

直前の課税期間
の確定消費税額
（１年分）

中　間　申　告　・　納　付

4, 800万円超

年11回（毎月）の中間申告・納付
　課税期間開始の日以後１ヶ月ごとに区分した各期間につき，その
期間の末日の翌日（課税期間開始の日以後最初の１月の期間につい
ては，課税期間開始の日から２ヶ月を経過した日）から２月以内
に，１月分相当額を中間申告・納付

400万円超
4, 800万円以下

年３回の中間申告・納付
　課税期間開始の日以後３ヶ月ごとに区分した各期間につき，その
期間の末日の翌日から２月以内に，３月分相当額を中間申告・納付

48万円超
400万円以下

年１回の中間申告・納付
　課税期間開始の日以後６ヶ月ごとに区分した各期間につき，その
期間の末日の翌日から２月以内に，６月分相当額を中間申告・納付

48万円以下 中間申告・納付は不要（任意の中間申告・納付（年１回）が可能）
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　　制　　度　　の　　概　　要（続）

消　　　　　　　　　　費　　　　　　　　　　税

⑵　輸入取引
　　保税地域からの引取りの際に申告・納付（３ヶ月以内の納期限の延長あり）
　�　関税の特例申告を行う場合には，引取りの日の属する月の翌月末日までに申告・納付（２ヶ月以
内の納期限の延長あり）

９．�そ の 他 ⑴　消費税の使途
　�　消費税の収入については，地方交付税法に定めるところによるほか，毎年度，制度として確立さ
れた年金，医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる
ものとすることとされている。
⑵　国，地方公共団体等に対する特例
　�　国，地方公共団体，公共法人等については，申告・納付，仕入税額控除等につき，特例措置が設
けられている。
⑶　総額表示の義務付け
　�　課税事業者は，不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において，あらかじめその資
産又は役務の価格を表示するときは，その資産又は役務に係る消費税相当額（地方消費税相当額を
含む）を含めた価格を表示しなければならない。
　（注）�　平成25年10月１日から令和３年３月31日までの間については，総額表示義務の特例として，

現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば税込価格を表示
することを要しないこととされている。

　　　�　なお，消費者の利便性に配慮する観点から，令和３年３月31日までの間であっても本特例に
より税込価格を表示しない事業者は，できるだけ速やかに，税込価格を表示するよう努めなけ
ればならないこととされている。

⑷　消費税の軽減税率制度の円滑な実施・運用等に向けた措置
　�　軽減税率制度の実施・運用に当たり混乱が生じないよう，政府・与党が一体となって万全の準備
を進める。
　①�　必要な体制を整備するとともに，事業者の準備状況等を検証し，円滑な実施・運用のための必
要な措置を講ずる。

　②�　適格請求書等保存方式に係る事業者の準備状況，軽減税率制度の実施による簡易課税制度への
影響等を検証し，必要な措置を講ずる。
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43.　主　　要　　間　　接　　税　　

区　分 た　　ば　　こ　　税 たばこ特別税 酒　　　　　　　　税
（現　　　　　　　行）

課 税 物 件 製造たばこ たばこ税と同じ 酒　類

納税義務者 製造者又は引取者 たばこ税と同じ 製造者又は引取者

免 税 措 置 輸出用 たばこ税と同じ 輸出用等（※）

主 な 税 率 喫煙用の製造たばこ
　紙巻たばこ
　葉巻たばこ
　パイプたばこ
　刻みたばこ
　加熱式たばこ
かみ用の製造たばこ
かぎ用の製造たばこ
（～令和元年９月30日）
旧３級品の紙巻たばこ　　�1, 000本につき　

　4, 032円
（備考）上記の税率は，令和元年６月末現在。
（注１）たばこ税の税率は，�紙巻たばこ1, 000本につき
　　・令和２年10月１日～　　6, 302円
　　・令和３年10月１日～　　6, 802円
（注２�）課税標準は紙巻たばこの本数とし，

葉巻たばこ及びパイプたばこは１ｇを
１本に，刻みたばこ・かみ用及びかぎ
用の製造たばこは２ｇを１本に，それ
ぞれ換算する。

（注３�）加熱式たばこの課税標準は，①②の
合計本数（※）。

　①�　その重量（フィルター等を除く。）0. 4
ｇを紙巻たばこ0. 5本に換算した本数。

　②�　紙巻たばこ１本当たりの想定小売価格
で加熱式たばこの小売定価（消費税抜
き）を紙巻たばこ0. 5本に換算した本数。

（同左）
1, 000本につき
　624円

１㎘につき
⑴　発泡性酒類（ビール等）� 220, 000円
　・発泡酒� 178, 125円
　　�（麦芽比率25％以上50％未満でアルコー
ル分10度未満）

　・�発泡酒� 134, 250円
　　�（麦芽比率25％未満でアルコール分10度
未満）

　・その他の発泡性酒類� 80, 000円
　　（いわゆる「新ジャンル，チューハイ」等）

⑵　醸造酒類� 140, 000円
　・清酒� 120, 000円　
　・果実酒� 80, 000円　
⑶　蒸留酒類（20度）� 200, 000円

（１度当たりの加算額10, 000円）　
　・�ウイスキー，ブランデー及びスピリッツ（37度）
� 370, 000円　

（１度当たり加算額10, 000円）　

⑷　混成酒類（20度）� 220, 000円
（１度当たりの加算額11, 000円）　

　・リキュール及び甘味果実酒（12度）
� 120, 000円　

（１度当たりの加算額10, 000円）　
　・合成清酒� 100, 000円　
　・みりん及び雑酒（みりん類似）� 20, 000円　
　・粉末酒� 390, 000円　

納 税 方 法 　製造場から移出される製造たばこについて
は翌月末日までに申告し，納付する。
　輸入製造たばこについては保税地域から引
き取る時までに申告し，納付する。ただし，
関税の特例申告を行う場合には，引取りの日
の属する月の翌月末日までに申告し，納付す
る。

　たばこ税の
申告にあわせ
て申告し，納
付する。

　製造場から移出される酒類については翌月末
日までに申告し，翌々月末日までに納付する。
　輸入酒類については保税地域から引き取る時
までに申告し，納付する。ただし，関税の特例
申告を行う場合には，引取りの日の属する月の
翌月末日までに申告し，納付する。

備　　　考 　製造たばこには，上記のたばこ税及びたばこ特別税のほか
に，地方のたばこ税（1, 000本につき6, 622円（旧３級品の紙
巻たばこは，令和元年９月30日まで1, 000本につき4, 656円））
が課される。
（注）地方のたばこ税の税率は，紙巻たばこ1, 000本につき
　 　・令和２年10月１日～　　7, 122円
　 　・令和３年10月１日～　　7, 622円

※�加熱式たばこの課税方式の見直しは，平成30年10月１日か
ら令和４年10月１日まで５段階で行い，経過期間中は，見
直しの各段階で，改正前の課税方式による紙巻たばこへの
換算を1/ 5ずつ減らし，新課税方式による紙巻たばこへの
換算を1/ 5ずつ増やす。

�　酒類等を製造しようとする場合又は酒類の販
売業をしようとする場合は所轄税務署長の免許
を必要とする。
（※�）訪日外国人等向けに輸出酒類販売場で販
売した酒類の酒税を免除。

1, 000本につき
　5, 802円

1, 000本につき
　820円
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　　制　　度　　の　　概　　要（続）

同　　　　　　左
（令和２年10月１日以後）

同　　　　　　左
（令和５年10月１日以後）

同　　　　　　左
（令和８年10月1日以後）

同左 同左 同左

同左 同左 同左

同左 同左 同左

１㎘につき（※）
⑴　発泡性酒類� 200, 000円
　・発泡酒� 167, 125円
　　�（麦芽比率25％以上50％未満でア

ルコール分10度未満）
　・�発泡酒� 134, 250円
　　�（麦芽比率25％未満でアルコール
分10度未満）

　・その他の発泡性酒類
　　（いわゆる「新ジャンル」）� 108, 000円　
　　（いわゆる「チューハイ」等）� 80, 000円　
⑵　醸造酒類� 120, 000円
　・清酒� 110, 000円　
　・果実酒� 90, 000円　
⑶　蒸留酒類（20度）� 200, 000円

（１度当たりの加算額10, 000円）　
　・�ウイスキー，ブランデー及びス
ピリッツ（37度）� 370, 000円
（１度当たりの加算額10, 000円）　

⑷　混成酒類（20度）� 200, 000円
（１度当たりの加算額10, 000円）　

　・リキュール及び甘味果実酒（12度）�
� 120, 000円　

（１度当たりの加算額10, 000円）　
　・合成清酒� 100, 000円　
　・みりん及び雑酒（みりん類似）� 20, 000円　
　・粉末酒� 390, 000円　
【下線は税率改正を表す】

１㎘につき（※１）
⑴　発泡性酒類（※２（「新ジャンル」を除く））� 181, 000円
　・発泡酒� 155, 000円
　　�（麦芽比率25％以上50％未満でア

ルコール分10度未満）
　・�発泡酒� 134, 250円
　　�（麦芽比率25％未満でアルコール
分10度未満）（※２①（いわゆる
「新ジャンル」））

　・その他の発泡性酒類� 80, 000円　
　　（いわゆる「チューハイ」等）

⑵　醸造酒類� 100, 000円

⑶　蒸留酒類（20度）� 200, 000円
（１度当たりの加算額10, 000円）　

　・�ウイスキー，ブランデー及びス
ピリッツ（37度）� 370, 000円
（１度当たりの加算額10, 000円）　

⑷　混成酒類（20度）� 200, 000円
（１度当たりの加算額10, 000円）　

　・リキュール及び甘味果実酒（12度）�
� 120, 000円　

（１度当たりの加算額10, 000円）　
　・合成清酒� 100, 000円　
　・みりん及び雑酒（みりん類似）� 20, 000円　
　・粉末酒� 390, 000円　
【下線は税率改正を表す】

１㎘につき（※）
⑴　発泡性酒類� 155, 000円

　・その他の発泡性酒類� 100, 000円　
　　（いわゆる「チューハイ」等）

⑵　醸造酒類� 100, 000円

⑶　蒸留酒類（20度）� 200, 000円
（１度当たりの加算額10, 000円）　

　・�ウイスキー，ブランデー及びス
ピリッツ（37度）� 370, 000円
（１度当たりの加算額10, 000円）　

⑷　混成酒類（20度）� 200, 000円
（１度当たりの加算額10, 000円）　

　・リキュール及び甘味果実酒（12度）�
� 120, 000円　

（１度当たりの加算額10, 000円）　
　・合成清酒� 100, 000円　
　・みりん及び雑酒（みりん類似）� 20, 000円　
　・粉末酒� 390, 000円　
【下線は税率改正を表す】

同左 同左 同左

同左
（※�）【令和２年10月１日以後】税率構
造の見直し（第１段階）を行う。

　・�ビール系飲料（ビール，発泡酒，
新ジャンル）�：令和８年10月１日
に，１㎘につき155, 000円に一本化
する（３段階で実施）。

　・�醸造酒類：令和５年10月１日に，
１㎘につき100, 000円に一本化する
（２段階で実施）。

　・�混成酒類（20度）�：令和２年10月１日
に，１㎘につき200, 000円（１度当た
りの加算額10, 000円）に引き下げる。

同左
（※�１）【令和５年10月１日以後】税率
構造の見直し（第２段階）を行う。

　・�ビール系飲料（ビール，発泡酒）�
　・�醸造酒類
（※�２）【令和５年10月１日以後】発泡
酒の定義に①ポップ又は一定の苦味
料を原料の一部とした酒類と②香
味，色沢その他の性状がビールに類
似する酒類を追加する。

同左
（※�）【令和８年10月１日以後】税率構
造の見直し（第３段階）を行う。

　・�ビール系飲料（ビール，発泡酒）�
　・�その他の発泡性酒類（チューハイ
等）：令和８年10月１日に，１㎘に
つき100, 000円に引き上げる。
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43.　主　　要　　間　　接　　税　　

区　　分 揮発油税・地方揮発油税 石 油 ガ ス 税 航 空 機 燃 料 税 石 油 石 炭 税

課 税 物 件 揮発油 自動車用石油ガス 航空機燃料 原油及び輸入石油製品，ガス
状炭化水素並びに石炭

納税義務者 製造者又は引取者 充てんする者又は引取者 航空機の所有者等 採取者又は引取者

免 税 措 置 ⑴　輸出用
⑵　灯油
⑶　航空機燃料用
⑷�　石油化学製品の製造
用
⑸　ゴム溶剤用等
⑹　外国公館等用

⑴　輸出用
⑵　原料用
⑶　熱源用

　国，地方公共団体及び
国際線（ただし，国内輸
送を行う場合を除く。）

　輸入石油製品等のうち
⑴　石油化学用ナフサ等
⑵　農林漁業用Ａ重油
⑶�　アンモニア等製造用ＬＰ
Ｇ
⑷�　鉄鋼，コークス及びセメ
ント製造用石炭
⑸�　沖縄発電用石炭及びＬＮ
Ｇ
⑹�　苛性ソーダ製造業・イオ
ン交換膜法による塩製造業
用の自家発電用石炭（地球
温暖化対策のための税率の
特例により上乗せされる部
分（以下「特例部分」）を
軽減）

主 な 税 率 １㎘につき
揮発油税� 48, 600円
地方揮発油税� 5, 200円
（当分の間の特例税率）

※2034年４月１日～
１㎘につき
揮発油税� 48, 300円
地方揮発油税� 5, 500円
（当分の間の特例税率）

１㎏につき　� 17円50銭
（１ℓにつき� ９円80銭）

１㎘につき　� 18, 000円
　�（平成23年４月１日～
令和２年３月31日）

・�沖縄島，宮古島，石垣
島，久米島若しくは下
地島と沖縄以外の本邦
の地域（離島を除く）
との間又は沖縄県の区
域内の各地間を航行す
る航空機の航空機燃料
　１㎘につき� 9, 000円
　�（平成31年４月１日～
令和２年３月31日）

・�一定の離島路線を航行
する航空機の航空機燃
料
１㎘につき� 13, 500円
　�（平成23年４月１日～
令和２年３月31日）

［地球温暖化対策のための税
率の特例］
⑴　原油，輸入石油製品
　１㎘につき
� 2, 800円（2, 040円）
⑵　天然ガス，石油ガス等
　１ｔにつき
� 1, 860円（1, 080円）
⑶　石炭
　１ｔにつき
� 1, 370円（700円）

※�かっこ書きは本則税率であ
る。
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　　制　　度　　の　　概　　要（続）

区　　分 揮発油税・地方揮発油税 石 油 ガ ス 税 航 空 機 燃 料 税 石 油 石 炭 税

納 税 方 法 　製造場から移出される
ものについては，翌月末
日までに申告し，納付す
る。
　輸入揮発油について
は，保税地域から引き取
る時までに申告し，納付
する。ただし，関税の特
例申告を行う場合には，
引取りの日の属する月の
翌月末日までに申告し，
納付する。

　石油ガスの充てん場か
ら移出されるものについ
ては，翌月末日までに申
告し，翌々月末日までに
納付する。
　輸入石油ガスについて
は，保税地域から引き取
る時までに申告し，納付
する。ただし，関税の特
例申告を行う場合には，
引取りの日の属する月の
翌月末日までに申告し，
納付する。

　翌月末日までに申告
し，納付する。

　採取場から移出される原
油，ガス状炭化水素及び石炭
については，翌月末日までに
申告し，納付する。
　輸入原油及び輸入石油製
品，輸入ガス状炭化水素並び
に輸入石炭については，保税
地域から引き取る時（国税庁
長官の承認を受けた場合に
は，翌月末日）までに申告
し，納付する。ただし，関税
の特例申告を行う場合には，
引取りの日の属する月の翌月
末日までに申告し，納付する。

備 考 　バイオエタノール等揮
発油に対し，課税標準の
特例措置が講じられてい
る。

　国産石化用ナフサ等，国産
農林漁業用Ａ重油，国産アス
ファルト等及び非製品ガスに
ついて，本則税率と特例部分
についての還付措置が講じら
れている。
　内航運送用船舶等，鉄道，
航空機の燃料及び農林漁業用
の軽油，苛性ソーダの製造に
使用する電気の発電の用に供
する重油，天然ガス及び石炭
について，特例部分について
の還付措置が講じられている。
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44.　自 動 車 関 係 諸 税 の 概 要

税　　目 課税主体 課 税 物 件 税　　　　　　　　　　　率 税 収 の 使 途

揮 発 油 税 国 揮発油 48,600円/㎘（当分の間の特例税率） 国の一般財源である。
地方揮発油
税

国 揮発油 5,200円/㎘（当分の間の特例税率） 都道府県，指定市及び
市町村（特別区含む）
の一般財源として全額
譲与されている。

石油ガス税 国 自動車用石油
ガス

17円50銭/㎏（9,800円/㎘） 1/2は国の一般財源で
あるが，1/2は都道府県
及び指定市の一般財源
として譲与されている。

軽油引取税 都道府県 軽油 32,100円/㎘（当分の間の特例税率） 都道府県及び指定市の
一般財源である。

自動車取得
税

都道府県 乗 用 車 ，ト
ラック，バス，
軽自動車等

自　家　用　　　　　　取得価額の３％
営業用及び軽自動車　　　〃　　２％（当分の間の特例税率）

３割は都道府県及び指
定市，７割は市町村
（特別区含む）の一般
財源である。

自 動 車 税 都道府県 乗用車，ト
ラック，バス
等（軽自動車
等を除く。）

（例）� （自家用）　� （営業用）
乗用車（2,000ccクラス）（令和元年９月30日以前に新車新規登録）
� 39,500円（年）� 9,500円（年）
乗用車（2,000ccクラス）（令和元年10月１日以後に新車新規登録）
� 36,000円（年）� 9,500円（年）
トラック（４～５トン積）� 25,500円（年）� 18,500円（年）

バス　一般乗合用（30～40人乗）� －　　　� 14,500円（年）
　　　そ　の　他（40～50人乗）�49,000円（年）� 38,000円（年）

都道府県の一般財源で
ある。
※�但し，環境性能割に
ついては，一部を市
町村（特別区含む）
へ交付

軽自動車税 市町村 軽自動車，小
型二輪車，原
付自転車等

（例）

軽 乗 用 車　自家用10,800円（7,200円）（年）　　　　　　営業用 6,900円（5,500円）（年）

軽トラック　自家用 5,000円（4,000円）（年）　　　　　　営業用 3,800円（3,000円）（年）
小型二輪車　　　　 6,000円（年）
※�（　）内は，平成27年３月31日以前に最初の新規検査を受
けている車両について適用。

市町村（特別区含む）
の一般財源である。
※�但し，環境性能割は，
当分の間，都道府県
が賦課徴収等を行う。

自動車重量
税

国 乗用車，ト
ラック，バ
ス，軽自動車
等

（例）車検期間１年ごと
� （本則税率）　� （当分の間の特例税率）
� �（自家用）�（営業用）
乗用車　自重0.5トンごとに� 2,500円� 4,100円� 2,600円
トラック
　2.5トン超 総重量 １トンごとに� 2,500円� 4,100円� 2,600円
　2.5トン以下　　　　　〃� 2,500円� 3,300円� 2,600円
軽自動車　１両ごとに� 2,500円� 3,300円� 2,600円

578/1,000は国の一般
財 源 で あ る が ，
422/1,000は都道府県
及び市町村（特別区含
む）の一般財源として
譲与されている（当分
の間の特例譲与割合）。
※�譲与割合について
は，以後，段階的に
引き上げ，2035年度
以降は490/1,000

 （備考）1.　揮発油税・地方揮発油税・軽油引取税・自動車取得税・自動車重量税の特例税率については，当分の間の措置である。
　　　　2.　2034年４月１日より，揮発油税の税率については48,300円，地方揮発油税の税率については5,500円である。
　　　　3.�　自動車取得税について，消費税率10％への引上げ時である令和元年10月１日に廃止するとともに，自動車税及び軽自動車税において，自動車

取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割をそれぞれ同日から導入することとされている。
　　　　4.�　一定の環境性能を満たした車に対しては，自動車重量税にあっては令和元年５月１日から令和３年４月30日までの間に受ける自動車検査証の

交付等，自動車取得税にあっては平成31年４月１日から令和元年９月30日までの間の車の取得について，それぞれ減免措置が講じられている。
　　　　5.　自動車税については低公害車・低燃費車に対し軽課するとともに，新規登録後長期経過した自動車に対して，重課する措置が講じられている。�
　　　　6.�　軽自動車税については，平成28年度以後，新規取得後13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に対して重課する措置が講じられている。

また，低公害車・低燃費車に対しては軽課措置が講じられている。
　　　　7.�　自動車重量税については，新規登録後13年を経過した自動車及び新規登録後18年を経過した自動車に対して，それぞれ重課する措置が講じら

れている。
　　　　8.�　バリアフリー性能に優れた一定のバス及びタクシーに対しては，自動車重量税にあっては平成24年５月１日から令和３年３月31日までの間に

初めて受ける自動車検査証の交付，自動車取得税にあっては平成24年４月１日から令和元年９月30日までの間の車の取得について，それぞれ減
免措置が講じられている。また，自動車税環境性能割について，自動車取得税と同様の課税標準の特例措置を令和元年10月１日から令和３年３
月31日まで講ずることとされている。

　　　　9.�　車両安定性制御装置等を装備した一定のバス及びトラックに対しては，自動車重量税にあっては平成27年５月１日から令和３年４月30日まで
の間に初めて受ける自動車検査証の交付，自動車取得税にあっては平成29年４月１日から令和元年９月30日までの間の車の取得について，それ
ぞれ軽減措置が講じられている。また，自動車税環境性能割について，見直しを行った上，自動車取得税と同様の課税標準の特例措置を令和元
年10月１日から令和３年３月31日まで講ずることとされている。
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46.　外国法人・非居住者の課税状況（源泉所得税）の内訳

45.　外国法人・非居住者の課税状況の推移
（単位　億円）

法人税（事業年度分） 源泉所得税

年　分 法人所得金額
（全体）①

外国法人の
所得金額②

割合
②／①

法人税額
（全体）③

外国法人の
法人税額④

割合
④／③

源泉徴収税額
⑤

外国法人・
非居住者⑥

割合
⑥／⑤

平成20 371,681 4,144 1.11% 94,737 1,185 1.25% 144,320 3,606 2.50%

　　21 332,592 3,355 1.01% 85,528 964 1.13% 125,926 2,572 2.04%

　　22 356,851 4,294 1.20% 92,383 1,241 1.34% 124,032 2,855 2.30%

　　23 368,086 2,226 0.60% 93,957 609 0.65% 128,477 2,847 2.22%

　　24 448,493 3,083 0.69% 98,884 789 0.80% 129,430 2,629 2.03%

　　25 528,512 5,183 0.98% 108,207 1,266 1.17% 146,260 3,322 2.27%

　　26 579,021 5,560 0.96% 110,291 1,346 1.22% 164,070 4,991 3.04%

　　27 610,409 7,014 1.15% 112,599 1,668 1.48% 178,243 6,390 3.59%

　　28 629,248 5,684 0.90% 111,060 1,220 1.10% 167,218 5,795 3.47%

　　29 702,340 6,367 0.91% 123,459 1,357 1.10% 180,541 6,835 3.79%

 （注）｢国税庁統計年報」に基づいて作成。
　　　法人税については，その年４月１日から翌年３月31日までの間に終了した法定事業年度に係るものを集計しており，清算確定に係るものを含まない。

 （注）「国税庁統計年報」に基づいて作成。

（単位　億円）
区　　　　　　　分 平成20年 平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年

公社債・預貯金の利子等 72 31 20 16 12 12 12 20 25 428

剰余金又は利益の配当等 1,756 1,053 1,452 1,350 1,203 1,646 3,322 3,918 3,717 3,811

匿名組合契約に基づく利益の分配 238 264 202 167 129 269 190 801 179 581

給与・賞与等 227 175 163 197 215 232 243 260 261 400

退職所得 27 30 28 36 37 48 76 74 71 81

役務の報酬 17 19 6 4 3 4 7 6 7 8

工業所有権その他の技術に関する
権利等の使用料又はその譲渡によ
る対価

478 420 440 380 338 395 390 399 537 371

著作権の使用料又はその譲渡によ
る対価 148 124 132 139 131 144 170 288 381 425

貸付金の利子 247 176 144 186 141 170 155 128 133 148

不動産，採石権の貸付，租鉱権の
設定又は航空機，船舶の貸付によ
る所得

83 77 74 90 87 87 97 111 131 136

機械等の使用料 － － － － － － － － － -

土地等の譲渡による対価 86 31 24 112 133 108 113 159 123 196

人的役務提供事業の対価 219 174 169 169 198 206 215 224 229 250

生命保険契約等に基づく年金 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

賞金 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

合　　　　　　　　計 3,606 2,572 2,855 2,847 2,629 3,322 4,991 6,390 5,795 6,835
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47.　我 が 国 の 締 結 し た　　
⑴　二重課税の回避及び脱税の防止に関する規定を主体とする条約等

国　　　名 発 効 日

限　　度　　税　　率 株 式 譲 渡 益 の 課 税 二重課税の
排除

相互
協議

配　　当 利　　子 使 用 料 不動産化体 事業譲渡類似 破綻金融機関 一　般
日本国でのみな
し外国税額控除
（供与期限）

仲裁
規定

ア メ リ カ

原Ｓ30. 4. 1
10％　

（一定のもの）免税　
その他 　　

5％　

金融機関等�
受取� 免税
その他� 10％

免税 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― ―
①Ｓ32. 9. 9
②Ｓ39. 9. 2
③Ｓ40. 5. 6
全Ｓ47. 7. 9
全Ｈ16. 3.30

スウェーデン

原Ｓ32. 6. 1
10％　
（免税）

原則　　免税
一定のもの　

10％
免税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― あり

①Ｓ40. 5.25
全Ｓ58. 9.18
①Ｈ11.12.25
②Ｈ26.10.12

デンマーク
原Ｓ34. 4.24

15％　
（免税） 免税 免税 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり全Ｓ43. 7.26

全Ｈ30.12.27

パキスタン
原Ｓ34. 5.14 10％　

（一定のもの）5％　その他 　　
7.5％　

10％ 10％ 不動産所在地
国課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税 ― ―①Ｓ36. 8. 1

全Ｈ20.11. 9

ノールウェー
原Ｓ34. 9.15

15％　
（5％） 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― ―全Ｓ43.10.25

全Ｈ 4.12.16

イ ン ド

原Ｓ35. 6.13

10％　 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― ―
①Ｓ45.11.15
全　元.12.29
①Ｈ18. 6.28
②Ｈ28.10.29

シンガポール

原Ｓ36. 9. 5

15％　
（5％） 10％ 10％ 不動産所在地

国課税 所在地国課税 居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

あ　　　　り
（平12） ―

全Ｓ46. 8. 3
①Ｓ56. 6.23
全Ｈ 7. 4.28
①Ｈ22. 7.14

オーストリア 原Ｓ38. 4. 4 10％　
（免税） 免税 免税 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり全Ｈ30.10.27

ニュージー
ランド

原Ｓ38. 4.19 15％　
（免税）

金融機関等�
受取� 免税
その他� 10％

5％ 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― あり①Ｓ42. 9.30
全Ｈ25.10.25

イ ギ リ ス
（注１）

原Ｓ38. 4.23

10％　
（免税）

原則　　免税
一定のもの　

10％
免税 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― あり
全Ｓ45.12.25
①Ｓ55.10.31
全Ｈ18.10.12
①Ｈ26.12.12

タ イ
原Ｓ38. 7.24 国内法の税率

（一定のもの）15％　
その他 　　

20％　

金融機関等�
受取� 10％
その他の法人
� 25％

15％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 あ　　　　り ―
全Ｈ 2. 8.31

マレーシア

原Ｓ38. 8.21
（マラヤ連邦）

15％　
（5％） 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 あ　　　　り

（平18） ―全Ｓ45.12.23
全Ｈ11.12.31
①Ｈ22.12. 1

カ ナ ダ
原Ｓ40. 4.30 15％　

（5％） 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― ―全Ｓ62.11.14
　Ｈ12.12.14

フ ラ ン ス
原Ｓ40. 8.22 10％　

（一定のもの）免税　
その他 　　

5％　

金融機関等�
受取� 免税
その他� 10％

免税 不動産所在地
国課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税 ― ―①Ｓ56.10.14

全Ｈ 8. 3.24
①Ｈ19.12. 1

ド イ ツ
原Ｓ42. 6. 9 15％　

（一定のもの）免税　
その他　　

5％　

原則　　免税
一定のもの
国内法の税率

免税 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり①Ｓ55.11.10

②Ｓ59. 5. 4
全Ｈ28.10.28

ブ ラ ジ ル
原Ｓ42.12.31

12.5％　 12.5％
商標権� 25％
映画フィルム
等� 15％
その他�12.5％

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 あ　　　　り ―

①Ｓ52.12.29

スリランカ
（セイロン） 　Ｓ43. 9.22 20％　

（対法人のみ）

銀行等受取
� 免税
その他
国内法の税率

著作権� 免税映画フィルム
特許権等�
� 半額課税

源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 あ　　　　り ―
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　　租　税　条　約　等　の　概　要

国　　名 発 効 日

限　　度　　税　　率 株 式 譲 渡 益 の 課 税 二重課税の
排除

相互
協議

配　　当 利　　子 使 用 料 不動産化体 事業譲渡類似 破綻金融機関 一　般
日本国でのみな
し外国税額控除
（供与期限）

仲裁
規定

エ ジ プ ト
（アラブ連合） 　Ｓ44. 8. 6 15％　 国内法の税率 15％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― ―

ベ ル ギ ー

原Ｓ45. 4.16
10％　
（免税）

企業間受取等
免税

その他� 10％
免税 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり

①Ｈ 2.11.16
②Ｈ25.12.27
全Ｈ31. 1.19

オーストラリア
原Ｓ45. 7. 4 10％　

（一定のもの）免税　
その他 　　

5％　

金融機関等�
受取� 免税
その他� 10％

5％ 不動産所在地
国課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税 ― ―

全Ｈ20.12. 3

オ ラ ン ダ
原Ｓ45.10.23 10％　

（一定のもの）免税　
その他 　　

5％　

金融機関等�
受取� 免税
その他� 10％

免税 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― あり①Ｈ 4.12.16
全Ｈ23.12.29

韓 国
原Ｓ45.10.29 15%　

（平成15年末）� まで� 10%　
平成16年以　�
 後� 5%　

10% 10% 不動産所在地
国課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税

あ　　　　り
� （平15） ―

全Ｈ11.11.22

ザ ン ビ ア 　Ｓ46. 1.23 免税　 10％ 10％ 居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 あ　　　　り ―

ス イ ス
原Ｓ46.12.26 10％　

（一定のもの）免税　
その他 　　

5％　

金融機関等�
受取� 免税
その他� 10％

免税 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― ―
①Ｈ23.12.30

フィンランド 原Ｓ47.12.30 15％　
（10％） 10％ 10％ 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―①Ｈ 3.12.28

イ タ リ ア 原Ｓ48. 3.17 15％　
（10％） 10％ 10％ 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―①Ｓ57. 1.28

ス ペ イ ン 　Ｓ49.11.20 15％　
（10％） 10％ 10％ 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

あ　　　　り
（注４） ―

アイルランド 　Ｓ49.12. 4 15％　
（10％） 10％ 10％ 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

あ　　　　り
（注４） ―

ルーマニア 　Ｓ53. 4. 9 10％　 10％
文化的使用料

10％
工業的使用料

15％

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

旧チェッコスロ
ヴァキア�（注２） 　Ｓ53.11.25 15％　

（10％） 10％
文化的使用料

免税
工業的使用料

10％

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

フィリピン
原Ｓ55. 7.20 15％　

（10％） 10％
映画フィルム

15％
その他� 10％

不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

あ　　　　り
（平30） ―

①Ｈ20.12. 5

ハンガリー 　Ｓ55.10.25 10％　 10％
文化的使用料

免税
工業的使用料

10％

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

ポーランド 　Ｓ57.12.23 10％　 10％
文化的使用料

免税
工業的使用料

10％

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

インドネシア 　Ｓ57.12.31 15％　
（10％） 10％ 10％ 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

あ　　　　り
（注４） ―

中 国 　Ｓ59. 6.26 10％　 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 あ　　　　り ―

旧 ソ 連
（注３） 　Ｓ61.11.27 15％　 10％

文化的使用料
免税

工業的使用料
10％

源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― ―

バングラデシュ 　Ｈ 3. 6.15 15％　
（10％） 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 あ　　　　り ―

ブルガリア 　Ｈ 3. 8. 9 15％　
（10％） 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 あ　　　　り

（平13） ―

ルクセンブルク 原Ｈ 4.12.27 15％　
（ 5％） 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― ―①Ｈ23.12.30
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47.　我 が 国 の 締 結 し た　　

 （備考）1.　原は当初の条約，①，②，③はそれぞれ第１次，第２次，第３次の補足改訂を示し，全は全面改訂を示す。
　　　　2.　配当に対する限度税率は日本側の税率を示す。配当欄の（　）書は，親子会社間配当に対する限度税率を示す。
　　　　3.�　みなし外国税額控除とは，条約の規定により，日本国での外国税額控除の適用上，条約の相手国において経済開発を目的とする税制上の特別措置等により減免された税額を納

付したものとみなして，当該減免税額を控除する制度である。
　　　　4.　事業利得に対しては，国内に恒久的施設を有する場合に当該恒久的施設に帰属する部分に限り課税する。

 （注） 　1.　イギリスとの当初の条約については，フィジーに適用される。
　　　　2.　旧チェッコスロヴァキアとの条約については，チェコ及びスロバキアにそれぞれ適用される。
　　　　3.�　旧ソ連との条約についてはキルギス，ジョージア，タジキスタン，ウズベキスタン，トルクメニスタン，ウクライナ，アルメニア，ベラルーシ，モルドバ及びアゼルバイジャ

ンにそれぞれ適用される。
　　　　4.　先方の国内法の改正により，事実上みなし外国税額控除の適用がない。
　　　　5.�　台湾に関しては，台湾との関係に関する我が国の基本的立場を踏まえ，国際約束である租税条約ではなく，公益財団法人交流協会（日本側）と亜東関係協会（台湾側）との間

で民間取決めを結び，その内容を日本国内で実施するための国内法を整備している ( 現在，両協会は，公益財団法人日本台湾交流協会（日本側）及び台湾日本関係協会（台湾側）
にそれぞれ改称されている。）。

国　　名 発 効 日

限　　度　　税　　率 株 式 譲 渡 益 の 課 税 二重課税の
排除

相互
協議

配　　当 利　　子 使 用 料 不動産化体 事業譲渡類似 破綻金融機関 一　般
日本国でのみな
し外国税額控除
（供与期限）

仲裁
規定

イスラエル 　Ｈ 5.12.24 15％　
（ 5％） 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― ―

ト ル コ 　Ｈ 6.12.28 15％　
（10％）

金 融 機 関�
受取� 10％
その他� 15％

10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 あ　　　　り
（平16） ―

ヴィエトナム 　Ｈ 7.12.31 10％　 10％ 10％ 不動産所在地
国課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税

あ　　　　り
（平22） ―

メ キ シ コ 　Ｈ 8.11. 6

15％　

（一定のもの）免税　
その他 　　

5％　

一定のもの
10％

その他� 15％
10％ 不動産所在地

国課税 所在地国課税 居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

あ　　　　り
（平17） ―

南アフリカ 　Ｈ 9.11. 5 15％　
（ 5％） 10％ 10％ 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 源泉地国課税 ― ―

ブ ル ネ イ 　Ｈ21.12.19 10％　
（ 5％） 10％ 10％ 不動産所在地

国課税 所在地国課税 居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

カザフスタン 　Ｈ21.12.30 15％　
（ 5％） 10％ 10％ 不動産所在地

国課税 所在地国課税 居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

香 港 　Ｈ23. 8.14 10％　
（ 5％） 10％ 5％ 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― あり

サウジアラビア 　Ｈ23. 9. 1 10％　
（ 5％） 10％

設備の使用　
5％

その他� 10％
不動産所在地
国課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税 ― ―

クウェート 　Ｈ25. 6.14 10％　
（ 5％） 10％ 10％ 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― ―

ポルトガル 　Ｈ25. 7.28 10％　
（ 5％）

金 融 機 関�
受取� 5％
その他� 10％

5％ 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― あり

オ マ ー ン 　Ｈ26. 9. 1 10％　
（ 5％） 10％ 10％ 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税 ― ―

アラブ首長国
連邦 　Ｈ26.12.24 10％　

（ 5％） 10％ 10％ 不動産所在地
国課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税 ― ―

カ タ ー ル 　Ｈ27.12.30 10％　
（ 5％）

金 融 機 関�
受取� 免税
その他� 10％

5% 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

台 湾
（注５） 　Ｈ28. 6.13 10%　 10% 10% 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

チ リ 　Ｈ28.12.28 15％　
（ 5％）

銀行等受取　
4％

その他� 10％
（平成30年末
までは15％）

設備の使用　
2％

その他　10％
不動産所在地
国課税 所在地国課税 居住地国のみ

で課税
居住地国のみ
で課税 ― あり

ラ ト ビ ア 　Ｈ29. 7. 5
個人以外受取

　免税
その他� 10％

個人以外受取
　免税

その他� 10％
免税 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり

スロベニア 　Ｈ29. 8.23 5％　 5％ 5％ 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり

リ ト ア ニ ア 　Ｈ30. 8.31
個人以外受取

　免税
その他� 10％

個人以外受取
　免税

その他� 10％
免税 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり

エ ス ト ニ ア 　Ｈ30. 9.29 10％　
（免税） 10％ 5％ 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり

ロ シ ア 　Ｈ30.10.10 10％　
（ 5％） 免税 免税 不動産所在地

国課税
居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― ―

アイスランド 　Ｈ30.10.31

15％　

（一定のもの）免税　
その他 　　

5％　

免税 免税 不動産所在地
国課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税

居住地国のみ
で課税 ― あり
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　　租　税　条　約　等　の　概　要（続）
 ⑵　租税に関する情報交換規定を主体とする協定
 　　・バミューダ　　　　 （H22.�8.�1）
 　　・バハマ　　　　　　 （H23.�8.25）
 　　・マン島　　　　　　 （H23.�9.�1）
 　　・ケイマン諸島　　　 （H23.11.13）
 　　・リヒテンシュタイン（H24.12.29）
 　　・サモア　　　　　　 （H25.�7.�6）
 　　・ガーンジー　　　　 （H25.�8.23）
 　　・ジャージー　　　　 （H25.�8.30）
 　　・マカオ　　　　　　 （H26.�5.22）
 　　・英領バージン諸島　 （H26.10.11）
 　　・パナマ　　　　　　 （H29.�3.12）
 　　（注１）（　）内は発効日を示す。
 　　（注２）バハマについては，自動的情報交換に関して規定する改正議定書がH30.12.12に発効。

 ⑶　税務行政執行共助条約
 　　条約締結国の税務当局間で税務行政に関する国際的な協力（情報交換，徴収共助，文書送達共助）を行うための多数国間条約。
 　　令和元年６月30日現在の参加国・地域は，日，米，英，独，仏，伊，加，中，韓等129か国・地域（署名ベース）。
 　　欧州・NIS 諸国地域：�アイスランド，アイルランド，アゼルバイジャン，アルバニア，アルメニア，アンドラ，イギリス，（英）ガーンジー，（英）ジャージー，（英）ジブラルタル，（英）

マン島，イタリア，ウクライナ，エストニア，オーストリア，オランダ，カザフスタン，キプロス，ギリシャ，クロアチア，サンマリノ，ジョージア，スイス，
スウェーデン，スペイン，スロバキア，スロベニア，セルビア，チェコ，デンマーク，（丁）グリーンランド，（丁）フェロー諸島，ドイツ，ノルウェー，ハンガ
リー，フィンランド，フランス，ブルガリア，ベルギー，ポーランド，ポルトガル，北マケドニア，マルタ，モナコ，モルドバ，ラトビア，リトアニア，リヒテ
ンシュタイン，ルーマニア，ルクセンブルク，ロシア

 　　中東，アフリカ地域：�アラブ首長国連邦，イスラエル，ウガンダ，カタール，ガーナ，ガボン，カメルーン，クウェート，ケニア，サウジアラビア，セーシェル，セネガル，チュニジ
ア，トルコ，ナイジェリア，バーレーン，ブルキナファソ，南アフリカ，モーリシャス，モーリタニア，モロッコ，リベリア，レバノン

 　　アジア，大洋州地域：�インド，インドネシア，オーストラリア，韓国，クック諸島，サモア，シンガポール，中国，（中）香港，（中）マカオ，ナウル，ニウエ，日本，ニュージーラン
ド，パキスタン，バヌアツ，フィリピン，ブルネイ，マーシャル諸島，マレーシア

 　　北米，中南米地域：�アメリカ，アルゼンチン，アンティグア・バーブーダ，ウルグアイ，（英）アンギラ，（英）英領バージン諸島，（英）ケイマン諸島，（英）タークス・カイコス諸島，
（英）バミューダ，（英）モントセラト，エクアドル，エルサルバドル，（蘭）アルバ，（蘭）キュラソー，（蘭）セント・マーティン，カナダ，グアテマラ，グレナダ，
コスタリカ，コロンビア，ジャマイカ，セントクリストファー・ネービス，セントビンセント及びグレナディーン諸島，セントルシア，チリ，ドミニカ国，ドミニ
カ共和国，パナマ，バハマ，パラグアイ，バルバドス，ブラジル，ベリーズ，ペルー，メキシコ

 　　（注１）下線は，発効済の国・地域（114か国・地域）を表す。
 　　（注２�）ガーンジー，ジャージー，ジブラルタル，マン島，アンギラ，英領バージン諸島，ケイマン諸島，タークス・カイコス諸島，バミューダ，モントセラトは，イギリスにより適

用拡張。
 　　（注３）グリーンランド，フェロー諸島は，デンマークにより適用拡張。
 　　（注４）アルバ，キュラソー，セント・マーティンは，オランダにより適用拡張。
 　　（注５）香港，マカオは，中国により適用拡張。

 ⑷　ＢＥＰＳ防止措置実施条約
 　　BEPS（税源浸食及び利益移転）プロジェクトにおいて策定されたBEPS 防止措置のうち租税条約に関連する措置を，本条約の締約国間の既存の租税条約に導入するための多数国間条約。
 　　令和元年６月28日現在の参加国・地域は，日，英，独，仏，伊，加，中，韓等87か国・地域（署名ベース）。
 　　欧州・NIS 諸国地域：�アイスランド，アイルランド，アルバニア，アルメニア，アンドラ，イタリア，ウクライナ，イギリス，エストニア，オーストリア，オランダ（注２），（英）ガー

ンジー，カザフスタン，キプロス，ギリシャ，クロアチア，サンマリノ，（英）ジャージー，ジョージア，スイス，スウェーデン，スペイン，スロバキア，スロ
ベニア，セルビア，チェコ，デンマーク，ドイツ，ノルウェー，ハンガリー，フィンランド，フランス，ブルガリア，ベルギー，ポーランド，ポルトガル，マル
タ，（英）マン島，モナコ，ラトビア，リトアニア，リヒテンシュタイン，ルーマニア，ルクセンブルク，ロシア

 　　中東，アフリカ地域：�アラブ首長国連邦，イスラエル，エジプト，カタール，ガボン，カメルーン，クウェート，コートジボワール，サウジアラビア，セーシェル，セネガル，チュニ
ジア，トルコ，ナイジェリア，ブルキナファソ，南アフリカ，モーリシャス，モロッコ

 　　アジア，大洋州地域：�インド，インドネシア，オーストラリア，韓国，シンガポール，中国（注３），日本，ニュージーランド，パキスタン，パプアニューギニア，フィジー，マレー
シア

 　　北米，中南米地域：アルゼンチン，ウルグアイ，カナダ，コスタリカ，コロンビア，ジャマイカ，チリ，パナマ，バルバドス，ベリーズ，ペルー，メキシコ
 　　（注１）下線は，本条約の批准書等を寄託した国・地域（28か国・地域）を示す。
 　　（注２）オランダは，キュラソーが締結した租税条約を本条約の対象とすることを通告している。
 　　（注３）中国は，香港が締結した租税条約を本条約の対象とすることを通告している。
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48.　地　　　方　　　税　　　収　　　入　　　の　　
（単位　億円，％）　

区　　　　　　　　分
番
　
号

昭和30年度 40 50 60 平　成　7 17 26 27 28 29 30（計画） 令和元（計画）
金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

道 府 県 税  1 1,471 38.6 7,823 50.5 38,692 47.4 102,040 43.8 139,090 41.3 152,269 43.7 156,835 42.6 180,222 46.1 181,140 46.0 183,967 46.1 176,930 44.8 179,772 44.7  1
市 町 村 税  2 2,344 61.4 7,671 49.5 42,856 52.6 131,125 56.2 197,660 58.7 195,775 56.3 211,020 57.4 210,763 53.9 212,784 54.0 215,077 53.9 218,092 55.2 222,606 55.3  2
地 方 税 総 計  3 3,815 100.0 15,494 100.0 81,548 100.0 233,165 100.0 336,750 100.0 348,044 100.0 367,855 100.0 390,986 100.0 393,924 100.0 399,044 100.0 395,022 100.0 402,378 100.0  3

道
　
　
　
府
　
　
　
県
　
　
　
税

普 通 税  4 1,468 99.8 7,171 91.7 34,987 90.4 92,991 91.1 119,637 86.0 136,796 89.8 156,733 99.9 180,124 99.9 181,042 99.9 183,861 99.9 176,985 100.0 179,819 100.0  4
道 府 県 民 税  5 237 16.1 1,758 22.5 9,890 25.6 29,513 28.9 44,604 32.1 35,854 23.5 61,774 39.4 61,105 33.9 58,914 32.5 61,381 33.4 54,950 31.1 55,447 30.8  5

個 人  6 140 9.5 1,229 15.7 7,393 19.1 21,002 20.6 26,629 19.1 22,543 14.8 47,173 30.1 47,932 26.6 48,888 27.0 49,587 27.0 44,582 25.2 44,711 24.9  6
法 人  7 97 6.6 529 6.8 2,498 6.5 8,510 8.3 8,055 5.8 9,661 6.3 9,626 6.1 8,435 4.7 7,535 4.2 7,624 4.1 6,548 3.7 6,700 3.7  7
利 子 割  8 － － － － － － － － 9,919 7.1 1,774 1.2 1,124 0.7 954 0.5 445 0.2 593 0.3 485 0.3 558 0.3  8
配 当 割  9 － － － － － － － － － － 786 0.5 2,431 1.6 1,898 1.1 1,282 0.7 1,757 1.0 1,638 0.9 1,815 1.0  9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 10 － － － － － － － － － － 1,091 0.7 1,421 0.9 1,887 1.0 765 0.4 1,821 1.0 1,697 1.0 1,663 0.9 10

事 業 税 11 806 54.8 3,299 42.2 15,015 38.8 39,370 38.6 44,856 32.2 49,142 32.3 32,032 20.4 37,034 20.5 42,613 23.5 41,939 22.8 42,433 24.0 43,306 24.1 11
個 人 12 202 13.7 253 3.2 480 1.2 1,298 1.3 2,504 1.8 2,158 1.4 1,864 1.2 1,939 1.1 1,980 1.1 2,025 1.1 2,077 1.2 2,101 1.2 12
法 人 13 604 41.1 3,046 38.9 14,535 37.6 38,072 37.3 42,352 30.4 46,984 30.9 30,168 19.2 35,095 19.5 40,633 22.4 39,914 21.7 40,356 22.8 41,205 22.9 13

地 方 消 費 税 14 － － － － － － － － － － 25,512 16.8 31,064 19.8 49,742 27.6 47,028 26.0 47,353 25.7 47,068 26.6 48,624 27.0 14
不 動 産 取 得 税 15 52 3.5 414 5.3 1,814 4.7 4,346 4.3 7,876 5.7 4,767 3.1 3,717 2.4 3,768 2.1 3,967 2.2 4,065 2.2 4,186 2.4 4,229 2.4 15
道 府 県 た ば こ（消 費）税 16 96 6.5 440 5.6 1,356 3.5 3,130 3.1 3,783 2.7 2,752 1.8 1,553 1.0 1,530 0.8 1,489 0.8 1,409 0.8 1,407 0.8 1,429 0.8 16
ゴルフ場利用（入場・娯楽施
設利用）税 17 15 1.0 95 1.2 500 1.3 1,083 1.1 977 0.7 620 0.4 479 0.3 475 0.3 459 0.3 447 0.2 448 0.3 417 0.2 17
自 動 車 取 得 税 18 － － － － － － － － － － － － 863 0.6 1,373 0.8 1,461 0.8 1,897 1.0 1,665 0.9 870 0.5 18
軽 油 引 取 税 19 － － － － － － － － － － － － 9,356 6.0 9,246 5.1 9,332 5.2 9,487 5.2 9,492 5.4 9,537 5.3 19
特別地方消費（遊興飲食・料
理飲食等消費）税 20 151 10.3 559 7.1 2,675 6.9 4,757 4.7 1,330 1.0 1 0.0 － － － － － － － － － － － － 20
自 動 車 税 21 79 5.3 549 7.0 3,689 9.5 10,380 10.2 15,873 11.4 17,528 11.5 15,562 9.9 15,428 8.6 15,349 8.5 15,405 8.4 15,258 8.6 15,902 8.8 21
鉱 区 税 22 5 0.3 8 0.1 6 0.0 9 0.0 6 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 22
狩 猟 者 登 録（狩 猟 免 許）税 23 3 0.2 4 0.1 20 0.1 27 0.0 20 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 23
固 定 資 産 税（特 例） 24 22 1.5 39 0.5 21 0.1 123 0.1 100 0.1 164 0.1 17 0.0 23 0.0 28 0.0 44 0.0 75 0.0 55 0.0 24
法 定 外 普 通 税 ・ そ の 他 25 3 0.2 6 0.1 2 0.0 253 0.2 213 0.2 453 0.3 312 0.2 397 0.2 399 0.2 429 0.2 － － － － 25
目 的 税 26 0 0.0 652 8.3 3,705 9.6 9,049 8.9 19,448 14.0 15,473 10.2 102 0.1 99 0.1 98 0.1 106 0.1 8 0.0 8 0.0 26

自 動 車 取 得 税 27 － － － － 1,750 4.5 3,471 3.4 6,112 4.4 4,528 3.0 － － － － － － － － － － － － 27
軽 油 引 取 税 28 － － 649 8.3 1,940 5.0 5,558 5.4 13,322 9.6 10,859 7.1 － － － － － － － － － － － － 28
狩 猟 税 29 － － － － － － － － － － 25 0.0 15 0.0 9 0.0 9 0.0 8 0.0 8 0.0 8 0.0 29
法 定 外 目 的 税 ・ そ の 他 30 0 0.0 3 0.0 15 0.0 20 0.0 14 0.0 60 0.0 88 0.1 89 0.0 89 0.0 97 0.1 － － － － 30
旧 法 に よ る 税 収 入 31 3 0.2 0 0.0 0 0.0 － － 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 － － － － － － － － 31
東日本大震災による減免等 32 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △63 △0.0 △55 △0.0 32
合 計 33 1,471 100.0 7,823 100.0 38,692 100.0 102,040 100.0 139,090 100.0 152,269 100.0 156,835 100.0 180,222 100.0 181,140 100.0 183,967 100.0 176,930 100.0 179,772 100.0 33

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
税

普 通 税 34 2,334 99.6 7,273 94.8 40,100 93.6 120,404 91.8 180,670 91.4 179,142 91.5 193,854 91.9 193,554 91.8 195,369 91.8 197,473 91.8 200,426 91.9 204,768 92.0 34
市 町 村 民 税 35 740 31.6 3,046 39.7 19,804 46.2 66,454 50.7 88,061 44.6 81,555 41.7 95,594 45.3 95,480 45.3 95,736 45.0 96,949 45.1 99,748 45.7 102,584 46.1 35

個 人 36 575 24.5 2,200 28.7 13,596 31.7 45,028 34.3 65,324 33.0 56,985 29.1 71,143 33.7 72,237 34.3 73,651 34.6 74,708 34.7 79,833 36.6 82,235 36.9 36
法 人 37 164 7.0 846 11.0 6,207 14.5 21,426 16.3 22,737 11.5 24,570 12.6 24,451 11.6 23,243 11.0 22,085 10.4 22,241 10.3 19,915 9.1 20,349 9.1 37

固 定 資 産 税 38 1,104 47.1 2,773 36.1 14,899 34.8 41,747 31.8 83,627 42.3 87,547 44.7 86,752 41.1 86,639 41.1 88,032 41.4 89,373 41.6 89,434 41.0 90,721 40.8 38
土 地 39 433 18.5 655 8.5 6,539 15.3 17,898 13.6 34,892 17.7 34,058 17.4 33,820 16.0 33,952 16.1 33,927 15.9 33,872 15.7 34,368 15.8 34,707 15.6 39
家 屋 40 465 19.8 1,210 15.8 5,068 11.8 16,029 12.2 32,218 16.3 37,651 19.2 37,458 17.8 36,911 17.5 37,870 17.8 38,825 18.1 38,124 17.5 39,005 17.5 40
償 却 資 産 41 206 8.8 908 11.8 3,293 7.7 7,821 6.0 16,517 8.4 15,839 8.1 15,474 7.3 15,776 7.5 16,234 7.6 16,676 7.8 16,942 7.8 17,009 7.6 41

軽自動車（自転車，荷車）税 42 46 2.0 125 1.6 275 0.6 698 0.5 1,055 0.5 1,515 0.8 1,951 0.9 2,003 1.0 2,384 1.1 2,486 1.2 2,604 1.2 2,699 1.2 42
市 町 村 た ば こ（消 費）税 43 192 8.2 732 9.5 2,381 5.6 5,515 4.2 6,691 3.4 8,453 4.3 9,502 4.5 9,361 4.4 9,109 4.3 8,623 4.0 8,614 3.9 8,745 3.9 43
電 気 税 ・ ガ ス 税 44 215 9.2 540 7.0 1,613 3.8 5,271 4.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 44
鉱 産 税 45 17 0.7 24 0.3 28 0.1 46 0.0 22 0.0 16 0.0 20 0.0 21 0.0 19 0.0 17 0.0 18 0.0 17 0.0 45
木 材 引 取 税 46 15 0.6 25 0.3 29 0.1 21 0.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 46
特 別 土 地 保 有 税 47 － － － － 1,028 2.4 552 0.4 1,208 0.6 43 0.0 18 0.0 33 0.0 72 0.0 6 0.0 8 0.0 2 0.0 47
法 定 外 普 通 税 ・ そ の 他 48 5 0.2 8 0.1 42 0.1 101 0.1 6 0.0 14 0.0 18 0.0 18 0.0 17 0.0 19 0.0 － － － － 48

目 的 税 49 6 0.3 207 2.7 2,181 5.1 9,316 7.1 16,322 8.3 15,559 7.9 16,232 7.7 16,298 7.7 16,512 7.8 16,723 7.8 16,995 7.8 17,145 7.7 49
入 湯 税 50 3 0.1 14 0.2 72 0.2 140 0.1 208 0.1 244 0.1 224 0.1 227 0.1 224 0.1 227 0.1 227 0.1 224 0.1 50
事 業 所 税 51 － － － － 152 0.4 1,972 1.5 3,068 1.6 2,970 1.5 3,556 1.7 3,613 1.7 3,659 1.7 3,712 1.7 3,725 1.7 3,791 1.7 51
都 市 計 画 税 52 － － 190 2.5 1,955 4.6 7,201 5.5 13,045 6.6 12,330 6.3 12,439 5.9 12,444 5.9 12,616 5.9 12,767 5.9 13,043 6.0 13,130 5.9 52
法 定 外 目 的 税 ・ そ の 他 53 3 0.1 3 0.0 3 0.0 3 0.0 2 0.0 15 0.0 12 0.0 13 0.0 12 0.0 17 0.0 － － － － 53
旧 法 に よ る 税 収 入 54 4 0.2 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 － － 0 0.0 0 0.0 － － － － － － － － 54
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 55 55

交 付 金 56 － － 27 0.4 136 0.3 368 0.3 668 0.3 963 0.5 934 0.4 911 0.4 903 0.4 881 0.4 872 0.4 872 0.4 56
納 付 金 57 － － 164 2.1 439 1.0 1,037 0.8 － － 111 0.1 － － － － － － － － － － － － 57

東日本大震災による減免等 58 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △201 △0.1 △179 △0.1 58
合 計 59 2,344 100.0 7,671 100.0 42,856 100.0 131,125 100.0 197,660 100.0 195,775 100.0 211,020 100.0 210,763 100.0 212,784 100.0 215,077 100.0 218,092 100.0 222,606 100.0 59

 （備考）1.  　平成29年度以前は決算額（計画外税収含む），平成30年度及び令和元年度は地方財政計画額である。なお，平成30年度及び令和元年度の地方財政計画は，
通常収支分と東日本大震災分が策定されるが，上記は通常収支分と東日本大震災分を合計した税収である。

　　　　2. 　昭和31年度以前の入湯税は法定普通税に含まれる。
　　　　3. 　自動車取得税，軽油引取税は平成21年度の税制改正によって使途が特定されない普通税に改められた。

168 地 方 税



　　構　　　成　　　の　　　累　　　年　　　比　　　較
（単位　億円，％）　

区　　　　　　　　分
番
　
号

昭和30年度 40 50 60 平　成　7 17 26 27 28 29 30（計画） 令和元（計画）
金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

道 府 県 税  1 1,471 38.6 7,823 50.5 38,692 47.4 102,040 43.8 139,090 41.3 152,269 43.7 156,835 42.6 180,222 46.1 181,140 46.0 183,967 46.1 176,930 44.8 179,772 44.7  1
市 町 村 税  2 2,344 61.4 7,671 49.5 42,856 52.6 131,125 56.2 197,660 58.7 195,775 56.3 211,020 57.4 210,763 53.9 212,784 54.0 215,077 53.9 218,092 55.2 222,606 55.3  2
地 方 税 総 計  3 3,815 100.0 15,494 100.0 81,548 100.0 233,165 100.0 336,750 100.0 348,044 100.0 367,855 100.0 390,986 100.0 393,924 100.0 399,044 100.0 395,022 100.0 402,378 100.0  3

道
　
　
　
府
　
　
　
県
　
　
　
税

普 通 税  4 1,468 99.8 7,171 91.7 34,987 90.4 92,991 91.1 119,637 86.0 136,796 89.8 156,733 99.9 180,124 99.9 181,042 99.9 183,861 99.9 176,985 100.0 179,819 100.0  4
道 府 県 民 税  5 237 16.1 1,758 22.5 9,890 25.6 29,513 28.9 44,604 32.1 35,854 23.5 61,774 39.4 61,105 33.9 58,914 32.5 61,381 33.4 54,950 31.1 55,447 30.8  5

個 人  6 140 9.5 1,229 15.7 7,393 19.1 21,002 20.6 26,629 19.1 22,543 14.8 47,173 30.1 47,932 26.6 48,888 27.0 49,587 27.0 44,582 25.2 44,711 24.9  6
法 人  7 97 6.6 529 6.8 2,498 6.5 8,510 8.3 8,055 5.8 9,661 6.3 9,626 6.1 8,435 4.7 7,535 4.2 7,624 4.1 6,548 3.7 6,700 3.7  7
利 子 割  8 － － － － － － － － 9,919 7.1 1,774 1.2 1,124 0.7 954 0.5 445 0.2 593 0.3 485 0.3 558 0.3  8
配 当 割  9 － － － － － － － － － － 786 0.5 2,431 1.6 1,898 1.1 1,282 0.7 1,757 1.0 1,638 0.9 1,815 1.0  9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 10 － － － － － － － － － － 1,091 0.7 1,421 0.9 1,887 1.0 765 0.4 1,821 1.0 1,697 1.0 1,663 0.9 10

事 業 税 11 806 54.8 3,299 42.2 15,015 38.8 39,370 38.6 44,856 32.2 49,142 32.3 32,032 20.4 37,034 20.5 42,613 23.5 41,939 22.8 42,433 24.0 43,306 24.1 11
個 人 12 202 13.7 253 3.2 480 1.2 1,298 1.3 2,504 1.8 2,158 1.4 1,864 1.2 1,939 1.1 1,980 1.1 2,025 1.1 2,077 1.2 2,101 1.2 12
法 人 13 604 41.1 3,046 38.9 14,535 37.6 38,072 37.3 42,352 30.4 46,984 30.9 30,168 19.2 35,095 19.5 40,633 22.4 39,914 21.7 40,356 22.8 41,205 22.9 13

地 方 消 費 税 14 － － － － － － － － － － 25,512 16.8 31,064 19.8 49,742 27.6 47,028 26.0 47,353 25.7 47,068 26.6 48,624 27.0 14
不 動 産 取 得 税 15 52 3.5 414 5.3 1,814 4.7 4,346 4.3 7,876 5.7 4,767 3.1 3,717 2.4 3,768 2.1 3,967 2.2 4,065 2.2 4,186 2.4 4,229 2.4 15
道 府 県 た ば こ（消 費）税 16 96 6.5 440 5.6 1,356 3.5 3,130 3.1 3,783 2.7 2,752 1.8 1,553 1.0 1,530 0.8 1,489 0.8 1,409 0.8 1,407 0.8 1,429 0.8 16
ゴルフ場利用（入場・娯楽施
設利用）税 17 15 1.0 95 1.2 500 1.3 1,083 1.1 977 0.7 620 0.4 479 0.3 475 0.3 459 0.3 447 0.2 448 0.3 417 0.2 17
自 動 車 取 得 税 18 － － － － － － － － － － － － 863 0.6 1,373 0.8 1,461 0.8 1,897 1.0 1,665 0.9 870 0.5 18
軽 油 引 取 税 19 － － － － － － － － － － － － 9,356 6.0 9,246 5.1 9,332 5.2 9,487 5.2 9,492 5.4 9,537 5.3 19
特別地方消費（遊興飲食・料
理飲食等消費）税 20 151 10.3 559 7.1 2,675 6.9 4,757 4.7 1,330 1.0 1 0.0 － － － － － － － － － － － － 20
自 動 車 税 21 79 5.3 549 7.0 3,689 9.5 10,380 10.2 15,873 11.4 17,528 11.5 15,562 9.9 15,428 8.6 15,349 8.5 15,405 8.4 15,258 8.6 15,902 8.8 21
鉱 区 税 22 5 0.3 8 0.1 6 0.0 9 0.0 6 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 22
狩 猟 者 登 録（狩 猟 免 許）税 23 3 0.2 4 0.1 20 0.1 27 0.0 20 0.0 － － － － － － － － － － － － － － 23
固 定 資 産 税（特 例） 24 22 1.5 39 0.5 21 0.1 123 0.1 100 0.1 164 0.1 17 0.0 23 0.0 28 0.0 44 0.0 75 0.0 55 0.0 24
法 定 外 普 通 税 ・ そ の 他 25 3 0.2 6 0.1 2 0.0 253 0.2 213 0.2 453 0.3 312 0.2 397 0.2 399 0.2 429 0.2 － － － － 25
目 的 税 26 0 0.0 652 8.3 3,705 9.6 9,049 8.9 19,448 14.0 15,473 10.2 102 0.1 99 0.1 98 0.1 106 0.1 8 0.0 8 0.0 26

自 動 車 取 得 税 27 － － － － 1,750 4.5 3,471 3.4 6,112 4.4 4,528 3.0 － － － － － － － － － － － － 27
軽 油 引 取 税 28 － － 649 8.3 1,940 5.0 5,558 5.4 13,322 9.6 10,859 7.1 － － － － － － － － － － － － 28
狩 猟 税 29 － － － － － － － － － － 25 0.0 15 0.0 9 0.0 9 0.0 8 0.0 8 0.0 8 0.0 29
法 定 外 目 的 税 ・ そ の 他 30 0 0.0 3 0.0 15 0.0 20 0.0 14 0.0 60 0.0 88 0.1 89 0.0 89 0.0 97 0.1 － － － － 30
旧 法 に よ る 税 収 入 31 3 0.2 0 0.0 0 0.0 － － 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 － － － － － － － － 31
東日本大震災による減免等 32 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △63 △0.0 △55 △0.0 32
合 計 33 1,471 100.0 7,823 100.0 38,692 100.0 102,040 100.0 139,090 100.0 152,269 100.0 156,835 100.0 180,222 100.0 181,140 100.0 183,967 100.0 176,930 100.0 179,772 100.0 33

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
税

普 通 税 34 2,334 99.6 7,273 94.8 40,100 93.6 120,404 91.8 180,670 91.4 179,142 91.5 193,854 91.9 193,554 91.8 195,369 91.8 197,473 91.8 200,426 91.9 204,768 92.0 34
市 町 村 民 税 35 740 31.6 3,046 39.7 19,804 46.2 66,454 50.7 88,061 44.6 81,555 41.7 95,594 45.3 95,480 45.3 95,736 45.0 96,949 45.1 99,748 45.7 102,584 46.1 35

個 人 36 575 24.5 2,200 28.7 13,596 31.7 45,028 34.3 65,324 33.0 56,985 29.1 71,143 33.7 72,237 34.3 73,651 34.6 74,708 34.7 79,833 36.6 82,235 36.9 36
法 人 37 164 7.0 846 11.0 6,207 14.5 21,426 16.3 22,737 11.5 24,570 12.6 24,451 11.6 23,243 11.0 22,085 10.4 22,241 10.3 19,915 9.1 20,349 9.1 37

固 定 資 産 税 38 1,104 47.1 2,773 36.1 14,899 34.8 41,747 31.8 83,627 42.3 87,547 44.7 86,752 41.1 86,639 41.1 88,032 41.4 89,373 41.6 89,434 41.0 90,721 40.8 38
土 地 39 433 18.5 655 8.5 6,539 15.3 17,898 13.6 34,892 17.7 34,058 17.4 33,820 16.0 33,952 16.1 33,927 15.9 33,872 15.7 34,368 15.8 34,707 15.6 39
家 屋 40 465 19.8 1,210 15.8 5,068 11.8 16,029 12.2 32,218 16.3 37,651 19.2 37,458 17.8 36,911 17.5 37,870 17.8 38,825 18.1 38,124 17.5 39,005 17.5 40
償 却 資 産 41 206 8.8 908 11.8 3,293 7.7 7,821 6.0 16,517 8.4 15,839 8.1 15,474 7.3 15,776 7.5 16,234 7.6 16,676 7.8 16,942 7.8 17,009 7.6 41

軽自動車（自転車，荷車）税 42 46 2.0 125 1.6 275 0.6 698 0.5 1,055 0.5 1,515 0.8 1,951 0.9 2,003 1.0 2,384 1.1 2,486 1.2 2,604 1.2 2,699 1.2 42
市 町 村 た ば こ（消 費）税 43 192 8.2 732 9.5 2,381 5.6 5,515 4.2 6,691 3.4 8,453 4.3 9,502 4.5 9,361 4.4 9,109 4.3 8,623 4.0 8,614 3.9 8,745 3.9 43
電 気 税 ・ ガ ス 税 44 215 9.2 540 7.0 1,613 3.8 5,271 4.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 44
鉱 産 税 45 17 0.7 24 0.3 28 0.1 46 0.0 22 0.0 16 0.0 20 0.0 21 0.0 19 0.0 17 0.0 18 0.0 17 0.0 45
木 材 引 取 税 46 15 0.6 25 0.3 29 0.1 21 0.0 － － － － － － － － － － － － － － － － 46
特 別 土 地 保 有 税 47 － － － － 1,028 2.4 552 0.4 1,208 0.6 43 0.0 18 0.0 33 0.0 72 0.0 6 0.0 8 0.0 2 0.0 47
法 定 外 普 通 税 ・ そ の 他 48 5 0.2 8 0.1 42 0.1 101 0.1 6 0.0 14 0.0 18 0.0 18 0.0 17 0.0 19 0.0 － － － － 48

目 的 税 49 6 0.3 207 2.7 2,181 5.1 9,316 7.1 16,322 8.3 15,559 7.9 16,232 7.7 16,298 7.7 16,512 7.8 16,723 7.8 16,995 7.8 17,145 7.7 49
入 湯 税 50 3 0.1 14 0.2 72 0.2 140 0.1 208 0.1 244 0.1 224 0.1 227 0.1 224 0.1 227 0.1 227 0.1 224 0.1 50
事 業 所 税 51 － － － － 152 0.4 1,972 1.5 3,068 1.6 2,970 1.5 3,556 1.7 3,613 1.7 3,659 1.7 3,712 1.7 3,725 1.7 3,791 1.7 51
都 市 計 画 税 52 － － 190 2.5 1,955 4.6 7,201 5.5 13,045 6.6 12,330 6.3 12,439 5.9 12,444 5.9 12,616 5.9 12,767 5.9 13,043 6.0 13,130 5.9 52
法 定 外 目 的 税 ・ そ の 他 53 3 0.1 3 0.0 3 0.0 3 0.0 2 0.0 15 0.0 12 0.0 13 0.0 12 0.0 17 0.0 － － － － 53
旧 法 に よ る 税 収 入 54 4 0.2 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 － － 0 0.0 0 0.0 － － － － － － － － 54
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 55 55

交 付 金 56 － － 27 0.4 136 0.3 368 0.3 668 0.3 963 0.5 934 0.4 911 0.4 903 0.4 881 0.4 872 0.4 872 0.4 56
納 付 金 57 － － 164 2.1 439 1.0 1,037 0.8 － － 111 0.1 － － － － － － － － － － － － 57

東日本大震災による減免等 58 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △201 △0.1 △179 △0.1 58
合 計 59 2,344 100.0 7,671 100.0 42,856 100.0 131,125 100.0 197,660 100.0 195,775 100.0 211,020 100.0 210,763 100.0 212,784 100.0 215,077 100.0 218,092 100.0 222,606 100.0 59
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49.　国及び地方公共団体の歳入構造の推移
（単位　億円，％）

区　　　分
昭和10年度 25 40 50 55 60 平　成　2 7
金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

国

税 収 入 10. 1 45 4, 564 64 30, 496 81 137, 527 64 268, 687 61 381, 988 71 601, 059 84 519, 308 64
専売納付金 2. 0 9 1, 145 16 1, 804 5 3, 405 2 8, 124 2 108 0 111 0 163 0
公 債 6. 8 30 － － 1, 972 5 52, 805 25 141, 702 32 123, 080 23 73, 120 10 212, 470 26
そ の 他 3. 7 16 1, 459 20 3, 459 9 20, 997 10 21, 894 5 34, 749 6 42, 745 6 73, 631 9
計 22. 6 100 7, 168 100 37, 731 100 214, 734 100 440, 407 100 539, 926 100 717, 035 100 805, 572 100

地
　
方
　
計

税 収 入 6. 3 22 1, 883 35 15, 494 33 81, 548 30 158, 938 33 233, 165 39 334, 504 39 336, 750 31
地方譲与税 － － － － 501 1 2, 482 1 4, 400 1 4, 615 1 16, 627 2 19, 393 2
地方交付税 － － 1, 085 20 7, 432 16 44, 710 16 81, 140 17 94, 499 16 143, 280 17 161, 529 15
国庫支出金 2. 9 11 1, 266 23 11, 912 26 66, 022 24 120, 446 27 120, 227 20 125, 990 15 176, 683 17
地 方 債 6. 7 26 328 6 3, 209 7 32, 598 12 48, 383 8 46, 079 7 64, 163 8 171, 176 16
そ の 他 9. 6 38 887 16 7, 947 17 46, 305 17 79, 451 14 104, 592 17 165, 803 19 205, 426 19
計 25. 5 100 5, 449 100 46, 495 100 273, 666 100 492, 758 100 603, 177 100 850, 367 100 1, 070, 956 100

道
　
府
　
県

税 収 入 2. 5 32 782 26 8, 484 31 42, 810 30 81, 371 33 113, 537 37 173, 532 40 157, 287 29
地方譲与税 － － － － 456 2 1, 491 1 1, 756 1 1, 831 1 8, 021 2 8, 706 2
地方交付税 － － 712 24 4, 807 17 23, 922 17 43, 244 17 52, 896 17 78, 896 18 84, 364 16
国庫支出金 1. 3 17 788 27 8, 339 30 39, 393 27 67, 632 27 70, 982 23 73, 652 17 99, 947 19
地 方 債 1. 6 20 178 6 1, 503 5 16, 177 11 20, 849 8 21, 856 7 31, 561 7 90, 612 17
そ の 他 2. 5 31 509 17 4, 072 15 20, 969 14 34, 238 14 46, 701 15 68, 886 16 96, 386 18

計 7. 9 100 2, 969 100 27, 661 100 144, 762 100 249, 090 100 307, 803 100 434, 548 100 537, 302 100

市
　
町
　
村

税 収 入 3. 8 22 1, 101 45 7, 010 37 38, 739 30 77, 567 32 119, 628 40 160, 972 39 179, 462 34
地方譲与税 － － － － 45 0 991 1 2, 644 1 2, 784 1 8, 606 2 10, 687 2
地方交付税 － － 373 15 2, 625 14 20, 788 16 37, 896 15 41, 603 14 64, 384 15 77, 165 14
国庫支出金 1. 6 9 478 19 3, 573 19 26, 629 21 52, 814 22 49, 245 17 52, 338 13 76, 736 14
地 方 債 5. 1 29 150 6 1, 706 9 16, 421 13 27, 534 11 24, 223 8 32, 602 8 80, 564 15
そ の 他 7. 1 40 378 15 3, 875 21 25, 336 19 45, 213 19 57, 891 20 96, 917 23 109, 040 20

計 17. 6 100 2, 480 100 18, 834 100 128, 904 100 243, 668 100 295, 374 100 415, 819 100 533, 654 100

区　　　分
平　成　12 17 22 27 28 29 30 令　和　元
金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

国

税 収 入 507, 125 54 490, 654 55 414, 868 41 562, 854 55 554, 686 54 587, 875 57 599, 280 59 624, 950 62
専売納付金 205 0 － － － － － － － － － － － － － －
公 債 330, 040 35 312, 690 35 423, 030 42 349, 183 34 380, 346 37 335, 545 32 353, 954 35 326, 605 32
そ の 他 96, 240 10 86, 658 10 167, 448 17 109, 716 11 92, 708 9 113, 019 11 60, 347 6 63, 016 6
計 933, 610 100 890, 003 100 1, 005, 346 100 1, 021, 753 100 1, 027, 740 100 1, 036, 440 100 1, 013, 581 100 1, 014, 571 100

地
　
方
　
計

税 収 入 355, 464 33 348, 044 35 343, 163 33 390, 986 35 393, 924 36 399, 044 36 395, 022 45 402, 378 44
地方譲与税 6, 202 1 18, 490 2 20, 692 2 26, 792 2 23, 402 2 24, 052 2 25, 754 3 27, 123 3
地方交付税 217, 764 20 169, 587 17 171, 936 17 173, 906 16 172, 390 16 167, 680 15 164, 312 19 165, 858 18
国庫支出金 168, 395 16 141, 192 14 172, 973 17 192, 273 17 196, 411 18 195, 104 18 143, 200 16 153, 942 17
地 方 債 111, 735 10 104, 284 11 129, 948 13 107, 152 10 104, 153 9 106, 686 10 92, 218 10 94, 294 10
そ の 他 212, 630 20 210, 134 21 200, 489 19 216, 676 20 209, 958 19 214, 596 19 60, 581 7 64, 379 7
計 1, 072, 191 100 991, 731 100 1, 039, 201 100 1, 107, 786 100 1, 100, 238 100 1, 107, 162 100 881, 087 100 907, 975 100

道
　
府
　
県

税 収 入 174, 561 32 171, 374 35 159, 323 32 201, 426 39 202, 516 39 205, 428 40 176, 930 179, 772
地方譲与税 1, 323 0 8, 536 2 15, 933 3 22, 578 4 19, 248 4 19, 909 4
地方交付税 117, 829 22 92, 216 19 87, 665 18 88, 457 17 90, 500 18 86, 593 17
国庫支出金 96, 426 18 66, 309 14 62, 944 12 62, 996 12 64, 861 13 60, 758 12
地 方 債 62, 682 11 57, 095 12 78, 099 16 55, 281 11 55, 261 11 55, 166 11
そ の 他 91, 328 17 91, 416 19 96, 698 19 89, 760 17 83, 845 16 81, 041 16

計 544, 149 100 486, 945 100 500, 661 100 520, 499 100 516, 231 100 508, 895 100

市
　
町
　
村

税 収 入 180, 903 34 176, 670 35 183, 840 34 189, 560 32 191, 407 33 193, 616 32 218, 092 222, 606
地方譲与税 4, 879 1 9, 954 2 4, 759 1 4, 214 1 4, 154 1 4, 143 1
地方交付税 99, 936 19 77, 371 15 84, 271 16 85, 449 15 81, 890 14 81, 087 14
国庫支出金 71, 969 14 74, 883 14 110, 030 20 129, 277 22 131, 550 23 134, 346 22
地 方 債 49, 053 9 47, 190 9 51, 850 10 51, 871 9 48, 892 8 51, 520 9
そ の 他 121, 302 23 118, 718 24 103, 791 19 126, 915 22 126, 114 22 133, 555 22

計 528, 042 100 504, 786 100 538, 540 100 587, 287 100 584, 007 100 598, 268 100

 （備考）1. 　国は平成29年度までは決算額，平成30年度は補正後予算額であり，令和元年度は予算額である。
　 　　　 　地方は平成29年度までは決算額，平成30年度及び令和元年度は地方財政計画額である。平成29年度までの地方計は，都道府県と市町村とを単

純合計したものである。
　　　　2 .　国は一般会計，地方は普通会計である。なお，平成29年度までについて，東京都が徴収した市町村税相当分は，道府県税収入に含まれている

ので，他の表の道府県税収入額及び市町村税収入額とは一致していない。
　　　　3.　国の専売納付金のうち日本専売公社納付金は60年度からたばこ（消費）税に移行している。
　　　　4.　地方交付税には，分与税及び配付税を含む。
　　　　5.　決算額の国庫支出金には，都道府県支出金，国有提供施設等所在市町村助成交付金，特別事業債償還交付金及び交通安全対策特別交付金を含む。
　　　　6 .　国の歳入合計においては，いわゆる「つなぎ国債」を含む。具体的には，湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨

時特別公債（平成２年度：9,689億円），消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公
債（平成７年度：28,511億円）を含む。
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50.　地方税（道府県税）収入の都道府県別所在状況（平成29年度人口１人当たり指数）
（全国平均＝100）　

税　目

都道府県

道 府 県 民 税 事　業　税 地　方 
消費税 

（清算後）

不動産 
 

取得税

道府県 
たばこ 

税

ゴルフ 
場利用 

税

自　動 
 

車　税

自動車 
 

取得税

軽　油 
 

引取税
計

個人 法人 計 個人 法人 計

北 海 道 77.2 60.7 75.2 54.4 67.7 67.1 108.0 89.7 123.7 87.1 119.0 115.2 148.7 90.5
青 森 63.8 50.0 62.0 46.8 61.7 61.0 94.9 53.3 113.9 33.1 105.3 105.3 140.9 89.1
岩 手 69.4 66.6 69.0 60.5 64.8 64.6 97.5 54.8 103.6 64.0 116.5 109.0 187.4 85.6
宮 城 86.3 96.4 87.5 89.4 101.7 101.1 99.5 95.1 111.3 89.1 118.9 104.8 163.3 100.6
秋 田 62.0 51.3 60.7 48.2 53.6 53.3 103.4 47.2 99.7 43.4 111.6 114.3 121.0 77.8
山 形 70.7 61.8 69.6 61.2 62.6 62.6 98.3 57.8 91.8 30.9 120.1 111.6 122.4 82.5
福 島 79.1 75.5 78.7 77.5 95.3 94.4 99.7 69.3 115.8 92.6 132.4 110.7 166.7 98.0

茨 城 90.2 76.3 88.4 66.6 89.3 88.2 90.0 71.5 105.8 261.1 141.3 110.8 148.1 96.7
栃 木 89.9 93.6 90.4 65.0 89.5 88.3 101.4 95.1 103.5 331.7 146.3 106.5 148.1 101.1
群 馬 85.7 93.0 86.7 61.2 85.2 84.1 100.3 88.9 101.0 172.3 142.4 125.8 114.6 96.2
埼 玉 103.6 59.0 98.1 110.7 59.3 61.8 82.5 79.8 91.5 84.6 95.9 94.1 91.3 84.4
千 葉 108.6 62.9 103.0 79.4 69.9 70.3 90.2 90.0 93.5 201.1 98.1 94.3 85.5 90.4
東 京 162.1 274.2 176.0 237.7 236.9 236.9 131.2 191.0 108.8 13.1 63.6 85.5 40.2 160.0
神 奈 川 126.5 77.5 120.4 127.6 89.0 90.8 90.5 100.9 87.7 48.9 82.7 91.0 59.1 98.1

新 潟 76.0 66.4 74.8 58.7 77.1 76.3 96.6 73.4 94.8 68.0 115.3 105.7 138.8 88.6
富 山 89.7 76.2 88.0 70.3 84.9 84.2 101.0 71.9 94.4 79.7 131.6 110.4 140.0 96.5
石 川 90.2 90.5 90.2 82.5 91.3 90.9 103.7 80.5 100.4 129.1 126.5 119.2 120.6 98.9
福 井 86.9 77.6 85.8 71.8 99.2 97.9 96.9 69.8 97.2 82.3 126.1 117.3 135.6 105.8

山 梨 83.9 92.1 84.9 73.9 85.5 84.9 100.4 73.9 102.7 258.0 127.0 109.4 115.0 94.7
長 野 82.4 69.3 80.8 54.8 74.4 73.4 102.7 70.5 88.6 114.3 124.7 121.9 113.8 90.2
岐 阜 88.3 66.7 85.6 78.7 71.3 71.7 95.2 75.7 87.7 241.4 128.0 124.1 112.2 90.1
静 岡 96.5 80.2 94.5 94.8 102.5 102.1 103.5 94.6 94.0 192.0 119.6 114.3 137.2 103.2
愛 知 116.6 119.3 116.9 114.2 118.1 117.9 101.7 120.4 96.1 56.3 126.2 141.0 105.9 113.2
三 重 92.8 77.1 90.8 79.0 92.8 92.1 93.9 71.6 96.5 266.6 123.9 128.2 158.9 98.5

滋 賀 92.0 85.2 91.2 61.9 93.9 92.4 86.9 79.9 92.1 205.4 104.7 107.5 120.8 93.0
京 都 96.1 78.0 93.9 96.3 85.8 86.3 96.8 102.1 89.5 84.0 81.0 98.0 72.5 90.6
大 阪 96.3 137.3 101.4 107.8 128.6 127.6 103.5 129.1 116.2 46.0 72.8 84.2 71.9 104.2
兵 庫 101.7 64.8 97.1 80.0 77.6 77.7 90.0 95.7 86.2 183.1 90.8 95.0 91.5 89.8
奈 良 94.2 43.8 87.9 63.1 43.8 44.7 79.8 52.1 76.7 178.9 91.8 88.2 64.9 74.3
和 歌 山 76.1 56.8 73.7 66.6 58.4 58.8 91.1 69.6 99.1 98.0 94.5 96.7 78.8 77.0

鳥 取 70.5 60.1 69.2 50.6 66.0 65.3 97.6 58.4 94.7 46.3 101.1 100.9 116.0 80.8
島 根 72.1 60.4 70.6 61.3 66.8 66.6 96.1 62.9 85.4 50.0 96.7 98.3 100.2 81.0
岡 山 84.0 75.8 83.0 59.3 78.0 77.1 98.9 84.8 95.0 100.3 110.2 102.9 133.8 90.9
広 島 93.6 82.9 92.2 86.4 87.3 87.3 100.3 84.0 92.2 72.0 96.5 98.0 110.1 94.1
山 口 81.0 77.3 80.5 68.9 83.0 82.3 97.2 63.6 94.1 102.3 105.4 103.7 132.4 89.9

徳 島 79.6 74.9 79.1 48.5 71.6 70.5 94.9 72.6 96.0 94.3 111.0 87.0 100.9 84.9
香 川 85.3 93.4 86.3 55.9 91.5 89.8 99.6 79.8 97.0 99.7 108.9 91.4 130.5 94.4
愛 媛 73.9 73.9 73.9 56.8 74.3 73.5 95.3 79.9 93.1 68.9 92.7 78.9 100.0 82.9
高 知 72.1 53.6 69.8 71.3 53.4 54.3 100.3 50.6 102.9 94.0 88.9 80.3 88.2 76.5

福 岡 83.7 81.6 83.4 83.7 81.9 82.0 98.0 103.1 108.1 56.6 95.6 94.9 102.8 89.3
佐 賀 69.8 62.1 68.8 68.9 65.5 65.7 96.6 65.5 109.1 97.7 102.0 86.0 148.7 84.0
長 崎 68.3 54.8 66.6 60.2 52.3 52.7 95.4 54.6 100.5 61.1 77.3 67.3 72.7 71.9
熊 本 66.8 61.8 66.2 59.0 60.9 60.8 94.7 75.7 102.4 90.6 100.7 92.6 114.7 78.3
大 分 69.7 61.5 68.7 55.0 67.6 67.0 101.0 72.3 100.5 83.7 100.5 87.9 105.8 81.7
宮 崎 63.7 50.8 62.1 60.0 56.9 57.0 100.7 65.5 102.3 109.1 98.1 82.3 112.1 77.2
鹿 児 島 63.7 55.8 62.7 49.2 54.4 54.2 98.9 76.2 97.3 68.6 89.0 74.3 103.7 75.5
沖 縄 61.4 54.8 60.6 69.7 56.0 56.7 84.1 105.5 109.0 154.0 79.1 58.9 72.0 69.8

合 計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 100 100

 （備考）1.　人口１人当たり指数は，全国平均を100とした数値で，平成30年１月１日現在の住民基本台帳人口によった。
　　　　2.　東京都が特別区において都税として徴収した市町村税相当分は道府県税収入から控除して市町村税収入とした。
　　　　3.　個人道府県民税は，均等割，所得割，利子割，配当割及び株式等譲渡所得割の合計額である。
　　　　4. 　道府県が徴収した道府県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割，地方消費税，ゴルフ場利用税，特別地方消費税，自動車取得税及び軽油引

取税はそのまま道府県税収入とし，利子割交付金，配当割交付金，株式等譲渡所得割交付金，地方消費税交付金，ゴルフ場利用税交付金，特別
地方消費税交付金，自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金は控除していない。

　　　　5. 　地方消費税は，都道府県間における清算後の額である。
　　　　6.　自動車取得税及び軽油引取税については，旧法による税（目的税分）を含む。
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51.　租 税 収 入 の 国 と 地 方 団　　

区　　分

番
　
　
　
　
号

租税総額

租　　　　税　　　　内　　　　訳

地　方
交付税

地　方
譲与税

地方特例 
交付金 国庫支出金

地方から国

への負担額

構　　　　　　　　　　成　　　　　　　　　　比

番
　
　
　
　
号

国　　税
地　　　　方　　　　税 配　　分　　前

配　　　　　分　　　　　後

交付税・譲与税・特例交付金配分後 交付税・譲与税・支出金・特例交付金 
負　担　額　調　整　後

道府県税 市町村税 計
国 地　方 国 地　方 国 地　方

B
A

E
A

B－F－G－H
A

E＋F＋G＋H
A

B－F－G
－H－I＋J

A

E＋F＋G
＋H＋I－J

AA B C D E F G H I J

昭和10年度… 1 18 12 2 4 6 ― ― ― 3 0 65. 5 34. 5 65. 5 34. 5 51. 6 48. 4 1
16……… 2 58 49 2 7 9 4 ― ― 6 0 84. 5 15. 5 77. 6 22. 4 67. 2 32. 8 2
19……… 3 136 127 4 5 9 7 ― ― 8 0 93. 4 6. 6 88. 2 11. 8 82. 4 17. 6 3
25……… 4 7, 585 5, 702 782 1, 101 1, 883 1, 085 ― ― 1, 139 0 75. 2 24. 8 60. 9 39. 1 45. 9 54. 1 4
30……… 5 13, 178 9, 363 1, 471 2, 344 3, 815 1, 600 221 ― 2, 954 19 71. 1 28. 9 57. 2 42. 8 35. 0 65. 0 5
35……… 6 25, 452 18, 010 3, 489 3, 953 7, 442 3, 110 362 ― 4, 771 276 70. 8 29. 2 57. 1 42. 9 39. 5 60. 5 6
40……… 7 48, 279 32, 785 7, 823 7, 671 15, 494 7, 162 501 ― 10, 898 692 67. 9 32. 1 52. 0 48. 0 30. 9 69. 1 7
45……… 8 115, 239 77, 732 21, 112 16, 395 37, 507 18, 097 1, 087 ― 20, 930 1, 262 67. 5 32. 5 50. 8 49. 2 33. 7 66. 3 8
50……… 9 226, 591 145, 043 38, 692 42, 856 81, 548 33, 511 2, 482 ― 58, 823 2, 668 64. 0 36. 0 48. 1 51. 9 23. 3 76. 7 9
55……… 10 442, 626 283, 688 73, 903 85, 035 158, 938 75, 809 4, 401 ― 105, 782 4, 601 64. 1 35. 9 46. 0 54. 0 23. 1 76. 9 10
60……… 11 624, 667 391, 502 102, 040 131, 125 233, 165 98, 193 4, 615 ― 105, 074 6, 579 62. 7 37. 3 46. 2 53. 8 30. 4 69. 6 11

平成 2……… 12 962, 302 627, 798 156, 463 178, 041 334, 504 158, 002 16, 627 ― 107, 311 11, 319 65. 2 34. 8 47. 1 52. 9 37. 1 62. 9 12
8……… 13 903, 198 552, 261 145, 915 205, 022 350, 937 136, 524 19, 970 ― 147, 808 12, 694 61. 1 38. 9 43. 8 56. 2 28. 9 71. 1 13
9……… 14 917, 562 556, 007 149, 478 212, 077 361, 555 157, 745 10, 805 ― 143, 724 12, 543 60. 6 39. 4 42. 2 57. 8 27. 9 72. 1 14
10……… 15 871, 199 511, 977 153, 195 206, 027 359, 222 143, 050 5, 952 ― 157, 451 17, 386 58. 8 41. 2 41. 7 58. 3 25. 6 74. 4 15
11……… 16 842, 400 492, 139 145, 863 204, 399 350, 261 124, 445 6, 089 6, 399 165, 990 16, 106 58. 4 41. 6 42. 2 57. 8 24. 4 75. 6 16
12……… 17 882, 673 527, 209 155, 850 199, 614 355, 464 143, 862 6, 202 9, 140 144, 543 15, 467 59. 7 40. 3 41. 7 58. 3 27. 1 72. 9 17
13……… 18 855, 172 499, 684 155, 303 200, 185 355, 488 163, 366 6, 240 9, 018 145, 501 15, 347 58. 4 41. 6 37. 5 62. 5 22. 3 77. 7 18
14……… 19 792, 227 458, 442 138, 035 195, 750 333, 785 155, 755 6, 342 9, 036 131, 748 14, 634 57. 9 42. 1 36. 3 63. 7 21. 5 78. 5 19
15……… 20 780, 351 453, 694 136, 931 189, 726 326, 657 163, 926 6, 940 10, 062 131, 421 12, 812 58. 1 41. 9 35. 0 65. 0 19. 8 80. 2 20
16……… 21 816, 417 481, 029 144, 870 190, 518 335, 388 155, 227 11, 641 11, 048 124, 598 12, 987 58. 9 41. 1 37. 1 62. 9 23. 5 76. 5 21
17……… 22 870, 949 522, 905 152, 269 195, 775 348, 044 156, 666 18, 490 15, 180 118, 889 12, 731 60. 0 40. 0 38. 2 61. 8 26. 0 74. 0 22
18……… 23 906, 231 541, 169 163, 243 201, 819 365, 062 156, 551 37, 285 8, 160 105, 307 12, 749 59. 7 40. 3 37. 4 62. 6 27. 2 72. 8 23
19……… 24 929, 226 526, 558 186, 642 216, 026 402, 668 155, 538 7, 146 3, 120 103, 365 12, 657 56. 7 43. 3 38. 8 61. 2 29. 1 70. 9 24
20……… 25 853, 894 458, 309 179, 280 216, 305 395, 585 157, 272 6, 788 5, 391 116, 890 11, 854 53. 7 46. 3 33. 8 66. 2 21. 5 78. 5 25
21……… 26 754, 262 402, 433 146, 545 205, 284 351, 830 161, 113 12, 966 4, 620 168, 391 12, 836 53. 4 46. 6 29. 7 70. 3 9. 0 91. 0 26
22……… 27 780, 237 437, 074 140, 262 202, 901 343, 163 173, 948 20, 692 3, 832 143, 052 8, 507 56. 0 44. 0 30. 6 69. 4 13. 3 86. 7 27
23……… 28 793, 468 451, 754 137, 940 203, 774 341, 714 187, 884 21, 699 3, 640 160, 304 7, 698 56. 9 43. 1 30. 1 69. 9 10. 8 89. 2 28
24……… 29 815, 100 470, 492 141, 456 203, 152 344, 608 178, 482 22, 715 1, 275 155, 271 9, 308 57. 7 42. 3 32. 5 67. 5 14. 5 85. 5 29
25……… 30 866, 017 512, 274 147, 739 206, 004 353, 743 170, 979 25, 588 1, 255 165, 118 7, 676 59. 2 40. 8 35. 6 64. 4 17. 4 82. 6 30
26……… 31 946, 346 578, 492 156, 835 211, 020 367, 855 176, 900 29, 369 1, 192 155, 189 7, 054 61. 1 38. 9 39. 2 60. 8 23. 6 76. 4 31
27……… 32 990, 679 599, 694 180, 222 210, 763 390, 986 172, 967 26, 792 1, 189 152, 822 7, 220 60. 5 39. 5 39. 9 60. 1 25. 2 74. 8 32
28……… 33 983, 486 589, 563 181, 140 212, 784 393, 924 176, 854 23, 402 1, 233 156, 871 8, 072 59. 9 40. 1 39. 3 60. 7 24. 1 75. 9 33
29……… 34 1, 022, 847 623, 803 183, 967 215, 077 399, 044 164, 280 24, 052 1, 328 155, 204 7, 344 61. 0 39. 0 42. 1 57. 9 27. 6 72. 4 34
30……… 35 1, 044, 629 638, 003 183, 962 222, 664 406, 626 166, 894 25, 754 1, 544 143, 200 6, 289 61. 1 38. 9 42. 4 57. 6 29. 3 70. 7 35

令和元……… 36 1, 075, 635 664, 213 184, 948 226, 474 411, 422 169, 851 27, 123 4, 340 153, 942 6, 948 61. 8 38. 2 42. 9 57. 1 29. 3 70. 7 36

 （備考）1.　国税は59年度までは日本専売公社納付金を含み，かつ，35年度以降は特別会計分を含む。
　　　　2.　地方から国への負担額は，国直轄事業負担金に係る国への現金納付額である。
　　　　3.　地方交付税（臨時地方特例交付金等を含む。）は，交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入額に返還金及び繰越額等を加減算した額である。
　　　　4. 　国庫支出金には，国有提供施設等所在市町村助成交付金及び交通安全対策特別交付金を含む。

　　　　5.　国税は平成29年度までは決算額，平成30年度は補正後予算額，令和元年度は予算額である。
　　　　6. 　地方税は平成29年度までは決算額，平成30年度は最近の実績を加味して算出した実績見込額，令和元年度は地方財政計画額に計画外税収入見

込額を加えた額である。
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　　体 と の 配 分 の 累 年 比 較

区　　分

番
　
　
　
　
号

租税総額

租　　　　税　　　　内　　　　訳

地　方
交付税

地　方
譲与税

地方特例 
交付金 国庫支出金

地方から国

への負担額

構　　　　　　　　　　成　　　　　　　　　　比

番
　
　
　
　
号

国　　税
地　　　　方　　　　税 配　　分　　前

配　　　　　分　　　　　後

交付税・譲与税・特例交付金配分後 交付税・譲与税・支出金・特例交付金 
負　担　額　調　整　後

道府県税 市町村税 計
国 地　方 国 地　方 国 地　方

B
A

E
A

B－F－G－H
A

E＋F＋G＋H
A

B－F－G
－H－I＋J

A

E＋F＋G
＋H＋I－J

AA B C D E F G H I J

昭和10年度… 1 18 12 2 4 6 ― ― ― 3 0 65. 5 34. 5 65. 5 34. 5 51. 6 48. 4 1
16……… 2 58 49 2 7 9 4 ― ― 6 0 84. 5 15. 5 77. 6 22. 4 67. 2 32. 8 2
19……… 3 136 127 4 5 9 7 ― ― 8 0 93. 4 6. 6 88. 2 11. 8 82. 4 17. 6 3
25……… 4 7, 585 5, 702 782 1, 101 1, 883 1, 085 ― ― 1, 139 0 75. 2 24. 8 60. 9 39. 1 45. 9 54. 1 4
30……… 5 13, 178 9, 363 1, 471 2, 344 3, 815 1, 600 221 ― 2, 954 19 71. 1 28. 9 57. 2 42. 8 35. 0 65. 0 5
35……… 6 25, 452 18, 010 3, 489 3, 953 7, 442 3, 110 362 ― 4, 771 276 70. 8 29. 2 57. 1 42. 9 39. 5 60. 5 6
40……… 7 48, 279 32, 785 7, 823 7, 671 15, 494 7, 162 501 ― 10, 898 692 67. 9 32. 1 52. 0 48. 0 30. 9 69. 1 7
45……… 8 115, 239 77, 732 21, 112 16, 395 37, 507 18, 097 1, 087 ― 20, 930 1, 262 67. 5 32. 5 50. 8 49. 2 33. 7 66. 3 8
50……… 9 226, 591 145, 043 38, 692 42, 856 81, 548 33, 511 2, 482 ― 58, 823 2, 668 64. 0 36. 0 48. 1 51. 9 23. 3 76. 7 9
55……… 10 442, 626 283, 688 73, 903 85, 035 158, 938 75, 809 4, 401 ― 105, 782 4, 601 64. 1 35. 9 46. 0 54. 0 23. 1 76. 9 10
60……… 11 624, 667 391, 502 102, 040 131, 125 233, 165 98, 193 4, 615 ― 105, 074 6, 579 62. 7 37. 3 46. 2 53. 8 30. 4 69. 6 11

平成 2……… 12 962, 302 627, 798 156, 463 178, 041 334, 504 158, 002 16, 627 ― 107, 311 11, 319 65. 2 34. 8 47. 1 52. 9 37. 1 62. 9 12
8……… 13 903, 198 552, 261 145, 915 205, 022 350, 937 136, 524 19, 970 ― 147, 808 12, 694 61. 1 38. 9 43. 8 56. 2 28. 9 71. 1 13
9……… 14 917, 562 556, 007 149, 478 212, 077 361, 555 157, 745 10, 805 ― 143, 724 12, 543 60. 6 39. 4 42. 2 57. 8 27. 9 72. 1 14
10……… 15 871, 199 511, 977 153, 195 206, 027 359, 222 143, 050 5, 952 ― 157, 451 17, 386 58. 8 41. 2 41. 7 58. 3 25. 6 74. 4 15
11……… 16 842, 400 492, 139 145, 863 204, 399 350, 261 124, 445 6, 089 6, 399 165, 990 16, 106 58. 4 41. 6 42. 2 57. 8 24. 4 75. 6 16
12……… 17 882, 673 527, 209 155, 850 199, 614 355, 464 143, 862 6, 202 9, 140 144, 543 15, 467 59. 7 40. 3 41. 7 58. 3 27. 1 72. 9 17
13……… 18 855, 172 499, 684 155, 303 200, 185 355, 488 163, 366 6, 240 9, 018 145, 501 15, 347 58. 4 41. 6 37. 5 62. 5 22. 3 77. 7 18
14……… 19 792, 227 458, 442 138, 035 195, 750 333, 785 155, 755 6, 342 9, 036 131, 748 14, 634 57. 9 42. 1 36. 3 63. 7 21. 5 78. 5 19
15……… 20 780, 351 453, 694 136, 931 189, 726 326, 657 163, 926 6, 940 10, 062 131, 421 12, 812 58. 1 41. 9 35. 0 65. 0 19. 8 80. 2 20
16……… 21 816, 417 481, 029 144, 870 190, 518 335, 388 155, 227 11, 641 11, 048 124, 598 12, 987 58. 9 41. 1 37. 1 62. 9 23. 5 76. 5 21
17……… 22 870, 949 522, 905 152, 269 195, 775 348, 044 156, 666 18, 490 15, 180 118, 889 12, 731 60. 0 40. 0 38. 2 61. 8 26. 0 74. 0 22
18……… 23 906, 231 541, 169 163, 243 201, 819 365, 062 156, 551 37, 285 8, 160 105, 307 12, 749 59. 7 40. 3 37. 4 62. 6 27. 2 72. 8 23
19……… 24 929, 226 526, 558 186, 642 216, 026 402, 668 155, 538 7, 146 3, 120 103, 365 12, 657 56. 7 43. 3 38. 8 61. 2 29. 1 70. 9 24
20……… 25 853, 894 458, 309 179, 280 216, 305 395, 585 157, 272 6, 788 5, 391 116, 890 11, 854 53. 7 46. 3 33. 8 66. 2 21. 5 78. 5 25
21……… 26 754, 262 402, 433 146, 545 205, 284 351, 830 161, 113 12, 966 4, 620 168, 391 12, 836 53. 4 46. 6 29. 7 70. 3 9. 0 91. 0 26
22……… 27 780, 237 437, 074 140, 262 202, 901 343, 163 173, 948 20, 692 3, 832 143, 052 8, 507 56. 0 44. 0 30. 6 69. 4 13. 3 86. 7 27
23……… 28 793, 468 451, 754 137, 940 203, 774 341, 714 187, 884 21, 699 3, 640 160, 304 7, 698 56. 9 43. 1 30. 1 69. 9 10. 8 89. 2 28
24……… 29 815, 100 470, 492 141, 456 203, 152 344, 608 178, 482 22, 715 1, 275 155, 271 9, 308 57. 7 42. 3 32. 5 67. 5 14. 5 85. 5 29
25……… 30 866, 017 512, 274 147, 739 206, 004 353, 743 170, 979 25, 588 1, 255 165, 118 7, 676 59. 2 40. 8 35. 6 64. 4 17. 4 82. 6 30
26……… 31 946, 346 578, 492 156, 835 211, 020 367, 855 176, 900 29, 369 1, 192 155, 189 7, 054 61. 1 38. 9 39. 2 60. 8 23. 6 76. 4 31
27……… 32 990, 679 599, 694 180, 222 210, 763 390, 986 172, 967 26, 792 1, 189 152, 822 7, 220 60. 5 39. 5 39. 9 60. 1 25. 2 74. 8 32
28……… 33 983, 486 589, 563 181, 140 212, 784 393, 924 176, 854 23, 402 1, 233 156, 871 8, 072 59. 9 40. 1 39. 3 60. 7 24. 1 75. 9 33
29……… 34 1, 022, 847 623, 803 183, 967 215, 077 399, 044 164, 280 24, 052 1, 328 155, 204 7, 344 61. 0 39. 0 42. 1 57. 9 27. 6 72. 4 34
30……… 35 1, 044, 629 638, 003 183, 962 222, 664 406, 626 166, 894 25, 754 1, 544 143, 200 6, 289 61. 1 38. 9 42. 4 57. 6 29. 3 70. 7 35

令和元……… 36 1, 075, 635 664, 213 184, 948 226, 474 411, 422 169, 851 27, 123 4, 340 153, 942 6, 948 61. 8 38. 2 42. 9 57. 1 29. 3 70. 7 36

 （備考）1.　国税は59年度までは日本専売公社納付金を含み，かつ，35年度以降は特別会計分を含む。
　　　　2.　地方から国への負担額は，国直轄事業負担金に係る国への現金納付額である。
　　　　3.　地方交付税（臨時地方特例交付金等を含む。）は，交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入額に返還金及び繰越額等を加減算した額である。
　　　　4. 　国庫支出金には，国有提供施設等所在市町村助成交付金及び交通安全対策特別交付金を含む。

　　　　5.　国税は平成29年度までは決算額，平成30年度は補正後予算額，令和元年度は予算額である。
　　　　6. 　地方税は平成29年度までは決算額，平成30年度は最近の実績を加味して算出した実績見込額，令和元年度は地方財政計画額に計画外税収入見

込額を加えた額である。

（単位　億円，％）　
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52.　国税及び地方税の徴税費の累年比較

53.　所得税及び住民税所得割の納税者数等の累年比較
（単位　万人）　

所得税・
　就業者

区　分

住民税

所 得 税 の 納 税 者 数 住民税所得割の納税者数 就　業　者　総　数

指　　　数 指　　　数 指　　　数

昭和45年…… 昭和46年度… 2, 484 100. 0 2, 985 100. 0 5, 094 100. 0
50……… 51……… 2, 960 119. 2 3, 458 115. 8 5, 223 102. 5
55……… 56……… 3, 725 150. 0 4, 040 135. 3 5, 536 108. 7
60……… 61……… 4, 155 167. 3 4, 387 147. 0 5, 807 114. 0
61……… 62……… 4, 245 170. 9 4, 485 150. 3 5, 853 114. 9
62……… 63……… 4, 290 172. 7 4, 533 151. 9 5, 911 116. 0
63……… 平成元……… 4, 373 176. 0 4, 593 153. 9 6, 011 118. 0

平成元……… 2……… 4, 369 175. 9 4, 569 153. 1 6, 128 120. 3
2……… 3……… 4, 592 184. 9 4, 768 159. 7 6, 249 122. 7
3……… 4……… 4, 752 191. 3 4, 917 164. 7 6, 369 125. 0
4……… 5……… 4, 881 196. 5 5, 046 169. 0 6, 436 126. 3
5……… 6……… 4, 935 198. 7 5, 100 170. 9 6, 450 126. 6
6……… 7……… 4, 973 200. 2 5, 105 171. 0 6, 453 126. 7
7……… 8……… 4, 941 198. 9 5, 171 173. 2 6, 457 126. 8
8……… 9……… 5, 005 201. 5 5, 245 175. 7 6, 486 127. 3
9……… 10……… 5, 019 202. 1 5, 246 175. 7 6, 557 128. 7
10……… 11……… 4, 999 201. 2 5, 232 175. 3 6, 514 127. 9
11……… 12……… 4, 867 195. 9 5, 163 173. 0 6, 462 126. 9
12……… 13……… 4, 847 195. 1 5, 126 171. 7 6, 446 126. 5
13……… 14……… 4, 796 193. 1 5, 081 170. 2 6, 412 125. 9
14……… 15……… 4, 702 189. 3 4, 997 167. 4 6, 330 124. 3
15……… 16……… 4, 691 188. 8 4, 996 167. 4 6, 316 124. 0
16……… 17……… 4, 856 195. 5 5, 136 172. 1 6, 329 124. 2
17……… 18……… 5, 228 210. 5 5, 504 184. 4 6, 356 124. 8
18……… 19……… 5, 282 212. 6 5, 563 186. 4 6, 389 125. 4
19……… 20……… 5, 268 212. 1 5, 609 187. 9 6, 427 126. 2
20……… 21……… 5, 233 210. 7 5, 611 188. 0 6, 409 125. 8
21……… 22……… 5, 052 203. 4 5, 477 183. 5 6, 314 123. 9
22……… 23……… 5, 028 202. 4 5, 468 183. 2 6, 298 123. 6
23……… 24……… 5, 099 205. 3 5, 485 183. 8 6, 293 123. 5
24……… 25……… 5, 147 207. 2 5, 535 185. 4 6, 280 123. 3
25……… 26……… 5, 182 208. 6 5, 558 186. 2 6, 326 124. 2
26……… 27……… 5, 212 209. 8 5, 588 187. 2 6, 371 125. 1
27……… 28……… 5, 289 212. 9 5, 679 190. 3 6, 401 125. 7
28……… 29……… 5, 353 215. 5 5, 759 192. 9 6, 465 126. 9
29……… 30……… 5, 406 217. 6 5, 828 195. 2 6, 530 128. 2

 （備考）1. 　所得税及び住民税所得割の納税者数は，「市町村税課税状況等の調」（総務省自治税務局）による。
　　　　2.  　就業者総数は，「労働力調査報告」（総務省統計局）による暦年平均数である。平成22年から平成29年までの数値については，平成27年国勢調査基準のベ

ンチマーク人口に基づいて遡及又は補正した時系列接続用数値に置き換えて掲載している。平成17年から平成21年までの数値については，平成22年国勢調
査基準のベンチマーク人口に基づく時系列接続用数値を掲載している。

　　　　3. 　所得税の納税者数及び就業者総数の指数は昭和45年，住民税所得割の納税者数の指数は昭和46年度を100として算出している。

区　　　　　　　　　　　分 平成24年度 25 26 27 28 29

国 税 徴税コスト（税収百円当たり） 1. 60円 1. 47円 1. 39円 1. 30円 1. 30円 1. 24円

地方税

道 府 県 徴税コスト（税収百円当たり） 1. 89円 1. 75円 1. 68円 1. 44円 1. 43円 1. 40円

市 町 村 徴税コスト（税収百円当たり） 2. 14円 2. 16円 2. 09円 2. 06円 2. 11円 2. 02円

計 徴税コスト（税収百円当たり） 2. 05円 2. 02円 1. 95円 1. 82円 1. 85円 1. 78円

 （備考）国税庁及び総務省自治税務局調による。

174 地 方 税



経　　　済　　　日　　　誌

（５　月　中）　
１日 ○米供給管理協会，４月のISM景況指数（製造業）を

発表
総合指数は52. 8ポイントと前月（55. 3ポイント）か
ら低下

○米連邦準備制度理事会（FRB），米連邦公開市場委
員会（FOMC）を開催（４月30日～）
⑴　政策金利（フェデラルファンドレート）の誘導
目標を2. 25～2. 50％に据置き
⑵　現状の景気認識を「堅調なペースで上昇」と，
表現を上方修正（前回３月：「第４四半期の堅調な
ペースからは減速した」）
⑶　物価について「鈍化し，２％を下回って推移」
と表現を変更（前回３月：「２％付近で推移」）
⑷　「FOMCは，世界の経済・市場動向及びインフ
レ圧力の落ち着きを踏まえ，これらの結果をサポー
トするのに適切なFF金利の目標水準を将来どう調
整するかを決めるにあたっては，慎重になる（will 
be patient）」との文言は変更なし

２日 ○イングランド銀行（BOE），金融政策委員会を開催
し，政策金利の据置き，資産買入れ枠の現状維持を
決定
・政策金利を0. 75％に据置き
・資産買入れ枠を維持（4, 450億ポンド）

３日 ○米労働省，４月の雇用統計を発表
非農業部門の雇用者数は前月比26. 3万人増，過去２
か月分は修正（３月分は同18. 9万人増に下方修正

（△0. 7万人），２月分は同5. 6万人増に上方修正（＋
2. 3万人））
失業率は3. 6％と前月（3. 8％）から低下

７日 ○自販連，４月の国内新車販売台数を発表
国内新車販売台数（含む軽）は，37万8, 687台で前
年比＋3. 4％と２か月ぶりのプラス
国内新車販売台数（除く軽）は，23万954台で前年
比＋2. 5％と２か月ぶりのプラス

８日 ○中国海関総署，４月の貿易収支を発表
貿易収支は138億ドルと13か月連続の黒字，輸出は
1, 935億ドルで前年比△2. 7％と２か月ぶりのマイナ
ス，輸入は1, 797億ドルで前年比＋4. 0％と５か月ぶ
りのプラス

９日 ○米商務省，３月の貿易・サービス収支を発表
貿易・サービス収支（国際収支ベース）は△500億
ドルとなり，前月（△493億ドル）から赤字額は拡
大

10日 ○総務省，３月の家計調査（二人以上の世帯）を発表
実質消費支出は前年比＋2. 1％と４か月連続の増加，
季調済前月比は＋0. 1％と２か月ぶりの増加（とも
に，調査方法の変更の影響による変動を調整した推
計値）
基調判断は「持ち直しの動きがみられる」とし据置
き

○厚生労働省，３月の毎月勤労統計（速報）を発表
現金給与総額は前年比△0. 1％で20か月ぶりの減少

（うち所定内給与は同＋0. 5％，所定外給与は同△
2. 4％，特別給与は同△4. 8％）

○米労働省，４月の消費者物価指数を発表
総合指数は前年比＋2. 0％，前月比＋0. 3％，食品と
エネルギーを除いたコア指数は前年比＋2. 1％，前
月比＋0. 1％

○英政府統計局，2019年１－３月期のGDP（速報）
を発表
実質GDP成長率は前期比＋0. 5％，年率＋2. 0％

13日 ○内閣府，３月の景気動向指数（CI）（速報）を発表
先行指数は96. 3（前月差△0. 8ポイント）で２か月
ぶりの低下，一致指数は99. 6（前月差△0. 9ポイン
ト）で２か月ぶりの低下，遅行指数は104. 6（前月
差＋0. 1ポイント）で２か月ぶりの上昇，基調判断
は「悪化を示している」とし下方修正

14日 ○財務省，３月の国際収支状況（速報）を発表
経常収支は２兆8, 479億円，前年比△3, 379億円（黒
字幅縮小）で57か月連続の黒字

○東京商工リサーチ，４月の全国企業倒産状況を発表
倒産件数は645件（前年比△0. 7％）と３か月連続の
前年比マイナス，負債総額は1, 069億円（同＋
11. 9％），倒産企業の従業員数は3, 417人（同＋
2. 9％），上場企業倒産は０件

○内閣府，４月の景気ウォッチャー調査を発表
景気の現状判断DIは前月差＋0. 5ポイントの45. 3と
なり２か月ぶりの増加，先行き判断DIは前月差△
0. 2ポイントの48. 4となり３か月連続の減少
景気現状の基調判断は「このところ回復に弱さがみ
られる。先行きについては，海外情勢等に対する懸
念がみられる」とし据置き

○内閣府，令和元年第１回経済財政諮問会議を開催
「経済・財政一体改革（地方行財政）」，「金融政策，
物価等に関する集中審議」について議論

15日 ○日本銀行，４月のマネーストック（速報）を発表
Ｍ２は前年比＋2. 6％，Ｍ３は同＋2. 2％，広義流動
性は同＋2. 2％

○東日本建設業保証会社等，４月の公共工事前払金保
証統計を発表
公共工事請負金額は前年比＋2. 5％で３か月連続の
プラス

○米商務省，４月の小売売上高を発表
総合は季調済前月比△0. 2％，過去２か月分は修正

（３月分は上方修正（前月比＋1. 6→＋1. 7），２月分
は下方修正（前月比△0. 2％→△0. 3％））
自動車・同部品を除くは同＋0. 1％

○米連邦準備制度理事会（FRB），４月の鉱工業生産
を発表
生産は季調済前月比△0. 5％，過去２ヶ月分は修正

（３月分は上方修正（△0. 1→＋0. 2），２月分は下方
修正（前月比＋0. 1％→△0. 5％））

○独連邦統計局，2019年１－３月期のGDP（速報）
を発表
実質GDP成長率は季調済前期比＋0. 4％（年率＋
1. 7％）

16日 ○日本銀行，４月の企業物価指数（速報）を発表
前年比＋1. 2％となり，28か月連続のプラス

20日 ○内閣府，2019年１－３月期のGDP（１次速報）を
発表
実質GDP成長率は，季調済前期比＋0. 5％（年率換
算＋2. 1％）となり，２四半期連続のプラス成長
名目GDP成長率は，同＋0. 8％（年率換算＋3. 3％）
となり，
２四半期連続のプラス成長
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経　　　済　　　日　　　誌　（続）

（５　月　中）　
GDPデフレーターは，同＋0. 3％となり３四半期連
続のプラス，前年比は＋0. 2％と４四半期ぶりのプ
ラス

22日 ○財務省，４月の貿易統計（速報）を発表
輸出は半導体等製造装置，船舶等が減少し，前年比
△2. 4％の６兆6, 588億円，輸入は原粗油，電算機類

（含周辺装置）等が増加し，同＋6. 4％の６兆5, 983
億円，貿易収支は604億円で３か月連続の黒字

○内閣府，３月の機械受注統計を発表
民需（除く船舶・電力）は季調済前月比＋3. 8％と
２か月連続の増加
基調判断は「足踏みがみられる」とし据置き

○国土交通省，３月の建設総合統計を発表
公共工事出来高は前年比△3. 0％で，11か月連続の
マイナス

23日 ○独連邦統計局，2019年１－３月期GDP（確報）を
発表
実質GDP成長率は季調済前期比＋0. 4％，年率＋
1. 7％となり，速報から変更なし

24日 ○総務省，４月の消費者物価指数を発表
生鮮除く総合は前年比＋0. 9％となり，28か月連続
のプラス

○政府，５月の月例経済報告を発表
景気の基調判断を「景気は，輸出や生産の弱さが続
いているものの，緩やかに回復している」とし下方
修正

31日 ○総務省，４月の労働力調査を発表
完全失業率（季調済）は2. 4％で前月（2. 5％）から
低下
雇用者数（原数値）は5, 959万人で前年比43万人の
増加
完全失業者数（同）は176万人で前年比４万人の減
少，23か月連続で200万人を下回った

○厚生労働省，４月の一般職業紹介状況を発表
有効求人倍率（季調済）は1. 63倍となり，前月

（1. 63倍）から横ばい，都道府県別の有効求人倍率
（季調済）は31か月連続で受理地別・就業地別とも
に，全都道府県で１倍を上回った
雇用情勢の基調判断は「着実に改善が進む中，求人
が求職を大幅に上回って推移している」とし据置き

○経済産業省，４月の鉱工業指数（速報）を発表
生産は季調済前月比＋0. 6％，出荷は同＋1. 7％，在
庫は同0. 0％
基調判断は「生産は一進一退」とし上方修正

○経済産業省，４月の商業動態統計を発表
小売業販売額は前年比＋0. 5％で18か月連続の増加，
季調済前月比は＋0. 0％で横ばい
基調判断は「一進一退の小売業販売」とし据置き

○国土交通省，４月の建築着工統計を発表
住宅着工総戸数（原数値）は，79, 389戸（前年比△
5. 7％）と５か月ぶりのマイナス，季調済年率は
93. 1万戸（前月比△5. 8％）と３か月ぶりのマイナ
ス

○内閣府，令和元年第２回経済財政諮問会議を開催
「経済・財政一体改革（社会保障②）」，「次世代型行
政サービスへの改革」，「骨太方針の骨子案」につい
て議論

○中国国家統計局，５月の製造業PMI（購買部担当者
指数）を発表
総合指数は49. 4ポイントと前月（50. 1ポイント）か
ら低下，景気の拡大・縮小の分岐点である50を３か
月ぶりに下回った

東証株価指数（TOPIX）第１部（終値）
　月間最高値　1, 599. 84（７日）
　 〃 最安値　1, 512. 28（31日）
日経平均株価（終値）
　月間最高値　21, 923. 72円（７日）
　 〃 最安値　20, 601. 19円（31日）
東京外為市場（ドル・円相場，銀行間直物，17時時点）
　月間最高値　108. 78円（31日）
　 〃 最安値　110. 66円（７日）
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関
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生
　
　
　
　
労
　
　
　
　
働
　
　
　
　
省

総
　
　
務
　
　
省

厚
生
労
働
省

 （
注
）　
毎
月
勤
労
統
計
調
査
：
20
17
年
３
月
基
準
年
次
改
訂
。
19
89
年
度
以
前
は
事
業
所
規
模
30
人
以
上
（
20
05
年
基
準
）。

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
20
12
年
以
降
に
お
い
て
は
，
東
京
都
の
「
50
0人
以
上
規
模
の
事
業
所
」
に
つ
い
て
も
復
元
し
て
再
集
計
し
た
値
。

 　
　
　
労
働
力
調
査
：
20
17
年
１
月
分
よ
り
算
出
の
基
礎
と
な
る
人
口
が
20
15
年
国
勢
調
査
結
果
を
基
準
と
す
る
推
計
人
口
（
新
基
準
）
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
20
10
年
10
月
か
ら
20
16
年
12
月
ま
で
の
数
値
は
新
基
準
に
よ
る
遡
及
な
い
し
補
正
を
行
っ
た
も
の
。

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
網
掛
け
部
分
は
，
東
日
本
大
震
災
の
影
響
を
受
け
た
岩
手
県
，
宮
城
県
及
び
福
島
県
を
含
む
補
完
推
計
値
（
20
15
年
国
勢
調
査
基
準
）。

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
完
全
失
業
者
数
，
完
全
失
業
率
の
四
半
期
は
当
課
試
算
。

〔
賃
金
・
労
働
〕

181



〔
消
費
・
物
価
〕 家
　
　
計
　
　
調
　
　
査

商
業
動
態
統
計

企
業
物
価
指
数

原
油
価
格
�

＜
ド
バ
イ
＞

消
　
費
　
者
　
物
　
価
　
指
　
数

消
費
支
出
�

（
二
人
以
上
の
世
帯
）

（
勤
労
者

世
帯
）
小
売
業
�

販
売
額

百
貨
店
・
ス
ー
パ
ー
�

販
　
　
 売
　
　
 額

国
　
　
内

輸
　
　
出

（
円
ベ
ー
ス
）

輸
　
　
入

（
円
ベ
ー
ス
）
連
鎖
方
式
に
よ
る
�

国
内
（
参
考
）

全
　
　
　
　
　
国

東
　
　
　
　
　
京

前
　
年
　
比

平
均
消
�

費
性
向
�

（
季
調
済
）

百
貨
店

ス
ー
パ
ー

総
　
　
　
合

総
　
　
　
合

生
鮮
食
品
を
除
く

生
鮮
食
品
を
除
く

名
　
目
実
　
質

前
　
年
　
比
　（
注
）

前
年
比
前
期
比
前
年
比
前
期
比
前
年
比
前
期
比
前
年
比
前
期
比
期
中
平
均

前
年
比
前
期
比
前
年
比
前
期
比
前
年
比
前
期
比
前
年
比
前
期
比

円
（
１
カ
月
当
り
）

％
％

２
０
１
５
年
＝
10
0（
注
）
％

$/
bl

２
０
１
５
年
＝
10
0（
注
）
％

19
70
年
度

81
,6
68

12
.9

5.
2

79
.8

－
－

－
－

2.
2

－
2.
5

－
1.
9

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

19
75

16
2,
04
1

13
.6

2.
9

77
.3

－
－

－
－

2.
3

－
△
5.
9

－
4.
6

－
－

－
－

10
.4

－
10
.1

－
11
.1

－
11
.0

－
19
80

23
3,
46
5

6.
5
△
1.
2

78
.2

－
－

－
－

12
.7

－
2.
6

－
26
.3

－
－

－
－

7.
6

－
7.
8

－
7.
0

－
7.
5

－
19
85

27
3,
90
7

2.
1

0.
2

77
.1

3.
6

－
－

－
△
1.
7

－
△
6.
3

－
△
9.
2

－
－

－
27
.3
8

1.
9

－
1.
8

－
2.
3

－
2.
2

－
19
90

31
4,
64
1

4.
1

0.
8

75
.2

8.
0

6.
9

8.
4

5.
2

1.
5

－
△
0.
5

－
5.
8

－
－

－
20
.7
7

3.
3

－
2.
8

－
3.
2

－
2.
7

－
19
95

33
0,
73
6
△
0.
3

0.
1

72
.7

0.
3

△
1.
0
△
0.
2
△
1.
7
△
0.
8

－
0.
5

－
△
0.
3

－
△
1.
7

－
16
.1
2
△
0.
1

－
0.
0

－
△
0.
4

－
△
0.
1

－
20
00

31
7,
90
3
△
1.
2
△
0.
5

72
.5

△
0.
8

△
4.
7
△
2.
7
△
6.
2
△
0.
1

－
△
2.
6

－
5.
6

－
△
0.
9

－
26
.0
0
△
0.
5

－
△
0.
4

－
△
0.
9

－
△
0.
8

－
20
03

30
3,
26
5
△
0.
4
△
0.
2

74
.1

0.
7

△
3.
3
△
2.
4
△
3.
9
△
0.
5

－
△
3.
5

－
△
1.
8

－
△
1.
1

－
26
.9
1
△
0.
2

－
△
0.
2

－
△
0.
4

－
△
0.
3

－
20
04

30
1,
77
6
△
0.
5
△
0.
5

74
.3

0.
3

△
4.
0
△
3.
2
△
4.
5

1.
5

－
△
0.
2

－
6.
6

－
0.
6

－
36
.4
1
△
0.
1

－
△
0.
2

－
△
0.
1

－
△
0.
2

－
20
05

29
9,
15
6
△
0.
9
△
0.
6

74
.7

1.
2

△
1.
7

0.
3
△
3.
2

2.
1

－
3.
0

－
17
.3

－
1.
2

－
53
.4
4
△
0.
1

－
0.
1

－
△
0.
4

－
△
0.
2

－
20
06

29
5,
39
4
△
1.
3
△
1.
6

72
.0

△
0.
1

△
0.
9
△
0.
8
△
1.
0

2.
0

－
3.
2

－
10
.7

－
1.
6

－
60
.9
2

0.
2

－
0.
1

－
0.
3

－
0.
0

－
20
07

29
9,
06
7

1.
2

0.
8

73
.6

1.
1

△
1.
0
△
0.
8
△
1.
1

2.
3

－
△
0.
2

－
8.
0

－
2.
1

－
76
.9
9

0.
4

－
0.
3

－
0.
1

－
0.
1

－
20
08

29
4,
42
8
△
1.
6
△
2.
9

73
.3

△
1.
0

△
4.
2
△
6.
7
△
2.
5

3.
1

－
△
7.
4

－
0.
4

－
2.
9

－
82
.6
1

1.
1

－
1.
2

－
1.
0

－
1.
1

－
20
09

29
2,
14
6
△
0.
8

1.
1

74
.7

△
0.
5

△
6.
4
△
8.
6
△
5.
1
△
5.
2

－
△
7.
7

－
△
19
.1

－
△
4.
5

－
69
.5
6
△
1.
7

－
△
1.
6

－
△
1.
7

－
△
1.
6

－
20
10

28
7,
64
5
△
1.
5
△
1.
1

73
.4

1.
1

△
2.
0
△
3.
1
△
1.
4

0.
7

－
△
3.
2

－
6.
8

－
0.
4

－
84
.1
3
△
0.
4

－
△
0.
8

－
△
0.
6

－
△
0.
9

－
20
11

28
4,
04
4
△
1.
3
△
1.
3

73
.3

0.
8

△
0.
9
△
0.
0
△
1.
3

1.
4

－
△
2.
3

－
7.
0

－
1.
2

－
10
9.
98
△
0.
1

－
0.
0

－
△
0.
4

－
△
0.
3

－
20
12

28
7,
70
0

1.
3

1.
6

74
.8

0.
3

△
1.
4
△
0.
1
△
2.
1
△
1.
1

－
0.
9

－
1.
7

－
△
1.
2

－
10
6.
78
△
0.
3

－
△
0.
2

－
△
0.
7

－
△
0.
6

－
20
13

29
3,
44
8

2.
0

0.
9

75
.5

2.
9

1.
5

4.
2

0.
1

1.
9

－
10
.3

－
13
.5

－
1.
7

－
10
4.
51

0.
9

－
0.
8

－
0.
5

－
0.
4

－
20
14

28
8,
18
8
△
1.
8
△
5.
1

74
.2

△
1.
2

△
1.
7
△
2.
3
△
1.
4

2.
7

－
2.
9

－
0.
2

－
2.
8

－
83
.8
3

2.
9

－
2.
8

－
2.
6

－
2.
5

－
20
15

28
5,
58
8
△
0.
9
△
1.
2

73
.6

0.
8

1.
8

1.
9

1.
7
△
3.
2

－
△
1.
5

－
△
13
.7

－
△
3.
2

－
45
.8
5

0.
2

－
0.
0

－
0.
1

－
0.
0

－
20
16

28
1,
03
8
△
1.
6
△
1.
6

72
.1

△
0.
2

△
1.
4
△
2.
8
△
0.
7
△
2.
4

－
△
6.
9

－
△
10
.6

－
△
2.
5

－
46
.7
6
△
0.
1

－
△
0.
2

－
△
0.
2

－
△
0.
4

－
20
17

28
4,
58
7

1.
2

0.
3

71
.7

1.
9

0.
5

1.
0

0.
2

2.
7

－
4.
7

－
9.
6

－
2.
6

－
55
.8
6

0.
7

－
0.
7

－
0.
5

－
0.
4

－
20
18

28
9,
00
7

0.
9

0.
0

69
.2
P 

1.
6
P 
△
0.
9
P 
△
0.
7
P △

1.
0

2.
2

－
0.
8

－
6.
5

－
1.
9

－
69
.1
1

0.
7

－
0.
8

－
0.
8

－
0.
9

－
20
17
. 
7－
 9

27
6,
10
6

0.
8

0.
0

70
.6

2.
0

0.
7

1.
4

0.
4

2.
8

0.
4

8.
3

0.
9
12
.8
△
0.
8

2.
8

0.
4

50
.6
3

0.
6

0.
0

0.
6

0.
0

0.
4

0.
0

0.
3

0.
0

10
－1
2
29
4,
13
0

1.
3

0.
5

71
.6

1.
9

0.
6

1.
3

0.
3

3.
3

0.
9

6.
1

2.
6
11
.0

5.
1

3.
2

0.
8

59
.1
2

0.
6

0.
6

0.
9

0.
4

0.
4

0.
6

0.
7

0.
4

20
18
. 
1－
 3

28
5,
51
6

2.
0

0.
4

71
.0

1.
4

0.
4

0.
4

0.
4

2.
5

0.
6

0.
6
△
1.
3

3.
7

0.
4

2.
3

0.
4

64
.0
9

1.
3

0.
3

0.
9
△
0.
1

1.
2

0.
1

0.
8
△
0.
3

4－
 6

28
1,
12
9
△
1.
3
△
2.
1

68
.8

1.
3

△
0.
4

1.
5
△
1.
3

2.
6

0.
7

2.
6

0.
4

7.
5

2.
7

2.
2

0.
6

71
.7
5

0.
7
△
0.
3

0.
7

0.
4

0.
5
△
0.
2

0.
6

0.
5

7－
 9

28
2,
38
0

1.
9

0.
6

70
.6

2.
2

△
0.
5
△
2.
6

0.
5

3.
1

0.
9

2.
5

0.
8
11
.6

3.
0

2.
6

0.
8

73
.8
6

1.
1

0.
5

0.
9

0.
2

1.
1

0.
6

0.
9

0.
3

10
－1
2
30
0,
23
6

0.
8
△
0.
2

68
.6

2.
0

△
1.
3
△
0.
6
△
1.
7

2.
3

0.
1

0.
0

0.
1

7.
3

1.
0

1.
9

0.
1

67
.3
9

0.
8

0.
3

0.
9

0.
4

0.
9

0.
3

1.
0

0.
5

20
19
. 
1－
 3

29
2,
28
4

2.
3

1.
9

69
.8
P�

0.
7
P�
△
1.
5
P�
△
1.
2
P�
△
1.
7

0.
9
△
0.
8
△
1.
6
△
2.
9

0.
0
△
6.
4

1.
0
△
0.
5

63
.2
4

0.
3
△
0.
2

0.
8
△
0.
2

0.
6
△
0.
1

1.
1
△
0.
1

20
18
. 

3
30
1,
23
0

1.
1
△
0.
2

70
.6

1.
0

0.
2

0.
9
△
0.
2

2.
0
△
0.
1
△
0.
5
△
0.
8

1.
7
△
1.
8

1.
9
△
0.
1

63
.2
9

1.
1
△
0.
3

0.
9

0.
1

1.
0
△
0.
3

0.
8

0.
1

4
29
4,
43
9
△
0.
5
△
1.
3

69
.9

1.
5

△
0.
8

1.
5
△
1.
8

2.
2

0.
4

1.
9

0.
3

5.
1

1.
3

1.
9

0.
3

68
.4
3

0.
6
△
0.
1

0.
7

0.
2

0.
5
△
0.
1

0.
6

0.
2

5
28
1,
30
7
△
3.
0
△
3.
8

70
.6

0.
6

△
2.
0
△
1.
2
△
2.
4

2.
7

0.
5

2.
4

1.
5

6.
7

2.
8

2.
3

0.
4

73
.6
6

0.
7

0.
1

0.
7

0.
1

0.
4

0.
0

0.
5

0.
0

6
26
7,
64
1
△
0.
4
△
1.
2

66
.1

1.
7

1.
5

4.
0

0.
3

2.
8

0.
2

3.
3

0.
1
10
.8

2.
0

2.
4

0.
2

73
.2
2

0.
7
△
0.
1

0.
8

0.
0

0.
6

0.
0

0.
7

0.
0

7
28
3,
38
7

1.
3

0.
2

70
.9

1.
5

△
1.
6
△
5.
1

0.
3

3.
1

0.
5

2.
6

0.
4
11
.5

0.
9

2.
6

0.
4

72
.7
2

0.
9

0.
1

0.
8
△
0.
1

0.
9

0.
1

0.
8

0.
0

8
29
2,
48
1

4.
3

2.
8

70
.4

2.
7

△
0.
1

0.
6
△
0.
4

3.
1

0.
0

2.
8
△
0.
4
12
.3
△
0.
5

2.
6

0.
0

72
.1
3

1.
3

0.
5

0.
9

0.
3

1.
2

0.
7

0.
9

0.
5

9
27
1,
27
3
△
0.
1
△
1.
5

70
.4

2.
2

0.
4
△
2.
6

1.
7

3.
0

0.
2

2.
0

0.
4
10
.9

0.
6

2.
5

0.
2

77
.0
2

1.
2

0.
1

1.
0

0.
0

1.
2

0.
1

1.
0

0.
0

10
29
0,
39
6

1.
5
△
0.
2

70
.4

3.
6

△
0.
8

1.
1
△
1.
8

3.
0

0.
4

0.
8

0.
6

9.
8

1.
7

2.
5

0.
3

78
.9
6

1.
4

0.
3

1.
0

0.
3

1.
5

0.
3

1.
0

0.
3

11
28
1,
04
1

0.
5
△
0.
5

70
.1

1.
4

△
2.
1
△
1.
1
△
2.
6

2.
3
△
0.
3

0.
5
△
0.
1

9.
3

0.
8

1.
9
△
0.
2

65
.1
1

0.
8
△
0.
3

0.
9

0.
0

0.
8
△
0.
3

1.
0

0.
0

12
32
9,
27
1

0.
4

0.
1

65
.5

1.
3

△
1.
0
△
1.
3
△
0.
8

1.
5
△
0.
6
△
1.
5
△
1.
7

3.
1
△
4.
0

1.
4
△
0.
4

56
.4
7

0.
3
△
0.
3

0.
7
△
0.
2

0.
4
△
0.
2

0.
9
△
0.
1

20
19
. 

1
29
6,
34
5

2.
2

2.
0

70
.4

0.
6

△
3.
3
△
3.
3
△
3.
4

0.
6
△
0.
6
△
3.
4
△
2.
5
△
1.
8
△
5.
2

0.
7
△
0.
5

58
.9
6

0.
2

0.
1

0.
8
△
0.
2

0.
5

0.
1

1.
1
△
0.
3

2
27
1,
23
2

1.
9

1.
7

69
.8

0.
6

△
1.
8
△
0.
1
△
2.
7

0.
9

0.
3
△
1.
5

0.
9
△
0.
8

0.
9

0.
9

0.
3

64
.3
2

0.
2

0.
0

0.
7

0.
1

0.
6

0.
1

1.
1

0.
2

3
30
9,
27
4

2.
7

2.
1

69
.4
P�

1.
0
P�

0.
6
P�
△
0.
2
P�
1.
0

1.
3

0.
3

0.
1

0.
7

2.
5

1.
6

1.
2

0.
2

66
.8
0

0.
5

0.
0

0.
8

0.
1

0.
9

0.
0

1.
1

0.
1

　
　
P 

4
1.
2

0.
3

0.
2

0.
4

1.
8

0.
5

1.
2

0.
3

70
.6
6

0.
9

0.
3

0.
9

0.
3

1.
3

0.
4

1.
3

0.
4

発
表
機
関

総
　
　
　
　
務
　
　
　
　
省

経
　
済
　
産
　
業
　
省

日
　
　
　
　
本
　
　
　
　
銀
　
　
　
　
行

Bl
oo
m
be
rg

総
　
　
　
　
務
　
　
　
　
省

 （
注
）　
家
計
調
査
：
20
00
年
１
月
以
降
は
，
二
人
以
上
の
世
帯
（
農
林
漁
家
世
帯
を
含
む
）。
20
18
年
１
月
以
降
は
，
調
査
方
法
の
影
響
に
よ
る
変
動
を
調
整
し
た
変
動
調
整
値
。
平
均
消
費
性
向
の
年
度
は
原
数
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ベ
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。
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発
表
機
関

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
府

 （
注
）　
国
内
総
支
出
：
０
８
Ｓ
Ｎ
Ａ
，
20
19
年
１
－
３
月
期
１
次
速
報
値
（
連
鎖
方
式
，
19
93
年
度
ま
で
は
20
00
暦
年
基
準
，
19
94
年
度
以
降
は
20
11
暦
年
基
準
）
に
よ
る
。

　
　
　
20
18
年
度
実
績
見
込
み
，
20
19
年
度
見
通
し
：
平
成
31
年
１
月
28
日
閣
議
決
定
。

　
　
　
国
民
所
得
，
貯
蓄
率
：
20
11
暦
年
基
準
（
た
だ
し
，
19
93
年
度
以
前
は
20
00
暦
年
基
準
）
に
よ
る
。
19
94
年
度
以
降
は
，
毎
月
勤
労
統
計
の
再
集
計
値
公
表
を
受
け
た
再
推
計
値
。

〔
国
内
総
支
出
・
国
民
所
得
・
貯
蓄
率
〕
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法
人
企
業
統
計

（
全
　
産
　
業
）

　
　
　
日
　
　
銀
　
　
短
　
　
観
　 （
注
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（
全
国
企
業
，
全
産
業
）

売
上
高

前
年
比
経
常
利
益

前
年
比
設
備
投
資

前
年
比
売
上
高

前
年
比

経
常
利
益

前
年
比

売
上
高
経

常
利
益
率
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企
業

製
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△
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＊
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＊
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＊
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＊
9.
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.
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［
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△
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.4
］

＊
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5

＊
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4

＊
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6

＊
4.
6
＊
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14

＊
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発
表
機
関

財
　
　
務
　
　
省

日
　
本
　
銀
　
行

 （
注
）　
日
銀
短
観
：
＊
印
は
20
19
年
３
月
調
査
に
よ
る
計
画
で
あ
る
。

 　
　
　
法
人
企
業
統
計
：
金
融
業
，
保
険
業
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
20
08
年
度
以
降
は
「
金
融
機
関
を
子
会
社
と
す
る
純
粋
持
株
会
社
」
を
含
む
計
数
で
あ
る
。

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�20
09
年
度
年
次
別
調
査
か
ら
，
日
本
郵
政
㈱
，
郵
政
事
業
㈱
，
郵
便
局
㈱
を
含
ん
だ
計
数
と
な
っ
て

い
る
。

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
備
投
資
は
20
02
年
度
以
降
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
投
資
額
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�な
お
，［
　
］
は
「
法
人
企
業
景
気
予
測
調
査
」（
金
融
業
，
保
険
業
を
除
く
）
の
年
度
及
び
半
期
の

見
通
し
の
計
数
で
あ
る
。

〔
企
業
収
益
〕 

（
％
） 　
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2017. 1. 20 施政方針演説・財政演説
〃 平成28年度補正予算（第３号及び特第３号）（国会提出）
〃 平成29年度予算（国会提出）
〃 平成29年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について（閣議決定）

1. 31 平成28年度補正予算（第３号及び特第３号）成立
2. 10 「産業競争力の強化に関する実行計画」（2017年版）（閣議決定）
〃 平成28年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報告書（閣議決定）

3. 27 平成29年度予算成立
〃 平成29年度税制改正法成立

3. 28 働き方改革実行計画（働き方改革実現会議決定）
6.  9 経済財政運営と改革の基本方針2017（骨太の方針）（閣議決定）
〃 まち・ひと・しごと創生基本方針2017（閣議決定）
〃 未来投資戦略2017（閣議決定）

7. 20 平成30年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（閣議了解）
11. 29 所信表明演説
12. 8 平成30年度予算編成の基本方針（閣議決定）
12. 19 平成30年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について（閣議了解）
12. 22 平成29年度補正予算（第１号）（閣議決定）
〃 平成30年度一般会計歳入歳出概算について（閣議決定）
〃 平成30年度税制改正の大綱について（閣議決定）

2018. 1. 22 施政方針演説・財政演説
〃 平成29年度補正予算（第１号及び特第１号）（国会提出）
〃 平成30年度予算（国会提出）
〃 平成30年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について（閣議決定）

2.  1 平成29年度補正予算（第１号及び特第１号）成立
3. 28 平成30年度予算成立
〃 平成30年度税制改正法成立

6. 13 人づくり革命　基本構想（人生100年時代構想会議決定）
6. 15 経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太の方針）（閣議決定）
〃 まち・ひと・しごと創生基本方針2018（閣議決定）
〃 未来投資戦略2018（閣議決定）

7. 10 平成31年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（閣議了解）
7. 31 「強力な金融緩和継続のための枠組み強化」の決定（日本銀行政策決定会合）
10. 15 平成30年度補正予算（第１号）（閣議決定）
10. 24 所信表明演説・財政演説
〃 平成30年度補正予算（第１号及び特第１号）（国会提出）

11.  7 平成30年度補正予算（第１号及び特第１号）成立
12.  7 平成31年度予算編成の基本方針（閣議決定）
12. 18 平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について（閣議了解）
12. 21 平成30年度補正予算（第２号）（閣議決定）
〃 平成31年度一般会計歳入歳出概算について（閣議決定）
〃 平成30年度税制改正の大綱について（閣議決定）

2019. 1. 18 平成31年度一般会計歳入歳出概算の変更について（閣議決定）
1. 28 施政方針演説・財政演説
〃 平成30年度補正予算（第２号及び特第２号）（国会提出）
〃 平成31年度予算（国会提出）
〃 平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について（閣議決定）

2.  7 平成30年度補正予算（第２号及び特第２号）成立
3. 27 平成31年度予算成立
〃 平成31年度税制改正法成立
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